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はじめに 

 

茨城大学においては、法人化以前から、自己点検評価の努力義務化や大学評価・学位授与機構の試行的評

価の実施に合わせ、着実に評価体制の構築を図ってきた。平成16年の国立大学法人化では、それらの素地の

上に、説明責任のための法人評価と自己改善のための評価を組み合わせた独自の自己点検評価体制を構築し

た。第1期中期目標期間における本学では、6年間で実施する中期目標・中期計画の達成のために、各部局が

それぞれに最大限できることをそれぞれの年度計画として定め、責任を持ってそれを実行した。全学で統一

的な実施事項を定め、各部局に指示をする方式ではなく、あくまでも各部局の改善に力点を置いた自律的な

計画立案と評価のシステムであった。全学的には、各部局の計画を全学年度計画としてまとめ、文部科学省

に届け出て、その評価を受け、その結果を公表することによって説明責任を果たしてきた。第2期中期目標期

間については、のちの大学憲章の制定につながる全学的な長期ビジョンの議論をもとに、各部局の自立性を

尊重した上で、中期計画を策定した。全学的な中期計画のもとに各部局は工程表を策定し、それぞれの特色

を活かした活動で、中期計画の達成を目指している。 

第2期中期目標・中期計画期間においては、大学法人による教育・研究の質保証システムの確立が求められ

ている。本自己点検評価書は、各年度計画の実施状況を把握し、中期計画の進捗度を評価し、中期計画の達

成に向けた課題と問題点を明確にすることによって、教育・研究を含む本学の業務の質の向上に向けた取組

を担保するものである。第1期中期目標・中期計画期間において、大学法人による中期計画の自己点検評価機

能が確立されたとみなされたことにより、文部科学省国立大学法人評価委員会への業務実績報告書の内容が

大幅に簡素化された。このことは、第2期では、大学法人が中期計画と年度計画の点検評価について実質的責

務を担うことを意味する。本報告は、茨城大学が行った年度計画の自己点検評価書である。 

また、本学では、第2期中期目標期間において、とくに中期的スパンでの計画の運用を図ることを重視して

「6年間の工程表」を作成し、各中期計画の計画施策の実施を担う学部等の部局と担当事務体制を明確にさせ

た。各部局等において、年度ごとの達成状況の詳細な点検を、担当事務と共同で行い、結果を評価室に報告

することになった。評価室は、「6年間の工程表に対する進行度」として部局等の活動を捉えることにし、合

わせて、重点目標などを利用したより概括的な現状把握を行った。このことにより、大学執行部がより的確

に学内の状況を捉え、改善への原動力となることを図った。大学本部は、より長いスパン、より大きな範囲

で教育、研究、諸活動を捉えることで、これまで以上のマネジメント機能の向上を図った。このことにより、

茨城大学がこれまで以上に、教育研究水準の向上を図り、我が国の発展に資するよう、厳しく自己点検評価

活動を実施するものである。 

 

                        平成24年10月 茨城大学評価室長 横沢正芳 

 

進捗状況の評語 

進捗状況【全学工程表で想定する６年間の達成目標や進行プロセスに対して】

かなり上回って達成できる Ｓ 

上回って達成できそうである Ａ 

達成は可能であると考えられる Ｂ 

このままでは達成が危ぶまれる Ｆ 
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○ 大学の概要 

（１）現況 

  ① 大学名 

         国立大学法人茨城大学 

 

 ② 所在地 

    本部・水戸キャンパス：茨城県水戸市 

    日立キャンパス：茨城県日立市 

    阿見キャンパス：茨城県稲敷郡阿見町 

    教育学部附属幼稚園、小学校、中学校：茨城県水戸市 

    教育学部附属特別支援学校：茨城県ひたちなか市 

    広域水圏環境科学教育研究センター：茨城県潮来市 

    フロンティア応用原子科学研究センター：茨城県那珂郡東海村 

      宇宙科学教育研究センター：茨城県高萩市 

      五浦美術文化研究所：茨城県北茨城市 

    大子合宿研修所：茨城県久慈郡大子町 

   

③ 役員の状況 

        池 田 幸 雄（学長名）（平成20年9月1日～平成24年8月31日） 

     理事数（非常勤を含む） ４名 

     監事数（非常勤を含む） ２名 

 

 ④ 学部等の構成 

      学部 

       人文学部 

       教育学部 

     〃   附属幼稚園 

     〃   附属小学校 

     〃   附属中学校 

     〃   附属特別支援学校 

     〃   附属教育実践総合センター 

       理学部 

       工学部 

    農学部 

     〃  附属フィールドサイエンス教育研究センター 

 

      大学院 

       人文科学研究科（修士課程） 

       教育学研究科（修士課程） 

       理工学研究科（博士前期課程）、（博士後期課程） 

       農学研究科（修士課程） 

       東京農工大学大学院連合農学研究科（博士課程後期３年）：【参加校】 

 

      専攻科 

       特別支援教育特別専攻科 
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   図書館 

 

教育振興局 

        大学教育センター 

        入学センター 

        生涯学習教育研究センター 

        留学生センター 

        保健管理センター 

        学生相談センター 

        学生就職支援センター 

 

      学術振興局 

        ＩＴ基盤センター 

        産学官連携イノベーション創成機構 

        機器分析センター 

        地域連携推進本部 

        広域水圏環境科学教育研究センター 

        遺伝子実験施設 

        地域総合研究所 

        地球変動適応科学研究機関 

        フロンティア応用原子科学研究センター 

        宇宙科学教育研究センター 

  五浦美術文化研究所 

 

    ⑤ 学生数及び教職員数（平成23年5月1日現在）（留学生数を( )書きで内数記載） 

学部・研究科等 学生数 教員数 職員数 

  役 員        7人  

評価室        1人  

監査室      2人 

学長秘書室        1人 

学部 

 人文学部 

 教育学部 

 理学部 

 工学部 

 農学部 

  学 部 計 

 

1,787人( 17人) 

1,509人( 19人) 

  933人( 10人) 

2,458人( 87人) 

  525人(  6人) 

7,212人(139人) 

 

    100人 

  104人 

   60人 

  147人 

   58人 

 

 

 

 

 

 

   253人 

大学院 

  人文科学研究科 

  教育学研究科 

  理工学研究科 

    ：博士前期課程 

    ：博士後期課程 

 農学研究科 

 

 

       73人( 28人) 

      123人( 11人) 

 

   762人( 33人) 

   111人( 23人) 

   111人( 10人) 

 

 

 

      3人 

     10人 
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【東京農工大学大学院 

       連合農学研究科】 

  大学院 計 

 

【 41人：外数】 

1,180人(105人) 

 

専攻科 

 特別支援教育専攻科 

 

       24人 

 

教育学部附属学校園 

  附属幼稚園 

  附属小学校 

  附属中学校 

  附属特別支援学校 

 

   148人 

   708人 

   474人 

    57人 

 

 

     84人 

教育振興局 

  大学教育センター 

  生涯学習教育研究センター 

  留学生センター 

  保健管理センター 

 

学術振興局 

  ＩＴ基盤センター 

  産学官連携イノベーション創成機構 

  機器分析センター 

  広域水圏環境科学教育研究センター 

  遺伝子実験施設 

  地球変動適応科学研究機関 

  フロンティア応用原子科学研究センター 

  宇宙科学教育研究センター 

 

6人 

1人 

5人 

2人 

 

 

2 人 

      1 人 

      1 人 

      4 人 

      2 人 

      1 人 

3人 

1人 

合   計 
   9,803人(244人) 

【  41人：外数】 

    603人 256人 

  ※【東京農工大学大学院連合農学研究科】の【 41人：外数】は、本学で研究指導を受けている 

学生数を示す。 
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（２）大学の基本的な目標等 

国立大学法人茨城大学（以下「茨城大学」と称す。）は、我が国の先端科学関連の研究や産業の拠点の

一つである首都圏北部に立地する特徴、さらには農業の活発な地域としての特色を生かし、人文・社会科

学、理学、工学、農学、教育学の各分野における高等教育と、基礎・応用両面にわたる多様な研究活動、

さらにそれらを基礎として地域貢献を行う総合大学として大学の統合性を強め、同時に３キャンパスの立

地を生かして多彩に発展することを目標とする。 

 

教育 

   茨城大学は、世界水準の教育を行う大学としての機能を発揮し、教育に重点をおき、総合力を生かして

一貫した教養教育と専門教育を行い、豊かな人間性と幅広い教養をもち、国際感覚を身につけた職業人を

育成する教育を行う。また、大学院教育を重視し、より幅広く豊かな学識を持ち、持続可能な社会と自然

保全の担い手を育成する教育を行い、高度専門職業人や研究者を養成する。 

 

研究 

   茨城大学は、世界水準の研究を行う大学としての機能を発揮し、サステイナビリティ学研究やフロンテ

ィア応用原子科学の研究、個々に育成された先進的研究など、多様な学術研究を組織的に創出・育成して、

国際的な水準の成果を発信する。研究の継承と発展の観点から、若手教員と大学院生の育成を積極的に行

う。 

 

地域連携・国際交流 

茨城大学は、高い社会貢献機能を有する大学として、地域と連携した教育と研究を推進し、その成果を

積極的に社会に発信し還元して、地域の教育・文化の向上、環境保全、産業振興、地域社会の発展に寄与

する。教育と研究の成果を広く国際社会に向けて発信し、国際的な交流と共同研究を推し進め、特にアジ

アとの国際交流を推進する。 
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茨城大学憲章 

                                                   （平成21年５月30日制定）

   茨城大学は、教職員と学生がともに茨城大学の公共の役割を深く理解し、それぞれの立場に応じた責任

の下で、社会からの期待と要請に応えていくために、行動の指針として「茨城大学憲章」を制定します。

 

 基本理念 

  茨城大学は、真理を探究し、豊かな人間性、高い倫理性と社会性をもった人間の育成と「知」の創造、

蓄積、体系化および継承に努めます。多様な教育と高度な研究を展開し、世界の平和、人類の福祉ならび

に自然との共生に貢献します。社会の変化に対応できるよう自己変革します。 

 

 

 教  育 

未来を拓く学生が、自由に、自発的に行動できる学びの場として、また市民が継続して学習する場とし

て、さまざまな学習の機会を保障します。人類の文化と社会や自然についての理解を深め、高い倫理観を

もち、持続可能な社会と環境保全の担い手となる市民を育成します。豊かな人間性と幅広い教養をもち、

多様な文化と価値観を尊重する国際感覚を身に付けた人間を育成します。学部教育では、大学のもつ総合

力を生かして一貫した教養教育と専門教育を行います。専門知識と技能を修得し、自らの理想に基づいた

将来設計ができる力と課題を探求し問題を解決する力を兼ね備えた人材を育成します。大学院教育では、

幅広く豊かな学識と高度な専門知識と技能を身に付け、学術研究と科学技術の進歩に対応できる豊かな創

造力をもった高度専門職業人と研究者を育成します。 

 

 

 研  究 

研究が自由な発想と主体的な判断に基づいて自律的に遂行されることを保障し、 研究環境の整備を行

い、卓越した「知」の創造に努めます。大学における研究が社会からの信頼と負託を受けていることを自

覚し、高い倫理性をもって真摯に研究を行います。真理の探究に関わる基礎研究を充実するとともに、新

しい学術分野や産業創出に繋がる組織的研究の育成に努めます。茨城大学が立地する地域の自然的資源お

よび社会的資源を生かした独創的な研究を組織化し、世界的な研究拠点の形成に努めます。創造的研究の

継承と発展のために、未来を担う若手教員と大学院生の研究を積極的に支援します。 

 

 

 地域連携と国際交流 

市民や社会から信頼される大学であるために、大学の情報を広く発信し、大学への期待や要請の把握に

努めます。市民、自治体、教育界、高等教育研究機関、経済産業界等と連携した教育と研究を推進します。

教育研究の成果を積極的に社会に還元し、地域の教育と文化の向上、環境保全、産業振興、社会の発展に

寄与します。教育と研究の成果を広く国際社会に向けて発信するとともに、学生や教職員の国際的な交流

と共同研究を行い、国際水準の教育と学術研究の推進及びその成果の共有に努めます。アジア地域を中心

とした国際社会から信頼される学術と文化の交流拠点となることを目指します。 

運  営 

教職員および学生の協働と自治の下で大学の運営を行います。基本的人権を守り、男女が等しく大学の

運営に参画できる条件を整備します。計画的な組織整備と教職員の研修を行い、社会の変化に柔軟に対応

できる運営体制を整えます。安全と健康に配慮したキャンパスづくりと環境緑化に努めます。教育、研究、

地域連携、国際交流、財務および経営について自己点検評価し、結果を公表するとともに大学改革に適切

に反映させます。 

 



－10－ 
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○ 全体的な状況 

※法人の業務の実施状況を総括して記載する。その際、大学の基本的な目標等を踏まえ、学長のリーダーシ

ップの下、法人の目指す方向性について、その実現に向けた取組や成果を学長が総括して記載する。 

 

大学の基本的な目標の達成に向けた取組状況 

茨城大学は、我が国の先端科学関連の研究や産業の拠点の一つである首都圏北部に立地する特徴、さら

には農業の活発な地域としての特色を生かし、人文・社会科学、理学、工学、農学、教育学の各分野にお

ける高等教育と、基礎・応用両面にわたる多様な研究活動、さらにそれらを基礎として地域貢献を行う総

合大学として大学の統合性を強め、同時に３キャンパスの立地を生かして多彩に発展することを目標とし

ている。 

 

本学は、教育改革を実施し、急速に発展を続ける多様なグローバル社会で、創造性と倫理観に優れ、応

用力と柔軟性と総合力を備えた人材を育成する、「21世紀型教育」の推進を目指している。本学は、平成

8年に教養部を廃止して、大学教育研究開発センターを中心に教養教育を実施してきた。しかしながら、

専任教員を置かない委員会方式の組織であったことから十分な成果を上げられなかった。そこで英語と理

数科目の強化を図るプロジェクトを立ち上げ、専任教員を新たに配置し、名称も大学教育センターと改め、

一定の成果を上げた。ただこれらの専任教員は分野も限られており、任期も付いていることから教養教育

を担当する組織としていまだ十分とは言えない。また、従来の学部教育は、主に狭領域型の教育が実施さ

れてきたが、学部の枠を超えた「広領域型の教育（文理融合型）」は不十分であった。学部段階から専門

教育を重視し、狭い分野に偏重した「20世紀型教育」は、20世紀の日本が先進国に追いつくための効果的

教育であったが、現在の日本では不十分と云わざるを得ない。したがって、茨城大学においては速やかに

学部教育を「21世紀型教育」に改善することが大変重要である。本格的な教養教育を行い、茨城大学の教

育を「21世紀型教育」へ展開するために設置した「設置検討委員会」を6回開催し、精力的に、教養教育、

茨城大学の接続教育と入学者の受験動向、大学のキャリア教育、大学改革基礎資料としてのアンケート調

査、各大学の学部改革の動向について検討を積み上げたところである。 

 

  グローバル社会において国際的な視点をもつ人材を国際連携により育成するために、インドネシア共和

国のボゴール農科大学大学院及びウダヤナ大学大学院と修士のダブルディグリー教育プログラムの協定

と覚書を締結し、第一期生の教育が開始された。国際交流協定校との交流充実を目的として、大学が重点

的に支援する３つの重点国際交流事業を選定し、国際交流事業推進経費の支援を開始した。重点国際交流

事業に認定されたボゴール農科大学、ベトナム国家大学（ハノイ科学大学）、プーケット・ラチャパット

大学理工学部（タイ国）と研究（科研費基盤A）、教育交流を行った。大学院共通教育の演習授業（サステ

イナビリティ学の国際実践教育演習）では、プーケット・ラチャパット大学理工学部学生と共同し、タイ

国における環境課題について調査発表し、両国学生の交流を深めた。茨城大学学生が主催する「第7回学生

国際会議（International Student Conference at Ibaraki University）」が開催され、「FUTURE」をテ

ーマに農業や健康など4分野を中心に、海外の学生28人を含む110人の学生が研究発表し、国際交流を深め、

国際的視野を広げた。 

 

  平成23年3月11日に起きた東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故は、本学の教育研究及

び業務運営にも甚大な被害をもたらした。これらに対処し、学生、教職員の安全を確保するために、震災

発生の当日に、地震対策本部(危機対策本部)を立ち上げた。学長を筆頭に事務局職員、教員の総力を結集

して、学生、教職員の安全確認と建物・設備の被害状況を調査し、早期の教育機能の回復に立ち向かった。

水戸と阿見キャンパスの在学生対象の授業は、4月第3週から開始され、新入生と日立キャンパスの授業は5

上段は、平成22年度 

下段は、平成23年度 平成24年9月12日(水)現在 
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月第2週から開始された。 

大地震・津波および放射能汚染は、地域住民の生活と産業に大きな被害をもたらした。被害を目前にし

て多くの教員と学生、職員が自発的に被害の調査と救済・援助に乗り出した。3月末より学内の5学部すべ

てとセンターから構成された茨城大学東日本大震災調査団には、教員・学生120人が参加し、実地調査し

た大地震・津波の実態把握と放射性物質のモニタリング計画等を緊急に纏めて、4月末に調査結果中間報

告会を開催し、茨城県近傍における被害の全体像把握に大きく貢献した。 

教育現場の復旧作業に、教育学部の学生ボランティア56名が延べ190日にわたり参加し、子供への対応

を心得たボランティア活動を精力的に行った。地震・津波の被害が大きかった茨城県北部の自治体に学生

ボランティア130数名が派遣され、被害状況の調査と支援物資の整理等に取り組んだ。 

人文学部の教員が中心となり、震災と津波で遺失した文化財に関する貴重な資料を救済する茨城史料ネ

ットを立ち上げ、被災民家に眠る歴史資料、下張り文書の発掘、被災「土蔵」の調査を実施した。このネ

ットワークには、大学研究者、大学院生、学部生120人が参加した。 

恒常的な復興支援組織として、学長をトップとする「大震災・放射能汚染復興支援会議」が8月に発足

し、32プロジェクトによる調査研究、健康問題についての講演会、放射性物質調査と除染等が実施され、

本学は地域に大きく貢献した。 

本学の社会連携事業会では、毎年、年末に実施している学内募金を前倒し、津波被害の激しかった茨城

県北の支援を行うべく災害義援金として募集した。集まった災害義援金と社会連携事業会繰越金の一部拠

出金と合わせて500万円を6月に茨城県知事へ贈呈した。 

国の登録有形文化財であった五浦美術文化研究所の六角堂が津波に流され消失した。六角堂の再建を望

む内外の声が大きく、本学の岡倉天心記念六角堂等復興基金への援助が多数寄せられて六角堂再建が早期

実現したことから、津波と放射能汚染災害を被った地域に復興の明るいニュースをもたらした。 

茨城県北部は、大地震・津波および放射能汚染により、多大なる被害を被ったが、本学が中心となり茨

城県北7市町村が協議会をつくり推進してきた地質資源を活かした地域振興策「茨城県北ジオパーク“新・

常陸国風土記－5億年の旅”」を、被災市町村が積極的に地域の復旧・復興を目指す取組として国内ジオパ

ーク認定申請を行い、日本ジオパークに認定されたことにより、茨城県北市町村が元気づくこととなった。 

産学官連携イノベーション創成機構は、県内外の企業を訪問し、大学シーズのPRと企業ニーズの調査を

行い、共同研究の推進を図り、平成23年度は過去最高の実績を挙げた。企業訪問件数は303件（昨年比＋

61件）、技術相談件数は240件（昨年比＋54件）、共同研究実施件数は200件（昨年比＋22件）となった。

この中で、「東日本大震災対応プロジェクト」として、震災によって新たに発生するニーズ・産業と本学

の人材・研究シーズの対応を整理し、民間企業との震災復興関連の共同研究17件を創成させた。 

 

１ 教育研究等の質の向上の状況 

１．教育活性化の取組 

① 教育の質の向上に関する目標を達成するために、適切な指標を使って学生を指導する必要があることか

ら、「合理的なGPA制度」が教育改革推進会議において検討された。先進例についての講演など「茨城

大学におけるGPA制度」についての「大学教育シンポジウム」が開催され、GPA制度の全学的な理解が図

られ、新GPA制度が決定された。平成25年度より新CAP制と合わせて実施することとなった。 

 

② 就業力育成支援事業「根力育成プログラム」を実施するため、大学教育センターにキャリア教育部と

キャリア教育部長（副センター長）を新設して実施体制を確立し、5カ年計画2年目の事業を遂行した。1

年生向けフレッシュマン・ゼミナール（4単位必修、平成23年度試行）、2年生向けステップアップ科目

群（2単位、平成24年度より試行）の就業力育成支援カリキュラムと電子ポートフォリオを構築し、既存

のインターンシップを拡充・再編成した。 

 

③ 地域の教育機関等との連携による教育の質の高度化を目指して、茨城県立歴史館と連携協定を結び、

「歴史館にある実物資料に触れて行う授業（人文専門科目）」が歴史館学芸員の協力を得て実施され、
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受講学生に感銘を与え、高い評価を得た。人文系分野における教育の質の高度化と共同研究の展開を目

的に、近隣の私立常磐大学と連携協定を結び、両大学の共同による新たな人文系専門科目の平成25年度

開講準備と2回の共同研究会を開催し、両大学の連携を強めた。 

 

④ 中期目標として「学部の各ポリシーを達成するように学士課程教育を改革し、国際化を図って、質の整

った目的の人材を育成する」ことを設定している。人文学部では、教育改革の検討を精力的に進め、平

成24年度からスタートする学士課程の新カリキュラムを策定し、2学科のコース再編を行った。新カリキ

ュラムでは、学部共通のコアカリキュラム（①国際教養プログラム、②根力育成プログラム、③地域課

題の総合的探求プログラム、④日本語教育プログラム）を構築し、教育の国際化と課題探求・問題解決

能力の育成を図った。理学部では、より広く自然科学の基礎を学ぶコース（学際理学コース）の教育に

全教員が携わる運営体制をまとめ、教育体制の整備を図った。農学部では、教育GP（初年次からの食の

リスク管理教育プログラム）を実施し、教育課程の充実を図ると共に、福島第一原子力発電所事故にと

もなう食品の放射能汚染に関する教育を食のリスク管理教育として適切に行う必要があることから、FD

研修会（テーマ「我が国における放射能汚染食品のリスク」）を開催した。 

 

 ⑤ 教育学部では、来るべき新しい教員養成制度の狙いを先取りして、教育実習関係を中心に、教育学部附

属教育実践総合センターを改組し機能を強化した。その一環として教育実習のコーディネートをより強

力に行う教員を配置した。その教員を中心にして学部長直属の教育実習検討特別WGを設置し、新しい実

習の具体的在り方の検討を開始し、中間まとめを行った。さらに、教育実践総合センターに平成24年度

に模擬授業室を設置する準備を行った。 

   教育学部・教育学研究科では、本学部・研究科のポリシーにあった国際化を進めるべく、諸外国の教

員養成教育のあり方についての学習会及び学生、院生の留学体験を活かすことと、研究科での海外にお

ける授業を検討する学内シンポジウムを、院生も参加して実施した。 

 

⑥ 社会の要請に応える大学院改革を実施するために、従来の狭領域の人材育成に留まらず、広い分野の基

礎を有し、応用力と柔軟性と総合力を備えた人材の育成を目指した「大学院理工学研究科博士後期課程

改組」の取組を推進した。理工学研究科博士前期課程では、修了生の進路先の実状を考慮して学士課程

と博士前期課程の接続を強化した教育の充実を図っている。 

 工学系では、現7専攻に対応する教員組織を4部門に統合し、大学院に所属する研究院を立ち上げる部

局化を平成24年度に計画している。具体的には、機械系部門、物質・環境系部門、電気系部門、情報系

部門の4部門を立上げ、教員を大学院に所属させる予定である。なお、理学系も教員の大学院所属を予定

している。 

 

⑦ 大学院修士課程、大学院博士前期課程及び大学院博士後期課程の教育研究の充実を図るため、大学院生

を多数指導する教員を“Professor of the year”として表彰し、支援を行った。 

 

２．学生への学習支援の充実 

① 学生が「なるべき自分」と「そのために修得すべき能力」を明確に自覚し、今後取り組むべき「教育課

程内外の課題」と「具体的計画」を自ら決定するためのツールとして、電子ポートフォリオシステムを

開発・構築し、このツールを活用した学生指導についての教員向けガイダンスを実施し、平成24年度か

らの運用開始の準備を整えた。 

  なお、教育学部では、同様の機能を持つ履修記録カルテ「学びのあしあと－教職課程履修の記録（カ

ルテ）」を一昨年度作成し、入学生オリエンテーションで配布・解説し、教員に対しても使用法の解説

をして、学生の指導を開始している。カリキュラムの意義と自分の学習成果を、学生自らが確認してい

くこの取り組みは、全学での施策実施の参考となるものである。 
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② 英語力向上に向けた学士課程及び大学院博士前期課程学生の要求に応えるため、e-learningを活用し

たCALLシステム教室を開放し、自主学習環境を日立キャンパスで整備充実した。昨年度から開講した大

学院博士前期課程の授業「実用英語演習A」及び「実用英語演習B」等の学習効果を高めるために、 

TOEICテストの受験とテスト結果に基づいたカウンセリングを定期的に実施し、TOEICスコア600点以上

あるいはスコアアップ100点を目指して学生支援を行った。 

 

③ 学生に達成感を感じてもらうとともに、学習意欲や教育効果の向上を図って、理学部では、第1回優秀

学生表彰を平成22年度1年間の学業成績に基づいて行い、学士学生72名及び大学院博士前期課程学生10

名を表彰した。 

 

 ④ 農学部では、教学支援の取組として「学生担任制」を強化し、学生担任教員と「クラス委員学生」との

会合や、1年生学生各人と担当教員との面談を実施し、学生の学業・生活状況の把握と助言を行った。 

 

⑤ 学生からの学習相談への支援が充実した。図書館では、新たに「卒論・レポートのための資料の探し

方講習会」を延べ30回開催し、また、学習サポート専用のカウンターを設置し延べ1,858件の相談に対応

し、学生の学習活動を支援した。大学教育センターでは、理系基礎教育（数学と物理）で実施してきた

教員による学習相談室に新たにTAを雇用し、理系基礎と総合英語においても学習相談を実施した。理学

部では、引き続き、大学院生TAを活用した種々の学習相談室（数学、物理学、化学、情報プログラム、

基礎宇宙惑星圏物理演習）を開設し、学習相談Webページ「Wiki」を活用し、学生の基礎学力向上を図っ

ている。 

 

⑥ 東日本大震災により授業料等の納付が困難となった学生に対し、経済的支援を実施した。平成23年度

補正予算（第3号）による入学料及び授業料の免除(大学独自予算1,500万円追加)のほか、大学独自の奨

学金の付与（生活費補助）を実施し、特別に支援を必要とする学生に対し奨学金(504万円追加)を給付し

た。 

 

⑦ 大学院修士課程、大学院博士前期課程及び大学院博士後期課程の入学料及び授業料の免除枠の拡大と、

TA及びRAの総数の拡大を行い、学生の勉学生活の環境を整備した。 

 

２ 研究に関する目標 

２．国際的水準の研究を推進する取組等 

① 重点研究と推進研究プロジェクトの推進：研究企画推進会議では、新たに2件の「重点研究」（合計8

件）と1件の「推進研究プロジェクト」（合計20件）を認定し、支援を行った。重点研究「サステイナビ

リティ学関連の研究」では、ベトナム国家大学（ハノイ科学大学）との間でベトナムの海岸侵食に関す

る共同研究（科研費基盤A）を、また、東大、JICA等とツバルの影響対策プロジェクトを実施した。平

成23年7月より「地域サステナ」および東日本大震災に端を発したエネルギー問題が契機となって、「い

ばらき自然エネルギーネットワーク」を開始し、自治体、企業などとの茨城県内ネットワーク形成を図

っている。 

 

② 学野毎に研究成果を確認し研究推進を図る：理学野地球環境科学領域の野口高明教授は、はやぶさ探

査機が持ち帰った宇宙微粒子についての鉱物・岩石学の解析的研究を行い、その成果としてScienceに

論文6報を発表した。人文学部の共同研究ユニットである「愛と傷つきやすさの研究会」と常磐大学「国

際被害者学研究所」とが合同で英語発表形式の国際的共同研究会を2回開催し、研究テーマ「2011.3.11.

 被災に関する研究報告」及び、「政治的抑圧」について研究発表を実施した。工学部では、世界的な

研究成果をあげている個々の教員の研究推進を図ると共に、学科・専攻を横断した組織的な研究を展開

し、より一層の産学連携を強化するために、平成24年1月に4つの工学部附属教育研究センター「ライフ
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サポート科学教育研究センター」「塑性加工科学教育研究センター」「グリーンデバイス教育研究セン

ター」「高度化防災セキュリティ技術教育研究センター」を設立した。 

 

③ 外部資金の獲得：研究企画推進会議の下に「競争的資金獲得専門委員会」を設置し、外部資金獲得戦

略を策定した。この一つとして、科学研究費補助金の獲得促進のため、(1) 科学研究費補助金申請助言

制度の創設、(2) 研究計画調書作成を重視した実践的な説明会、(3) 助言制度を活用できなかった者の

計画調書のブラッシュアップなどの採択件数の充実策を実施した。結果として、科学研究費補助金の申

請件数が平成22年度実績を上回り、科学研究費補助金の採択件数（212件（平成22年度：185件））と獲

得額（5.7億円（平成22年度：4.6億円））においても増加の成果があった。 

 

３ その他の目標 

３．社会連携事業の推進 

茨城大学は、高い社会貢献機能を有する大学として、地域と連携した教育と研究を推進し、その成果を

積極的に社会に発信し還元して、地域の教育・文化の向上、環境保全、産業振興、地域社会の発展に寄与

することを目指している。本学の社会連携事業を推進する地域連携推進本部は、茨城大学地域連携第2期

プラン「地域とともに発展する大学」の3つの主たる活動のうち、(1) 学生地域参画プロジェクト6件の推

進と、(2) 茨城県北ジオパークについて日本ジオパーク認定を申請し、9月に日本ジオパークに認定を受

ける活動を展開した。 

 

① 人文学部では、常陸大宮市及び大洗町との地域連携協定に基づき、地域活性と学生の実践教育を連動

させた取組を実施した。常陸大宮市企画課と人文学部の共同の集中講義と実習の授業（教養科目：総合

科目）の開講、市民大学講座「世界遺産の現在と未来」（秋季3回）、「中国古典のことば」（春季3回）

の開催、農を介した都市農村交流事業「塩田そばの学校」（開催3回）、「塩田お米づくり体験オーナー」

（開催2回）のサポート（参加学生延べ60名）、フィールド研究発表会「アクションミーティング2012」

（研究発表：3学生グループ、ポスター発表：5学生グループ）の開催、地域連携事業内容を知らせる壁

新聞「ひたちOh！宮」の作成、大洗町明神町の空き家調査（都市計画論ゼミナール学生）等を実施した。 

茨城県経営者協会と茨城大学文理・人文学部同窓会の協力を得て、授業科目「地域連携論（Ⅰ、Ⅱ）

－働く意義・学ぶ意味」の開講（受講者：Ⅰ74名、Ⅱ101名）、公開シンポジウム「働く意義・学ぶ意

味」の開催（受講者185名）、県内主要企業の人事担当者による公開模擬面接等を実施した。同窓会の

支援の下に、「学生懸賞論文」事業を立ち上げ、26編の応募から優秀賞2編を表彰した。本学教員が中

心となり、地域史シンポジウム「古代常陸の原像―那賀郡の成立と台渡里官衛遺跡群―」（県内外から

参加者194名）を開催した。 

 

② 教育学部では、震災復興のための学生ボランティア活動を推進した。教育現場の復旧作業に素早く対

応できる大学が少ない中、附属学校および近隣の公立学校に学生ボランティア(56名)を募集・派遣して

サポートを行った（全国の附属学校施設の中でも被害の大きかった附属小学校に延べ124日、水戸市教育

委員会との連携による派遣延べ40日、他茨城県内の学校に延べ26日、計延べ190日）。 

 

③ 理学部では、教員の専門性を活かした地域連携活動を多面的に実施した。高大連携活動では、スーパ

ーサイエンスハイスクール(SSH)事業やサイエンスパートーナーシッププログラム(SPP)事業での高等学

校支援（一部の成果（BZ化学振動反応に関する研究）が欧文一流学術雑誌に掲載）、「未来の科学者育

成事業」（茨城県教育庁；各種科学オリンピック参加事業）への支援、「高校生の科学研究発表会＠茨

城大学」の開催（茨城県内外の17校から約220名を超える高校生と高校教員が参加し、52演題の発表）が

実施された。茨城県教育庁と連携して、小中学校教諭の理科研修への支援、社会教育施設「ミュージア

ムパーク茨城自然博物館」への支援を実施した。この中で、高校生が発見した約1,650万年前の古代ゾウ

頭蓋化石の共同調査を行い、社会教育活動に貢献した。 
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   福島第一原子力発電所事故を受けて、放射線計測や放射線影響学を専門とする教員を中心に、放射線

の健康影響に関する説明講演を消費者団体、市町村職員、生産者団体、一般市民等を対象に行っており、

その回数は延べで200回を超えた。また、日本地球惑星科学連合・放射化学会連携緊急放射性物質サンプ

リングの拠点として、東北・関東で大気中の放射能濃度を測定し、そのデータを取りまとめ公表する中

心的な役割を果たした。 

 

④ 農学部では、「食育の活性化を通した農産物地産地消の推進」の取組、小学校での「食育モデル授業」

を地元自治体と共催し実施した。また、茨城県と地域3自治体と連携し、シンポジウム「地域と連携し

たバイオ燃料生産の展望」を開催した。 

 

⑤ 図書館では、企画展「東日本大震災における茨城県内の被災写真パネル展」（茨城大学と茨城新聞社

の合同企画：10月）、写真展「被災した茨城の文化財・歴史資料のレスキュー活動」と特別展示「襖の

中のワンダーランド－救出された歴史資料から－」（12月：来場者660人）を開催した。 

 

⑥ フロンティア応用原子科学研究センターでは、平成23年3月に発生した東日本大震災の影響で損傷を受

けたビームラインおよび中性子回折装置の復旧活動を行い、平成24年1月にビームが再開された。センタ

ーでは装置の調整を進め、産業界への利用支援活動を2月から開始した。 

 

⑦ 宇宙科学教育研究センターでは、NHK水戸放送局と共催し、「星」と「宇宙」をテーマに被災地におけ

る地域交流活動の活性化を図った交流イベント “ハルカとミヂカ”（8月）を開催した。学生100名を

超えるボランティアの参加があり、音楽コンサート、科学工作教室、観望会等が開かれ、2,000人を超

える地域の市民・子供たち参加者が集った。3月には、JST事業「科学と芸術のつどい」として、被災地

である北茨城市において、「六角堂再建記念・観星会－自然と文化を語るつどい」を開催し、地域の市

民・子供たち500人を超える参加者を得て、深い感動を共有する機会をつくった。 

 

⑧ 工学部では、学生地域参画プロジェクトに採択された「女性応援プロジェクト～がんばれ県北地区の女

性たち～」に関して3つのイベント企画を開催した。具体的には、県北地域の子育て中の主婦に対してリ

フレッシュ講座3回（11月16、21、28日）、女性コミュニティ活性化を目的としたパネル討論会を含むビ

ューティサロン1回（12月18日）、就職活動中の女子学生を対象とした就活メイク講座1回（11月26日）

を開催し、延べ300名を超える参加者と、茨城新聞や地元テレビ局（JWAY）、ラジオ局（FMひたち）から

の取材を迎えて、地域の女性コミュニティ形成に大きく貢献した。なお、このプロジェクトは当該年度

において学生地域参画プロジェクト優秀賞を得ている。 

 

⑨ 茨城大学の同窓会との絆が、東日本大震災に見舞われた中で強まった。同窓会連合会会報の発行及び

大学役員と同窓会との懇談会開催などにより、大学施設の被害状況について同窓会と認識の共有が深ま

り、同窓会から本学に多くの支援が寄せられた。日立キャンパス震災復興支援募金による寄付及び岡倉天

心記念六角堂等復興基金への寄付等があった。 

 

 ４．国際交流の推進 

① 国際交流協定校との交流充実を目的とした以下の重点国際交流事業においては、当初計画を上回る事

業の進展と成果があった。 

(1) ベトナム国家大学との「ベトナムにおける自然災害と気候変動の影響に関する共同研究と教育プログ

ラムの開発」事業においては、現地調査から海岸堤防崩壊の履歴が明らかとなり、海岸堤防崩壊のメカ

ニズムの解明と適応策の提言のための測定機器の設置実験がなされた。共同研究に参加する大学院生、

研究員が関連するシンポジウム、ワークショップにおいて研究発表が行われ、相互の大学で研修する事

業等を通した交流拡大があった。 
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(2) ボゴール農科大学（インドネシア）との「ダブルディグリー・プログラム関連事業の一環としての共

同開講授業の展開と高度化」事業では、ダブルディグリー・プログラムに関する協定を締結し、ボゴー

ル農科大学大学院生の受入が始まった。また、ウダヤナ大学（インドネシア）ともダブルディグリー・

プログラムに関する協定の締結を行った。 

 

(3) プーケット・ラチャパット大学理工学部（タイ）との「サステイナビリティ学教育の国際実践教育演

習」事業では、現地での演習授業に、両大学の教員、大学院生が参加し、学生にとっては貴重な経験と

なった。 

 

② 留学生センターを中心に、オーストラリアのシドニー工大（UTS）とインドネシアのインドネシア教育

大学（UPI）との学生交流協定締結を推進し実現させ、平成24年4月から授業料相互不徴収で学生の相互

派遣・受入れを行うこととした。また、平成22年度に締結されたタイのトゥラキットバンディット大学

（DPU）との学生交流協定に基づき、4月から合計3名の留学生を受け入れた。さらに、韓国・仁済大学校

で、8月7日～27日までの3週間にわたって韓国語短期研修を実施し、計28名の学生が参加した。 

 

③ 人文学部では、2つの国際交流事業「カナダ国マギル大学への英語研修講座」と「ベトナム学生交流の

旅」を選定し、支援したことから、16名の学生がマギル大学において4週間の英語プログラムを受講した。

交流協定校の学生に対する受入プログラムを充実する「英語で開講する科目」を7科目開講した。また、

「英語で開講する科目」を、本学部の学生と同時に、交流協定校からの留学生も履修できる機能も併せ

持つ国際教養プログラムを平成24年度から学年進行で実施する準備を行った。 

 

④ 理学部は、カセサート大学（タイ）理学部と国際学術交流学部間協定を締結し、共同研究を推進する

と共に、本学大学院生が研究目的の短期留学をしたほか、タイ・カセサート大学理学部の博士後期課程

大学院生1名を短期間受け入れるなど、交流を発展させた。 

 

⑤ 産学官連携イノベーション創成機構は、地域企業の海外展開支援を目的とした国際産学連携プロジェ

クトを立ち上げた。海外との学学ネットワークを活用した企業情報の提供や、地域支援機関との連携に

よる留学生インターンシップの推進を行う計画で、平成23年12月に第1回のセミナーを実施した。セミナ

ーではシンガポールおよびインドネシアから講師を招聘し、両国の産学連携事業について講演いただく

とともに、地域の企業訪問による海外進出動向調査を実施した。 

 

 ５．附属学校における教育及び教育実習事業の推進 

 ① 教育実習体制の改革と教育実習の見直し 

新しい教員養成制度における教育実習のあり方を具体的に構想するためのワーキング・グループを設

置し、検討を開始した。 

附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校で現在の教員養成カリキュラムに従って教

育実習を行った。なお、附属小学校では、震災により校舎の一部が損壊したため、教育実習は例年の期

間（5月～）とは異なり、9月～10月に実施することとなった。 

附属学校委員会は、各附属学校に共通する学校評価の様式と学校評価の在り方を検討し、附属学校評

議員細則を改正し、学校評議員の協力を得て学校関係者評価を充実させ、学校評価報告書を作成した。 

 

② 教育学部と附属学校の共同研究事業の促進 

  教育学部と附属学校との共同研究事業を促進するために、 

(1) 学部長裁量経費を活用して「学部と附属学校との共同研究計画」を募集し、合計12件の応募に対し

6件を採択し、組織的な取り組みの研究・教育を促進した。 
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(2) 学部と附属学校の教科別・領域別交流会を開催し、教育方法の改善に活かす取り組みを着実に進め

た。 

(3) 学部と附属学校の連携共同研究は72件あり、多くの分野での共同研究が定着しつつある。 

(4) 学部と附属中学校で、6教科において教科分野単位の「授業づくり研究会」を実施した。 

(5) 各附属学校園の公開授業研究会に学部教員が共同研究者として参加し、共同研究の成果を示した。 

 

 ③ モデル教育事業の実施 

   附属学校の在り方について、附属学校の教員と学部教員が一堂に会して理解を深めるとともに、これ

までの附属学校の実践研究や学部との連携研究の成果を広く地域社会に公開する目的で、茨城大学教育

学部主催による第一回附属学校フォーラム「地域のモデル校としての附属学校－大学・学部の連携をふ

まえて－」を開催し、136名の参加者があった。 

(1) 附属中学校は、教科毎に「授業づくり研究会」を定期的に開催し、地域におけるモデル的な学校と

なるよう研究開発を行った。附属特別支援学校は、公開授業研究会（特別支援学校の教科指導（国語）

における授業づくり）、公開講座（心理検査法研修、教材・教具開発、自立活動）、水戸教育事務所

と連携した管内特別支援学級担任研修会を開催した。 

(2) 各附属学校は、公開授業研究会を開催し、地域のモデル校として各学校教育の研究成果を公開した。

参加者数は昨年より増加した。 

 

３ 業務運営・財務内容等の状況 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

① 業務監査の充実 

監査員事前説明会において新規に「監査員心得」を作成し、「監査員の心得、守秘義務等の注意事項及

び監査技法等」についてのレクチャーを実施し、定期監査における監査員の増員を図った（従前延べ25

名から45名へ増員）。定期監査においては、新たに被監査部局事務責任者に対し、監査責任者からのヒア

リングを実施し、当該責任者の把握するリスク及び課題等について聴取の後、実地監査を行った。 

 

② 専門的業務の人材の確保 

  事務系の専門職制度の導入（平成22年度制定）により、情報処理部門に対し、情報基盤主任専門職（IT

主任専門職）、同専門職（IT専門職）を配置した。事務幹部職員への学内職員からの登用試験を実施した。

非常勤職員から常勤職員への登用制度において、TOEIC等の高得点者が登用され、専門的業務の人材の確

保につながった。 

 

③ 複数の学科の教育を担当する教員公募の実施 

  工学部では、教員の教育負担を数値化し、共通教育や研究推進も踏まえて、第二期中期計画期間中の新

規教員採用計画表を作成した。学部、学科単位の年齢構成を明らかにし、複数の学科（カリキュラム）

の担当も義務化して企画立案委員会で学科などの希望を取り入れながら日立事業所全体から見て好まし

い教員公募内容を決定するようにした。平成23年度の4名の教員募集から適用している。 

 

④ ペーパーレス会議の拡充 

    新たに6つの全学的な委員会が、ペーパーレス会議システムを活用して開催し、印刷経費・用紙、作業

時間を大幅に節約することができた。新たに事務局第2会議室に、iPadを24台設置し、ペーパーレス会議

システムを活用できる環境を拡充整備した。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 

① 外部資金による自己収入の増加 

   外部資金獲得に向けた取組として、研究企画推進会議は、(1) 若手教員の科研費獲得に繋がる研究費支
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援、(2) 大型の科研費申請でA評価を得た不採択者への研究費支援、(3) 競争的資金の説明会等参加者へ

の旅費の支援を、本学の政策配分経費である学術研究推進経費から配分して、支援を行った。 

さらに、研究企画推進会議の下に設置した競争的資金獲得専門委員会では、① 科研費申請助言制度の

活用を促進、② 研究計画調書の作成をより重視した実践的な科研費説明会の実施、③ 計画調書のブラッ

シュアップなどの採択件数の充実策を実施した。 

その結果、科研費の申請件数、採択件数と獲得額、共同研究、受託研究等の外部資金も昨年度を上回

る実績を挙げた（科研費の申請件数：436件（昨年度：415件）、採択実績：212件、5.7億円（平成22年度：

185件、4.6億円）、共同研究、受託研究等：6.7億円（平成22年度：6.4億円））。 

  

② 経費の節減 

    エネルギーのグリーン化計画・省エネルギー対策年次計画を策定し、(1) 高効率照明器具への改修、

廊下部分のLED照明・自動点滅の取付、窓の二重化、個別空調集中管理システム及び電力量監視装置の導

入等の節電対策を実施した。(2) 暖房効率の悪い大講義室等に対して空気循環設備を設置、大学全体で照

明の照度を確認し、法律で定められた明るさまで照明器具の間引きを行い、間引きにより基準の明るさが

確保できない部分は、電力消費の少ないLEDスタンドを購入し改善を図る等電力消費の縮減を図った。 

経費節減推進本部では、(1) 経済産業省から夏の使用最大電力の15％以上削減する使用制限が発動さ

れたことを受け、節電対策を実施した。また、使用制限期間以降についても、新たに節電対策を決定し実

施した。その結果、光熱水料は、前年度比、電気料3％減、ガス料21％減、水道料24％減となり、光熱水

料全体では11％減となった。節減額は、約3,800万円となった。(2) 温室効果ガス及び光熱水料の削減を

進めるために、施設・設備の改修、交換等の財源を毎年確保すること及び節減を行った学部等に対しイン

センティブを付与することを目的とした「温室効果ガス削減に向けた新たな取組」を決定した。 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

① 外部評価の実施 

    研究系センター（地域連携推進本部、フロンティア応用原子科学研究センター、宇宙科学教育研究セン

ター）では外部評価を行い、改善策を検討し、実施できることから改善に取り組んだ。 

本学の地域貢献活動について、大学評価・学位授与機構による外部評価を平成26年度に受審することを

決定した。 

 

② 自己点検評価システムの整備と教育研究活動の改善への情報提供 

    教員業務評価の実施にあたっては、各学野共通に実施できるよう、評価手順の概要や様式等を記載した

実施要領的なものとして「教員業務評価の実施について」と新たな「業務自己点検評価書」を作成し、

円滑な教員業務評価実施の環境を整えた。教員業務評価のための基礎データ（各教員ごとに、教養教育、

学士課程教育、大学院課程教育の成績分布データ、各教員ごとの論文、著書、学会発表、社会貢献）を収

集し、評価データベースを改善した。教育研究のデータベースを基に、GPA制度の改善及び本学の研究活

動の現状把握について情報提供を行った。 

 

③ 情報公開の促進 

    情報公開のワーキング・グループは、平成23年4月1日に義務化された全ての事項と公表が望ましい2つ

の事項（就職者数・就職分野、障害者支援）について、大学ホームページに公表し、更に公表情報を再度

精査し、10月に更新した。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 

① 防災対策危機管理マニュアルの整備 

東日本大震災での課題を検討し、危機管理に係る個別マニュアル「原子力防災対策危機管理個別マニュ

アル、授業中の「教員と学生」に対する地震対応ガイドライン、地震発生時における入館者に対する図書



20 

 

館の対応、地震対応マニュアル（学生用パンフ）、原子力関係事故対応マニュアル〈幼稚園、小学校、中

学校、特別支援学校〉」を策定し、全教職員（非常勤講師含む）及び学生全員に配布した。 

 
② いばらき自然エネルギーネットワークの発足 

   「地域サステナ」および東日本大震災に端を発したエネルギー問題が契機となって、平成23年7月より「い

ばらき自然エネルギーネットワーク」準備会を開始し、自治体、企業などを含めた研究会などを通じた茨

城県内のネットワーク形成を図った。本ネットワークは、平成24年3月に正式発足し、設立記念シンポジウ

ムを開催するに至っており、低炭素社会づくりの実践として貢献している。 
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項 目 別 の 状 況 

 

 

中 

 

期 

 

目 

 

標 

（前文）大学の基本的な目標 

 国立大学法人茨城大学（以下「茨城大学」と称す。）は、我が国の先端科学関連の研究や産業の拠

点の一つである首都圏北部に立地する特徴、さらには農業の活発な地域としての特色を生かし、人文・

社会科学、理学、工学、農学、教育学の各分野における高等教育と、基礎・応用両面にわたる多様な

研究活動、さらにそれらを基礎として地域貢献を行う総合大学として大学の統合性を強め、同時に３

キャンパスの立地を生かして多彩に発展することを目標とする。 

 

教育 

  茨城大学は、世界水準の教育を行う大学としての機能を発揮し、教育に重点をおき、総合力を生か

して一貫した教養教育と専門教育を行い、豊かな人間性と幅広い教養をもち、国際感覚を身につけた

職業人を育成する教育を行う。また、大学院教育を重視し、より幅広く豊かな学識を持ち、持続可能

な社会と自然保全の担い手を育成する教育を行い、高度専門職業人や研究者を養成する。 

 

研究 

  茨城大学は、世界水準の研究を行う大学としての機能を発揮し、サステイナビリティ学研究やフロ

ンティア応用原子科学の研究、個々に育成された先進的研究など、多様な学術研究を組織的に創出・

育成して、国際的な水準の成果を発信する。研究の継承と発展の観点から、若手教員と大学院生の育

成を積極的に行う。 

 

地域連携・国際交流 

  茨城大学は、高い社会貢献機能を有する大学として、地域と連携した教育と研究を推進し、その成

果を積極的に社会に発信し還元して、地域の教育・文化の向上、環境保全、産業振興、地域社会の発

展に寄与する。教育と研究の成果を広く国際社会に向けて発信し、国際的な交流と共同研究を推し進

め、特にアジアとの国際交流を推進する。 

 

中期計画 計画の進捗状況等 

 以下は、茨城大学の第２期中期

計画の重点目標である。 
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教育 

・学士課程教育、大学院課程教育

ともに国際的水準の教育課程を

構築して高い質の教育を行い、大

学の目的に沿った人材を育成す

る。 

・学生の学習・生活及び経済的支

援を充実し、教育の成果を上げ

る。 

１－１ 国際的水準の教育課程の構築 

各学部、研究科において、カリキュラムの点検、改善を実施している。国際的水準の確

保に関しては、省令改正に伴う情報公開を実施した。また具体的な国際的水準については、

各学部で検討を進める一方、教育組織改革に関する議論の中で、社会から求められる教育

水準についても議論を開始した。機関別認証評価を平成26年度に受審することを決定し、

それに合わせて、各学部においても、教育の質に関する議論を進めている。トピックとし

ては、農学部では、教育GP「初年次からの食のリスク管理教育プログラム」の運用を開始

し、食と農、食の安全を扱う者としての実践的基礎力の涵養を開始した。就業力GP「根力

育成プログラム」が採択され、根力養成(必修6単位)、根力強化(選択4単位)、根力実践(選

択2単位)が展開された。 

１－２ 高い質の教育の実施 

認証評価でも求められる内部質保証制度の構築、運用について準備を進めた。GPAにつ

いては、素案の提示まで完了した。本学の場合、多くの学部で、複数階層のFDシステム（個

人対象、教育プログラム対象、学部全体対象）を持っており、着実に実施し、改善に活か

している。また、コアカリキュラムの設定、カリキュラムツリーの見直しなどは全学部で

進めている。 

しかしながら、GPAの前提となる科目ごとの成績評価基準の明示化や、他大学が進めて

いるような教育目的とカリキュラムとの対応付けを確認するような取り組み、3つのポリ

シーを活かした教育プログラム（内容、成果、シークエンス等）の点検は進んでいない。

ただし、ポリシー自体の見直しは一部学部で実施した。 

１－３ 目的に沿った人材育成 

学習成果（ラーニングアウトカム）を把握する取り組みについては、卒論指導、修論指

導の実質化、全学統一の成績評価基準作りを進めた。学生調査については、データを各部

局がそれぞれに集めている。全体的に卒業生サービスについても低調である。 

２ 教育成果へ寄与する学生支援（エンロールメントマネジメント） 

教育学部では、入学試験から在学中の支援、キャリア支援、卒業後のフォローを設計し、

データの収集を含めエンロールメントマネジメントを開始した。 

１）学生獲得 人文科学研究科では、入試制度を改善し、入学者が順調に増加している。

２）学生フロー（在学支援） 全学部で、出席状況や履修状況、学習カルテ、ポートフ

ォリオなど学生の履修状況、成績把握を行い、適時に適切な指導を行う体制を充実させた。

就業力GPにより、今後、出口での学生支援を充実させる。農学部では、学生支援をパッケ

ージ化し担任制の充実を図った。習熟度別学習制度では学生の適切な科目への配置を実施

している。 

３）教育成果への寄与 奨学金制度の拡充を図り、勉学に専念できる環境を整備しつつ

ある。 

１－１ 国際的水準の教育課程の構築 

本学では、グローバル化する社会のなかで活躍できる学生を育成する

ために、国際的水準を意識した教育課程の構築を図っている。 

工学部では、JABEE受審を進めており、平成24年度は、機械工学科と

都市システム工学科が受審し認証を得た。これで、工学部でJABEE認証

を取得している学科は3学科である。大学院サステイナビリティ学教育

プログラムは全研究科から26名の学生が履修した（平成21年度49名、平

成22年度54名）。 

農学研究科では、国際的な視点をもつ人材を国際連携により育成する

ために、インドネシア共和国のボゴール農科大学大学院及びウダヤナ大

学大学院と修士のダブルディグリー教育プログラムの協定と覚書を締



23 

 

結し、第一期生の教育を開始した。 

茨城大学学生が主催する「第7回学生国際会議（International Student 

Conference at Ibaraki University）」が開催され、「FUTURE」をテー

マに農業や健康など4分野を中心に、海外の学生28人を含む110人の学生

が研究発表し、国際交流を深め、国際的視野を広げた。 

１－２ 高い質の教育の実施 

高い質の教育の実施のために、各学部では、教育体制や内容の改善、

もしくは、開発したプログラムの継続的実施を行っている。 

人文学部では、平成24年4月にスタートする新カリキュラム用のコー

ス毎のカリキュラムマップ、コース毎の学年進行達成基準表を最終的に

確定し、学生の受入準備を整えた。また、現行カリキュラムの学生に対

しても各コースのカリキュラムマップ、学年毎の達成基準を明確に定め

た。また、学科毎のカリキュラム以外に4つの学部共通プログラムを持

つ特色あるカリキュラム(①国際教養プログラム、②根力育成プログラ

ム、③地域課題の総合的探求プログラム、④日本語教育プログラム)を

構築することができた。さらに、卒論で最低限クリアすべき要件を明確

にし、そのような基準に基づいた卒論審査を開始した。教育学部では、

大学院GPで実施した「地域教育資源開発による高度教育専門職養成」を、

正規のカリキュラムの中に組み入れて継続しており、120名の学生が履

修した。理学部では、より広く自然科学の基礎を学ぶコース（学際理学

コース）の教育に全教員が携わるよう運営体制の改善を図り、工学部で

は、前述の通りJABEE受審を全学科で進めている。農学部では、教育GP

（初年次からの食のリスク管理教育プログラム）を点検評価し、本年度

も同プログラムを引き続き実施し、教育課程の充実を図った。今年度の

履修者は98名であった。 

１－３ 目的に沿った人材育成 

教育学部では、履修カルテを用いた履修指導の充実を図りつつ、教員

養成機能の充実のために教育実習体制の強化を図るために附属教育実

践総合センターの改組等を実施した。また、今回の震災では、教育現場

の復旧作業に素早く対応できる大学が少ない中、教育学部附属教育実践

総合センターでは、附属学校および近隣の公立学校に学生ボランティア

(56名)を募集・派遣してサポートを行った（全国の附属学校施設の中で

も被害の大きかった附属小学校に延べ124日、水戸市教育委員会との連

携による派遣延べ40日、他茨城県内の学校に延べ26日、計延べ190日）。

教育学部の学生ということで、教育現場の事情、子どもへの対応を心得

た学生ボランティア活動は派遣先でも評価され、まさに時宜を得た地域

連携活動となった。またさらに10月6日には学部長も出席して「東日本

大震災ボランティア活動報告会」を開催し、活動証明書を授与した。学

生の報告を通して、この活動が学生にとっても多くのことを学んだ教育

的効果の高いものであったことが判明した。 

大学院修士課程、大学院博士前期課程及び大学院博士後期課程の教育

研究の充実を図るため、大学院生を多数指導する教員を“Professor of 

the year”として表彰し（M：59名、D：19名）、教育研究費の支援（M：

30万円、D：50万円）を行った。 

全学的に、教育成果の把握の深度化については、あまり進捗していな

い。 
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２ 教育成果へ寄与する学生支援 

東日本大震災により授業料等の納付が困難となった学生に対し、経済

的支援を実施した。平成23年度補正予算（第3号）による入学料及び授

業料の免除(大学独自予算1,500万円追加)のほか、大学独自の奨学金の

付与（生活費補助）を実施し、特別に支援を必要とする学生に対し奨学

金(504万円追加)を給付した。 

人文学部では、「修得度の思わしくない学生」の抽出方法、履修指導

方法の検討が完了し、平成24年度から学生担任と主ゼミ担当者が学習進

捗管理と履修指導を行うこととした。教育学部では、携帯電話のメール

機能を利用した緊急時連絡網を整備し、平成24年1月末日の登録率は学

生、院生が約73％、教職員が約90％となっている。実際に台風接近時等

に緊急連絡を行っている。理学部では、新しい優秀学生表彰を導入し、

前期には55名、後期には17名（ほか院生10名）を表彰した。学習相談室

「数学相談室」「プログラム相談室」も利用者が増加傾向である。工学

部では、各学科においてJABEEを基本とする学習管理制度を実施してお

り、履修指導の充実を図っている。農学部では、担任制を強化し、教員

間での情報交換を充実させた。また、保証人への成績通知を行った。経

済支援としては、学振DCや授業料免除等の支援を受けていない学生に対

してTA もしくはRAを採用した。 

図書館では、学習サポート充実のため、専用カウンターの設置、夜間

サービスの試行、オンライン学習サポートサービスを開始した。平成24

年3月末までの相談件数は、本館1,293件、工学部分館422件、農学部分

館143件であった。 

研究 

・国際的水準の研究を遂行し高度

な教育と人材育成に生かすとと

もに、社会へ成果を発信し還元す

る。 

３－１ 国際的水準の研究の遂行 

研究活性化策の充実を図った。まず既に決まっている研究推進方針をもとに、政策テー

マを設定し、さらに配分経費を3倍に増やした。大型外部資金を狙うべく重点研究プロジ

ェクトの認定制度を開始し、6研究を認定の上、予算を配分した。本学の特色になり得る

次世代の重点研究の候補とも言うべき推進研究プロジェクトを認定し、予算を配分した。

加えて、学部独自で研究のユニット化を人文学部と教育学部で行った。人文学部では、常

磐大学と英語による共同研究が開始された。理学部では、研究業績の量を確認した。文部

科学大臣表彰・若手科学者賞受賞、環太平洋科学会議の招待講演、その他国際学会での招

待講演が9件あった。JAXA宇宙科学研究所の小惑星物質試料のキュレーションなど5つの国

際プロジェクトに参画し研究を行っている。 

３－２ 高度な教育と人材育成への活用 

理工学研究科博士後期課程学生は、台湾で開催された国際会議(ISITA/ISSSTA)におい

て、発表論文が第1位を受賞した。京都で開催された国際会議(ITST2010)において、発表

論文がStudent Paper Awardを受賞した。 

３－３ 社会へ成果発信・還元 

予算配分を行っている重点研究プロジェクトでは、研究成果の公表を義務づけた。農学

部では、重点研究と推進研究8件の成果を、ホームカミングデー、阿見町工業懇談会、日

本政策金融公庫訪問会等で紹介した。フロンティア応用原子科学研究センターでは、重点

研究成果報告会「量子ビームを用いた材料・生体の構造と機能の研究会」を公開で開催し、

発表資料をウェブに公開した。平成23年2月に、世界をリードする日本の中性子構造生物

学を中心とした、国際結晶学会発行の単行本“Neutron Protein Crystallography. 

Hydrogen, Protons, and Hydration in Bio-macromolecules”を出版した。塑性加工に係

る地域企業等と地元金融機関との研究交流活動が開始された。 
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３－１ 国際的水準の研究の遂行 

研究企画推進会議では、新たに2件の「重点研究」（合計8件）と1件

の「推進研究プロジェクト」（合計20件）を認定し、支援を行った。ま

た震災関連の調査・研究についても支援を行った。 

人文学部では、学部で共同研究ユニットを認定し、研究費の支援を行

い共同研究を推進する制度を開始した。工学部では、研究企画支援のた

めに茨城大学重点研究を中心に工学部附属教育研究センターを設立し

た。このような学部でのORU（Organized Research Unit）の推進だけで

なく、各学部の教員がさまざまな国際的な研究プロジェクトに参画し、

成果を上げている。 

国際的に注目を集めた大地震・津波および放射能汚染が、地域住民の

生活と産業に大きな被害をもたらした。本学でも被害を目前にして多く

の教員と学生、職員が自発的に被害の調査と救済・援助に乗り出した。

平成23年3月末より学内の5学部すべてとセンターから構成された茨城

大学東日本大震災調査団には、教員・学生120人が参加し、実地調査し

た大地震・津波の実態把握と放射性物質のモニタリング計画等を緊急に

纏めて、4月末に調査結果中間報告会を開催し、茨城県近傍における被

害の全体像把握に大きく貢献した。学長をトップとする「大震災・放射

能汚染復興支援会議」が6月に発足し、32プロジェクトによる調査研究、

健康問題についての講演会、放射性物質調査と除染等が実施された。ま

た、人文学部の教員が中心となり、震災と津波で遺失した文化財に関す

る貴重な資料を救済する茨城史料ネットを立ち上げ、被災民家に眠る歴

史資料、下張り文書の発掘、被災「土蔵」の調査を実施した。このネッ

トワークには、大学研究者、大学院生、学部生120人が参加した。 

３－２ 高度な教育と人材育成への活用 

再掲となるが、大学院修士課程、大学院博士前期課程及び大学院博士

後期課程の教育研究の充実を図るため、大学院生を多数指導する教員を

“Professor of the year”として表彰し（M：59名、D：19名）、教育

研究費の支援（M：30万円、D：50万円）を行ない人材育成の充実を図っ

た。 

３－３ 社会へ成果発信・還元 

平成23年度中に公表された論文(Article)は343本(Web of Science掲

載)で、前年度265本と比べ78本の増となっている。予算配分を行ってい

る重点研究プロジェクトでは、研究成果の公表を義務づけた。 

地域貢献・国際交流 

・地域に貢献する大学として、地

域から評価される有数の大学と

なる。 

・積極的に国際交流を行い、留学

生の受入と派遣および研究交流

を推進する。 

４－１地域に貢献する大学 

大学としての地域連携の第2期プランを策定し、今後5年間(2010年度～2014年度)の方

針、戦略を定めた。各学部の地域連携活動は年々、その学部の持ち味を活かした形で充実

しており、特にジオパーク支援が新しい。教育プログラムとの連携としては、教育学部で

は県・市町村の教育委員会との連携活動、教育団体との連携事業など、人文学部では「地

域連携論」の開講、教育学研究科では大学院GP「地域教育資源開発による高度教育専門職

養成」で地域の「産業」の教材化と授業実践を、農学部では食育を実施して、地域の力を

最大限活かした教育を行っている。 

４－２地域から評価される大学 

大学が研究成果や人材を地域に役立てる「地域貢献度」について、日本経済新聞社産業

地域研究所が全国754大学を対象に調査し公表した中で、茨城大学は8位にランクされた。

5月から8月にかけて44の市町村など94カ所を訪問し、ニーズを収集しつつ意見交換を行
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った。これらは地域連携の第2期プランの策定に活かした。地域との共催イベントは181件

であった。 

５－１積極的な国際交流 

国際交流事業推進経費を新設し、大学としてインドネシア3大学との交流を強化し、ダ

ブルディグリーの準備を進めた。また、学生の交流を司る委員会と研究交流を図る委員会

が連携して、35校の交流協定校のうち、3校を重点校として協定の実質化に努めた。人文

学部では、国際交流委員会に加え、国際化対応プログラムWGを設置し、学生の語学研修の

充実、英語による授業の充実を図った。また、米国ペンシルバニア州立大学と平成23年度

からの共同授業の開講を決定した。 

５－２留学生の受入と派遣・研究交流の推進 

留学生受入人数の合計は285名(平成22.5.1現在)で、派遣は長期15名である。人文学部

が中国、カナダ、アメリカ、農学部がインドネシア、留学生センターが台湾とタイとの留

学生の受入、派遣を深化させた。理学部が東南アジア、中国の研究センター、大学との研

究交流を深度化させた。阿見地区に国際交流会館(留学生20室、研究者5室)を整備した。

教職員の海外渡航は426名で、外国人研究者の受入れは46名であった。 

４－１地域に貢献する大学 

茨城大学地域連携第2期プラン「地域とともに発展する大学」の3つの

主たる活動のうち、(1) 学生地域参画プロジェクト6件の推進と、(2) 茨

城県北ジオパークについて日本ジオパーク認定を申請し、9月に日本ジ

オパークに認定を受ける活動を展開した。また、各学部においても多数

の地域貢献活動を実施した。 

４－２地域から評価される大学 

大学が研究成果や人材を地域に役立てる「地域貢献度」について、平

成22年11月に日本経済新聞社産業地域研究所が全国754の大学を対象に

調査し公表した。茨城大学は8位にランクされた。昨年は14位であった。

平成23年度は5位にランクされた。(731校対象) 

５－１積極的な国際交流 

ベトナム国家大学との「ベトナムにおける自然災害と気候変動の影響

に関する共同研究と教育プログラムの開発」事業においては、現地調査

から海岸堤防崩壊の履歴が明らかとなり、海岸堤防崩壊のメカニズムの

解明と適応策の提言のための測定機器の設置実験がなされた。 

新たに留学生センターでは、オーストラリアのシドニー工科大（UTS）

とインドネシアのインドネシア教育大学（UPI）との学生交流協定締結

を推進し実現させ、平成24年4月から授業料相互不徴収で学生の相互派

遣・受入れを行うこととした。理学部は、カセサート大学（タイ）理学

部と国際学術交流学部間協定を締結し、相互に大学院生を交換留学させ

た。 

５－２留学生の受入と派遣・研究交流の推進 

留学生受入人数の合計は314名(平成23.5.1現在)で、派遣は長期13名

である。人文学部の学生と同時に、交流協定校からの留学生も履修でき

る機能も併せ持つ国際教養プログラムを平成24年度から学年進行で実

施する準備を行った。 

運営 

・社会の要請を的確に運営に反映

し、高等教育を円滑に推進する。 

・健全な財政を維持し、資産を有

６－１社会の要請の運営への反映 

社会のニーズを踏まえ新組織構想も含んだ21世紀型教育の実施に向け、学長を中心に全

学的な検討組織を立ち上げた。また、学外者の意見を活かし、今年度は、多くの教育、研

究系センターで外部評価を実施し、それぞれの分野のエキスパートからの多くの示唆に富
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効に活用する。 

・安全・安心な施設を整備し、健

全な環境を維持する。 

んだ意見を得た。文部科学大臣指摘事項については、若干遅れている。 

６－２高等教育の円滑な推進 

理事、学長特別補佐の職務内容の明文化を図り、大学執行部の責任と権限を改めて整理

しガバナンスの向上に努めた。また、教育マネジメントにおいては、教育改革推進会議を

設置し、中期計画などを用いて、教育システムの改善、改革を図ったが、GPAなど一部、

遅れている課題もある。合わせて、複数の学部で、教育改善のための委員会を設置し、ほ

ぼすべての学部執行部を中心とした教育改善に取り組んでいる。大学院については、マネ

ジメントが遅れている。 

７－１健全な財政の維持 

「総人件費改革」の趣旨を踏まえ、人件費を削減した。対平成17年度△5％減目標に対

し、△13.4％減とした。 

７－２資産の有効活用 

余裕資金の運用益を原資とする学生奨学金を今年度から開始した。また、共同調達、土

地建物の貸し出しなどを行っている。全学部で、部屋の利用状況調査を行った。 

８－１安全・安心な施設整備 

耐震診断を継続し、耐震改修を実施した際にバリアフリー、作業環境を考えた施設整備

を行っている（工学部E1棟）。 

８－２健全な環境維持 

水戸地区では、カーゲートの設置に象徴される構内の交通安全対策を実施し、歩行者の

安全の確保に努めた。日立地区においても建物改修に伴う歩行者の安全確保を推進した。

安全衛生マネジメントは、作業環境測定を含め現状維持。環境マネジメントについては、

財務部が中心となり環境活動推進プロジェクトチームを設置し、環境マネジメント計画の

策定に入った。また、一層の省エネのために、有資格者を増員し、活動の充実を図ってい

る。 

６－１社会の要請の運営への反映 

経営協議会の学外委員から本学の運営に向けて、さまざまな助言をい

ただいた。議題として、意見の聴取を行ったのは4回で、第3回「東日本

大震災に関する本学の対応について」、第6回「茨城大学における震災

復興支援について」、第8回「平成24年度政府予算と茨城大学の運営費

交付金について」、第12回「最近の茨城大学における諸問題について」

である。 

６－２高等教育の円滑な推進 

 

７－１健全な財政の維持 

平成23年度は、対平成17年度人件費3目の△5％減目標に対し、

△11.5％減（人勧を除くと△8.1％減）である。教員は、不補充年次計

画により平成23年度末までに60人分確保、学長運用教員使用数は15人で

あった。職員は、定数削減年次計画により平成23年度までに15人分確保、

新規ポスト等使用数は5人であった。 

７－２資産の有効活用 

本県は被災地のため輪番停電の対象外であったが、節電に努め、今ま

で以上の省エネルギー行動を実施した。その結果、光熱水料は、前年度

比、電気料3％減、ガス料21％減、水道料24％減となり、光熱水料全体

では11％減となった。節減額は、約3,800万円となった。 

８－１安全・安心な施設整備 

全学で震災復旧工事を実施し、安全なキャンパス環境の回復に努め
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た。 

８－２健全な環境維持 

水戸キャンパスにおける放置自転車の縮減、並びに環境整備（美化）

を図るため、自転車登録制度を策定し、自転車登録システムを開発した。

また、当該システムについては、平成23年5月より運用を開始した。平

成23年度末での登録自転車数は約700台である。安全衛生活動について

は、教員は労働安全衛生法にもとづき、学生は労働安全衛生法の定めに

準じて全学で実施している。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(1)  教育に関する目標 

 ① 教育内容及び教育の成果等に関する目標 

 

中

期

目

標 

1. 教養教育の目的を達成するように学部の各ポリシーを踏まえて教養教育を改革し、修得状況で示さ

れる明確な教育成果をもって、理念に沿った人材を育成する。 

2. 学部の各ポリシーを達成するように学士課程教育を改革し、国際化を図って、質の整った目的の人

材を育成する。 

3. 研究科のポリシーを達成するように大学院課程教育を改革し、国際化を図って、質の整った目的の

人材を育成する。 

 

中期計画 年度計画 

＜学士課程＞ 

［教養教育内容と方法の改善] 

【1：R111a01】1．本学の教養教育の理念

を堅持しながら、学部の各ポリシーを踏ま

えた教養教育内容の改善と教養科目の精

選を行う。 

施策として以下の取組を実施する。科目

の精選、授業内容の精選 

【1-1：R111a01-0】科目精選の全学方針を確定し、それを受けて、大学教育セ

ンターでは具体的手順について検討する。 

計画施策：科目の精選、授業内容の精選【1-1：R111a01-0】平

成23年度の精選に加えて、平成24年度分の精選を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 在り方検討委員会は今年度に2回、開催した。審議内容は、小サイ

ズクラス教養科目への対応、授業の精選へ向けてのカリキュラムマ

ップ案の提示。学長方針として、平成24年度非常勤講師時間の大幅

削減にむけて検討依頼などである。10月の教務委員会との合同会議

では、平成24年度において非常勤講師の10％（最低）削減に向けて

の方策策定が議長より各部局に要請された。これをうけて、大教セ

ンターでは、①少人数クラスの見直し（分野別教養科目、総合科目）、

②中規模クラスの導入、③履修選択幅の縮小（同一科目履修制限）、

④習熟度別クラス編成の見直し（総合英語など）、⑤科目の組み替

え（健・スポ科目と総合科目の連係）、⑥総合科目の枠組み見直し

の検討を始めた。それぞれについて専門部会と執行部で検討をおこ

ない、④と⑤について具体案を纏めた。その具体化は次年度の課題

である。 

 科目精選を全学で進めることは確定している。中期計画の計画施

策にある「科目の精選」、「授業内容の精選」に沿った形で、専門

部会と執行部で検討をおこない、習熟度別クラス編成の見直し（総

合英語など）と授業計画の再編（健・スポ科目）について具体案を

纏めた。 

 

 

 

 

Ａ 

◇教育担当副学長を議長とする「教養教育の在り方特

別委員会」を6月16日と7月14日に開催し、各学部のデ

ィプロマポリシーに基づく精選の方向を確認した。た

だこの時点のまとめでは現状の科目の展開の必要性は

明らかになっても、精選にまでは進みにくい。 

そのため大教センターでは就業力育成支援プログラ

ム（GP)を推進する中心組織となったことから本プログ

ラム展開とこれに伴う総合科目の整備、そして全学の

要請である非常勤講師削減の三つの観点から精選を進

めた。 

上段は、平成22年度 

下段は、平成23年度 

平成24年7月4日(火)現在 
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総合科目の整備については総合基礎教育専門部会長

と大教センター執行部間で協議し、科目群を整理し、

ガイドラインの整備を進めることとした。 

非常勤講師時間については今年度の5％削減に続き、

来年度は10％削減することとし、7月14日の第2回全学

教務委員会の非常勤講師時間配分決定に基づき、8月4

日開催の第3回大教センター運営委員会で基本計画を

定め、開講本数、クラスサイズ、総合英語習熟度別の

区分の見直しを盛り込んだ。その後9月29日の第3回専

門部会長会議で実施計画の1次案、10月27日の第5回運

営委員会で同2次案を審議、決定した。 

１．総合科目の整備： 

平成24年度に整備を具体化し、平成25年度に実施に

移す。平成24年度は従来の九つの下位分類（系）に加

えて「就業力育成･ステップアップ系」を設け、就業力

育成の、2年次向け科目を用意した。 

２．非常勤講師時間の削減： 

平成23年度初期配分9,362.5時間の10％、936時間を

平成24年度に削減することとし、平成24年度教養教育

実施計画を策定した。 

３．総合英語の習熟度別の区分： 

最初歩段階のレベル1の受講生がきわめて少数であ

ることから、レベル2に吸収し、プレレベル3として平

成24年度から実施する。このことにより習熟度別は4

段階（プレレベル3、レベル3、レベル4、レベル5）と

なる。 

平成22年度より精選が進んでいると評価できる。 

◇・「茨城大学教養教育の在り方特別委員会」は6月1

6日(第8回）に開催し、科目の精選について、現状報告

と会議の進め方について検討した。7月14日(第9回）の

開催では、全学教務委員会との合同会議として、他大

学の共通科目編成を参考に検討した。 

・全学教務委員会（第1回:6月2日開催、第2回：7月14

日開催、第3回：10 月20日開催）において、授業科目

の精選を進める上で非常勤講師時間数の各学部配分の

10％削減に向け、シミュレーションについて検討を重

ねた結果、第6回（12月22日開催）全学教務委員会で最

終時間数（前年度比9.9％減）が確定した。 

・第7回大学教育センター基礎教育運営委員会（平成2

4年1月26日開催）で平成24年度非常勤講師任用計画が

了承された。 

・第2回大学教育センター基礎教育運営委員会（6月23

日開催）で平成24年度教養バンド及び平成24年度教養

科目ガイドラインが了承された。 

・第3回大学教育センター基礎教育運営委員会（8月4

日開催）で平成24年度教養教育の基本計画が了承され
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た。 

・第5回大学教育センター基礎教育運営委員会（10月2

7日開催）で平成24年度教養教育実施計画が了承され

た。 

［教養教育の成果と改善］ 

【2：R111a02】2．習熟度別教育を教養教

育科目の中に定着させる。さらに、教養教

育の修得状況の思わしくない学生につい

て修得度を改善する。 

施策として以下の取組を実施する。習熟

度別授業の充実、教養教育の修得状況につ

いて「GPA」などの適切な指標を使用した

学生指導 

【2-1：R111a02-1】既存の習熟度別授業の点検評価をもとに、今後４年間で改

善充実すべき課題を抽出する。総合英語と数学と物理学に加え、習熟度別授業

として実施すべきカリキュラムを検討する。 

計画施策：習熟度別授業の充実【2-1：R111a02-1】前年度に抽

出した課題をもとに、既存の授業の改善に着手する。未修外国

語で習熟度別授業の可能性を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 大学教育センター基礎教育運営委員会では、総合英語部会と自然

系専門部会に対して、上記の計画にそった分析と検討を依頼し、9

月～10月に各部会から検討結果を得た。 

総合英語での習熟度別クラス編成は、平成24年度からの非常勤講

師時間大幅削減計画と合わせて考える必要があることから、卒業単

位数の学部間統一やレベル5の撤廃と同時にレベル内での柔軟な授

業方法、e-ラーニングの拡充を含む提案が部会からなされた。 

自然系科目では、工学部（及び一部農学部）を対象とした数学・

物理学特別クラス以外のクラスの可能性を検討した。現在、農学部・

理学部での理系基礎科目は既修者向けと初修者向けの科目が立って

いて、これらも広い意味での習熟度別クラスと考え、学生の学力に

対応した多様なシステムを積極的に維持していくこととした。 

情報関連科目では、従来学部によっては2年次開講であったものを

全学部で1年次開講をめざし、内容も一定の基準を用意する方針を立

てた。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇9月21日に大学教育センター長と外国語基礎教育専

門部会長が島根大学外国語センターを訪問し、同セン

ターの運営体制と未修外国語教育の実施状況について

調査した。 

11月25日にセンター長が山形大学基盤教育院を訪問

し、同大学の初修外国語の履修形態について調査を行

った。 

平成24年2月16日には外国語専門部会長他1名が静岡

大学を、2月29日には大教センター長が香川大学を訪問

調査した。 

また未修外国語で習熟度別教育を実施するために、

その試行として平成24年度実施計画で「フランス語Ⅰ」

を新たに2本立てることとした（部会長による任意開

講）。 

 他方留学生センターの発案で平成25年度から日本語

の習熟度別授業を実施に移すこととした。 

総合英語、理系基礎科目に続く習熟度別クラス編成

を未修外国語で検討し、可能性を探ることにした。規

模や学部編成の近い国立大学を訪問調査した結果と来
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年度フランス語で習熟度別を導入するための試行を行

うことにし、来年度の実施計画に盛り込んだ。また日

本語では平成25年度から現在の所属別振り分けに代え

て習熟度別クラスにより授業を実施する。 

当初想定した未修外国語に加え、日本語科目におい

ても習熟度別が視野に入ったことは評価できる。 

【2-2：R111a02-2】大学教育センターは、GPA制度の確立に向け、新たな制度

設計を行い、全学に提案する。同時に、教養教育におけるGPA制度の運用シス

テムを構築する。 

計画施策：教養教育の修得状況について「GPA」などの適切な

指標を使用した学生指導【2-2：R111a02-2】合理的なGPA制度

を提案し、全学の合意を得る。修得状況の思わしくない学生を

対象とした履修相談室の充実を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 GPA WGと全学シンポジウムでの議論、他大学視察（信州大学、国

際基督教大学、上智大学、静岡大学）の結果から、GPA導入に向けて

はその目的を明確にして全学的合意を得ることが重要で、そのため

には、まず、茨城大学方式のものから始めることが大切であること

が共通認識となった。その目的としては、学生の修学・履修支援の

一つのツールとして利用すること、そのために必要な関連装置（履

修支援体制やCAP制度、など）を同時に整備することが必要との認識

に至った。これらを着実に進めるためには、当初の計画を少し変更

する必要があることでも一致した。同時に、WGの検討状況を全学教

育改革推進会議に適宜報告することも確認した。 

 GPA WGにおける検討、全学シンポでの議論及び他大学への視察結

果から、制度設計の方向性が定まりつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇一昨年度以来調査検討を進めてきたGPA制度を、本年

度は以下のように具体化を進めた。 

6月9日：第1回教育改革推進会議で大教センター長より

取り組み状況(教養教育の内容的な在り方の中で、大学

教育センターが作成した「茨城大学におけるGPA制度の

導入にむけて」)を報告した。教育改善経費にTAを活用

とした学習相談室を総合英語と理系基礎科目に設ける

ことを申請したところ認められた。 

7月7日：第2回教育改革推進会議で大教センター長より

新GPA制度（案）を説明、GPAを卒業要件としない形の

制度とすることを確認した。 

10月13日：第3回教育改革推進会議で、11月2日開催の

大学教育シンポジウム開催の後、前回提案に沿って導

入することを了承した。 

11月18日：第4回教育改革推進会議で、CAP制も含めて

各学部で取り組みを進めることを確認した。 

平成24年1月27日：第5回教育改革推進会議で、新GPA

制度、CAP制をLiveCampusに反映させる各種設定を各学

部が検討し、本年度末までに議長に報告することとし
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た。各学部からGPA算出に必要な基準（対象科目等）に

ついて提出された。 

2月23日：第7回全学教務委員会で新GPA制度及びCAP制

を平成25年度から導入することを本学として正式に決

定した。 

◇TAを活用した学習相談室を総合英語と理系基礎科目

に設け、10月からTAを雇用し、実施に移した。水曜日

の12：00～14：00の間、共通教育棟2号館14番教室で開

室した。毎回、英語2名、数学1名、物理1名のTAが相談

者の対応を行った。利用状況を検討し、理系基礎科目

では年度当初から、総合英語では新任者が多いことか

ら後期から専任教員を中心にして学生相談に当たるこ

とを計画し、10月から平成24年2月の毎週水曜日(12:0

0～14:00)計15回実施した。 

GPA制度のポータルシステムへのカスタマイズのた

めに、各学部における算出基準を年度内にまとめるこ

ととなった。 

GPAに関しては、昨年度すでにシンポジウム等を通じ

て性急に進めるべきでないことが確認されているが、

来年度の計画を修正し、平成25年度からの導入を決定

した。この修正に基づけば順調に達成できる。 

［専門教育内容と方法の改善］ 

【3：R111b03】3．カリキュラムやコース

毎に教育目標とその達成基準を明確にし、

目的の人材を育成する。 

施策として以下の取組を実施する。学

習・教育目標の達成基準の策定 

【3-1：R111b03-0】各学部のポリシーに基づいた修得基準を各学科やコース毎

に設定する。修得基準に従って履修必要科目を設定し、理解度を含めた達成基

準を策定する。 

計画施策：学習・教育目標の達成基準の策定【3-1：R111b03-0】

カリキュラムやコース毎に修得基準と理解度を含めた達成基

準を明確にし、これらの基準の達成状況を検証する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：修得基準の策定に先立って、現行カリキュラムの点検を

行った結果、コース再編の必要性が浮上したため、その具体案の検

討に多くの作業と時間を費やす結果となり、平成23年1月から2月に

かけて、現行のコースの再編を含めた見直し案がそれぞれの学科会

議に提案された。大枠の方向は定まりつつあるが、一部科目群の見

直しやコース・ゼミ所属時期の見直し等も論点であり、検討作業に

一定の時間を要したため、決定は平成23年度初になると考えられる。

これらの検討を受けて各ポリシーの見直し、修得基準の設定へと作

業をすすめ、学部決定する流れを想定しているが、大学執行部の「新

学部構想」の検討が進行すると、以上のような作業が水泡に帰し、

全面的な見直しが再度必要になるのではないかと強く危惧される。

 修得基準の策定に先立ってコース再編の検討作業が行われ、具体

案の作成・決定までに多くの時間を要した。そのために遅れ気味の

進行となった点にはやむをえない面があったが、大学執行部による

突然の「新学部構想」の検討開始決定は、本学部のコース再編にも

とづく担当者の作業との間で矛盾を生じ、作業遅れの原因となった。

今後も工程表にもとづく作業の進行を阻害する恐れが大きいので、
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第2期中期計画の円滑な達成には、同構想の検討を中止する必要があ

る。 

 人コミ：学科内カリキュラム改革等WGを設置し、WGとして現行カ

リキュラムの点検評価ならびに学生アンケートを行った。その結果、

現コースの教育は学生の満足度の高さなど評価できる点も少なくな

いものの、学生のコース所属に大きな偏りがあり、現行のままでは

改善が難しいことを確認した。また、カリキュラムに関しては、①

コース所属時期と「基礎演習」の在り方、②「コース指定科目」と

教養分野別基礎科目との差別化が難しいこと、③2年生後期に演習系

科目がないコースがあること、の問題点を確認した。そこで、コー

ス再編と並行してこれらカリキュラム上の問題点について、学科・

各コースの意見をもとにWGにおいて検討し、WG案を学科会議に提

案・審議し、学科の承認を得た。また、学科・コースの教育目標の

実現のために、学科ディプロマポリシーをもとに学科カリキュラム

ポリシーの見直しとともに、学科カリキュラムの科目群の在り方・

位置づけを検討し、緩やかな積み上げによる4年一貫教育をより実質

化するために新たな科目群を組み込んだ履修基準(案)を策定し、学

科会議に提案・審議し、学科の承認を得た。すなわち、(1)コース所

属時期は現行どおり2年生後期からとする、(2)「コース指定科目」

を廃止するとともに、現行の「コース指定科目」が担っている教養

教育からコース所属への橋渡しの機能は、授業以外にコース教育の

情報提供の場を設けることとする、(3)2年生後期に全コースに演習

系科目を設置する、(4)コースでの学修に必須の科目4～6単位の｢コ

ース必修科目｣を新たに設ける、(5)コース所属前の2年生前期に専門

分野の概論的内容を扱う｢推奨科目｣（仮称）を設置する、(6)3年生

以上対象の専門科目Ⅱを履修条件付き科目群（履修するためには関

連する専門科目Ⅰ（2年生から履修可）を事前に履修しておくという

条件）とする、こととした。なお、学科の各ポリシーならびに履修

基準（案）は、学科ディプロマポリシーに基づくカリキュラムチェ

ックリストによる授業科目の見直しならびに各コースのカリキュラ

ムマップ作成の過程で、若干の修正はあり得るものと考えている。

 新学部構想や大震災により、当初の計画を平成23年3月末までに確

定することはできなかったが、若干遅れて平成23年4月学科会議にお

いて概ね確定できた。 

 人社：学科拡大将来計画委員会を設置し、現行カリキュラムの点

検評価を行い、改善課題を学科会議に提示し、意見を取りまとめな

がらコースの再編の必要性、カリキュラムの改善課題を確認してい

った。結果、現行4コースを3コースに再編し、教育体制の充実と質

保障の確保を実現するめどが立った。なお、コース所属の半年前倒

しなどについて検討中である。 

 平成23年3月末までの確定は難しいが、来年度初めまでには確定の

見込みである。 

教育学部：学部内イノベーション基本デザインWGに教務委員長が参

加する形で、新カリキュラム設定のための基礎的作業を遂行した。

中央教育審議会「教員の資質能力向上特別部会－審議経過報告」で

検討事項として示された諸事項が設定されるのを待って具体的なカ
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リキュラム改革に着手することになる。 

 新カリキュラム設定のための基礎的作業は十分に行われた。 

理学部：平成22年度教育課程中期計画策定WGが中心となって、学部1

年生の基礎科目の見直し・検討を行った。その答申に基づき、教務

委員会で各コースのカリキュラムの改訂が行われ教育会議運営委員

会において了承された。 

平成22年度教育課程中期計画策定WGが中心となって、学部の専門

科目の見直し・検討を詳細に行った。WGの答申に基づき、教務委員

会で各コースのカリキュラムの改訂が行われ、特に生物科学コース

で専門科目の標準科目と発展科目の修得上の区分をなくした。今年

度の所期の計画は達成されたと判断される。 

工学部：工学部のアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、

ディプロマポリシーを確認し、その目標達成基準の明確性と実現性

を確認した。各学科のアドミッションポリシー、カリキュラムポリ

シー、ディプロマポリシーが工学部ホームページに掲載され公開さ

れている。毎学期の終了後に、授業点検評価がなされ、教員間、さ

らには学生も共通理解を深めつつある。 

農学部：農学部教務委員会では、各カリキュラムにおける卒業要件

に関する修得基準について検討し、教養科目以外の専門科目につい

ての基準、特に専門基礎科目と専攻科目（必修科目、選択必修科目、

選択科目）の履修必要単位数を、CAP制度等を考慮しながら、またGPA

制度の導入を想定しながら設定した。また卒業論文、外書購読、プ

レゼンテーションゼミの履修要件として3年次終了時における総取

得単位数を4カリキュラムで設定した。以上のことを履修案内および

履修の手引きに掲載し、4月の新入生ガイダンスおよび2年生、3年次

編入学生ガイダンス時に教務委員を通じて説明した。一方、卒業論

文、外書購読、プレゼンテーションゼミの履修要件を設定していな

い他2カリキュラムについては、今年は3年次終了時における標準取

得単位数として設定し、4月のガイダンス時に教務委員を通じて説明

した。 

 順調に進んでいると判断される。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：両学科及び将来計画委員会と連携し、11月

の2回の教授会で、来年度4月スタート新カリキュラム

用のコース毎のカリキュラムマップ、コースごとの学

年進行達成基準表を最終的に確定した。同時に新カリ

キュラムの科目一覧表、修得単位表も確定させ、新カ

リキュラムスタートの準備はほぼ整えることができ

た。科目とディプロマポリシーの関係性を示したカリ

キュラムチェックリストについては、平成24年3月中に

とりまとめ作業を行い、HP上での公開は4月末になる見

込みである。 

新カリキュラムスタートに向けた準備はほぼ整っ

た。順調に来ていると考える。平成24年度からの新カ

リキュラムスタートに向けた準備はほぼ整い、年度計

画は順調に達成されたと評価できる。 

 人コミ：コース主任・学科内カリキュラム改革等ワ
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ーキンググループと学科内の将来計画委員とで検討し

た案を元に、9月の学科会議において各コースのカリキ

ュラムマップ、学年進行の達成基準、新カリキュラム

科目一覧について提案・審議し、大筋で了承され、拡

大コース主任会議（学科長、コース主任、学科内将来

計画委員）において細部にわたって検討し、カリキュ

ラムマップ、達成基準については計画どおり9月末まで

に完成させた。「科目一覧」については12月上旬に完

成させた。また、各ポリシーならびに各コース教育の

達成基準に基づいて作成した各コースのカリキュラム

チェックリストも（平成24年1月末）、将来計画委員会

を中心にコース間や学科間でのすり合わせ・修正を行

い（3月末）、新年度にはホームページで公表される予

定である。 

 なお、学科ディプロマポリシー、カリキュラムポリ

シーは平成23年5月の学科会議において最終確定し、教

授会においても確定している。平成24年度の新カリキ

ュラムに係る整備しておくべき事項はすべて順調に達

成されたと評価できる。 

 人社：学科拡大将来計画委員会において原案を策定

し、各コースでの議論を踏まえて、現行4コースを3コ

ースに再編し、各コースごとの科目一覧と学年進行の

達成基準、カリキュラムマップを10月の学科会議にお

いて確定した。 

教育学部：本年は新教育制度が未だ判明しない状況の

中で、教職実践演習に向けた履修カルテの継続的運用

を行い、また卒業研究の実質化に向けたシステムを計

画･実施した。さらにはGPA制度の全学的検討に沿った

検討も行った。 

様々な先行的諸改革、検討を行ったことで十分に目

的は達せられた。順調である。 

理学部：平成24年度達成（完成）に向けて、コース毎

にカリキュラムポリシーに基づいた修得基準と達成基

準のさらなる検討が行われている。地球環境科学コー

スでは、前年度に引き続き、JABEE審査基準にならって

授業ピアレビューを行い、その結果についてコースFD

において検討し、授業改善に向けた方策を検討してい

る。達成基準はJABEE審査基準にならったものにもとづ

いており、JABEEプログラム学生については、達成程度

を自己診断させている。 

工学部：全学的なCAP制度やGPA制度が平成25年度から

実施されることが決定した。工学部ではすでにCAP制度

が実施されており、その現在のCAP制度の実施状況が教

務委員会で議論され、それをふまえつつ、各学科やコ

ース毎の修得基準、履修必要科目、理解度を含めた達

成基準を確認した。 
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工学部教務委員会では、平成23年度工学部CAP制実施

状況などを調査し、実情を把握しつつGPA制度との関連

性を議論した。また、上限を超えて履修することが可

能な成績優秀者に関する履修案内の記述の対応方法の

検討なども行った。これらのことをふまえ、教務委員

（平澤）が、履修案内・履修要項、学科ホームページ

などにおいて、各学科やコース毎の修得基準、履修必

要科目、理解度を含めた達成基準、さらには、それら

の明確性および実現可能性を確認した。 

必修・選択・選択必修などの規定や学習教育目標な

ど各学科やコース毎の修得基準や達成基準などの明確

性はすでに達成されているように思われます。実現可

能性に関しても、CAP制をふまえた学生への時間割によ

る履修指導、ポートフォリオの活用、学科FDにおける

授業点検やそれらの点検（教育改善委員会）を行って

いることでより実現可能性を高めていると思われま

す。しかし、全学的GPA制度との関連からは、まだ議論

があまりなされていないため、その視点からの実現可

能性は未知数です。従いまして、期末報告としてはB

ということで報告します。 

農学部：平成22年度に引き続き平成23年度も農学部全

カリキュラムにおいて卒業要件に関する修得基準とし

て、教養科目以外の専門科目についての基準、特に専

門基礎科目と専攻科目（必修科目、選択必修科目、選

択科目）の履修必要単位数を設定した。また、卒業論

文、外書購読、プレゼンテーションゼミの履修要件と

して3年次終了時における取得単位数を4カリキュラム

で設定し、履修案内に掲載した。他2カリキュラムにつ

いては、3年次終了時における標準取得単位数として設

定し、4月のガイダンス時に説明した。さらに、農学部

全カリキュラムにて各年次における標準取得単位数お

よび卒業論文、外書購読、プレゼンテーションゼミの

履修基準の統一化を図るための検討を農学部教務委員

会で実施した。 

順調に進んでいると判断される。 

【4：R111b04】4．学士課程教育の修得状

況が悪い学生について、修得状況の向上を

図り、卒業生の質を確保する。 

施策として以下の取組を実施する。学習

管理制度を導入し各年次において修得状

況を把握し改善、卒業研究単位の実質化、

CAP制の実質化、「GPA」活用拡大のための

【4-1：R111b04-1】各学部は、独自の学習管理制度を制定し、収集されたデー

タを活用して修得状況を把握する方法を設計する。 

計画施策：学習管理制度を導入し各年次において修得状況を把

握し改善【4-1：R111b04-1】各学部は、独自の学習管理制度を

運用するために、データシステムを構築する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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環境整備  

 

 

 

大学 

Ｂ 

 

学部 

Ａ 

◇電子ポートフォリオの基幹システムを構築し、3月末に動作テスト

を行う。また、来年度の各学部単位のカスタマイズに向けて所要の

データ項目の整理及び情報取得の仕組み及び指導上の運用方法を検

討した。 

人文学部：学士課程教育の修得状況が悪い学生について、修得状況

の向上を図り、卒業生の質を確保するための施策として今年度は以

下の取り組みを実施した。①学部独自の学習管理制度を制定し、学

生の学習状況や学習上の問題点を把握するために利用できるデータ

を収集する。②その上で、収集したデータをすでにあるものと、今

後入手することができるものとに分けてリスト化する。③その結果

を踏まえ、どのようなデータをどのタイミングで収集すれば的確な

状況が可能となるかを考える。 その結果、以下の結果が得られた。

現在までに実施されたアンケートは、調査の結果次のようなものが

挙げられる。 

・茨城大学学生の生活に関するアンケート 

・カリキュラムFD委員会が実施する授業アンケート 

・学生委員会が実施した卒業年次者対象のカリキュラム修得状況に

関するアンケート 

・教務委員会が実施した主題別ゼミナール、基礎演習履修者対象の

アンケート 

調査の結果、現在の制度では、学生一人一人の修得状況について

は、教務委員会マターではなく、学生委員会が本部の照会のうえ、

単位修得状況が一定基準に満たない学生を把握していることが判明

した。そのデータについては現在のところ両委員会が共有して活用

する状況にはなっておらず、これこそ今後改める必要性が明確にな

った。今後両委員会が共通の場で議論し、新しいシステムを構築す

ることが求められる。 

今回の調査により、学生の状況を把握するためにどのようなアン

ケートが実施されているかが整理できた。また、これらのアンケー

トが別の委員会によって実施され、結果の共有等がなされていない

という問題点も明らかになった。来年度以降、学習管理制度の構築

に向けての具体的な検討が始まるが、そのための前提となる情報と

問題点の把握はなされたと考える。 

教育学部：入学生オリエンテーションで当該学生に対して履修カル

テを配布・解説するとともに教員に対しても使用法の解説をし、学

生の指導を開始した。次年度当初に履修カルテを記入することにな

るので、教務委員会でも注意を喚起し、また平成23年2月23日に履修

カルテ記入のためのFDを実施した。 

 今年度は次年度履修カルテを記入するための期間であり、数度に

わたって記入及びそれに基づく指導について徹底することができ

た。 

理学部：在校生ガイダンスは、全コースで4年生以上を含めて実施す

る体制を作り、これまでに比べて充実させることが出来た。このガ

イダンスでの個人面談の内容を記録した用紙は学務係に集約されて

おり、データベース化の基礎が確立された。 

 在校生ガイダンスは、全コースで4年生以上を含めて実施する体制
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ができた。また、ガイダンスでの個人面談の内容を記録した用紙は

学務係に集約され、データベース化の基礎が確立されたといえる。

工学部：学習管理の向上を目指し、各学科で実施済み(実施予定も含

む)の学習管理ポートフォリオの検討を行った。主としてJABEE受審

済みの学科など、ポートフォリオを導入している学科のポートフォ

リオを参考に学習管理に必要なデータの検討を行った。それを基に、

各学科での卒業要件判定機能などを盛り込んだWEB版ポートフォリ

オの仕様を決定した(H23年3月完成済み) 

 JABEE受審済みの3学科など、すでにポートフォリオを導入してい

る学科の例を参考に学習管理に必要なデータの検討が行われ、各学

科での卒業要件判定機能などを盛り込んだWEB版ポートフォリオの

仕様決定を決定し発注したので、きわめて順調に進んでいると判断

する。 

農学部：農学部独自の学生担任制度（従来の学科長が中心になって、

学生の授業出席状況や勉学状況を定期的にモニターする制度に加え

て、今年度から学生担任制度を始めた）を本年度から導入した。そ

の際、学生担任予定者には事前に学生担任業務内容の説明会を開催

して周知した。4月の授業開始後、農学部教員が担当する全科目の授

業出席状況について授業担当教員から逐次学科長への報告、また学

生担任と学生の個人面談による農学部全学生の単位修得状況の把握

等、農学部独自の学習管理制度の試行を開始した。 

 従来の学科長が中心になって、学生の授業出席状況や勉学状況を

定期的にモニターする制度に加えて、今年度から学生担任制度を始

めたことは意義があると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：将来計画委員会などで、ポートフォリオの

アクセスチェックを教員の業務として位置づけるなど

の議論がされており、将来計画委員会での会議に教務

委員も適宜参加しているところである。また、学生の

各種データの活用についても、教務情報ポータルシス

テムの更新をどのように行うかという技術的問題につ

いてポータルシステム専門委員会の議論がどのように

集約されるかを見守る必要があるので、これまでは大

教センターで教務委員長が意見を述べるにとどまって

いる。 

平成24年2月に入り、例年通り卒業単位不足学生のチ

ェック作業と該当する学生の呼び出し・単位確認作業

を行った結果、本人の修得単位確認ミス、卒業要件に

ついての誤解によって単位不足になる学生が出てきて

いるので、学生の成績データに基づいて個別的な履修

指導を計画的に行うシステムを確立する必要があるこ

とが、あらためて確認できた。また、学生委員会との

意見交換を行った結果、卒業不可となった学生の判定

資料を次年度の当該学生指導の履修指導に活用する方

法についても、検討していくことにした。 

ポートフォリオの導入や教務情報ポータルシステム

の更新作業について、学部教務委員会の意見を全学教
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務委員会等の場を通じて伝えることにつとめた。 

卒業判定資料について、学生委員会と卒業不可学生

についてのデータを共有することの可否についても意

見交換を行った。個人情報に配慮しつつ、学生指導の

ためにデータを必要に応じて学務係事務室内で閲覧で

きるような方法を今後工夫していくことにした。 

学習管理システムの運用に向けた学生データの活用

の方策の具体化、技術的問題点の洗い出しが行われ、

年度計画はほぼ達成された。 

教育学部：(1) 今年度の入学生オリエンテーションで

は当該学生に対して「履修カルテ」を配布・解説した。

また教員に対してはその旨、周知した。 

(2) 昨年度の入学者に対して担当教員が必要事項をカ

ルテに記入し、指導を継続している。(履修カルテは学

務第一係で保存している。また必要に応じて使用する

ことになっている。)  

この作業に対して、各教員・学生に対して周知し、

進めていくことができた。 

理学部：前期、後期の在学生ガイダンスをさらに充実

させるとともに、修得状況の悪い学生に対して指導教

員が個人面談を手厚く行なっている。その指導記録を

教務委員会のもとにデータベース化している。 

学生に対する指導記録をデータベース化することを

検討したので、Aである。 

工学部：各学科において、JABEEを基本とする学習管理

制度を制定しており、特に、平成23年度には機械工学

科と都市システム工学科がJABEE受審の継続審査を実

施し、平成24年度には電気電子工学科がJABEE受審予定

である。また、全学データベースシステムと学習ポー

トフォリオを連携できる仕組みを確立し、平成23年度

に試行して、平成24年度から新1年生に導入する。 

第二期中期目標期間中に、全学科がJABEEを受審する

計画を作成し、実行に移している。すでに3学科で認定

されている。これらの外部認定と連結させた全学デー

タベースシステムと学習ポートフォリオを連携できる

仕組みが確立しつつある。 

農学部：農学部独自の学生担任制度を本年度から本格

導入した。その際、学生担任予定者には前年度3月に学

生担任業務内容の説明会を開催して周知した。4月の授

業開始後、農学部教員が担当する全科目の授業出席状

況について授業担当教員から逐次学科長への報告、ま

た学生担任と学生の個人面談による農学部全学生の単

位修得状況の把握等、農学部独自の学習管理制度を開

始した。 

以上の業務の一部については、本年度からキャリア

教育の試行の一環として行う学生担任による1年生対
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象の主題別ゼミナールを通じて実施した。 

農学部の教学支援体制は早くから独自に進めてき

た。「自信あり」である。 

◇①第1回教務情報ポータルシステム運用室会議（7月2

8日開催、教務情報ポータルシステム専門委員会の下部

組織）を開催し、LiveCampusサーバ機器更新等の必要

性について確認し、次回は具体的な内容について検討

することとなった。 

②第1回教務情報ポータルシステム専門委員会（10月1

7日開催）でサーバ機器更新等（LiveCampus）について

審議した結果、要求することで了承された。 

③第4回全学教務委員会（11月17日開催）で教務ポータ

ルシステム更新等(LiveCampus）について審議した結

果、要求することで了承された。 

④平成23年度評価・財務合同ヒアリング（11月30日開

催）において、教務ポータルシステム更新等(LiveCam

pus）の要求を説明した後、予算措置がされた。 

⑤11月、学務課から契約課へ学習支援システム「ポー

トフォリオ」のカスタマイズについて、1)コンピテン

シ抽出機能の拡充、2)根力構成要素入力機能の拡充と

サーバへのインストール、設定、各種調整を平成24年3

月までに完了する仕様書の契約依頼を行った。 

⑥平成24年1月23日付けで、教務ポータルシステム更新

等が年度内に納品が困難なため、業務達成基準適用（事

業実施期間：平成24年3月1日から同年8月31日）の申請

を行った。 

・「ポートフォリオ」システムの本格運用を行うため

の成績の取扱いについて、教務情報ポータルシステム

運用室会議で教員の成績閲覧権限について意見交換を

行った。 

・平成22年度に導入された学習支援システム「ポート

フォリオ」を運用して、今年度末までに学部単位で実

施する就学支援システム（学部毎のアプリケーション）

の導入が完了した。 

ポートフォリオアプリケーションは工学部分の検証

を実施し、平成24年3月中旬までに全体の検証を完了し

た。 

【4-2：R111b04-2】卒業研究における最低学習時間と指導時間を点検する。学

生に卒業研究学習記録を作成させるシステムを構築する。卒業研究成績判定資

料を作成し、保存するシステムを構築する。 

計画施策：卒業研究単位の実質化【4-2：R111b04-2】卒業研究

学習記録などを学科や課程、コースに適したものへと改善し、

卒業研究単位の実質化を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

人文学部：卒業研究指導の実質化に向けて、今年度はその実態把握

を行うこととし、下記のようなアンケート調査を企画・実施した。

調査項目は、今年度担当している卒研指導対象学生数、ここ数年の

卒業研究指導経験に基づいた卒研指導の形態・頻度、4年生の専門演

習への出席状況、卒論指導に十分な時間を確保できているどうかに

ついての教員の自己評価と総合的な自己評価、および卒研指導に関

わる自由意見、である。調査実施時期は平成22年12月であり、人文

学部教員50数名からの回答が得られた。今年度の活動により、卒業

研究指導の実態が把握できた。調査の単純集計結果は自由回答内容

も含めて平成23年2月の学部教務委員会に提出済みである。この調査

結果の分析を手始めとして、卒業研究指導に関わる問題点、課題を

整理していくことが来年度以降の事業計画になるだろう。 

 今年度の活動により、卒業研究指導の実態が把握できた。指導の

実質化ということで、指導時間のことに注意が向きがちであるが、

卒業研究の位置づけは学部のコンセプトに深く関わっており、将来

計画委員会における議論が必要だと考える。また、卒業研究の単位

の取り扱いは、9月卒業制度の運用にも関わってくる問題である。今

年度の活動をとおして、これらの検討のための材料を得ることがで

きた。 

教育学部：学部内の卒業研究指導について調査した。特色のあるも

のとして特別支援教育コース及美術教育選修の指導事例をもとに平

成23年2月23日(水)にFD研修会を行った。また教務委員会で卒業成績

判定資料及び保存システムについて議論を行い、課題を抽出した。

次年度前期にさらにシステム構築を行い、後期から実施する予定で

ある。 

 卒業研究指導の調査とそれをもとにしたFD研修会の開催において

目的は達成された。学習記録、成績判定資料、保存のシステムを、

必要に応じてそれぞれの課程やコース、選修に適したものへとさら

に改善することが望まれる。 

理学部：各コースでは各分野の特色を活かした卒業研究の実質化を

検討した。特に、地球環境科学コースのJABEEプログラムでは作業月

報と研究ノートを毎月提出させ、確認、指導を行っている。 

 今年度の計画は検討が主計画であったため、すでに実行している

JABEEプログラム以外は検討のみであった。各コースでは、コースの

特徴を活かした卒業研究の実質化の検討がなされた。 

工学部：工学部では、JABEE受審済み及びこれから受審する学科にお

いて、JABEEプログラムに沿った卒業研究における最低学習時間の点

検や卒業研究成績判定をする仕組みを有しており、これらの調査か

ら正確で効率的システムの検討を行なった。これらの結果をもとに、

学生に卒業研究学習記録を作成させるシステムの構築を検討し、同

様に資料を保存するシステムの構築を提案した。 

 全学科で技術者教育の国際水準を示すJABEEの受審を計画し準備

を進めており、すでに3学科が受審を終えた。卒業研究における最低

学習時間の記録保存とその点検、それも考慮した卒業研究成績判定

の仕組み等、各学科で取り組まれるようになり、順調に改善が進ん

でいる。 
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農学部：農学部教務委員会と教学支援ワーキンググループでは、卒

業研究における最低学習時間の点検が必要な学生が少ない割合であ

るが存在するため、卒業研究のみならず通常の授業についても学生

の予習復習に関わる学習時間数を把握する必要があるとの認識に至

り、来年度に向けての勉強時間に関する学生アンケートの策定を行

うこととした。今年度中にアンケートを作成し、来年度から実施す

る予定である。 

 従来は、公開の卒業研究発表会での発表内容から、間接的に卒業

研究での研究時間や成果等を推定・把握してきた。また、大半のカ

リキュラムでは、学会発表を視野に入れた指導を行っており、卒業

研究の実質化は十分になされていると判断される。しかし、卒業研

究における最低学習時間の点検が必要な学生が少ない割合であるが

存在する。現在、そのような学生を考えた調査・点検システムの構

築を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：卒業研究指導の単位化の可能性等について

は、新カリキュラム構想の検討と関連して主に将来計

画委員会で議論を進めてきており、教務委員長および

副委員長が拡大将来計画委員会および学部教育改革推

進会議に参加し、議論を行ってきた。そこでの議論の

結果、卒業研究の単位認定の仕組みは大枠で現行シス

テムを維持することとなったので、卒業研究の単位が

認定されなかった学生等について、翌年度の卒業研究

指導と単位認定の仕組みをどうするかに限定して新し

い方法を検討した。その結果、「人文学部 卒業研究

の審査及び単位認定に関する申し合わせ」を学部とし

て審議了承することとなった。 

卒業研究指導自体を単位化することによる「実質化」

という改革案は学部として見送ることになったが、そ

れぞれの学科で卒論執筆要項等を整備して卒論で最低

限クリアすべき要件を明確にし、そのような基準に基

づいて卒論審査を行うことなどが両学科で確認され、

実践されてきており、複数教員による口頭試問や卒業

研究発表会の実施、中間報告会の実施等、様々な方法

で卒業研究のレベルアップと水準維持を組織的に図る

努力がなされるようになっている。これらを総合的に

判断して、目標は概ね達成したと評価している。 

卒業研究指導自体を単位化することによる「実質化」

という改革案は学部として見送ることになったが、「人

文学部 卒業研究の審査及び単位認定に関する申し合

わせ」が学部として審議了承されたことでほぼ年度計

画は達成されたと評価できる。今後は外部から見た「透

明性」を確保する必要があろう。 

教育学部：卒業研究単位の実質化のために卒業研究指

導記録を作成した(平成23年度 第3回教務委員会)。ま

た今年度から実施するために学生及び教員に周知し

た。現在、各教室に於いて実施している。 
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予定通り、本年度に作成し、その実施を行うことが

できた。順調に達成できた。 

理学部：各コースのカリキュラムポリシーに基づき、

卒業研究単位を実質化している。各コースで、研究（実

験）ノートの作成、卒業論文の提出、卒業研究発表等

のいずれか、あるいはそのすべてを義務づけている。

工学部：１．卒業研究における最低学習時間から講義

枠数への明示変更の現状調査 

２．卒業研究を計画的に学生が実施する方法の調査 

３．学生への評価基準の明示方法の調査 

４．各学科の①卒業研究学習記録、②卒業研究成績判

定資料とその保存状況の調査 

卒業研究単位の実質化は、実績活動記録を付けるこ

とで、各学科とも導入に至っている。しかし、その形

式において、卒業研究の時間割への明記には、その必

要性の観点から各学科は検討中であるのが現状であ

る。評価において、卒業論文中間発表、最終発表にお

いて、複数教員における評価が定着しつつあることを

確認できた。 

「卒業研究単位の実質化」において、各学科におい

て実施し、その記録を保存しており、達成されつつあ

る。ただし、実質化の形式において、実績活動記録と

いう形をとっており、時間割として明示をすべての学

科で行っているわけではない。時間割への明示が必要

あるのかなども含めて、委員会で議論する必要がある

が、「実質化」においては追加的な内容であるので、

上回って達成すると評価した。 

農学部：農学部教務委員会および教学支援ワーキング

グループにて、卒業研究に関する学習記録を構築する

ために、記録の項目とその内容を把握するための参考

データとして、学生の通常の授業に対する予習復習に

関わる学習時間数を調べるためのアンケートの策定を

行った。 

農学部教務委員会と教学支援ワーキンググループで

は、卒業研究のみならず通常の授業についても学生の

予習復習に関わる学習時間数を把握する必要があると

の認識に至り、来年度に向けての勉強時間に関する学

生アンケートの策定および電子ポートフォリオの仕様

策定を行った。 

この施策に関する教学支援ワーキンググループの活

動は十分に評価できる。卒業研究単位の実質化は全学

的な問題であり、十分に審議して進めることが期待さ

れる。 

【4-3：R111b04-3】現行のCAP制度の運用を確認し、学部での実質的運用制度

を決定する。 

計画施策：CAP制の実質化【4-3：R111b04-3】学部方針にした
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がって、CAP制実質化の方策について議論を開始する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ｂ 

人文学部：最初に本学部での学生の実際の科目登録状況や、他学部

での指針の内容や運用状況等を調査したところ、現行の定めと実情

には隔たりがあり、実質化にはライブキャンパスをとおした運用が

必要なことが明らかになった。これを受けてカリキュラム・FD委員

会では、実質化のための具体案を作成・提示し、両学科のFD研究会

で議論してもらうことによって、一定の土台を形成することができ

た。ライブキャンパスをとおした全学的な運用方針が示された段階

で、それとのすり合わせを行いつつ、平成23年度の早い段階で学部

方針を決定する必要がある。 

 途中までは作業が順調に進行したが、実質化にはライブキャンパ

ス上で実際の科目登録を制限することが必要なことが明らかになっ

たため、実質化策の検討にまでは至ったものの、そこから前に進め

なかった。ライブキャンパスをとおした運用方針を全学で立てたう

えで、各学部がそれに沿って実質化の具体策を決定するような流れ

に、工程表を改める必要がある。 

教育学部：現在のCAP制度の運用について入学時のオリエンテーショ

ンで上限58単位の指示を行い、また現在各学生の遵守率を調査中で

ある。このCAP制については全学の「実質化」に関する方針（GPA制

度に関わるものも含む）の提示を待って学部の方針を検討すること

になる。 

 CAP制度の運用はすでに運用されており、これがどの程度実施され

ているかを確認する作業を行ったことによって、目標は達成された。

理学部：全学教務委員会の検討状況を踏まえて、理学部で検討を開

始する用意をしている。同時に、各学年で取得可能単位の大まかな

上限を設け、理学部ガイダンスにおいては、それに沿った履修指導

をしている。 

 CAP制度の実質化は全学教務委員会の方針を受け、実行する予定で

ある。 

工学部：平成22年度第7回工学部教務委員会で工学部履修要項にある

CAP制に関する記載内容とその運用状況を確認すると共に、各学科か

ら学生に再度周知することにした。記載内容修正の必要性について

は、密接に関連する全学的GPA制度の検討結果を踏まえて検討するこ

ととした。 

 現行のCAP制度の運用についての確認は完了した。次年度に向けて

実質化の学部方針を決定する必要がある。CAP制度は、個々の学生の

修学状況と履修計画に関するポートフォリオによる指導とGPA制度

の導入に関連づけて、効果的な運用を検討してゆきたい。 

農学部：農学部教務委員会では、半期に受講可能な上限単位数を検

討し、29単位とした。今年から農学部履修案内に、履修上限単位数

およびその根拠について記載し、4月の新入生ガイダンス（水戸地

区）、2年生および3年次編入学生ガイダンス（阿見地区）時に教務

委員を通じて説明し、履修計画の指導を教務委員と学生担任で実施

した。これは学生教学支援の一環として導入した「学生担任制度」
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の取組みで、CAP制度の周知を図った。平成23年度から本格運用を開

始する予定である。順調に進んでいると判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：平成23年度の全学計画が、「実質化の方策

を実施に移し、取り組みを確認」から「実質化の方策

について議論を開始」に大きく後退したため、人文学

部では、すでに前年度において、目標を達成している

ことになる。すなわちCAP制については、平成22年度学

科FD等で検討を開始しており、その議論を踏まえ、委

員会として「CAP制の実質化についてのメモ」を作成し

ている。 

上記に鑑み、今年度、計画を進める必要はないが、C

AP制実施にいたるまで緊張感を失わないため、後学期、

FD等の機会を通じて、継続的な議論を行った。大学教

育センターから「茨城大学におけるGPA制度案」が発表

され、それと連動したCAP制の具体化がもとめられた。

すでに前年度のFD等を通じて構成員のコンセンサスの

取れている「CAP制の実質化についてのメモ」をもとに、

「新GPA制度案及びCAP制に基づく各種設定について」

の上限数値などを確定し、学部の教育改革推進会議に

提出した。 

前年度までの積み上げの上に、今年度、示された「茨

城大学におけるGPA制度案」と連動する、人文学部のC

AP制の内容を確定することができた。25年度から全学

部で本格導入されるGPA制度にあわせて、今年度定めた

CAP制を運用する準備は整った。 

教育学部：現在のCAP制度の運用について入学時のオリ

エンテーションで上限58単位の指示を行った。このCA

P制については 全学の「実質化」に関する方針（GPA

制度に関わるものも含む）の提示を待って学部の方針

を検討することになる。 

教務委員会に於いてGPAシンポジウム内容に関するG

PA制度とCAP制の検討を行い(第7回教務委員会)、さら

に教育改革推進会議からの検討事項に沿ってそれらの

内容的検討を行った(第10回教務委員会)。 

理学部：前期、後期在学生ガイダンスでの履修指導に

よって、CAP制の実質化を図っている。 

工学部：工学部教務委員長から5月2日付けで、5月6日

の在学生ガイダンス等に各学科において、学生に工学

部履修要項にあるCAP制に関する記載内容を確認・周知

するよう教務委員に依頼がなされ、各学科で学生に確

認・周知した。 

また、工学部の現行CAP制の運用状況を調査し、工学

部教務委員会（第11回）で確認した。その結果、履修

単位の上限を超えて履修申告しようとする場合に必要

な、クラス担任、学科長又は学科教務員の承認および

履修指導を受けることが必ずしも徹底されていないこ
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とが明らかとなった。学生へのさらなる周知のために、

平成24年度工学部履修案内の履修方法のページにCAP

制に関する注意事項を追記することとした。 

工学部の現行CAP制については、実質化方策として昨

年度に引き続きガイダンス等を通じて学生への周知・

確認を行っている。また、今年度は、現行CAP制の運用

状況を調査し、取り組み状況も確認した。その結果、

学生へのさらなる周知・徹底が必要であることが明ら

かとなったため、次年度の工学部履修案内に注意事項

を追記するなど、当初計画にある「取り込みの確認」

にとどまらず、その改善策も一部実施した。 

次年度以降は、今年度の運用状況調査で明らかにな

った問題点の改善、すなわち、学生がクラス担任、学

科長又は学科教務員の承認および履修指導を受けずに

履修単位の上限を超えて履修申告することがないよう

運用の改善を行うと共に、平成25年度から年次進行で

実施される全学方針に沿ったCAP制の運用方法をGPAと

の関係を踏まえて検討する必要がある。 

農学部：農学部教務委員会では、半期に受講可能な上

限単位数を検討し、29単位とした。今年から農学部履

修案内に、履修上限単位数およびその根拠について記

載し、4月の新入生ガイダンス（水戸地区）、2年生お

よび3年次編入学生ガイダンス（阿見地区）時に教務委

員を通じて説明し、履修計画の指導を教務委員と学生

担任で実施した。また、1年生については10月に学生担

任による全員面談を行い、その際に前期の単位取得状

況について調査し、ほぼ29単位を上限に単位を取得し

ていることを確認した。 

全員面談の制度を利用して遂行しており、評価でき

る。 

【4-4：R111b04-4】大学は、全学で共通に運用できる改善されたGPA制度を設

計し、全学に提案する。制度導入のための条件を整理する。 

計画施策：「GPA」活用拡大のための環境整備【4-4：R111b04-4】

合理的なGPA制度を提案し、全学の合意を得る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ｂ 

人文学部：8月に全学のGPA検討WGから行われた提案に対して、問題

点などの洗い出し作業と構成員からの意見聴取作業を行い、教務委

員会をつうじて同WGへの意見反映をはかった。各コースのFD研究会

や両学科のFD研究会でも議論を行うことによって、構成員の理解促

進につとめるとともに、実情に即したあり方の検討を行った。全学

WGから示されると思われる新たな案に基づいて、具体的な提案等を

行うのが平成23年度に引き継がれた課題である。 

 GPAの活用については、その目的や望ましいと思われる方法など、

学部構成員のあいだにさまざまな見方や意見があるほか、いかなる

制度設計をするかによって、成果と問題の双方が表れてくると考え

られる。全学WGから行われた提案は、一つのたたき台として評価し

うるものであったが、本学部の学生実態や教員側の見方からすると、

大幅な修正等が必要と考えられる。ただ、基本的には一定の理解は

進みつつあるので、より実態に即したWG案の提示が、目標達成の鍵

と考えられる。 

教育学部：全学からの意見聴取に応じて検討を行った。今後は全学

のGPA制度の方針の提示を待って、学習管理制度を機能させるための

学部としての検討を行う予定である。 

 今後は全学のGPA制度の方針の提示を待って、学習管理制度を機能

させるための学部としての検討が行われる。 

理学部：全学教務委員会から提案されているGPAに関しては、本委員

会で検討した。その際には問題点等も(5段階・6段階評価の混在等)

指摘された。その後は、全学教務委員会からの結論を待っている状

況である。 

 全学教務委員会から提案されているGPA制度について検討を加え、

問題点を整理している。GPA制度は全学の方針を受けて実質化してい

く。 

工学部：工学部として制度導入にあたっての問題点を抽出した。GPA

制度を学生の学習支援および履修指導の一手段として活用するが卒

業要件とはしない。学部内で共通認識が醸成されつつあり、優秀学

生奨学金受給者の選抜にもGPAに準じた評価（分母が取得単位数の

み）が使われた。 

 工学部構成員において本制度導入に向けての共有化がある程度達

成された。 

農学部：農学部教務委員会および教学支援ワーキンググループにて

農学部で運用するGPA制度の内容について検討した。また、GPA制度

導入のために必要となる学習支援としての学生担任制度や成績申立

制度の確立、保護者との成績情報の共有化を図るための保護者への

成績一括送付システム等を整備した。なお、全学でのGPA制度導入の

進捗状況に併せて内容およびスケジュール等の見直しを検討するこ

ととした。 

 GPA制度導入のために必要となる、学習支援としての学生担任制度

や成績申立制度の確立、保護者との成績情報の共有化は、重要な成

果である。 

大学教育センター：GPA WGと全学シンポジウムでの議論、他大学視

察の結果から、GPA導入に向けてはその目的を明確にして全学的合意
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を得ることが重要で、そのためには、まず、茨城大学方式のものか

ら始めることが大切であることが共通認識となった。その目的とし

ては、学生の修学・履修支援の一つのツールとして利用すること、

そのために必要な関連装置（履修支援体制やCAP制度、など）を同時

に整備することが必要との認識に至った。これらを着実に進めるた

めには、当初の計画を少し変更する必要があることでも一致した。

 全学シンポやWG案を通して、全学での意識の向上を図ることがで

き、GPA導入に向けての環境整備を行うことができた。 

理工学研究科：大学院での制度導入は、工学部での運用との整合が

必要であり、工学部との意識の共有を図った。理工学研究科での運

用制度の具体的プロセスの検討は未着手である。 

 大学院での制度導入は工学部と基本的には同じ方針とする予定で

あり、工学部での導入の具体化に準じて検討を進めることで達成可

能である。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

人文学部：全学から「茨城大学新GPA制度案」が出され、

11月には、それに関するシンポジウムも開かれた。そ

うした機会を通じて、学部構成員の制度に対する認識

を深め、学部としての運用について、認識を深める機

会を持った。人文学部での運用について、「新GPA制度

案及びCAP制に基づく各種設定について」に必要事項を

決定して書き込むことが求められたが、学部の教育改

革推進会議で議論した結果、具体的な科目の検討が必

要となるため、これは教務委員会が管轄することとな

り、同委員会から、人文学部案が提出された。 

人文学部内でもGPA制度に関する理解が深まり、人文

学部の運用形態を示す「新GPA制度案及びCAP制に基づ

く各種設定について」も提出され、平成25年度の本格

導入に向けて準備は整った。計画通り順調に進んでい

ると見なすことが出来る。 

教育学部：教務委員会に於いてGPAシンポジウム内容に

関するGPA制度の検討を行い(第7回教務委員会)、さら

に教育改革推進会議からの検討事項に沿って内容的検

討を行った(第10回教務委員会)。 

教務委員会において複数回にわたり、GPA制度に関す

る検討を行って制度の整備に努めたことは評価でき

る。順調に業務をこなすことができた。 

理学部：教務委員会にてGPA導入科目の選別を行なっ

た。 

工学部：本部でのGPAに関する議論の状況を確認すると

ともに、これを踏まえて、今後の方針について工学部

教務委員会で議論を行った。本部での方針が確定した

時点で、これに沿う形で工学部での導入に向けて、周

知や環境整備などを行うこととなった。工学部では、

奨学金認定に関する評価や、学部長表彰をGPAに基づき

行っており、GPAが順調に活用されている。平成25年度

から導入される新GPA制度に関しては成績証明書への
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記載など本部で議論が進められている。工学部として

はこれまで同様の活用方針が基本となると考えられ

る。 

工学部では、奨学金認定に関する評価や学部長表彰

をGPAに基づき行っており、すでにGPAの利用を部分的

に始めているのでＡと判定した。この制度が確立され、

すべての学生の学習に役立つように活用すべく検討を

進めている。 

◇成績評価の段階の統一（A+からEへ統一）が実施され

ておらず、GPA導入には平成24年度のサーバの更新を待

たなければならない。 

GPAの評価そのものはLiveCampusシステムの対応が

整えば可能だが、日立地区博士前期課程教務委員会で

は、「大学院では本来の研究への負担を考慮して、レ

ポートによって成績評価を行う場合が多く、A評価が標

準的であり、細かい分類をしても教育的には意味が無

いのではないか」との意見があった。 

大学院の成績評価の統一化などの関連する課題と総

合的に検討を進める必要がある。 

農学部：本学GPA制度案についての農学部での運用とし

て、対象としない科目を卒業要件外科目となる教職科

目とすること、単位の上書きを可能とすること、CAP

制度として半期29単位を上限とすることを決定した。

また、平成24年3月28日に本制度の主旨と運用に関する

農学部説明会を開催し、本制度の周知を行った。 

「GPA」活用拡大のための環境整備はなされたと評価

できる。 

大学教育センター：大教センター長は新GPA案をまと

め、教育改革推進会議で提案した。この提案は全学教

務委員会で審議・決定され、各学部はCAP制と合わせ同

案をLiveCampusでカスタマイズするために未確定部分

に関し年度末までに教育担当副学長に回答することに

なった。 

教育改革推進会議における計5回の審議、全学シンポ

ジウムを経て同会議で新GPA案を平成25年度から導入

することを決定した。これを受けて全学教務委員会が

開催され、同案を正式に承認した。 

◇①新しいGPA制度の導入に向け、大学教育センターが

毎年実施している「大学教育センターシンポジウム」

で周知を図ることが、9月29日開催した第4回大学教育

センター基礎教育運営委員会で決定した旨の報告があ

った。 

②11月2日大学教育センターシンポジム2011（特別講

演、茨城大学のGPA制度案）を開催し、学内教職員へ周

知を図った。 

③学内全教員と学務系事務職員向けに周知するため、
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「茨城大学GPA制度案について」の冊子を準備し、3月1

日に刊行し、全教員及び学務関係職員に配布した。 

・GPA制度の導入に先だって、GPAを算出するための基

本要件（対象科目等）を決定するため、平成24年1月2

7日(金)開催の第5回教育改革推進会議において提案

し、各学部における基本要件について3月30日(金)まで

に取り纏めた。 

［専門教育の成果と改善］ 

【5：R111b05】5．学部の各ポリシー実現

のため教育課程を改善するとともに、国際

化を図って、国際感覚を身に付けた人材を

育成する。 

施策として以下の取組を実施する。一貫

カリキュラムとカリキュラムツリーの改

善やコアカリキュラムの設定、工学部

JABEEの拡充、授業参観や授業ピアレビュ

ーの導入などによる授業改善とFD、国際化

に対応するカリキュラムの構築とFD 

【5-1：R111b05-1】一貫カリキュラムとカリキュラムツリーを学部目的に照ら

して見直し、改善して、平成23年度実施案を作成する。その中で、コアカリキ

ュラムを明確にし、授業の精選につなげる。 

計画施策：一貫カリキュラムとカリキュラムツリーの改善やコ

アカリキュラムの設定【5-1：R111b05-1】学部の各ポリシー実

現のため、一貫カリキュラムとコアカリキュラムを見直し、改

善して、授業科目の精選を更に進める。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：年間を通じて、平成24年度スタート予定の新カリキュラ

ム策定の活動に取り組んだ。両学科での議論をにらみながら委員会

としては通常のカリキュラムと並行して動かす学部共通のプログラ

ムの企画に取り組んだ。就業力GPが採択されたこともあり、就業力、

国際教養、地域社会をテーマとする3つのプログラムと既存の日本語

教育プログラムをあわせて合計4つのプログラムをカリキュラムに

組み込む準備は整いつつある。また、平成23年2月の教授会において

提案された両学科の新DP案はその後の両学科における議論を通じて

修正が加えられた。当初の予定では3月の教授会で新DPに基づくカリ

キュラムチェックリストを策定し、プログラム制度を含む新カリキ

ュラムの概要が確定するはずであった。しかしながら、「実施記録」

で述べたように、年度計画とは全く無関係な「新学部構想」の出現、

及び予想だにしなかった大震災によって議論は大幅に遅れ、年度内

に計画を達成することはできなかった。ただし、今年度積み上げた

議論は次年度に継承され、体系的でありながら幅の広さと実用性を

兼ね備えた新カリキュラムがまもなく策定される予定である。 

 平成24年度スタート予定の新カリキュラム策定にむけて、熱心な

議論を重ねてきたことは評価される。今年度は委員会外部の状況変

化により、予定が遅れることとなったが、来年度以降、この議論の

成果を実施プロセスに移行することは十分可能である。また就業力

GPなど、新規3プログラム企画についての検討も重ねられており、両

学科の新DP案の提案・修正など、着実に計画に沿った活動が展開さ

れている。 

 人コミ：カリキュラム改革・コース再編について資料収集・検討・

学科への提案を行う組織として、学科長を座長とした学科内カリキ

ュラム改革等WGを組織し、現行のカリキュラムについての点検評価、

2～4年生対象の学生アンケートを行い、カリキュラム改革・コース

再編の検討に資する資料をまとめた。また、それらの資料ならびに

学科・コースでの検討結果をもとに、WGにおいてコース再編案2案を

策定し、学科に対して提案し、現行の学科・コースの資産を継承で
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き、かつコース・プログラム制に対応しうるコース再編として、新6

コース案を学科で決定した（H23.2.9学科会議）。またカリキュラム

改革においては、コース所属時期は2年生後期からとする（現行どお

り）、現行の2年生前期の必修科目である「コース指定科目」を廃止

する、2年生後期に全コースに演習系科目を設置する、「コース必修

科目」枠の新設とその具体的科目のほぼ確定、2年生前期に「推奨科

目」（仮称）を配置すること、などを検討の上決定した（H23.2.9、

4.13学科会議）。また、学科ディプロマポリシーの確定と、それに

基づく学科カリキュラムポリシーならびに学科の履修基準もほぼ確

定できた。今後、各コース主要授業科目のカリキュラムチェックリ

スト作成を行うことにより、学科・コースの授業科目の見直し作業

を行いながら、各コースのカリキュラムマップを作成することとな

る。 

 当初の計画のうち多くは予定どおり達成できた。全ての計画を平

成23年3月末までに確定することは難しいが、若干遅れて平成23年度

初めまでには達成する見込みである。 

 人社：カリキュラム改革・コース再編について他大学の調査・検

討・学科への提案を行う組織として、学科長を座長とした学科拡大

将来計画委員会を組織し、現行のカリキュラムについての点検評価、

カリキュラム改革・コース再編の検討の会議を重ねた。また、学科・

コースでの検討結果をもとに、WGにおいてコース再編案を策定し、

学科に対して提案した。結果、現行の4コースを3コースに再編する

ことが決定した。またカリキュラム改革においては、コース所属時

期、ゼミ所属時期の半期前倒しを検討中である。現行の教養科目及

び専門科目の再編成に向けて検討中である。今後は、学科ディプロ

マポリシーの確定と、それに基づく各コース主要授業科目のカリキ

ュラムチェックリスト作成を行うことにより、学科・コースの授業

科目の見直し作業を実施しながら、各コースのカリキュラムマップ

を作成することとなる。 

 4コースを3コースにするという学科再編案の大枠は決定したが、

カリキュラムの改善等の細部の検討に遅れが見られる。しかし、現

在カリキュラム改革については検討が進んでいるということであ

り、細部の詰めが完了すれば目標の達成は可能であると判断できる。

教育学部：一貫カリキュラムとカリキュラムツリーの点検について

は、シラバス作成と連動しながら実施した。またその際にはコアカ

リキュラムを明確にしたカリキュラム構造図の確認も行った。 

 一貫カリキュラムとカリキュラムツリーの点検及びコアカリキュ

ラムとしての構造図の確認を行ったことで目的は達成された。抜本

的なカリキュラム改革の前提となる教員養成制度改革の見通しが不

分明なため、当面、現行カリキュラムの中で更なるカリキュラムの

系統化と授業科目の精選をすすめることになる。 

理学部：WGの答申が出て、教育会議運営委員会で了承された。その

結果、各コースで分野の特徴を踏まえた一貫カリキュラム、特にそ

の初年度教育を整えることが出来た。 

 平成22年度教育課程中期計画策定WGの内容に沿った形で各コース

で分野の特徴を踏まえた一貫カリキュラムの検討を行っており、所
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期の計画はほぼ達成されたと理解する。 

工学部：各学科でカリキュラムを精査、検討し、カリキュラムを説

明できる図を作成した。また、この図中にコアカリキュラムを示し

た。 

 工学部では、以前よりJABEE受審を目指して(既に認定済みの学科

有り)カリキュラムの精査、検討を行ってきている。各学科とも充分

検討を行っていると判断する。各学科がカリキュラムを説明できる

ような図を作成し、その中でコアカリキュラムを示した。今度は、

その実質化を図り、点検評価改善を行う。 

農学部：平成23年3月4日までに15回の将来構想委員会と4回の教員懇

談会を開催し、改革案を作成している。大枠の基本設計は、一括入

試制度、初年次教育（第1ステージ（100番台科目））の強化、4コー

スカリキュラム制度（第2ステージ：200～300番台科目）、研究ユニ

ットによる専門教育（第3ステージ：400番台科目）となっている。

カリキュラム設計では、科目番号制を導入し講義の前後関係などを

明確化し、講義科目の連続性がわかるようにする。これらにより、

カリキュラムの一貫性が誰にでも明確になり、カリキュラムツリー

や専門に最小限必要なカリキュラムの把握が簡単にできるようにな

る。初年次教育に必要なカリキュラムと4コースカリキュラムを検討

し、具体案の作成に移行している。大枠のカリキュラムを作ること

で、次年度以降教務委員会などと共同し、さらに内容に踏み込んだ

ものの作成を行える基礎部分を作ることまで進んでいる。 

 一括入試と初年次教育の強化に関しては、入学する学生にとって

多様な教育に触れる良い改革案であると考えている。大学教育を入

学時から3ステージに分け、番号制カリキュラムを割り振ることで、

カリキュラム体系が明確化できた。一括入試制＋4コース制の具体案

の検討を同時に行っているが、改革案が認められれば、さらなる科

目精選を行い、実行できる具体案に移行できる。改革案の合意形成

に時間がかかっているのが、遅れにつながっている。具体案の作成

について着手している。全教員の合意が得られれば、具体案の実現

化に向けた作業を行う予定である。先のカリキュラム改革以降、現

システムでのカリキュラムツリーは整備されている。平成25年度を

めざした学部改組での新カリキュラムを作成中である。 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：両学科、プログラム運営担当者との間で連

携を取りながら、検討を進めた。予定よりは若干遅れ

たが11月の2回の教授会において、新カリキュラムスタ

ートに必要な各要素の承認を得た。 

①については、各コースのカリキュラムマップ、学年

毎の達成基準を明確に定めた。 

②については、学科毎のカリキュラム以外に「根力育

成プログラム」、「国際教養プログラム」、「地域課

題の総合的探求プログラム」の新設を正式決定し、こ

れまで学部カリキュラムでの位置付けが今ひとつはっ

きりしていなかった「日本語教育プログラム」につい

ても学部共通プログラムの一つとして明確に位置付け

た。学科・コースでの教育以外に、4つの学部共通プロ
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グラムを持つ特色あるカリキュラムを構築することが

できた。 

③については、カリキュラム・チェックリストの作成

とあわせて学科・コースごとで行った。学部全体とし

ては必要科目を精選することができたと考えている。

 平成24年2月～3月にかけて、新カリキュラムの概要

を説明した新1年生用の『履修要項』のとりまとめ作業

を行った。 

 人コミ：①学科として専門科目の体系的カリキュラ

ムの枠組みを決定し、その枠組みに沿って各コースの

カリキュラムを完成させた。すなわち、2年生前期に概

論系科目群（推奨科目）と基礎演習を配置して専門分

野の基礎学修を行い、2年生以上対象の専門科目Ⅰに対

して3年生以上対象の専門科目Ⅱを履修条件付き科目

としてカリキュラムの系統性と順次性を保証した。専

門科目Ⅱの履修条件とは、専門科目Ⅰの中で関連する

科目の事前学修を履修の条件とするものである。その

体系的カリキュラムは、コース毎のカリキュラムマッ

プならびに達成基準（含、対応科目）によっても明示

した。 

②学部として平成24年度から設ける「国際教養プログ

ラム」について、人コミ学科教員が中心となってプロ

グラム内容を検討・確定させた。同プログラムについ

ては、今後の運営についても人コミ学科教員が中心的

に行うことになっている。キャリア支援については、

大学・学部として行う「就業力育成プログラム」に、

人コミ学科教員が中心的立場で関わるとともに、同プ

ログラムの一部であるフレッシュマン・ゼミナールの

試行として、現行の「主題別ゼミナール」と「情報関

連科目」で連携して行った。 

③学科各コースの教育目標・達成基準に基づく全科目

のカリキュラム・チェックリストを作成し、科目の精

選を行い、コースの体系的カリキュラムを完成させた。

カリキュラム・チェックリストの作成完了に遅れが

生じたが、全体として順調に進行し、新カリキュラム

スタートに向けた目標を十分達成することができた。

 人社：学科拡大将来計画委員会において検討を行い、

学科会議で了承を得た。各コースのカリキュラムマッ

プ、学年毎の達成基準を明確に定めた。また、達成基

準とディプロマ・ポリシーの関連付けを行った。コー

ス毎のカリキュラム・マップを完成させた。学科のカ

リキュラム以外に「根力育成プログラム」、「国際教

養プログラム」、「地域課題の総合的探求プログラム」

の新設を正式決定した。 

「地域課題の総合的探求プログラム」を特色あるカ

リキュラムとして構築するためにシンポジウムを2回
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にわたり開催し、弁護士による実務的な授業を実施し

て、同プログラムの課題を改善した。カリキュラム・

チェックリストは、現在、作成中である。全体として

は学科教育に必要な科目が精選できたと考えている。

カリキュラム・チェックリストの作成完了に遅れが

生じたが、全体として順調に進行し、新カリキュラム

スタートに向けた目標を十分達成することができた。

教育学部：一貫カリキュラムとカリキュラムツリーの

点検については、シラバス作成と連動しながら実施し、

またその際にはコア・カリキュラムを明確にしたカリ

キュラム構造図の確認を行った。 

カリキュラム点検と構造図のチェックは順調に行っ

た。 

理学部：コア・カリキュラムを明確にするために、平

成22年度までに検討・見直しされた理学部カリキュラ

ムを実施する。1年次生から新しいカリキュラムが適用

されている。 

工学部：4月に水戸キャンパスにおいて、1年次向けの

履修ガイダンスにおいてカリキュラムの説明、各学期

末毎のFDの実施は工学部全学科において継続して行わ

れている。FDにおいては各授業状況を報告することで、

問題点を検討している。 

各年度毎の履修ガイダンスや各学期末毎のFDは滞り

なく実施されている。工学部では全学科JABEE受審に向

けて、カリキュラムの内容を常に検討、精査しており、

順調に計画を達成できそうである。 

農学部：新カリキュラムの基盤となる初年次カリキュ

ラムについて、特に教養科目としての分野別基礎科目

の適正化と現行専門基礎科目の再編による新たな学部

共通科目の設置について検討した。また、キャリア教

育に関する授業科目に関し、初年次カリキュラムにフ

レッシュマン・ゼミナールI（主題別ゼミナール）とI

I（情報処理概論）を導入し、今年度から試行を開始し

た。さらに、現総合科目を精選し、就業力育成・ステ

ップアップ系科目として2科目を導入し、今年度から同

様に試行を開始した。 

学部改革との連動で、迅速に進んでいるものと、や

や遅れている部分もあるが、期末報告時にはすべてが

達成可能であると思われる。 

【5-2：R111b05-2】既存のJABEEプログラムも含めて、年次進行でJABEE受審計

画を策定する。 

計画施策：工学部JABEEの拡充【5-2：R111b05-2】JABEE受審の

年次進行計画にしたがって、順次JABEEプログラムの受審の準

備を進める。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

 工学部では、電気電子工学科が平成22年10月にJABEEを受審した。

平成23年度には機械工学科・都市システム工学科の両学科が継続の

受審を予定し、自己点検の各基準の分担教員が各工程に沿って作業

を進めており、その他の学科は受審年度を決定し準備を進めている。

但し、平成22年度末に起こった平成23年3月11日の大震災の影響で、

例えば次年度受審する機械・都市両学科とも同年4月上旬現在、作業

がすこし滞っている部分もある。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇工学部では、機械工学科と都市システム工学科は12

月にJABEE継続受審の実地審査を受け、最終審査結果を

待っている状態である。電気電子工学科は平成24年度

の中間審査にむけて、生体分子機能工学科および知能

システム工学科は平成25年度、マテリアル工学科は平

成26年度、メディア通信工学科および情報工学科は平

成27年度の新規受審査にむけて、カリキュラムの変更、

受審体制の整備、証拠書類の保管などを行っている。

継続受審の機械工学科と都市システム工学科は自己

点検書の作成を行い、平成23年12月の実地審査を終了

した。他の学科も平成27年度までに受審する計画をた

て、カリキュラムの変更、受審体制の整備、証拠書類

の保管など受審時期に応じた準備を進めている。なお、

各学科の準備状況について、教育改善委員会で報告確

認し、情報の共有を行った。 

学部全体の意思統一が進み、各学科で鋭意準備を開

始し、第二期中期目標期間中にすべての学科が受審す

る見通しが立ったのでAと判定したい。 

【5-3：R111b05-3】授業改善のため、授業参観や授業ピアレビューなどの制度

を導入することを検討する。既に実施している学部は制度の充実を図る。 

計画施策：授業参観や授業ピアレビューの導入などによる授業

改善とFD【5-3：R111b05-3】授業参観または授業ピアレビュー

などの制度導入についての検討結果をもとに、規則等を制定す

る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：前学期と後学期のそれぞれに授業参観が試行実施され、

円滑に終了した。すべてのコースから参観科目が張り出されるとと

もに、参観者も徐々に増加する傾向が見られ、試行実施の成果があ

がった。また、学部FD研究会では授業参観に先進的に取り組んでき

た静岡大学人文学部から講師を招聘したほか、コース別FD研究会や

学科FD研究会でも議論を行うことにより、来年度からの本格実施に

向けて要綱案の策定準備を進めた。 

 本学部における授業参観の試行実施は成功しており、定着段階に

達しつつあると考えられる。要綱案の策定準備もすでに行ったので、

工程表どおりに進行すること（平成23年度に本格実施のための制度

設計を完了させ、平成24年度から運用すること）には、まったく問

題がないと考えられる。 

教育学部：授業参観に関してはシステムを確立しており、前期7月6
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日(月)～17日(金)、後期12月6日(月)～17日(金)の期間を設けて授業

公開とそれに基づくピアレビューを行った。また平成23年2月23日に

実施された卒業研究指導に関するFD研究会は、それらの発展として

の卒業研究指導に対するもので、特別支援教育コース及び美術選修

の事例を検討することで、一歩踏み込んだFD研修会となった。2月23

日に実施されたFDは、卒業研究の指導体制について、全員の教員が

成果物に対して評価を行って、実質的に卒業研究指導のピアレビュ

ーとなっている美術選修の事例を検討することで、一歩踏み込んだ

FD研修会となった。 

 ピアレビューが現実にはどのような姿でありえるかという事例を

提示することで、目標は達成されたと考える。 

理学部：ほぼ全部のコースにおいて授業参観を行なった（専用の記

録用の書類を配布した）。そのfeedbackは、参観を受けた授業担当

者に直接伝えられた場合や、コースFDで議論された場合があった。

さらに、学部FDでも、その内容が紹介されたものもあった。コース

FDは、全コースで適当な時期に開催され、学部FDは、平成23年2月21

日に行われた。コースFDは、コースごとのこれまでのやり方に従っ

て異なるテーマで行われた。学部FDは、今年度の活動内容、アンケ

ート分析、学生モニター会の各報告、そして各コースFD内容の紹介、

という順で進められ、最後の全体議論の中で授業アンケートの課題

などが話し合われた。 

 ほぼ全部のコースにおいて授業参観を行うとともに、学部FD、授

業アンケート、アンケート分析、学生モニター会等を実施しており、

計画通りの進捗である。 

工学部：各学科の教育改善委員を通じて授業アンケートにおける授

業満足度、理解度、単位取得率等の調査を行い、各授業科目毎のピ

アレビューを行った。教育改善委員会においてその結果を検討し、

調査方法、調査項目を含めて授業改善に向けた問題点の洗い出しを

行った。また、教員による授業参観を行っているメディア通信工学

科の状況を同学科のFD資料をもとに調査した。 

 各学科で、学生の満足度、理解度、単位取得率等を各授業科目ご

とに調査し点検評価を行って、教育改善委員会へ報告している。委

員会ではその報告書を精査して、工学部全体としての点検評価を行

い、各学科に改善提案等を戻すサイクルが確立し効果をあげている。

授業参観は検討中で、まだ一部の学科における実施にとどまってい

る。 

農学部：次年度から点検評価委員会において優良授業を選定、教育

方法の改善のためのFDとして公開授業を実施し、レビューする。 

 教員間において公開授業を実施し、レビューすることに対する意

義とその評価方法に対する考え方に違いがあるものの、教育方法の

改善のためにこのような取り組みは必要であるとの認識は浸透しつ

つあると思われる。優良授業を選定された教員が公開授業として同

意して頂き、さらにレビューされることに前向きであることを期待

している。昨年度に実施した「教員間授業公開」を点検評価して、

改善したシステムで運用する予定である。 
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Ａ 

人文学部：授業参観の実施要綱が承認された。今年度

は、後学期に試行を行った。ただし参観者は少なかっ

たことに危惧を覚える。その原因など、委員会におい

て、継続的に検討していく必要がある。コースFD、学

科FD等でも授業参観について取り上げ、問題点を抽出

し、来年度本格実施に備えている。 

教育学部：対象授業のVTRを記録する準備は整ったの

で、公開方法（DVD配布・閲覧・HP公開等）の検討を行

った。その結果、Web公開が妥当であるとの結論に至っ

た。その根拠として「視聴に特別な機材を必要とせず、

自分の空いた時間に視聴」、「コメントできる」、「D

VD等の視聴覚機材の貸与・返却等の管理の必要がなく

その管理者も要しない」。 

授業参観に関してはシステムを確立しており、前期6

月27日(月)～7月8日(金)、後期11月14日(月)～11月25

日(金)の期間を設けて授業公開とそれに基づくピアレ

ビューを行った。 

理学部：授業参観については、前年までのように各コ

ースにまかせるのではなく、後期1年生向け基礎科目の

5科目（数物化生地）を11月～12月にかけて、教学点検

委員が一人2科目ずつ授業参観して、地球環境科学コー

スで使っている授業ピアレビューシートを用いた授業

評価を行い、基礎科目が効果的に実施されていること

を確認した。 

地球環境科学コースで使用している、ピアレビュー

シートで、各項目毎に的確な評価を行うことができた。

担当者・レビュワーとも、ピアレビューシートによる

授業参観は同じ視点で相互評価でき、授業改善には一

定の効果があるとの肯定的な見方であった。また、学

生による授業アンケートでは見えてこない点（例えば

学生の授業態度）が見えるとの指摘があった。したが

って、本年度のこの方式による授業参観は実施して良

かったと言える。 

工学部：○工学部教育改善委員会において、平成22年

度後学期の授業に対する学科毎の教育点検報告書を精

査し、授業のピアレビューを含めた点検評価を行った。

○教育改善委員会内に推奨授業制度ワーキンググルー

プ（教員3名）を設け、授業のピアレビュー結果に基づ

いた推奨授業及び授業参観制度の具体的な実施方法に

ついて検討を行った。 

○教育改善委員会の推奨授業制度ワーキンググループ

から推奨授業制度の規則及び実施方法に関する原案が

出され、これについて各学科からの意見聴取を実施す

るとともに、委員会で検討を行った。 

○推奨授業制度の規則及び実施方法に対する各学科か

らの意見をもとに、ワーキンググループ及び教育改善
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委員会において検討を行い、来年度からの実施を考慮

した最終案を検討した。各学科からの意見聴取を行っ

て規則及び推薦書の書式を決定した。 

順調にルーチン化しつつあるが、授業参観等の実施

は一部の学科に留まっているので、さらなる加速に努

めたい。 

農学部：前年度実施の「授業アンケート結果」および

成績評価分布結果に基づく「教員による授業評価」デ

ータをすべて整理した。本年度に行われた授業に関し

ても同様にデータを収集し、各授業科目毎に年次推移

を比較することを可能とした。これらの2年間の授業評

価結果を比較し、その中から具体的な優良授業を選定

のうえ、点検評価委員会と教務委員会が協議し、教育

方法の改善のためのFDとして公開授業を次年度に実施

することとした。 

公開授業の是非や選定方法についてはいろいろ議論

があり、実施に際しては慎重な討議が必要であること

からこの2年間は基礎データの収集に努めてきた。次年

度はこれらの準備資料を有効に使い計画施策に記載さ

れた内容を実施することが必要と判断される。 

「授業参観や授業ピアレビューの導入」は数年前に

試行的に行った。その後に、課題が抽出されており、

その克服はそれほど問題ないと思われる。 

【5-4：R111b05-4】学部の目的に照らして、教育カリキュラムの国際化の課題

を抽出する。 

計画施策：国際化に対応するカリキュラムの構築とFD【5-4：

R111b05-4】教育カリキュラムの国際化について抽出した課題

を題材にFDを実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

人文学部：平成21年度最後の教授会で国際教養プログラム概念図を

提案し、その実現に向けて作業を進めていたが、平成22年12月の教

授会の将来計画委員会報告で、より英語に重点を置いたプログラム

へのシフトが示唆された。そのため、現在WGを中心にしてその方向

での細部を含めた検討が行わた。 

大枠はすでに方向が示されているほか、将来計画委員会との連携

をはかりつつ、WGを中心にした検討作業が細部も含めて進行したの

で、目標達成は十分可能であると考えられる。 

 人コミ：「国際教養プログラム」（仮称）の具体化の検討におい

て、人文コミュニケーション学領域教員が中心的存在として関わっ

て検討が進められ、ほぼプログラムの原案を確定した（平成23年4

月）。また、学科としても「国際教養プログラム」（仮称）に対応

しうるコース再編案を検討し、承認した（平成23年2月学科会議）。

来年度以降も、「国際教養プログラム」（仮称）の実施に向けて、

学科としても積極的に対応していくことになるものと考えられる。

 教育の国際化の課題に対して、国際化対応WG・将来計画委員会の

検討に合わせて、複数の教員ならびに学科として対応して成果をあ

げている。 

 人社：「国際教養プログラム」の具体化の検討において、国際化

プログラムWGに社会科学科からも委員に加わり検討が進められてい

る。また、学科としてはカリキュラムの改善過程で対応が可能であ

れば、「国際教養プログラム」の実施に向けて、学科としても積極

的に対応していくことになるものと考えられる。 

 国際化対応WG・将来計画委員会の検討に合わせて、複数の教員な

らびに学科として対応した。 

教育学部：教育学部における「国際化に対応するカリキュラムの構

築とFD」について教務委員会において意見を聴取した。論点は＜小

学校英語への取り組み＞と＜海外留学した学生への事後指導と留学

体験の活用＞の2つである。前者については、今年度から取り組みを

強化しており、その一環として新たに開講した科目の履修状況につ

いて説明があった。後者については、事後指導と同時に事前指導も

考慮する必要性が指摘された。全学的には留学プログラムで事前指

導が行われているが、学部としては事前・事後指導や留学体験の活

用は十分に行われていないという課題が析出された。 

 上記2点について課題が析出されたのは評価できる。今後はこのこ

とを前提にどのように対応していくか考えていく必要がある。 

 学校教育教員養成課程、養護教諭養成課程のような学校教員免許

法の下での教育を主眼とする課程と情報文化課程、人間環境教育課

程では異なる基準があり得ること、附属学校園における国際化教育

の課題を抽出する方法など、評価項目としての国際化を複数の視点

から位置付けるという課題が議論された。 

 課題の抽出という目標については達成されたと考える。 

理学部：平成22年度教育課程中期計画策定WGによって、検討を重ね

た結果、特に初年次におけるコアカリキュラムの基本方針が答申さ

れた。これには、理学部卒業生が国際的に通用すべく理学教養のミ

ニマムが得られるよう配慮されている。また、一部のコースでは
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JABEEの一環として以前より行われている。 

 教育カリキュラムの国際化に関しては、理学部では理学部卒業生

が国際的に通用すべく理学教養のミニマムを得られること主眼にお

いて対応してきている。各コースで十分な検討がなされたと理解し

ている。 

工学部：国際化対応FDでは元外国籍教員による講演を予定していた

が、該当する教員がいなかったため、e-learningシステムを用いた

英語教育についての講演に代えて、FD研修会を実施した。 

 e-learningシステムを利用した英語教育の設計は達成できると考

えられる。 

農学部：カリキュラム国際化に必要なカリキュラム構成等に関する

情報収集を行った。また、大学院GPで試みた教育方法の取組を学部

改革案に生かすことを検討した。具体的には、大学院GPでの、複数

国の学生からなるグループを作って行う授業（演習と実習）を学部

授業科目に適用する検討である。これは、今後の学部改革案で議論

する予定である。 

国際化に関する情報収集は順調に進んでいる。担当者側からは、

具体的な科目構築への情報を提供できる状況にある。 

大学院修士課程では、カリキュラムの国際化を先進的に行ってお

り、実践性を考えた授業科目の設定が重要であることがわかってき

た。この修士課程での審議実績に加えて、情報収集の結果も合わせ

て、次年度には、学部専門教育に導入すべき授業科目の構成が明確

になることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：国際教養プログラム運営小委員会など、関

係する委員会と協力して、国際化に対応するカリキュ

ラムについてのFDを、今年度の人文学部FDとして実施

した。その結果、学部構成員に、カリキュラムの国際

化についての、学部内での取り組みを認知し、検討し

てもらった。当日は学部構成員のうち50名が参加し、3

本の報告の後、討論が行われた。 

 人コミ：国際教養プログラム運営小委員会の活動は

順調に行われた。 

また、採用人事についても「国際教養プログラム」

を視野に入れた人事を進めることが領域で確認され、

順調に選考が進み、新任教員が決定した。 

国際化対応に関する学部FDは、平成24年2月29日に実

施され、「留学生受け入れ」と「国際教養プログラム」

の立場から学科教員が話題提供するなどの協力を行っ

た。 

 人社：国際化に対応するカリキュラムについては、

「国際教養プログラム運営小委員会」の検討結果を、

学部将来計画委員会の委員を通じて学科構成員に周知

した。 

国際教養プログラムの平成24年度実施に向けて、担

当委員会と協力しその目的を達成したと評価できる。

◇平成24年度から実施の「国際教養プログラム」に関
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して、①カリキュラムの策定、②授業科目の設定、③

授業科目設定にともなう調整、の3点を行い、予定どお

り平成23年12月までに完了した。 

 平成24年度人文学部履修要項に掲載する文書につい

ても、平成23年12月までに執筆完了し、平成24年度人

文学部履修要項に掲載し、新入生ガイダンスで概要を

説明した。 

国際教養プログラムを平成24年度から学年進行で実

施する準備が完了し、計画は、順調に達成されている。

教育学部：前年度の作業によって、教育学部における

国際化に対応するカリキュラムの構築の課題としては

＜海外留学した学生への事後指導と留学体験の活用＞

が摘出された。また、教員養成系の課程と非教員養成

系の課程では国際化の位置づけが異なることも確認さ

れた。よって、今年度は、同様の課題が抽出された研

究科専門委員会と合同で、点検・評価委員会の支援も

得て、以下の二つのテーマについてFD（学習会）を行

った。 

①諸外国の教員養成教育のあり方について(平成24年3

月2日、参加者38名) 

②学生、院生の留学体験を活かす学部・研究科の対応

について(平成24年2月17日、参加者18名)  

課題に沿ったFDを行うことができた。順調である。

理学部：カリキュラムの国際化について、検討すべき

問題点等を抽出し、それらに基づいたFDを平成24年2

月22日に実施した。参加者35名。国際化を意識したカ

リキュラムポリシーを実現するための課題について検

討した。現時点での実施状況は以下の通りである。 

(1)各コースでカリキュラムの精選を実施。(2)各コー

スで世界標準またはそれの準じたテキストを使用した

り、最近の知見を事業で紹介することで国際化に対応

した講義を実施。(3)地球環境科学コースではJABEEプ

ログラムを実施し、国際化に対応している。 

工学部：教育改善委員会「英語教育・工学部FD」WGに

おいて、12月16日に外部講師による「工学部の英語教

育」と「大学英語のカリキュラムの構築と課題」につ

いての講演を基調講演とする、工学部FD研修会を開催

した。参加者50名。平成23年10月から、ALC教材を用い

たTOEICプレテストとALC社の「英語学習アドバイザー」

によるカウンセリングを実施している。また、LL教室

を開放し、学生がALC教材を使用して自習する環境を整

えた。 

担当者は順調に企画実施して進めている。FD研修会

の参加者があまり多くなかった、成果の点検評価など

改善の余地が多く、今後の発展に期待してBと判定す

る。 
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農学部：インドネシアの交流大学の教員および学生を

招聘して、農学部学部生向けに海外の大学の説明会お

よび学生交流会を行った。 

本学とダブルディグリー教育プログラムを実施して

いるあるいは実施予定の大学の教員を招聘して、学部

生向けの説明会を開催したことで、学部レベルでの国

際化に関する動機づけを実施でき、学部生にとってア

ジアでの農業・農学に視野を広げることができた。 

先行している大学院の国際化（ダブルディグリー・

プログラム）の基盤があるので、学部レベルでの国際

化も大きな難問があるとは思われない。具体的なプロ

グラム設定を出来るところから始めれば、達成可能で

あると判断される。 

＜大学院課程＞ 

［修士課程の教育内容と方法の改善] 

【6：R111g06】6. 研究科の教育目的を実

現するため教育内容を改善し、国際化を図

る。 

施策として以下の取組を実施する。カリ

キュラムの国際化とFD、教育プログラムの

多様化、大学院共通カリキュラムの充実、

最終試験の実質化 

【6-1：R111g06-1】既存カリキュラムの国際化を図るためFDを実施し、各研究

科の国際化の基本方針を策定する。国際化を進めている研究科では、その充実

を図る。 

計画施策：カリキュラムの国際化とFD【6-1：R111g06-1】各研

究科の基本方針に則り、国際通用基準を満たすカリキュラム策

定の取組を実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文科学研究科：FDを平成23年3月2日に実施した。茨城大学の留学

生受入状況、ドイツ、中国、アメリカの修士課程に関する学位シス

テムやその改革の動向などを関係教員から話していただいた。その

後、専門委員長がカリキュラムや学位システムの「国際化」は難し

く、教育の質保証という観点での国際化を行うべきだとの総括的発

言を行った。日を改めて専門委員会において国際化方針の議論を開

始する予定であったが、震災のため委員会を開催できなかった。 

 FDの段階まで計画通りに進行しており、十分達成は可能であろう。

本年度の検討経過では、「カリキュラムや学位システムそのものの

「国際化」は難しく、教育の質保証という観点での国際化を行うべ

き」という中間段階での判断もあるとのことだが、いずれにしても

できるだけ高い達成度を目指して検討を進めてほしい。 

教育学研究科：教育学研究科においては、①教育内容が、関係する

分野における研究等の国際的水準をふまえているか、②研究科に所

属する留学生への教育的配慮が行われているか、の2点について、特

に問題がないことが、専修別の検討で確認された。教育学研究科に

おいて「国際的通用性」という意味での国際化を進める方向性とし

て、ア）他の国における教員養成教育のあり方との比較を進める、

イ）大学院生の海外体験および国外の学会への参加を容易にする、

の2点が抽出された、次年度計画に予定されているFDのテーマとし

た。 

専門委員会の課題抽出を受けて、第二期中期計画内での進行につ

いて検討した。 

研究科の目的に照らした教育の国際化の課題が抽出できた。 

理工学研究科：国際的に通用する人材を育成するために、現行カリ
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キュラムの問題点を整理し、国際化につながる基本方針作りの準備

を行っている。理学専攻として国際的に通用する人材とはどのよう

なものか、また国際的な水準のカリキュラムとは何か等の整理を行

い、基本方針作りをはじめたところである。既存カリキュラムの国

際化を図るためのFDは未実施である。(理学系) 

 大学院改組に併せた博士前期課程の英語教育カリキュラム（既存

カリキュラムの再編とALCの運用方法）について検討を開始してい

る。また、語学学習システムとしてe-learningシステムを国際コミ

ュニケーション演習で導入済み。国際化FDについては、工学部FDと

併せて企画を開始している。 

既存カリキュラムの国際化を図るためのFDを英語教育に基づいて

平成22年12月に工学部FDと共に実施し、今年度既に実施、進行中の

e-learningシステム実施状況の確認と効果について詳細な紹介、議

論がなされている。また、学生の英語教育に対する意識調査も実施

されておりFDにて紹介、議論されている。外国籍教員については、

調査の結果、対象となる大学院課程には外国籍教員がいないことか

ら、予定していたアンケートの実施は別途内容を変更して国際化の

基本方針を策定する本研究科の国際化の基本方針を策定する上で検

討することとした。 

具体的な実施計画の立案が進み、e-learningシステムで一部効果

が現れつつある。(工学系) 

農学研究科：7月にボゴール農科大学や国内他大学および文科省によ

るダブルディグリーに関するFDを実施した。また、9月にボゴール農

科大学において本取組を発展させる目的でシンポジウムを開催し、

海外の他大学との共通理解を深めた。 

 インドネシア3大学と連携して「地域サステイナビリティの実践農

学教育」（平成19～21年度、文部科学省・大学院教育改革支援プロ

グラム採択）のプログラムを開発してきた。また、JICA筑波と連携

して、主にアジアの国々からの留学生向けの英語開講コースとして、

「環境共生農学コース」（平成20年10月～平成23年9月）を実施して

きた。このような経緯を踏まえて、アジア地域を拠点にした大学院

教育交流を基盤にしたカリキュラムの国際化を推進する方針であ

る。インドネシア3大学とは、「環境共生農学コース」の内容を土台

にした国際通用基準を満たすカリキュラムの協議を進めてきてき

た。 

 今年度、ダブルディグリー制度を基盤としたインドネシアの大学

との教育連携推進は、大きく前進させたと言える。残る課題は、ダ

ブルディグリー制度に対応できる学則の整備であり、次年度は大学

本部との調整を進めて行きたい。担当者評価はBであるが、責任者評

価はAまたはSと言える。 

 

 

Ａ 

人文科学研究科：平成24年2月29日開催の大学院専門委

員会において、検討を行った。 

当該案件については、「国際的に通用する大学院教

育の質の保証」という点が問題であり、具体的には①

「留学生への日本語教育の向上・徹底」、および②「学

位論文の水準の向上とこれに関する教員側の共通認識
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の形成」を課題としていくことが確認された。 

国際的に通用する水準の質の保証という点におい

て、大学院カリキュラム国際化の目標が明確にされた。

今後の具体的方向性と方策は、全学の大学院改革に歩

調を合わせると同時に、国際化の他の諸要素も考慮し

ていく必要がある。 

教育学研究科：①諸外国の教員養成教育のあり方につ

いて、平成24年3月2日に（学習会）を行った。参加者3

8名。 

②学生、院生の留学体験を活かす学部・研究科の対応

について、2月17日に院生の参加も含めたFD（学習会）

を行った。参加者18名。 

中期計画の趣旨にあったFD（学習会）の開催により、

研究科の目的に合った国際化への共通理解が進んだ。

理工学研究科：国際交流委員会や大学院教務委員会で

の議論も参考にしつつ、カリキュラム国際化の基本方

針策定のための準備と諸問題の整理を行っている。(理

学系) 

教育改善委員会英語教育WGにて、平成23年8月より大

学院での英語教育について議論し、学部から大学院ま

での英語教育の再編について検討を行なった結果、半

年毎のALC教材を用いた英語力確認を将来的に実施す

る案となった。平成23年10月からALC教材を用いたTOE

ICプレテストとカウンセリングを実施し一定の効果を

あげた。ALC教材を用いた学生毎の英語力把握と現在開

講されている英語教育の再編案が策定されている。工

学部FD研修会で名古屋工業大学での学部および大学院

での英語教育についての講演を実施し、当学との比較、

問題点の抽出がなされた。参加者50名。(工学系) 

農学研究科：インドネシア、ボゴール農科大学大学院

と農学研究科とが共同でダブルディグリー教育プログ

ラムを策定し、両大学院において覚書を締結した。ま

た、ダブルディグリー教育プログラム履修の学生の選

考を実施した。また、インドネシア、ガジャ・マダ大

学およびウダヤナ大学とのダブルディグリー教育プロ

グラム策定に向けて協議する。また、大学院修士課程

において「地域サステイナビリティ農学教育プログラ

ム」を継続的に実施し、連携協定校との短期の渡航と

教育・研究交流を実施した。 

連携協定校とダブルディグリー教育プログラムを新

設し、英語開講の授業科目を整備するなど国際化に適

応したカリキュラム整備ができたことは特筆に値す

る。 

【6-2：R111g06-2】第１期から展開している多様な教育プログラムを継続する

とともに、研究科の教育目的に照らして、研究科の充実に合わせてカリキュラ

ムを充実する。 
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計画施策：教育プログラムの多様化【6-2：R111g06-2】第１期

から展開している多様な教育プログラムの成果を確認し、その

拡充を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文科学研究科：昨年度より実施している教育プログラムの継続は

順調に行われた。かつ大学院共通科目の点検評価に合わせて、教育

プログラムの点検評価も平成23年2月末までに実施した。しかし、充

実という点では、コース再編の議論の遅れ、学内他機関との議論が

進捗していないといった理由から、多様化の具体的目処は立ってい

ない。さらに、他大学へ異動した教員の担当授業が開講できず履修

の保証が難しくなっているサブプログラムが生じているため、既存

のプログラムについてもシステムを見直す必要性がある。 

 教育プログラムの継続やその点検評価は計画通り達成された。さ

らなる充実は、関連する事柄の様々な事情で困難を伴う状況にある

ようだが、それらの状況の打開にそって十分達成可能であろう。 

教育学研究科：授業1年次「地域教育資源開発フィールドスタディ」

（前期・必修）、「授業展開ケーススタディ」（後期・必修）、2

年次「教科コラボレートケーススタディ」（前期・選択）は順調に

実施された。授業外の行事としては、10月に公開シンポジウム、平

成23年2月にポスターセッションと講演会を行った。点検評価関係

は、7月前期終了時の授業アンケート、2月に外部評価および学生・

教員参加の反省・検討会を行った。これらをふまえて、7月末から平

成23年度の体制、カリキュラムの検討を開始し、1月末にほぼ決定し

た。 

 大学院GP「地域教育資源開発による高度教育専門職プログラム」

を実施、その成果の点検評価、次年度への展開、すべて計画通り達

成できている。GPの成果を活かす展望が得られたことは高く評価で

きる。 

理工学研究科：アカデミックサイエンスマスター（ASM）、プロフェ

ッショナルサイエンスマスター（PSM）、サステイナビリティ学プロ

グラムで代表される多様な教育プログラムの実施を順調に進めてき

た。今年度初めて、アカデミックサイエンスマスタープログラム（64

名）とプロフェッショナルサイエンスマスタープログラム（5名）の

修了生を出した。(理学系) 

 大学院博士前期課程改組の基本方針が徐々に具体化してきている

ものの、コース制、プログラム制などの具体的な検討に入る段階で

はない。 

問題点は認識されているが、大学院改組の概算要求の動向とも一

部関係し検討に入る準備（課題抽出等)段階である。(工学系) 

農学研究科：農学部教務委員会では、地域サステイナビリティ実践

農学教育プログラム、サステイナビリティ学教育プログラムを継続

して実施するために、大学院履修案内への記載を充実させた。具体

的には、学生が履修する際に、大学院共通科目等との区別がわかる

よう、また上記プログラム毎の履修状況を把握出来るよう、履修計

画一覧表の改訂を行った。また、ダブルディグリー制度の導入につ
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いて農学研究科で検討を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文科学研究科：来年度は4つのサブプログラムを休講

とし、今年度から来年度初頭にかけて新たなプログラ

ムの制度を立案することは4月末時点で決定した。プロ

グラム運営小委員会を平成24年2月～3月に開催し、新

たな教育プログラムのあり方の方向性を決定した。 

学生が履修しやすく、かつ教育効果を上げられるプ

ログラムの実施体制を立案中である。平成24年度から

の導入はできなかったが、平成25年度入学生からは新

たなシステムでのプログラムを受講できる見込みであ

る。 

教育プログラムの多様化を目指し平成21年度に導入

したコース・プログラムの実施体制を再検討中である。

平成25年度入学生から新たな実施体制でプログラムの

受講が可能となるので、計画の達成は可能であると評

価できる。 

教育学研究科：GPプログラムを継続させ、理念が確実

に定着するよう、新たな工夫を取り込みながら実施し

た。前期は、受講者の自主性を重視し、「地域教育資

源」を自ら開拓することからはじめ、中間報告会を行

うことで、グループ同士が学び会う機会を持った。後

期には、模擬授業形式での発表を通して、自らの問題

意識を形成し、批評し合うことで、これまでの学習の

意義付けとこれからの課題を確認した。最終日には、

授業全体についてのグループごとの振り返りと、それ

に基づく全体会を通して、必修授業のあり方について

討論した。関連授業としての「教科コラボレートケー

ススタディ」(M2)も実施され、M1に向けての報告会も

実施した。 

学外研修：11月2日 

模擬授業の実施日：平成24年1月18日4限 「学校教育

専修」「障害児教育専修」 

1月25日4限 「国語教育専修」「社会科教育専修」「理

科教育専修」 

2月1日3限 「音楽教育専修」「技術教育専修」「家政

教育専修」、 

   4限 「美術教育専修」「英語教育専修」 

   5限 「保健体育専修」「養護教育専修」 

一年間の振り返り：2月8日4限 

前期は、学内講義を2時間取り込みながら、茨城県の

産業・文化についての理解を深めていった。教科専修

を超えたグループを作り、多様な視点から茨城の産

業・文化を見直し、考察すべき課題を掘り起こした。

中間報告も行い、各グループの課題意識を全体で共有

する機会とした。 

後期は、教科別グループを作り、教科を中心とした
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模擬授業案作りを行った。中間発表を行い、授業案の

共有化を図った。模擬授業を実践し、お互いに授業に

参加することで、物事の考え方に対する批評的態度を

養い、さらに全体会で、この授業の意義付けと今後の

課題を検討した。また、神栖市において新エネルギー

開発に関する見学も行い、サステイナ教育への関連づ

けも行った。受講生は、0から出発して模擬授業に至る

過程において、自力で考えを深めながら形にしていく

ことの、難しさと、考える楽しさを経験できたと考え

る。授業力、コミュニケーション力の強化を果たせた

と考える。 

GPが終わった後の継続授業であり、条件も変化した

ので、これに対応する必要があったが、到達点である

模擬授業については、それぞれが充実した内容を提供

することができた。多様な模擬授業を通して、何が問

題なのか、何が足りないのかという、自己批評的姿勢

をつくることができたことは、これからの授業を前進

させるうえで、重要な成果だと考える。 

理工学研究科：平成24年度実施に向け、総合原子科学

プログラム導入のためのカリキュラム策定を行った。

(理学系) 

専攻ごとの教育カリキュラムの点検評価を行い、そ

れらをまとめて理工学研究科（日立地区）の点検評価

を行った後、9月末に全学大学院教務委員会に報告し

た。その点検結果に応じて、必要な改善結果を行う予

定である。 

順調であるが、博士前期課程の改組後に再評価が必

要であろう。(工学系) 

農学研究科：国際化の一環として、平成23年度も引き

続き大学院GPの一環として修士学生の海外実習を行っ

た。 

教育の国際化推進において、本学研究科の授業科目

である「グループ課題演習」と「熱帯農業フィールド

実習」をインドネシア、ボゴール農科大と共同実施し、

ボゴール農科大でも本授業科目の単位化が図られた。

また、ボゴール農科大とダブルディグリー教育プログ

ラムに関する協定並びに覚書きを9月に締結し、ボゴー

ル農科大から推薦のあった2名の学生に対する入学試

験を実施し、両名を本プログラム1期生として本学に受

けいれることとなった。また、平成24年3月にウダヤナ

大学とダブルディグリー教育プログラムに関する協定

並びに覚書きを締結した。 

【6-3：R111g06-3】第１期から展開している大学院共通カリキュラムを継続す

るとともに、研究科の教育目的に照らして、大学院共通カリキュラムを見直し、

改善策を検討する。 

計画施策：大学院共通カリキュラムの充実【6-3：R111g06-3】
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大学院共通カリキュラムについて、平成22年度に検討した改善

策をもとに、順次充実を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇大学院共通科目の見直しを行い平成23年度の開設授業科目を設定

するとともに、特別経費（教育プロジェクト）を財源として平成21

年度から実施してきた2年分の実績について自己点検評価を実施し

今後の課題と改善方策を明らかにしていく。また、「サステイナビ

リティ学教育プログラム」の環境省環境人材育成事業としての終了

年度にあたり、大学院教育部に「大学院横断型プログラム運営委員

会」を設置し今後の継続実施のための組織的な運営体制を確立した。

 共通科目の見直し、実施計画の自己点検及び大学院横断型プログ

ラムの運営体制の整備等着実に事業は進行している。 

理工学研究科：現在開設の大学院共通カリキュラムを点検し、更な

る充実の可能性について検討している。大学院共通カリキュラムは

今年度で2年目であり、最初の修了生が出た。(理学系) 

 平成22年度までの実施実績に基づき、受講者の少ない科目、偏り

のある共通科目は廃止し、共通科目に相応しいと考えられる科目に

ついては新設するなど、大学院共通カリキュラム・研究科共通科目

の実施計画の見直しを行った。 

大学院共通科目、研究科共通科目の見直しは着実に行われており、

共通カリキュラムの改善は行われている。(工学系) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇①6月9日開催の大学院委員会及び第3回教育研究評

議会（6月16日開催）において、大学院共通カリキュラ

ムの充実のみならず、大学院全体の教育課程の充実を

図るため、既存の大学院教育部会議を廃止し、新たに

大学院教務委員会を設置することが了承された。 

②第1回大学院教務委員会（7月4日開催）で平成24年度

大学院共通科目実施計画と大学院サステイナビリティ

学教育プログラム実施計画について審議し、引き続き

検討することとなった。 

③第3回大学院教務委員会（10月25日開催）で平成24

年度大学院共通カリキュラム実施計画は審議の結果、

承認され、大学院サステイナビリティ学教育プログラ

ムコア科目開講一覧が審議の結果、承認された。 

④第5回大学院教務委員会（12月13日開催）で大学院教

務委員会の下、「プログラム運営小委員会」を設置す

ることが承認された。設置目的は、横断型のプログラ

ム、サステイナプログラムを実施するため大学院教務

委員会への提案等を行う小委員会が必要であると判断

した。 

・今年度大学院教務委員会をメール会議を含め6回開催

し、平成24年度大学院共通科目の実施計画及び大学院

サステイナビリティ学教育プログラム実施計画が了承

された。また、改善策等大学院共通科目の充実を図る

ため開講科目の見直しを図った。その他、各研究科が
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提供している大学院共通科目は、内容が専門的すぎる

ため他研究科の学生が履修することを考え理解しやす

いように努めてきたが、共通科目として提供するのは

難しいと判断される結論に至った。 

・大学院教務委員会の下、横断型のプログラム、サス

テイナプログラムを実施するため大学院教務委員会へ

の提案等を行う小委員会「プログラム運営小委員会」

を設置することが承認された。 

・第6回大学院教務委員会（平成24年1月31日開催）で

は、大学院教育課程の現況調査の結果（概要）と評価

シート（簡易版）を提示し、各専攻毎に検討すること

となった。また、第2次大学院教育振興施策要綱に基づ

く大学院教育のグローバル化の促進に基づき、茨城大

学でも「教育国際化の推進－グローバル30＋をめざし

て」と題したプログラムの実施を、1月12日開催の国際

交流委員会で検討を開始し、大学院教務委員会でも検

討を進めることとなった。 

・第7回大学院教務委員会（3月6日開催）では、平成2

5年度から大学院共通科目の改善充実をはかるために、

大学院教育におけるコースワークの位置と役割につい

て、各研究科からの意見を伺って茨城大学の「大学院

共通カリキュラム改善の方向性（中間まとめ）案」を

作成した。 

◇大学院教育部会議を廃止し、大学院教務委員会を設

置し7月から平成24年1月まで6回開催し、大学院共通科

目の改善、非常勤講師の配分の見直し、国際化の推進、

大学院教務情報システムの構築等を検討・審議してき

た。共通科目については、平成25年度から、①俯瞰的

科目、②他分野理解科目、③研究、コミュニケーショ

ン共通スキル科目、④倫理観などを養成する科目の4

分類で構成していくことを確認した。また、大学院教

務委員会の下にプログラム運営小委員会を設置し大学

院サステイナビリティ教育プログラム実施計画を策定

した。更に、大学院教務情報システムについては本年

度中に発注することとした。 

理工学研究科：前年度点検の結果、特に大きな改善を

必要としていないため、現状を変更することはしない。

引き続き改善・充実を図るべく検討する。大学院共通

科目の充実を検討した。(理学系) 

平成24年度に向けて、院生が大学院共通科目として

履修できるのは「他研究科・センターの開講科目に限

られる」と変更された「平成24年度大学院共通カリキ

ュラム実施計画」が大学院教務委員長から8月4日に示

されました。 

9月28日現在で、この方針への反対意見が理工学研究

科（工学系）の博士前期課程教務委員会から大学院教
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務委員会へ出されています。この方針がそのとおりに

決定されるならば、 

(A)昨年度に引き続き、受講状況を調べ、少人数の講義

を廃止する。は行えません。平成24年度に受講対象者

が大きく変わるためです。他研究科から受講者がどっ

とやってくるかも知れません。 

(B)また、予算削減を目指し非常勤講師に依存しない科

目を増やす検討を行う。は、工学系院生へのサービス

にならない科目を内製化せずに単に廃止することを検

討する必要が出てきます。それどころか、日立キャン

パスの院生約280名/学年に対して他研究科が十分な数

と内容の大学院共通科目を開講してくださらない限

り、修了できない院生が続出する恐れがあります。 

(C)社会的にも学生サイドからも要請の強い英語教育

の共通科目化を検討する。については、新方針の中で

「スキル系の科目は研究科共通科目にせよ」となって

いますので、国際コミュニケーション特論を大学院共

通科目から引き上げて、研究科共通科目として開講す

ることになります。このようになって良いはずはなく、

方針の修正が求められますが、方針が定まらない状況

では手のつけようもない状態にありました。(9月末) 

上記のように学生の教育を考え改革を行うか、上へ

提出する書類の為に学生に泣いてもらうかの判断を迫

られていました。しかし、第3回大学院教務委員会（1

2月13日(火)）において、以下の方針が出されました。

・平成24年度の大学院共通科目は、従前どおり。 

・平成25年度からの大学院共通科目では、大学院共通

科目が4つに分類され、 

1. 俯瞰的科目、 

2. 他分野理解科目（←このカテゴリだけ自研究科の科

目を履修できない）、 

3. 研究、コミュニケーション共通スキル科目、 

4. 倫理観などを養成する科目、 

（5. 演習系科目をどうするかは議論がある）となる見

込み。 

平成23年度のまとめとしてとして、下記の「大学院

共通カリキュラム改善の方向性（中間まとめ）」が平

成24年3月に作成され、大学院教務委員会で合意が得ら

れました。  

「大学院共通カリキュラム改善の方向性（中間まと

め）」 

大学院共通カリキュラムに関しては、「理念の問題」

と運用に当たっての「現実的な問題」の両面があり、

その解決はいずれも容易ではない。しかし、現在求め

られている「学位プログラムに基づく大学院教育の確

立」（第2次大学院教育振興施策要綱）という観点から
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は、大学院共通カリキュラムを「コースワークから研

究指導へ有機的につながる体系的な大学院教育」への

“入り口”に位置し、多様な大学院生（内部進学者、

外部入学者、社会人、留学生など）が研究活動や大学

院生活を進める上で必要な“共通の素養を身に付ける

場”としてその意義を再確認し、その実質化に必要な

改善をはかることが重要である。 

具体的には、 

１．大学院共通カリキュラムを「課程制大学院制度の

趣旨に沿った教育」、すなわち「複数分野の広範な知

識、研究企画能力、コミュニケーション力等を育成し、

研究者としての素養を身に付けさせる」大学院教育へ

の導入分野として体系化する。 

２．このため、大学院共通科目を、平成25年度より、

①幅広い知識基盤の形成に資する複合分野科目群（俯

瞰系と他分野理解系の統合）と、②大学院修了後のキ

ャリア形成に資するスキル系科目群（コミュニケーシ

ョン系と倫理・マネジメント系の統合）を軸として改

善充実させる。 

３．各研究科は、主に複合分野科目群については「社

会との連携の強化と多様なキャリアパスの確立」（第2

次大学院教育振興施策要綱）に資する、またスキル系

科目群については特に「外国人・日本人学生の垣根を

越えた協働教育」（前同）の充実に資することをガイ

ドラインに、大学院共通科目を開講し全学に開放する。

なお、（研究科共通科目を含む）大学院共通カリキ

ュラムの運用上の諸問題については、今後も検討を継

続していく。 

平成24年度へ向けては従前どおりとし、平成23年度

末までの検討事項は、「大学院共通カリキュラム改善

の方向性（中間まとめ）」にまとめられ、その方針に

従い、平成25年度からの実施を目指して、平成24年度

に検討が続けられることになりました。 

3キャンパスの大学院生数も考慮して、教育効果が上

がるように検討の継続が必要。(工学系) 

【6-4：R111g06-4】最終試験の周知状況、実施状況、試験採点状況を点検し、

実質化の方策を決定する。 

計画施策：最終試験の実質化【6-4：R111g06-4】最終試験の実

質化の方策にしたがって、最終試験を実施し、その結果を保存

する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

人文科学研究科：最終試験の採点基準をすでに定め、複数審査体制

で実施している。大学院生にも「便覧」において採点基準を示して

いる。しかし、採点結果の詳細な報告を求めていなかったため、最

終試験の実施状況報告書のフォーマットを作成し、主査に提出して

もらった。それを踏まえて、専攻及び研究科での修了判定を行った。

 最終試験実施状況報告書の提出を求めたことから、採点基準を意

識した最終試験が行われるようになったと考える。それゆえ、良好

な成果を上げた。 

教育学研究科：教育学研究科では最終試験・学位論文審査の基準の

周知、実施状況、評価の決定過程のいずれにおいても、外形的な問

題点は見出せない。さらなる実質化については、公開発表会や抄録

等の活用により、外部への公開性を高めていくことが考えられ、次

年度で、カリキュラム改革（イノベーション）の実施において検討

することとなった。 

 最終試験の周知状況、実施状況、試験採点状況を点検し、さらな

る実質化の方策を決定した。 

理工学研究科：最終試験に備え、準備状況を各系で確認した。各プ

ログラムの修了要件を確認し、具体的な審査手続き等について確認

した。 

学務委員会は最終試験の周知と実施を行うとともに、全審査報告

書の内容を精査した。年度計画は十分に実施した。(理学系) 

 最終試験の結果を記述するよう「学位論文審査および最終試験審

査結果報告書」の様式を見直した。また、前期課程における最終試

験の実施、採点方法の調査を実施し、その結果をもとに、理工学研

究科で共通の最終試験にかかる履修要項を策定した。 

「学位論文審査および最終試験審査結果報告書」の改善だけでな

く、理工学研究科（工学系）で共通の最終試験にかかる履修要項を

策定したことは、年度目標を十分上回る進捗である。(工学系) 

農学研究科：主指導教員と2名の副指導教員による研究指導体制は継

続して実施している。また、公開による発表と最終試験はすべての

専攻においても実施した。資源生物科学専攻においては、学位審査

の基準として学会発表を在学中に1回を義務づけており、その基準に

合致した場合にのみ修了とした。 

 すべての専攻において、主指導教員と2名の副指導教員による研究

指導体制でもって学生を指導し、修了判定においては公開による発

表と最終試験がすべての専攻においても実施されており、適正な成

績判定がなされている。 

 

 

 

Ａ 

人文科学研究科：9月修了判定においては適正な方法で

最終試験が実施され、結果も保存された。平成24年3

月修了に向けて、上記の方法で適正に最終試験が実施

され、これを踏まえた修了判定が2月に行われた。さら

に、適正に評価を行い、専攻会議で報告してもらうた

めに、審査基準等の配点と、「報告書」のフォーマッ

ト修正を準備した。これらは平成25年度早期に正式決

定される予定である。 

当初計画どおり適正に最終試験が実施された。さら
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に評価を適正に行うための制度の微修正を準備中であ

る。 

教育学研究科：年度末に以下を行った。 

①各専修における最終試験・学位論文審査の基準の周

知、実施状況、評価の決定過程を一覧表化し、記録を

継続した。 

②「外部への公開性」を高める方策として、以下を希

望する専修で試行した。 

ア）発表会を外部（修了生含む）に公表する。 

イ）修士論文の要旨（抄録）をHPなどで公表する。 

最終試験に関わる諸要素を明確化し、公開性を高め

ることで、最終試験の実質化を保証する体制が整いつ

つある。修士論文研究指導計画を作成し、指導教員と

大学院生との円滑な研究活動のための手立てとした。

修士論文発表会は、希望する専修では実行されている。

修士論文のHP掲載については、議論中であり、できる

だけ早い段階で、具体的な結論を得たい。 

各専修ごとの特徴を踏まえた最終試験、学位論文審

査基準が決められているが、これを踏まえて、全体的

な合意形成ができつつある。統一することは難しい面

もあるが、現段階では、全体的な統一基準形成に向か

って前進しつつある。修士論文のHP掲載については、

具体的な検討を進める必要がある。 

理工学研究科：本年度の最終試験を実施した。(理学系)

昨年度見直した「学位論文審査及び最終試験審査結

果報告書」に対し、問題点等があるかを各専攻にアン

ケートを行った(10月26日)。問題点の指摘はなかった。

「学位論文審査および最終試験審査結果報告書」の

改善を行っており、アンケートの結果でも変更後に特

に問題点の指摘はないので、本件については、しばら

くはそのまま継続すべきであろう。(工学系) 

農学研究科：先の大学院改組で「最終試験の実質化」

のシステムはほぼ達成している。「国際化」を担うプ

ログラムの開発も進んだ。ダブルデグリー・プログラ

ムを実施して修了生を送り出すことが最後の課題であ

る。 

［修士課程の教育の成果と改善] 

【7：R111g07】7．研究科の教育目的に沿

った人材を育成するため、統一した成績評

価基準を導入して達成度を明確にした教

育課程に改善する。 

施策として以下の取組を実施する。人材

育成目的に沿った修了生の輩出、全研究科

間の成績評価基準の統一 

【7-1：R111g07-1】目的とする人材を養成していることを点検し、改善につな

げる。修了生の就職先データや意見の収集と保管のシステムを点検し、改善す

る。 

計画施策：人材育成目的に沿った修了生の輩出【7-1：R111g 

07-1】修了生アンケートと就職先アンケートを行う。人材育成

が目的に沿っているかの点検を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

人文科学研究科：専門委員会において就職先データの収集・保管に

ついて点検を行い、データの収集方法に改善の余地があるとの結論

に達した。そこで、調査書類未提出者について、最終試験の際、さ

らに修了式の場において提出を求め、年度末までデータ収集を行っ

た。主査には最終試験の結果報告書等とともに進路調査用紙の提出

をお願いした。 

 修了式が中止となったこともあり、提出を修了時まで追求するこ

とはできなかった。提出状況を前年度と比較し、100％の提出を目指

したい。 

教育学研究科：大学院修了生の就職先データの収集保管に関する教

育学研究科の実態を専門委員会で報告、共有した。さらに各専修独

自の就職先データの収集保管システムの実態に関して調査を行い、

平成23年2月専門委員会で報告、共有を行った。また情報収集と同時

に、担当小委員会において、教育学研究科全体でのシステムの改善

策を作成した。 

 順調に進み、ほぼ予定した計画は実施した。2月の専門委員会で担

当小委員会で作成された改善案を検討し、研究科としての改善案を

策定した。順調にすすんでいる。 

理工学研究科：修了生の就職先データの収集と保管に努めている。

年3回の進路調査により現役学生の進路動向を把握するとともに、

学務第二係において就職先データの収集と保管を行っている。年度

計画は達成していると理解する。(理学系) 

 現行稼働している入学情報、教務情報、就職(進路)情報のデータ

項目リストを精読し、データの一元化に向け、集約・体系化の項目

チェックを行った。 

工学部で必要とされる情報の検討については終了できるものと考

える。(工学系) 

農学研究科：修了生の就職先データの収集と保管を行う職員（非常

勤職員）を手当し、過去のデータを整理し、まとめた。就職先デー

タの収集を的確に把握するための方策として、学生に個人毎にデー

タの提供を促す方策をとった。 

 修了生がどのような仕事に就くことができたかを把握すること

は、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーの達成度を知るう

えで最も重要である。今後も修了生の就職先データの収集と保管は

大変重要な業務であることから、この業務に従事する人材の確保は

大いに評価される。順調に進んでいると言えるが、実際の保管業務

では、補助要員が必要である。 
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Ｂ 

人文科学研究科：4月よりアンケートの方法を検討して

いるが、現行カリキュラムに移行して初の修了生を出

したところであり、対象者が少数にとどまるため、苦

慮している。 

アンケートの対象となる修了生がわずかしかおら

ず、かつ修了後1年目であることから、アンケートの実

効性が問われた。対象者が一定数に達した段階で実施

する方が、アンケートが有意になると思われる。その

ため今年度は実施せず、平成25年度は実施に向けて方

法を再検討することとした。 

現行カリキュラムの下で対象となる修了生がわずか

しかいなかったため、平成23年度はアンケート実施を

見送らざるを得なかったが、平成24年度以降に後れを

取り戻すことが可能であり、人材育成が目的に沿って

いるかの点検が期待できる。 

教育学研究科：最近2年間における現職派遣修了生につ

いては、アンケートは実施済みである。修了生（スト

レートマスター）及び修了生の就職先アンケートを平

成24年3月に17箇所について実施し、回答を得ている。

ストレートマスターの修了生については、アンケー

ト対象を確定し実施した。就職先の管理責任者及び本

人について、アンケート調査を行った。平成24年度に、

現職派遣、ストレートマスター修了生についてのアン

ケートの分析を行い、目的に沿った人材育成のための

指針とするための、資料が調っている。 

順調に進んでいる。 

理工学研究科：就職先データの収集と保管を行ってお

り、本年度修了生に関しても同様に行った。(理学系)

教育改善委員会にて、修了生および企業アンケート

実施作業に向けたワーキンググループ（宮嶋委員、寺

内委員、上田委員）を立ち上げ，実施計画およびアン

ケート内容を検討し、各専攻に実施案の了承を得た。

修了生および就職先企業の送付先データの取り纏め

を12月中旬に終え、併せて趣意書やアンケート質問表

の最終チェックと修正を施し、12月下旬にアンケート

を発送した。平成24年1月末を期限にアンケートを回収

し、3月上旬にアンケート集計を行った。 

アンケート内容の精査、送付先企業の住所情報収集

に予想以上の時間を要した。数年内に企業名の変更や

企業合併・吸収が意外と多数有ったことが原因で、送

付時期が1月半ほど遅れた。これによりアンケートの集

計を終えるのが平成24年3月上旬となったが、報告書

(案)を年度末までにまとめ、作成した。 

工程が遅れ気味であるが、当初計画に沿って確実に

実施がなされている。結果をどのように今後に活かす

かが課題である。(工学系) 
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農学研究科：前年度と同様に平成23年度修了生の就職

先データを収集し整理した。また、人材育成が目的に

沿っているかの点検を行うため、修了時アンケートを

実施し当研究科おける満足度を調査した。これらのデ

ータを図表化して整理した。 

平成22、23年度の2年間にわたり修了生の就職先デー

タと修了時アンケート調査を実施し、これらのデータ

の詳細を整理することができたことから、本大学院修

了生の動向を比較検討することができるようになっ

た。今後これらデータに基づき点検並びに改善方法に

ついて各専攻において検討する。 

◇１）大学院生就職支援アンケート調査は、下記の大

学院生対象就職ガイダンス・セミナー開催時に実施し

た。 

①6月8日｢企業はここを見ている－内定を取れる人は、

こんな人－｣ 

②9月28日｢理系院生の就職活動の進め方－事例による

アドバイス－｣ 

③10月12日｢就活生3人に密着取材－リアルから見る就

活・面接の失敗と成功－｣ 

④10月26日｢マナー講座｣ 

⑤11月30日｢企業が求める人材とは｣ 

⑥12月7日｢業界研究｣ 

２）修了生の就職先企業1,000社のリストアップとアン

ケート発送先の特定は完了している。アンケート調査

内容は、調整中である。 

◇１）大学院生就職支援アンケート調査は、6回行い、

ガイダンス・セミナーの実施時期、内容、就職活動に

必要な情報・支援等について回答が得られ、今後の学

生就職支援センターの就職支援の改善に生かしていき

ます。 

２)修了生の就職先企業約1,000社に学生評価と大学教

育に関するアンケート調査は、アンケート内容につい

て調整後、平成25年2月末に就職先企業に依頼し、3月

末までに、アンケートの回収・分析を行うこととした。

大学院生就職支援アンケート調査は、6回行った。就

職先アンケートは、平成25年3月末までに完了する予定

である。 

【7-2：R111g07-2】成績評価基準の統一方針を決定し、平成23年度実施に向け、

制度を制定する。 

計画施策：全研究科間の成績評価基準の統一【7-2：R111g07-2】

成績評価基準を統一し、Live Campusで教務情報管理の設計に

入る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

◇教育改革推進会議に於いて原案を作成し、審議のうえ、「成績評

価基準の統一方針（案）」を決定した。 

人文科学研究科：全学の統一方針案が示される見込みであるため、

平成23年2月の専門委員会および研究科委員会で、それに対する意見

聴取を行う。全学方針が年度内に最終決定されれば、それを本研究

科でも適用する。全学の最終決定は未確認。 

 全学の統一方針が確定すれば、それに従って研究科内での規則等

の見直しが必要かどうかを至急検討する。 

教育学研究科：平成23年度から、成績の評価区分および標語の意味

については全学のそれに合わせることと、成績評価基準の系統化お

よび標準化についての方針を定めた。 

 成績評価基準の統一方針を決定した。 

理工学研究科：大学院教育部会の方針を待ち、協力に向けた準備を

行っている。 

基本的には全学大学院教育部会の方針待ちである。(理学系) 

統一した成績評価基準について、全研究科統一方針が提示されて

おらず、未着手である。 

全研究科統一方針の提示を待って、研究科の評価基準との整合性

が検討できるよう準備を進めた。(工学系) 

農学研究科：本部大学院委員会等からの検討要請並びに提案があり、

提案内容が農学研究科において実施している成績評価基準と同じで

あることから今後も引き続き同成績評価基準でもって評価すること

とした。 

 農学研究科においてこれまで実施している成績評価基準が全研究

科の基準にされることから、今後も引き続き教育目的に沿った人材

を育成できるものと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文科学研究科：Live Campusでの教務情報管理は全学

の方針次第であり研究科では対応できないが、平成25

年度よりLive Campusで教務情報管理を行うことが大

学院教務委員会で報告された。シラバスを来年度より

電子化することは専門委員会で決定し、新年度開講に

向けて準備作業を進めた。 

全学レベルでの迅速な対応が望まれる。 

教育学研究科：①平成23年度から、成績の評価区分お

よび標語の意味については全学のそれに合わせた。 

②平成24年度シラバス作成時に専修内で「系統化」作

業を実施した（社会科教育専修での作業に関するファ

イルをアップ）。（成績評価基準の系統化：各専修の

授業科目に関して、カリキュラム上の前後関係・履修

の順序をふまえ、各授業科目に期待される履修内容・

達成度についての共通理解をもつ） 

③今後行われる新カリキュラム作成時に下記「標準化」

作業を実施する。（成績評価基準の標準化：カリキュ

ラム上、同様の履修内容・達成度が期待される授業科

目群においては、成績評価基準の運用を一定化する）

全学の動向に合わせ、加えて、成績評価基準の系統
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化・標準化について検討（一部実施）することで、人

材育成という目的にあった教育体制を強化した。 

シラバスなどの系統化については、すでに各専修ご

とに実行されている。成績基準の標準化については、

今後のカリキュラム改革と同時に具体化していくこと

が、検討されている。新カリキュラムとの一体的議論

に入る時期にいると判断される。 

理工学研究科：大学院教務委員会での報告に基づき、

開始に向け準備を行うことにしている。(理学系) 

全研究科で成績評価がどのように行われているのか

を調査し、修士論文の合格判定以外は統一されている

事を確認した。 LiveCampusによる教務情報管理に関し

ては、シラバスの作成、閲覧は行えるが、成績入力は

紙で提出する型式から変わっていない。平成24年7月の

サーバ更新に伴って、学務課から各研究科へ院生学籍

フォーマット配付及び作業説明等が平成24年に行われ

る予定である。 

平成24年7月のサーバ更新に向けて平成24年度から

の作業が中心になるため、平成23年度にはほとんど作

業がなかった。(工学系) 

農学研究科：大学院委員会からの提示された統一成績

評価基準（これまでの農学研究科において実施基準と

ほぼ同様）に準拠して実施している。 

◇平成22年度の大学院委員会において、各研究科の成

績評価基準が統一決定されたが、学部学生のGPA制度導

入による評価基準が決定した段階で、6段階の成績評価

基準に合わせることとなった。従って、学部の成績評

価基準を変更するかは、現在GPA制度の導入を検討して

いる段階であり、各学部で運用するGPA算出にいたる細

部の基準等については未決定の状態である。 

また、LiveCampusで教務情報管理については、次の

記載のとおり、今年度「大学院カリキュラムの電算化」

の経費が配分され設計・導入について見通しがついた

ばかりであり、平成24年度は大学院カリキュラムの運

用テストができる状態となった。 

①第3回大学院教務委員会（10月25日開催）において、

大学院の教務事務電算化について、現状とシステム本

格運用に伴う導入計画（平成24年度システム導入等、

平成25年度本稼働）が示され、審議の結果、了承され

た。 

②平成23年度評価・財務合同ヒアリング（11月30日開

催）において、教務情報ポータルシステム更新等（Li

veCampus）に大学院教務システムの導入・証明書発行

機能を盛り込んで要求を説明した後、予算措置された。

◇・今年度にLiveCampusで教務情報管理を行うとなっ

ているため1年遅れの年度計画となる。 
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・今年度「大学院カリキュラム」の教務情報管理シス

テム等の予算が確保できたことから、システムの構築

や設計等を各研究科と協議を行いながら、カスタマイ

ズを行う業者とも連携を図りながら導入を進めること

になった。 

・平成24年度に大学院カリキュラムの教務情報システ

ムを導入し、試行等を重ねた後の運用となるため、平

成25年度大学院入学者からの運用となった。 

・同時に導入することとなった証明書自動発行機で、

大学院生の成績証明書も発行できるようになるため、

平成25年度から大学院生のサービス向上化も図られる

こととなった。 

◇教務情報ポータルシステムの更新に併せて、昨年度

決定した全研究科間の成績基準の統一基準に基づき、

大学院教務情報をカスタマイズする。予算化ができた

ので、平成24年2月中に契約する予定であったが、茨城

大学業務達成基準を適用して、平成24年度に契約する

こととなった。 

［博士後期課程教育の改革］ 

【8：R111g08】8．指導体制の充実により

修了生の質を確保する。 

施策として以下の取組を実施する。研究

進展状況の確認体制の確立、専門性と実践

力の育成 

【8-1：R111g08-1】現行の研究進展状況確認体制を点検し、改善を図る。確認

資料を保全する。 

計画施策：研究進展状況の確認体制の確立【8-1：R111g08-1】

研究進展状況の確認体制を点検し、改善された体制で取組み、

確認体制について院生からの意見を聴取する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

理工学研究科：学生便覧の点検を行い、学会への論文投稿時期など

を基にした標準的な研究実施スケジュールの確認、複数教員による

指導の確認を行った。ガイダンス時に学生および各専攻長に学生便

覧に記載されている特別実験、特別実習、特別演習による指導体制

の実施、研究進捗状況の確認を周知徹底した。学生の進捗状況確認

の一助として研究成果公開に関してインターネットを利用した大学

院生情報収集システムの開発、試験的運用を行った。今後はWEB入力

システムの本格的運用および教員からの証拠書類の収集システムに

ついて検討を行う。 

学生便覧の点検を行い、進捗状況の確認、複数指導教員による指

導体制の確認の改善を促せた。大学院生情報収集システムの開発、

試行も行い、確認資料の保全を行えるようにした。 

 

 

 

Ａ 

理工学研究科：昨年度作成した大学院生情報収集WEB

プログラムを学内サーバに移植し、平成24年2月から運

用を開始した。学内サーバに関しては教育担当副学長、

IT基盤センター長、大学教育センター長にご相談して

使用決定を行った。研究報告・計画相談会実施につい

ては昨年度に博士後期課程委員会で決定し、10月に詳

細スケジュールを決定、報告書フォーマットも決定し、

平成24年2月～3月に博士後期課程1、2年生（4月入学対

象）に対して実施した。大学院生情報収集WEBプログラ
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ムを使った実施状態管理、報告書による学生の進捗状

況チェックおよび意見収集を行った。 

精力的に意見収集の体制を整え実施する段階に漕ぎ

着けているので、Aと評価する。(工学系) 

年度当初に学生が提出する学位論文準備状況調査報

告書を精査し、研究進捗の確認に取り組んだ。また、

院生からの意見聴取を行い、主指導教員以外との懇談

の場を定期的に持つのがより望ましいという結果を得

た。 

在学生を対象に電子的なアンケートを実施し、教育

カリキュラムに関する学生の要望や意識について、現

状を把握した。計画通りの進捗をはかれたと評価して

いる。(理学系) 

【8-2：R111g08-2】現行の研究指導方針の中で、専門性と実践力の育成の観点

から改善すべき課題を抽出し、次年度向けに指導方針を策定する。 

計画施策：専門性と実践力の育成【8-2：R111g08-2】専門性と

実践力の育成の観点から改善された指導方針にしたがって、研

究指導を実施し、点検する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ｂ 

理工学研究科：各専攻において、研究指導計画書の作成、および研

究指導計画書に沿った指導の実施状況を点検するための統一様式を

定め、FD研修会等で確認するシステムの枠組みは概ね構築できたも

のと考える。 

指導計画書の改善だけでなく、指導におけるPDCAのサイクル構築

に必要な、研究指導計画書に沿った指導の実施状況を点検するため

の統一様式を定め、FD研修会等で確認するシステムの枠組みが概ね

構築できた。これは年度目標以上の進捗である。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

理工学研究科：昨年度作成した大学院生情報収集WEB

プログラムを学内サーバに移植し、平成24年2月から運

用を開始した。学内サーバに関しては教育担当副学長、

IT基盤センター長、大学教育センター長にご相談して

使用決定を行った。指導教員グループによる研究報

告・計画相談会実施については昨年度に博士後期課程

委員会で決定し、10月に詳細スケジュールを決定、報

告書フォーマットも決定し、平成24年2月～3月に博士

後期課程1、2年生（4月入学対象）に対して実施した。

大学院生情報収集WEBプログラムによる実施状態報告、

学生からの報告書、どちらでも複数教員による指導状

況を確認、点検できるようにした。 

博士後期課程の複数教員による指導実施を徹底する

ために、毎年度、主指導教員、副指導教員からなる指

導教員グループに博士後期課程学生が研究報告・相談

を行うことを義務づけ、その報告を大学院生情報収集W

EBおよび専攻長への報告書提出により確認した。 

複数教員による指導体制が進み、その進捗を追跡す
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るWEBシステムができたので、本格的実施による効果が

出ることが期待される。(工学系) 

専門性と実践力の育成を目指した指導方針に基づ

き、入学当初に策定する具体的方針に従って院生の研

究指導を実施中である。この活動をより効果的なもの

とするため、年度始めと終わりに各院生が研究の進捗

を記録し指導教員群と確認するための書式の策定を進

めた。 

研究進捗の点検のより高度な実質化を図るため、年

度当初と終了時に、学生と指導教員群とで「研究計画

書」「研究報告書」を取り交わすよう、書式の策定を

終えた。翌年度の実施に向け、順調な進捗がはかられ

た。(理学系) 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(1)  教育に関する目標 

 ② 教育の実施体制等に関する目標 

 

中

期

目

標 

4.大学教育の目的を達成するよう教育の企画推進体制を強化し、新たなプログラムの企画やニーズに

対応する。 

5．教養教育実施体制及び入学試験実施体制を改善する。 

6．大学及び学部の教育目標に則り、学士課程教育組織を改革するとともに、組織的な教育実施体制を

整備する。 

7．大学院及び研究科の教育目標に則り、大学院組織を改革するとともに、組織的な教育実施体制を整

備する。 

8．学士課程及び大学院課程の教育に対して、PDCAサイクルに基づき点検評価を行い、教育の質の向上

を図る。 

 

中期計画 年度計画 

＜教育企画推進体制の確立＞ 

【9：R112009】9．全学的に教育の企画推

進を担当する組織を整備する。 

施策として以下の取組を実施する。学士

及び大学院課程教育の企画推進を図る体

制の整備と教育系センター間の連携推進 

【9-1：R112009-0】教育改革推進会議を設置して、学士及び大学院課程教育の

企画推進を図る体制を整備し、教育企画力を高める。第２期に係る教育施策の

具体的計画を検討する。教育系センター間の連携推進のため、教育振興局を設

置し、連携を進める。 

計画施策：学士及び大学院課程教育の企画推進を図る体制の整

備と教育系センター間の連携推進【9-1：R112009-0】教育改革

推進会議を中心に、中期計画に係る教育企画を推進する。教育

振興局を中心に、教育系センター間の連携の取組を進める。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

教育改革推進会議を開催し、第2期に係る教育施策の具体的計画を

検討する。教育振興局内教育系各センターの教員人事を教育振興局

として一元管理する。実施計画に掲載してある教育改革推進会議と

教育振興局の業務と照らし合わせてみて、実施記録に記載のとおり

業務に掲げらている事項はほとんど会議開催を行った。 

実施記録に記載のとおり達成できたと考えられる。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇＜教育改革推進会議＞ 

・第1回本会議（6月9日開催）において、平成23年度の

各センター等の年度計画を確認し、各センターで進め

ることとなった。 

・上記会議において、平成23年度学内政策配分経費（教

育改善経費）の運用について、各部局から要求があっ

た事項について精査し選定を行った(11件の内、10件)。

また、来年度の審査に向けての評価基準を作成した。

・第4回本会議（11月18日開催）において、政策配分経

費の配分方法について策定した。 

＜教育振興局運営会議＞ 

・第1回本運営会議（6月2日開催）において、平成23

年度の各センター運営計画を提案のとおり進めること

となった。 

＜その他＞ 
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・大学院課程の教育の充実を図るため、既に設置され

ている大学院教育部を廃止し、大学院教務委員会を新

たに設置することが決定した。 

・第3回大学院教務委員会（10月25日開催）において、

平成24年度大学院共通科目実施計画について審議し、

了承。平成24年度大学院サステイナビリティ学教育プ

ログラムコア科目一覧については引き続き検討。 

・年度計画について説明があり、学部間共同教育体制

の構築について提案があり、教育改革推進会議で推進

することとなった。 

・分野別質保証と各学部の教育改革について、各学部

間の連携と統合について取り組むこととなった。 

・GPA制度の導入について、卒業要件としないゆるい形

の提案の内容で導入することで進めることとなり、GP

A及びCAPの対象科目等について平成24年3月末日まで

に、各学部で策定したものを取り纏めた。 

・保護者への成績通知について、先行学部の事例を参

考として、全学部で実施することとなった。 

・平成25年度概算要求特別経費（プロジェクト分・教

育設備）の審査を行った。 

・教育改革推進会議（平成24年2月17日開催）で、全学

生の保護者への成績通知について、平成24年度後期の

成績分から実施（第1回の通知は平成25年5月予定）す

ることが決定された。 

 ただし、平成24年度卒業者は送付せず、留学生につ

いては日本人の身元保証人へ承諾した者のみ送付する

こととした。 

教育振興局運営会議において所属各センターの今後

の在り方及び各センターの協力体制について、経費削

減もテーマに含み検討中である。 

◇大学教育センターでは、生涯学習教育研究センター

と協力して人文、社会、自然及び総合科目の授業を公

開した。留学生センターと日本語科目の習熟度別の推

進について協議し、平成25年度より実施することで合

意した。学生就職支援センターから平成24年度から教

養総合科目に新たに設けられた「就業力育成・ステッ

プアップ系」科目に半期1コマの提供を受けることにな

った。 

少しずつではあるが、着実に前進している。 

＜大学教育センターの改革＞ 

【10：R112010】10．大学と大学教育セン

ターは、4年一貫カリキュラムの実質化及

び教育の質の保証を確保するため、全学の

教育に関する点検評価及び教育改革の支

援を行う体制とする。 

施策として以下の取組を実施する。全学

【10-1：R112010-1】全学の教育に関する点検評価及び教育改革の支援に取り

組むために、教育点検支援部の機能の拡充と体制の充実を検討する。 

計画施策：全学の教育に関する点検評価及び教育改革の支援に

ついての機能改善【10-1：R112010-1】教育点検支援部の機能

を拡充し、学部の要請にもとづいて専門教育についての点検評

価やFDを支援する。 

進捗 判断理由（計画の実施状況等） 
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の教育に関する点検評価及び教育改革の

支援についての機能改善、教育実施におけ

る教育系センターとの組織的連携、大学教

育センターの体制整備 

状況

 

 

 

 

Ａ 

 各学部のFD活動に組み込む形で、センターの学習管理システムの

啓蒙FDを展開した。その結果、多くの参加者を得、効率の良いFDを

実施できた。茨城大学FDネットワークを設立し、部局でのFD活動の

情報交換や相互乗り入れを容易にするための準備を進めた。これが

実現すると、全学におけるFD活動情報の集約機能を果たすことにな

る。大学教育センターが統括機関となる就業力育成事業に関して教

育点検支援部と平成23年度からの設立が認められたキャリア教育部

との連携を進めることで機能の拡充を図っている。 

 FD活動、及び就業力育成事業に対して積極的に教育点検支援部の

機能拡充を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・大学教育センター教育点検支援部長が中心となる

「茨城大学FDネットワーク(IFDN)」を発足させるため

に、全学教務委員会の下に茨城大学FDネットワーク専

門委員会を設置した（12月22日開催 第6回全学教務委

員会）。 

・11月2日(水)にGPA制度を導入するための大学教育セ

ンターシンポジウムを開催した。 

・新しいGPA制度の導入を行うため、第5回教育改革推

進会議（平成24年1月27日開催）においてGPAを算出す

るための科目等の設定について提案を行い、3月末日ま

でに取り纏めることとなった。併せて、CAP制について

も学期毎の単位数の設定や対象となる科目等について

も同様に取り纏めることとした。 

◇大学教育センターでは、今年度は支援体制を整備す

るために茨城大学FDネットワーク規則制定の準備を行

ってきた。FDの全学連携組織は全学教務委員会に属す

る専門委員会として発足することとなり、12月22日開

催の第6回委員会で、「茨城大学FDネットワーク専門委

員会細則」が承認された。この規則に基づき第1回のF

Dネットワーク専門委員会が平成24年1月31日に開催さ

れ、まず各学部のFDの実施状況を報告することから活

動を開始した。同細則に基づき本専門委員会は大教セ

ンター教育点検支援部長が委員長となり、全学のFD活

動のネットワークを構築し、部局間の連携と支援を進

めていくことになった。 

専門委員会規則の制定とメンバーの選任が行われ、

活動が開始されたことは評価できる。 

【10-2：R112010-2】教育系センターとともに効果的授業を設計し、組織的連

携を図る。平成23年度からの連携した授業計画を作成する。 

計画施策：教育実施における教育系センターとの組織的連携

【10-2：R112010-2】大学教育センターは、教育系センターと

の組織的連携による授業を計画する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

 平成24年度開講に向けて、健康スポーツ科目に保健管理センター

教員の担当する生活指導的内容の講義を組み込む計画をたてた。こ

の案では、1年次後学期の一コマ分を全学生対象（必修）の保健理論

（講義は保健センターの専任教員が担当）、にあてるものである。

今後、この案について、保健管理センターの教員と折衝をおこなう

ことになっている。健康・スポーツ部会には、授業の精選、非常勤

講師時間の大幅削減、の検討を依頼した。その結果、保健管理セン

ターとの合同授業、小人数クラスの合理化などが答申された。 

 健康スポーツ科目の授業内容を、体育理論、保健理論、体育実技

の三本柱をめざすことは、大いなる授業改善への第一歩と評価でき

る。 

 

 

 

Ａ 

◇・平成24年度教養教育実施計画（第1次案）に新規に、

或いは既存の科目を再編して計4科目の「就業力育成・

ステップアップ系」科目を盛り込んだ。 

大学教育センターは、キャリア教育部を中心に就業

力育成支援GPを推進するために総合科目に人文学部、

工学部、農学部、学生就職支援センターと協力して平

成24年度から「就業力育成・ステップアップ系」科目

を新たに盛り込んだ。 

◇大学教育センター：一部の学部の対応が消極的では

あったが、ほぼ当初の計画通り進んでいる。 

【10-3：R112010-3】大学教育センターの機能の見直しを行い、その役割を再

定義することを検討する。同時に組織体制の再整備を検討する。 

計画施策：大学教育センターの体制整備【10-3：R112010-3】

大学教育センターの機能の見直しにしたがって体制を整備す

る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 大学設置基準の見直しによって就業力育成の機能（社会的及び職

業的自立を図るために必要な能力を培うための体制）が求められる

ようになり、大学教育センターにキャリア教育部を設けて全学的な

取組の推進、各学部との調整などを行うこととした。今年度はGP経

費で電子ポートフォリオの導入、試行カリキュラムの編成などにあ

たっている。キャリア教育部については関連する規則の改正、教育

部の部長人事、任期付き教員を雇用するためのプロジェクトを提案、

承認された。これにもとづいて、任期付き教員の雇用は来年度にお

こなう。 

 就業力育成事業経費は、国の事業仕分けで一度廃止の判定を受け

ている。そのため、当初の5年計画の継続は確かでなく、途中廃止の

場合は大学予算での継続が約束されている。 

 

 

Ａ 

◇・大学教育センターの機能充実のため「茨城大学FD

ネットワーク専門委員会」を設置したことと、点検評

価や教育改革の支援を行う上で、「新しい茨城大学を

目指して」と題して基礎的調査アンケートを12月から

平成24年1月にかけて実施し、大学教育センター教育点

検支援部がアンケートを集計・分析を行った。 
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 この大学改革教養アンケートの集計結果を別添のと

おり添付する。 

なお、教育振興局会議において振興局内各センター

の在り方として点検・検討中である。 

◇大学教育センター：本年度、新組織設置検討委員会

では6月8日に入学センター長より「茨城大学の接続教

育と入学者の受験動向について」、7月21日には学生就

職支援センター長より「大学のキャリア教育について」

の発表が行われた。11月10日には教育体制整備のため

の基礎的調査を行うこととし、アンケート原案を副学

長（教育担当）が作成し、実施･分析を大教センター教

育点検支援部が行うことになった。12月から平成24年1

月にかけて各学部3年生向けに実施し、集計を行った。

＜入試実施体制の改革＞ 

【11：R112011】11．大学と入学センター

は、入学者選抜の適正な実施及び入学者確

保のための方策の策定を行うとともに、入

学者選抜方法の改善及び点検評価を行う

体制とする。 

施策として以下の取組を実施する。全学

的な対高校広報戦略の策定、入学者の追跡

調査、選抜方法の改善、出題の共通化、大

学院入試の適正実施、入学センターの体制

整備 

【11-1：R112011-1】全学的な対高校広報戦略を策定する。取組の体制を整理

し、広報の充実を図る。 

計画施策：全学的な対高校広報戦略の策定【11-1：R112011-1】

平成22年度に策定された全学的な対高校広報戦略に取組む。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ｓ 

 従来から行ってきた「入学案内2011」を発行、全学オープンキャ

ンパス、高校･個人の大学見学等、高校および業者主催の進学ガイダ

ンス等の企画とともに、高校との新たな関係を構築していく試みと

して、入学センターからの提案により県内高校の出身学生の参加に

よる大学説明会を開催した。また、全学的な対高校広報戦略を策定

した。 

 受験生、保護者、高校教員等に対する広報は従来のものに加えて

新たな企画も試みており、又、対高校広報戦略も策定され、入学セ

ンターを中心とした取り組み体制も整理されたことから十分上回っ

て達成できた。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇平成22年度に策定した「全学的な対高校戦略」によ

り効果的な広報活動を行い、入学者確保に努めた。 

・広報活動のツールとしての「入学案内2012」の発行

・全学オープンキャンパスの実施 

(7/23開催、来場者数6,099人）

・特命教授による県内外高校への情報提供及び 

収集活動 (延べ75校）

・高校、個人による大学見学の受け入れ 

（40校 1,693名） 

・高校、業者主催の進学ガイダンスへの参加 

(16校、36業者） 

 （震災の影響による志願者数の減を防ぐため、学長

  裁量経費を獲得し、積極的に進学ガイダンスへ参

  加した。） 

・近隣国立大学オープンキャンパスへの参加 

（7/24宇都宮大学、8/7福島大学） 

・県内外高等学校進路指導担当教員を対象とした 
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入試説明会の開催（9/28 83校 99名）

・県高等学校進路指導部主催の入試懇談会参加(10/25）

・第62回茨城大学祭（茨苑祭）へ高校生応援企画 

（進学相談会ﾌﾞｰｽ）参加(11/12･13） 

・県内高校へ出向いて「茨城大学説明会」の開催。 

   水戸第三高校(11/22)、下館第一高校(12/14) 

・新たな試みとして「茨城大学ホームページガイドブ

ック」を作成し、高等学校へ配布 

平成22年度に策定された全学的な対高校広報戦略に

より効果的に広報活動を行い、新たな試みとして「茨

城大学ホームページガイドブック」を作成・配布した。

また、入学センターを中心とした取り組み体制も整

理されたことから十分上回って達成できそうである。

【11-2：R112011-2】大学は、入学者の追跡調査方針を策定する。入学センタ

ーは、入学者の追跡調査体制を整備する。各学部は、全学方針に従って取組体

制を整備する。 

計画施策：入学者の追跡調査、選抜方法の改善【11-2：R112 

011-2】入学センターと各学部は追跡調査方針にしたがって年

次計画で追跡調査を開始する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ｓ 

 入学者選抜方法研究WGで、社会情勢、学生の気質等を背景とした

志願者の動向を探るために入学者選抜方法の改善に係わる追跡調査

方針を大学として策定した。また、入試制度改革について研究会を

開催し、大学全体の改革意識の啓発を促せた。 

 入学者選抜方法研究WGで入学者選抜方法の改善に係わる追跡調査

方針を策定した。また、入試制度改革について研究会を開催し、大

学全体の改革意識の啓発をしていることから年度計画を上回って達

成できた。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇平成22年度に策定した入学者選抜方法の改善に係る

入学者追跡調査の基本方針に基づき、平成23年度入学

者を対象にアンケート調査を実施し、追跡調査を開始

した。 

また、平成23年度入試実績等により「センター試験

及び個別学力試験得点率分布」、「学内併願状況」及

び「センター試験選択科目受験状況」等の資料を作成

し、本学入試の実態把握に努めた。 

 選抜方法の改善として、「入学戦略研究会」を開催

(9/15）した。講師は、外部機関(進研アド）から招き、

今後の入試動向及び高等教育の方向性等について他大

学の先進事例等の報告を受け、入試制度等に対する改

革意識の啓発を行った。 

 平成24年度入学者及び平成24年度2年次生（平成23

年度入学者）に対するアンケート調査を実施すること

を決定した。 

【11-3：R112011-3】学部の入試問題作成において、共通する科目について、
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出題の共通化を図ることを大学の方針として決定する。 

計画施策：出題の共通化【11-3：R112011-3】出題を共通化し

た科目の出題作業を実施する。学部の出題方針と調整を図り、

新たな科目について共通化の可能性を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ｓ 

 物理・化学・生物の3科目について共通化を図るための理学部、工

学部、農学部による懇談会を副学長の下で5回開催し、12月9日の入

学戦略会議で「一般入試における共通入試問題作成ガイドライン」

で審議、決定された結果、平成24年度一般入試から実施することに

なった。 

 学部間での共通する科目について共通化することが大学として決

定されたこと、また物理・化学・生物の3科目について平成24年度一

般入試から実施することになったことから、かなり上回って達成で

きる。 

 

 

Ｓ 

◇平成22年度に共通化が決定した理科3科目(物理・化

学・生物）は、平成24年度共通試験問題を作成した。

 共通化を図るべく教科･科目について、副学長を座長

とした懇談会を6月に開始し、人文学部で作成している

外国語（英語）及び理学部で作成している理科（地学）

の試験問題共通化が図られた。 

【11-4：R112011-4】全学の大学院入試実施方針を受けて、大学院入試実施に

入学センターが関わる体制を構築する。 

計画施策：大学院入試の適正実施【11-4：R112011-4】入学セ

ンターの大学院入試への具体的関わり方について検討し、実施

案を提案する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

 6月23日開催の役員会で「茨城大学大学院入学者選考に関する規

則」が承認され、制定された。（平成22年6月23日規則第78号）年度

計画は達成された。 

 大学院入試に入学センターが関わる体制を構築するために、10月

21日に大学院入学者選考委員会を開催した。その後、大学院入学者

選考に関する規則の一部改正を行い、入学センター長が委員となり、

また副委員長にもなったことで大学院入試に入学センターが関わる

体制となった。 

 入学センター長が大学院入学者選考委員会のメンバーとなり、ま

た委員会を開催したこと等により、年度計画は十分達成できる。 

 

 

Ａ 

◇5月12日に開催された大学院入学者選考委員会にお

いて、入学センターから、出題ミス防止に向けて各研

究科で作成しているチェックマニュアル(ガイドライ

ン）等の提出依頼を行った。提出された各研究科のマ

ニュアル等を点検し、不備箇所等の指導・助言を行い、

出題ミス防止体制の整備を行った。 

入学センターは、大学院入学者選考委員会において、

研究科で作成している入試チェックマニュアル(入試
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ガイドライン）等の点検を行い、出題ミス防止に向け

てチェック方法の共通化を図った。 

◇平成23年2月14日に、茨城大学大学院入学者選考に関

する規則を改正し、入学センター長を茨城大学大学院

入学者選考委員会の委員とするとともに副委員長とし

て規定した。 

茨城大学大学院入学者選考委員会に、入学センター

長が関わることで、全学的な実施体制が整った。 

【11-5：R112011-5】入試に係る施策に取り組むため、入学センターの体制整

備を検討する。 

計画施策：入学センターの体制整備【11-5：R112011-5】入試

に係る施策に取り組むため、入学センターの体制を整備する。

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ｓ 

 入試広報講師の採用では、平成23年度も引き続き採用することで

執行部の了承が得られ、対高校広報戦略を推進していく体制ができ

た。 

 入学センター入試広報WG設置、特命教授を来年度も引き続き採用

することによって、対高校広報戦略を推進できる体制ができたこと

から、年度計画は上回って達成できる。 

 

 

 

 

 

Ｓ 

◇対高校広報戦略、入学者の追跡調査及び入試実施等

の業務推進のため、入学センターにセンター長、副セ

ンター長を配置、入学者選抜部門と企画開発部門に各

学部からの兼務教員を置き、また、WG等を設置し体制

整備を進めてきた。また、入試広報講師（非常勤講師・

特命教授）を引き続き採用し、対高校広報戦略体制の

一層の整備を進めてきた。 

 試験問題共通化を検討するため、副学長を座長とし

た懇談会を立ち上げ、体制強化を図った。 

また、学生募集入試広報WGを整備したことによる、

進学ガイダンス等へ積極的に参加するなど年度計画は

上回って達成できそうである。 

大学院入学者選考委員会に入学センター長が副委員

長として関与した。広報活動に学務部職員も配置した

等、組織の体制整備ができた。 

【12：R112012】12．大学院入試実施体制

を改善する。 

施策として以下の取組を実施する。大学

院入試実施体制の再構築 

【12-1：R112012-0】大学院入試を入学戦略会議の下で全学的組織的に実施す

るため、体制と規則を整備し、大学院入試実施体制を構築する。 

計画施策：大学院入試実施体制の再構築【12-1：R112012-0】

大学院入学者選考委員会と連携し、全学的管理にもとづき入試

を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ｓ 

 6月23日開催の役員会で「茨城大学大学院入学者選考に関する規

則」が承認され、制定された。（平成22年6月23日規則第78号）年度

計画は達成された。 

 10月21日に大学院入学者選考委員会を開催し、大学院入試の実施

に関して各研究科との共通認識を共有化したことにより、全学的組

織的な入試実施体制が構築された。これにより規則と体制は整備さ

れ、実施体制は構築された。 

 大学院入学者選考に関する規則が制定されたこと、また大学院入

学者選考委員会が設置されたこと等により実施体制は構築されたの

で、年度計画は上回って達成できる。 

 

Ａ 

◇大学院入学者選考委員会に入学センター長が副委員

長として関わり、各研究科で整備している入試チェッ

クマニュアル(入試ガイドライン）等の点検を行い、全

学的管理の下で大学院入試を実施した。 

＜学士課程＞ 

［教育体制の改革] 

【13：R112b13】13．総合英語や理数接続

教育の実施体制を安定化するとともに、他

の習熟度別教育実施体制を整備する。 

施策として以下の取組を実施する。習熟

度別教育実施体制の安定化 

【13-1：R112b13-0】習熟度別教育に携わる任期付教員を安定的雇用につなげ

るため、教育組織の見直しを図り、安定化策を検討する。 

計画施策：習熟度別教育実施体制の安定化【13-1：R112b13-0】

習熟度別教育実施体制の安定化策の具体化を図るため、新たな

制度も含めて検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

 大学教育センターは、任期付き教員の安定的雇用を確保するため

に、テニュアトラック制度の導入案を大学執行部に打診した。一方、

学長からは新（教養）学部の提案があり、現在、設置検討委員会で

新学部の設置について検討中である。従って、センターのテニュア

トラック制度案は棚上げ状態である。この件について、大教センタ

ーは上記提案作成以後提案に沿った活動はなく、新学部設置検討委

員会委員として活動している。本委員会の要請をうけて、センター

及び教養教育の課題を纏めて報告した。その中で、任期付き教員の

安定雇用も指摘した。なお、教養教育の充実方策が具体的な課題と

なれば、その中でセンター専任教員の安定雇用についても合わせて

検討されるものと思われる。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇大学教育センターでは、専任教員の任期制などにつ

いては設置検討委員会での論議の進行に合わせて体制

整備を進めていくこととした。  

総合英語基礎教育部会では5段階のレベルを見直し、

4段階とする。これは従来極めて少数であった「レベル

1」を見直し、「レベル2」と統合した「プレレベル3」

を新たに編成し、平成24年度から実施する。 

理系基礎教育部会長を中心に「微分・積分」と「力

学」の習熟度別教育を推進した。   

外国語基礎教育専門部会では、他大学の実施体制の

調査を進めることとし、教育改善経費等の支援を受け、

島根大学（9月20日）、山形大学（11月25日）、香川大

学（2月3日）、静岡大学（2月16日）を訪問調査した。

いずれの大学においてもレベル別編成は行っているも
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のの、担当教員の人数や受講生数などの要因により完

全な習熟度別編成にはなっていないことが判明した。

そこで外国語基礎教育専門部会としては平成24年度後

学期に任意開講による「フランス語Ｉ」を新たに立て、

前期「フランス語Ⅰ」の未修得者のための再履修クラ

スを設定し、試験的に習熟度別の編成を行うこととし

た。他の未修外国語については平成25年度から部分的

に習熟度別のクラス編成を試みる。留学生向け日本語

については留学生センターの提案に基づき、平成25年

度から二段階の習熟度別編成を導入することとした。

【14：R112b14】14．学部間や大学間で連

携して教育が行えるよう、柔軟な教育体制

を構築する。 

施策として以下の取組を実施する。学部

間共同教育体制の構築、コンソーシアム等

の大学間連携組織の整備 

【14-1：R112b14-1】学部間共同で専門教育授業を担当して、単位を共同で認

定できる制度を検討するWGを立ち上げる。学部間でのニーズを調査する。 

計画施策：学部間共同教育体制の構築【14-1：R112b14-1】学

部間共同で専門教育授業を担当して、単位を共同で認定できる

制度を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ｂ 

◇教育改革推進会議では、平成24年度概算要求の特別経費(プロジェ

クト分：高度な専門職業人の養成や専門教育機能の充実)に「学部・

研究科共同教育体制の構築－学位プログラム導入の基盤整備－」を

要求すべく、素案の検討を進めた。 

◇学部間共同で専門教育の授業を担当している科目について調査を

行った。 

・教育学部の専門科目を工学部学生が履修できるように17科目（添

付ファイル参照）設定している。 

・工学部では、教育学部の学生が受講できる科目を12科目設定して

いる。 

工学部と教育学部で相互乗り入れの授業科目を設けて受講できる

ようになっているが、教育学部の学生が工学部において受講してい

る状況である。 

人文学部：学部・研究科を超えて教員が授業を担当し、単位を付与

することのできる教育制度を検討する前段階として、現在、人文学

部と教育学部との間で相互乗り入れをおこなっている授業の現状を

把握することとした。該当授業をリストアップし、それぞれの講義

について、人文学部、教育学部からの受講者数を過去3年分について

調査した。その結果、教育学部からの受講者が増えている授業があ

る一方で、受講者が減少している（受講者が「0」となっている授業

もある）授業もあることがわかった。その原因等について来年度以

降に調査し、科目乗り入れの効果的な在り方について考えていく必

要があるだろう。また、教育学部との情報交換も必要だろう。 

 人文学部と教育学部の学部間相互乗り入れ授業の現状把握、科目

乗り入れの効果的なあり方、教育学部との情報交換の必要性などが

明らかになり、今後、計画の十分な達成が期待できる。 

理学部：理学部におけるニーズを調査する準備を整えた。 

 学部間共同専門授業の実施体制の枠組み作りは、1学部では困難で

ある。現段階では、ニーズの調査準備段階でやむを得ないと理解す
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る。 

工学部：建築士試験指定科目において、工学部と教育学部で単位を

共同で認定できる制度を既に設けている。工学部と教育学部でそれ

ぞれ開講科目を設け、実際に双方の学部から受講生がいる。また、

教育改善委員会で自然系科目を中心に学部間共同で実施可能な専門

教育授業のニーズ調査を開始した。 

 具体的に進行している。 

農学部：農学部教務委員会では、理学部、工学部の開講科目および

シラバス等を取り寄せ、農学部開講の専門科目との照合を開始した。

また、教職用科目等の共同開講に関する検討を開始した。なお、本

計画は、全学での取り組み状況を踏まえて検討する。 

 学部改組の議論のなかで検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇教育改革推進会議： 

○教育改革推進会議での検討状況 

・第1回（6月9日開催）において、組織力を発揮する上

で「学部間の連携と統合」がカギとなることが確認さ

れた。 

・第2回（7月7日開催）において、学部間共同教育体制

の現状（人文学部と教育学部、工学部間）が確認され

た。 

・今後、専門科目（必修・選択必修）について、学部

間共同体制の構築の基本枠組（コアコンセプト）をま

とめることが確認された。 

○全学教務委員会での検討状況 

・第3回（10月20日開催）において、平成24年度非常勤

講師の時間数についての審議の中で、教職に関する科

目を共通開設すること、及び複数学部で同じ科目につ

いても一本化することが了承された。 

・柔軟な教育体制を整備するため、本学人文学部と常

磐大学及び常磐短期大学の3大学で進めてきたコンソ

ーシアム形成の大学間連携を図るため、9月27日に協定

を取り交わした（締結については第1回全学教務委員会

（6月2日開催）で審議・了承）。 

・全学教務委員会において、科目精選を積極的に図る

ため、平成24年度教職科目の開講を学部間連携により

開講することが決定され、一部の科目ではあるが学部

間共同で授業科目を担当することとなった。 

教育改革推進会議で学部間共同教育体制の構築を目

指して各学部の現状を把握し、学内の限られた資源を

どう結び付けられるかの検討を開始した。平成24年度

の教職科目を学部間連携により開講本数を削減するこ

ととした。また、各学部においても、調査・検討を進

め具体的な提案もでてきている。 

人文学部：常磐大学とのコンソーシアム形成に向けた

協議に教務委員会としても関わり、単位互換協定締結

に向けた準備作業を継続してきた。9月27日に単位互換
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協定は締結され、各種申し合わせも整備され、単位互

換制度についての来年度新学期ガイダンスでの説明、

その後の履修登録の手順などについても概ね準備作業

を完了することができた。協定校で修得した単位を本

学のどのような科目として単位認定するのかについて

も、自由履修科目として認定するという結論を得るこ

とができた。単位互換の平成24年4月からの実施に向

け、ほぼすべての準備が整った。 

常磐大学とのコンソーシアム形成、単位互換制度の

確立、履修要項の整備、ガイダンス等の実施と、平成2

4年度新学期から大学間単位互換の授業を開始する条

件がすべて整ったので、計画目標を上回って達成でき

たと評価する。 

理学部：平成24年度開講に向けて、理学部としての検

討を行う予定である。 

学部間共同の専門科目を開講するための全学WGの立

ち上げを教育担当副学長に要請する。 

工学部：第3回教育改善委員会で、工学部(都市システ

ム工学科）と教育学部が実施している建築士試験指定

科目を参考にして、学部研究科を越えた教育研究での

教員の有効活用の具体を調査開始した。 

教育改善委員会で、学部研究科を越えた教育研究で

の教員の有効活用の具体を各学科、各専攻で調査した。

12月7日開催の第5回教育改善委員会で情報工学科から

具体的な提案があり、この提案を参考にして、各学科

で検討している。 

情報工学科からの具体的な提案がなされた。他の学

科も検討中であり、柔軟な教育体制を構築に向けて前

進した。 

教育ポリシーが異なるので専門教育での計画が難し

い中、よく検討して可能性を見出している。 

農学部：農学部教務委員会において、理学部および工

学部開講の専門科目のシラバス等を調査し、農学部開

講科目との照合を行った。また、学部間共同教育体制

の構築の一環として、高校教育職員免許取得用教職科

目の共同開講について検討した。 

農学部教務委員会において、学部間共同授業対象科

目については、現在進行中の学部改組における新カリ

キュラムに対応可能な科目等を対象とすることとし

た。また、これまで高校教育職員免許取得用教職科目

として阿見キャンパスで開講してきた8科目の中で7科

目を来年度から共同開講することとした。 

「学部間共同教育体制の構築」は学部間の調整が重

要である。全学教務委員会での調整を期待したい。農

学部としては、過去に実施した「学部間共同授業」の

実績を元にして進めたい。 
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【14-2：R112b14-2】人文学部で検討中のコンソーシアムを大学の協定とし、

連携組織として整備する。コンソーシアム等に関する規則を整備する。連携組

織間で履修基準に照らして単位互換制度を見直す。 

計画施策：コンソーシアム等の大学間連携組織の整備【14-2：

R112b14-2】人文学部が関わるコンソーシアムについて連携協

力協定を締結する。農学部で検討中のコンソーシアムについ

て、実現の可能性を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：平成20年度から進めてきた常磐大学、常磐短期大学との

間での単位互換協定についての協議が進展し、「茨城大学、常磐大

学及び常磐短期大学との間における単位互換に関する協定書(案)」

及び「茨城大学、常磐大学及び常磐短期大学との間における単位互

換に関する覚書(案)」にまとめられた。前述のように、この両案は

平成23年2月16日の人文学部教授会で了承され、単位互換の具体化に

向けて大きく第一歩を踏み出したといえる。また茨城県立歴史館と

の間での協議も大きく進展し、「茨城大学人文学部と財団法人茨城

県教育財団茨城県立歴史館との連携協力に関する協定書(案)」及び

「茨城大学人文学部と財団法人茨城県教育財団茨城県立歴史館との

連携協力に関する覚書(案)」が作成された。数度にわたる協議を経

て3月31日、両文書は調印された。連携活動を本格的に展開する枠組

みが整えられたことになる。 

 常磐大学・常磐短期大学との間では、これまでの協議と共同授業

の実績を踏まえて、23年度中には連携協定が締結され、平成24年度

から実施される運びとなる。茨城県歴史館との間でも、同様に、こ

れまでの協議と連携事業の実績を踏まえて、連携協定が締結され、

平成23年度から連携事業が本格的に実施されることとなった。両者

との連携協定の実施に必要な制度・ルール・インフラの整備も進め

られた。（協定締結前からの）共同事業が順調に実施されているこ

とも含め、全学工程表に定められた達成目標を達成しており、それ

を上回る活動実績であると評価することができる。 

工学部：人文学部でのコンソーシアムを参考とするため、人文学部

に資料の提供を依頼した。既に、工学部では近隣の茨城キリスト教

大学との単位互換協定に基づき、毎年、履修者(3名)を派遣している。

本年度は初めて筑波大学への履修希望者が2名出ている。 

 検討が進み、具体的に実績も出ている。 

農学部：9月27日に3大学の担当者間での協議を行い、本年度から県

立医療大も含めた「3大学間交流セミナー」と名称を変更し、今後の

運用についての詳細を決定した。これらの決定に基づき、11月25日

に東京医科大学茨城医療センターを当番校として「第1回三大学間交

流セミナー」を開催し、研究内容についての相互理解を深めるとと

もに、今後の共同研究に向けた意志疎通を行った。また、県立医療

大と農学部の連携について6月2日に協議を行い、連携の具体的中身

を、①授業の単位互換、②施設の共同利用、③授業の共同実施とす

ることとし、現在は協定書や申し合わせの策定に向けて、両大学間

の委員会レベルでの検討を進めているところである。 
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 順調に進展していると評価できる。平成23年度中には県立医療大

との連携協定は締結できるものと判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

人文学部：コンソーシアムを具体化するうえで、今年

度は大きな節目となった。以下、取り組み内容を列記

する。 

１：茨城県立歴史館との連携事業 

 茨城県立歴史館とは、昨年度末（平成23年3月31日）

に正式な連携協定を結ぶことができた。折悪しく東日

本大震災が発生したため、表だったセレモニーは一切

行わず、事務的に協定書を取り交わす形に留まったの

は残念であった。 

 正式協定締結を受けて、今年度は「茨城県立歴史館

学芸員による授業」、「茨城大学教員による茨城県立

歴史館公開講座への出講」について、より踏み込んだ

運営を行った。 

(1)茨城県立歴史館学芸員による授業 

 当該授業の一番の特色は、「茨城県立歴史館におい

て実物資料に触れながら行う授業」にある。この形式

の授業は、従来は「茨城県立歴史館側の都合」、「学

生の移動手段の確保」等の制約から、全15回の内ごく

限られた回数しか開講できず、他は水戸キャンパスに

茨城県立歴史館の学芸員が出向いて通常の講義を行う

やり方が主流であった。 

 今年度は、「茨城大学側で送迎バスを手配し」かつ

「始業を12:45、終業を14:15とそれぞれ15分ずつ繰り

上げて頂いた」結果、第1回（ガイダンス）と第15回（ま

とめとアンケート）以外の全ての授業を茨城県立歴史

館で開講することができた（資料1）。 

 「収蔵庫内を見学する」、「実物資料を手にとって

観察する」等、茨城県立歴史館での開講ならではの形

態をとるため、収容人員を20名に限定しての履修募集

であったが、23名の履修希望者があり、茨城県立歴史

館側のご努力で全員を受け入れて頂く事ができた。理

想的な展開であった。 

 履修者アンケート（資料2）では、「大学のキャンパ

スでは受講し得ない、博物館開講ならではの授業」、

「開講時間帯の繰り上げとバスの手配により、次の時

間の授業を支障なく履修できた」等、評判は上々であ

った。 

(2)茨城大学教員による茨城県立歴史館公開講座への

出講 

 上記(1)へのいわば「答礼」として、かねてより茨城

大学の教員が茨城県立歴史館主催の公開講座の講師を

無償で行っている。今年度後期からさらに、当該講座

を茨城大学生涯学習センターとの共催講座と位置付

け、パンフレットにも掲載した（資料3）。茨城県立歴
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史館のホームページにおける告知と合わせ、一層の広

報効果が上げられたと思う。 

 また、従来は専ら人文学部人文コミュニケーション

学科歴史・文化遺産コースの教員が担当してきたが、

今年度はこれに加えて同異文化コミュニケーションコ

ースならびに社会科学科国際社会コースの教員にも出

講して戴くことができた。具体的には以下の通りであ

る（資料4）。 

ａ：5月21日(土)14:00～16:00 

 「日本と韓国・朝鮮の交流史」、糟谷政和（人文コ

ミュニケーション学科異文化コミュニケーションコー

ス） 

ｂ：10月2日(日)14:00～16:00 

 「プロイセン・バイエルン・ザクセンとハプスブル

ク 国民国家の時代における市民と王権」、中田潤（社

会科学科国際社会コース） 

ｃ：11月26日(土)14:00～16:00 

 「日本に渡来したインドの文化」、山田桂子（人文

コミュニケーション学科歴史・文化遺産コース） 

 正式協定締結を受けて、人文学部内他コースとの連

携、さらに生涯学習センターとの連携もスムースに進

めることができるようになった。引き続き連携対象の

拡大に努めていきたい。 

 昨年度は、震災によって中止となったが、今年度末

には例年通り茨城県立歴史館・茨城大学双方のメンバ

ーによる総括と次年度の計画を話し合う会議を平成24

年3月13日に開催した。緊密な情報交換の上に、今後よ

り一層の充実を目指して努力を重ねていきたい。 

２：常磐大学及び常磐短期大学との連携事業 

 常磐大学及び常磐短期大学とは、9月27日に正式協定

を締結することができた。締結式は水戸プラザホテル

にて、池田学長・森常磐大学学長始め関係者の出席の

下、NHK水戸放送局・茨城放送・新聞各社等多数のマス

コミ関係者を集めて盛大に執り行われた（資料5）。 

 正式協定締結を受けて、具体的な連携事業に関する

取組も加速した。従来の定期会議に加え、具体的な作

業内容によって教員間・事務間それぞれでの独自の調

整が精力的に進められた。主な内容は以下の通りであ

る。 

(1)来年度開講される単位互換授業の確定（資料6） 

(2)遠隔授業システムの実地試験 

(3)単位互換に纏わる種々の事務調整 

(4)地域連携・研究協力分野での連携に向けた情報交換

の開始 

 関連して、以下の三点に言及しておきたい 

(1)「第15回常磐フォーラム」への参加 
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 10月11日に開催された「第15回常磐フォーラム」に、

本学から山本事務局長他関係者が参加した。同フォー

ラムは「学生の自主的な社会貢献活動の報告会」と「行

政・企業関係者との懇親会」を兼ねた催しであり、橋

本県知事他多数の参加者があった。地域貢献や就職支

援といった分野では、まだ具体的な連携活動を展開す

るには至っていないが、将来に繋がる動きと感じられ

た。 

(2)ときわ祭「プレゼン・バトル」への参加 

 10月29日にときわ祭の一環として行われた「プレゼ

ン・バトル」に、茨城大学のコンソーシアム関係教員

並びに学生が参加した。プレゼン・バトルは常磐大学

文堂弘之准教授により開始され、今年が10年目となる。

本学とのコンソーシアム構想のきっかけとなった催し

であるが、今年度からは常磐大学を上げての催しとな

り、本学からも複数の教員が参加して、両学の連携の

一層の推進を象徴する動きとなった。 

(3)駐日ドイツ大使講演会への常磐大学学長の参加 

 10月31日に、日独交流150周年事業として本学講堂で

開催された駐日ドイツ大使フォルカーシュタンツェル

氏の講演会「復古か革命か 水戸学と幕末期の政治思

想」に、常磐大学・森学長始めとする常磐大学関係者

がご参加下さった。同講演会はドイツ史が専門の中田

准教授の司会、日本近現代史が専門の佐々木学部長の

概要紹介によって行われた。中田准教授は上記・今年

度の茨城県立歴史館公開講座出講者、佐々木学部長は

同・来年度の出講予定者であり、奇しくもコンソーシ

アム関係者のそろい踏み状態となった。 

３：組織の相互連携・他組織との連携に向けて 

 昨年度末の「茨城県立歴史館－本学」に続き、今年

度「常磐大学－本学」の正式協定が締結された。当面

はこの二本のラインの安定・拡充を目指すことになる

が、将来的には「茨城県立歴史館－本学－常磐大学」

という三者協定に発展させて行くことも模索すべきで

あろう。さらに、茨城キリスト教大学等、近隣の他組

織との連携の可能性についても否定すべきではないと

思われる。 

 そのように考える背景として、昨今の文科省の動向

がある。 

 本学が全学を上げて取り組んできた「就業力育成支

援事業GP」は、民主党政権の事業仕分けにより今年度

限りで廃止となった。その事実上の後継事業として、

新たに打ち出されたのが「産業界のニーズに対応した

教育改善・充実体制整備事業」である。本事業は、全

国を9つのブロックに分け、「大学グループと地元の企

業、経済団体、地域の団体等が連携した産学協働のた
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めの連携会議」を設置し、諸事業への取組を通じて「社

会的・職業的に自立し、産業界のニーズに対応した人

材を育成」することを目的としている。 

 既に早く、日本における大学コンソーシアムは県単

位の連携の枠を越え、広汎で多様な連携を次々と構築

してきている。この流れの中で、本学人文学部も今年

度の「17大学人文系学部長会議」に「全国的な・人文

系学部での連携協力」を提案し、検討課題として取り

上げられた所である。就業力育成支援事業GPの後継事

業もまた、全国的なコンソーシアムの広範囲化・多様

化・高度化の流れに合致したものであろう。 

 翻って本学の連携事業の実情はどうか？。今回の正

式協定締結により、茨城県は全国の都道府県中ほぼ最

下位ながら漸く「コンソーシアム不在県」からの脱出

を果たした。しかしながらこの協定は基本的に「人文

学部」ベースで締結されたものに過ぎず、真の意味で

「茨城大学」が締結したものとは言い難い。全国の動

きから見れば、進捗状況は依然として「周回遅れ」の

ままである。大学本部が、文科省の動き、さらにはそ

の背景にある社会的要請について十分な情報収集と分

析、さらに戦略的検討を行い、今後のコンソーシアム

事業を「一人文学部の事業」としてではなく「茨城大

学の事業」として推進して行って戴きたいと切望する

ものである。 

◇平成23年度は、連携協定に基づく茨城県立歴史館と

の連携事業の本格的な展開、また数年にわたって協議

を進めてきた常磐大学・常磐短期大学との連携協定の

締結等、コンソーシアム構想の具体化という面で大き

な節目となった。また年度後半からは、常磐大学・常

磐短期大学との連携協定に基づいた単位互換のシステ

ムを来年度前期からスタートさせるべく数度にわたっ

て会合を開き、来年度から開始できる体制を整えた。

活動内容に記したように、茨城県立歴史館との間で

は連携協定に基づいた事業が本格的に展開され、また、

常磐大学・常磐短期大学との間ではこれまでの協議が

実を結んで連携協定が正式に締結された。協定の具体

化の第一歩として、来年度から単位互換をスタートさ

せる体制を整えたことも特記しておきたい。コンソー

シアム事業を本格化させる上で大きな成果を生んだと

いう意味で、今年度は節目ともいえる年であった。当

初の課題は十分達成されたと思われる。 

工学部：既に茨城キリスト教大学の文学部と生活科学

部とで単位互換協定を締結している。今年度新たに、

経営学部を加えた3学部の合意を目指し、9月7日の工学

部教育会議で単位互換協定書(案)を承認した。 

工学部と茨城キリスト教大学の文学部、生活科学部、
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経営学部の3学部とで単位互換協定を締結し、4月に遡

って実施した。 

工学部では工学部教務委員会の承認を得て、茨城キ

リスト教大学の単位互換協定に基づき特別聴講生を毎

年選出し、実績をあげている。 

茨城キリスト教大学に工学部と関連の深い経営学部

ができたので、相互交流が進むと期待される。 

農学部：3大学間合同セミナーについては県立医療大を

世話人として、今年度も開催予定であったものの、当

番校の県立医療大学に動きが見られず、今年度は実施

されなかった。県立医療大との連携協定の締結に関し

ても、上記のとおり、本年度は全く進展していない。

工程表にある通り、これら医療関係の周辺大学と農学

部間の連携を予算化して実質化するために、これら3

組織の共同事業として「心身の健康を維持・改善する

農医連携研究の推進」（代表：豊田淳）を本学の平成2

5年度以降概算要求事業として申請している。 

（独）農業環境技術研究所との連携協定に関しては、

途中、震災による協議中断があったものの、6月17日、

9月20日の中期計画委員会において各学科の意見集約

を行い、11月の教授会において「連携協定書」および

「連携内容」について学部として決定され、平成24年2

月14日に協定締結式を開催するに至った。 

上記の様に、当初計画していた県立医療大学との連

携協定の締結に関しては、学部改組の動向により変動

的であることから、本年度中の締結は困難であり、次

年度にどこまで進展できるかがカギとなる。一方、連

携事業を推進するために概算要求を出す「地場固め」

は担当者間で進展していることから、概算要求が通れ

ばこれら3大学間のコンソーシアム形成には大きな進

展が可能と考えられる。その意味では本年度はコンソ

ーシアム形成に向けて大きな地場固めの期間であった

と評価できる。農業環境技術研究所との連携協定の締

結は本年度中に実行できたことから、今後はコンソー

シアム形成に向けての醸成が必要と考えられる。 

［学部組織の改革] 

【15：R112b15】15．大学及び学部の教育

目標に則り、教育学部及び農学部組織を改

革する。 

施策として以下の取組を実施する。教育

学部新課程の学生定員を教員養成課程へ

移行して学部改組、農学部の改革の推進 

【15-1：R112b15-1】学部改組案を作成し、平成24年度概算要求案をまとめる。

ただし、国の教員養成課程に対する政策によって計画の変更があり得る。 

計画施策：教育学部新課程の学生定員を教員養成課程へ移行し

て学部改組【15-1：R112b15-1】新しい教員養成制度の検討状

況に留意しつつ、対応可能な教育実施・運営体制の改善策を準

備する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

教育学部：①三つのWGは9～10月までに「仮まとめ」を行い、それに

ついて10～11月に教授会メンバーからの意見聴取を行い、12月1日の

教授会で最終報告を行った。②12月に大筋公表と見られた新たな教

員養成政策・制度は未だ形を成さず、新たな学校教育教員養成課程

の運営組織案の策定には入れていない。③このような状況を踏まえ、

どのような教員養成政策・制度となった場合でも必要な改善策から

実施する方向で検討中。 

 新しい教員養成制度の制度設計にあわせることはできていない

が、教育実施・運営体制の問題点・改善点は抽出できた。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

教育学部：中央教育審議会・教員の資質能力向上特別

部会は7月にようやく「基本制度ワーキンググループ」

を設置し、実質的な検討に入った。この「基本制度ワ

ーキンググループ」は、平成24年3月16日の会合でよう

やく報告案の原案を提示した。ポイントは以下である。

①段階的免許制度を伴う４＋α型教員養成「修士レベ

ル化」、②＋αの担い手は教職大学院を中心としつつ

も多様に設定、③養成、研修を一体化した生涯にわた

る資質向上、④理論と実践の往還の重視、⑤大学と教

育委員会の密接な連携、⑥地域ごとの実情に合わせた

運用。ただし、移行・準備期間を十分におき、法改正

を伴う制度化は相当先と思われる。 

◇中央教育審議会・教員の資質能力向上特別部会「基

本制度ワーキンググループ」の議論を追うにとどまっ

た。新しい教員養成制度の方向性の確認はできた。 

【15-2：R112b15-2】学部改革案を確定し、平成24年度からの改革実施のため

の年次計画案を立てる。 

計画施策：農学部の改革の推進【15-2：R112b15-2】農学部改

革案について、文部科学省関連の報告、カリキュラム内容、教

員適性配置などを点検・評価し、実施に向けた体制を整備する。

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

農学部：平成23年3月4日までに15回の将来構想委員会と4回の教員懇

談会を開催し、改革案を作成している。大枠の基本設計は、一括入

試制度、初年次教育（第1ステージ（100番台科目））の強化、4コー

スカリキュラム制度（第2ステージ：200～300番台科目）、研究ユニ

ットによる専門教育（第3ステージ：400番台科目）となっている。

カリキュラム設計では、科目番号制を導入し講義の前後関係などを

明確化し、講義科目の連続性がわかるようにする。これらにより、

カリキュラムの一貫性が誰にでも明確になり、カリキュラムツリー

や専門に最小限必要なカリキュラムの把握が簡単にできるようにな

る。初年次教育に必要なカリキュラムと4コースカリキュラムを検討

し、具体案の作成に移行している。大枠のカリキュラムを作ること

で、次年度以降教務委員会などと共同し、さらに内容に踏み込んだ

ものの作成を行える基礎部分を作ることまで進んでいる。 

 一括入試と初年次教育の強化に関しては、入学する学生にとって

多様な教育に触れる良い改革案であると考えている。大学教育を入
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学時から3ステージに分け、番号制カリキュラムを割り振ることで、

カリキュラム体系が明確化できた。一括入試制＋4コース制の具体案

の検討を同時に行っているが、改革案が認められれば、さらなる科

目精選を行い、実行できる具体案に移行できる。改革案の合意形成

に時間がかかっているのが、遅れにつながっている。具体案の作成

について着手している。全教員の合意が得られれば、具体案の実現

化に向けた作業を行う予定である。1年遅れるが、着実に進めている。

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

農学部：9月末までに16回の将来構想委員会を開催し

た。 

将来構想委員会で作成された原案は、1学科制、複コ

ースである。原案作成は、平成22年度から開始した。

今年度は、昨年度からの検討を継続した。昨年度まで

は、専門性を考慮した4コース案の検討が主であった。

その後、振り分け時期などとの絡みで4コースで専門教

科を教育するのは時間的に難しいとの議論があった。

そこで、6コース案を並行的に考慮することとして、4

コース案と6コース案の検討を行った。結果として8月

時点で6コース案に絞り込むことになった。 

 コース変更により、コース選択時期が2年次後期から

2年次前期に変更になったため、200番台カリキュラム

の再検討を行い、必修科目をコース別選択必修科目へ

の変更を行った。 

 最終的に委員会原案として、1学科制と6コース制（1

部コースにおいては、2コース内での検討の余地を残し

た）の方向性を示すこととなった。カリキュラムの詳

細については、大枠が決定された後に行うこととし、

将来構想委員会での議論はカリキュラムのたたき台と

することとした。 

「新カリキュラムを導入するための最適な学科改組

案を確定し、平成24年度実施するための体制を整備す

る。」に対して、学科改組案を提出する段階まで検討

は進めた。確定までは至っていない。 

平成24年に入り、学部単独での改革では、社会に対

応できないことが明らかになったと言える。茨城大学

の教育改革の方向性を踏まえた学部教育の改革の図を

提示する必要がある。 

＜大学院課程＞ 

［教育体制の改革］ 

【16：R112g16】16．研究科間や大学間の

共同教育体制を構築するとともに、大学院

教育を統括する組織を整備充実する。 

施策として以下の取組を実施する。統括

組織としての大学院教育部の充実、北関東

４大学院連携の推進と大学院共同専攻の

設置計画の策定 

【16-1：R112g16-1】大学院教育部の機能を恒常的に維持するために組織を見

直し、位置づけを明確にする。 

計画施策：統括組織としての大学院教育部の充実【16-1：R11

2g16-1】大学院教育部の見直しにもとづいて、大学院教育の安

定的な運営を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

 大学院入学者選考委員会に入学センター長を加え、組織的管理体

制を整備した。大学院教育部の下に「大学院横断型プログラム運営

委員会」を設置し、全学的体制を整えた。組織の見直しを順調に進
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めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

◇大学院教育部を廃止し、大学院委員会のもとに大学

院教務委員会を設置した。設置後平成24年1月までに6

回開催し、共通カリキュラムの在り方、共通科目の実

施計画、国際化の推進等の各研究科の現状確認と検討

を重ね、実施できるものから順次計画を策定・実施し

ている。 

・6月16日に開催した教育研究評議会で大学院教育部会

議を廃止し、新たに大学院教務委員会を設置した。 

・第3回大学院教務委員会（10月25日開催）において、

平成24年度大学院共通カリキュラム実施計画は審議の

結果、承認された。大学院サステイナビリティ学教育

プログラムコア科目開講一覧が承認された。また、大

学院カリキュラムの教務事務電算化について了承され

た 

・第6回大学院教務委員会（平成24年1月31日開催）に

おいて、教育国際化の推進について協議を開始した。

・第7回の大学院教務委員会において、大学院教育にお

けるコースワークの位置と役割について、各研究科か

らの意見を伺って、茨城大学の「大学院共通カリキュ

ラムの改善の方向性（中間まとめ）案」を作成した。

平成22年度の実施結果の報告と点検評価報告書を作

成した。 

・第二次大学院教育振興施策要綱について協議を行っ

た。 

・大学院共通科目を安定的に実施するために、非常勤

講師時間数とTA時間数について要求することとなっ

た。 

【16-2：R112g16-2】４大学院連携先進創生情報学教育研究プログラムを発展

的に変更して、連携する大学院間での共同専攻に関する組織新設の概算要求案

を検討する。概算要求作業と平行して、同プログラムを４大学院で継続する。

計画施策：北関東４大学院連携の推進と大学院共同専攻の設置

計画の策定【16-2：R112g16-2】大学間連携のIT教育プログラ

ムを継続する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ｂ 

理工学研究科：4大学連携協議会を通じ、4大学院連携先進創生情報

学教育研究プログラムの継続ならびに共同専攻設置について議論を

進めたが、各大学の事情により，群馬大学と埼玉大学はプログラム

から離脱し、宇都宮大学と本学で実施方法を模索し、継続プログラ

ムを準備した。 

 他大学の事情により、共同専攻新設に向けた意見調整ができなか

った。しかしながら、プログラム継続に向けた協議により、宇都宮

大学と本学の2大学院で継続できるよう調整を進めた。 

 他大学の事情で4大学の取り止めはやむを得ないが、受講者の多か
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った宇都宮大と茨城大で継続の方向で話し合われている。熱心な2

大学が残ったことで、新たな展開も期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

理工学研究科：特に活動を行っていない。（理学系）

・大学院連携IT教育プログラムは継続実施され、前期

において15科目、後期において11科目（茨城大学担当1

4科目、宇都宮大学担当6科目、群馬大学1科目、埼玉大

学担当3科目）を開講し、情報産業インターンシップを

実施した。共同専攻設置に向けた新たな調査について

は、宇都宮大学と連絡を取り、継続的に状況把握に努

めるとともに、近隣大学にコンタクトを取っている。

次年度の大学院連携ITプログラムは群馬大学と埼玉大

学からの参加が無くなるため、宇都宮大学と茨城大学

の2大学において、カリキュラムを構成すべく検討し、

参加協力の無くなる科目の代替科目を各大学で準備

し、次年度の改訂カリキュラムを構築した。 

共同専攻設置に向けた調査のためコンタクトを取

り、打合せの場を持ったり、メール連絡により話し合

いを実施してきたが、具体的な共同専攻設置となると

相手大学の事情が出てきて、時間を要することが分か

った。当面、現在実施している大学院連携IT教育プロ

グラムを継続すべくカリキュラム改訂も施し、次年度

の継続実施にこぎ着けたところである。 

各大学の事情から、なかなかスムーズに進まないが、

良く努力して成果を出している。（工学系） 

◇・平成20年度の概算要求に基づいて平成22年度まで3

年間の大学間連携に基づくIT教育プログラムを今年度

も継続実施している。 

・北関東4大学院連携に基づく共同専攻設置計画につい

て検討を進めてはいるが、対象となる宇都宮大学もカ

リキュラム充実の計画段階にあり、近隣大学の協力対

象学部も新設のため大学院対象となるまでに至らない

ため、設置審議会で認可されるレベルまで固まってい

ない。 

・大学院共同専攻の設置計画は、理工学研究科（工学

系）で近隣の私立大学と継続的に協議を進めており、

ビジネス系の共同専攻設置の検討を開始した。 

・今年度の大学院連携ITプログラム修了者は、理工学

研究科（工学系）に6名おり修了証を交付したところで

ある。 

大学院IT教育プログラムについて所要のカリキュラ

ムの改訂を施し、平成24年度継続実施の体制を確保し

た。なお、大学院共同専攻設置については継続的に検

討、調査中である。 

［大学院課程の改革] 

【17：R112g17】17．大学院及び研究科の

教育目標に則り、社会の要請に合致するよ

【17-1：R112g17-1】理工学研究科博士後期課程の改組案を検討する。改組案

の概算要求案を固め、年度内に設置審議会への事前審査請求の準備を行う。 

計画施策：理工学研究科博士後期課程の定員を若干名削減する
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う、大学院課程を見直す。 

施策として以下の取組を実施する。理工

学研究科博士後期課程の定員を若干名削

減する方向での見直し、理工学研究科博士

後期課程での他研究科との組織的連携、連

合農学研究科の推進、人文科学研究科の充

実 

方向での見直し【17-1：R112g17-1】理工学研究科博士後期課

程の改組案を検討する。改組案の概算要求案を固め、年度内に

設置審議会への事前審査請求の準備を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

 大学院後期課程改組WGで検討を進め、文科省へ2回訪問して、意見

を伺った。現在、文科省の助言にしたがい検討を進めている。 

 文部科学省との打ち合わせが始まって、計画立案が加速している。

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

理工学研究科：9回のWGを開催し、専攻、コース案を検

討中。（理学系） 

・本年4月より9回にわたって、大学院改組WGを開催し、

改組の枠組みについて検討した。また、8月3日及び平

成24年3月28日に文科省を訪問し改組に関して事務相

談を行った。それに基づき、WGで検討を進めてきた。

また、大学院改組に関して外部有識者からなるアドバ

イザリー会議を二回開催して、意見を伺い、改組の検

討に反映させた。 

◇大学院委員会の将来構想専門委員会のもとに博士後

期課程WGを設置し、博士課程改組案の検討を行うと共

に、外部有識者から成るアドバイザリーボード委員会

を設け、外部有識者からの改組案に対する意見聴取や

助言を受け、社会ニーズを踏まえた改組案の策定を目

指している。 

 アドバイザリーボード委員会は地方公共団体（県お

よび東海村）2名、大学関係者2名、公的研究機関2名、

地元企業3名の合計9名で構成され、平成23年度は、8

月10日と平成24年3月30日に委員会を開催している。【H

240605神永理事加筆】 

9回にわたるWGによる検討、2回のアドバイザリー会

議による外部有識者の助言、2回の文科省との事務相談

による結果に基づいて、理工学研究科については学年

進行の形で平成25年前期課程改組、平成27年後期課程

改組の方向で検討を進めることになった。後期課程の

改組の主眼点は現在の博士前期・後期課程の区分5年制

の枠組みから後期3年のみの独立研究科の共生科学研

究科(仮称)とすることにある。この枠組みの中で応用

粒子線科学専攻(独立専攻)を廃止して、これを発展・

解消させた量子線科学専攻(仮称)を新設して、人文・

社会系分野を取り込んだ全学体制により、原子科学・

放射線科学分野の教育・研究体制を強化する方向で検

討を進めることとなった。（工学系） 

【17-2：R112g17-2】理工学研究科博士後期課程の改組案に他の研究科との連

携案を定める。連携案に対応した入学試験制度を検討する。 

計画施策：理工学研究科博士後期課程での他研究科との組織的

連携【17-2：R112g17-2】理工学研究科博士後期課程の改組案

に他の研究科との連携案を定める。 
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進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ｂ 

人文科学研究科：「文系博士課程設置調査研究会」が予定どおり平

成22年5月に設置され、その後数回の会議を重ねて鋭意検討を行っ

た。全学WGにも座長（伊藤哲司）・副座長（高橋修）が出席し、そ

こでの議論にも積極的に加わった。その結果、構想されている「総

合科学研究科」の元に文理融合の「多文化共生・サステイナビリテ

ィ学コース」の設置をすることが有力な案として浮上し、全学WGお

よび理工学研究科内のWGでも了承された。 

 しかしその後学長から、博士後期課程のグランドデザインの練り

直しと、基本的にあくまで「理工学研究科」の改組案でなくてはな

らないという大方針が示され、大学院委員会でもそれが了承された。

その後も「多文化共生・サステイナビリティ学コース」の構想と、

研究科名称を「複合科学研究科」とするなどの案が全学WGで検討さ

れたが、再び学長から「あくまで理工学中心で」という方針が示さ

れ、人文学部としては関われる部分がかなり限定されることがはっ

きりした。11月初旬現在では「サステイナビリ学コース」が想定さ

れており、その部分でかなり限定的な人文教員が関わっていくこと

が見込まれている。 11月末の文科省への相談を経て、文理融合を含

む「複合科学研究科」の構想に戻すことが全学WGでの暫定的な方針

となり、当初検討していた「多文化共生・サステイナビリティ学コ

ース」などの案の段階まで戻すこと等が12月に確認された。平成23

年1月以降は全学WGは開催されておらず、大学院将来構想専門委員会

にWG案が示され議論がされていると聞いている。先行きについては

まだ不透明である。3月に全学WGが開催される予定が立てられたが、

3月11日の大震災の影響で開かれることなく年度末を迎えてしまっ

た。そのため具体的な議論は進められていないが、新年度に向けて

拡大WGとして再編成されることになり、人文学部からは、伊藤他3

人の教員が出席し対応していく方針が学部長との相談の結果決定し

た。またそれに呼応して、人文学部内の研究会も再編成する見込み

である。人文としては、文理融合のかたちをしっかりと組み込んだ

大学院博士課程となるよう、議論に加わっていく心づもりである。

農学研究科：農学部での新規採用教員については、理工学研究科の

改革案を説明し、希望する場合があれば、参画を促す。 

理工学研究科：1年間博士検討WGで検討を行い、2案が出された。今

後は大学院委員会将来構想専門委員会の下にWGを設置し、2案を軸に

検討を進めることになる。(理学系) 

 人文科学研究科及び教育学研究科の教員が参加した大学院後期課

程改組WGにおいて、人文、教育系を含んだ複合科学研究科構想を検

討し、文科省へ訪問して意見を伺った。現在、その助言にしたがい、

検討を進めている。(工学系) 

 

 

Ｂ 

人文科学研究科：今年度に入り9回にわたる博士後期課

程改組拡大WGが開催され出席をしている。8月上旬の文

科省伺いの結果がはかばかしくなく、「文理融合」の

構想が大幅に後退し、理工学中心のかたちで改組を検

討することがほぼ既定路線になってしまった。そのた
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め、人文科学研究科が組織として参加するということ

も今回はなくなり、今後の議論の行方を見極めている

ところである。当初の計画からは「遅れている」と言

わざるを得ないが、こちらの努力だけではどうにもし

ようがない現実がある。 

 秋以降は博士後期課程改組拡大WGは開催されていな

いが、人文学部長宛に改組後の博士後期課程に共通科

目として出してほしい人文社会系の科目が提示され、

主に地域政策専攻の担当者でその検討を行った。また

文理融合的な要素が残されたコースについては、工学

部の増澤教授、教育学部の尾崎教授らと協議を行う機

会があった。その後は、文科省への事前伺い待ちの状

態が続いている。平成25年度改組に間にあうかどうか

というところまできており、相変わらず当初の計画か

らは「遅れている」と言わざるを得ないが、こちらの

努力だけではどうしようもない現実がある。 

年度末の3月28日に文科省訪問が行われ、結果として

次の方向性が見えてきたという結果の報告があった。

１．応用粒子線科学関連分野を強化する形での平成25

年度の前期課程の改組及び平成27年度の後期課程の改

組の方向性は基本的に文科省側に了承された。 

平成25年度の応用粒子線科学専攻の前期課程の廃止

に伴う前期課程の各専攻の入学定員の変更案について

は、早急に人数算定の根拠となる資料を示すように指

示された。同様に後期課程の定員減についてもその算

定の根拠を示すよう指示された。 

２．応用粒子線科学専攻の廃止による後期課程のこの

分野の教育については、平成27年度の後期課程の改組

において量子線科学専攻を新設することにより応用粒

子線科学関連分野を強化する方向で了承された。それ

も含めて、文科省側からは後期課程については、まだ

時間もあることから改組の構想段階から文科省側と相

談しながら検討することが提案された。 

全学の博士課程WGの動きと連動しており、人文の事

情だけでは進めることができないが、人文から出しう

る授業・担当者の検討や、文理融合的なコースの内容

についての検討を行った。平成27年度改組に向けて本

格的に関わっていくことになるだろう。 

かなり遅れていたが、平成25年度に全面改組の方向

は消え、人文教員としては、本格的には平成27年度の

改組に向けて本格的に関わっていくことになるという

見込みがはっきりした。全学の議論には引き続き参加

していく。 

この項目に関しては当初の計画からは「遅れている」

と言わざるを得ないが、こちらの努力だけではどうし

ようもないめんがある。しかし年度末になって本格的
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には平成27年度の改組に向けて本格的に関わっていく

ことになるという見込みがはっきりしたので、なんと

か当初の目標は達成できるのではないかと思われる。

理工学研究科：人文科学研究科及び教育学研究科の教

員が参加した大学院後期課程改組WGにおいて、人文、

教育系教員の参加を含んだ全学体制の複合科学研究科

構想を検討し、文科省へ訪問して意見を伺った。その

結果、文科省側から、人文科学研究科修士課程と教育

学研究科修士課程に接続する形での人文・社会系主体

の博士後期課程の専攻の新設は、入口側・出口側の見

通し、参加教員の資格等の面で時期尚早ではないかと

の指摘を受けた。その文科省側の指摘に基づき、複合

科学研究科の中の専攻の新設という形での人文科学研

究科・教育学研究科との組織的連携は断念した。その

後のWGの検討により、複合科学研究科に代わるものと

して共生科学研究科を構想された。共生科学研究科の

研究科共通科目の講義と専攻内に設けた文理融合を指

向するコースの教育・研究に他研究科の関連分野の教

員が協力・参加する形での組織的連携案を進めること

にした。（工学系） 

農学研究科：農学部での新規採用教員については、理

工学研究科の改革案を説明し、平成23年度も希望する

場合があれば、参画を促す。 

【17-3：R112g17-3】連合農学研究科を推進し、博士課程教育を充実する。 

計画施策：連合農学研究科の推進【17-3：R112g17-3】連合農

学研究科を推進し、博士課程教育を充実する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 定員超過の問題を解消する方向で、次年度からの定員増（40名→45

名）を申請し、認められた。教育に関しては、ディプロマポリシー

を定めるとともに、カリキュラムポリシーを検討し、教育・人材育

成についての基本指針を関係者に周知した。さらに、単位制教育を

本格稼働させるとともに、6連大協力で実施する多地点システムを用

いた双方向コミュニケーション型の総合農学概論などを農学部内で

通常授業として実施できるようになり、広く新しい知見を円滑に教

育できるようにした。また、海外での実践的調査研究の教育プログ

ラムである海外フィールド演習や海外短期集中コースなどの科目を

継続して実施できる体制を整え、募集を行って実施した。この他、

博士課程修了時に求められる人材として、多面的な視点・企画力な

どを向上させる必要があるという観点から、イノベーション推進特

別講義Ⅰ～Ⅲの開講を決定し、次年度から実施する体制を整えた。

また、今年度は国内外の修了生を招いた連合農学研究科設立25周年

記念行事を開催して、課程在学生に研究への取り組みや修了後準備

に関する姿勢や経験を具体的に伝達する機会をつくった。 

 定員の適正化の取り組み、ディプロマポリシーの設定、カリキュ

ラムポリシーの検討、試行的教育プログラムの定着化、総合力育成



109 

 

のための科目新設などにより、養成すべき人材像の明確化を図ると

ともに、教育体制の整備、研究支援の実施などを順次進めており、

博士課程教育の充実化はスムーズに推進されているといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

農学研究科：リーディング大学院構想の基本理念を決

定し、「グリーン・クリーン食料生産を支える実践科

学」として申請し、1次審査(ベスト8)を通過してヒア

リングを受けたが、採択には至らなかった。学生の定

員管理の観点から、入試における成績のより一層の厳

格化を図ることを周知した。学位論文審査要件を満た

す論文の学術誌リストを作成し、本年度から適用する

と共に、今後もリストの充実を図っていくことになっ

た。「学生に関する事件・事故等緊急連絡網（夜間・

休日・休業中）」を整備した。従来通り、多地点制御

遠隔講義システムを利用した6連大による単位制教育

の実施、海外における実践的調査研究教育プログラム

(海外フィールド演習)や海外短期集中コース科目の実

施、博士課程修了者に求められる多面的な視点・企画

能力を向上させる教育の一環である「イノベーション

推進特別講義I～III」を開講した。 

 教員候補者審査に係わる過去5年間の業績に関する

定義、業績内容の評価基準を定めた。 

 本学では特に、「連合農学研究科教員候補者審査手

順」の制定と、「茨城大学農学部配置の連合農学研究

科博士課程学生の連合農学研究科TAの任用及び博士課

程学生への経済的支援（DSRA）に関する申合せ」の改

正を行い、教員候補者審査の明確化とTA及びDSRA選考

過程の透明化を計った。 

21世紀の世界的な難題に挑む実学志向高度研究人材

養成を目指したリーディング大学院への申請、入学試

験成績の厳格化、学位審査に係わる学術誌リスト作成、

教育プログラムの継続的実施、教員審査基準の明確化

等、博士課程教育・研究体制の充実化が着実に推進さ

れている。また、本学では教員候補者の審査手順の制

定、TA及びDSRA選考過程の透明化を計り、連合農学研

究科の発展に資する改革を推進した。 

【17-4：R112g17-4】研究科カリキュラムの充実と充足率改善のため、取組施

策の年次計画を策定する。平成22年度は、学部のコース再編案に併せて、大学

院のコース、分野編成と定員配置を見直し、新たに「コース運用定員」を設け

てコースの充実を図ることを検討する。 

計画施策：人文科学研究科の充実【17-4：R112g17-4】大学院

教育を実質化するため、コース毎に体系的なカリキュラムを構

築する。また、社会人入学の裾野拡大方策を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

人文科学研究科：大学院専門委員長が7月の第5回専門委員会でコー

ス運用定員の素案を示し、両専攻で9～10月に審議した上で、10月の

研究科委員会で決定した。コース再編等は学部のコース再編案の議

論が当初予定より遅れたため、それが決定と共に各専攻会議等で本

格的な議論を開始する予定であった。両専攻においてコース再編の

議論は始まっている。 

 コース運用定員の決定は順調に行われた。コース再編の議論・決

定は平成23年度とせざるを得ない。コース運用定員の確定と実施は

計画通りに進行しており、目標は達成できた。今後の課題は、学部

の再編に合わせた研究科の再編の検討ということになる。今後の進

捗状況次第で大いに期待できる。 

地域政策専攻：専攻会議のもと定員充足のためのワーキング・グルー

プを5月に設置し、定員確保の方策を検討し実施した。その結果、本

年度の地域政策専攻の定員は充足することができた。「コース運用

定員」については専攻会議において決定した。また、地域政策専攻

の中長期的な課題に対応するためのワーキング・グループを設置し、

コースの再編、名称の変更、定員問題、大学院入学者選抜方法、カ

リキュラムの検討を課題として検討を行うこととした。定員は現行

の12名を維持すること、名称は社会科学専攻への変更が決定された。

なお、名称変更については、手続きを確認して今後対応していくこ

ととなっている。大学院入学者選抜方法は、改善策を提案しおおむ

ね了承された。学部のコース再編とカリキュラム改善案策定後、地

域政策専攻のコース再編とカリキュラムは本格的に検討していく予

定である。 

 最重要課題であったコースの定員充足問題は、コース運用定員の

活用と早期履修制度の活用、専攻長および研究科委員会の尽力によ

り、定員を大きく超えることができた。なお、地域政策専攻の中長

期的な運営のための検討も行われており、順調に進んでいる。 

文化科学専攻：専攻会議でコース運用定員について検討し、決定し

た。コース・分野の編成については、学科内WGにおいて、この点も

検討の視点の一つとして学科のコース再編案を検討するとともに、

学科のコース再編案と現行の専攻のコース・分野編成との間に齟齬

はないことを確認した。また、大学院改革WGを発足させた。 

 コース運用定員に関しては計画どおりに達成できた。専攻のカリ

キュラム充実とコース再編については、平成23年度以降に本格的な

検討を行うために、本年度は大学院改革WGを組織するにとどまった。
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Ｂ 

人文科学研究科：文化科学専攻では現行コースを維持

すること、地域政策専攻では平成25年度より3コースと

することを決定した。また、地域政策専攻ワーキング

グループで社会人向けの短期プログラムを検討した

が、この点については結論が出ていない。 

コース再編の議論は一応終えた。各種ポリシーを策

定するとともに、第三期を見据えて現行カリキュラム

の問題点の抽出を本格化させる必要がある。また、地

域政策専攻ワーキンググループで社会人向けの短期プ

ログラムを引き続き検討する必要がある。また、カリ

キュラム体系自体は変更しないが、講義の質を高める

ためにFDの内容などを検討する必要がある。 

専攻ごとのコース再編の方針（地域政策専攻は、名

称変更の上2コースから3コースへ、文化科学専攻は、

現状2コース維持）を確定したことは大きな成果であっ

た。社会人向けの短期プログラムの検討を含む大学院

カリキュラム（コース・プログラム制）の改革と実質

化が予定通り達成され得ると期待できる。 

地域政策専攻：専攻会議においてコース名称の変更は、

3コース再編が確定した。大学院定員充足のため、社会

科学学修に適した入試制度の見直しを行い定員確保に

努めた。また、定員未充足に対して、追試験の実施を

行うことにした。 

コース名称変更及び3コース再編の確定は大きな成

果である。コース毎の体系的なカリキュラムの構築に

より大学院教育のより高度な実質化が可能となる。ま

た、これに基づいた社会人入学の裾野拡大方策が期待

される。 

文化科学専攻：指導学生に対する指導記録を平成23年

度始めから全院生を対象に導入した。 

 専攻のコース再編については、大学院専門委員会委

員より10月の専攻会議に現行のコース継続案が提案さ

れ、検討の結果、11月の専攻会議において提案どおり

現行の人間文化コース・コミュニケーションコースの2

コースを継続することに決定した。（11月9日、第7回

文化科学専攻会議）今後、ディプロマポリシー、カリ

キュラムポリシーを検討することになるが、研究科と

しての検討計画に合わせて、来年度にかけての検討と

なる予定である。 

指導学生に対する指導記録を全院生を対象に導入し

たことは、大学院教育の実質化の観点からも、高く評

価できる。今後のディプロマポリシー及びカリキュラ

ムポリシーの検討成果が期待される。 

＜教育の点検評価＞ 

【18：R112z18】18．学士課程教育・大学

院課程教育を毎年点検評価し、教育改善に

【18-1：R112z18-0】教育改善評価によって学士課程教育・大学院課程教育を

点検評価し、教育改善に結びつける。評価結果を次年度に公表する。 

計画施策：教育改善評価の実施【18-1：R112z18-0】教育改善
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結びつける。 

施策として以下の取組を実施する。教育

改善評価の実施 

評価の取組とともに、教育改善評価方法とそのフィードバック

について点検評価をする。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：自己評価書の回収に手間取り、若干の遅れはあったが、

おおむね滞りなく予定通りに実施できた。10月14日に「平成21年度

業務活動評価集計表」を添付して、個人評価書を教員、助手本人に

返却した。ただ自己評価書の回収に時間がかかりすぎる点は、今後

改善の工夫が必要となろう。 

 自己評価書の回収率が97％で、100％でなかった点は、反省材料で

ある。それ以外は計画通りに達成できた。次の2点が今後の課題とし

て残る。①回収率100％を目指す、②回収までの期間を短縮する。 

 次年度以降に向けて、どのようにその改善を図るか、対策を検討

する必要がある。 

教育学部：学生授業評価アンケートの改良を行い、従来、質問用紙

と回答用紙が別々であったものをA4の用紙1枚に集約し、教員、学生

のアンケートにかける労力の削減を図った。学生アンケートからス

タートするシステムの一環として平成23年2月23日に卒業研究指導

及び履修カルテに関するFD研究会を行った。 

 第二期の初年度に授業アンケートの改善を試行的に実施するとい

う年度計画は達成されたものと考える。 

理学部：1）前期と後期の終盤に、授業アンケートを行い、前期の結

果をweb上で公表した。2）6月末に、学生モニター会を開き、カリキ

ュラムや授業についての問題点等を聴取した。その内容は、すぐ各

コースに伝えられるとともに、平成23年2月の学部FDでも改めて紹介

された。少なくとも一部のコースでは、それを、来年度の教育指導

に反映させる手はずをとった。3）後期の終盤に学部FDを開催し、前

期授業アンケート結果を分析するとともに各コースFDでの活動を紹

介する機会を作った。アンケートの結果の分析から、各質問項目の

答えが全体的に、2年前のものと近いことが分かった。今後の改善点

としては、自習を促すための教材などの情報を、より多く学生に提

供する必要性が考えられた。加えて、本分析により、授業に対して

の満足度は、内容の理解度と授業の準備度に高く相関するが、成績

とは低い相関性しか示さないことが判明した。 

 アンケート結果を公表し、それについて議論することで、今後の

授業の改善につなげる道筋を作った。教育改善に生かす材料として、

モニター会で得られた学生の意見を、教員に周知した。今後はアン

ケートの分析結果を更なる授業改善に活かされることを期待する。

工学部：学士課程教育・大学院課程教育の点検評価のため、各学科

及び各専攻から提出された「教育点検報告書」を複数の教育改善委

員会の担当員が精査し、点検結果を各学科にフィードバックして改

善を促した。また、次年度公表に向けた点検評価項目について検討

を行った。 

 各学科の教育FDと教育改善委員会における学科からの報告書の検

討と改善指示のサイクルが軌道に乗って確実に実施されている。 

農学部：本年度前期並びに後期における学士課程学生、大学院修士
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課程学生による授業アンケートの実施とその結果に対する教員によ

る自己点検を実施した。点検評価委員会のもとで集計作業も実施し、

各教員に評価結果を公表した。 

 本年度も前・後期とも学士課程教育・大学院課程教育を授業アン

ケートの実施とその結果に対する教員による自己点検評価を実施

し、その結果を受けて各教員は前期の講義については次年度のシラ

バス作成に反映させていることから、教育改善に効果を上げている

と判断される。 

大学教育センター：昨年度に従って学生アンケートを実施した。年

度末には運営委員会でアンケート項目について議論を予定していた

が、震災の影響で委員会の開催が来年度にずれこんだ。 

 学生アンケートの経年変化の追跡システムは準備できた。4年間の

アンケート結果をどのような視点で分析するかが残された課題であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：以下の日程で、実施した。 

4月13日 教育改善評価の依頼と自己評価書の配信 

5月14日 教育改善自己評価書の回収締切 

6月22日～27日 点検評価委員会の中に4名の委員から

なる資料作成班を立ち上げ、教育改善自己評価の集計

作業をおこない、評価資料を作成した。 

6月30日 学部拡大運営委員会において評価資料に基

づく、個人教員の評価者評価（学部長評価）の原案を

作成した。 

6月30日 評価者評価（学部長評価）原案を学部長に提

出した。 

7月6日  個人評価書を全教員にフィードバックして、

今年度の教育改善評価は終了した。 

（注）異議申し立ては学部長に申し出る制度になって

いるが、現在まで異議申し立ては出されていない。 

◇評価は微妙な問題であるので、慎重に実施した。ま

ず4月13日に教育改善自己評価の依頼を行い、各教員に

自己評価書を配布した。回収に時間がかかるため、当

初2ケ月を見込んでいたが、予期した通り、6月になっ

ても提出しない教員が数名あった。個人的に何度か督

促し、最終的に3名を残してすべて回収できた。回収し

た自己評価書に基づき、点検評価委員会の中に立ち上

げた評価資料作成班（4名）が、教務資料及び学生アン

ケート等を参考にしながら、教育改善評価資料を作成

した。 

 資料作成班の作業は約1週間を要した。6月30日に学

部拡大運営会議において、点検評価委員会委員長と副

委員長が資料について説明を行った。最終的に評価者

評価の結果を、各教員に返却して今年度の教育改善評

価は終了した。 

◇今年度は昨年度の反省を踏まえて、①教育改善自己

評価書の回収期間をできるだけ短縮すること、②未提
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出者をなくすことが課題であった。①の回収期間の短

縮という課題は、ほぼ2ケ月で回収できたので昨年度よ

りは良くなったと言えよう。②の未提出者が今年は3

名であった。これは次年度の課題となろう。概ね昨年

度よりもスムーズに、当初の目的を達成できた。 

◇教育改善評価・業務活動評価とその結果の公表が着

実に実施された。自己評価書の回収率と回収期間とに

課題が残ったものの、前年度に比べると改善が図られ

たと言えよう。 

教育学部：過去の授業アンケート（2003年度から2010

年度）の分析から、成果指標の抽出を検討した結果、

授業の「理解度」「知識・技能・教養の向上」「満足

度」といった指標が候補として抽出できた。今後はこ

れらの指標とFD実施の有無との関係について検討を進

める。 

昨年度に引き続き、システムとしてのFD研修会を実

施する。今年度は年度の作業によって、教育学部にお

ける国際化に対応するカリキュラムの構築の課題とし

ては＜海外留学した学生への事後指導と留学体験の活

用＞が摘出された。また、教員養成系の課程と非教員

養成系の課程では国際化の位置づけが異なることも確

認された。よって、今年度は、同様の課題が抽出され

た研究科専門委員会と合同で、点検・評価委員会の支

援も得て、以下の二つのテーマについてFD（学習会）

を行った。①諸外国の教員養成教育のあり方について

(H24.3/2、38名参加)、②学生、院生の留学体験を活か

す学部・研究科の対応について(H24.2/17、18名参加)。

◇前期授業、後期授業の全授業について、授業評価ア

ンケート調査を行った。その際、授業形態を二つに分

け、講義形式、演習形式のどちらか使いやすいアンケ

ート用紙を、授業者に選択してもらった。これによっ

て、アンケート内容をより授業形式に対応したものと

することができた。 

FDについては、複数のFDが重なったために今年度は

見送ったが、研究科共通科目の担当体制と授業内容を

見直し、新たな体制と授業内容を提示できている。 

理学部：１）前期の授業アンケートを平成22年実施分

と比較しながら分析した。後期の事業アンケートは集

計を終え、分析を行った。 

２）学生モニター会での質疑をまとめ、平成20、21年

度実施分と比べながら整理した上で、教育内容・カリ

キュラム・教育体制などの問題点を列挙した。その内

容や記録を学務係、教務・学生・総務委員会に申し送

り、一部は改善が実施できている。 

３）本年度の学部としての授業参観・授業ピアレビュ

ーを、後期の基礎科目の数物化生地各1科目の計5科目
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で実施し、委員会でその結果を検討するとともに、各

コースのFDでも検討し、学部FDでまとめた。 

(教学点検委員会)：前期の授業アンケートの分析結果

を平成20年度と比較し、大学院FDでその評価や問題点

をまとめた。(点検委員会） 

・理学部では、成績優秀者の表彰を実施した。結果と

して、博士前期課程修了者10名、理学部卒業生17名、

１年次生23名、２年次生22名、３年次生23名を表彰し

た。 

◇１．効果的・実質的な授業改善の継続、２．負担に

ならずに積極的に取り組めるFD、３．コースに閉じな

い理学部としての一貫性、４．学際科学コースの改革

への対応、５．社会の動向や学生気質も考慮した。魅

力ある理学部の教育の構築・運用、の5点について心掛

け、一定の成果を上げられたと思う。 

工学部：第3回教育改善委員会において、各学科及び各

専攻から提出された平成22年度後学期の学士課程教

育、大学院課程教育の点検評価報告書を1学科（専攻）

当たり2名の担当委員で精査して点検表を作成し、同委

員会において詳細に検討を行った。これらの検討結果

は点検表とともに各学科長及び専攻長に送付され教育

改善に向けたフィードバックが行われた。 

第5回教育改善委員会において、各学科及び各専攻か

ら提出された平成23年度前学期の学士課程教育、大学

院課程教育の点検評価報告書を1学科（専攻）当たり2

名の担当委員で精査して点検表を作成し、同委員会に

おいて詳細に検討を行った。これらの検討結果は点検

表とともに各学科長及び専攻長に送付され教育改善に

向けたフィードバックが行われた。 

◇JABEEを念頭においた学士課程教育、大学院課程教育

の点検評価が教育改善委員会のルーチンワークとして

必ず実施され、評価結果が各学科及び各専攻にフィー

ドバックされて教育改善が定期的に行われている。全

学工程表の部局年度計画に沿って順調に実施されてい

る。 

◇PDCAサイクルが定着し、スムーズに進むようになっ

たので、マンネリ化を避け新しい工夫を取り入れるべ

き時期にきているかと思われる。 

農学部：前期の授業に関してはすでに授業アンケート

の実施とその結果に対する教員による自己点検を実施

した。具体的には授業アンケートと成績分布の集計作

業を事務補佐員により実施し、その結果を各教員に公

表、ついで、担当科目教員より記載のアンケート結果

と成績分布等に対する自己点検評価並びに次年度に向

けての授業改善方法について各教員よりコメントを頂

いた。後期の授業に関しても同様に実施した。 
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◇本年度も前・後期とも学士課程教育・大学院課程教

育を授業アンケートの実施とその結果に対する教員に

よる自己点検評価を実施し、その結果を受けて各教員

は前期の講義については次年度のシラバス作成に反映

させていることから、教育改善に効果を上げていると

判断される。 

大学教育センター：教育点検支援部長を中心に見直し

を進めることとし、その方針が平成24年2月22日開催の

第8回大学教育センター運営委員会で教育点検支援部

長より報告され、了承された。 

◇学生による授業アンケートの方式を精査し、改善す

る方針を決定した。実際の作業は平成24年度前期末に

間に合うように進める。 

◇平成24年度の前学期科目からの実施に向けて検討が

行われており、達成できると思われる。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(1)  教育に関する目標 

 ③ 学生への支援に関する目標 

 

中期

目標 

9．教育効果を高めるために、組織的・総合的な学生支援を推進する。 

 

  年度計画 

＜学習・生活・経済支援の改革＞ 

【19：R113019】19．充実した学習環境の

確保のため、学習支援と生活支援、学資支

援について、組織的で広範な支援を行う。

特に大学院生の経済支援を重視する。 

施策として以下の取組を実施する。学部

大学院を通じて教務情報や学生情報・就職

情報の一元的活用、各学年次における学習

支援のための学生の学習進捗管理システ

ムの構築と運営、初年次学生の学習支援、

独自の経済支援の充実、大学院生への総合

的経済支援 

 

【19-1：R113019-1】教職員が学生指導を一元的に行うために、教務情報、学

生情報、就職情報を一元的に活用することが可能なように整理統合して、利活

用のためのシステム化を検討する。 

計画施策：学部大学院を通じて教務情報や学生情報・就職情報

の一元的活用【19-1：R113019-1】教職員が学生指導を有効に

行うために、教務情報、学生情報、就職情報を全学で統一的に

活用することが可能なように組織の運用を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：前期には両委員会の把握している学生情報の共有の可能

性を協議した。教務委員会では、主題別ゼミナール出席状況、総合

英語出席状況、基礎演習履修申請の有無、コース所属申請の有無等、

学習面の情報を把握しており、学生委員会では、事故や病気等の生

活面の情報を把握している。学生に対するきめ細かい指導の実現の

ために、これらの情報の一元管理が必要であるとの結論に至った。

今後、具体的な手法について引き続き協議する予定である。 

後期は、具体的に取得可能かつ共有可能な情報を整理した。学務

データベースから引き出し情報についてはR113091-2において検討

しているが、ここでは、教務委員会の日常業務の中で把握可能な学

生情報を整理した。その結果が以下である。 

1年生前期 総合英語を10回以上休んだ者（大教センターより） 

1年生10月 主題別ゼミの出席状況が悪い学生（主ゼミ担当者よ

り） 

2年生4月 基礎演習未登録者名 

2年生5月 2年前期に授業登録がない学生名（旧主ゼミ・基礎演習

担当者より） 

3年生4月 コース所属申請未提出者名 

3年生5月 3年前期に授業登録がない学生名（各コースより） 

4年生5月 4年前期に授業登録がない学生名（各コースより） 

4年生2月 卒論を提出したが卒業単位不足者名（学務より） 

R113091-2で得られる情報と併せて学生委員会に提示し、先方と共

有することで学生の支援がよりきめ細かく行えることを確認した。

今後、具体的な運用に向けて、情報の精選、情報取得体制、連絡体

制について検討する必要がある。 

教職員による一貫的な学生指導のために利活用すべき教務情報、

学生情報一元化検討のために、共有可能な情報のリスト化が終了し

た段階である。教務委員会の情報整理に負うところが大である。就

職情報については具体的な検討に至らなかった。この件は就業力GP
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との連携も必要となるだろう。 

理学部：教育会議運営委員会としては、現行の「教務情報ポータル

システム」の問題点を指摘していく。これまでにも多くの問題点が

指摘されている。このシステムが十分に機能してから、より広範な

システムの構築を検討する予定である。 

 教務情報ポータルシステムの問題点は、担当委員会及び担当係で

整理し、全学的な課題として教育担当の副学長に上申している。今

後もより良いシステムの構築に向けて検討を進めていく予定であ

り、年度計画は達成されたと理解される。 

工学部：工学部内の教務情報、就職情報の一元化については、「平

成21年度 茨城大学工学部 コーディネータ委託事業・工学部学生

の情報一元化および情報検索システム構築に関する調査」によって

学生の個人情報のデータベース化に関する調査・検討が行われてい

る。今年度は、学生委員会の主たる調査項目として、学生の就職情

報（就職先、連絡先など）をデータベース化し、全学の情報一元化

システムに対応すべく整備を行った。 

 各学科に対して就職情報の提供を促し、就職先、連絡先のデータ

ベース化を構築中である。 

農学部：農学部では、学生情報（教務、生活、就職）の一元化につ

いては農学部教学支援ワーキンググループで検討されてきた。平成

22年度の検討の結果、以下の諸施策が提言された。 

1．休学・退学者情報のデータベース化、2．卒業生のデータベー

ス化、3．全員面談、4．学生担任制度、5．保証人への成績一括発送、

6．宿泊オリエンテーション、7．クラス委員制度、8．出席管理シス

テム。これらのうち1～4は学生情報の一元化と密接に関連する。ま

た、5、6は1～4とともに学生支援の一環として計画されており、農

学部では一体的に運用する。 

 上記施策のうち、1～2は平成21年度中に実施され、平成22年度に

おいてもデータの整理を行った。4～7は順調に実施され、一部は事

前の想定以上の高い成果があげられた。8については予算措置が必要

であることから、農学部教学支援ワーキンググループ等で継続して

検討中である。 

 また、現在、農学部教学支援策の実施結果について、教員にアン

ケートを実施した。なお、今後は、上記施策を点検評価を加えなが

ら着実に推進するとともに、大学院における諸施策の立案と実施の

検討が必要である。 

 平成21年度までの農学部教学支援ワーキンググループの検討結果

をふまえ、平成22年度は諸施策を着実に実施した。今後は、大学院

における諸施策の立案と実施が必要である。 
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Ａ 

◇・6月27日に開催された大学院委員会において、「大

学院教育部」を廃止し、「大学院教務委員会」を新た

に置くことが了承された。 

・10月17日に開催した教務情報ポータルシステム専門

委員会で、次の事項について検討し了承された。 

 １）LiveCampusのサーバ更新経費 

 ２）証明書自動発行システムの導入 

 ３）大学院カリキュラム機能追加（カリキュラムの

電算化） 

・10月25日に開催した第3回大学院教務委員会で、年度

計画に掲げられている大学院教務情報の一元的活用を

行うための、大学院カリキュラムの教務情報化を図る

システム構築の為の経費について予算要求することが

了承され、平成23年12月に開催された役員会で予算措

置がなされた。 

・教務情報システムの更新等スケジュールにより、大

学院カリキュラムの教務情報システムを平成24年8月

末までに導入することとなり、現在システム構築を進

めているところである。 

◇・大学院カリキュラムの教務情報化を進めるための

経費が認められ、現在平成24年8月までに追加システム

を導入する予定で、大学院システム構築の検討を進め

ているところである。 

・学生指導を有効に行うために、平成22年度に導入し

た就学支援ポートフォリオシステムの学部毎の追加シ

ステムを今年度導入し、平成24年度から本格運用でき

るようになった。 

◇教務ポータルシステムに大学院教務情報機能を追加

する契約を平成24年2月中に締結する予定であったが、

茨城大学業務達成基準を適用して、平成24年度に契約

することとなった。また、ポートフォリオシステムの

各学部用アプリケーションは本年度中に導入した。 

学生就職支援センター：「進路届」をはじめとする求

人・就職関係データについて、これまで提出が任意で

あったため、充分なデータが得られなかった。学生就

職支援センターの権限の問題があった。 

職業安定法に基づき、求職状況を収集・管理できる

ように、「茨城大学職業紹介業務運営規程」を定め、

それに基づきデータ収集を行えるようにした。 

 学生就職活動支援システム｢ユニキャリアー｣で平成

23年4月に遡って、学生就職相談カルテを各学生個別に

電子ファイルで作成した。各学生の相談内容とキャリ

アカウンセラーのアドバイスが一元化され、適切な就

職支援や、求人紹介ができるようになった。 

◇学生就職支援センター内での学生情報・就職情報が

一元化された。今後は、その対象を全学生とすること
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と、本学の他の大学内でのデータとの統合が課題とな

る。 

人文学部：教務情報のオンライン上の体系的に管理運

用については、教務情報ポータルシステム専門委員会

でシステム更新の方針について検討が進められている

が、教務委員長が全学教務委員会に出席して専門委員

会からの報告を受け、学部としての意見を出している

ところである。卒業判定で卒業不可となった学生の次

年度以降の指導に必要になる学生の履修状況に関する

データが必要であるという点について、学生委員会と

意見交換した結果、卒業判定資料を次年度の学生委員

会が閲覧利用できるような方法を工夫してほしいとい

う意見が出され、教務委員会としても学生の個人情報

に倫理的な配慮をしつつ、その方法について検討して

いくことにした。 

しかし、オンラインシステムの技術的詳細について

全学教務委員会の場で議論する時間はなく、システム

更新問題については当該専門委員会の議論に委ねてき

たのが実情である。現状のシステムの枠内で学生委員

会と今日できる学生に関するデータとして、卒業判定

指導の資料を次年度以降の履修指導に活用できない

か、検討していくことにした。 

教務情報のオンライン上の体系的な管理運用につい

ては、まだ検討が進められている段階だが、今後の方

向性は定められており、達成は可能である。 

◇1.学生委員長および学生委員が協議して、学部独自

に先行して震災等緊急時の連絡体制を構築した。 

2.事故等緊急時の学生の生活・経済支援体制について

試験的に制度化し資料作成・集約した。 

3.各年次の要指導学生の指導を実施した。また教務委

員長と協議して過年次生の指導の際に卒業判定資料を

利用できるようした。 

4.学生委員会で内定者調査の方法を新たに考案し、調

査の精度を最大限に高めた。その結果、実態を反映し

た就職率を推計し過年次生と4年卒業との間に内定率

に大きな差があることなどを明らかにできた。 

5.学生委員長が同窓会に対して正式に申し入れを行い

同窓会名簿を就職支援に利用できるようにした。さら

に就職関係情報誌などを人文図書室の就職支援コーナ

ーに配架して学生の利用率を高めた。 

6.学生が校内で自由に使用できるモバイル・パソコン

を購入し貸し出し体制を整えた。  

7.平成22年度卒業生アンケートを分析し報告書を作成

し、学部長に調査結果の概要について報告した。 

8.新たにインターンシップ関連の設問項目を追加した

平成23年度卒業生アンケートを実施した。 
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9.欠席等で連絡が取れない学生に対する標準的な対応

について検討し、学部構成員に要指導学生（特に心身

の健康上の問題を抱える学生）の存在と対応について

注意を喚起した。 

10.新卒未就職者への生活費支給型研修事業について

学部構成員および平成23年度卒業生に周知し、該当す

る学生およびOBへの支援に取り組んだ。 

◇緊急連絡網や進路届など学生情報・就職情報の収集

の仕方を大きく改善し、データの精度を高めた結果、

今後、利活用可能な有益な学生情報の収集が可能にな

った。また、学生の要望を反映し、就職支援・教育支

援のための設備機器等も整備した。震災等による精神

的に不安に陥った学生に対する指導に対しても、人文

コミュニケーション学科の心理の専門のスタッフの協

力を得て、対応可能になった。今後は根力プログラム

小委員会が担当する学生へのポートフォリオに基づい

た学生支援が今後は可能になる。 

学生支援に向けた体制づくりが順調に進められ、目

標は十分に達成できた。 

理学部：博士後期課程学生のTA経費が平成22年度より

も増額された。 

工学部：現在、学生情報としては学籍簿とアドレスレ

ポートがあり、また教務情報としては成績簿や履修登

録データがある。さらに大学が管理している就職情報

には茨ダイ・キャリアナビがある。現在これらは全て

別々に運用されているが、データには共通的な項目が

多く、統一的に管理することでそのメンテナンス性が

高まると思われる。本学には学生へ様々な伝達をする

仕組みが実現されていないため、震災等の非常時の安

否確認が困難になっている。学生に確実にアクセスで

きる仕組みを用意する必要がある。共通フォーマット

の策定を目的に、まず上記各データの調査を行った。

◇少子化に対応するために大学はサービス向上とコス

ト削減を一層進める必要があり、私立大学を中心にデ

ータベースの統合化とシステムの利便性向上が急速に

進められている。そこで大学向けシステムの開発に実

績を持つ企業を訪問し、既に実現されているシステム

の事例調査を行った。 

国士舘大学では学生サービスの質向上と、入学から

卒業だけでなく、卒業後のOB管理まで一貫して行うこ

と、そして情報管理コストを削減することを目的に、

ポートフォリオ、学内SNS、入学事務・教務事務・学生

サービス、財務会計システム、人事・給与システム、

就職支援システム、図書館システム、学術リポジトリ、

eラーニング、ポータルサイト、メールサービスなどを

クラウド化によって統合している。実現にあたっては、
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Windows Azure Platformを基盤とし、Microsoft Dyna

mic CRM（Customer Relationship Management）システ

ムなどを用いている。 

一方、法政大学では既存のデータベースをMicrosof

t Dynamic CRMを用いて統合し、学生向けのポータルサ

イトやポートフォリオシステムを実現している。例え

ば「学活」と呼ばれるポートフォリオシステムでは、

システム上で成績・履修スケジュール・出席状況・活

動記録の管理ができ、また研究室や希望就職先など入

学から卒業までの学生生活を一画面で管理できる。さ

らには授業の質問、進路相談、連絡など教職員とのコ

ミュニケート機能もポートフォリオに統合されてい

る。また情報の一部は保護者に開示されているため、

子供の履修状況を保護者が自宅から確認できるように

なっている。 

◇既に私立大学では、コスト削減・教職員の負担軽減

と学生サービスの向上を両立させるために、各種デー

タベースを統合させ、それをポートフォリオシステム

や学生向けポータルなどの切り口で学生・保護者へ提

供することが行われている。一方国立大学では、この

ようなIT化はかなり遅れたものになっている。本学で

このようなIT化を実現するためには、担当理事の強力

なリーダーシップのもと、教職員が一体となって取り

組む必要があるだろう。 

種々な角度から検討が進み、システム設計が始まっ

ている。 

農学部：1．震災・原発事故への対応 担当者：学生委

員長、同副委員長、学生委員会、学生担任、学務係 

（1）学生担任が中心になって、震災後の学生生活状況

調査を行っている。また、被災者名簿を作成し、随時、

学生の動向を注視している。委員長がこれらのとりま

とめをしている。 

①なにができるか？の検討を行った。 

学生や家族が被災した学生から話しを聞くことはで

きるが、一教員・学生担任の立場で、支援には限界が

あるとの意見がある。なお、精神面のサポートについ

ては、カウンセリング制度や保健室の利用が可能であ

る。本学ならびに各種団体等の経済支援策の公示方法

を検討した。メーリングリストでの配信、専用掲示板

の利用について、委員長・学務係、学部長等で検討す

ることになった。 

②経済支援策の検討と公示 

学生部および中央学生委員会等より示された経済支

援策を随時掲示等で公示した。また、学生委員および

学生からの意見を聴取した。 

③震災後の学生対応について学生担任間の温度差につ
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いて 

学生担任の対応についてガイドラインを作る方法も

あるとの意見もあったが、基本的には、各学科・学年

の4名の学生担任および学科長で随時連絡をとり、遺漏

のないように進めることが確認された。 

（2）新学期授業等についての通知（4/1、4/4、4/6 農

学部HPとメール、電話にて） 

2．学生への就職支援 担当者：委員長、就職支援担当

教員、同職員 

（1）学生の就職支援についての方針の明確化 

4月15日開催の農学部学生委員会において、大学生の

就職率の低下や、農学部における就職支援体制に卒業

生からきびしい意見がだされていることを鑑み、学生

の就職活動の支援を強化することが確認された。  

（2）諸施策の実施 

①3名の就職相談員（インターンシップコーディネータ

ー、就職相談員）が毎日、学生相談を受けられる態勢

をつくり、4月より実施している。なお、模擬面談など

の際には、壁で仕切られた独立した部屋の利用希望が

あったため、検討した結果、就職支援室近くの教員の1

部屋を、一時的に借用利用することとなった。 

②農学部ホームページに就職支援関係のページを新設

し（5月）、就職相談員・日時の紹介や、就職ガイダン

スの紹介などを行っている。就職支援担当教員が随時、

更新している。 

③農学部ではじめてとなる「インターンシップ説明

会・就職支援説明会」を6月8日に実施した。 

④水戸地区で実施されるガイダンスに、可能な限り、

農学部でVCSで参加できるようにした。 

3．国際交流会館・学生寮の利用点検と充実した利用へ

の改善 担当者：委員長、副委員長、学生寮担当教員、

同職員 

平成22年度より国際交流会館への入館が開始された

ことにともなって、学生寮（霞光寮）の日本人学生・

外国人留学生別および学年別の入寮定員の見直しを行

った。要点は下記のとおり。これにより、学生とくに

大学院生の経済支援につながるものと考えられる。 

・昨年度から検討することになっていた連合大学院生

枠の新設（各学年1名）。 

・国際交流会館への入館開始にともなう外国人留学生

枠の見直し（8名→3名）。 

・大学院生枠の見直し（各学年2名→各学年3名） 

4．成績優秀学生表彰制度の規定作成と実施 担当者：

委員長、副委員長、学生委員会、学務係 

平成22年度より全学で実施されている成績優秀学生

表彰制度について、農学部の実情に合った表彰規定を
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年度初めに策定した（GPAを利用し、各学科3、4年次か

ら各1名を選出（合計6名））。平成24年1月11日に前述

の6名を学部長室で表彰した。 

◇本年度は、震災・原発事故対応が必要になったが、

他の施策も含めて、前年度の委員会での点検と申し送

りにしたがって、予定どおりに遂行している。一部で

は、当初の予定を上回った成果が認められる。 

震災対応という厳しい事態を克服して活動したと言

える。 

【19-2：R113019-2】大学は、学習進捗管理システムの構築と運営について全

学計画を決定する。各学部は、計画に従って学部独自の運用方針と運用体制を

検討する。 

計画施策：各学年次における学習支援のための学生の学習進捗

管理システムの構築と運営【19-2：R113019-2】各学部は学習

進捗管理システムの運用のためのデータを蓄積し、併せて、運

用方法を改善する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ｂ 

◇教育改革推進会議及び全学教務員会で検討し、具体案を提案して、

各学部の意見をまとめることになっている。教育学部は先行して実

施している。全学的なポートフォリオシステム構築は進んでいる。

電子ポートフォリオの基幹システムを構築し、3月末に動作テスト

を行う予定。 

 就業力育成支援事業の事業計画に沿って着実に進捗している。 

人文学部：前期に、「修得度の思わしくない学生」を抽出するため

の各学年の基準について検討し、各学科の事情に即して、以下のよ

うに抽出基準を設定した。なお、「修得度の思わしくない学生」を

成績ではなく修得単位数で把握するという観点から、各学科の各学

年の抽出基準のうち、①を主たる抽出基準、②以降を従たる抽出基

準としている。 

人コミ： 

 2年生；①単位不足（1年次までの取得単位が28単位未満）、②授業

未登録、③主ゼミ未修得。 

 3年生；①単位不足（2年次までの取得単位が56単位未満）、②授業

未登録、③主ゼミ未修得、④基礎演習未修得、⑤コース未所属。 

4年生以上；①単位不足（3年次までの取得単位が86単位未満）、②

授業未登録、③主ゼミ未修得、④基礎演習未修得、⑤コース未所属。

人社： 

 2年生；①単位不足（1年次までの取得単位が28単位未満）、②授業

未登録、③主ゼミ未修得。 

 3年生；①単位不足（2年次までの取得単位が56単位未満）、②授業

未登録、③主ゼミ未修得、④基礎演習Ⅰ未修得、⑤基礎演習Ⅱ未修

得、⑥コース未所属、⑦ゼミ未所属。 

 4年生以上；①単位不足（3年次までの取得単位が86単位未満）、②

授業未登録、③主ゼミ未修得、④基礎演習Ⅰ未修得、⑤基礎演習Ⅱ

未修得、⑥コース未所属、⑦ゼミ未所属。 



125 

 

後期に、学部学務係よりデータの提供を受け、前期に設定した基

準に基づいて「各学年の修得度の思わしくない学生」を抽出した。

各学科の結果は、別添付ファイルの通りである。なお、データはい

ずれも前期時点（5～6月）のものである。 

この活動により、学務データベース上の情報を利用して習得度の

思わしくない学生を抽出する現実的な方法が明らかになった。来年

度以降に実施される学習進捗管理システムの仕様検討のための基礎

的情報が整理されたと考えられる。 

教育学部：学部内のイノベーション基本デザインWGで学生支援の基

本方針を検討し、その中でこの活用策も検討した。 

 入学生オリエンテーションで当該学生に対して履修カルテを配

布・解説するとともに教員に対しても使用法の解説をし、学生の指

導を開始した。次年度当初に履修カルテを記入することになるので、

教務委員会でも注意を喚起し、また指導徹底のために平成23年2月23

日に履修カルテ記入のためのFDを実施した。 

 入学生オリエンテーションでの当該学生に対して履修カルテを配

布・解説、教員に対しても使用法の解説、教務委員会でも注意を喚

起し、また指導徹底のために2月23日に履修カルテ記入のためのFD

を実施すしたことで目的は達成された。 

理学部：全学の方針を待つ。 

 全学の学習進捗管理システムの構築と運営方針の提示後、学部は

それに準拠して学部のシステムの構築を図る予定でいる。 

工学部：昨年度までに、全学科においてポートフォリオの検討が整

い、各学科の学習・教育目標および履修方法に応じたポートフォリ

オを作成できた。本年度から、全学科で各ポートフォリオの運用が

始まり、学生への学習支援に活用された。データの管理者、データ

更新の方法についても、各学科で適宜検討を加えている。 

 平成22年度後学期の始めに、全学科でポートフォリオの運用およ

び学生への学習支援に活用されたことを確認できた。また、データ

の管理、運用体制について各学科ごとに検討を行い、データ管理者

を定め、運用体制を整備した。 

農学部：農学部学習管理制度を反映した大学共通の学習進捗管理シ

ステムの構築を目指した概算要求が採択されなかったことから具体

的な計画を見直している。 

大学から学習進捗管理システムの構築と運営について、全学方針

が提示されていないので検討は行っていない。 

大学教育センター：就業力支援事業の支援を受けて、電子ポートフ

ォリオを立ち上げた。その運用は工学部でパイロット的に試行する。

 大教センター教育点検支援部長が電子ポートフォリオ立ち上げに

積極的に協力した。 
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Ａ 

人文学部：昨年度策定した「修得度の思わしくない学

生」を抽出するための各学年の基準について、これを

適用した上でどのように管理を行うかを検討した。他

方で、ポートフォリオシステムの構築作業が進展し年

度末までにほぼ完成し、学生担任制と関連して特に主

ゼミ担当者が新年度からこの新システムを活用して学

習進捗管理と履修指導を行う体制が構築され、年度末

に新年度主ゼミ担当者向けのポートフォリオシステム

のガイダンスを行った。また、新年度からの教務委員

会と学生委員会の業務分担が大きく変更されることに

なったので、あらためてこれらの状況をふまえて学習

進捗管理システムのあり方とその活用方法を検討する

必要が出てきている。 

ポートフォリオシステムの完成、CAP制やGPA制度に

ついての議論が学部全体で進んだこともあり、学生の

学習進捗管理の必要性が全体的に理解されるようにな

ってきた。学生担任制度の徹底により、ポートフォリ

オシステムを活用して担任が学生の学習進捗管理を行

う体制条件は構築されたと言える。今後は、教務委員

会、学生委員会、学務係の事務部門の役割分担、作業

分担をあらためて明確にする必要があるが、当初の目

的は基本的に達成されたと評価する。 

◇ポートフォリオシステムの完成、学年進行での導入

によって学生の学習進捗情報の管理と履修指導を行う

体制は整ったと評価できる。 

教育学部：(1) 今年度の入学生オリエンテーションで

は当該学生に対して「履修カルテ」を配布・解説した。

また教員に対してはその旨、周知した。 

(2) 昨年度の入学者に対して担当教員が必要事項をカ

ルテに記入し、指導を継続している。(履修カルテは学

務第一係で保存している。また必要に応じて使用する

ことになっている。 

順調に履修カルテによる指導を継続中である。 

◇昨年度の学部内イノベーションWGによる検討をもと

に、その具体的なありかたについてさらに検討した。

理学部：全学の学習進捗管理システムの構築と運用方

針の決定を待っている。電子ポートフォリオをJABEE

で使用するためのカスタマイズについて検討中であ

る。 

工学部：RENANDIの活用を促すとともに、各学科におい

て、各学年の学生ポートフォリオの作成準備を行った。

参考資料として、RENANDIの運用開始から今年度までの

運用状況データを添付ファイルで示した。今年度は震

災の影響から4月のアクセス数はほとんどなかったも

のの、結果的には、過去の実績以上にRENANDIが活用さ

れていた。また、電子的にポートフォリオを入力する
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ための書式について、担当教員を配置して、運用に向

けた動きを開始した。 

RENANDIの活用は、少しずつであるが、確実に進んで

いるものと判断される。JABEE審査を受けた学科につい

ては、すでに学生のポートフォリオの書式がほぼ完成

している。今年度、電子化する動きがあり、次年度以

降に本格化することにより、達成は可能と判断される。

3学科のJABEE認証プログラムが走っており、他学科

も同等な状況にある。多いに進展したので評価はAとし

たい。 

農学部：学習進捗管理システムの構築と運営について

全学の方針が決まり次第、農学部学習管理制度を反映

した大学共通の学習進捗管理システムへの円滑な参入

に取り組む予定である。平成23年度は引き続き、学生

の学習進捗状況のデータの蓄積を進行しており、同管

理システムの試行的運用にも対応できるよう、学部独

自のシステムを構築し、運営体制を維持している。 

◇農学部独自の学生担任制度を本年度から本格導入し

た。その際、学生担任予定者には前年度3月に学生担任

業務内容の説明会を開催して周知した。 

本年度4月の授業開始後、農学部教員が担当する全科

目の授業出席状況について授業担当教員から逐次学科

長への報告、また学生担任と学生の個人面談による農

学部全学生の単位修得状況の把握等、農学部独自の学

習管理制度を開始した。 

以上の業務の一部については、本年度からキャリア

教育の試行の一環として行う学生担任による1年生対

象の主題別ゼミナールを通じて実施した。 

◇農学部独自の学生担任制度の本格導入、学生の出席

状況の把握、学生担任による個人面談制度の充実等、

点検と改善を重ねながら計画を遂行した。当初の目的

は達成した。 

全学の方針決定に依存するが、農学部としては順調

に進んでいると判断される。 

【19-3：R113019-3】大学は、初年次学生に対する学習支援計画を決定する。

各学部は、その計画に従って学部の取組を検討する。 

計画施策：初年次学生の学習支援【19-3：R113019-3】各学部

は、就業力育成GPを含む初年次学生の学習支援取組を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ｂ 

人文学部：初年次学生に対する学習支援体制を構築するため、主題

別ゼミナールの問題点を把握することを年度計画として活動を開始

したが、その後スタートした就業力育成GPが主題別ゼミナールのフ

レッシュマン・ゼミナールへの組み替えを目指すものであったため、

担当教員への聞き取り調査により主題別ゼミの問題点把握をおこな

いながらも、フレッシュマン・ゼミナールの設計に取り組むことと

なった。 

2名の委員が就業力育成GP実施委員会のカリキュラム小委員会委

員となり、フレッシュマン・ゼミナールの平成24年度からの本格実

施、及び平成23年度からの試行に関する検討・準備に携わった。特

に平成23年度からの試行に関しては、カリキュラムに関する事項に

ついて教務委員会との関係を密に図りつつ、人文コミュニケーショ

ン学科及び社会学科それぞれにおける試行内容の検討及び具体化の

ための調整を行った。 

人コミ：フレッシュマン・ゼミナールの案として検討されている

主題別ゼミナールと情報処理関連科目の連携実施のモデル構築に向

けて平成23年度に先行的に部分試行することとなり、これに伴う関

連科目の授業計画の調整、主題別ゼミナールの「ガイドライン」の

改定等の作業を1月から3月にかけて集中的に行った。 

人社：フレッシュマン・ゼミナールの平成23年度試行及び平成24

年度本格実施、キャリアアップ科目群についての議論が行われた。

フレッシュマン・ゼミナール本格実施についてはまだ目途が立って

いない。平成23年度試行にあたっては、就職情報サービス会社が学

生向けに実施するイベントなどフレッシュマン・ゼミナールに盛り

込むという方向性が有力になった。キャリアアップ科目群について

は、当該科目として指定が可能なものを点検することになり、専門

科目の中に適切科目が存在していることが分かったが、キャリアア

ップ科目群は教養科目として位置づけられるため、科目区分の可否

について審議をする必要が出てきている。 

問題点把握が年度計画の範囲であったが、就業力GPの開始により、

より具体的な検討に入ることになった。就業力GPのカリキュラム検

討小委員会と連動して具体的な検討と調整をおこない、来年度の試

験的実施に貢献した。 

教務委員会における主題別ゼミの問題点把握に関する情報を得

た。フレッシュマン・ゼミナール本格実施に関する教務委員会にお

ける作業が完成しておらず、この点に関しては当委員会としては別

段の取り組みは行っていない。2年次以降の学生の単位取得状況を正

確に把握し、問題があると思われる学生に対する適切な指導をする

べく、基礎演習担当の教員、各コースの主任教員、ゼミナール担当

の教員に対して前期と後期に各1度づつ、「学生の単位取得状況に関

するアンケート」をお願いし、適切な指導をしていただいた。 

就業力GPの開始により、教務委員会においてより具体的な検討に

入ることになった。教務委員会での具体的な検討と調整による来年

度の試験的実施の成果を待ちつつ、当学生委員会においてもそれの

成果を生かして生きたい。 

教育学部：学部内のイノベーション基本デザインWGで学生支援の基
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本方針をまとめた。全学の初年次学生に対する学習支援方針の決定

をまって、学部としての取り組みを決定する。 

理学部：全学の決定を待っている。それとは別に、学習相談室が実

際に数学・情報数理コース、物理学コース、化学コース、地球環境

科学コース、学際理学コースで、開始されている。また、初年次学

生のための学習相談室も既に開始された。今年度の実施内容（相談

学生数、相談内容、効果）を、来年度から検討する予定である。 

 全学の初年次学生に対する支援とは別に学部独自の支援を進めて

いる。着実に成果を挙げていると認められる。 

工学部：今年度は各学科の入学時ガイダンスにおける説明内容を調

査した。概ね各学科とも同一内容を説明している。全学の方針が決

まり次第、初年次における工学部における初年次学習支援の取り組

みを決定（検討）する。就業力GPの平成23年度スタートにともない

講義内での初年次学生への指導内容についても検討する必要があ

る。 

 計画遂行の準備として各学科の初年次学生に対する指導内容を調

査した。中間時点での進行状況は「順調」である。各学科とも概ね

同内容を入学時ガイダンスにて説明している。全学の初学年次に対

する指導方針が示され次第、工学部の指導方針を決定可能と思われ

る。平成23年度より就業力GPの開始に伴い、指導方針・学習支援内

容を検討する必要もある。 

農学部：農学部独自の学生担任制度を本年度から導入した。その際、

学生担任予定者には事前に学生担任業務内容の説明会を開催して周

知した。4月の授業開始後、農学部教員が担当する全科目の授業出席

状況について授業担当教員から逐次学科長への報告、また学生担任

と学生の個人面談による農学部全学生の単位修得状況の把握等、農

学部独自の学習管理制度の試行を開始した。さらに、4月に農学部独

自の宿泊オリエンテーションを実施し、学生担任と学生の交流を図

り、1年生の学習支援の一助とした。順調に進んでいる。 

大学教育センター：大学として、初年次学生に対して、フレッシュ

マン・ゼミナールを中心とする学習支援計画を決定して、実施に移

している。 

理系の履修相談室は順調に運用され、実績を上げている。保健管

理センターとの連係授業（生活指導的科目）を計画したが、来年度

は大学講堂の震災被害のため開催は困難の見込みである。初年次学

生の出席状況を学部に連絡するシステムを立ち上げた。 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：平成24年度から本格的に実施される「フレ

ッシュマン・ゼミナール」のために、就業力育成支援

に関連した内容でいくつかの試行をおこなった。 

 具体的には、人文コミュニケーション学科の主題別

ゼミナールにおいてはフレッシュマン・ゼミナールの

要素を一部盛り込み、①主題別ゼミナールガイドライ

ンの修正（フレッシュマン・ゼミナール試行の観点か

らのプレゼンテーション技能の習得に資する指導の実

施）、②一部のクラス（2クラス）での情報処理科目と

連動させたプレゼンテーション（PPTを用いたプレゼン
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テーション）の指導の試行、が行われた。また、SAの

活用などもSA委員会の依頼で一部人コミの主ゼミクラ

スで試行した。 

 また社会科学科の主題別ゼミナールにおいては、①

年間の授業計画であらかじめ予定されていた全体講義

の時間を利用した、就職情報サービス会社によるキャ

リアデザインに関する講演、②大学生活の計画などに

ついてワークシートに取り組み、25歳時点でのなって

いたい自分を想像する宿題を課すなどの試み、が行わ

れた。 

 今後は以上のような試行結果をふまえつつ、来年度

以降のフレッシュマン・ゼミナールの具体的なありか

たについて検討していくことになる。 

 なお、平成24年度の「主題別ゼミナール」のシラバ

ス作成に際しては、上記の施行結果も踏まえたうえで、

両学科ともに就業力育成支援との関連がより適切にな

るよう文面を修正した。 

◇初年次学生に対して、両学科とも「主題別ゼミナー

ル」において就業力育成支援に関連した試行授業を行

った結果、期待どおりの成果を挙げた試みもあった一

方で、いくつか改善すべき問題点も明らかになった。

平成24年度のフレッシュマン・ゼミナールについては

すでにシラバスの作成に際して平成23年度の試行結果

が反映されているが、実際に授業を実施する際にはさ

らに試行結果を反映させ、問題点の改善に向けて検討

を続けていく必要があると思われる。 

教育学部：全学の初年次学生に対する学習支援方針の

決定をまって、学部としての取り組みを決定する形で

待機中である。 

理学部：学生相談室について、これまでの点検をふま

えてさらに充実させた。1年次開講の主題別ゼミナール

の内容を一部、理学部内で共通化するとともに、学習

支援という観点で充実させた。学生相談室も着実に成

果をあげている。 

工学部：工学部各学科で行われている初学次学生及び

在学生へのガイダンス時に行われている説明内容を調

査した。その結果、各学科ともほぼ同一項目を説明し

ていた。平成23年度に工学部長より「工学部学年担任

の役割最終版」が出され、これを参考に初学年次学生

に説明すべき項目と支援項目（案）を検討した。この

案を基に平成24年2月29日の工学部教務委員会におい

て、「初年次学生の学習支援項目」（添付ファイル「学

習支援項目」を参照）を決定し、平成24年度新入生ガ

イダンスより実施することとなった。 

◇工学部各学科では概ね同様の内容を初学年次学生及

び在学生のガイダンス時に行っている。本年度は就業
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力GPに関しての説明が行われたかを調査したがGPに関

しての説明が行われたかの確認は取れなかった。GPは

事業仕訳によって廃止となったが講義としては残って

いるため、初年次学生への学習支援項目には残すこと

とした。平成24年度新入生ガイダンスより支援項目の

説明と対応が開始されることとなったが、初年次の学

習支援は全学として大枠を決める必要があると思われ

る。 

工学部では、元々就業力アップの努力を行っており、

GPでさらなる加速をさせようとしていたので、GPの採

否にかかわらず継続して重視する。 

農学部：平成22年度に引き続き平成23年度も1年次から

3年次生に対する学習支援として、学生担任制度とクラ

ス委員制度を導入した。特に、1年次生については全員

面談を実施し、初年次学生に対する学習支援の運用を

開始した。 

農学部独自の学生担任制度を本年度入学生から本格

導入した。その際、学生担任予定者には前年度3月に学

生担任業務内容の説明会を開催して周知した。本年度4

月の授業開始後、農学部教員が担当する全科目の授業

出席状況について授業担当教員から逐次学科長への報

告、また学生担任と学生の個人面談による農学部全学

生の単位修得状況の把握等、農学部独自の学習管理制

度を開始した。以上の業務の一部については、本年度

からキャリア教育の試行の一環として行う学生担任に

よる1年生対象の主題別ゼミナールを通じて実施した。

大学教育センター：平成23年度から試行を開始し、教

育学部を除く4学部で「フレッシュマン・ゼミナール」

を必修化した。今まで以上に社会的、生活的視点を盛

り込んだ指導内容となった。平成24年度からは正式に

実施する。また学年進行に従って来年度からは総合科

目で「就業力育成・ステップアップ系」科目を試行す

ることを教養教育実施計画で定めた。 

従来の「主題別ゼミナール」と「情報関連科目」を

就業力育成支援の中に位置づけ、内容を一部変更した。

来年度は2年生向けに総合科目で「就業力育成・ステッ

プアップ系」科目を開講することとした。 

◇・大学教育センターで、ｅポートフォリオの導入と

今後の展開と題したFDを8月3日に開催した。 

・平成23年度前学期に、1年次（初年次学生）を対象と

したフレッシュマン・ゼミナールを試行として実施し

た。また、スキル養成講座も開設し学習支援の取り組

みを行った。 

【19-4：R113019-4】既存の独自経済支援策を継続するとともに、その充実や

新規の学生支援を検討する。 

計画施策：独自の経済支援の充実【19-4：R113019-4】既存の
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独自経済支援策を継続するとともに、その充実や新規の学生支

援を実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

 成績優秀学生に対する支援については、学業成績、人物共に優れ

ている学生（対象4年次）に対して奨学金を授与し、学生の勉学意欲

の向上に資することとしている。大学院生への経済支援については、

平成23年2月の中央学生委員会において、「大学院博士前期課程及び

修士課程の学生に対する入学料免除」について、半額免除者の倍増

を図り、学生支援の拡大推進を図ることを目的とした、本学独自の

入学料免除枠拡大による入学料免除を平成23年度より実施すること

としている。 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

◇独自の経済支援として、家計急変した学生に対し支

援している鴨志田邦明奨学金の平成23年度実績は、前

期1名分150千円を給付した。また、寺島薬局育英奨学

金の23年度実績は、2名分400千円を給付した。 

 成績優秀者に対する支援については、給付の対象者

等について検討し、成績優秀学生奨学金実施要項(案)

及び奨学金制度の申し合わせ(案)について検討を行っ

た。選考の対象を、4年次学生及び3年次学生を原則と

し、実施要項に基づき、予算積算を参考にして選考人

数及び奨学金の額を設定することとし、6月10日開催の

中央学生委員会で承認された。平成23年11月に成績優

秀学生に対して各学部で表彰を行い、学部3年次25名、

4年次44名、計69名に奨学金を給付した。 

◇独自の経済支援策については継続的に実施、特に家

計急変した学生の支援を行った。また、成績優秀者の

選考対象学生を4年次生から4年次生及び3年次生とし

たことにより、各学部の固有性が尊重され、学生の勉

学意欲の向上に資することができた。 

◇本学独自の経済支援の充実として、従来から懸案事

項となっていた成績優秀者への奨学金給付が実現でき

たこと、被災学生への入学料及び授業料の免除を行い、

また、生活費補助として奨学金を給付する等経済困難

な学生への支援が充実された。 

成績優秀学生奨学金制度については予算が増額され

支援対象者数を大幅に拡大できた。 

 

計画施策：独自の経済支援の充実平成23年３月に発生した東日

本大震災により授業料等の納付が困難となった学生に対し、経

済的理由により修学を断念することがないよう、授業料免除等

の経済的支援に関する制度の充実を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ｓ 

◇平成23年3月に発生した東日本大震災により授業料

等が困難となった学生に対しての経済的支援について

は、原則的に出身が岩手県、宮城県、福島県、又は茨

城県であり、かつ、実家が大きな被害を蒙った学生を

対象として支援した。 

 被災学生に対しては、平成23年度補正予算（第3号）

による入学料及び授業料免除のほか、大学独自の奨学

金の付与（生活費補助）を実施し、特別に支援が必要

とする学生に対し奨学金を給付した。 

被災学生に対しては、補正予算による入学料及び授

業料免除のほか、大学独自の奨学金の付与（生活費補

助）を実施。効果として学費の軽減により家計への負

担が減少され、被災学生の修学を支援できた。 

更に、第3次補正予算の措置を受け、免除の対象とな

る被災内容の事項を拡大し、前期免除を再査定・再審

査するとともに、後期の免除の審査を適時実行した。

【19-5：R113019-5】大学は、第２期中の大学院生に対する総合的支援策を検

討し、年次計画を決定する。平成22年度取組として、学生交流事業支援、学生

国際会議支援、TA・RA支援の充実、優秀学生表彰を実施する。 

計画施策：大学院生への総合的経済支援【19-5：R113019-5】

大学は、大学院生への総合的支援策を充実する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇平成22年度特別事業費で予算措置された優秀学生奨学金(1,000千

円)の支援について、平成22年2月の中央学生委員会で計画案を検討

し平成22年6月までに実施案を策定することとしていたが、実施案に

ついてさらに検討すべき事項が生じたため次回以降検討することと

した。 

平成22年7月中央学生委員会において、学生支援に関する調査の集

計結果についての報告があり、財源については執行部側で検討し9

月末までに結論を得る予定。実施案については各学部からの意見を

参考に平成22年10月以降検討し、本年度後期から成績優秀者に対す

るサポートを実施する。 

平成23年2月の中央学生委員会において、「大学院博士前期課程及

び修士課程の学生に対する入学料免除」について、半額免除者の倍

増を図り、学生支援の拡大推進を図ることを目的とした、本学独自

の入学料免除拡大枠による入学料免除を平成23年度より実施するこ

ととしている。 

中央学生委員会において、平成23年2月に、優秀学生奨学金経費に

ついて検討した結果、学業成績、人物共に優れている学生（対象4

年次）に対して奨学金を授与し、学生の勉学意欲の向上に資するこ

ととしている。大学院に対する優秀学生表彰に関しては、理工学研

究科において、学業成績が特に優秀な者、学術研究活動において特

に顕著な成果を挙げた者に表彰状と併せて副賞を贈呈している。 

◇博士後期課程の大学院生が実質的授業料免除となるようにRA制度

活用を目指し原資の検討を行っている。特に必要総額がRA制度支援
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総額を超える場合に間接経費、学部長裁量経費などから補填可能で

あるように制度化することを企画立案委員会で検討している。検討

が終了しだい理工学研究科で協議に入る。 

 RA制度活用による博士後期課程大学院生の経済支援は実施してお

り、現在、その活用が常に実施されることを目的として制度作り（特

に原資の確保）を行っている。実際の制度作りは来年度へまたぐ可

能性が強いが、それでも、工程表に記されていること以上の活動が

行えると考えている。後期課程の学生確保対策も関係し、改善に向

けた検討が進み、まもなく実施に移される段階にきた。 

◇学生国際会議派遣支援、優秀学生表彰のPRなどを実施した。大学

院学生のTA雇用は本年度も実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

◇TA制度を活用して、次のとおり大学院生に経済支援

を行った。 

○前学期 

・教養科目では、次のとおりTAを採用して経済支援を

行った。 

  情報処理概論  授業数17  TA人数  23名 

                  （延べ39名）

  大教室     授業数 4   〃    4名 

  学問を楽しもう 授業数 1   〃    2名 

・大学院共通科目では、5科目で延べ12人を採用した。

○後学期 

・教養科目では、次のとおりTA採用して経済支援を行

った。 

  情報処理概論  授業数12  TA人数  10名 

                  （延べ12名）

  大教室     授業数 1   〃    2名 

  学問を楽しもう 授業数 1   〃    3名 

  化学実験基礎  授業数 1   〃    7名 

  物理学実験基礎 授業数 1   〃    8名 

  身体活動(スキー) 授業数 1  〃    6名 

・大学院共通科目では、6科目で延べ15人を採用した。

◇・教養科目と大学院共通科目の実施のため、大学院

生をTAとして採用して、経済支援を行った。 

◇大学院生に対する優秀学生表彰に関しては、理工学

研究科において、学業成績が特に優秀な者、学術研究

活動において特に顕著な成果を挙げた者に、表彰状と

併せて副賞を贈呈することとしている。平成24年3月2

3日の学位記授与の際に、修士20名、博士4名、学部生4

名に表彰状と記念の盾を授与した。 

 大学院生に対する経済支援として、修士院生への入

学料及び授業料の半免拡大措置を行った。 

◇大学院生の優秀学生に対して表彰を行い、表彰状と

併せて副賞を贈呈した。実施したことにより大学院生

の意欲の向上が図られた。 

 修士院生への入学料及び授業料の半免拡大措置をし
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たことにより、幅広く経済支援を行うことができた。

◇学長が大学独自の予算を確保し、修士課程の入学料

免除及び授業料免除の枠を拡大し実施するとともに、

理工学研究科博士後期課程については新規入学者の入

学料半額免除を実施した。 

工学部：今年度は学長裁量のおかげでTA制度の充実が

図れ、昨年度以上の博士後期課程学生の経済支援を行

えた。特に、通常、前期（5月）で全てのRA時間を消化

してしまい、後期（10月）入学者への経済支援が入学

後半年間はできない状況であったが、今年度は3名の後

期入学者への経済支援が実現できた。今後、後期入学

者も念頭に入れた制度活用が必要である。社会人大学

院学生のための自習室の工学部内設置について検討

し、N3棟2階204室を当て、机、イス等の整備を行った。

担当者評価のように少しずつではあるが、新しい取

り組みが実現し、効果があがっている。 

農学部：1．震災・原発事故への対応 

震災・原発事故後の学生の生活・経済状況、心身の

状態等を確認し、支援した。 

2．学生の国際会議への派遣支援 

マレーシア国クアラルンプール近郊のプトラ大学で

平成24年2月下旬に開催された学生国際会議に、同組織

委員会より農学部・ISCIU7運営委員会に参加要請があ

った。それに応えて2名の大学院生を同シンポジウムに

派遣し、先方の運営委員会と意見交換と交流をはかっ

た。 

3．国際交流会館・学生寮の利用点検と充実した利用へ

の改善 

平成22年度より国際交流会館への入館が開始された

ことにともなって、学生寮（霞光寮）の入寮定員の見

直しを行った。 

4．学生への就職支援 

就職相談員の配置、就職支援関係のホームページの

新設等により、学生の就職活動の支援を強化した。 

◇震災対応の必要性が生じたが、学生の国際会議への

派遣支援、国際交流会館・学生寮の利用点検と改善、

学生への就職支援等、当初の予定を達成し、一部は予

定を上回る成果をあげた。 

＜学生支援体制の改革＞ 

【20：R113020】20．学生の視点に立った

相談支援体制に改善する。 

施策として以下の取組を実施する。学生

センターの体制改善と支援制度の充実 

【20-1：R113020-0】学生センターの機能と運営体制を見直し、学生センター

の再組織化を検討する。学生のニーズを把握し、学生センターを中心とする支

援の具体的取組について、年次計画を策定する。 

計画施策：学生センターの体制改善と支援制度の充実【20-1：

R113020-0】学生のニーズを把握し、有効な支援の連携的取組

についての方針を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ｂ 

 施設計画運営専門委員会（12月22日）で、共通教育棟再整備WGが

策定した「平成22年度共通教育棟再整備に対する計画案」が承認さ

れた。学務課各係の所掌業務を点検し、管理企画部門と修学支援部

門に整理する再配置案を策定し、平成23年4月からの人事異動計画の

学務部案に盛り込んだ。 

共通教育棟の再整備計画の策定にあたり、1号館東棟に学務部、大

学教育センター及び留学センターのゾーニングを行い、東棟にあっ

た教室を西棟に集約して教室棟とした。なお、留学生に対するワン

ストップサービスの向上を目的として留学交流課を学生生活課と同

室とすることとした。また、学務課の各係の所掌業務を点検した結

果、管理企画業務と修学支援業務が各係に混在しているため、これ

を整理すれば業務の効率化が図れることが期待できるため再配置案

を策定した。 

共通教育棟の再整備計画の内容は学生にとって学生センター機能

が見えやすくなり、且つ授業の受講、学生活動における教室利用等

に関して利便性が向上すると思われる。また、学務課再配置計画は

修学支援機能の充実と管理関係業務の効率化が期待できる。 

 

 

Ｂ 

・大学教育センターが、3年次学生を対象として学生の

ニーズを把握するため、「新しい茨城大学をめざして」

と題したアンケートを、12月から平成24年1月にかけて

実施し、平成24年3月末までに、アンケートを集計した。

調査結果は現在集計中であり、3月中に結果を大学教

育センターホームページに掲載する予定で作業をして

いる。8/3(金)掲載済み。 

＜学生支援施設設備の充実＞ 

【21：R113021】21．学習場所や活動拠点、

居住環境等の支援を充実する。 

施策として以下の取組を実施する。学生

図書の充実、学生寮の整備、福利施設の改

善、課外活動施設の整備 

【21-1：R113021-1】大学教育センターと図書館は、協力して学生図書の充実

を図る。大学共通の方針として学生図書を充実するため、学部学生用図書の充

実方法について、図書館と学部で方針を策定する。方針に基づき、年次計画を

策定する。 

計画施策：学生図書の充実【21-1：R113021-1】学部学生用図

書の充実方策にしたがって、計画を実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇図書館運営委員会の下に「図書館学生用図書検討委員会」を設置

した。現行の選定方法の問題点を明らかにし、選定方法の見直しを

図り、具体案を策定するために委員会を2回開催した。第1回委員会

において、学生の教養教育を支援するために文庫・新書コーナーを

新設することを提案し、了承された。また、第2回委員会において、

新刊書を刊行の都度順次選書し、学生に提供する体制として、年度

当初より図書館職員による選書の実施を提案し、各学部での検討を

依頼した。この結果、図書館運営委員会において上記の提案が了承

された。 

全学の各学部の委員で構成された「図書館学生用図書検討委員会」

において、検討の結果、学生の教育支援のために本館に文庫・新書

コーナーを新設した。また、新刊図書を発行の都度選書する施策を

含む方針及び年次計画が策定されたことにより、次年度以降は、学

生用図書の充実が期待される。 
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毎年、年度末に集中した選書を年度当初より計画的に行うことが

できるように改善された。長年の懸案事項であったが、教員のご理

解を得て、一歩前進し、目標を上回って達成できたといえる。 

人文学部：学生図書の充実、人文図書室資料の充実については、教

員からの推薦も受けて選定を行っている。文献検索の指導について

も、主題別ゼミナール時間中の人文図書室ガイダンスの実施、図書

館主催の文献検索ガイダンスの宣伝を行った。法律コースなど特殊

資料の検索についての特別なガイダンスも12月に実施した。「とく

に主題別ゼミナール・基礎演習・専門演習に関連した文献・資料の

充実」という点に関して、図書選定の際に意識的に行った。 

 主題別ゼミナール、基礎演習、専門演習等の科目に関連した文献・

資料の充実を意識的に行うなど、平成22年度計画を達成したと思わ

れる。今後の進行状況にもよるが、6年間の目標達成は大いに期待で

きる。 

教育学部：教育学の実践的文献をカリキュラム開発室に配架し、学

部の学生図書の充実を行った。その結果、教員志望の学生が利用で

きる実践的文献が充実した。このことで、通常授業・教育実習への

教育効果を大きく高めることが期待できる。 

 今年度、教育学の実践的文献のカリキュラム開発室への図書充実

が行うことができた。次年度以降はより詳細な充実策の策定を行う。

今後も、今年度同様にニーズにあった充実策の実施が望まれる。 

理学部：図書委員を中心に対応した。 

 学部図書委員が定期的に推薦図書の依頼を各教員に行っている。

学部生向けの学生図書の充実方法は、従来の方法で格段の問題はな

いと理解している。 

工学部：図書館運営委員会の下に設置され、全学各学部の委員で構

成された図書館学生用図書検討委員会がこれまでの学生図書選定方

法の問題点を整理してその見直しを行った。これを受けて平成23年3

月11日開催の第2回図書館運営委員会にて本館における学生用図書

の選定に関する年次計画を策定した。図書館学生用図書検討委員会

における検討状況ならびに本館の年次計画を参考に工学部分館にお

ける学生図書の選定方法に関する議論を行い、3月12日開催予定の第

2回工学部分館図書委員会にて年次計画を策定する予定であったが、

地震による被害のために委員会を開催できず、年次計画の策定はな

らなかった。このため、平成23年度第1回工学部分館図書委員会をで

きるだけ早期に開催して年次計画を策定し、即実施することとした。

 順調に見直し、改善計画、実施が進められている。 

農学部：実施計画に基づき、水戸図書館本館と同様に学生用図書（月

刊誌、教養雑誌）の充実を図った。 

 学生用図書（月刊誌、教養雑誌）の充実は順調に行うことができ

た。 

大学教育センター：図書館と協議し、学生参考図書費の使い方につ

いて抜本的改善を図った。大教センターの経費枠を参考にして、年

度当初に教育点検支援部が各部会の要求を取りまとめ、図書館に申

し込むこととした。このことで、当該年度の授業に経費を役立てる

ことができる。着実に改善に努め、実績を上げている。 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

人文学部：参考図書や充実図書の募集と選定を行い、

予算が許す限り購入した。文献検索についても人文図

書室でガイダンスを順次実施した。また、図書館主催

のガイダンスのPRも行った。 

図書購入の募集には予算枠を超える多数の応募があ

った。また、文献検索ガイダンス等にも多数の学生の

参加があった。 

主題別ゼミナール、基礎演習、専門演習等の科目に

関連した文献・資料の充実を意識的に行うなど、平成2

3年度計画を達成したと思われる。今後の進行状況にも

よるが、目標達成は期待できる。 

教育学部：（1）小中学校使用教科書（全教科）の配架

を行った。 

（2）新学習指導要領小学校指導書（国・算・理・社・

生活・家庭）の配架を行った。 

（3）A101図書室の整備充実機能強化（学生用パソコン

16台・プリンタの設置、教育実習・授業撮影および編

集用機材一式の導入、部屋のレイアウトの全面変更）

を行った。 

理学部：学生用図書の充実が図られている。 

工学部：・学生用図書の選定方法に関して、選定時期

を2回に分けて1回目の選定を年度当初から行うこと

（従来は予算確定後の8月頃から実施）、及び一般図書、

参考図書以外の図書（接続教育関係、就職関係、等）

についても各学科に推薦を求めることを骨子とする改

善策を定め、これに従って学生用図書の充実を進める

年次計画を策定した。 

・上記計画に従い、4月～7月に1回目の図書選定・発注、

8月～12月に2回目の選定・発注を行い、学生用図書の

充実を進めた。 

・学会誌など図書館備付雑誌について、学生の希望と

各学科の意見を参考に、平成24年度から一部入れ換え

ることとした。 

農学部：学生アンケート及び学科の希望を調査した結

果20雑誌を新規購入した。 

大学教育センター：従来の大教センター運営委員を通

じた全学の教員の意向を聴取する収書方式に加え、本

年度は大学図書館との協同により「岩波ジュニア新書」

全巻を購入した。 

図書館側の積極的姿勢もあり、今後も順調に進むも

のと期待できる。 

図書館：１．本館、工学部、農学部図書委員会におい

て、各学部または学科へ選書を依頼した。委員会の開

催日は以下のとおりである。 

本館 8月8日、工学部 8月29日、農学部 8月31日

２．各学部と図書館（本館、工学部分館、農学部分館）
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の選書による購入冊数と金額の実績（3月末現在）は次

のとおりである。 

人文学部     342冊  1,605千円 

教育学部     300冊   1,409千円 

理学部      306冊  1,213千円 

大学教育センター 538冊   662千円 

工学部      381冊  1,177千円 

農学部      112冊   516千円 

図書館本館   1,566冊  4,651千円 

工学部分館    211冊   854千円 

農学部分館    118冊   368千円 

合 計    3,874冊  12,455千円［上回］ 

◇今年度は当初から学部・大学教育センター教員と図

書館職員が並行して継続的に図書の選定を実施した。

選定にあたっては図書館職員が全分野を網羅した新刊

案内を使い、5学部の学生用の基本的図書を計画的に選

書した。年間をとおして、授業に係る新刊図書を図書

館に配架し、学生の学習に役立てることができた。  

年度当初より図書館職員が選書することによって、

つねに新刊図書を提供することができるようになっ

た。学生用図書費の約半額を図書館職員が選書してお

り、司書としての能力を発揮している。 

【21-2：R113021-2】学生寮・福利施設・課外活動施設の整備計画を作成し、

年次計画を策定する。学生寮運営方針も策定する。 

計画施策：学生寮の整備、福利施設の改善、課外活動施設の整

備【21-2：R113021-2】学生寮・福利施設・課外活動施設の年

次計画にしたがって、整備可能なものから実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 第3回中央学生委員会（7月7日開催）において、学生用施設の整備

に関しワーキンググループを設置して検討することが決定され、学

生用施設整備ワーキンググループにより12月末までに学生用施設整

備に関する基本的な考え方を取り纏めることとした。 11月から学生

用施設整備ワーキンググループにより5回の会議をもって検討を行

い、第7回中央学生委員会（12月22日開催）において、学生用施設整

備WG・座長からの答申「学生用施設整備に関する基本的考え方と方

針について（答申）」が審議了承され、併せて、学生用施設整備ワ

ーキンググループにより学生寮運営方針が策定された。中央学生委

員会委員長より施設計画運営専門委員会委員長に学生用施設に係る

整備計画及び年次計画の策定を依頼した。 

 

 

Ａ 

◇中央学生委員会で取りまとめた「学生用施設整備に

関する基本的考え方と方針について（答申）」に基づ

き、施設計画運営専門委員会において、学生用施設に

係る整備計画の作成及び年次計画が策定された。年次

計画にしたがって整備可能なものから実施されてい

る。  
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・水戸キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画により、

安全確保するための整備工事は契約済みであるが、本

予算を震災復旧に当てるため、平成23年末まで契約保

留している。予算措置され次第工事が開始される。 

・日立地区学生食堂の外壁改修工事を行っており、平

成24年4月末を完了としている。 

・水戸地区テニスコート3面の改修工事を行っており、

平成24年3月末に完了した。 

・寄附金と大学資金により、工学部の職員宿舎を留学

生及び日本人学生の女子寮としての改修計画が役員会

で了承された。設計業務の一般競争入札公告が行われ、

平成24年7月に設計を完了し9月の着工、平成25年2月の

完成予定である。 

＜学生課外活動の支援＞ 

【22：R113022】22．学生の課外活動の支

援を充実する。 

施策として以下の取組を実施する。課外

活動が社会と結びつくように支援を充実 

【22-1：R113022-0】課外活動支援を継続するとともに、社会と結びついた課

外活動を重点的に支援する方針を決定し、重点支援する内容を学内に周知す

る。 

計画施策：課外活動が社会と結び付くように支援を充実【22-

1：R113022-0】社会と結びついた課外活動を重点的に支援する

方針に従って、重点支援する活動を選定する。重点支援する課

外活動を社会にアピールする取組を進める。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇課外活動届出団体のうち、社会と結びついた活動を計画している

団体についての活動状況（4月～9月）等を把握し、以後、重点的に

支援する方針及び重点支援する内容を検討のうえ、本年度中に決定

することとした。第7回中央学生委員会（12月22日開催）において、

「社会と結びついた課外活動を重点的に支援する方針」及び「重点

支援する内容」が承認された。なお、学内周知については、本学の

学生ボランティア支援におけるリスクを分析のうえ、掲示板等によ

り周知することとしている。 

「社会と結びついた課外活動を重点的に支援する方針」について

は、学生のボランティア活動がその活動を通じて地域社会に貢献す

る学生や課外活動団体を重点的に支援することとし、重点支援活動

及び重点支援する内容を策定した。 

◇地域連携推進本部：今年度は、10件の学生地域参画プロジェクト

を実施した。その成果については、平成23年1月26日に報告会・審査

会を実施し評価した。10の各プロジェクトは、それぞれの内容に合

った形で地域・自治体・関係団体等との連絡調整などを行いプロジ

ェクトを実施し、地域社会との結びつき等、それぞれが良い結果を

残すことができた。その中のいくつかは報道関係からの取材を受け

るなど好評であった。 

今年度より、各プロジェクトに教員をスーパバイザーとして配置

して事業を展開したことにより、一層効果があがった。 

人文学部：学生の課外活動に関する支援に関して、具体的な検討を

するにいたらなかった。財政的前提もなく、学生側からの特段の要

望もあがっていない状況にあることから、委員会で特別に検討する
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ことを怠ってしまった。 

 特段の取り組みはしなかった。まずは課外活動に携わっている学

生からの要望を吸い上げる何らかの方策（例えばアンケートなど）

を考えることを来年度の課題としたい。 

農学部：平成21年度末に竣工したサークル棟および体育館の利用ル

ール等を策定・実施するとともに、必要物品等についてサークル・

学生からの意見を聴き対応した。その結果、円滑に利用・運用でき

るようになった。サークル代表者会議に学生委員が参加することに

より、サークル・学生から直接問題や意見を聴くことができ、対応

することができた。サークル・学生の社会貢献活動を今後とも支援

することとした。 

 課外活動支援は目標を上回る成果をあげた。社会と結びついた課

外活動を重点的に支援する方針の決定等については、全学の施策を

勘案して検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇防犯ボランティアを通じて地域社会に貢献している

課外活動団体（スケット団）に対して、防犯活動の拠

点及びパトロール用支援品の保管場所として、大学会

館内を使用させ支援するとともに、水戸警察署と連携

し、防犯イベント情報（各ボランティア団体による活

動）を提供するなど課外活動団体が積極的に参加して

いくことで社会へのアピールに繋がる取組を行った。

また、課外活動団体が大学周辺を周期的に防犯パトロ

ールを継続的に実施することが、周辺地域住民の防犯

に対する意識が更に高揚していくことに繋がってい

る。 

課外活動が社会と結びつくように、防犯ボランティ

ア活動団体を重点的に支援するとともに、防犯イベン

ト情報を提供するなど、社会へのアピールに繋がる取

組を進めた。 

人文学部：1.学生のボランティア活動等について教員

に対する調査を実施し、データの蓄積を試みたが、ほ

とんど回答がなかった。地域連携委員会や学生委員会

が支援するのは難しいというのが委員会の結論であ

る。 

2.震災時には、履修や生活面などさまざまな学生の相

談に応じる窓口をつくり、心身に心理的な問題を抱え

た学生のために人文コミュニケーション学科の所属の

先生に専門能力を活かして相談に応じていただく体制

を整備し学生を支援した。 

3.不登校や連絡不能に陥った学生に対する注意を喚起

し、学生対応の標準的な手続きを提示した。 

農学部：1．第7回茨城大学学生国際会議（ISCIU7）の

実施の支援担当者：委員長、ISCIU7アドバイザー教員

5月に、ISCIU7が、農学部・農学研究科の学生が中心

となって実施されることが決定された。その後、実行

委員会が組織され、同委員会によりアドバイザー教員
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が選出されて、企画・運営および準備が進められてい

る。中央学生委員会でも報告され、委員長、アドバイ

ザー教員とともに支援した。 

実施日は12月3、4日、場所は阿見キャンパス（100

教室、こぶし会館）であった。参加者数196名。基調講

演2題（国分牧衛東北大学教授、渡邉信筑波大学教授）。

学生発表108題（発表者110名（口頭発表40題，ポスタ

ー発表68題））。参加者数、学生発表題数ともに、こ

れまでのISCIUで最大であった。 

なお、11月15日には、毎日新聞茨城版に実行委員会

の活動とISCIU7の概要が紹介された。 

実施後は、本学と同様に「学生国際会議」を開催し

ているマレーシア国のプトラ大学の実行委員会からIS

CIU7実行委員会に、平成24年2月19日から開催される

「学生国際会議」への参加要請と意見交換の要望が寄

せられた。現在、参加予定で手続きを進めている。 

2．鍬耕祭（農学部学園祭）の実施および鍬耕祭実行委

員会活動の支援担当者：委員長、副委員長、学生委員

会、学務係 

4月より、全サークル代表の鍬耕祭実行委員会から、

随時、サークル等からの意見や要望を聴取し、実施可

能なものから適宜対応した。 

また、（A）サークル棟に、水道蛇口・シンクを設置

して欲しいとの意見や、（B）鍬耕祭の準備のために必

要な作業スペースの確保などの要望がだされた。この

うち、（A）については、事務部と相談し、前向きにす

すめることとした。（B）については、事務部の協力で、

旧車庫の一時利用を認めるなどして対応した。 

◇重点支援した課外活動等は、当初の目標を上回る成

果をあげている。これらの活動を支援する委員会等も

適切に対応したと考えられる。 

地域連携推進本部(社会連携事業会)：8月19日に「学生

地域参画プロジェクト」の審査会を実施。9件の申請（応

募）があり、プレゼンテーション及び審査会での審査

の結果、6件のプロジェクトを採択した。プロジェクト

実施における説明等を実施し、9月から随時プロジェク

トをスタートさせ、平成24年1月末でプロジェクトを終

了し、2月21日に報告会・審査会が開催され、同時に審

査会も開催して学生表彰の対象プロジェクト（1件：「女

性応援プロジェクト ～がんばれ県北地区の女性たち

～」）を選出し、推薦した。 

大震災の影響下の中、学生地域参画プロジェクトを

実施したことはその計画を十分に達成したと思われ

る。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(2)  研究に関する目標 

 ① 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

中期

目標 

10．基盤研究及び重点研究で国際的水準の研究を活発に遂行するとともに、組織的に新たな研究を

育成推進し、社会へ成果を発信し還元する。 

 

中期計画 年度計画 

＜研究推進＞ 

【23：R121023】23．研究の企画力を向上

させ、「茨城大学の研究推進方針」に基づ

き、基礎研究、萌芽的研究及び特色ある研

究領域の育成を図る。 

施策として以下の取組を実施する。新た

な研究プロジェクトの育成と支援、特色あ

る研究の発掘と支援 

【23-1：R121023-0】推進研究プロジェクトを公募し、認定する。認定研究グ

ループの育成策を検討する。 

計画施策：新たな研究プロジェクトの育成と支援、特色ある研

究の発掘と支援【23-1：R121023-0】推進研究プロジェクトを

公募し、認定する。認定研究グループには育成策を実施すると

ともに、研究成果の自己点検を求める。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇本学の研究活動の一層の活性化を図ることを目的として平成21年

度に創設した「茨城大学推進研究プロジェクト認定制度」に基づき、

平成22年度研究開始の3プロジェクトを新たに認定し、前年度開始の

16プロジェクトと合わせて計19の推進研究プロジェクトが研究活動

を展開してきた。 

研究企画推進会議では、認定推進研究プロジェクトの育成策を検

討し、平成21年度開始の16プロジェクトを対象に、その活動状況を

評価した上で研究費支援を行うことを決定した。具体的には、同会

議委員による書面審査及び合議審査を経て、研究経費550万円を配分

した。さらに新たな特色ある研究活動の発掘を目指して、平成23年

度開始プロジェクトを募集（平成23年2月7日～3月11日）した。 

平成22年度開始プロジェクトを認定するとともに、育成策を検討

した上で実施しており、上回って達成できそうである。 

◇教育学部では、学部内イノベーション基本デザインWGで研究支援

の基本方針を、①大学院生の指導体制、②学部と附属学校園の研究

協力・支援体制の構築、③研究インフラ整備の3点から検討した。①

では修士課程の指導体制、修士在籍者・修了者の発表機会拡大策に

ついて議論を行い、修士課程を卒業したOBのアフターケアのあり方

について議論を行った。②では学部と附属学校園の研究支援組織と

して「教育学部教育研究連携推進委員会」を設置した。また、地域

の学校モデル構築の一環としてのESDに着手した。③では学部の個性

化、得意分野構築体制が議論されるとともに外部資金獲得充実策に

ついて検討が行われた。 

 学部としての研究推進の基本方針を立て、研究支援をデザインす

ることができた。 
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Ａ 

◇・本学の研究活動の一層の活性化を図ることを目的

として平成21年度に創設した「茨城大学推進研究プロ

ジェクト認定制度」に基づき、平成23年度研究開始の1

プロジェクトを新たに認定し、認定中の19プロジェク

トと合わせて計20の推進研究プロジェクトが研究活動

を展開してきた。 

・研究企画推進会議では、認定推進研究プロジェクト

の育成策を検討し、平成21年度及び平成22年度に認定

した18プロジェクトを対象に、その活動状況を評価し

た上で研究費支援を行うことを決定した。具体的には、

同会議委員による書面審査及び合議審査を経て、研究

経費605万円を配分した。 

・さらに新たな特色ある研究活動の発掘を目指して、

平成24年度開始プロジェクトを募集（平成24年1月10

日～2月10日）するとともに、平成21年度に認定したプ

ロジェクトについては平成24年3月末で認定期間を終

了するため、継続申請の応募（平成24年1月10日～2月1

0日）を行い、新規7件、継続4件の申請があった。 

・研究企画推進会議では、新規分については書面によ

る、継続分については書面及びヒアリング（3月2日）

による審査を経て、9件（新規5件、継続4件）の推進研

究プロジェクト候補を選定した。 

教育学部：新しい研究プロジェクトを4つ立ち上げるこ

とができた。各研究分野においてどのような研究内容

が業績として重要視されているかランキングするシス

テムを構築することで、教員の業績の洗い出しを行う

こととした。 

 外部評価を受けるにあたっての業績整理の枠組みを

ほぼ確認し、高い評価が得られる業績の洗い出しの見

通しが得られた。 

＜重点研究の推進＞ 

【24：R121024】24．本学の重点研究（フ

ロンティア応用原子科学関連の研究、サス

テイナビリティ学関連の研究、ライフサポ

ートサイエンス研究，ニューマテリアル研

究、バイオ燃料の開発研究、霞ヶ浦環境保

全研究）を推進するとともに、新たな重点

研究を育成する。 

【24-1：R121024-0】重点研究を支援し、各方面の外部資金への申請を援助す

る。推進研究プロジェクトの進展などを精査して、新たな重点研究の形成に努

める。 

計画施策：既存の重点研究の推進、新たな重点研究の育成

【24-1：R121024-0】重点研究の推進を支援し、各方面の外部

資金への申請を援助する。新たな重点研究を公募し、認定する。

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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施策として以下の取組を実施する。既存

の重点研究の推進、新たな重点研究の育成

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇本学の特色ある研究の育成推進を目指して平成22年度から新たに

「重点研究認定制度」を創設した。本認定制度に基づき、学内に公

募（5月10日～31日）したところ8研究プログラムから申請があり、

研究企画推進会議の書面及び合議の審査を経て、学長が6つの研究プ

ログラムを認定した。 

認定された重点研究に対しては、大学として組織的な支援・育成

策を検討し、財政的な支援として別途の支援を受けていない4プログ

ラムに対して480万円を措置するとともに、外部資金への申請を促進

するために各種助成金の公募情報を提供した。 

また、各研究プログラムの研究活動の公開に努め、大学HPに重点

研究専用サイトを開設した。さらに研究企画推進会議では、平成23

年度研究開始の重点研究の学内公募（平成23年2月7日～3月11日）を

行い、新たな重点研究の形成への取組を開始した。 

10月14日に学長学術表彰式を行った。(2名：人文学部、工学部) 

重点研究認定制度を創設した上で、重点研究を育成策として研究

費支援を行っており達成は可能と考える。 

機器分析センター：現有電子顕微鏡と比較し格段に性能、操作性が

向上していることから、教育研究活動の活発化に貢献できるものと

期待している。 

 機器分析センターの基幹的機器である電子顕微鏡の更新・整備が

行われた。 

広域水圏環境科学教育研究センター：サステイナビリティ学研究に

ついては、産官学(㈱ユードム、守谷市役所・古河商工会議所、茨城

大学大子合宿研修所)の協力・連携のもとCO2観測ステーションを茨

城県内に4点設置して連続濃度計測を行っている。霞ヶ浦環境保全研

究については茨城県内水面水産試験場や茨城県霞ケ浦環境科学セン

ターなど県内の研究組織と連携し霞ヶ浦の生物群集に関する共同研

究を展開している。 

ＩＣＡＳ：JICA・世界銀行や国際STARTプログラムなどと途上国に対

する気候変動影響に関する共同研究を行い、その成果を国際的に発

表した。また、11月の茨城大学・茨城県・茨城産業会議3者連携後援

会、12月の農学部国際シンポジウム、平成23年1月17日のIPCCの研究

者を招いた適応に関する国際シンポなどを通じて社会への成果発信

を行っている。 大学院サステイナビリティ学教育プログラムは全研

究科から50名以上の学生が履修し、国際・国内実践演習など特色あ

る教育を行った。また、大学院共通科目の実施にも協力した。これ

らの成果を総括するため、11月24日に教育シンポジウム「大学院教

育を再考する」を開催した。成果の発信を活発に行っている。平成

19年から約2年間連載した茨城新聞の記事を再構成して、「茨城大学

発：持続可能な世界へ」(茨城新聞社)を発行（平成22年10月）した。

ICASメンバーが執筆参加したサステイナビリティ学シリーズ和文・

英文各5巻が、東京大学出版会（和文）と国連大学出版（英文）から

出版された。 国内外のシンポジウム、講演会で多数の講演・発表を

行った。 

平成22年度の主要目標である、1)明確な研究成果、2)グローバル

とローカルの両面での取り組み、3)大学院サステイナビリティ学教
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育の充実化の観点から着実に成果を挙げてきている。 

ICASは平成21年度までの科学技術振興調整費の支援期間が終了

し、平成22年度はいわゆる第二期の開始年度に当たる。4月に第二期

の兼務教員・協力教員の再登録を行い、従来の54名から90名を超え

る規模になった。全員参加の活動をいかに組織するかが課題となる

が、研究教育活動のさらなる充実化が期待される。 

フロンティア応用原子科学研究センター：重点研究を申請し、認定

された。センター内で、研究戦略を検討する会議を開催し、重点研

究計画を充実させた。平成23年3月に、重点研究報告会を開催するこ

ととし、準備を進めている。また、重点研究をベースにした平成24

年度概算要求書を作成・提出し、予算獲得を目指している。 

センターの研究計画を確実なものとして、重点研究に申請し、認

定を受けた。提案している研究計画に対して、サブテーマ毎の実施

体制を含む研究実施計画を明確にし、研究を推進した。年度末に活

動報告会を開催し、成果を公表すると共に、今後の研究計画を議論

することにより研究の活性化を図るようにする。 

重点研究計画を、担当者間で議論を重ね、しっかりとしたものに

した。今後は、この計画を基本に研究を推進し成果につなげる。ま

た、外部資金などの獲得の基本として活用する（日本学術振興会先

端研究拠点事業に申請したのもそのひとつ）。重点研究推進のスタ

ート段階では、確実なものとすることができたと評価できる。 

宇宙科学教育研究センター：先端的宇宙研究を推進する電波望遠鏡

が立ち上げられた。センター専任教員が主幹となり、国立天文台、

超長基線干渉計（VLBI）観測研究大学連合【7大学】、2機関（情報

科学機構（NICT）、国土地理院））の研究者の協働・協力を組織し、

大口径パラボラアンテナ2基（KDDI㈱より国立天文台に譲渡）を宇宙

電波望遠鏡に改造し、単一鏡としての天体の試験観測と国内外の望

遠鏡と組んだVLBI試験観測を成功させた。これにより、国際水準の

宇宙電波望遠鏡を誕生させた。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・本学の特色ある研究の育成推進を目指して平成22

年度に新たに創設した「重点研究認定制度」に基づき、

平成23年度研究開始の2つの研究プログラムを新たに

認定し、認定中の6つの研究プログラムと合わせて計8

研究プログラムが、学術的、社会的に卓越した研究成

果の創造を目指して研究活動を展開することとなっ

た。 

・大学では、認定された重点研究に対する組織的な支

援・育成策として、学術研究推進経費を措置すること

によって外部資金への申請準備や研究成果公開などの

活動を援助するとともに、大学HPに重点研究専用サイ

トを開設して活動内容の公開に努めてきた。具体的な

経費支援としては、大学から別途の支援を受けていな

い4プログラムに対して480万円を措置した(合計6プロ

グラムに720万円)。 

・さらに研究企画推進会議では、平成24年度研究開始

の新たな重点研究の学内公募（平成24年1月10日～2月1
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0日）を行い、新たな重点研究の形成への取組を開始し

た。 

・研究企画推進会議では、申請のあった2件について書

面及びヒアリング（3月2日）による審査に経て、1件の

重点研究候補を選定した。 

◇・平成23年度計画で定める実施内容を遂行した。こ

のため、今後、全学工程表に則り、中期目標を達成す

ることは可能と考える。 

機器分析センター：平成22年度特別経費（基盤的設備

等整備分）で「極微小領域・極微細構造分析システム

一式」の導入が認められ，既存の透過型電子顕微鏡の

更新および走査型電子顕微鏡の検出器の更新を実施し

た。本年度から共同利用機器として、本格的に運用を

始める。 

上記機器の運用を開始した。これらの老朽化・陳腐

化していた機器の更新により、教育研究活動をさらに

確実に支援できるものと考えている。 

東日本大震災により被害を受けた機器の復旧も概ね

完了し、9月以降センター機能を回復した。 

広域水圏環境科学教育研究センター：○サステイナビ

リティ学研究については、ベトナム国紅河下流域の海

岸侵食対策に関する研究やツバル国の国土維持に関す

る研究を進め、ベトナムおよびツバルの両国で測量/

植生分布域の調査等現地調査を進め、現在、そのデー

タを整理している。また、産官学(㈱ユードム、守谷市

役所・古河商工会議所、茨城大学大子合宿研修所)の協

力・連携のもとCO2観測ステーションを茨城県内に5点

設置してきたが、本年は新たに筑西市に設置を完了し

(県筑西事務所内)、研究学園都市(国土地理院内)・ひ

たちなか市(ひたちなか市役所内)への設置下見が終

了、年度末には新規に3つの観測点が稼働した。また、

一般社団法人土木学会、日本地球惑星連合等、関連す

る学会運営に積極的に参加し、5/22～27に幕張メッセ

において日本地球惑星連合2011年大会が開催され、環

境リモートセッションのセッション開催に共同コンビ

ーナとして関わった。さらに9月15日～16日に一般社団

法人土木学会が主催する地球環境研究を扱うシンポジ

ウムである第19回地球環境シンポジウムを水戸キャン

パスで実施し、その実行委員会に参画し、中心的役割

を果たした(三村教授：実行委員長、桑原准教授：実行

幹事長)。 

○霞ヶ浦環境保全研究については、茨城県内水面水産

試験場や茨城県霞ケ浦環境科学センター、茨城県自然

博物館など県内の研究組織と連携し霞ヶ浦の生物群集

に関する共同研究を展開している。これらの成果は、

平成24年2月26日に開催された茨城大学重点研究公開
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シンポジウム 霞ヶ浦流域再生プロジェクト－参加型

流域管理に向けて－ において発表された。当該シン

ポジウムは農学部のこぶし会館で実施され、参加人数

は約30人であった。 

○学内の重点研究及びセンター独自の研究・教育活動

を展開し、学内の他部局・センターとの連携を強めた。

その結果、水圏環境・温暖化研究の一翼を担うセンタ

ーとしての役割をより発揮できるようになった。 

今年度は特に学内の他部局・センターとの連携を強

め、さらに来年度以降、学外の方々にもセンターを積

極的に利用していただけるような体制作りの強化に励

んだ。また本学の2つの重点研究に携わっているが、こ

れらの研究は極めて順調に進行していると考えられ

る。 

ＩＣＡＳ：【研究】 

・東北地方太平洋沖地震に際して多くのメンバーが調

査に参加し、「東日本大震災調査団」の事務局を担当

した。これまでICASが培ってきた学部を越えた連携と

ネットワークの実績が生かされたと思われる。 

・国内外のシンポジウム、講演会で多数の講演・発表

を行った。とりわけ、ICASが事務局をつとめた東日本

大震災調査の報告会(4月、6月)、9月の土木学会地球環

境シンポジウム、11月には国連大学との共催で気候変

動への適応や防災に関する国際シンポUN-CECAR、12月

の三者連携講演会、平成24年3月の「いばらき自然ネッ

トワーク」シンポなどを通じて社会への成果発信を行

った。 

【教育】 

・平成23年度大学院サステイナビリティ学教育プログ

ラムは全研究科から26名の学生が新たに履修し、国

際・国内実践教育演習や5大学共同科目「サステイナビ

リティ学最前線」などの特色ある教育を行っている。

・平成23年度にはSSC共同教育プログラム修了者の全体

の約6割を占める35名の修了者を輩出した。 

・学士課程教養教育では「サステイナビリティ学入門」

を実施した。 

【アウトリーチ】 

・成果の発信を活発に行っている。ICASメンバーが執

筆参加したサステイナビリティ学シリーズ和文・英文

各5巻が、東京大学出版会（和文）と国連大学出版（英

文）から出版された。 

・上記のICASで開催した各種イベントに加えて、国内

外のシンポジウム、講演会で多数の講演・発表を行っ

た。 

◇平成23年度の主要目標である、1)明確な研究成果、2)

グローバルとローカルの両面での取り組み、3)大学院
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サステイナビリティ学教育の充実化、の観点から着実

に成果を挙げてきている。東日本大震災に関する調査

研究は、とりわけ1)、2)に大きく貢献した。 

 気候変動適応研究および東日本大震災の2つの側面

からICASが培ってきた学部を越えた研究体制、理念が

うまく機能したと考えられる。 

フロンティア応用原子科学研究センター：昨年度より

スタートした茨城大学重点研究「量子ビームを用いた

材料・生体の構造と機能の研究」を今年度も継続して

実施し、震災で延期されていた平成22年度のiFRC重点

研究発表会を9月2日に、また平成23年度のiFRC重点研

究発表会を平成24年3月16日に開催した。フロンティア

応用原子科学研究センター(iFRC)専任教員ほか、理工

学研究科、工学部、理学部などの兼務教員が参加する

実施体制となっている。iFRC専任および兼任教員らに

重点研究への応募を依頼し、平成23年度重点研究予算

の配分を行った。平成25年度の概算要求に応募するな

ど、外部資金の獲得を目指している。来年度の重点研

究の実施に向け、iFRCの兼務教員の入れ替えを行い、

平成24年度から新体制で研究を継続することにした。

震災で実施できなかった昨年度分の重点研究発表会

を行うとともに、今年度の研究分についても重点研究

発表会を実施した。重点計画を実施するiFRCの兼務教

員を再編成し、実質的に研究を推進する兼務教員の体

制とした。重点研究で発表されたテーマをもとに、生

体部門および材料部門のエネルギー開発の研究をめざ

す、iFRC提出の平成25年度概算要求書について作成を

行った。また、外部資金獲得のための申請を行った。

宇宙科学教育研究センター：・早期に日立・高萩局の

電波望遠鏡の震災被害個所の調査を実現させるため

に、関係機関との協力調整を行い、5月中旬に、業者（三

菱電機）調査を実施した。これにより、電波望遠鏡の

復旧計画が立てられ、概算要求がなされた。 

・比較的、被害が軽微であった日立局を立ち上げ、一

部運用を開始し、11月からの大学連携VLBI研究の準備

に入った。 

・推進研究によるミニ・ワークショップ「ミリ波・サ

ブミリ波受信技術と宇宙・地球観測の未来」の開催計

画を決定した。 

＜研究水準と成果＞ 

【25：R121025】25．国際的な水準の研究

を遂行し、より多くの研究成果を発信する

とともに、研究について組織毎に第三者外

部評価を実施する。 

施策として以下の取組を実施する。セク

ター毎の研究の外部評価、第１期と同等若

【25-1：R121025-1】学部毎に、研究分野などを単位として研究の外部評価を

計画する。外部評価取組みの年次計画を策定する。 

計画施策：セクター毎の研究の外部評価【25-1：R121025-1】

年次計画にしたがって、外部評価を受ける準備をし、外部評価

を受ける。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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しくは上回る研究成果の発信  

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：研究の外部評価に関して、点検評価委員会及び学部運営

会議で検討を重ねてきた。その結果、平成25年度に地域連携の外部

評価と同時に実施することに決定した。その際、平成24年度前倒し

実施も視野に入れて準備を進めることが確認された。 

研究の外部評価に関しては、点検・評価委員会及び学部運営会議

で検討の結果、平成25年度実施が決定された。研究に関しては『年

報』等に資料の蓄積があるので、比較的順調に資料の準備は進むと

思われる。今年度は計画立案だけであったので比較的作業は楽であ

ったが、今後さらに精度の高い資料を蓄積しておく必要がある。 

人文学部の教育研究の第三者外部評価に関して、対象セクター（＝

研究）と実施年度（＝平成25年度）を決定した。研究の評価に当た

っては、『年報』等がその資料となるが、その点に関連して、平成

23年度から、『年報』のデータの収集方式を改め、研究者情報管理

システムを利用することとなった。 

教育学部：学部の個性化、得意分野構築についての議論をもとに、

外部評価を受けるための学部内教育成果洗い出しシステム構築とそ

の方策について検討を行った。外部評価の実施年度の原案を作成し

たが、全学で認証評価を平成26年度に受審することが決まったので、

再検討している。 

 今年度中に行うべき作業は行われた。 

理学部：平成24年度に教育と研究に関して一緒に外部評価を受ける

予定でいる。今年度は外部評価を受ける体制を検討した。 

 教育と研究を同時に外部評価を受ける予定でいるため、学際理学

コースのあり方を検討するWGを立ち上げた。 

工学部：3学科で研究活動に関するFDを行っており、学科によっては

若手教員の研究促進や不活発な教員への警告を行っている。各学科

で研究外部評価に関する計画を立案中である。 

 各学科において研究FDを活発にし外部評価を受ける計画を立てる

ことを決め、作業が開始された。 

農学部：外部評価を平成25年度に行うこととし、その研究成果の紹

介発信を行った。具体的には、農学部重点推進9研究テーマの紹介発

信を、ホームカミングデー（11/6）、第20回阿見町工業に関する懇

談会(11/30)、日本政策金融公庫訪問会(12/3)で行った。また、1プ

ロジェクトは「アグリビジネス創出フェア 2010」（主催：農林水産

省 農林水産技術会議事務局、11/24～26）で行った。 

 外部評価に向けて、茨城大学農学部重点推進研究9テーマの紹介発

信等を積極的に行った。 

 

 

 

Ａ 

人文学部：平成25年度に計画されている研究に関する

外部評価を受けるために、学位授与機構で行っている

研究の外部評価の方法を参考にしながら、過去5年間の

研究業績の資料の収集方法を検討した。 

平成25年度に計画されている外部評価にむけて、教

員の研究業績に関する資料の収集方法を検討するな

ど、次年度以降を念頭においた準備が整い、計画通り

進んでいると見なすことが出来る。 

教育学部：研究・教育支援委員会が検討した業績抽出
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項目を出力するプロセスを確認・準備した。 

◇教育学部は教員の専門分野が多岐にわたり、統一的

な業績評価が難しいため、洗い出しのため、各研究分

野において、どのような研究内容が業績として重視さ

れているかランキングするシステムを構築すること

で、教員の業績の洗い出しを行うこととした。 

外部評価を受けるにあたっての業績整理の枠組みを

ほぼ確認し、高い評価が得られる業績の洗い出しの見

通しが得られた。 

理学部：教育評価を受けるための必須要件として、学

際理学コースの運営体制の見直し作業を行った。 4月

より学際理学コース運営会議を発足させ、理学部全体

で統括して学際理学コースの運営を行う。 

学際理学コースの運営体制の見直しは、検討WGで進

んだ。平成24年度実施予定の外部点検評価は、9月以降

にG棟改修が予定されるため1年先送りとした。平成24

年度計画は見直した。評価は行わない。 

工学部：平成22年度の各領域がSSおよびS評価と判断し

たデータを集め、評価室に送り、検討を依頼した。教

育FDにおいて評価室の見方を説明してもらい、意見交

換した。領域の特長を生かしながら工学野全体の評価

基準を固めようとしている。外部資金に関する平成22

年度データを整理し、外部評価受審のためのデータフ

ォーマットを検討した。各研究領域で研究FDを行い、

研究推進に努力している。 

組織的な研究を推進するために、工学部附属教育研

究センターを4つ立ち上げ、平成24年1月25日に150名余

の参加者を得て（半数が外部より）発足シンポジウム

を開催した。 

センターを立ち上げ、共同実験設備を管理運営する

ために機器分析センター日立分室の設置を決めた。順

調に進んでいると言えよう。 

農学部：平成24年度に自己点検評価書（教育・研究・

社会貢献）の発刊に向けて、そのための基礎資料とし

てこれまで発刊してきた年報が大いに役立つことか

ら、平成23年度はVol.6 (対象年度：2008～2009）の刊

行の準備がほぼ整った。年内には発刊の予定。これに

引き続き、年報Vol.7 (対象年度：2010～2011)の作成

にとりかかる予定である。これらの年報の発刊状況に

合わせて自己点検評価書の作成にとりかかることを計

画している。 

大学全体の認証評価受審のスケジュールの決定を受

け、セクター毎の外部評価は予定より1年繰り延べして

平成25年度に受審することとなったことから、そのた

めの準備を平成24年度に行うことを決定した。平成23

年度は積み残しであった年報Vol.6 (対象年度：2008
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～2009）の刊行を完了した。法人評価Ⅱ期からは、各

年度毎に年報を発行することを点検評価委員会で決定

し、早速年報Vol.7 (対象年度：2010)の資料収集等の

作業を行い、ほぼ編集作業が終了した。 

大学全体の認証評価受審のスケジュールが当初予定

より一年繰り延べとなったことから、自己点検評価書

の作成準備と刊行も工程内に整うことができると思わ

れる。 

【25-2：R121025-2】学野毎に、第１期中の研究成果の量を確認し、第２期中

の研究成果発信目標を定める。各学野は、年次毎の成果を確認する体制を構築

する。 

計画施策：第１期と同等若しくは上回る研究成果の発信【25-

2：R121025-2】各学野は、第２期中の研究成果発信目標に則り、

年次毎に成果を点検し確認する。成果発信を奨励する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ｂ 

人文学部：科研費への積極的応募を図るため、学部内説明会実施(6

月)、過去に採択された申請書のサンプル公開、応募者への研究費増

額決定を実施した。紀要については投稿者の都合による作業の遅れ

が生じ、発行の遅延があった。新任教員の研究発表会を6月に実施し

た。人文学部資料室の効果的運用については、各コースの利用状況

を調査し、書架の再配分を行い、稼働率を上げた。院生の研究発表

の機会充実については、院生論集第2号の編集作業を進めた(2月刊

行)。第3号の投稿募集作業も2月に開始した。また、学術データベー

スの充実については、Read等への記入を呼びかけるが、独自のシス

テムを構築する予定はない。 

 紀要については投稿者の都合による作業の遅れが生じ、発行の遅

延があった。投稿者への締切厳守を徹底したい。委員会としてはで

きる限りの取り組みを行い、科研費の応募数向上を目指したが、成

果は上がらなかった。応募率向上のために何が必要か、分析が求め

られている。科研費応募者に、インセンティブとして2万円の研究費

を配分しているが、科研費応募の伸びがいまひとつ停滞しているよ

うに思われる。今後の計画の進捗に期待したい。 

教育学部：イノベーション基本デザインWGで研究・教育支援の基本

方針を決定し、研究・教育支援委員会で学部内教員の研究成果洗い

出し方針について検討を行った。担当委員会が研究成果の量を確認

するための方針を決定した。 

理学部：化学領域の山口准教授が文部科学大臣表彰を受けた。また、

化学領域の高妻教授はタンパク質構造と機能に関する研究成果が認

められ、環太平洋化学会議（米国）においてStructure and Functions 

of Non-Covalent Weak Interaction Probed with a Blue Copper 

Protein, Met16X Pseudoazurin Variantsという招待講演を行った。

分野のトップジャーナルへの論文発表が1件（物理学領域の横沢教

授）。 

 研究成果は確実に蓄積されており、情報発信もしっかりと継続実

施している。学術委員会が年次毎の研究成果を集約する役割を十分
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に果たしたと認められる。なお、この年度計画は学術委員会のみ所

掌している。 

工学部：工学部が主体として認定された2件の重点研究の実施組織と

した研究センターを構想し、これらを核に組織的研究体制の整備に

ついて検討を進めている。 

 個人研究は大事にしながら、工学部の目玉となるような組織的研

究を展開する検討が進み、実施に移す段階にきている。 

農学部：農学部重点推進9研究テーマの紹介発信を、ホームカミング

デー（11/6）、第20回阿見町工業に関する懇談会(11/30)、日本政策

金融公庫訪問会(12/3)で行った。また、1プロジェクトは「アグリビ

ジネス創出フェア 2010」（主催：農林水産省 農林水産技術会議事

務局、11/24～26）で行った。平成22年度学術研究推進経費（個人研

究支援経費）では、3件（各50万円）を採択した。なお、本経費は、

個人研究でありながら、著しい研究の成果を生んでいる研究分野、

または、科研費の申請になじまない研究分野に対して、支援を行う

ものである。 

業務自己点検評価書及び年報の作成による研究成果の確認体制を

構築し、実施している。現在、自己点検評価委員会に教員の研究成

果評価とその量的評価のあり方に関するワーキング・グループを形

成し検討することとしている。 

順調に進んでいると判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：年2回発行予定の紀要は前期号、後期号共に

滞りなく刊行された。年報に関しては、原稿の回収に

時間がかかり、当初予定していた夏休み前の刊行が10

月にずれ込んだ。年報の内容に関しては年度計画を中

心に編集するなど、内容に若干の工夫を施した。冊子

体は100部印刷し、関係者に配布した。また10月に学部

のホームページに掲載した。 

紀要は滞りなく刊行された。年報の刊行がやや遅れ

た。今後の課題として、個人調書の回収に何らかの工

夫が必要となるが、目標の達成は十分可能である。 

教育学部：各研究分野において、どのような研究が業

績として重要視されているかランキングするシステム

を構築することで、教員の業績の洗い出しをを行うこ

ととした。 

外部評価を受けるにあたっての業績整理の枠組みを

ほぼ確認し、高い評価が得られる業績の洗い出しの見

通しが得られた。 

理学部：各教員やグループが研究成果の発信に努め、

例年を上回る数の査読付き原著論文の公表、特筆すべ

き成果が上がった。また、学会開催を主導的に実施し

た。震災の被害を受けたが、昨年度以上の研究成果が

発信できている。 

工学部：茨城大学重点研究課題を中心に工学部附属教

育研究センター（ライフサポート科学教育研究センタ

ー、塑性加工科学教育研究センター、グリーンデバイ
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ス教育研究センター、高度化防災セキュリティ技術教

育研究センター）の4センター立ち上げを平成24年1月2

5日に行った。本センターが工学部組織的研究推進会議

の中核活動グループとなる。センター研究報告会など

の研究成果発信機会を設け、3月2日にはライフサポー

ト科学教育研究センターが重点研究報告会・講演会を

行った。組織的な第三者評価方法についてセンター運

営委員会で検討を開始した。間接経費を使用して研究

支援要員を雇用し、センター設立準備、年度報告書の

作成補助や研究成果報告会補助を行った。 

茨城大学重点研究課題を中心に工学部附属教育研究

センターの立ち上げは工学野主導で行っている研究推

進活動であり、研究成果の発信のみならず若手教員、

大学院生などの若手研究者の教育、育成、地域連携・

産学連携に寄与するものと考える。 

外部との連携も進みつつあり、成果が期待できる。

組織的研究の推進策を実施に移しつつある。外部から

の反応も良い。 

農学部：茨城大学重点研究「茨城大学バイオ燃料社会

プロジェクト」が概算要求として採択された。 

茨城大学推進研究プロジェクトである「農学と医学

の連携研究拠点形成－農水畜産物の健康機能因子の発

掘とその活用を目指して－」が概算要求項目として財

務省に提出された。 

茨城大学推進研究プロジェクトである「熱ショック

の農業利用技術開発プロジェクト」が新宿高島屋にて

開催された「大学は美味しいフェア」に参加し、テレ

ビ東京のワールドビジネスサテライトと朝日新聞写真

ニュースで報道された。 

本学部教員と兵庫県立大学・理化学研究所の共同研

究による「ヒドロゲナーゼの構造解析」（水素燃料電

池や水素生産に利用できる触媒活性をもつ酵素）が、N

ature 479 (7372; Tsukada et al., 2011)号に掲載さ

れた。計画内容を越える成果が上がっており、十分に

達成できる。 

【26：R121026】26．研究成果を知財とし

て適切に管理し、有効活用を図る。 

施策として以下の取組を実施する。知財

創出の推進、知財の権利化と有効活用 

【26-1：R121026-0】産学官連携イノベーション創成機構は、各教員に対して、

知財創出の推進、知財の権利化と有効活用のキャンペーンを実施する。知財創

出と知財の権利化について、積極的に支援し、知財を蓄積する。 

計画施策：知財創出の推進、知財の権利化と有効活用【26-1：

R121026-0】産学官連携イノベーション創成機構は、各教員に

対して、知財創出の推進、知財の権利化と有効活用のキャンペ

ーンを実施する。知財創出と知財の権利化について、積極的に

支援し、知財を蓄積する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

産学官連携イノベーション創成機構の知財部門は、稲垣部門長（教

授、併任）と4名の非常勤コーディネーター（片上、阿萬、高松、岩

田）から構成されている。企画した知財説明会や新規に構築した知

財関連WEBコンテンツを適宜援用しながら、各教員に対する知財創出

の奨励や知財権利化の実務作業を適宜実施した。また、外部機関で

あるJSTや4uとも密接に連携し、知財の国際化業務や広報活動にも取

り組んだ。さらに、知財関連諸規則についても、発明委員会を通じ

て継続的な改善を進めている。 

1．知財説明会の開催や新規に構築した広報用WEBコンテンツの開示

によって、これまで比較的関心の薄かった教員からも地財創出意欲

を引き出せた。 

2．また、JSTとの密接な連携によって、幾つかの知財を海外向けに

公開するとともに、4uとの密接な連携によって、国内向け知財の創

出活動にも取り組んだ（実施記録を参照）。 

3．さらに、知財関連諸規則の改善活動によって、社会一般の基準に

可能な限り準拠した内容を提起できた。 

4．各教員に対して、知財創出の推進、知財の権利化と有効活用、諸

注意事項に関する広報や啓蒙活動を工学部（全体教授会）・農学部・

理学部で展開すると共に、適宜個々の教員に対する支援を実施した。

また、前年度に引き続き、知財創出と権利化を支援・推進し、添付

資料にある知財を蓄積した(発明届、特許・実用新案出願の推

移.pdf)。これら知財の新技術発表会により、23件の技術相談を受け

た。さらに、発明規則を見直し、上層部へ提言した。 

1.特許出願手続きの教員への周知 

 ホームページ（HP）の充実、工学部全教員への周知徹底化。 

 工学部教授会を利用して教員全員への周知徹底化。 

 HPを利用しての個別教員への手続き周知活動。 

2.他キャンパスでの特許相談、PR 

阿見キャンパス：農学部フライデー･レクチャー･シアターを通じ

ての周知。出張による個別相談4件。水戸キャンパス：出張による個

別相談4件。 

3.規定、規則の改訂・制定 

 職務発明規定の改訂、特許法30条対応方策立案、知財承継基準(案)

策定。 

4.知財の公開、技術移転活動 

 JST新技術説明会による知財のPR。 

 公開特許のHP上での掲示、茨城県知的財産センター/茨城県中小企

業振興公社のHP/機関紙上への掲載。 

 JST科学技術コモンズへデータ提供。 

5.知財に関する契約関係業務 

 海外との共同研究契約書の個別検討：韓国向け3件。 

 種々の問題提起（茨城大学側のサイナーの学長以外への契約権限

の委任提案など）。  

6.外国出願 

 (1) PCT出願は、JSTの支援を受けての大学単独が1件、大学共願が1

件、企業との共願が4件の合計6件であった。 
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 (2) 台湾への直接出願を企業との共願で2件実施した。 

 (3) JSTへの外国出願支援申請として、PCT出願2件、各国移行1件を

申請し、うち各国移行1件（2カ国）が認可された。 

（注：上記(1)(2)は外国出願そのもの、(3)はその資金支援のための

申請で(1)(2)とは異なるものである。）（H230525修正） 

7.特許管理手法の改善 

 特許管理ソフトの試用開始―プログラム問題点の抽出、修正中。

8.数値成果 

 発明届36件、大学承継30件、総出願（外国出願含む）37件、国内

出願29件、外国出願（PCT＋個別）8件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

産学官連携イノベーション創成機構： 

今期の特徴な動きは下記の通りである。 

＜知財の権利化推進＞ 

1)審査請求に対する特許庁からの拒絶理由通知が急増

した。これらに対する積極的な取組を行い、特許査定

の獲得・増加を目指している。国内関係では今期7件の

特許査定を獲得し、査定数は合計14件に達した。現在

不服審判に1件掛かっており、その対応も多忙である。

2)海外関係でも、3件の発明が合計6カ国に審査請求が

出されており、各国特許庁からの拒絶理由通知等が多

くなり、対応時間、費用も急増した。 

3)出願期限が切迫した発明届け（11件）や、出願のベ

ース条件となる共同研究契約がない発明届け（8件）な

どが急増し、その対応に時間と労力を費やすこととな

った。 

4)世の中の経済環境の悪化と共に、共同研究契約、及

び共同出願契約条件の交渉の難しい案件が増え、これ

らの対応にも多大な時間と労力が必要となった。 

これまで特許費用を企業で負担してくれるケースが

多かったが、これを持分負担にと言う要求が出てきた。

特許へのコスト意識が更に重要になってきた。 

1.特許出願手続きの教員への周知 

 ホームページ（HP）の充実、工学部全教員への周知

徹底化。 

 HPを利用しての個別教員への手続き周知活動。 

 個別案件ごとに詳細な説明を行い、手続内容の周知

徹底に努めた。発明者の抱える事情は多岐に亘り、総

論説明では困難な案件が増加してきた。 

2.他キャンパスでの特許相談、PR 

 阿見キャンパス＝出張及びメール、電話を通じての

個別相談9件。 

 水戸キャンパス＝出張及びメール、電話を通じての

個別相談2件。 

3.規定、規則の改訂・制定 

 職務発明規定の改訂、特許法第30条対応方策立案、

知財承継基準(案)策定。 
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 新しく「商標」の登録申請が出された。伴って他大

学の運用方法、現状等を調査し、茨城大学としての取

扱い内規を定めた。 

 発明届け提出期限の設定、教員への通知。 

4.知財の公開、技術移転活動 

 JST新技術説明会により知財のPRを実施（6／1～2）：

発表5件、技術相談10件。 

 公開特許のHP上での掲示と定期的メンテナンス。 

 茨城県知的財産センター／茨城県中小企業振興公社

HP／機関紙上への掲載、定期メンテナンス。 

 JST科学技術コモンズへもデータ提供中。 

＊茨城県中小企業振興公社の技術マップ事業と連携し

た業務を実施。⇒特許ベースで2件実施。 

5.知財に関する契約関係業務 

 共同研究契約書の個別検討：15件。 

 共同出願契約書の個別検討・共願相手との交渉、締

結：21件。 

 基になる共同研究契約が存在しない案件等交渉の複

雑な案件が急増。 

6.外国出願 

(1)出願 

 ①PCT出願は、JSTの支援が受けられなかったため大

学単独案件は0件、企業との共願が1件の合計1件のみで

あった。 

 ②PCT出願からの各国移行は、JST及び企業の支援を

受け、日本、米国、韓国にそれぞれ5、4、2件実施。 

(2)支援申請 

 ①JSTへの外国出願支援申請として、PCT出願4件、各

国移行2件を申請したが、各国移行1件（2カ国）が認可

されたに留まった。特許法第30条適用案件2件は認可さ

れず。 

 ②JSTの支援認可基準が昨年度より厳しくなった模

様で、確たる事業計画を持たない案件は認可されなく

なった。 

7.特許管理手法の改善 

 特許管理ソフトの試用開始－プログラム問題点の抽

出、修正中。 

8.外部へのPR 

 「平成23年度地方発明表彰申請」へ初めて応募した。

11月に発明奨励賞を受賞した。茨城大学では初めての

快挙である。 

9.審査請求関係の努力 

 他大学に比べ少ない特許査定数を増やすべく平成 

21、22、23年度に早期審査をも含め各9、9、10件の審

査請求を実施した。 

 平成22年度に4件、平成23年度に7件の特許査定を取
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得した。過去の審査請求数が少ないため、早期審査は

有効であった。 

10.数値成果 

 発明届47件、大学承継37件、総出願（外国出願含む）

32件、国内出願21件、外国出願（PCT＋個別）11件、共

願企業への権利譲渡4件、特許査定7件、特許使用許諾

契約3件である。 

 東日本大震災の影響で発明届けの出足は当初良くな

かったが、徐々に改善している。 

 特許査定はかなり良いペースで進行している。（累

計14件） 

 特許収入は年間68万円となった。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(2)  研究に関する目標 

 ② 研究実施体制等に関する目標 

 

中期

目標 

11．研究推進体制を改革して研究及び研究者を支援するとともに、各種資源を有効に活用して研究

環境を整備する。 

 

中期計画 年度計画 

＜研究実施体制の改革＞ 

【27：R122027】27．研究企画及び支援の

ための組織を再整備し、学内の研究組織の

連携を強化して、研究の推進と研究支援体

制を充実する。 

施策として以下の取組を実施する。研究

企画及び支援のための組織整備、支援員の

措置、研究推進のための研究グループ等の

構築、研究予算の効果的活用 

【27-1：R122027-1】研究に関する全学的な課題を審議・企画する研究企画推

進会議を立ち上げ、研究企画力を高める。 

計画施策：研究企画及び支援のための組織整備【27-1：R122 

027-1】（22年度に達成済みのため、23年度以降の年度計画な

し） 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 学術研究に関する全学的な課題を一元的に審議・企画する研究企

画推進会議を平成22年4月に設置した。さらに、同会議の下、学術研

究の基礎・基盤となる研究環境を整備する「設備マスタープラン専

門委員会」と研究資金の戦略的な獲得を企画・立案する「競争的資

金獲得専門委員会」の2つの専門委員会を設置して、本学の学術研究

に関わる具体的な施策を企画及び推進する組織体制を強化した。 

研究企画推進会議では、研究に係る企画と予算に関わる権限が付

与され、重点研究の認定や学術研究推進経費の配分などの具体的な

課題に機動的かつ戦略的に対応してきた。 

研究企画及び支援のための組織整備については、全学的な課題を

一元的に審議・企画する研究企画推進会議を設置するとともに、研

究に係る企画と予算に関わる権限を付与し、平成23年度計画に掲げ

られている「研究企画推進会議に企画と予算に関する権限を付与し、

充実した組織として整備する。」を前倒しで実施した。 

  

【27-2：R122027-2】大学は、研究支援員を措置する方針を決定し、その運用

制度を整備する。既存の研究支援員の効果について点検し、効果的運用を図る。

計画施策：支援員の措置【27-2：R122027-2】研究支援員を運

用する計画にもとづいて、研究支援員を配置する。既存の研究

支援員の効果について点検し、効果的運用を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

 研究企画推進会議では、平成22年度限りの学内予算6,000万円を確

保して25人の研究支援員を別途措置することによって研究支援体制

の充実を図るとともに、既存の研究支援員と併せて新たに措置した

研究支援員の配置の効果について調査、把握した。さらに、効果的

運用の検討を踏まえ、競争的資金等の間接経費配分方針の見直しを

図り、平成23年度以降、間接経費2,000万円を活用して研究支援員を

配置する制度の実施を通じて研究環境を整備する方針を決定した。

 間接経費を活用して研究支援員を配置する方針を決定した。この
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方針に基づき平成23年度に実際に研究研究支援員を配置することに

なる。しかしながら、震災により研究支援員の効果等に係る調査の

点検については実施できなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・4月26日及び5月26日開催の研究企画推進会議にお

いて、新たな「間接経費の学内配分方針（案）」につ

いて審議し、前年度に決定した研究支援員を配置する

方針に基づき、間接経費の配分方針における全学研究

経費のうち研究支援者活用に要する経費として措置す

ることを決定した。 

・7月1日付けの文科省、日本学術振興会の通知等によ

って、本学が受け入れる間接経費の総額の約7割を占め

る科学研究費補助金の配分が、7月と10月に分割して行

われるとともに、2回目の配分では減額の可能性が通知

された。これによって、5月26日に決定した「間接経費

の配分方針」のとおり学内配分を行うことが困難とな

り、再検討が必要となった。 

・7月7日開催の研究企画推進会議において、改めて「間

接経費の学内配分方針」及び平成23年度の学内配分額

について審議し、研究支援者活用に要する経費を明示

した「間接経費の学内配分方針」は一時凍結し、平成

23年度は、従前の配分方法により算定した金額を各学

部へ配分することとした。ただし、研究支援員配置の

重要性に鑑み、「平成23年度間接経費の当初配分につ

いて（通知）」において、学野及び学部の配分される

間接経費には、研究支援員配置に要する経費2,000万円

が内数で含まれていることを通知して、各学部におけ

る研究支援員の配置について要請した。 

・現在配置されている研究支援員の効果等について検

討するため、平成24年1月23日付けで各部局長あてに

「研究支援員等の配置効果等の調査」を依頼（2月10

日締切）した。 

・3月2日開催の研究企画推進会議において、研究支援

員等の配置効果等の調査結果に基づき、既存の研究支

援員の効果的等について点検し、今後の効果的運用に

活かすこととした。 

【27-3：R122027-3】研究グループの構築を推進する体制を充実し、政策的経

費などを用いて、新たな研究グループの構築に努める。 

計画施策：研究推進のための研究グループ等の構築【27-3：

R122027-3】研究推進のための研究グループを毎年度公募し、

認定を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

◇研究グループの構築を推進する体制の充実を目指して、「研究プ

ロジェクト推進委員会」の組織見直しを図り、平成22年4月に学術研

究に関する課題を一元的に審議・企画する「研究企画推進会議」を

設置した。 

・同会議では、本学の研究推進のための研究グループ等を構築する

ために、平成21年度に創設した推進研究プロジェクト認定制度に基

づき選定された研究グループの育成に努めるとともに、新たに重点

研究認定制度を創設した。 

・推進研究プロジェクトについては、大学が育成すべき研究分野を

開拓するために認定した19推進研究プロジェクト（うち平成22年開

始は3プロジェクト）の育成に努めた。具体的には、研究企画推進会

議において育成策を検討して、16推進研究プロジェクトに本学の政

策的経費である学術研究推進経費524万円を配分した。 

・重点研究については、本学の特色ある研究の育成推進を目指して6

重点研究プログラムを認定し、育成に努めた。具体的には、研究企

画推進会議において育成策を検討して、大学から別途の支援を受け

ていない4プログラムに対して学術研究推進経費480万円を配分し

た。 

・研究企画推進会議（平成23年2月2日開催）では、新たな研究グル

ープの構築を目指して、平成23年度開始の重点研究及び推進研究プ

ロジェクトの学内公募（2月7日～3月11日）を行った。 

人文学部：今年度の共同研究ユニット募集にあたって、委員会では、

これまでの状況を整理して検討した。教育改革分野については、必

要な枠を確保し、研究分野については、より応募しやすいように1

件あたりの上限額を設けない形で応募を行った。その結果予算規模

に見合った応募があった。学部委員会体制の改編にともない、将来

計画委員会が担当するかどうかも含めて、「共同研究ユニット」の

今後の在り方について、どのような形で学部の研究活動を活性化さ

せて行くかという視点で次年度早々に学部運営会議で議論を進め

る。 

 年度末の震災により、次年度に積み残しとなった課題もあるが、

年度計画は問題なく達成されている。 

教育学部：新たな研究グループが立ち上げに向けて、学部アンケー

ト、希望調査を行った。学部内の研究グループ作成フィージビリテ

ィを考慮しながら、新たな研究グループづくりの枠組みとして、教

育学系・学際分野系・地域（茨城）系3系統のグループ構築を模索す

る議論を行った。また、研究グループ構築のために教員のインセン

ティブをどのように上げるか、その方策について議論を行った。学

部内教員と附属学校教員からなる研究グループは実際に構築され、

ESD領域で活動が始まった。 

 新たな研究グループづくりの枠組みづくりは困難であったが、教

育学系・学際分野系・地域（茨城）系3系統で枠組みづくりを行う方

向である。そのためには、やはり教員のインセンティブをどのよう

に上げるかが問題とならざるをえないと思われる。来年度はこの2

点について実際の枠組みづくりの構築を行う必要がある。学部内教

員と附属学校教員から成る研究グループは実際に構築され、ESD領域
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で活動が始まった。順調に推移している。 

 学部内教員と附属学校教員からなる研究グループ活動が進行し、

新たな枠組みの研究グループの立ち上げも期待できる。 

 『年報』の構成に学部独自の共同研究をクローズアップする項目

を新たに加えることを検討した。また、共同研究の成果をFD研修会

に活かす方法について議論した。研究活動を孤立させない試みが期

待できる。 

理学部：茨城大学推進研究プロジェクトに理学部教員が代表で3件が

認定されており、それぞれ研究グループとしての連携強化に努めて

いる。また、茨城大学重点研究プロジェクトのメンバーにも化学・

生物科学系の教員が参加している。さらに、公開シンポジウムや研

究会を開催し、研究成果の発信とともに学部内外での研究の連携を

深めるための活動を実施した。平成23年2月2日(水)には、化学分野

での産業技術総合研究所との連携シンポジウムを開催し、80名の参

加があった。さらに、理学部公開シンポジウム「がん放射線治療の

基礎と臨床をつなぐ」を2月5日(土)に開催し、教育研究・医療機関

関係者等30名の参加があった。 

 学術委員長の活動内容のまとめに記載されているように、研究グ

ループの構築が一定程度なされており十分に成果が出ていると認め

られる。ただし、重点研究プロジェクトの研究課題を提案できるよ

うな研究グループは現時点ではない。 

工学部：大学院博士後期課程の枠組みがほぼ固まってきたので、そ

れと工学部研究センター構想と連動した組織的研究体制について、

検討を進めている。 

 全学重点研究のチームを中心に工学部研究センターを立ち上げる

計画ができつつある段階。 

農学部：研究推進委員会の中に、地域連携推進委員会と産学連携推

進委員会を取り込み、研究交流・成果発信を一元的かつ効率的に進

めるように改革した。一方、本委員会の下部組織であった国際交流

専門委員会を「国際交流委員会」に昇格させ、多様な国際交流事業

に即応できるようにした。これに伴う必要な規則改正を行った。学

内研究推進助成経費の改革案をまとめ、茨城大学重点研究や推進研

究プロジェクトに応募できる研究グループの育成をより強力に推進

できるようにした。併せて、助成研究の事後評価を厳格に行う項目

を設けた。第4回三大学合同セミナーを実施した。 

 順調に進んでいると判断される。 

 

 

 

Ａ 

◇・研究企画推進会議では、本学の研究推進のための

研究グループ等の構築を目指して創設した推進研究プ

ロジェクト認定制度及び重点研究認定制度に基づき認

定された研究グループ等の育成に努めた。 

・推進研究プロジェクトについては、大学が育成すべ

き研究分野を開拓するために認定した20推進研究プロ

ジェクト（うち平成23年開始は1プロジェクト）の育成

に努めた。具体的には、研究企画推進会議において育

成策を検討して、18推進研究プロジェクトに本学の政

策的経費である学術研究推進経費計605万円を配分し
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た。 

・重点研究については、本学の特色ある研究の育成推

進を目指して8重点研究プログラムを認定し、育成に努

めた。具体的には、研究企画推進会議において育成策

を検討して、大学から別途の支援を受けていない6プロ

グラム(内4プログラムには480万円)に対して学術研究

推進経費計720万円を配分した。 

・研究企画推進会議（11月18日、12月5日開催）では、

新たな研究グループの構築を目指して、それぞれの認

定制度の見直しを図った上で、平成24年度開始の重点

研究及び推進研究プロジェクトの学内公募（平成24年1

月10日～2月10日）を行った。なお、推進研究プロジェ

クトについては、平成21年度開始のプロジェクトが平

成24年3月末で終了することから、併せて終了プロジェ

クトの継続申請について公募した。この学内公募に対

して、推進研究プロジェクトには、新規7件、継続4件

の申請があり、重点研究には、2件の申請があった。 

・研究企画推進会議（3月27日開催）では、書面及びヒ

アリングの審査を実施し、推進研究プロジェクト9件

（新規5件、継続4件）、重点研究1件を認定候補として

選定した。 

人文学部：分析の結果、研究推進分野のユニットは学

術委員会管轄とし、全学の研究推進事業につなげてい

くこととした。学部で100万円の予算を措置し、学術委

員会が5月教授会において公募開始をアナウンスし、6

月に選定結果発表と追加募集をアナウンスした。最終

的には今年度2件（愛と傷つきやすさの共同研究、地域

課題の総合的探求プログラム推進のための共同研究）

の応募があり、両者を採択した。なお、前者は全学の

推進研究プロジェクトにも採択された。 

教育学部：新しい研究プロジェクトを4つ立ち上げるこ

とができた。各研究分野において、どのような研究が

業績として重要視されているかランキングするシステ

ムを構築することで、教員の業績の洗い出しを行うこ

ととした。 

外部評価を受けるにあたっての業績整理の枠組みを

ほぼ確認し、高い評価が得られる業績の洗い出しの見

通しが得られた。 

理学部：震災に対応して、地震・津波被害や原発事故

に関する研究チームが新たに発足して活動をおこなっ

ている。また、例年どおりの活動も継続しており、新

たな推進研究プロジェクトや重点研究の申請もおこな

った。 

新たな展開をおこなっており、着実に過去を上回る

活動がおこなわれた。 

工学部：茨城大学重点研究課題を中心に工学部附属教
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育研究センター：ライフサポート科学教育研究センタ

ー、塑性加工科学教育研究センター、グリーンデバイ

ス教育研究センター、高度化防災セキュリティ技術教

育研究センターの4センターの立ち上げを平成24年1月

25日に行った。各センター長、副センター長を中心に

工学部組織的研究推進会議に相当する工学部附属教育

研究センター運営会議を設置した。間接経費により研

究推進支援要員の雇用を行い、重点研究年度報告書の

作成支援など研究支援体制を構築した。機器分析セン

ター分室設置を機器分析センターおよび関係機関に相

談し賛同を得、N3棟の共同分析室を中心に分析センタ

ー分室の設立準備を行った。必要装置に関しては工学

部内でWGを設け検討を行い、平成23年度大学教育特別

整備費申請、概算要求を行った。平成23年度大学教育

特別整備費申請は「工学系高度専門技術者育成のため

の実学的高度先端教育システムの展開」が採択され5,

300万円分の分析設備の導入が図れた。外部資金確保に

よる研究促進のために、教員を対象とした「外部資金

獲得塾」を開設し、12月、平成24年1月、3月に実施し

た。 

茨城大学重点研究課題を中心に工学部附属教育研究

センターの立ち上げは工学野主導で行っている研究推

進活動であり、研究成果の発信のみならず若手教員、

大学院生などの若手研究者の教育、育成、地域連携・

産学連携に寄与するものと考える。本センターの活動

により研究組織の連携の強化、研究推進、研究支援体

制の充実を図る。 

農学部：重点研究への応募がなく、一般研究について

前期に3件、後期に3件を認定し、茨城大学推進研究プ

ロジェクトへの応募を促すこととした。 

研究用機器修繕・保守経費として、8件について配分

した。 

第5回三大学合同セミナーは、当番校である茨城県立

医療大学の都合で次年度に開催することになった。 

緊急研究課題として、平成23年3月11日に発生した東

日本大震災に係わる社会貢献、特に放射能汚染に関す

る研究について、農学部を含む全学体制で作成し文科

省に申請した。この課題は、茨城大学重点研究「霞ヶ

浦流域再生プロジェクト－参加型流域管理に向けて

－」による霞ヶ浦への放射性物質の分布調査、バイオ

燃料プロジェクトに利用するスウィートソルガムの除

染植物としての利用、動物染色体異常の検出など、こ

れまでの研究の成果をベースに構築されたものであ

る。 

農学部における科学研究費補助金研究計画調書閲覧

制度を制定し、現在進行中の課題を含む申請書の閲覧
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を通じて、採択率の向上に資する体制の一つとして整

備した。 

【27-4：R122027-4】研究費の教員数配分方式の効果を点検する。政策的戦略

的な研究費配分について見直し、改善を図る。 

計画施策：研究予算の効果的活用【27-4：R122027-4】政策配

分経費について、改善案にしたがった研究費配分を実施する。

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇学長特別補佐を座長に、5学部等から各2名を拠出して構成される

「教育研究経費に関する検討ワーキンググループ」を10月から開催

し、研究経費（教員数分）の配分効果の点検・検討を行った。 

◇研究企画推進会議では、学内研究費配分の見直し、改善の検討を

行い、本学の政策的戦略的に配分する研究費である学術研究推進経

費を1,000万円から3,000万円に増額するとともに、本学における学

術研究の推進に関わる諸施策を体系的に実施できる研究費配分への

転換を図った。具体的には、「茨城大学の研究推進方針」の下、第2

期中期目標等を着実に実行するための4つの政策テーマである、1)

発展段階に応じて、多様な学術研究を組織的に支援・育成、2)大型

の競争的資金の獲得促進とその戦略策定、3)次代を担う若手研究者

育成と女性研究者への支援、4)研究環境の整備と先進的取組等の普

及啓発を設定し、研究推進経費から研究設備維持経費までを戦略的

に配分することとした。 

重点研究への支援：認定6件中4件に@120万円を措置 

若手研究者への支援：科研費 6研究者に@50万円を措置 

：最先端・次世代研究開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 27研究者に

@25万円を措置 

個人研究への支援：申請6件中5件に@50万円を措置 

推進研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの支援：16ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに25万円～50万円を措置(総

額524万円) 

大型科研費への支援：1研究100万円を措置 

研究設備の維持管理・保守：申請18件中9件に32万円～50万円を措置

(総額436万円) 

国際交流事業推進経費：農学部へ110万円を措置 

 政策的戦略的な研究費である学術研究推進経費については、増額

するとともに、政策的な配分方法に見直し、改善を図っていること

から、年度計画を十分に達成しているものと考える。 
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Ａ 

◇・5月26日開催の研究企画推進会議では、本学の政策

配分経費である学術研究推進経費3,000万円について、

平成22年度に策定した「学術研究推進経費配分の方針」

にしたがった研究費配分を実施することを審議決定し

た。 

・平成23年度の特筆的な取組としては、大震災からの

復旧・復興を踏まえて、発展段階に応じて、多様な学

術研究を組織的に支援・育成のうち「個人研究」につ

いては、本年度は、「特定課題研究助成費（震災復興

調査・研究）」として実施することとした。 

 具体的には、学内公募を行い、申請のあった36研究

課題を対象に研究企画推進会議において書面審査し、

21研究課題を選定して計758万円を配分した。さらに、

調査・研究活動の新たな展開が必要となる（期待でき

る）7震災復興調査・研究課題に対して計300万円を追

加配分した。 

《主な措置内容》 

○重点研究への支援：認定8件中6件に@120万円を措置

(総額720万円) 

○若手研究者への支援：8研究者に@50万円を措置(総額

398万円) 

○個人研究への支援（特定課題研究助成費[震災復興調

査・研究]）：申請36件中21件に4万円～40万円を措置(総

額758万円)、さらに7件に追加措置(総額300万円) 

○推進研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの支援：18ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに25万円～

52万円を措置(総額627万円) 

○大型科研費への支援：1研究50万円を措置 

◇この他に、学長裁量経費から「復興支援調査研究助

成費」として、「放射性物質対策チーム」と「地震・

津波被害対策チーム」の16プロジェクトに、約1,100

万円を配分し、調査活動を実施した。 

＜研究系センターの組織改革＞ 

【28：R122028】28．研究系センターの評

価を行って組織改革を行い、体制を整備す

る。 

施策として以下の取組を実施する。未実

施研究系センターの外部評価、研究系セン

ター間の連携体制の整備 

【28-1：R122028-1】学術振興局の各センター等は、第２期中に外部評価を受

ける方針を決定し、評価作業の年次計画を策定する。 

計画施策：未実施研究系センターの外部評価【28-1：R122028-1】

平成23年度までに外部評価を受ける方針にしたがって外部評

価を受ける。外部評価を踏まえ、その後の改善策を検討する。

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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◇学術振興局では、外部評価未実施の9センター等について、平成23

年度末までに外部評価を受ける方針を決定し、外部評価の円滑な実

施ために準備に要する経費として1センター等当たり50万円の予算

を確保して、各センター等の取組を支援した。外部評価未実施の9

センター等では、この方針の下、自己点検評価書の作成等の実施準

備を前倒しで進め、9センターのうち6センターが外部評価委員会を

開催し、評価結果の取り纏め手続きを行い、平成23年度には、外部

評価報告を作成して関係機関に周知する予定である。なお、今年度

中に外部実施しなかった3センターついては、平成23年度中に実施す

る予定となっている。 

（参考）外部評価委員会を開催したセンター等：ＩＴ基盤センター、

産学官連携イノベーション創成機構、機器分析センター、遺伝子実

験施設、地域総合研究所、広域水圏環境科学教育研究センター 

・平成23年度に外部評価を実施するセンター等：地域連携推進本部、

フロンティア応用原子科学研究センター、宇宙科学教育研究センタ

ー 

 年度計画では、第2期期間中に外部評価を受ける方針を決定し、年

次計画を作成することとなっていたが、学術振興局において前倒し

で外部評価を実施することを決定し、平成23年度中には、全ての未

実施のセンター等が外部評価を実施することになった。平成22年度

末までの実施状況については、9センターのうち6センターが外部評

価委員会の開催まで終了している。また、その他の3センターについ

ても、自己点検評価書の作成や外部評価者の選定等を進めており、

十分に達成できるものと考える。 

ＩＴ基盤センター：評価資料として自己点検評価書を作成し、平成

23年3月8日に外部評価委員3名による外部評価点検を行った。評価依

頼項目は11項目を用意し、おおむね、評価点が4（適切あるいは十分

である）～5（適切あるいは十分で、特に優れている点がある）であ

ったが、組織体制等の3項目に評価2（不適切あるいは不十分である）

が幾つかあったので、今後の検討課題とする。 

 工程表等では、平成25年度に外部評価となっていたので、予定を

前倒しで実行している。 

産学官連携イノベーション創成機構：国立大学が法人化した平成16

年からイノベ機構を設立した平成21年の6年間の活動について外部

評価委員に評価していただく。評価委員には「産」「学」「官」を

代表して各1名お願いした。平成23年3月10日に外部評価を実施した。

結果を内部で議論し、今後の活動に反映させる。 

機器分析センター：12月6日に4名の外部評価点検委員より外部評価

点検を受けた。外部評価点検の結果は報告書の形でまとめ、関係部

局、教員に配布した。 

地域連携推進本部：3月16日に予定していたが、震災で延期。改めて、

7月に外部評価委員会を開催する予定。 

遺伝子実験施設：当施設を利用した外部発表（論文、学会）や外部

資金獲得への貢献などを利用教員より情報収集整理した。また、機

器の稼働率や学内外向けに実施した講座・セミナー・シンポジウム、

そして実験室、機器利用に関連する管理運営全般を総括した。大学、
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国研（農水省）、民間より各1名ずつの外部評価委員を選定、委嘱を

した。作成した自己点検評価に基づいて、3月3日に外部評価委員会

を開催し、外部評価報告書としてまとめ印刷した。 

地域総合研究所：平成23年2月3日に外部評価点検委員に資料送付し

て、3月4日外部評価委員会を開催した。 

五浦美術文化研究所：平成21年度末に実施した外部評価の結果を検

討し、2月8日の総務委員会において、第2期中期計画期間における具

体的な取り組みを決定した。また次回の外部評価を平成27年度に実

施することを正式に決定した。 

予定通りの進行状況であると考えられる。 

ＩＣＡＳ：ICASは平成19年度、平成21年度に外部評価を行い、概ね

高い評価を得るとともにICAS年報等に評価結果を公開している。平

成25年度に第二期ICASの中間評価を予定している。また、9月にICAS

年報2010を作成し、活動成果の公表を行った。 

広域水圏環境科学教育研究センター：平成23年3月2日に外部評価委

員会を開催した。10:00～15:20まで。1.理念・目的、2.教育、3.研

究、4.社会貢献活動、5.組織及び運営、6.施設及び設備、7.中期目

標と今後の課題、施設見学。評価委員2名(1名欠席)。 

フロンティア応用原子科学研究センター：平成23年度前半に外部評

価を受けるべく、活動状況を自己点検評価書にとりまとめている。

第1回の準備会議を平成23年1月21日に開催した。そこで、責任者を

決め、準備態勢を整えた。また、評価項目、資料収集、外部評価委

員の人選などの作業を進めることとした。 

 平成20年4月発足で間もないこともあり、対象年度を平成20～22

年度の3年間とし、平成23年度に評価を行うこととなっている。その

ための準備をスケジュールに従って進めてきており、予定通り進行

してきている。 

宇宙科学教育研究センター：センター運営委員会において、平成22

年度は自己点検評価書を作成する方針を決定し、センター職員を中

心に、自己点検評価書の作成に向けて、センターの目的と業務の整

理、平成21年度までの実績についてまとめている。平成23年度実施

予定。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇学術振興局：運営委員会において11センター等のう

ち前年度末時点で未実施となっていた3センター等に

ついて平成23年度の可能な限り早期に外部評価委員会

を開催し、既に実施済みのセンター等を含めて外部評

価の結果を踏まえ、その後の改善策の検討に着手する

ことを確認した。 

・未実施の3センター等については、6月16日にフロン

ティア応用原子科学研究センター、8月30日に地域連携

推進本部、9月26日に宇宙科学教育研究センターがそれ

ぞれ外部評価委員会を開催した。 

・外部評価の結果を踏まえた各センター等の改善策の

検討及び取組の状況については次のとおりであった

（取組のみ記載）。 

 ・情報倫理テキストの改訂（IT基盤センター） 
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 ・情報発信力を高めるために実験講座に関してメデ

ィアを含め積極的に広報（遺伝子実験施設） 

 ・研究部門「新しい安全・安心社会のあり方」を新

設するなどの組織的な強化（ICAS） 

 ・外部教育研究機関とのネットワーク構築のため中

性子関連研究会へ参画（iFRC） 

ＩＴ基盤センター：平成22年度の外部評価報告書が公

表された。震災の影響によってわずかに遅れた。 

外部評価委員からの課題の指摘を整理した。課題に

対する改善策として以下を検討。  

●センターだけで実施できることを進めている： 

・情報倫理のテキストの改訂に着手する。情報セキュ

リティポリシーの講習会テキストにもなる。 

・プリンタの使用量を制限するためのシステム導入を

決めた。（平成24年度から実施する。）  

●センターだけでは解決できない問題は内部的に問

題点の分析だけにとどまっている： 

・情報資産に関する長期的な全学的戦略に対するセン

ターの関わりを再検討する。 

・少ない人員配置で最適な効果を上げるべく組織化を

図り、団結して何とか機能しているが、現有勢力で効

率的に業務を行えるようなリソースベースの業務設計

を行うことを検討している。成果が上がれば、結果と

して人員増を含めた将来計画へつながると期待され

る。 

・学内研究室や附属学校に設置されたサーバのセキュ

リティ対策の状態を把握する方法を検討する。中間評

価のヒアリング時にいただいた「コストをなるべくか

けずに、サーバ管理者の意識と技能の向上を図るべし」

というアイデアに従って、「サーバ登録者へセキュリ

ティ情報を頻繁にメールで通知する」方法を導入し、

来年度から実施する。 

平成22年度実施の外部評価で外部評価委員から指摘

された課題を整理した。センターの権限だけで実施で

きることは実施あるいは来年度実施へ向けての準備が

できた。センターだけでは解決できない問題は内部的

に問題点の分析と今後の大まかな方向性だけにとどま

っている。 

産学官連携イノベーション創成機構： 

１）評価結果のまとめ 

外部点検評価の結果をまとめ、概要報告書提出：フ

ァイル参照【外部評価概要.pdf】 

２）報告書作成、配布 

配布先：ファイル参照【報告書配布先一覧.pdf】 

３）今後の改善策 

外部評価委員の点検評価結果及び機構の改善計画：
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ファイル参照【外部評価委員の点検評価及び改善計画.

pdf】 

3名の外部評価委員からは、産、学、官の立場から適

切な評価と有意義なコメントをいただいた。これを受

けて、評価項目ごとの改善計画を立て評価を十分に咀

嚼し、具体的なPDCAサイクルを回す。時間が必要であ

るが、できるところから実施して行く予定。 

特に、指摘が多かった（１）イノベーション創成機

構の活動の周知徹底、（２）人材育成支援の強化、（３）

外部との広域・包括連携の推進、（４）国際連携の在

り方や進め方の検討を進めた。内容は下記のとおり 

（１）イノベーション創成機構の活動の周知徹底 イ

ノベーション創成機構のHPの充実及び定期的なメンテ

ナンス実施。 

（２）人材育成支援の強化 ものづくり中核人材育成

事業を茨城県の支援を受けて6講座を受講者60名にて

実施。また1件の特別講座を15名の受講者にて実施し

た。実施に当たっては企業のニーズを把握して講座を

設定した。 

上記事業の他に実学的産業特論を実施。学生への講

座内容の広報を行い、前年度受講者22名に対して45名

の受講者を得て実施した。 

なお、平成24年度の事業として関東経済産業局の人

材育成プログラムに応募して推進するべく、関係機関

と調整を進めている。 

（３）外部との広域・包括連携の推進 近隣の教育機

関、金融機関との連携による活動の充実を図るべく活

動を推進した。 

教育機関との連携においては主に首都圏北部4大学

連携事業の一環として、福島高専、茨城高専等との連

携活動を行った。また、金融機関との連携では常陽銀

行、筑波銀行、水戸信用金庫の展示会に参加して、茨

城大学の研究・教育・産学連携活動の広報を行った。

（４）国際連携の在り方や進め方の検討 イノベーシ

ョン創成機構特別推進プロジェクトとして国際産学連

携プロジェクトを立ち上げた。 

 このプロジェクトの活動として12月14日（水）にシ

ンガポール及びインドネシアから講師を招いて、現地

での産学連携や日系企業の動向，人材育成などについ

て、経済発展が著しい両国の「今」を伝えるシンポジ

ウムを開催した。：ファイル参照【国際連携シンポジ

ウム.pdf】 

機器分析センター：外部評価点検結果に基づき、セン

ター規則を見直し、法人化以後の新規業務を追加した。

また、分室を置くことができるよう規則改正を行った。

分室の設置により、センター機能の強化とユーザの利
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便性向上が期待される。センターパンフレット改訂は、

分室に設置する機器が確定したのちに実施することに

した。 

地域連携推進本部：8月30日に地域連携推進本部外部評

価を実施。（3月16日に実施予定であったが震災により

延期されていた。） 

 外部評価を受け、指摘等のあったものついて検討の

うえ見直し等を図って行く。 

 なお、意見等については、財務・評価の合同ヒアリングに

て報告、並びに組織体制等の変更の必要性を要求した。 

広域水圏環境科学教育研究センター：○平成23年3月2

日10:00～15:20に外部評価委員会を開催した。1.理

念・目的、2.教育、3.研究、4.社会貢献活動、5.組織

及び運営、6.施設及び設備、7.中期目標と今後の課題

について説明し、施設視察も実施した。評価委員3名(こ

の中の欠席1名は書面審査)による審査を受け、全ての

項目で高い評価を受けた。それをまとめた外部評価報

告書も既に発行し、関係機関に配布済みである。 

遺伝子実験施設：平成22年度実施の外部評価に関し、

自己点検報告書及び外部評価報告書を作成し、学内全

部局に配布した。 

外部評価で指摘された事項に基づき、学内外への更

なる本施設の活動周知に向け、１）施設パンフレット

の作成、２）ホームページの改善を進めている。 

また、指摘された施設名称変更に関しても関連部署

との協議を進めている。 

地域総合研究所：平成23年3月5日に外部評価委員会を

開催し、外部評価を受けた。評価委員は、雨宮昭一独

協大学法学部教授、蓮見孝筑波大学人間総合科学研究

科教授、出井滋信常陽地域研究センター理事・事務局

長、小田部卓茨城新聞社社長であった。報告書は、3

月末までに刊行された。 

改善の必要性を指摘された部分のうち、財政基盤に

ついては、大学財政がますます厳しくなってきている

折、建物維持費を含み年間約90万円という予算の中で

やりくりしていくしかない。そのため、生涯学習研究

センターと協力しながら、コピー機の共用化など、共

用できる部分の効率化を進めている。組織基盤につい

ては、恥ずかしながらこれまで研究所独自の「事務」

の概念がなく、会計などもきわめて曖昧であったため、

所員の研究活動を支えるロジスティック体制を再構築

している。いずれにしても、人文学部などとともに平

成25年度の概算要求を申請する、本年度まで獲得して

きた東海村研究のための科研費を申請するなど、財

政・組織体制整備に具体的に努めている。地域社会に

認知された活動の展開については、来年度より、研究
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所の顔となるホームページを大幅リニューアルし、情

報発信機能を高めるとともに、地域の行政関係者など

を含む地域政策研究会を立ち上げる予定である。 

◇研究所の活動を支える事務・ロジスティック体制を

再構築し、生涯学習研究センターなどとの資源の共有

化・効率化に努め、概算要求や科研費を申請するなど、

財政・組織基盤が少しでも安定するよう努めている。

またホームページの大幅リニューアル、地域社会を対

象とした新しい研究会の企画など、地域社会での認知

をさらに高めるための努力を継続している。 

ＩＣＡＳ：平成21年度の外部評価では、核と広がりの

あるサステイナビリティ学研究、研究基盤・財政基盤

のより一層の強化などが指摘された。これを受けた対

応は以下の通り。 

１）平成22年度に、指摘に基づいてICAS第2期の目標と

計画を設定した。 

２）兼務教員・協力教員の再登録を行った。従来の54

名から90名を超える規模となり、第4研究部門「新しい

安全･安心社会のあり方」を新設するなど、組織的強化

を行った。今後、全員参加の活動をいかに組織するか

が課題である。 

３）核と広がりのあるサステイナビリティ学研究のた

めに、核となる特別経費、環境省推進費研究と新分野

の独自研究、自然エネルギー研究などを組み合わせて

推進している。 

４）研究基盤・財政基盤の強化では、外部資金の拡大

に努め、成果を上げている。 

５）東北地方太平洋沖地震に際して多くのメンバーが

調査に参加し、「東日本大震災調査団」の事務局を担

当した。これまでの学部を越えた連携とネットワーク

の実績が生かされたと思われる。 

ICASは平成19年度、平成21年度に外部評価を行い、

平成25年度に第二期ICASの中間評価を予定している。

今年度は外部評価を実施しなかったが、ICAS第2期計画

を策定するとともに、各種イベントやWEBサイトなどを

通じて透明性の高い研究、組織運営を継続する。 

◇今年度は外部評価を実施しなかったが、「東日本大

震災調査」などを通じて透明性の高い研究、組織運営

を行っており、随時外部からのフィードバックを得て

いる。 

フロンティア応用原子科学研究センター：フロンティ

ア応用原子科学研究センター(iFRC)が設立された平成

20年4月1日から平成23年3月までの3年間分について、3

名の外部評価委員による外部評価を6月16日に実施し

た。外部評価委員からいただいた評価票を含む外部評

価報告書の編集作業を完了し、10月に報告書の印刷を
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完了した。報告書を外部評価委員および学内関係者な

どへ配布した。 

外部委員から指摘のあった問題点などを解決するた

め、今後のiFRC運営方法を内部で検討した。この結果

を外部評価報告書としてまとめた。人員や予算など直

ちに解決することは難しい問題もあるが、iFRCの次年

度以降の運営に資する点が得られた。 

宇宙科学教育研究センター：外部評価会議を9月26日に

開催した。会議での質疑応答の概要と、外部評価委員

による評価と提言を組み入れて、外部評価報告書を平

成24年3月に発行した。外部委員からの指摘事項は、順

次、運営委員会で検討することとした。 
【28-2：R122028-2】学術振興局を設置し、研究系センター等間の連携体制を

構築する。 

計画施策：研究系センター間の連携体制の整備【28-2：R122 

028-2】外部評価や成果発信などで、センター間連携を具体的

な取組として実現し、成果を確認する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇本学の学術研究の充実と高度化の実現を目指して、平成22年4月に

研究系の11センター等で組織する「学術振興局」を設置し、学術研

究系センター等の間で相互協力と相互補完する連携体制を構築し

た。 

具体的な取組としては、それぞれ産学官連携拠点として活動して

いる「産学官連携イノベーション創成機構」と「フロンティア応用

原子科学研究センター」において相互協力に関する協議を行ったう

えで、6月に「科学・技術フェスタ in 京都」への共同出展、10月以

降に「塑性加工を科学するフォーラム」を3回共催実施するなど、県

内外で産学官連携活動に取り組んできた。 

また、本学の地域連携の主たる活動であって、茨城県北地域の市

町村と連携して推進する「茨城県北ジオパーク構想」では、地域連

携推進本部を中心に五浦美術文化研究所、宇宙科学教育研究センタ

ーが地域の活性化や科学教育に活用する施設として参画するととも

に、同構想におけるインタープリター（案内人）を育成すために、2

センターに加え、広域水圏環境科学教育研究センターや地域総合研

究所の研究者が連携、協力して行っている。 

各センターの設置目的な設置場所は一様でなく、11センターが一

つになって連携することは困難であると考えるが、種々の課題に対

して、関連のセンターが連携していくことは可能と考える。 

ＩＴ基盤センター：当センターは、全学を対象として教育研究活動

を支援しており、学術振興局内のセンターに留まらない、各種の連

携を行っている。 

 当センターはその任務から、管理する対象が全学に渡り、その支

援・連携は対応している。しかし、所帯が小さいので、特定の部署

との連携を特に積極的に強く形成するには組織量が及ばないと思え

る。特に、阿見、水戸キャンパス管理・事務室には常駐の教員・技
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術員がいるわけではなく、現状では、日立本部から専任教員も出向

いているなどの点も考慮が必要である。 

産学官連携イノベーション創成機構：日立地域企業と工学部、フロ

ンティア応用原子科学研究センターの特性を活かした地域活性化を

目的として活動を連携して進めている。 

1．将来像や具体的な連携手法案を地域企業へ説明する過程で、それ

ら案の修正や合意形成のため地域企業と濃密な意見交換が不可欠で

あることが判明した。そのため意見交換の場を新たに設定し運用を

開始する予定である。 

2．人材育成支援に対しては社会人対象及び学生対象の事業を支援し

た。受講者からのアンケート調査で事業支援に対する良好な評価を

得た。 

1.フロンテイア原子科学応用研究センターとの連携 

1)本学のシーズを広く活用推進していくために、両機関の連携を強

化して事業を推進する。 

2)イノベ機構が参加した科学技術フェスタin京都の展示会にフロン

テイア原子科学応用研究センターの成果を展示した。 

3)共同研究・受託研究確保に向けて企業訪問・技術相談を連携して

実施している。 

4)フロンテイア原子科学応用研究センター主催のフォーラム「塑性

加工を科学するフォーラム」を共催した。 

5)池畑副機構長が次年度よりフロンテイア原子科学応用研究センタ

ー産学官共同研究推進部門長を兼任されることになった。イノベ機

構とフロンテイア原子科学応用研究センターとの連携を一層密にし

て活動を一体として推進していく予定。 

2.近隣の学術機関との連携 

3.産学連携活動の広域化－首都圏北部4大学連合(4u)  

4.金融機関、商工会議所、自治体との連携強化 

機器分析センター：機器分析センターが学術振興局の一員となり、

機器分析センター長は研究企画推進会議のメンバーとなっている。

 研究系センター間の連携体制の構築を行う準備は整っている。 

広域水圏環境科学教育研究センター：重点プロジェクトであるサス

テイナビリティ学研究ではICASと密接に連携して研究を実施してい

る。地域連携推進本部を中心に運営されている茨城県北ジオパーク

推進協議会が主催する茨城県北ジオパークインタープリター養成講

座の実施に積極的に協力している。 

地域総合研究所：研究所独自の研究予算が科研費などの外部資金以

外になく、専任研究スタッフがいないという厳しい状況の中で調査

研究の実施、自治体との連携活動、研究所活動のHPを通じた情報発

信、研究成果の年報としての発行などを活発に行ってきたことは高

く自己評価できる。これだけの活動に対して、全学的な予算的、人

的支援措置がとられていないことが大きな問題である。 

ＩＣＡＳ：ICASは今年度より第二期を迎え、参加者が約90名に増加

し、これまで以上に全学へまたがる研究センターとなっている。さ

らに、サステイナビリティ学教育プログラムを企画立案機関として

教育活動でも全学的な実施体制を推進している。 
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 今年度より発足したSSCには、ICASメンバーが理事を担当するなど

積極的に参加している。ICASでは平成22年度より第二期ICASとして

組織体制の整備を行った。兼務教員・協力教員の再登録を行い、従

来の60名程度から90名を超える規模になった。全学的に関心が高い

ことが反映していると思われるが、その反面、増えたメンバー全員

が参加できる活動をいかに組織するかが課題となったと考えてい

る。 

フロンティア応用原子科学研究センター：産学官連携イノベーショ

ン創成機構と、会議を開催し連携に関する意見交換を行い、連携事

項を確認した。平行して、塑性加工フォーラムによる産学連携つい

ては連携しながら活動を進めていてモデルケースとなる。機器分析

センターのNMRが共同利用としてフロンティアセンターに配置され

ており、利用に際して連携を図りながら進めている。また、今後の

機器共同利用方策についても相談することとしている。 

産学官連携に関しては、産学官連携イノベーション創成機構との

協働体制が望ましく、塑性加工フォーラムについて具体化してきて

いる。これは、モデルケースとして全学の参考になる。共同利用研

究設備に関しては、機器分析センターとの連携が必須であり、サー

ビスの向上と活発な研究につながることができた。 

当センターと関係の深い2機関（イノベーション機構、機器分析セ

ンター）と具体的な連携活動を行ってきており、センター単独では

得られない成果につながると期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・6月28日開催の学術振興局運営委員会では、前年度

から取り組んできた産学連携や地域連携などの取組を

継続するとともに、外部評価の実施などで連携に取り

組んでいくことを確認した。 

・未実施の3センター（宇宙科学教育研究センター、フ

ロンティア応用原子科学研究センター、地域連携推進

本部）における外部評価実施にあたっては、評価委員

会の開催、報告書の作成などを円滑かつ効果的に進め

るため、実施センターからの外部評価に関わる資料・

情報の提供など、センター間の連携に取り組んだ。 

・イノベーション創成機構とiFRCとは、①フォーラム

開催、②シーズの広報、シーズ・ニーズのマッチング、

③企業訪問・技術相談などの産学連携活動を通じて、

大学の保有する研究成果の社会への発信に連携して取

り組んでいる。 

・その他、各センターにおける具体的な取組内容は次

のとおりである。 

 ・研究設備（核磁気共鳴装置）をiFRCに設置して共

用化の推進（機器分析センター・iFRC） 

 ・東日本大震災により被災した六角堂等の再建の取

組（五浦美術文化研究所・地域連携推進本部）。 

 ・大震災からの復興に関わる調査・研究の推進（IC

AS・地域総合研究所） 

 ・茨城県北ジオパークに関わる地域連携推進の取組
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（地域連携推進本部・広域水圏センター・宇宙科学セ

ンター） 

 ・重点研究（サステイナビリティ学研究）に関わる

教育研究活動の展開（ICAS・広域水圏センター） 

ＩＴ基盤センター：（IT基盤センターは、全学を対象

として教育研究活動を支援しているので、関係する支

援内容を記載する。） 

・建物間の光ケーブル、フロア間のcat.6aケーブル、

フロア内のcat.6ケーブルの張り替えを行い、ネットワ

ークの高度化を図った。（ただし改修済と改修予定の

建物を除く） 

・キャンパス無線LANの整備を平成24年3月末までに完

了した。キャンパス無線LANのインフラを利用して、e

duroam(参加学術機関の間で無線LAN接続を相互に利用

可能にする仕組み)に参加した。これによって、eduro

am参加機関へ出張した本学の教職員・学生、eduroam

参加機関から本学へ出張した教職員・学生が、所属機

関のIDで相互に無線LANに接続できるようになった。ま

た、本学の教職員・学生は、eduroam向けに提供されて

いる東京山の手線内の約2,500の無線LANホットスポッ

トも無料で利用できるようになった。 

・広域水圏センターの回線を10Mbps保証は変更せず10

0Mbpsまで通信可能となるようにグレードアップした。

・共通教育棟14番教室と教養教育係隣のPCを平成24年

度から運用する予定の電子計算機・ネットワークシス

テムと一体化して運用する設計とした。 

・同システムでは、分散キャンパスであることを生か

して3キャンパス中2キャンパスに業務データのリアル

タイムコピーを置ける耐災害設計とした。 

・図書館との連携によって自由学習室の運営が効果的

に行われている。 

・高萩・東海・潮来に加えて、五浦美術文化研究所を、

学内LANの一部として接続した。 

・毎年度更新されるキャンパス間ネットワークは、入

札時期を早めたことによって、平成24年度にはコスト

パフォーマンスのよい調達となった。 

・附属3学校、高萩、東海、潮来、五浦の7拠点のネッ

トワーク接続を、日立キャンパス接続からキャンパス

間ネットワーク接続に変更し、日立キャンパス接続時

のボトルネックを解消した。 

近い将来に必要と考えられる情報インフラの整備を

進めている。必要とされていなかったり、提供先が使

いこなせないようなインフラを整備しないように気を

つけている。 

産学官連携イノベーション創成機構： 

１）フロンテイア応用原子科学研究センターとの連携
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①シーズの広報 シーズ・ニーズのマッチング。企業

訪問・技術相談の連携実施。 

②共同研究・受託研究確保に向けて企業訪問・技術相

談を連携して実施 競争的外部資金獲得支援について

も連携をしている 

③フロンテイア原子科学応用研究センター主催のフォ

ーラム「塑性加工を科学するフォーラム」を共催 

④池畑副機構長がフロンテイア原子科学応用研究セン

ター産学官共同研究推進部門長を兼任。イノベ機構と

フロンテイア原子科学応用研究センターとの連携を一

層密にして活動を一体として推進していく体制が強化

された。 

２）その他の研究センター 共同研究、競争的外部資

金獲得支援等。例えば震災復興関連事業の紹介等。 

３）近隣の学術機関との連携 地域の学術機関との連

携・ネットワークを構築し、本学のみでは対応できな

い地域のニーズに柔軟に対応するため、下記機関との

連携。 

①茨城高専 ②福島高専 ③茨城キリスト教大学 茨

城高専、福島高専とは平成22年2月に包括協定を締結し

た。 

４）産学連携活動の広域化－首都圏北部4大学連合（4

u）連携事業 

首都圏北部4大学連合（4u）連携事業に参画している

群馬大学、宇都宮大学、埼玉大学等で十分に対応でき

ない企業あるいは自治体ニーズがそれぞれの大学の産

学連携窓口から紹介されるケースが増えている。 

宇都宮大学からの紹介で茨城大学農学部の教員シー

ズの活用を検討し、共同研究が創成される成果が出て

いる。 

５）金融機関、商工会議所、自治体との連携強化 

①常陽銀行の主催する、日産自動車における展示会に

参加、「常陽ものづくり企業フォーラムinつくば」に

参加  

②水戸信用金庫主催の「みとしんビジネスマッチング

フェア2011」に参加 

③筑波銀行主催の「筑波銀行 2011ビジネス交流会in

つくば」に参加 

６）人材育成支援 

①ものづくり中核人材育成講座の実施 

茨城県北臨海地域産業活性化推進事業と連携して6

講座を実施した。受講者は60名。また1件の特別講座を

実施し15名の受講者があった。 

②実学的産業特論 

大学院理工学研究科博士前期課程1年次学生及び社

会人を対象とした「実学的産業特論（2単位）」を実施。
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講師として地域の企業経営者、支援機関関係者、経産

省関係者等幅広い分野の協力を得ている。 

また、地域の企業見学も加えた講座となっており、

座学では得られない講座になるよう工夫している。受

講学生は昨年22名に対して45名と大幅に増加。外部点

検評価で受講生の増加を指摘されたが、ガイダンスで

の広報の充実、カリキュラムの改善等の効果が出た。

機器分析センター：平成22年度に工学部長から機器分

析センター日立分室設置に関する要望書が提出され

た。6月に開催された運営委員会において、引き続き運

営委員会等を中心に本件を議論していくことを了承し

た。 

分室を置くことができるようセンター規則を改正し

た。運営委員会、専門委員会で日立分室（仮称）の設

置が認められた。平成24年度の設置に向けて準備、調

整中である。 

広域水圏環境科学教育研究センター：○重点研究プロ

ジェクトであるサステイナビリティ学研究ではICASと

密接に連携して研究・教育を実施している。大学院サ

ステイナビリティ学教育プログラムでは、国内演習を

担当し、ICASとの連携を強めた。また、地域連携推進

本部を中心に運営されている茨城県北ジオパーク推進

協議会が主催する茨城県北ジオパークインタープリタ

ー養成講座の実施に積極的に協力している。 

○学内の重点研究及びセンター独自の研究・教育活動

を展開し、学内の他部局・センターとの連携を強めた。

その結果、水圏環境・温暖化等に関する教育・研究の

一翼を担うセンターとしての役割をより発揮できるよ

うになった。 

地域総合研究所：まず事務面では、生涯学習教育研究

センターとの間で、施設や機器の共有化を進め、希少

な資源の効率的な運用を図っている。また所長が人文

学部の将来計画副委員長でもあるため、人文学部と大

教センターが進めてきた概算要求の申請に、地域研と

地域連携推進本部が加わることによって、両者のスム

ーズな意見交換や意思疎通の体制が構築されつつあ

る。 

研究面では、例年、研究所全体の独自の活動として

は、年報の発行しかできていない。それ以外は、一部

の所員による、科研費や学内資金に基づく調査、自治

体や市民組織との協働による調査やシンポジウムなど

である。それでも、科研費プロジェクト「臨界事故10

年を経た東海村の防災システムと地域再生の総合的研

究」（熊沢紀之代表：2009～2011年度）については、

順調に進行している。また東日本大震災調査団に数名

の所員が参加しており、人文・社会科学的な観点から
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調査・研究を行ってきた。とくにここでは、ICASと所

員がメンバーとして重複しながら活動している。ただ

し人文・社会科学的な調査は、自然科学的な調査に比

べると、どうしても後発的なものになりがちである。

そこで年度末になって、地域研の所員が中心となり、

特別推進研究プロジェクトに「茨城県における様々な

社会的つながりの研究」というタイトルで申請し、震

災以後の社会の動きをより広い観点から検討する体制

を構築している。 

いずれにしても、今後は、研究面、そしてそれを支

える事務・ロジスティック面で、地域連携推進本部、I

CAS、生涯学習教育研究センター、そしてもともと関係

の深い五浦美術文化研究所との連携を深めていく。 

五浦美術文化研究所：全学工程表では、「外部評価や

成果発信などで、センター間連携を具体的な取組とし

て実現する。」としているが、平成23年度は平成23年3

月11日の大震災からの復興の1年となり平成24年3月末

には竣工見込みとなっている。この面からすればかな

り順調に進められたものと思います。工程表中の平成2

3年度取り組みは復興後に取り組むこととする。 

ＩＣＡＳ：平成22年度より発足したSSCには、ICASメン

バーが理事、運営委員等を担当するなど積極的に参加

している。教育面では、環境人材育成コンソーシアム(E

coLeaD)、UN-CECARに参加し、サステイナビリティを担

う人材育成に貢献している。 

ICASでは平成22年度より第二期ICASとして兼務教

員・協力教員の再登録を行い、従来の54名から90名を

超える規模になった。全学的に関心が高いことが反映

していると思われるが、その反面、増えたメンバー全

員が参加できる活動をいかに組織するかが課題となる

が、東北地方太平洋沖地震に際して多くのメンバーが

調査に参加し、「東日本大震災調査団」の事務局を担

当した。これまでの学部を越えた連携とネットワーク

の実績が生かされた結果と考えられる。 

ICASは平成21年度までの科学技術振興調整費の支援

期間が終了し、平成23年度はいわゆる第二期の2年度に

当たる。平成22年度に第二期の兼務教員・協力教員の

再登録を行い、従来の54名から90名を超える規模にな

った。「東日本大震災調査団」の事務局を担当し、従

来ICASとは関与の少なかった研究者とも共同研究が進

んだ。 

フロンティア応用原子科学研究センター：産学官連携

に関しては、イノベーション創成機構との協働体制を

とり、塑性加工フォーラムについて具体化している。

これは、モデルケースとして全学の参考になる。第3

回「塑性加工を科学するフォーラム」をiFRC(主催)、
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イノベーション創成機構(共催)および常陽銀行（後援）

で開催した。 

共同利用研究設備に関しては、機器分析センターと

の連携の下に、NMR装置について震災で生じた損傷を復

旧させた。サービスの向上と研究活動に寄与すること

ができた。 

◇センターと関係の深い2機関（イノベーション創成機

構、機器分析センター）と具体的な連携活動を行って

きており、センター単独では得られない産学官および

金融との交流に結びつくとともに、研究成果につなが

る研究者間の交流を図ることができた。 

宇宙科学教育研究センター：9月に外部評価会議を実施

した。会議内容のまとめと報告書の作成準備を行った。

＜研究者支援＞ 

【29：R122029】29．研究環境の整備を行

って基盤研究を広く支援するとともに、特

に若手研究者、ポスドク、博士後期課程学

生の研究を支援する。 

施策として以下の取組を実施する。研究

環境の整備、若手研究者・ポスドク・博士

後期課程学生を支援 

【29-1：R122029-1】大学は、研究環境の整備方針を定め、評価と成果を基本

として、研究環境を整備することを周知する。研究環境整備を組織的に企画推

進する。 

計画施策：研究環境の整備【29-1：R122029-1】整備方針にし

たがって研究環境の整備を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 大学は、研究環境整備を組織的に企画推進する研究企画推進会議

を平成22年4月に設置した。研究企画推進会議では、学術研究推進や

研究環境整備のための資金である学術研究推進経費の配分方針を定

めた上で、学内における公募及び審査を経て、重点研究や推進研究

プロジェクトの研究推進費や研究設備の維持管理費などについて資

金面での支援を行った。さらに、研究企画推進会議では、平成23年

度以降の間接経費配分の見直しの検討を行い、研究施設の維持や研

究支援要員の雇用など研究環境の整備に要する経費に配分する方針

を決定した。 

研究環境の整備について、その推進体制を整えるとともに、整備

経費の支援方針を定めている。さらに、研究費の支援にあたっては、

実績等を評価して配分を決定しており、中期目標は達成可能と考え

る。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・5月26日開催の研究企画推進会議では、本学の研究

環境を充実するための経費である学術研究推進経費 

3,000万円について、平成22年度に策定した「学術研究

推進経費配分の方針」にしたがって配分することを審

議決定し、重点研究、推進研究プロジェクトなどの研

究グループや若手研究者への研究費支援などを実施し

た。 

・4月26日及び5月26日開催の研究企画推進会議におい

て、競争的資金等における間接経費については、研究

設備の維持・更新や研究支援者の雇用などの研究環境

の整備に措置することを審議決定した。具体的には、

研究支援員を雇用するための経費として2,000万円を

各学部に配分するとともに、研究設備を維持・更新す
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るための経費として約4,000万円を措置した。 

・研究設備マスタープラン専門委員会では、教育研究

設備の計画的な整備及び効果的な活用のための共用化

の推進等を図るために、教育研究設備整備に関する基

本計画の見直しについて検討した（11月30日、平成24

年1月18日）。また、同見直しの検討にあたっては、基

礎データを収集するために各部局等に対して「教育研

究設備の更新予定年次計画作成用調査」等の調査を実

施した。 

【29-2：R122029-2】女性を含む若手研究者・ポスドク・博士後期課程学生の

支援内容を整理し、支援制度を設計する。 

計画施策：若手研究者・ポスドク・博士後期課程学生を支援

【29-2：R122029-2】女性を含む若手研究者・ポスドク・博士

後期課程学生の支援に要する予算を確保し、施策を実施する。

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

◇大学は、学術研究の推進や研究環境の整備について広く支援する

ために、平成22年4月に研究企画推進会議を設置した。研究企画推進

会議では、本学の政策的な研究費である学術研究推進経費3,000万円

の配分方針の一つとして「次代を担う若手研究者育成と女性研究者

への支援」を掲げ、競争的資金の獲得支援などのために、延べ33名、

合計975万円を措置した。さらに、若手研究者、ポスドク、博士後期

課程学生のそれぞれに対する支援策を整理して、若手研究者に対し

ては、研究経費を支援することを通じて研究活動の活性化や進展な

どを促進させる取組を行うこととし、ポスドク及び博士後期課程学

生に対しては、博士特別研究員又はRAとして雇用した上で、研究プ

ロジェクト等に研究者又は研究補助者として参画させることを通じ

て研究実績を上げさせたり、研究遂行能力を育成する取組を行うこ

ととしている。 

年度計画にある「支援内容を整理し、支援制度を設計する」こと

については、若干不十分な面もあるものの、具体的な支援策を講じ

ており、中期目標を達成することは可能であると考える。 

理学部：基本的には支援策には経費負担が伴う事が予測されるので

研究科でできることには限界がある。若手研究者（教員）に対して

は、校務分担の軽減について領域で配慮されている。ポスドク（博

士特別研究員）については、各指導教員が配慮している。 

 基本的な支援策は就学・研究経費の軽減であり、研究科単独での

実施には困難が伴う。大学執行部に博士関連の経費増を要請してい

るところである。 

工学部：企画立案委員会を中心にして、工学部で可能な支援内容を

整理した。博士後期課程の学生に関しては経済的な支援が間接経費、

学部長裁量経費から支出可能か両経費の使途を調査した。 

 学長方針に加えて工学部でも補填する方針にしたので、後期課程

学生への経済支援は来年度からかなり改善される見込みである。 
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Ａ 

◇・大学では、ポスドク、博士後期課程学生を支援す

るために、平成23年度予算においてポスドクを対象と

する博士特別研究員7名の雇用経費（980万円）、博士

後期課程学生を対象とするRA32名の雇用経費（960万

円）を確保した。 

・また、大学では、大学院の教育研究の環境整備の一

環として博士後期課程学生を支援するために、平成23

年度予算において授業料を半額免除する予算1,620万

円（60名程度）を確保した。※博士特別研究員・RAの

雇用経費及び授業料免除の予算等は、「茨城大学の大

学院生に対する支援について（平成23年4月 文責・池

田）」による。 

・5月26日開催の研究企画推進会議において、平成23

年度学術研究推進経費の配分について審議し、平成22

年度に策定した「次代を担う若手研究者育成と女性研

究者への支援」を柱の一つとして掲げた学術研究推進

経費配分の方針に基づき配分することを決定した。具

体的には、若手研究者8名に対して約50万円、計398万

円を措置した。 

理学部：全学の進行状況に対応する。 

工学部：8月9日に学部長裁量経費を使用した若手教員

研究奨励賞募集を工学野の企画立案委員会で審議し、

承認、募集を行い、9月12日に5名の受賞者を決定し1

件50万円、5件／年の研究補助を行った。社会人博士後

期課程学生の学習環境支援のために共通利用室の用意

を検討しN3棟2階204室をあて、机、イスの整備を行っ

た。教職員女子会を設置した。 

工学野では若手教員研究奨励賞を学部長裁量経費が

許す限り制度化して行っていきたい。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(3)  その他の目標 

 ① 社会との連携や社会貢献に関する目標 

 

中期

目標 

12．社会連携事業を推進し、大学力を地域に示すとともに、地域から高い評価を得る。 

 

中期計画 年度計画 

＜地域連携事業の推進＞ 

【30：R131030】30．「茨城大学地域連携

２１世紀プラン」や連携協定に基づき、広

く地域連携事業を進め、地域の活性化に寄

与する。 

施策として以下の取組を実施する。地域

連携事業の量的・質的充実、地域連携事業

の外部評価と見直し 

【30-1：R131030-1】「茨城大学地域連携２１世紀プラン」を第２期に対応さ

せて改訂を行う。改訂プランに従って、取組の年次計画を策定する。 

計画施策：地域連携事業の量的・質的充実【30-1：R131030-1】

「茨城大学地域連携第２期プラン」にしたがって、取組を行い、

量的・質的に充実させる。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

 ｢茨城大学地域連携第2期プラン－地域とともに発展する大学｣を

11月に作成し、関連機関に配布した。第一期プランに基づいた地域

連携活動を点検評価し、より発展的なプランが作成できた。一部は

すでにこのプランによる成果が出てきている（学生地域参画プロジ

ェクト）。今後は、本格的な事業展開が期待できる。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇「茨城大学地域連携第2期プラン」の3つの主たる活

動中、①学生地域参画プロジェクトについては、6件採

択、各プロジェクトの活動、報告・審査会の開催等順

調に進行した。②茨城県北ジオパーク構想も、4月に日

本ジオパーク認定申請を行い、8月に審査会を経て、9

月5日に正式に日本ジオパークに認定された。また、イ

ンタープリター養成講座の開催やジオツアーなど活発

に活動を展開してきた。③戦略的地域連携プロジェク

トについては、会議で検討し、大学教員等の研究内容

等の情報提供等方法等について再検討し、平成24年度

の早い時期に募集並びに実施することとなった。 

東日本大震災の影響のもとで、これだけの事業が展

開したことは評価できる。特に茨城県北ジオパークで

の活発な活動は震災からの復興という観点からも高く

評価できる。 

【30-2：R131030-2】地域連携事業に外部評価を導入し、地域から評価を得る

事業として取組を見直す。外部評価方法を提示する。 

計画施策：地域連携事業の外部評価と見直し【30-2：R131030-2】

地域連携事業の外部評価結果にもとづいて、地域から評価を得

る事業として取組を見直す。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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◇地域連携推進本部：茨城大学地域連携第2期プラン作成に当たっ

て、第1期プランに従って行った事業について全面的な点検・評価を

行った。その結果は、第2期プランの冊子の中に取り入れ公表し、外

部評価についての準備を行った。平成23年3月に外部評価委員会を開

催する予定で産、官、学、民、金関連の評価委員による外部評価委

員を確定し、評価に関わる資料を作成した。しかし、3月11日の東日

本大震災のため、外部評価委員会の開催が不可能となった。改めて、

7月に外部評価委員会を開催する予定である。 

 産、官、学、民、金関連の評価委員による外部評価を企画してお

り、地域や社会のニーズに基づいた評価がいただけるものと期待し

ている。 

人文学部：学部地域連携委員会と点検・評価委員会が協力して、平

成22年度秋から計画を継続して検討した結果、平成25年度に地域連

携の外部評価を実施することになった。平成24年度の前倒し実施も

視野に入れて、23年度から資料の準備を整えることになった。平成

22年度は計画の作成だけであるので、特に大きな問題はなかった。

平成23年度は資料の整理等の具体的な活動が中心となると思われ

る。 

 点検・評価委員会と地域連携委員会との間で検討を行った結果、

①地域連携事業に外部評価を導入すること、②実施年度を平成25年

度とすること、が決定された。②の実施年度は、早ければ平成24年

度にも行うことができるように、地域連携委員会では、平成23年度

から、そのための資料の整理等を進めることとなった。工程表の目

標を十分に達成していると評価することができる。 

農学部：主に連携協定先の地元自治体である阿見町との連携事業を

実施した。町側の要請に応じて本年度は地元工業団地の企業向けに

農学部訪問交流会を実施した。また従来より継続して実施してきた

「食育・食農教育推進事業」では、この活動を通して阿見町の学校

給食センターでの地場農産物利用率を県内1位に向上させることが

できた。 

 極めて順調に進めていると判断される。 
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人文学部：平成25年度に外部評価を受けることが決定

したので、それに向けて情報を収集した。10月20日に

地域連携推進本部の実施状況についてヒアリングを行

い、外部評価に向けて何が必要であるかについて認識

を深めることができた。今後、以下の点に配慮して、

作業を進めることになる。 

 ①外部評価の日程等の枠組み 

 ②評価の実施形態 

 ③外部評価委員の選定 

 ④外部評価の項目 

 ⑤外部評価に要する経費 

 ⑥外部評価の資料の作成等 

地域連携推進本部のヒアリングの結果、平成24年度

に取り組まなければならない「自己評価書の作成」と

いう課題が明確になった。順調に進展している。 
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農学部：例年同様、「茨城大学と阿見町の連携に関す

る定期協議会」を11月15日（火）に水戸本部で開催し、

町と大学間の連携事業に関する昨年度の報告、本年度

の進捗状況を確認した。阿見町の小学校における食育

授業については、本年度は昨年度よりも1回開催回数を

増やして計5回、のべ5名の農学部教員を派遣して実施

した。これら一連の食育事業の関係者間で、平成24年

１月26日に「阿見町農産物の地産地消とそれを活用し

た食育・食農教育の推進に関する検討会」を開催し、

今年度の事業総括と次年度に向けた取り組み方向を確

認した。これら一連の取り組みから、阿見町の8つ全て

の小学校において、学校農園を活用した食農教育が実

践され始めたこと、これらの事業が小学校での総合学

習の一環として活用され始めたことが確認できた。な

お本年度の阿見町との共催シンポジウムは、「地域と

連携したバイオ燃料生産の展望」として、茨城県をは

じめ阿見町以外の市町村も含めての共催シンポジウム

の形で3月13日に開催し、一般市民を中心とする120名

の参加者を得て熱心な議論が展開された。 

過去5年間にわたって町との連携事業として、「地域

の食育・食農教育の活性化を通した農産物地産地消の

推進」に関する取り組みを継続してきたわけであるが、

これら一連の取り組みによって阿見町は学校給食での

地場産使用率が平成20年度以来一貫して県内1位とな

っている。さらに本年度からは町内8つ全ての小学校に

おいて「学校農園を活用した食農教育」が実施される

に至り、学校の総合学習の一環として活用され始めて

いる。残念ながら、本年度は震災の影響でシンポジウ

ムの開催を見送ったためにこれらの「到達点」を一般

市民へ広報することはできなかったが、新聞などでも

報道される機会が増え、着実に成果を上げていると評

価できる。 

地域連携推進本部：大震災の影響から、開催時期を変

更していたが、外部評価にあたり資料等の準備等を行

い、8月30日に外部評価を実施した。各外部評価員から

の意見等をまとめた。なお、意見等については、財務・

評価の合同ヒアリングにて報告、並びに組織体制等の

変更の必要性を要求した。 

大震災の影響から、開催が危ぶまれていていたが、

外部評価員の皆様のご協力等もあり開催することがで

き、また、大学の地域連携体制等について多義にわた

るご意見を頂けたことは、今後の地域連携を進めるう

えで大いに役立つものと思う。 

＜産学官連携事業の推進＞ 

【31：R131031】31．企業等との共同研究

や受託研究の獲得、技術やシーズの提供な

【31-1：R131031-1】共同研究・受託研究の獲得を促進するための取組を継続

的に実施する。獲得状況をとりまとめ、成果を確認する。 

計画施策：共同研究・受託研究の獲得を促進【31-1：R131031-1】
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どにより、産学官連携事業を進め、ステー

クホルダーから高い評価を得る。 

施策として以下の取組を実施する。共同

研究・受託研究の獲得を促進、自治体や企

業との連携事業の推進、シーズの企業化 

共同研究・受託研究獲得を促進するための取組を実施する。獲

得状況をとりまとめ、成果を確認する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 茨城大学のシーズを活用して地域に貢献することを目的にした産

学官連携活動を推進した。大学が研究成果や人材を地域に役立てる

「地域貢献度」について、日本経済新聞社産業地域研究所が全国の

大学を対象に調査した結果、茨城大学は8位にランクされた。特に茨

城大学のシーズ活用による地元企業などとの共同研究が地域経済の

活性化に力を入れている証として評価された。 

産学官連携イノベーション創成機構の共同研究推進部門のコーデ

ィネーター等が県内外の企業を訪問し、大学シーズのPRと企業ニー

ズの調査をしている。平成22年度実績は245件で、平成21年度実績の

192件を大幅に上回った。平成22年度の技術相談件数は186件で、平

成21年度の実績は182件であった。 

1.シーズの広報・活用【イベント開催・参加】 

(1)4u新技術説明会キャラバン隊開催 第9回を群馬県前橋商工会議

所で開催（5月10日）。キーテーマを「次世代ロボット産業の関係技

術」として、6件の研究シーズを紹介。本学からは、工学部近藤教授

の発表をアレンジした。 

(2)工学部こうがく祭＋オープンキャンパス 6月5日、工学部こうが

く祭＋オープンキャンパス開催。「地域企業・教員・学生 出会いコ

ーナー」開催。出展企業12社。出展研究室7、来場者数85名。出展企

業と出展研究室間での技術相談から共同研究が創出された。また、

出展企業と学生のリクルート相談案件も生まれた。 

(3)科学技術フェスタin京都 6月5日、科学技術フェスタin京都に参

加した。本学から5テーマ展示、シーズ広報を行った。 

(4)JST4大学新技術説明会 6月30日、7月1日の二日間にわたり、JS

Tホール（東京・市ヶ谷）にて開催した。4大学から特許出願ベース

の研究シーズを5件ずつ、合わせて20件を発表した。本学からは、尾

関准教授、増澤教授、鈴木助教、鵜殿准教授、馬場教授の発表をア

レンジし、9件の個別相談があった。機構のコーディネーターや産学

連携室がスタッフとして、運営、教員サポート、企業との名刺交換

や個別相談に対応した。 

(5)4u第2回産学官連携講演会（＠茨城） 第2回を茨城大学水戸キャ

ンパス（9月17日）で開催した。5件の連携事例について、大学側と

企業側双方から発表という形式で実施し、質疑応答が活発に行われ、

盛況となった。今回の特徴としては、茨城キリスト教大学からも事

例講演頂くとともに、講演者によるポスターセッションも実施し、

これには、茨城高専、福島高専にも出展頂いた。 

(6)工学部研究室訪問交流会 9月29日(水)に日立地区にて、E5棟イ

ノベーションスペースを会場に工学部研究室訪問交流会を開催し、8

0名を越える企業関係者、支援機関関係者、自治体関係者に参加いた

だいた。 

(7)第10回4u新技術説明会キャラバン隊開催 第10回を宇都宮大学

で開催（10月19日）。キーテーマを「水と食・農関係技術」として、
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6件の研究シーズを紹介。本学からは、工学部藤田准教授の発表をア

レンジ。当日の個別相談は、4u全体で14件であった。 

(8)ひたちものづくり協議会先進地調査 10月21日(木)～22日(金)

山形大学米沢キャンパスと山形の代表的な精密加工企業であるミク

ロン精密を視察した。 

(9)農商工連携セミナーマッチング会2010 10月23日(木)常陸太田

市にて農商工連携セミナーマッチング会2010を開催した。イノベー

ション創成機構は後援の形で参加した。 

(10)茨城県食品産業協議会研修会 11月16日(火)に茨城県食品産業

協議会研修会を農学部にて開催した。 

(11)4u食の安全と健康シンポジウム 4u研究会テーマである「食の

安全と健康」に関するシンポジウムを11月26日に埼玉大学で開催。

個別研究会への企業参加を呼びかける目的で、各大学から提案する

テーマ4件について内容紹介を行った。本学からは、大学院理工学研

究科の池畑教授が提案するテーマについて発表をアレンジした。ア

ンケート調査により、参加を希望する企業が数社いるため、フォロ

ーしている。 

(12)阿見町工業に関する懇談会 11月30日(火)に阿見町工業に関す

る懇談会を農学部にて開催した。阿見町の天田町長ほか多数の参加

を得て講演と見学会を実施した。終了後は懇親会を開催し、参加者

間での情報交換を図った。 

(13)日本政策金融公庫見学会 12月3日(金)に日本政策金融公庫の

顧客による農学部見学会を開催した。約30名の参加があった。 

(14)農学部研究室訪問交流会 12月10日(金)に農学部研究室訪問交

流会を開催し、約50名近くの方が参加。 

(15)彩の国産学連携フェア＠埼玉 平成23年1月26日(火)～27日

(水)さいたまスーパーアリーナにて開催の彩の国ビジネスアリーナ

2011産学連携フェアに参加した。茨城大学からは下記の展示をした。

①リチウムイオン二次電池による太陽光発電出力の平準化の検討：

工学部垣本教授 

②LEDを用いた大気環境計測装置：理学部北教授 

③住谷研究室の研究テーマ5件の紹介：工学部住谷助教 

・人物位置伝達触覚ディスプレイ 

・ゆらぎ利用癒し誘発信号生成 

・眼球駆動マウスドライバ（IRID） 

・汎用アクチュエータ使用高速制振を可能とするモデル参照予測ピ

ッチ駆動制御 

・個体味覚反応を可視化する脳波利用味覚刺激反応解析 

 2日間で、茨城大学ブース来訪者は94名、今後進展が期待される相

談案件は5件であった。 

(16)第11回4u技術キャラバン（＠茨城） 平成23年1月21日(金)ホテ

ル天地閣にて第11回4u技術キャラバンを開催した。「ECO技術の創出

に向けて～再資源化、高度加工技術、新エネルギー～」をテーマに5

件の研究シーズを技術紹介。特別講演として「低炭素社会の実現に

向けたエネルギー・環境技術」と題して㈱日立製作所電力システム

社 技師長兼CTO 池口 隆 氏に講演をしていただいた。本学からは、



188 

 

工学部垣本教授の発表をアレンジするとともに、福島高専にも参加

を要請、1件の発表をして頂いた。当日の個別相談は、4u全体で6件、

うち垣本先生に対して3件の相談があった。 

(17)イノベーションプロジェクト審査・決定（平成23年2月14日） 

ベンチャープロジェクト14件、インキュベートプロジェクト8件がイ

ノベーションプロジェクトとして申請があり、外部審査員2名と学内

審査委員8名による厳正な審査を行い、ベンチャープロジェクト9件、

インキュベートプロジェクト3件を採択した。 

(18)理学部研究室訪問交流会 平成23年2月16日(水)理学部研究室

訪問交流会が開催された。交流会で5件の技術相談がありイノベーシ

ョン創成機構で対応した。 

(19)ひたちものづくりフォーラム2011 平成23年2月16日(水)ひた

ちものづくりフォーラム2011を開催した。約100名の参加者があり有

意義な情報交換ができた。 

(20)平成22年度 農商工連携マッチング会in土浦 平成23年2月17

日(木)平成22年度 農商工連携マッチング会in土浦が開催され、茨

城大学から下記を展示した。 農学部の重点研究テーマの中から、3

件を出展。 

①IBOS（茨城大学バイオ燃料社会）プロジェクト：新田先生 

②茨城県特産果樹のゲノム研究基盤の整備に関する研究：井上先生

③熱ショックの農業利用技術開発（HOT Strawberry Project）：佐

藤先生 

説明員として、上記3人の先生と後藤先生及びイノベーション創成機

構から中澤専任教員、高木CD、池本CD、園部CDが参加した。当日約4

00名の参加者があり、茨城大学の展示に対して13件の相談があった。

(21)平成23年3月2日、JST事業説明会を工学部にて開催した。実施内

容は水戸、阿見、フロンテイアセンターに映像で配信した。 

2.イノベーション創成機構ホームページ 随時更新し最新の情報を

掲載。「HP掲載のシーズを見て」との技術相談申し込みもある。HP

掲載のシーズを充実するため、コンテンツ・掲載方法の見直し改善

を推進。 

3.広報資料 

(1)年報発行。 

(2)平成22年度茨城大学技術・ビジネス相談分野一覧を3月発行。 

(3)4u研究室紹介・シーズ集Vol.4「4u研究室紹介・シーズ集」を2

月に発刊。本学の20件に加え、昨年に引き続き茨城キリスト教大学1

件、茨城高専2件の原稿提供を受けるとともに、新規に、福島高専3

件、茨城県立医療大学1件の原稿提供を受け、4u活動の広域展開を図

っている。 

(4)イノベーション創成機構パンフレットの更新 

4.企業訪問・技術相談の実施 

(1)阿見町 阿見町にある64企業に対して、天田阿見町長の協力を得

てアンケート調査を実施。アンケート調査結果に基づいて企業訪問

を実施している。今後、訪問先選定に際しては阿見町でのアンケー

ト方式から入ることを基本形とする予定。 

(2)平成22年9月末時点での企業訪問件数は115件である。平成23年1
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月末時点での企業訪問件数は211件で、昨年の実績192件を上回って

いる。平成23年3月末時点での企業訪問件数は245件で、昨年の実績1

92件を大幅に上回った。 

(3)平成22年9月末時点での技術相談件数は110件である。県内企業7

3件、県外企業37件、県外企業からの相談件数が増加している。平成

23年1月末時点での技術相談件数は159件となっている。県内企業11

1件、県外企業48件である。平成23年3月末時点での技術相談件数は1

86件となった。 

5.共同研究の確保 平成22年9月末時点での共同研究件数は149件で

ある。うち継続が49件、新規が100件となっている。昨年同時期の共

同研究件数は135件、件数は昨年同時期より多くなっている。平成2

3年1月末時点での共同研究件数は174件となっている。昨年度の実施

件数は178件であったが、ほぼ同数になっている。平成23年3月末時

点での共同研究件数は178件となった。 

今年度の特徴としては海外との共同研究が3件あり、英文の契約書

ひな型をイノベーション創成機構で作成した。 

6.研究シーズの企業化を目指した競争的外部資金獲得 

(1)平成22年度JSTのA-STEP FSステージ探索タイプ19件応募。応募に

当たってはイノベ機構CDが申請書作成を全面的に支援した。19件応

募で採択は4件、採択率は21.1％(全体の採択率は21.6％)。 

(2)JST先端計測技術・機器開発事業 2件受託。 

(3)経産省戦略的基盤技術高度化支援事業 関連受託研究4件受託。

(4)いばらき産業大県創造基金 8件受託。 

(5)日立地区産業支援センター 平成22年度「産学連携による研究・

開発補助事業」 3件受託。 

(6)トヨタ先端技術共同研究公募等への応募支援。 

(7)総務省SCOPE応募支援。 

7.金融機関、自治体、商工会議所等との連携促進 

(1)日本政策金融公庫水戸支店 連携強化を図るための働きかけが

あり、茨城大学～日本政策金融公庫顧客との交流会を計画中。 

(2)阿見町との連携 天田阿見町長の協力を得て活動を強化してい

る。 

(3)その他学外機関との連携 添付ファイル参照。 

8.地域貢献 大学が研究成果や人材を地域に役立てる「地域貢献度」

について、日本経済新聞社産業地域研究所が全国754の大学を対象に

調査し公表した（11月）。茨城大学は8位にランクされた。昨年の調

査では14位であったが、ランキングを上げた。茨城大学の活動で注

目されたのは茨城大学のシーズ活用による地元企業などとの共同研

究で、平成21年度は93件まで増えた点である。地元との共同研究は

北関東以北では北海道大学が72件、岩手大学が66件、同じ県内の筑

波大学も73件と60～70件台止まり。茨城大学の93件は地域経済の活

性化に力を入れている証として評価された。 

 

Ａ 

◇計画に沿って活動を推進 

 共同研究実施件数は、平成24年3月末現在で過去最多

の200件となっている。(昨年度比+22件) 

 震災対応プロジェクトを実施し、震災復興関連の共



190 

 

同研究が17件創成されたことも共同研究実施件数増加

に寄与している。 

◇産学官連携イノベーション創成機構： 

１．シーズの広報・活用【イベント開催・参加】 

年間計画に沿ってイベントを開催あるいは他機関が

実施するイベントに参加し、茨城大学のシーズを広報

すると同時にニーズの把握を推進した。【実施行事一

覧添付】 

平成23年度の活動の特徴は、 

１）地域ニーズの把握・茨城大学のシーズの活用にお

いて金融機関との連携を強化した点である。5月、12

月、平成24年2月に常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫

等と連携した展示会、商談会、交流会に参加した点。

２）ひたちものづくりサロン活動の見直し。 集まる、

知る、深める：ニーズ－シーズのマッチング。 

２．イノベーション創成機構ホームページ 随時更新

し最新の情報を掲載。 

「HP掲載のシーズを見て」との技術相談申し込みも

生まれている。ホームページ掲載のシーズを充実する

ため、コンテンツ・掲載方法の見直しをした。 

＊茨城大学シーズ集、4uシーズ集、他：306件 

＊展示ポスター：30件 

＊外部発表資料：40件 

３．広報資料 

（１）年報発行、（２）第Ⅲ期ベンチャービジネスプ

ロジェクト最終報告発行、（３）外部点検評価報告書

発行、（４）ひたちものづくりサロンパンフレット作

成、（５）技術・ビジネス相談分野一覧の改訂版を発

行予定、（６）4u関連広報資料 

４．産学連携活動の学内周知を積極的に行い、参加教

員の拡大を図る。 

・全学部を対象に、外部展示会（県内支援機関合同成

果発表会、イノベーションJapan、彩の国ビジネスアリ

ーナ他）や研究シーズ発表会の開催・参加を推進。特

に、理学部、農学部、教育学部の教員への働きかけを

強化した。結果、県内支援機関合同成果発表会には工

学部、理学部、農学部から各1件、イノベーションJap

anには、理学部教員から 1件、文部科学省自立化支援

事業（機能強化型）での研究シーズ発表会では、農学

部教員および教育学部教員から各1件の参加となった。

・工学部および農学部における企業向け研究室訪問交

流会の開催に関し、企画段階から関与することにより、

公開研究室数ならびに参加企業数の増加につながっ

た。 

・茨城県、筑波大学、本学との連携による研究会「い

ばらきパーソナルモビリティWG」活動において、本学
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から5名の教員参加をアレンジし、5回開催した。 

５．企業訪問・技術相談の実施 

 茨城大学の産学官連携活動を担う組織として企業訪

問、技術相談、共同研究をコーディネートし、地域企

業との連携協力を進めてきている。その中で今年度は

震災後に大学が担うべき科学技術分野の貢献について

検討を重ねてきた。その結果、震災によって新たに発

生するニーズ、産業を展望し、学内の例えばフロンテ

イア応用原子科学研究センター等の機関と連携して、

本学の人材、研究シーズを整理して、ニーズ・シーズ

マッチング、共同研究、競争的外部資金獲得を推進し、

震災後の新産業を中長期的に育成することを目指すこ

ととし「東日本大震災対応プロジェクト」として活動

を推進。 

①震災に伴うニーズ把握、関連機関との意見交換会実

施。 

②平成24年3月末時点での企業訪問件数は303件（昨年

比 +61件）。うち震災復興対応の企業訪問件数は45件

である。 

③平成24年3月末時点での技術相談件数は240件（昨年

比 +54件）。うち震災復興対応の技術相談件数は49件

である。   

６．共同研究の確保 

平成24年3月末時点での共同研究件数は200件（昨年

比+22件）。うち震災復興対応の共同研究件数は17件で

ある。震災対応プロジェクトの活動の成果も加わって、

平成23年度の共同研究件数は昨年度の178件を大幅に

上回っている。 

７．「イノベーション創成プロジェクト」の推進 

本学の技術シーズの移転を目的とした研究開発、又

は企業の技術ニーズに基づく研究開発であって、学生

のベンチャーマインド発揚に資する研究を対象とする

「ベンチャープロジェクト」と、本学の技術シーズを

もとに革新的技術に発展させ、事業化（技術移転を含

む）するための研究であって、本学の教員等が研究を

行うものを対象とする「インキュベートプロジェクト」

からなる「イノベーション創成プロジェクト」をスタ

ートさせた。学内公募22件の中から、外部有識者を加

えた審査により12件を採択した。 

８．「産学官連携特別推進プロジェクト」の推進 

産学官連携に関して、緊急かつ重要な地域ニーズに

迅速かつ組織的に対処する必要性のある、例えば、東

日本大震災、概算要求、大型産学官連携、国際産学連

携などの案件に対して、イノベーション創成機構がイ

ニシアチブをとって「産学官連携特別推進プロジェク

ト」を実施する。実施中のプロジェクトは、５．に記
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載した東日本大震災対応プロジェクトのほかに、塑性

加工の科学的展開プロジェクト、いばらきパーソナル

モビリティプロジェクト、国際産学連携プロジェクト

の4つである。 

９．研究シーズの企業化を目指した競争的外部資金獲

得 

①JST A-ATEP FSステージ（一次募集） 

＊探索タイプ：22件応募、5件採択 

＊シーズ顕在化タイプ：4件応募、1件採択 

＊起業検証タイプ：1件応募、採択なし 

＊ハイリスク挑戦タイプ：1件応募、採択なし 

＊シーズ育成タイプ：1件応募、採択なし 

②JST A-ATEP FSステージ（二次募集） 

＊探索タイプ：12件応募 

③JST 研究シーズ探索プログラム（震災復興支援）：

11件応募、4件採択 

④内閣府「地域活性化交付金」申請支援 茨城県商工

労働部産業技術課の応募支援：4件応募、採択なし 

⑤(財)JKA 東日本大震災復興支援補助事業：4件応募、

1件採択 

⑥いばらき産業大県創造基金 継続含めて8件採択 

⑦経済産業省サポイン2件新規受託に貢献。他に継続テ

ーマ2件の推進に貢献。  

１０．金融機関、自治体、商工会議所、日立地区産業

支援センター等との連携促進 

１）5月、12月、平成24年2月に常陽銀行、筑波銀行、

水戸信用金庫等と連携した展示会、商談会、交流会に

参加。 

２）茨城県商工労働部との定期情報交換会を開催（11

月、平成24年2月） 双方で情報を共有し、連携を強化

する。2月の情報交換会では茨城次世代産業協議会：研

究会に対応する茨城大学の研究シーズについて議論。

３）ひたちものづくりサロン（HMS）活動の見直し 集

まる、知る、深める：ニーズ－シーズのマッチング。

日立商工会議所副会頭にHMSの会長就任を依頼。産業

界、自治体のニーズ主導の活動形態とした。この活動

はイノベーション創成機構から代表幹事を、また茨城

県、日立商工会議所、日立地区産業支援センターから

幹事を選出して地域の連携を強化した。事務局は産学

連携室。 

４）日立地区産業支援センターとは1回/3カ月の頻度で

定期的な情報交換会を実施。 共同研究ニーズ、国・

地域自治体推進事業情報共有、人材育成支援事業の連

携等の交換を実施。 

【31-2：R131031-2】茨城産業会議・企業等との連携事業の年次計画を策定し、

取組を実施する。各取組について自己点検評価し、見直しと改善を図る。また、
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自治体との連携協定の成果を確認し、継続する連携協定については、事業を推

進する。新たな連携協定を検討する。 

計画施策：自治体や企業との連携事業の推進【31-2：R131031-2】

自治体や茨城産業会議等との連携を強化して、策定した計画に

沿って、連携事業を実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇従来の実施体制の自己点検・評価はほぼ終了した。新たな連携協

定についても検討を開始した。 

人文学部：今年度においても、地域連携事業は順調に推移した。地

域連携協定に基づく事業として展開された常陸大宮市との事業はも

ちろんであるが、大洗町との事業においてもまちづくりに関連する

分野においては連携先の地域社会に対して多くの点で裨益できたと

思われる。ただ、5年目を迎えた大洗町での日本語教室については、

上述したように担い手側にもまた受益者側にも多くの課題が発生し

たため見直すことにした。このこととも関連して、大洗町との連携

事業をより充実させる方向でさらに検討していきたい。第2の柱であ

る講義「地域連携論Ⅰ」「地域連携論Ⅱ」の実施、及び第3の柱の地

域史シンポジウムの開催についても予定通り実施できた。これらを

通して、学生や一般市民に対して様々な刺激を与えることができ、

本来の事業の趣旨は十分貫徹できたものと思われる。 

1.地域連携協定に基づく事業 

(1)常陸大宮市関連事業 

 今年度も、教員と多くの学生の参加によって多彩な地域連携事業

が展開された。 

第1は、市民大学講座の開催である。恒例となった秋講座及び春講座

の内容は、以下の通りである。 

秋講座「龍馬の時代Ⅰ－同時代の世界を見る」（3回シリーズ）第1

回11月17日(水)＜幕末開港と日本経済＞（人文学部講師・宮﨑忠恒

先生）第2回11月25日(木)＜世界市場と幕末開港＞（人文学部講師・

宮﨑忠恒先生）第3回12月2日(木)＜高杉晋作と魯迅＞（人文学部准

教授・西野由希子先生） 

春講座「龍馬の時代Ⅱ－近代の名作を読む」（3回シリーズ）第1回2

月1日(火)＜マーク・トウェインとヘンリー・ジェイムズ＞『ハック

ルベリー・フィンの冒険』（人文学部教授・大畠一芳先生）第2回2

月10日(木)＜美へのあこがれ－トーマス・マン＞『ヴェニスに死す』

（人文学部教授・小泉淳二先生）第3回2月17日(木)＜日本近代文学

の中の「鏡」－漱石と康成＞『草枕』と『水月』（人文学部教授・

杉井和子先生）秋講座についは14名の市民が、また春講座について

は11名の市民が受講した。両講座を受講した5名に記念品を贈呈し本

年度の市民大学講座を終了した。 

第2は、常陸大宮市ホームステイ受入事業に係る通訳ボランティアへ

の取り組みである。平成22年9月30日(木)～10月3日(日)の間に、打

ち合わせを含めて延べ22名の学生がボランティアとして参加した。

参加者の内訳は、打合せ7名、1日目（7か所の中学校を分かれて訪問、

レセプション）7名、2日目（紙漉き、茶道体験等）4名、3日目（国



194 

 

際交流協会の主催で、ハイスクールの引率教員が五浦海岸や竜神峡

を見学）3名、4日目（お別れレセプション）1名である。参加した学

生たちの英語力は高く、訪問先の中学校での通訳を全面的に任され

た。また英語の通訳というだけでなくて、市の職員、交流協会の人

たちをよくサポートし、配慮が行きとどいていた、と交流協会の会

長からも高く評価された。さらに、オーストラリアの生徒たちとと

ても親しくなり、年明けにオーストラリアを訪ねる約束を交わした

ということで、そういった点でも成功だったいえる。 

第3は、連携事業の内容を知らせるために壁新聞「ひたちOh！宮」を

作成したことである。平成23年2月までに3号の壁新聞を作成し、市

役所1階ロビー及び人文学部B棟1階の2箇所に掲示した。常陸大宮市

と人文学部との多様な連携事業を市民や学生に広く周知するという

大きな役割を担った。 

第4は、御前山ビオトープの里山保全事業への参加である。御前山桧

山集落において、地元住民、企業、そしてNPOを中心に行われている

里山保全事業に人文学部の4年生を中心に学生が参加した。参加学生

のなかには本活動をテーマとして卒業研究を行った学生もみられ、

地域連携活動が研究と直接結びつくという効果がみられた。 

第5は、常陸大宮市を教室に見立てての集中講義の実施である。本年

度も常陸大宮市企画課と人文学部（小原規宏講師、西野由希子教授）

との連携で、集中講義（教養総合科目）を開講した。本年度は、講

義名を「市民によるまちづくりへの挑戦」として、平成23年1月12

日(水)3～4講時、及び19日(水)3～5講時に本学にて市民によるまち

づくりに関する講義を行い、1月23日(日)、及び29日(土)に実習とし

て常陸大宮市にてまちづくりに取り組む市民との意見交換、及びワ

ークショップを行った。具体的には、18名の学生が本講義を受講し、

23日には小学生と協働で伝統文化である和紙の保全に取り組む市民

と、そして29日には、廃校を利用して都市農村交流事業に取り組む

市民団体と意見交換、及びワークショップを行った。 

第6は、文学作品「常陸大宮物語」の発表（主に茨城大学文芸部が担

当）である。昨年度に文芸部が制作・発表した創作小説「常陸大宮

物語」が市民に好評であったために、本年度も引き続き制作を継続

した。特に本年度は、新たな学生も加わり、昨年度以上のボリュー

ムのある作品となった。平成23年3月5日に市民の前で完成発表会が

行われた。本冊子と執筆した文芸部の学生のインタビュー記事が、

茨城新聞（3月18日付）に掲載された。 

第7は、「広報常陸大宮」のコラム「いっしょにまちづくり」の欄へ

の寄稿である。本年度も人文学部教員及び学生が「広報常陸大宮」

のコラムの執筆を担当した。具体的には、4月号、5月号、7月号、9

月号、10月号、11月号、1月号、2月号を執筆した。  

第8は、常陸大宮市関係者の茨苑祭への参加である。本年度も本学の

学園祭茨苑祭に常陸大宮市市民が参加した。具体的には、11月13日

には舟生フォーラムが、14日には岩崎農産物直売所が学園祭に参加

し、農産物の販売や来場者との交流を行った。 

第9は、農村集落活性化活動、及び都市農村交流活動のサポートであ

る。本年度も、常陸大宮市塩田地区における豊島区との農を介した
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都市農村交流事業に人文学部学生が参加し、サポートを行った。具

体的には、年3回開催される「塩田そばの学校」及び年3回開催され

る「塩田お米づくり体験オーナー」に参加し、都市住民が行う農作

業のサポートを行った。また、今年度から都市住民のそばの畑や田、

そして集落内の耕作放棄地を学生が地元住民と協働で管理しながら

地元住民との交流を充実させ、地域活性化やまちづくり、そして農

に関する研究を進めることができた。年間を通じて延80名以上の学

生が参加し、茨城新聞や常陽新聞にもその活動が掲載された。また、

この活動を通じて得られた研究成果を本学の学園祭で発表した。ま

た、平成23年3月5日に開催予定のアクションミーティングでも発表

する予定である。 

第10は、伝統文化保全活動への参加である。本年度は、常陸大宮市

歴史民俗資料館が主催した「コウゾを育てて和紙を漉こう！」とい

う活動に人文学部学生が参加した。「コウゾを育てて和紙を漉こ

う！」は、地元の小学生を対象に、常陸大宮市の伝統文化である和

紙の製作を体験させることで、保全につなげようという活動である。

月1回の活動であったが、和紙の原料となる楮やトロロアオイを育て

ることから始め、平成23年1月には育てた楮やトロロアオイを原料と

して和紙を漉き、2月には漉いた和紙で団扇などを製作して資料館で

展示した。この活動に人文学部学生が参加した。 

第11は、「アクションミーティング2011」の開催である。本年度も

昨年度に引き続き、常陸大宮市をフィールドに研究を行った学生の

研究発表会であるアクションミーティングを平成23年3月5日に開催

した。本発表会は企画課との連携活動の1つで、市民の前で学生が研

究を発表するものである。3つの学生グループが研究発表を行い、6

つの学生グループがポスター発表を行った。アクションミーティン

グには常陸大宮市長、地域連携委員会委員長をはじめ、60名を超え

る市民が参加し、学生との意見交換などを行った。当日のプログラ

ム概要は、以下の通りである。①研究発表「「和紙」育てました。

－楮から和紙を作るということ」（茨城大学和紙プロジェクトメン

バー（中山喜恵、堀江真由美、平塚直美、二川ナオミ）） ②研究発

表「つながる・広がる・地域の輪」（チームAPUS（立花将太、蓮沼

大和、津田彩織、横谷祥子、山仁菜々子、楊箸千里、奈良綾乃、平

澤梨紗）） ③研究発表「自然環境を基盤とした地域 企業 NPOの

新たなネットワーク－御前山ビオトープの取り組み－」（安藤康平）

 ④ポスター発表「TEAMひたまる活動紹介」（チームひたまる（塚平

愛美、塚本由希、常田拓、土井僚也）） ⑤ポスター発表「英語通訳

ボランティアをつとめて」（安亮太、石井里奈、本多由枝、寺田美

穂、丸山夕貴、大越香奈恵、合田英明、板倉将） ⑥ポスター発表「2

010年度集中講義「市民によるまちづくりへの挑戦」（常陸大宮キャ

ンパス）」 ⑦ポスター発表「創作小説集『常陸大宮物語』」（茨城

大学文芸部） ⑧ポスター発表「和紙新聞 第1号 「和紙」育てま

した。」（茨城大学和紙プロジェクトメンバー） ⑨ポスター発表「つ

ながる・広がる・地域の輪 平成22年度の取り組み」（チームAPUS）

第12は、「常陸大宮市まちづくりネットワーク会議」の開催である。

本年度は昨年度まで行ってきたまちづくりシンポジウムに参加した
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まちづくりに取り組む市民グループを集めて、今後のまちづくりに

ついて話し合う「ネットワーク大会」を平成23年3月5日に開催した。

30名を超える市民と意見交換を行い、今後のまちづくりについて検

討した。 

(2)大洗町関連事業 

第1は、インドネシア人を対象にした大洗日本語教室についてであ

る。今年度の活動状況について記すと、今年度も前期から、各日曜

日にGⅢとベツレヘム教会での日本語教室を予定していたが、前期は

1回のみの開催であり、後期も春休みを含めて開催することができな

かった。夏休みには、大洗キャンプ場にてBBQ大会を計画したが、土

曜日に設定したため大洗の方たちの参加を得られず、参加者は実質

ゼロであった。イベントは日曜日のみに予定すべきという反省点が

残った。日本語教室は1年をとおして1回のみであったが、先方が開

催するパーティなどへの参加はあり交流の機会は設けられた。今年

度の開催回数が少なかった理由の一つは、昨年度までと比べて今年

度は学生の参加がきわめて少なかった点にある。新規参加学生の勧

誘をおこなったがひとりも追加できなかった。また、インドネシア

人側の参加者も限られた少数のメンバーに固定されているうえ、双

方とも参加の都合がつかず流れたことも多かった。こうした現状を

踏まえて議論した結果、大洗町主催の外国人向けの日本語教室も開

催されるようになったことなどもあり、日本語教室活動はその役割

を果たしたと判断し、今年度で終了する方向となった。 

第2は、大洗オープンウォーター大会へのボランティア協力である。

ユニバーサルビーチとして評価されている大洗サンビーチにて、8

月21日に大洗オープンウォーター大会（遠泳大会）が開催され、人

文学部の学生4名が大会ボランティアとして参加した。 

第3は、大学院演習、国内教育実践演習の実施である。 9月13日か

ら15日にかけて大洗の水環境とまちづくりをテーマに大学院・国内

教育実践演習が実施された。全研究科の大学院生24名が参加し、2

泊3日の工程で涸沼・涸沼川での水産資源の保護、海岸開発とまちづ

くりの歴史などについてフィールドワークを行い報告会を行った。

第4は、大洗サーフライフセービング・クラブ報告会への参加である。

10月3日に大洗町文化センターで開催された「2010年度 大洗サーフ

ライフセービング・クラブ報告会」に地域総合研究所所長とともに

参加した。 

第5は、大洗ライフスタイル研究会の開催である。一時中断したもの

の9月に再開され、その後継続している大洗町主催の「大洗ライフス

タイル研究会」に、地域総合研究所の所員とともに参加した。具体

的な研究内容や活動日は、以下の通りである。8月26日(木)第1回「研

究活動計画について・他」、10月28日(木)第2回「ふるさと回帰フェ

ア参加報告、モニターツアーの実施について、移住者懇談会の開催

について」、1月17日(月)第3回「モニターツアー実施報告、移住者

懇談会の開催について」、1月23日(日)大洗町移住者懇談会に渋谷敦

司（地域総合研究所所長）・熊沢紀之（所員）が参加、2月10日(木)

大洗町議会特別調査委員会勉強会で「大洗町の商店街の現状と課題」

をテーマに渋谷が報告 上記懇談会の記録を文章化し、移住希望者
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向けパンフレットを作成した。来年度は、これらの活動を基にして、

「ライフスタイル」についての本格的な調査を実施する予定である。

2.講義「地域連携論Ⅰ」「地域連携論Ⅱ」の開講 

地域連携論「働く意義・学ぶ意味」の講義（ⅠおよびⅡ）は、年

度計画通り、今年度も茨城県経営者協会や茨城大学文理・人文学部

同窓会のご協力を得て順調に進行し、終了した。企業や労働組合な

どのトップあるいはミドル・マネジメントとして地域社会で活躍さ

れている方々に、「働く意義・学ぶ意味」というテーマで語ってい

ただくこの企画は、今年度も学生達に大変好評だった。普段お話し

を聴く機会のない方々の経験をふまえた講話と学生達へのメッセー

ジは、大学で学ぶことの意味や卒業後の進路や生き方を考えるうえ

で良いきっかけを学生達に与えることになった。それは、受講生が

毎回提出した感想文やレポートから明かである。受講希望は、Ⅰお

よびⅡをあわせて130人（重複履修を含む）であったが、希望が分散

したため、辞退をしていなかった名（Ⅰ56名・Ⅱ74名）が履修した。

受講者の分布（Ⅰ・Ⅱの合計）は、学年で2年生100人、3年生25人、

4年生5人である。就職活動の前倒しの影響もあるが、「働く意義・

学ぶ意味」という講座の趣旨からすると、2年生の受講が多くなった

のは望ましい。学科別受講生では、人文コミュ二ケーション学科が1

1人、社会科学科が119人である。科目の性格を考慮すると、人文コ

ミュニケーション学科の学生の受講が少なかった。11月10日に開催

された公開シンポジウムでは、㈱日立ライフの代表取締役専務取締

役佐藤修二氏に、「働く意義・学ぶ意味」をテーマに、ご講演いた

だいた。会社でのご自分や部下のキャリア形成、仕事の面白さ、チ

ャンスは自らつくるという（計画された偶然）お話しなど、大変刺

激に満ちたもので、学生達に強い印象を残したようである。学生達

からの多岐にわたる質問にも丁寧に率直にお話しいただいた。ヴァ

イタリティあふれるポジティヴなお人柄とも相俟って、大教室いっ

ぱいに集まった200人ほどの学生達には大いに刺激になった。講演後

行われた県内主要企業（カスミ、ケーズホールディングス、常陽銀

行）の人事担当者（本学卒業生を含む）による公開模擬面接には、

人文学部の学生たち28名がチャレンジした。面接後の質疑応答では、

担当者から面接の際の質問の意図や評価基準なども丁寧に話してい

ただいた。茨城大学の学生たちへの心暖かいメッセージと、期待を

込めたホットな指導に、受講生達も得るものが大きかったようであ

る。また、人文学部の労働経済論ゼミナール4年生達による体験談を

まじえた「学生生活と就職活動」と題した最新の就活事情に関する

話も、受講生には、なかなか好評であった。 

3.地域史シンポジウムの開催 

 12月4日(土)、人文学部講義棟10番教室において、第5回地域史シ

ンポジウム「茨城から世界史研究・世界史教育を考える－「日本史」

/「世界史」を越えるこころみ－」を開催した。参加者は142名であ

り、その住所は茨城県内をはじめ、東京、埼玉、栃木、群馬、千葉、

山梨、兵庫、北海道と広い範囲にわたっている。また、大別すると

一般市民、高校教員、学生であった。「趣旨説明」の後の第1部「ど

のような世界史研究・世界史教育を目指すか」では、まず南塚信吾
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氏（世界史研究所長、アジア世界史学会会長、法政大学教授）が「日

本からの世界史を求めて－「ケンペル」から「ベニョフスキー」ま

で－」との題目で講演した。南塚氏は、近年、世界中で一国史の枠

を越えたグローバルヒストリーを求める声が強まっているとし、世

界史はどのようにあるべきかを問いかけた。次に油井大三郎氏（日

本学術会議高校地理・歴史教育分科会委員長、東京女子大学教授）

が「高校の歴史教育をどう改革するか」という題目で講演した。油

井氏は、これまで歴史教育においては歴史的思考力の育成よりも歴

史知識を教え込むことがおこなわれてきたことを指摘し、現在、日

本学術会議高校地理・歴史教育分科会で検討されている世界史A・日

本史Aを合わせた新設の必修科目「歴史基礎」の概要を説明した。第

2部「茨城の世界史教育」では、まず岡崎賢治氏（水戸第二高校教員）

が「世界史教育の〈可能性〉を探る」とのテーマで報告した。岡崎

氏は、世界史の授業では論述指導も重視しているとし、また「歴史

基礎」は対外関係を加味した必修日本史となる可能性があるので望

ましくないとの意見を述べた。次に高橋裕文氏（元茨城県立高校教

員）が「『日本史』教員から見た世界史教育」とのテーマで報告し

た。高橋氏は、現行の学習指導要領では多様な内容を持つ世界史が

単一的な歴史を持つ日本史を補完する役割を持たされていることを

指摘し、近年の日中韓三国の近現代史教材づくりを評価した。以上

の講演と報告に対して、山本茂氏（茗渓学園高校教員）と稲田夢希

奈氏（茨城大学人文学部歴史・文化遺産コース3年生）がコメントを

おこなった。この後、講演者・報告者・コメンテーター間での討議

がおこなわれた。第3部「全体討議」では、まず澁谷浩一氏（茨城大

学教授）が「茨城大学における世界史教育の現状」とのテーマで報

告し、茨城大学での世界史を意識した歴史教育について紹介した。

その後の討議では、27名の参加者から提出された質問用紙による質

問や4名の参加者からの発言をめぐって、講演者・報告者・コメンテ

ーターの応答、講演者・報告者・コメンテーター間の討議がおこな

われた。地域史シンポジウムのシリーズで初めて「世界史」を押し

出したので、参加者が非常に少なくなるのではないかとの危惧があ

ったが、まずまずの数の参加者を得られた。平成23年秋頃からホッ

トな話題となるであろう「歴史基礎」について先行的に問いかけた

こと、大学の歴史系教員と高校の歴史教員が交流を深めたこと、そ

れに高校での歴史教育を経て大学で歴史学を専門的に学んでいる学

生がコメンテーターとして壇上に立ったことも意義を有することで

あった。シンポジウムの準備過程でも、さらに演習や合宿でも学生・

院生が積極的に「世界史」について討議し、その結果をシンポジウ

ムに反映することができた。また、人文学部歴史・文化遺産コース

の学生・院生が中心となって実務的な準備や当日の運営に当たり、

授業外での教育活動としても大きな成果を上げていることは指摘し

ておくべきことである。このシンポジウムの内容を収めた冊子『茨

城から世界史研究・世界史教育を考える－「日本史」/「世界史」を

越えるこころみ－』を3月に刊行した。なお、今回のシンポジウムは、

五浦美術文化研究所と茨城大学人文学部歴史・文化遺産コース専攻

会の協賛を得たことを付記しておきたい。また、平成19年度、平成2
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0年度に「北関東の武士たち」というテーマで開かれた地域史シンポ

ジウムの成果が学術書にまとめられて出版された。高橋修編『実像

の中世武士団 北関東のもののふたち』（高志書院発行）がそれで、

地域連携の成果として評価できよう。 

4.地域連携委員会のホームページ 

 前年度はホームページのデザインと構成のリニューアル作業を行

ったが、今年度はその積極的な活用を目指して、本委員会が関与す

る各種イベントの告知をトップページに掲載した。リンクをたどっ

て来る訪問者は少ないと思われるので、おもにGoogle等の検索を通

じた訪問者に正確な情報を提供する意図である。地域史シンポジウ

ムにおいて参加者にアンケートをとったところ、9％がネットの情報

からイベントの存在を知ったと回答しており、微力ではあるが手堅

い効果を持つものと評価できる。ただし、より幅広い層にイベント

を周知するにはさらなる工夫が必要である。各イベントの参加者の

傾向を分析し、効果的な情報発信の方法を個別に検討することが来

年度の課題となった。なお、ホームページの更新等の作業は、Web

制作の知識を持つ委員1名が各担当委員から資料の提出を受けて行

った。今年度は技術的にも量的にも作業が容易だったことから、委

員が直接作業することが可能だったが、年度によってホームページ

関連作業の量と質は異なり、またWeb制作のできる委員がつねに委員

会に在籍するとは限らないので、来年度以降はこれらの作業を誰が

どのように担うかについて一定のフォーマットを整える必要がある

だろう。 

5.茨城大学文理・人文学部同窓会との連携事業 

 茨城大学文理・人文学部同窓会との連携事業については、すでに2.

で述べたように、講義「地域連携論」の展開として実績を上げてい

る。それに加えて今年度は、新たな事業として「学生懸賞論文募集」

に取り組んだ。人文学部の学生・人文科学研究科の大学院生が地域

社会・産業・文化さらには世界にまで問題意識と思索を広げ、それ

を一定の字数で論文にまとめさせることを通じて学生・院生の勉学

意欲に刺激を与え、ひいては学部と大学院の活性化を図ろうという

のが事業の趣旨である。10月に「学生懸賞論文募集」のチラシを配

布することから本事業はスタートした。論文のテーマは、例えば「学

ぶ意味・働く意義」、「地域社会と私」、「大学の地域貢献」等自

由に設定してよいこととし、平成23年2月21日に募集を締め切った。

その結果、26本の論文が集まり、現在、外部の有識者をまじえて構

成された選考委員会で入選作を選考中である。最優秀賞等の入選作

は、5・6月を目途に確定する予定である。 

今年度においても、地域連携事業は順調に推移した。地域連携協

定に基づく事業として展開された常陸大宮市との事業はもちろんで

あるが、大洗町との事業においてもまちづくりに関連する分野にお

いては連携先の地域社会に対して多くの点で裨益できたと思われ

る。ただ、5年目を迎えた大洗町での日本語教室については、上述し

たように担い手側にもまた受益者側にも多くの課題が発生したため

見直すことにした。このこととも関連して、大洗町との連携事業を

より充実させる方向でさらに検討していきたい。第2の柱である講義
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「地域連携論Ⅰ」「地域連携論Ⅱ」の実施、及び第3の柱の地域史シ

ンポジウムの開催についても予定通り実施できた。これらを通して、

学生や一般市民に対して様々な刺激を与えることができ、本来の事

業の趣旨は十分貫徹できたものと思われる。 

地域連携協定に基づく自治体との地域連携事業のほか、茨城県経

営者協会、本学文理・人文学部同窓会等との連携事業、学生・一般

向けの講義・シンポジウムの開催など、多彩な事業を実施し、それ

を通じて、本学の存在感・大学力を地域に示し、また地域にとどま

らず、学外からの高い評価を得ることができた。ただ、部局実施計

画に定められた「新たな連携の可能性」の検討という事項に関して

は、上記の実施記録・活動内容のまとめ・担当者評価からは、委員

会における検討の内容とその結果がはっきりと見えてこないという

点がある。 

教育学部：イノベーション基本デザインWGで地域の教育関係機関と

の連携の基本方針を立てた。教員養成制度等の改革の動向が不確定

のため、県教委などの地域の教育関係機関との改革をふまえた連携

についての協議は始められないでいる。ただし、以前からの連携は

継続して、さらに幅広く充実して行っている。具体的には、県・市

町村の教育委員会との連携活動、教育研究連盟等の教育団体との連

携事業、小・中・高の個々の学校の活動支援、各種ボランティア事

業を通しての地域教育支援、さらには心理教育相談室活動など。今

年度はさらに、内閣官房参与でもある劇作家・大阪大学大学院教授

の平田オリザ氏を中心に公開シンポジウム「対話の時代の表現教育

演劇によるコミュニケーション教育の可能性を探る」を開催し、地

域の多くの教員や教育関係者が参加するなど、さらに多様な地域貢

献を行った。詳細は冊子『平成22年度 教育学部における地域連携

活動』（茨城大学教育学部地域連携委員会、茨城大学教育学部附属

教育実践総合センター）参照。 

 教員養成制度等の改革を見すえつつ、現行制度の下でも県教委な

どの地域の教育関係機関との連携を推進していくことができてい

る。 

理学部：理学部地域連携委員会を設置した。平成23年2月16日(水)

に茨城産業会議との共催で、理学部研究室訪問交流会を実施した。

 学術委員会の組織改編を行い、地域連携活動を充実させるために

地域連携委員会を設置した。理学部研究室訪問交流会も実施してお

り、所期の目的は十分に達成されたと理解する。 

工学部：1.「茨城大学工学部研究室訪問交流会｣を9月29日(水)に実

施した。イノベーション創成機構副機構長による茨城大学産学官連

携活動の概要説明、都市システム工学科、呉智深教授の特別講演の

後、参加者は5グループに分かれて、マテリアル工学科、情報工学科

の6研究室を訪問、見学した。参加人数は、企業等から50名、支援機

関等から6名、学内から30名、計86名であった。また、次回の参考に

資すため、事後アンケートを実施した。 

2.当初計画に付加する取り組みとして、6月5日(土)のこうがく祭・

工学部オープンキャンパス(日立キャンパス)の際に、イノベーショ

ン創成機構と工学部の共催で、「地域企業･教員･学生・出会いコー



201 

 

ナー」を開催した。地域企業12社がパネルや製品展示を行い、工学

部７研究室がパネル展示を行った。全体で85名の参加者があった。

この中で、企業と工学部教員の間で新たな共同研究に発展したり、

訪問した学生との間で求人活動に発展するなどの具体的な成果が見

られた。 

3.当初計画に付加する取り組みとして、日本原子力研究開発機構大

洗研究開発センターと工学部との第1回研究交流会を12月15日、日立

キャンパスで実施した。センターから研究開発の状況、共用施設の

紹介等があり、質疑応答の後、今後、共同研究など連携を深めてい

くことで合意がなされた。 

4.当初計画に付加する取り組みとして、首都圏北部4大学連合4uの第

11回技術キャラバンが1月21日、日立市内で開催された際に工学部教

員1名が研究成果・新技術の発表を行った。また、数名の工学部教員

の研究成果をパネル展示し、さらに教員の研究シーズ集を配布した。

当日は、企業関係者47名、自治体・支援機関関係23名を含む109名の

参加があり、3件の技術相談を受けた。今後新たな技術相談や共同研

究に発展することが期待される。 

原子力機構との交流会が文教ニュースに紹介されるなど、活発な

取り組みが進められた。 

農学部：11月16日に茨城県食品産業協議会農学部視察・研修会、11

月30日に阿見町工業に関する懇談会、12月3日に日本政策金融公庫農

学部見学会、12月10日に茨城産業会議との連携事業（研究交流会：

農学部）を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：今年度取り組んだ地域連携事業の内容は、

以下の通りである。 

１．常陸大宮市との連携事業 

＜市民協働課との連携事業＞ 

（１）市民大学講座の開催 

 恒例となった市民大学講座は、以下の日程で実施し

た。 

秋講座「世界遺産の現在と未来」（3回シリーズ） 

第1回 11月1日（火）＜自然遺産にみる自然保護の思

想と制度＞（人文学部准教授・原口弥生教員） 

第2回 11月9日（水）＜世界遺産の選定プロセスと登

録後の課題＞（人文学部講師・小原規宏教員） 

第3回 11月16日（木）＜平泉と中世の仏教思想・美術

＞（人文学部教授・伊藤聡教員） 

春講座「中国古典のことば」（3回シリーズ） 

第1回 2月1日（水）＜人能く道を弘む『論語』と中国

思想のことば＞（人文学部教授・井澤耕一教員） 

第2回 2月8日（水）＜男は8の倍数 女は7の倍数 中

国医学文献から＞（人文学部教授・真柳誠教員） 

第3回 2月16日（木）＜欲窮千里目 更上一層楼 漢

詩と文学作品から＞（人文学部教授・西野由希子教員）

 

（２）常陸大宮市における地域活性化事業への参加 



202 

 

① 農村集落活性化活動、及び都市農村交流活動のサ

ポート 

 本年度も、常陸大宮市塩田地区における豊島区との

農を介した都市農村交流事業に人文学部学生が参加

し、サポートを行った。具体的には、年3回開催される

「塩田そばの学校」及び年2回開催される「塩田お米づ

くり体験オーナー」に参加し、都市住民が行う農作業

のサポートを行った（5月15日、8月7日、9月25日）。

昨年度に引き続き、都市住民のそばの畑や田、そして

集落内の耕作放棄地を学生が地元住民と協働で管理し

ながら地元住民との交流を充実させ、地域活性化やま

ちづくり、そして農に関する研究を進めている。月に2

回程度の頻度で、現地を訪れ、毎回10名程度の学生が

農作業を行っている。さらに、8月27日には、塩田地区

待合集落における祭りの実施をサポートした。さらに、

今年度からは、活動を記録し、PRするためのホームペ

ージを開設した（http://hitamaru.hum.ibaraki.ac.j

p/）。 

 10月30日（日）には、すでに作業に参加している学

生たちが、主に1、2年生の参加希望者を対象に、現地

にて活動内容をレクチャーした。このように活動の幅

を広げ、充実させるために、今年度からは、大学にて、

月に1回の、常陸大宮市との連携活動を検討する、学生

ミーティングを開催している。 

② 「サスガ★カミスガ」、「アルベトレッペ食堂」

への参加 

 「水郡線沿線の活性化」と「茨城の魅力を発信して

いく」ことを目的に結成された「アルベトレッペ」と

いうグループが主催する、以下の2つのイベントに、常

陸大宮市の地域活性化に取り組むグループや水戸市内

の高等学校、専門学校とともに参加した。 

 「サスガ★カミスガ」（上菅谷駅前を歩行者天国に

してイベントを10月2日開催）については、常陸大宮市

の地域活性化に取り組む「舟生フォーラム」と「塩田

そばの会」と協働で出店し、農産物など、茨城県北の

産品を販売した（H23.10.03付朝日新聞朝刊、H23.10.

04付茨城新聞朝刊に掲載）。 

 また「アルベトレッペ食堂」（水戸市南町において、

茨城で収穫された食材を、茨城のデザイナーのデザイ

ンに基づいて、茨城の料理人が調理をするイベント、1

1月6日開催）については、人文学部の学生も生産者（農

産物の提供は、塩田地区の農家や岩崎直売所と連携し

て提供）として、文化デザイナー学院（デザイン担当）、

大成女子高校（料理担当）と協働でイベントに参加し、

常陸大宮市の農産物をPRした。イベント開催に至るま

での間、月に1回程度、両校との打ち合わせを行ってき
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たほか（両校の文化祭にも参加）、7月27日には、常陸

大宮市にて、両校にこれまでの活動の紹介を行った。

③ 常陸大宮市関係者の茨苑祭への参加 

 本年度も本学の学園祭茨苑祭に常陸大宮市市民が参

加した。具体的には、11月12日には、舟生フォーラム

が、13日には岩崎農産物直売所が学園祭に参加し、協

働で常陸大宮市の農産物をPRした。同時に、同ブース

においてパネルの展示も行い、常陸大宮市と人文学部

の連携事業の意味や、常陸大宮市をフィールドとした

研究を紹介した。 

④ 「WACカフェ」オープンのサポート 

 常陸大宮市山方地区において、廃校を利用して都市

農村交流事業を行うことで、地域の活性化に取り組む

グループ「盛金WAC」と9月3日、4日と連携活動を行っ

た。具体的には、新たな交流の場の創出のために廃校

内にカフェをオープンさせる予定だが、そのデザイン

コンセプトなどについて、意見交換を行った。 

⑤ 伝統文化保全活動への参加 

 本年度も、常陸大宮市歴史民俗資料館と協働で、楮

を育てて和紙を漉くという活動を行った。この活動は、

地元の方々と、常陸大宮市の伝統文化である和紙の製

作を保全していこうという活動である。 

 

（３）「常陸大宮市まちづくりネットワーク会議」の

開催 

 本年度も昨年度に引き続き、まちづくりに取り組む

市民グループを集めて、今後のまちづくりについて話

し合う「ネットワーク会議」を6月12日に開催した。人

文学部の学生も参加し、ワークショップ形式の会議に

参加し、まちづくりについて発言した。平成24年3月3

日には、市民や市民グループ、そして学生が協働して、

まちづくりについて話し合う「ネットワーク大会」を

開催した。この大会には、市民（市職員含む）62人、

学生21人の計83人が参加し、市民と学生の混合グルー

プを複数つくり、ワークショップ形式で、常陸大宮市

のキャッチフレーズを作り上げた。 

 

＜企画課との連携事業＞ 

（１）壁新聞「ひたちOh！宮」の制作と掲示は4号を掲

示（市役所ロビー、人文B棟1階） 

 平成23年4月までに4号の壁新聞を作成し、市役所1

階ロビー及び人文学部B棟1階に掲示した。常陸大宮市

と人文学部との多様な連携事業を市民や学生に広く周

知するという大きな役割を担った。 

 

（２）集中講義の開講 
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 本年度も常陸大宮市企画課と人文学部（小原規宏講

師、西野由希子教授）との連携で、集中講義（教養総

合科目）を開講した（平成24年1月25日、28日、29日）。

本年度は、「つながり」による地域社会・地域経済の

活性化の可能性を講義名として、1月25日には水戸キャ

ンパスで講義を、28日、29日には常陸大宮市民と協働

で実習を行った。具体的には、1月28日午前に地域経済

の活性化を切り口に、地域営農に取り組む岩崎直売所

でインタビューを行い、午後には地域社会の活性を切

り口に、廃校を利用して地域活性化に取り組む盛金WA

Cを訪問してインタビューを行った。1月29日には、大

学と大学生が取り組む地域連携を切り口に、茨城大学

生が取り組む「那須楮」と伝統文化である和紙を保全

していこうという活動を見学し、那須楮と西ノ内和紙

の歴史を学び、さらに集中講義受講生に加えて、市民

や活動する学生と、伝統をキーワードにワークショッ

プを行った。本講義には18名の学生が参加した。 

 

（３）「アクションミーティング2012」の開催 

 本年度も昨年度に引き続き、常陸大宮市をフィール

ドに研究を行った学生の研究発表会であるアクション

ミーティングを平成24年3月3日に開催した。3つの学生

グループが研究発表を行い、5つの学生グループがポス

ター発表を行った。アクションミーティングには常陸

大宮市長、齋藤典生地域連携委員会委員長をはじめ、6

0名を超える市民が参加し、学生との意見交換などを行

った。 

 「アクションミーティング2012」のプログラム概要

は、以下の通りである。 

研究発表：常陸大宮の新たな創作料理ができまし

た！！！－1枚の畑と水戸市自由広場を結んだ広域ネ

ットワーク－（津田彩織、人文学部社会科学科4年） 

研究発表：やるしかないっしょ！つながるっしょ！ひ

たちOh☆宮－交流活動に取り組む市民グループと学生

の協働についての分析－（POS、人文学部社会科学科小

原ゼミ3年） 

研究発表：地域活性化の活動を発信しよう、知っても

らおう！！（小林美咲姫、大学院人文科学研究科1年・

立花将太、人文学部社会科学科4年） 

 

ポスター発表：「和紙プロジェクト」（和紙プロジェ

クトチーム、茨城大学人文学部学生たちによる活動）

ポスター発表：「常陸大宮高校ではこんな授業もして

います！「国際理解Ⅰ」科目」（小林美咲姫・千葉萌、

大学院人文科学研究科1年） 

ポスター発表：「常陸大宮の新たな創作料理ができま
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した！！！－1枚の畑と水戸市自由広場を結んだ広域

ネットワーク－」（津田彩織、人文学部社会科学科4

年） 

ポスター発表：「やるしかないっしょ！つながるっし

ょ！ひたちOh☆宮－交流活動に取り組む市民グループ

と学生の協働についての分析－」（POS、人文学部社会

科学科小原ゼミ3年） 

ポスター発表：地域活性化の活動を発信しよう、知っ

てもらおう！！（小林美咲姫、大学院人文科学研究科1

年・立花将太、人文学部社会科学科4年） 

 

展示：「アルベトレッペ食堂」展示（文化デザイナー

学院広告プロモーションデザイン学科3年生） 

展示：「＜そば粉を使ったマドレーヌ＞ご試食くださ

い！「アルベトレッペ食堂」参加によって生まれた三

校合同の活動から」（大成女子高校家政科クラス） 

展示：「常陸大宮アクションミーティング2012」「常

陸大宮市まちづくりネットワーク大会」ポスター（鈴

木彩加、人文学部人文コミュニケーション学科3年） 

展示：「2011年度常陸大宮市市民大学講座」 

展示：「常陸大宮キャンパス（茨城大学・集中講義）」

 

２．大洗町との連携事業 

（１）公開講座の開設 

 大洗町との連携事業としては初めての試みである

が、町民を対象にした公開講座を開催した。その内容

は以下のとおりである。 

第1回 10月30日 インドのくらしと文化（人文学部山田

桂子教員） 

第2回 11月 5日 ベトナムのくらしと文化（人文学部伊

藤哲司教員) 

第3回 11月12日 中国のくらしと文化（人文学部真柳 

誠教員) 

第4回 11月13日 韓国のくらしと文化（人文学部糟谷政

和教員) 

 

（２）大洗町明神町の空き家調査 

 大洗町まちづくり推進課からの依頼で､明神町の空

き家調査並びに定住・転居以降の動向などを調査した。

明神町には549軒の建築物があり、都市計画論ゼミナー

ル学生がすべてについてヒアリングと点検を行い､約

5％に当たる25軒が空き家(不明4含む)であることが判

明した。 

 調査の内容と結果については報告書を作成し､大洗

町まちづくり推進課へ納入した。また、調査に関わっ

た学生7名を含めてまちづくり推進課の担当者3名と懇
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談会を実施した。 

 予想より空き家率が低かったが、今後この空き家を

どのように利用するか、またこの地区を再整備するに

はどのような方法があるかが今後の課題になってい

る。 

 

３．講義「地域連携論Ⅰ」「地域連携論Ⅱ」の開講 

 地域連携論「働く意義・学ぶ意味」の講義（Ⅰおよ

びⅡ）は、年度計画通り、今年度も茨城県経営者協会

や茨城大学文理・人文学部同窓会のご協力を得て順調

に進行し、終了した。 

 本講義は、企業のトップマネジメントの方をはじめ、

労働組合や市長といった、様々な立場で、社会で活躍

されている方々から直接、現在の社会を見る視点や、

ご自身の経験、そして、大学生への期待や要望などを

お話しいただくものである。そして、こうしたお話を

通して、学生たちが、より具体的に社会やそこで生き

る将来の自分をイメージし、現在の学生生活へとフィ

ードバックさせることを目的としている。こうした講

義の趣旨を受講生が理解し、強い刺激を講義から受け

たことは、毎回提出した感想文およびレポートから明

らかである。 

 受講者は、Ⅰが74名（人文コミュニケーション学科2

7名、社会科学科46名、教育学部1名）、Ⅱが、101名（人

文コミュニケーション学科14名、社会科学科87名）で

あった（ⅠⅡの重複履修を含む）。昨年に比べ、人文

コミュニケーション学科の履修者が増えており、学部

共通科目として開講している本講義の着実な発展が見

てとれる。 

 11月9日に開催された公開シンポジウムでは、株式会

社常陽銀行の代表取締役会長である鬼澤邦夫氏に、「働

く意義・学ぶ意味」をテーマにご講演いただいた。ご

自身の経験から、いかに自ら考え、それを他人に伝え

ることが大事か、また、主体的に生きることがいかに

必要か、といったお話を中心に、様々な観点から、お

話をいただいた。講演後の多くの質問にも丁寧に答え

ていただき、シンポジウムに参加した学生にとって大

変大きな刺激となった。 

 講演後には、県内主要企業（カスミ、ケーズホール

ディングス、常陽銀行）の人事担当者による公開模擬

面接を行った。これから就職活動を行う学生にとって

は、面接の緊張感を味わうと同時に、自分の考えを伝

えることの難しさや、伝えるための工夫について知る

良い機会となった。面接後の質疑応答では、就職活動

を控えた学生が抱える率直な疑問や不安について、や

さしくも、現実を見据えたご回答をいただいた。 
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 また、本年度もシンポジウムの冒頭に、人文学部4

年生（金融論ゼミナール）による就職活動の体験談と、

後輩へのアドバイスについての話があった。シンポジ

ウム参加者にとっては、最も身近な先輩からの話とい

うこともあり、1年後、2年後の自分の姿として、より

具体的に就職活動についての実情について学ぶことが

できた。 

 全体を通して、一方では社会とは、企業とは、働く

とは、といった人間の社会的営みのより根源的なテー

マについて、他方では、働くときのマナーや意識、就

職活動での注意といったより実践的・具体的なテーマ

について学ぶ機会となり、受講生の今後の生活につい

て有意義な講義となった。 

 

４．地域史シンポジウムの開催 

 第7回目を迎えた地域史シンポジウムは、関係する教

員を中心にその準備が順調に進められ、12月10日（土）

の午後から翌11日（日）の午前にかけて「古代常陸の

原像－那賀郡の成立と台渡里官衙遺跡群－」をテーマ

に学外から8人の研究者を招いて開催された。入場者数

は194名に及び、盛会であった。シンポジウムの模様は、

12月11日付茨城新聞で紹介された。また年度末には、

開催の趣旨、シンポジウムの概要と成果、シンポジウ

ムの運営状況と参加者等をまとめた『第7回 茨城大学

人文学部地域史シンポジウム実施報告書』が作成され

ている。 

 

５．茨城大学文理・人文学部同窓会との連携 

 昨年度から今年度にかけて、人文学部と共催・連携

する形で、茨城大学文理・人文学部同窓会が「学生懸

賞論文」募集事業に取り組んだ。 

（１）事業経過と成果  

 茨城大学文理・人文学部同窓会は、人文学部の教育・

研究の充実、卒業生を通じた地域連携や地域貢献事業

に取り組んできたが、その一環として、第1回目の「学

生懸賞論文」事業を実施した。締切の平成23年2月21

日までに広範なテーマの26編の力作が寄せられた。そ

の後、第1次選考で10編にしぼり込み、さらに第2次選

考会を4月27日に開催した。審査委員として佐々木寛司

茨城大学人文学部長、小田部卓茨城新聞社長、中庭陽

子茨城県教育委員会副参事、野口芳男文理・人文学部

同窓会長にお願いし、地域連携・地域貢献の観点から

の評価も加えていただいた。その結果、下記添付資料

のように優秀賞2編、佳作2編が選ばれた(今回最優秀賞

については該当作なし)。学内に選考結果を公表した。

その後7月2日に開催された本同窓会理事会において表
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彰式を行い、出席した優秀賞の2名が茨城新聞の取材を

受け、その模様は翌7月3日付同紙に掲載された。 

 以上の選考過程と新聞記事化を通じて、当「学生懸

賞論文」募集事業は学部内とともに学外でも認知され

ることになった。 

 

（２）当該事業の今後の課題 

 「学生懸賞論文」募集事業が、この間の募集・選考・

公表過程を通じて本学部学生の地域連携・地域貢献活

動の啓発に十分寄与しうることが明らかになったこと

を受け、7月2日開催の同窓会理事会において、当該事

業を隔年で実施することが決まった。それを受けて、1

0月7日と平成24年2月2日の同窓会役員会で検討を進

め、第2回「学生懸賞論文」募集要項が確定した。なお

第2回「学生懸賞論文」募集事業日程は、平成24年4月

に募集掲示し、同年10月応募締切、その後の選考審査

を経て12月に選考結果発表・表彰の予定である。 

 

【添付資料】 

「学生懸賞論文」選考結果発表 

 

 茨城大学文理・人文同窓会は、人文学部の教育・研

究の充実、卒業生を通じた地域連携や地域貢献に微力

ながらつとめてきています。その一環として、「学生

懸賞論文」を募集しました。締切の平成23年2月21日ま

でにきわめて広範なテーマを扱った26編の力作が寄せ

られました。ご協力に感謝いたします。その後、第1

次選考で10編にしぼり込み、さらに第2次選考会を4月2

7日に開催しました。審査委員として佐々木寛司茨城大

学人文学部長、小田部卓茨城新聞社長、中庭陽子茨城

県教育委員会副参事、野口芳男文理・人文学部同窓会

長にお願いいたしました。その結果、下記のように優

秀賞2編、佳作2編が選ばれました(今回最優秀賞は惜し

くも該当作がありませんでした)。 

 今回の「学生懸賞論文」応募及び選考にあたり、多

大なご協力を頂きましたことを、心より感謝いたしま

す。今後とも、同窓会活動に対して何卒、ご理解とご

協力をよろしくお願いいたします。（なお選考結果に

つきましては、7月2日開催予定の本同窓会理事会にお

ける講評、マスコミ等への発表を予定しています。）

           記 

賞金 

【優秀賞】 

・岡村美帆 08L2043G 5万円 

「地方国立大学でのキャリア教育とその発展」 

・久保田真由 07L2070S 5万円 
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「芸術文化による地域活性化の可能性」 

 

【佳作】 

・夏堀未来 07L2172S 2万円 

「2008年恐慌と資本主義経済－新自由主義の欺瞞」

・金子素直 07L2054H 2万円 

「9.11テロ以後のアメリカ社会の統制化とマス・メ

ディア」 

 

平成23年5月18日  

茨城大学文理・人文学部同窓会 

 

６．地域連携委員会のホームページ 

 本委員会では、前年度のおもな活動内容をホームペ

ージ上で報告することにしている。本年度は、平成22

年度の活動について各担当委員が報告文の執筆と画像

の選択を行い、それを広報担当委員がHTML化して5月2

6日にホームページを更新した。 

 

７．本学部における地域連携活動の外部評価 

 外部評価については、平成23年1月26日開催の地域連

携委員会において「平成23年度を準備期間として、平

成24年度もしくは25年度に外部評価を受けること」を

決定した。これに基づき、本年度は外部評価に関わる

準備活動として情報収集にとりくむことにした。 

 昨年度末の予定が東日本大震災の影響で延期され、8

月30日に外部評価を実施した茨城大学地域連携推進本

部（本部長天野一男教授）から10月20日に大畠点検・

評価委員会委員長とともにヒアリングを行った。外部

評価委員の選出方法、予算の規模、評価方法の枠組み

等について貴重な情報が得られた。 

◇今年度においても、地域連携事業は計画通り順調に

推移した。地域連携協定に基づく事業として展開され

た常陸大宮市との事業はもちろんであるが、大洗町と

の事業においてもまちづくりに関連する分野において

は従来にもまして多くの点で貢献できたと思われる。

大洗町については、これまでの日本語教室に代わる新

たな事業の展開に一歩を踏み出した。大洗町の担当者

との意思疎通を密にしながら来年度以降さらに連携事

業を充実させていきたいと考えている。 

 そのほかの分野、講義「地域連携論Ⅰ」、「地域連

携論Ⅱ」の実施、地域史シンポジウムの開催、文理・

人文学部同窓会との連携事業等についても予定通り実

施できた。これら諸事業を通して、学生や一般市民に

対する研究成果の還元は十分行えたものと思われる。

人文学部の地域貢献活動は、年度計画にしたがって、
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順調にかつ着実に成果を上げつつある。今年度もその

充実した活動は高く評価できる。 

教育学部：本年度は震災復興のためのボランティア派

遣を行い、地域からの評価を得た。 

（１）東日本大震災において、学生ボランティア(56

名)を附属学校、水戸市から要望のあった学校、教育実

習でお世話になっている学校へ派遣した(延べ190日)。

（２）教育ボランティアを県内学校へ合計825名派遣し

た。 

（３）茨城県教育研究連盟の第56回教育研究連盟集会

をPRするため、教育研究所のHPを立ち上げ、宣伝を行

い、また過去の研究紀要を読むことができるようにし

た。集会ポスターの制作に協力した。これにより一般

参加者が87名増加した。学生も参加し教育実践を学ん

だ。 

（４）附属学校との連携研究を募集し、12本の応募が

あり、6本に研究費を配分した。附属学校と学部との連

携研究は、震災にもかかわらず72件が行われた。附属

学校フォーラム「地域のモデル校としての附属学校」

を平成24年2月18日に開催した。附属4校と教育学部教

員136名が参加し、報告・討論を行った。 

（５）新しい教員養成制度の変化を見据えて、附属教

育実践総合センターを再編した。未来型模擬授業室を

作り、現場経験豊富な教員を特任教授として採用して

県との連携の橋がかりを作り、地域の教育関係機関と

の連携の拠点になるように整備した。 

（６）上記の活動は､｢文教ニュース」、「文教速報」

へ9回掲載された。これらは、茨城大学教育学部地域連

携委員会・茨城大学教育学部附属教育実践総合センタ

ー『平成23年度教育学部における地域連携活動』に記

録されています。 

（７）心理教育相談室は1,784回の相談を行った。 

◇これまでの連携を発展させるとともに、新しい教員

養成制度のもとでの茨城県教育委員会との連携の足が

かりを作ったと言える。着実に計画施策を進めている。

理学部：学術、教育関係の連携事業は順調に進んでい

る。自治体、産業界との連携事業の一つである茨城県

北ジオパーク事業では、理学部教員が中心的に活動し、

日本ジオパークネットワークの認定を受けることがで

きた。 

工学部：１．茨城産業会議と連携する｢工学部研究室訪

問交流会｣を10月12日(水)、資料1の実施計画に沿って

日立キャンパスで実施した。今年度は震災復興への貢

献を意識して、見学コースを社会情報システムコース

と先端ものづくりコースの2コースとし、特別講演では

放射能除染問題を取り上げた。また見学対象研究室を
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厳選し数も減らして時間的余裕を持たせた。さらに新

たな試みとして、イノベーション創成機構が後援する

｢ひたちものづくりサロン｣の総会を同時開催した。こ

のサロンには地域の中小事業者が多く参画している。

こうした企画・運営上の工夫の結果、参加者数が昨年

度の84名から111名に大幅に増加した。また企業･支援

機関等からの参加者数も83名と昨年度からほぼ倍増し

た。アンケートの結果は概ね好評であり、すでに数件

の技術相談が寄せられるなど成果が現れていることか

ら、交流会の目的は十分達成されたと考える(資料3)。

２．工学部の産学官連携活動の見える化については、

産学官連携イノベーション創成機構から資料2の関連

データの提供を受けている。現在統計データの作成及

び分析を進めており、今後産学官連携の一層の発展に

向けて活用していく。 

３．地域・産業界のニーズに対応した教育研究・地域

貢献を強力に推進するため、日立キャンパスに4つの工

学部附属教育研究センターを設立した。平成24年1月2

5日(水)にキックオフを兼ねた「茨城大学工学部附属教

育研究センター発足シンポジウム」が100名を超える参

加者を得て盛大に行われた(資料4)。本センターはこれ

まで本学の重点研究で実績を残してきた、ライフサポ

ート科学教育研究センター、ライフサポート科学教育

研究センター、グリーンデバイス教育研究センター、

防災セキュリティ技術教育研究センターの4センター

から構成される。今後、地域企業と本センターおよび

イノベーション創成機構が組織的に連携することによ

り、「直面する課題解決」から「評価・解析によるも

のづくり経験則の科学的体系化」、「次のビジネスの

コア技術創出」、「在職者の再教育」など産学連携の

質的向上が格段に進むものと期待される。 

農学部：東日本大震災による被災復旧や学生支援のた

めに、年度前半は、8月以降は唐辛子活用食品開発（中

央園芸）、9月「大学はおいしい」への出展以外の産学

連携活動はほとんど行えなかった。しかし、年度後半

は、有機農業研究会セミナー開催（10月）、11月水戸

市蔬菜農家組合の交流訪問受入（11月）、茨城産業会

議との交流会（12月）、「自然共生型を目指す有機農

業への新たな道」公開シンポジウム開催（平成24年2

月）、シンポジウム「地域と連携したバイオ燃料生産

の展望」の開催（3月）などを実施することで、活発に

産学連携活動を推進した。また、平成23年度の共同研

究数は17件となり、昨年度実績13件を上回るとともに、

商品企画・技術相談の件数も50件に及び、産業界との

連携活動は好調であったといえる。ただし、奨学寄附

金の受け入れ件数は、震災が影響したため前年度を6
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件下回り、11件に止まった。このように、平成23年度

は震災の影響が大きく活動推進を制約したものの、と

くに後半の学部をあげた取り組みにより産学連携活動

は順調に推進できたといえる。 

地域連携推進本部：茨城産業会議との連携における連

携事業について、①研究室訪問交流会は、今年度から

参加者数増を目的に開催方法を変更し、工学部及び農

学部で開催した。昨年より参加者の増加がみられた。

②連携講演会（主催：茨城大学、茨城県、茨城産業会

議）は、平成23年3月11日の大震災ををうけ、地震関係

の講演会を開催し、多くの参加者にお越しいただいた。

③地域参加型のプロジェクトについて、内容等の検討

を進めているところで、来年度からの実施を予定して

いる。④平成24年3月29日に茨城産業会議との代表者会

議を実施し、本年度実施事業等の報告と平成24年度の

事業内容等について協議した。 

研究室訪問交流会、連携講演会については、茨城産

業会議との打合せ等を基に取り組みができたものと思

う。また、連携講演会については、当初、環境関係の

テーマを予定していたが、大震災をうけて地震をテー

マに変更して開催したが、取り組みとしては臨機応変

に取り組めたものと思う。地域参加型のプロジェクト

については、地域等への提示方法等を再度検討するこ

とになったため、今後さらに内容等の整備を行うこと

としている。さらに、茨城産業会議との代表者会議に

おいては、引き続き連携を継続して事業を展開してい

くことが確認され、協力関係の維持ができたと思う。

【31-3：R131031-3】シーズの企業化を推進するための年次計画を作成する。

企業化シーズを逐次累積する取組を行う。 

計画施策：シーズの企業化【31-3：R131031-3】シーズの企業

化を推進するための年次計画にもとづいて、企業化シーズを逐

次累積する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 茨城大学のシーズを活用して地域に貢献することを目的にした産

学官連携活動を推進した。大学が研究成果や人材を地域に役立てる

「地域貢献度」について、日本経済新聞社産業地域研究所が全国の

大学を対象に調査した結果、茨城大学は8位にランクされた。特に茨

城大学のシーズ活用による地元企業などとの共同研究が地域経済の

活性化に力を入れている証として評価された。 

 産学官連携イノベーション創成機構の共同研究推進部門のコーデ

ィネーター等が県内外の企業を訪問し、大学シーズのPRと企業ニー

ズの調査をしている。平成22年度実績は242件で、平成21年度実績の

192件を大幅に上回った。平成22年度の技術相談件数は186件で、平

成21年度の実績は182件であった。 

今年度の特徴としては海外との共同研究が3件開始したことであ
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り、そのために英文契約書ひな型を産学官連携イノベーション創成

機構で作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

産学官連携イノベーション創成機構： 

１．シーズの広報・活用 

①イベント、展示会 

 年間計画に沿ってイベントを開催あるいは他機関が

実施するイベントに参加し、茨城大学のシーズを広報

すると同時にニーズの把握を推進した。【平成23年度

実施イベント.pdf】 

 平成23年度の活動の特徴は、地域ニーズの把握・茨

城大学のシーズの活用において金融機関との連携を強

化した点である。5月、12月、平成24年2月に常陽銀行、

筑波銀行、水戸信用金庫等と連携した展示会、商談会、

交流会に参加した点である。 

②イノベーション創成機構ホームページを随時更新し

最新の情報を掲載した。 

 ホームページに掲載のシーズを見ての技術相談申し

込みがある。 

③ホームページ掲載のシーズを充実するため、コンテ

ンツ・掲載方法の見直しをした。 

 ＊茨城大学シーズ集、4uシーズ集 他：306件 

 ＊展示ポスター：30件 

 ＊外部発表資料：40件 

２．企業訪問・技術相談の実施 

 茨城大学の産学官連携活動を担う組織として企業訪

問、技術相談、共同研究をコーディネートし、地域企

業との連携協力を進めてきている。 

 その中で今年度は震災後に大学が担うべき科学技術

分野の貢献について検討を重ねてきた。 

 その結果、震災によって新たに発生するニーズ、産

業を展望し、学内の例えばフロンテイア応用原子科学

研究センター等の機関と連携して、本学の人材、研究

シーズを整理して、ニーズ・シーズマッチング，共同

研究，競争的外部資金獲得を推進し、震災後の新産業

を中長期的に育成することを目指すこととし「東日本

大震災対応プロジェクト」として活動を推進。 

 ①震災に伴うニーズ把握、関連機関との意見交換会

 実施。 

 ②平成24年3月末時点での企業訪問件数は303件（昨

 年比 +61件）。 

  うち震災復興対応の企業訪問件数は45件である。

 ③平成24年3月末時点での技術相談件数は240件（昨

 年比 +54件）。 

  うち震災復興対応の技術相談件数は49件である。

３．共同研究の確保 

 平成24年3月末時点での共同研究件数は200件（昨年
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比 +22件）。 

 うち震災復興対応の共同研究件数は17件である。 

 震災対応プロジェクトの活動の成果も加わって、平

成23年度の共同研究件数は昨年度の178件を大幅に上

回っている。 

４．プロジェクト研究の推進 

①イノベーション創成プロジェクト推進 

＊目的 

 産学官が連携して技術革新を担い、地域経済の底上

げにつなげることができるような、さらに踏み込んだ

活動を支援 

＊内容 

 ベンチャープロジェクト：本学の技術シーズの移転

を目的とした研究開発、企業の技術ニーズに基づく研

究開発、学生のベンチャーマインド発揚に資する研究

を対象、10件程度、50万円／年 

 インキュベートプロジェクト：本学の技術シーズを

もとに革新的技術に発展させ、事業化（技術移転を含

む）するための研究、3件程度、150万円／年  

＊支援 

 必要経費等、産学官連携イノベーション創成機構が

管理する部屋の優先的貸与、さらにソフト面での支援

（コーディネータによる支援、非常勤研究員の配置）

など  

＊期間 

 平成23年度から最長3年間 

＊実施状況 

 ベンチャープロジェクト9件（応募15件） 

 インキュベートプロジェクト3件（応募8件）  

 なお、実施しているプロジェクトについてヒアリン

グ、推進状況確認と課題抽出。 

 平成24年3月16日（金）に学外審査者2名を招いてプ

ロジェクトの報告審査会を実施した。 

②特別推進プロジェクト 

＊目的 

 産学官連携に関する緊急かつ重要な地域ニーズへの

迅速かつ組織的な対応  

＊内容 

 1．東日本大震災対応プロジェクト 

 2．塑性加工の科学的展開プロジェクト 

 3．いばらきパーソナルモビリティプロジェクト 

 4．国際産学連携プロジェクト 

＊支援 

 必要経費等、産学官連携イノベーション創成機構が

管理する部屋の優先的貸与。ソフト面での支援（コー

ディネータによる支援、非常勤研究員の配置）など  
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＊期間 

 原則単年度、最長3年間  

５．研究シーズの企業化を目指した競争的外部資金獲

得 

①JST A-STEP FSステージ（一次募集） 

 ＊探索タイプ     ：22件応募、5件採択 

 ＊シーズ顕在化タイプ ： 4件応募、1件採択 

 ＊起業検証タイプ   ： 1件応募、採択なし 

 ＊ハイリスク挑戦タイプ： 1件応募、採択なし 

 ＊シーズ育成タイプ  ： 1件応募、採択なし 

②JST A-STEP FSステージ（二次募集） 

 ＊探索タイプ     ：12件応募 

③JST 研究シーズ探索プログラム（震災復興支援） 

：11件応募、4件採択 

④内閣府「地域活性化交付金」申請支援 

 茨城県商工労働部産業技術課の応募支援 

：4件応募、採択なし 

⑤(財)JKA 東日本大震災復興支援補助事業 

：4件応募、1件採択 

⑥いばらき産業大県創造基金 継続含めて8件採択 

⑦経済産業省サポイン2件新規受託に貢献。他に継続テ

ーマ2件の推進に貢献。 

◇計画に沿って活動を推進。共同研究実施件数は平成

24年3月末現在で過去最多の200件となっている。震災

対応プロジェクトを実施し、震災復興関連の共同研究

が17件創成されたことも共同研究実施件数増加に寄与

している。 

＜社会人教育の改革＞ 

【32：R131032】32．地域のニーズに対応

した社会人教育を行って、大学の教育力を

地域に還元する。 

施策として以下の取組を実施する。教員

免許更新講習の安定的運営、ニーズに対応

した社会人教育の展開 

【32-1：R131032-1】受講生を適正規模受入れ、教員免許更新講習を安定的に

運営する。なお、国の政策によっては、平成23年度以降の中期計画の見直しを

行う。 

計画施策：教員免許更新講習の安定的運営【32-1：R131032-1】

受講生を適正規模受入れ、教員免許更新講習を安定的に運営す

る。なお、国の政策によっては、平成24年度以降の中期計画の

見直しを行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

 第Ⅰ期教員免許状更新講習を8月19日、20日及び8月23日から25日

の間で実施し、延べ1,545名が受講した。第Ⅱ期教員免許状更新講習

を10月23日、24日及び12月25日から27日の間で実施し、延べ489名が

受講した。茨城大学教員免許状更新講習専門委員会（11月22日）で

平成23年度実施計画を策定し、本年度と同時期、同規模で第Ⅰ期及

び第Ⅱ期の2回実施することとした。教員免許状更新講習連絡会（12

月15日）において茨城県内各大学の平成23年度実施計画の確認を行

った。 

受講者数は昨年に引き続き延べ2,000名を超えている。申請者数が

受講定員を上回る場合も可能な限り受講定員を超えて受け入れてい
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る。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・Ⅰ期（夏期）の講習は、当初の講習受入人数（募

集人員）を変更して、申請者数を多く受け入れて講習

を実施した。 

・教員免許状更新講習専門委員会において、Ⅰ期受講

者の修了判定会議を行い、1,849名（延べ人数）に修了

証書を発行した。また、10月及び12月に実施した講習

も、大幅に募集人員を変更して受付を終了した。 

・教員免許状更新講習専門委員会において、平成24年

度教員免許状更新講習の実施の在り方について検討を

開始した。 

・平成24年度の教員免許状更新講習が、平成24年2月に

文部科学省から認可されたため、平成24年度の案内書

を作成し、3月末から4月にかけて受講者募集を行うこ

とになった。 

◇・実施記録に記載のとおり今年度は、昨年度より延

べ人数で600人以上の人数を多く受入実施した。また、

平成24年度の計画として受講希望者が選択受講しやす

いように3期に分け実施し受入人数も総合計で、約

1,200人（延べ人数で3,600人）規模で受け入れること

が決定され、文部科学省に申請を行った。 

【32-2：R131032-2】大学は、生涯学習に関する方針を策定する。生涯学習教

育研究センターは、大学の方針に基づき、センターの目的と役割を見直す。同

センターは、地域社会の学習ニーズを調査する。既存の講座等を見直し、広く

ニーズに対応した講座を検討する。講座開設にあたって、外部資金の導入を検

討する。 

計画施策：ニーズに対応した社会人教育の展開【32-2：R131 

032-2】学習ニーズ調査をもとに、平成24年度から開設する講

座やコースを再整理する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

◇大学の生涯学習に関する方針は明確に示されていない。今年度は、

センター運営委員会において、中長期、短期の計画を審議し、それ

に基づき運営した。 

1）センター長を中心に、公開講座・公開授業の広報戦略の変革を実

施し、専任教官（1名）、担当係長不在の状況にもかかわらず、実績

は顕著に向上した。 

2）社会貢献活動は多様に展開され、本センター及び本学の社会的知

名度・貢献度は上昇したと思われる。しかし、全学工程表の中での

意義が不明確であり、効果測定は十分ではない。 

(1)①公開講座 21講座（受講生394名）、公開授業 110科目（受講

生194名）、②サイエンスカフェの検討（3回）、③ワークショップ

デザイナー講習の検討（青山学院大学と協議など3回）、④茨城県社

会教育士養成講座の検討（県生涯学習課と協議3回） 

(2)①センターホームページに「生涯学習支援の窓」を開設した。 

(3)①ワークショップデザイナーニーズ調査（看護協会・スクールボ
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ランティア協議会・社会教育主事会等）、②半期ごとに授業科目受

講希望調査を実施する。平成22年3月 教養科目について試行的に実

施、9月 人文学部専門科目について実施 平成23年3月 理学部専

門科目について実施予定 

(4)①茨城県阿見町男女共同参画アンケート調査委託契約（50万円）、

②文科省受託研究「社会教育による地域の教育力強化プロジェクト」

における実証的研究（290万円）への参画・監修、③高萩市コミュニ

ティ活性化戦略プロジェクトの指導、④神戸空港・茨城空港間就航

記念交流事業（生涯学習）の指導・講演、⑤鹿島市総合計画策定事

業アドバイザー、⑥守谷市地域福祉計画策定アドバイザーなど 

 中期計画の計画施策にある「ニーズに対応した社会人教育の展開」

には、二つの事業形態が含まれている。第1は、本学が有する知識や

技術を社会貢献の一環として社会人に開放する「公開講座」のよう

な事業を指していると思われ、本センターはその充実に努力してい

るところである。第2は、大学の教育課程を社会人に積極的に開放し、

単位の修得を可能とするような新しい「社会人教育の開拓」が考え

られる。後者については、本学全体の主要な課題であり、本センタ

ーも含めた会議の開催と方針作りを検討している。 

 地域社会の学習に関するニーズ調査は、公開講座・公開授業とも

に実施している。特に、公開授業に関する受講者意識の動向につい

ては「学部講義テーマ」に即して調査し、その都度、センターニュ

ースで広報してきている。 

◇農学部では、先方の組織改革により、本年度からは「土浦市生涯

学習館」が開催する「茨城大学共催講座」として対応することとな

った。調整の結果、本年度は「有機栽培を学ぶ－自然と調和する食

と農と健康の視点から－」とし、中島紀一教授（11月24日）、成澤

才彦准教授（12月１日）、安江健准教授（12月８日）、小松崎将一

准教授（12月15日）の4名を派遣して実施した。 

研究推進委員会地域連携部門が窓口となって本年度開催した生涯

学習は、「土浦市生涯学習館」における「茨城大学共催講座」のみ

である。本講座は今年で3年目であるが毎年好評で、次年度も実施が

要請されている。 

全学工程表では「生涯学習に関するメニューの見直し」等が挙げ

られているが、農学部研究推進委員会地域連携部門が企画・調整す

る生涯学習は基本的に自治体等の生涯学習課や生涯学習センターか

らの要望に応える形で開催してきており、そういう意味では毎回ニ

ーズに合わせて講座を形成していることから特に見直しは不要と考

えている。 

 

 

 

Ｂ 

◇1) 公開講座・公開授業の開催： 

平成23年3月に発生した東日本大震災のために、前期

に予定されていた公開授業及び公開講座の受講生受付

の大部分を中止せざるを得なくなった。後期に予定さ

れていた公開授業と公開講座は順調に実施された。学

習ニーズの動向調査のための受講生アンケートについ

ては、前期の公開講座が中止されたためアンケート数

が少なくなってしまったため、平成24年度もアンケー
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トを継続することとした。 

2) 学外の諸機関・諸団体との連携： 

生涯学習関連諸機関・団体の事業に対する企画・運

営を指導し、また諸機関・団体との共催事業を実施し

た。県立「心の医療センター」との共催講演会を平成2

4年2月21日に実施した。（水戸キャンパスの教育学部D

棟201教室で「うつと自殺」と題した講演会）市町村及

び市民団体・NPO団体からの相談・依頼に積極的に応じ

た。地域社会からのニーズとして、諸機関・諸団体か

らのニーズ調査も行った。 

3) 生涯学習・社会教育の支援： 

支援するスタッフの養成と紹介に取り組んだ。 

4) 研修セミナー「非常時における男と女の立ち位置」

の開催： 

国際女性教育振興会と連携し、東日本大震災発生時

の避難状況の中で、男性と女性への対応のあり方につ

いて検討した。 

5) 茨城県社会教育研究プロジェクト「無縁社会に立ち

向かう」の企画・指導を行った。 

6) 公開講演会「東日本大震災と市民」を平成24年3月

に土浦市の県南生涯学習センターで開催した。 

7) 生涯学習教育研究センター報告第10号を刊行した。

◇公開授業・公開講座の受講生に対する学習ニーズ調

査については、今年度は、止むを得ぬ事情（東日本大

震災の発生）で不十分となった。次年度以降に改善を

試みることとしたい。しかし、地域社会のニーズに応

える事業・講演会等については実績を積んでおり、地

域に貢献する大学として地域社会から十分評価されて

いる。 

農学部：本年度は「有機栽培を知る～自然と調和する

食と農の視点から～」とし、中島紀一教授（11月8日）、

小松崎将一准教授（11月15日）、成澤才彦准教授（11

月22日）、安江健准教授（11月29日）の4名を派遣して

実施した（受講者数30名）。さらに茨城県県南生涯学

習センターからも「県民大学」という公開講座の開催

要望があったことから、「バイオマス生産の魅力」と

題して10月1日、8日、11月5日、26日、12月17日に新田

教授による開催をお願いした（受講者数13名）。 

地域のニーズに対応した社会人教育という点では、

水戸本部で主催する公開講座に加えて、県南地域に対

応した社会人教育が実践できていると評価できる。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(3)  その他の目標 

 ② 国際化に関する目標 

 

中期

目標 

13．特にアジア地域を視点にして、重点事業を中心に海外大学との連携事業を推進し、大学の国際

化を進める。 

14．留学生受入事業及び留学生派遣事業を活発に行い、受入数を確保する。 

 

中期計画 年度計画 

＜国際交流体制＞ 

【33：R132033】33．国際交流のための組

織を整備し、交流を円滑に進める体制とす

る。 

施策として以下の取組を実施する。国際

交流体制の整備 

【33-1：R132033-0】国際交流を担当する部署の連携を密にし、交流事務のノ

ウハウを収集して、支援を円滑に進める。 

計画施策：国際交流体制の整備【33-1：R132033-0】国際交流

を円滑にする観点から、国際交流委員会等と協力して、委員会

及び事務支援体制などの組織改革案を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 9月17日(金)に、神永副学長室において、国際交流関係の中期目

標・計画、年度計画の実施について、伏見留学生センター長、山崎

学務部長、加藤留学交流課長、貝田学術企画部長、菊地課長、田中

で打合せを行った。特に、学生交流と学術交流の体制を融合する組

織改革は、すぐには着手できそうにないことが確認された。伏見セ

ンター長からは、大学としての国際化の方針を策定すべきとの意見

が出された。12月20日(月)に、神永副学長、田代副学長、山崎学務

部長、貝田学術企画部長、菊地企画課長他で2回目の打合せを行い、

留学生センターの見直しなどに関わる意見交換を行った。1月14日付

けで、協定校との交流事業の充実のため、国際交流委員長と留学交

流委員長が「国際交流協定校との交流事業の調査、点検等の実施に

ついて」の調査を実施。2月17日、国際交流委員会と留学生交流委員

会合同会議を開催して、①国際交流協定校との交流事業の調査、点

検及び②茨城大学重点交流事業の選定要項の検討を行う。2月22日付

けで、国際交流委員長と留学交流委員会が「重点国際交流協定校選

定に関わる提案書等の作成について」依頼。3月10日、国際交流委員

会と留学生交流委員会合同会議を開催して、茨城大学重点国際交流

事業の選定を行う。 

国際交流を担当する部署の連携を図り、交流業務を円滑に進める

ために、学生交流と研究交流とを担当する各々の副学長、委員長及

び事務担当者が出席する会合を開催し、国際交流に係る組織見直し

や交流事業推進などについて協議を行った。この協議を踏まえ、協

定校との交流事業の調査・点検や重点国際交流事業の選定を円滑に

実施するとともに、さらに、事務担当者間の意見交換によって、協

定校訪問団の受入や協定締結手続きなどの交流支援に係る業務を円

滑に進めた。 

交流事務のみならず、国際交流、留学交流の両委員会でも連携を

進めるなど、達成は可能であると考える。 
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Ｂ 

◇１）9月26日に、神永副学長（学術担当）、田代副学

長（教育担当）、伏見留学生センター長、川島学術企

画部長、椎名学務部長、菊地企画課長、栗田留学交流

課長と年度計画達成のための意見交換を行ったが、そ

れ以降具体案作成の話は行われていなかったが、平成2

4年3月19日に神永副学長（学術担当）、田代副学長（教

育担当）、伏見留学生センター長、椎名学務部長、川

島学術企画部長、栗田留学交流課長、横沢評価室長と

で「国際交流について意見交換会」が持たれ、今後の

本学の国際交流体制についての基本的方針が話し合わ

れた。 

２）本学の国際交流体制の整備の遅れを打破するため

に、本学と同規模の大学における国際交流体制調査の

ための調査費を来年度の教育改革推進経費に申請中で

ある。 

＜海外大学連携事業の推進＞ 

【34：R132034】34．海外の大学との連携

協定に基づき、特にアジア地域を視点に学

術交流事業を重点的に推進する。 

施策として以下の取組を実施する。連携

協定校との交流充実、重点交流事業の推進

【34-1：R132034-1】大学は、連携協定校との交流事業を点検し、連携協定を

見直すとともに、充実のための課題を整理する。 

計画施策：連携協定校との交流充実【34-1：R132034-1】前年

度に整理した交流事業の課題を踏まえ、交流充実のための施策

を実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

◇大学は、国際交流委員会と留学交流委員会が主体となって、国際

交流協定校との交流の充実を図るために交流事業を調査し、その結

果に基づき、各協定校との交流状況を点検して、交流事業の見直し

や充実のための課題を整理した。 

平成23年1月13日開催の国際交流委員会において、交流協定を締結

している31大学との学術研究に関する交流事業に関する調査を行

い、その調査結果を踏まえて交流事業の課題等を整理することとし

た。1月14日に各部局長等に対して「学術研究に関する交流事業に関

する調査」の依頼を行った。2月17日に国際交流委員会と留学交流委

員会との合同委員会を開催して調査結果の検討をおこなった。 

協定校との交流事業の点検と課題の整理はおこなった。 

留学生センター：過去10年間の交流実績を調査し、受入・派遣実績

の正確なデータを作成した。また、連携協定校との交流充実のため

に、より茨城大学の学生のニーズにあった超短期留学（1ヶ月未満）

の交流に関して韓国仁濟大学校と協議を行い、平成23年度の実施に

向け準備を行った。 

人文学部：5月26日、研究生、科目等履修生（外国人留学生）入学案

内作成、私費外国人留学試験平均点以上、日本語能力試験2級以上と

明記。J.TEST実用日本語準B級以上も加え、応募チャンスの増加を図

った。6月30日、留学生チューター懇談会開催。7月1日、留学生懇談

会開催。9月13日、人文学部国際交流委員長梁継国教授が北京国際関

係学院を再訪し、協定を結ぶ意志を確認し、その実際作業に入るこ

との合意を得た。11月12日、田中重博副学長が団長として、本学訪

中団を率いて、北京国際関係学院を訪問し、両大学の交流協定を交

わした。12月15日、フエ大学・フエ外国語大学との学部レベル交流

協定締結について審議。1月26日、マギル大学における語学研修母体

を人文コミュニケーション学科から人文学ヘ移行について審議し、

次回の学部教授会に提案することにした。マギル大学生涯学習セン

ターと茨城大学人文学部間の学生交流に関する協定書について審議

し、次回の学部教授会に提案することにした。2月24日、ベトナムフ

エ大学/フエ外国語大学との学術交流協定書（案）について審議した。

研究生、科目等履修生（外国人留学生）入学案内に、私費外国人

留学試験平均点以上、日本語能力試験2級以上と明記．J.TEST実用日

本語準B級以上も加えたことにより、留学生の質が改善され、授業も

受けられないような現象はなくなり、特に研究生（外国人留学生）

来年度4月入学予定の人数は今年度の13名から24名へと増加した。今

年度4月入学した大学院生は30名であり、そのうち、16名が留学生（全

員研究生経験者）であることから、長期間にわたる大学院定員不足

の解消に貢献していると考えられる。年に2回（前期後期一回ずつ）

も留学生・チューター懇談会を開催し、留学生同士、チューター同

士および留学生とチューター同士のコミュニケーションがさらに取

れるようになり、留学生たちの勉強・生活に大いに役立っている。

北京国際関係学院を含めて、人文学部主導で海外の大学との交流協

定締結は一年度内に三つも増えた。 

人文学部の国際交流活動は、全学工程表と照らしてみても、遅れ

ていないことはもちろん、非常に個性的で効果があり、評価される
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べきである。 

理学部：今年度に新たに中国 西北農林科技大との学部間研究交流

協定締結を決定し、教授会等での手続きを経て協定を締結した。 

新たな学部間交流協定を締結することができた。なお、既存の交

流協定については、今後実体を調査し、点検・整理して実質のある

ものを継続する方向である。 

工学部：1)韓国の忠北大学校、仁済大学校、インドネシアの大学と

活発に交流を行っている。1)にあるようにこれは、中期計画の「ア

ジア地区との連携強化」の趣旨に合っており、順調に進展している

と言える。2）協定校との事業の中には教官の個人的関係を大学間に

発展させた例もあり、教官の退職に伴い、交流が極端に少なくなっ

た例もある。これらは、協定締結時の情報をもとに、判断する必要

があろう。3）例年どおり実施中であるが、より交流の活性化のため、

平成18年度以降の留学生情報を収集中である。指導教官の退職に伴

うのか、卒業、修了留学生の消息の多くが不明である。従って平成2

2年度以降は、各専攻の国際交流委員が中心となって、留学生の名簿

作成を行う事となった。問題点は、卒業、修了時の住所、電話番号、

メールアドレスが、帰国あるいは入社時の住所、電話番号、メール

アドレスと異なる事から、各国の代表者を決めて組織化する必要が

ある。国によっては、かかるボランテァ作業は難しく、学長等が任

命するなどの方策が必要な事が分かった。 

最近の学生は留学に消極的であり、環境を整える事よりも留学希

望を如何に高めるか？が大事であるとの意見が多かった。 

全学の留学生の半数近くが工学部学生である。しかし、博士後期

課程学生の募集や研究交流促進は個々の教員の個人活動にとどまっ

ているので、国際交流委員会あるいは別の形で、海外の工学部連携

拠点を卒業生（現地の大学の教授になっている博士後期課程修了生

など）を中心に組織化を進めたい。 

農学部：アジアの大学との新たな学術協定について検討した。また、

農学部に国際交流会館を新設し、協定大学との教育・研究交流を発

展させるよう利用規則などを整備した。 

いままで農学部が締結していない国を対象とし、アジアの大学と

の新たな学術協定を検討した。また、農学部に国際交流会館を新設

し、協定大学との教育・研究交流を発展させるよう利用規則や同細

則などを整備した。 

タイ国のコンケン大学との学部間の交流協定を締結することがで

きた。また、インドネシアの交流大学と連携した教育プログラムを

実施することができた。さらに、農学部に国際交流会館を設置し、

国際交流に円滑に利用できるよう整備した。 
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Ａ 

◇・国際交流委員会及び留学交流委員会では、前年度

に整理した交流事業の課題等を踏まえ、平成23年度か

ら国際交流協定校との交流充実を目的として、大学が

重点に支援する重点国際交流事業を選定した。選定さ

れた重点国際交流事業に対しては、事業計画に基づき

国際交流推進経費から約520万円を配分した。また、前

年度の調査・点検において過去3年間の交流実績がなか

ったアラバマ大学バーミングハム校との協定について

は、学生相互プログラムの実質化に向けた数年に亘る

見直し協議の結果、9月30日付けで学生交流に関する協

定を再締結した。 

・さらに、国際交流委員会では、平成23年度において

も国際交流協定校との交流状況の調査・点検を実施す

ることを決定した。これを受けて「国際交流協定校と

の交流事業の調査・点検及び重点国際交流事業の選定

に関わる調査」を実施した。 

人文学部：国際交流委員会は、4月に協定校との交流事

業を公募し、応募のあった「カナダ国マギル大学への

英語研修講座」と「ベトナム学生交流の旅」の2件を選

定の上、学部予算委員会に対し予算請求し、予算を確

保した。後者については、協定校であるハノイ社会人

文科学大学の交換留学生の数の不均衡に由来する不満

のため、現在交流協定締結の話が進んでいるフエ大学

を中心とする内容となった。 

◇平成23年3月11日の大震災と原発事故を受け、今年度

初旬にかけ、受け入れ教員を通すなどして留学生の安

否と所在の確認及び新学期開始について連絡の確認を

行った。  

留学生の奨学金応募者の選考のため、面接及び書類

審査を行った。 

協定校との交流事業を公募し、2件を選定の上、学部

予算委員会に対し予算請求し、予算を確保した。主に

交流協定校からの交換留学生ための受け入れ教員の選

考を行った。 

留学生のためのチューターの募集と説明会を行っ

た。留学生が学生生活において抱えている問題を把握

しその解決に役立てるため、留学生懇談会と留学生チ

ューター懇談会を前期と後期にそれぞれ1回ずつ（合計

4回）行った。 

国外在住の外国人研究生応募者の書類審査を前期及

び後期に1回ずつ（合計2回）行った。 

日本在留の外国人研究生応募者の面接及び書類審査

を前期及び後期に1回ずつ（合計2回）行った。 

交流協定校への留学希望者選考のため、面接及び書

類審査を行った。 

人文学部として「（国際交流協定校との）重点国際
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交流事業への選定に関わる提案書（糟谷国際交流副委

員長起案）」を検討し決定した。 

人文学部FDにて、国際交流委員長が「国際化に向け

た人文学部の課題と方策」と題する報告を行った。 

◇震災の影響が残る中で、臨機応変に交流事業の改善

を重ねて実施してきており、年度計画は順調に進展し

ていると評価できる。 

理学部：新たに、タイ・カセサート大学理学部との学

術交流協定を締結した。既存の交流も順調に行われて

いる。 

今年度新たに中国・西北農林科技大学と学部間交流

協定を締結した。また、学術振興局の要請により、理

学部の学部間交流の実施状況の点検を行った。このよ

うな活動から年度計画の達成は可能であると評価し

た。 

工学部：大学間・学部間交流協定を結んでいる大学を

調査し、平成24年度の学生国際会議の担当予定者と打

ち合わせを行った。海外大学との連携事業化に向けて

は、課題が多い。 

・来年度の学生国際会議への参画可能性について、韓

国・忠北大学校の教授と打ち合わせ、打診を行った。

協定大学との連携事業として実施する上での課題が明

確になった。 

・学生国際会議を学生に国際経験を積ませるためのイ

ベントとして位置づけ、協定大学との連携事業とする

うえでの課題をとりまとめた。 

・平成24年度の学生国際会議は、従来のやり方を踏襲

することとした。 

◇学生国際会議を核に連携して実施する上での課題は

明確になったと考える。一方、これ以外にも、留学生

同窓会の設立に向けた準備、海外拠点の構築などが進

みつつあり、学内では国際交流室、国際女子寮などの

国際交流活性化に向けたインフラ整備も進みつつあ

る。また、今年度の計画外であるが、台湾 中原大学

への中国語短期研修への学生派遣(4年生1名)を平成24

年3月に行った。このような、学生国際会議以外の切り

口も模索し、海外の大学との連携協定に基づく、学術

交流の進展を図ることで計画は達成できるものと考え

る。 

◇留学生同窓会の設立、海外拠点の構築と大学院学生

増加策（博士後期課程入試のネット面接等）、国際交

流サロン室（仮称）、国際女子寮（仮称）等の企画立

案が進み、実現に向けて大きく動き出した。 

農学部：インドネシア ボゴール農科大学とのダブル

ディグリー教育プログラムの策定により、両大学間で

の学生の交流および研究の交流が円滑に進むよう体制
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整備を行った。履修学生の選抜を行った。また、この

取組をウダヤナ大学、ガジャ・マダ大学など他の協定

締結校に広げる取り組みを行った。 

本学農学研究科にダブルディグリー教育プログラム

を策定し、海外の協定大学と継続的に教育・研究交流

を実施できるよう体制を整備したことは特筆に値す

る。 

◇協定校である韓国仁済大学校で、3週間の短期研修を

実施し、計28名の学生が研修に参加し仁済大学校生と

の交流を行った。また、インドネシア教育大学とシド

ニー工科大学と学生交流協定の協議を進めた結果、10

月と12月に学生交流協定が締結された。平成24年度に

は両大学から交換留学生が来る予定である。 

【34-2：R132034-2】大学は、重点的に支援する連携協定事業制度を制定する。

連携協定事業の中から３年間の重点事業を選定する。 

計画施策：重点交流事業の推進【34-2：R132034-2】選定され

た重点事業を支援する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 現在のところ国際交流委員会における制度制定の審議は進んでい

ないが、協定大学を重点的に支援する取組として、①サステイナビ

リティに関する教育研究の展開と②大学院修士課程のダブルディグ

リー・プログラムの構築の2つの連携協定事業を推進しているインド

ネシア3協定大学（ガジャマダ大学、ボゴール農科大学、ウダヤナ大

学）に対して国際交流事業推進経費550万円を措置した。平成23年1

月13日開催の国際交流委員会において、交流協定を締結している35

大学との交流事業の調査を行い、交流事業の課題等を整理するとと

もに、重点国際交流事業選定の基礎資料とすることとした。2月17

日開催した国際交流委員会と留学交流委員会との合同委員会におい

て、重点国際交流事業の選定要項について検討した。2月22日付けで、

重点国際交流事業選定に関わる提案書の作成について各協定校の主

担当部局に依頼した。3月10日開催した国際交流委員会と留学交流委

員会との合同委員会において、3つの重点国際交流事業候補を選定

し、学長に推進した。3月30日に、学長が、合同委員会の推薦に基づ

き、重点国際交流事業を選定した。 

大学は、重点的に支援する重点国際交流事業制度を平成22年度に

制定した。この制度に基づき、国際交流協定を締結している35校の

中から3年間の重点国際交流事業として、3交流事業を選定した。3

交流事業の選定にあたっては、学内から提案のあった6交流事業につ

いて国際交流委員会及び留学交流委員会を審査した上で、学長が3

交流事業を選定した。3交流事業については、①ベトナム国家大学と

の「ベトナムにおける自然災害と気候変動の影響に関する共同研究

と教育プログラムの開発」事業、②ボゴール農科大学（インドネシ

ア）との「ダブルディグリー・プログラム関連事業の一環としての

共同開講授業の展開と高度化」、③プーケット・ラチャパット大学

理工学部（タイ）との「サステイナビリティ学教育プログラムの国
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際実践教育演習」であった。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・国際交流委員会等では、国際交流協定校との交流

充実を目的として大学が重点に支援する3つの重点国

際交流事業を選定している（選定期間：平成23年度～

平成25年度）。 

・国際交流委員会では、選定した重点国際交流事業の

平成23年度の事業計画を把握し、当該重点国際交流事

業を支援するために、5月2日に事業計画書の作成を依

頼した。 

・6月9日開催の国際交流委員会においては、選定され

た重点国際交流事業の支援策として交流経費を措置す

ることを決定し、提出のあった事業計画書に基づき、

国際交流推進経費から約520万円を配分することを決

定した。 

・平成24年1月12日開催の国際交流委員会では、新たな

協定校との重点国際交流事業の選定を行うことを決定

し、選定に必要な審査資料等を収集するため、1月17

日付けで各部局長に対して「国際交流協定校との交流

事業の調査・点検及び重点国際交流事業の選定に関わ

る調査」の実施を依頼した。その調査結果を踏まえて、

3月16日開催の国際交流委員会と留学交流委員会の合

同委員会で、重点交流事業の選定を行った。 

＜留学生教育の改革＞ 

【35：R132035】35．国際水準の留学生教

育を重視し、留学生の満足度を高める。 

施策として以下の取組を実施する。日本

語教育の充実、英語で開講する科目の拡充

【35-1：R132035-1】留学生アンケートを行って、日本語教育について留学生

の意見を徴する。既存の日本語教育科目を点検し、改善計画を立てる。 

計画施策：日本語教育の充実【35-1：R132035-1】留学生アン

ケートを行って、日本語教育について留学生の意見を徴する。

日本語教育科目を点検し、改善を図って充実する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 国際水準の留学生教育を重視し留学生の満足度を高めるととも

に、留学生の多様なニーズに対応するために、クラスの見直しやカ

リキュラムの改善などの日本語教育プログラムの更なる充実を図

る。そのために、全学の留学生を対象にした留学生教育に関するア

ンケート調査を実施する。 

 12月～平成23年2月までに、全学の留学生を対象に留学生教育に関

するアンケート調査【調査内容は、1)茨城大学を選んだきっかけに

ついて、2)学習・研究環境について、3)生活指導について、4)生活

について、5)交流活動について、6)修了後の進路希望について、7)

入学前の日本語学習について、8)現在の日本語能力について、9)勉

強する必要のある日本語の種類について、10)希望する日本語クラス

について、11)学術日本語について】を実施し、113部（113名）を回

収した。現在、アンケートの回答集計と分析を行っている。 



227 

 

 

Ａ 

◇全学の留学生アンケートの結果を踏まえて学術日本

語基礎の内容を見直し、平成24年度から新しいシラバ

ス（前期：文法、後期：漢字）による授業を行うこと

となった。また、センターのFD研修会を開催しクラス

の見直しやカリキュラムの改善を検討した。 

【35-2：R132035-2】交換留学生の希望に合わせた英語で授業する科目を設計

する。次年度開講科目を準備する。 

計画施策：英語で開講する科目の拡充【35-2：R132035-2】交

換留学生の希望に合わせた英語で授業する科目の設計に則り、

科目を開講する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：平成23年度に開講する英語による専門科目は、多くの方

の協力をいただいて、以下のように決定した。 

前期 1．Japanese Literature I(ハリス・アイヴス、非常勤) 2．

Introduction to Japanese Culture and Society I(高橋教雄、非常

勤) 3．Japanese Film History(谷川、非常勤) 4．International 

Development and Japan's Cooperation(三輪、専任) 

後期 5．Geography of Japan(葉、専任) 6．Japanese Film 

History(谷川、非常勤) 7．Introduction to Japanese Culture and 

Society II(高橋教雄、非常勤) 8．Intercultural Communication(小

林邦彦、専任) 

 昨年度の開講科目（前期4科目・後期4科目）の開講を目指して調

整したが、頼みとしていた外国人教師の継続雇用が打ち切られたた

めに、8科目開講予定を維持するのに大変苦労した。しかし学長枠の

非常勤講師90時間を確保できたので、昨年並みの開講が可能となっ

た。外国人教師の不足分をどのようにして補ってゆくのかが今後の

課題となろう。 

理学部：留学生に対する英語の授業の必要度の検討を行った。その

結果、現時点では必要ないとの結論に至った。 

 交換留学生は在籍しておらず、また留学生も少ない。留学生に対

する英語の授業の必要度の検討を行った結果、留学生の日本語能力

は高く、現時点では英語授業は必要ないと判断されている。 

工学部：英語により実施可能な講義は例年通りシラバスに明示した。

しかし、英語での講義は日本人学生の理解不足を招くという意見が

あり、その実施形態については、留学生と日本人学生の双方をみて

配慮する必要がある。英語による講義の実施状況を点検したところ、

都市システム工学専攻を除き、英語開講科目が十分に留学生に受講

されていないことが分かった。 

中期計画では留学生受け入れを目的としているが、従来、日本人

学生の英語力強化・国際化などを狙いとして実施されてきた経緯が

あり、留学生のいない、あるいは少ない専攻で、教員の負担が大き

い英語での開講科目を拡充する意義、目的を改めて明確にする必要

がある。場合によっては、中期計画の見直しも検討する必要がある

と考えられる。 

農学部：JICA筑波との連携修士コースにおける英語開講科目を実施
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する。大学院GP後継プログラムでの授業（グループ課題演習）をイ

ンドネシア3大学の教員と共同で英語開講する。 

 学部専門科目の英語開講では、筑波大学グローバル30との連携の

なかで英語開講科目を設定していく方向を検討している。 

JICA環境共生農学選抜による私費留学生（修士課程）を英語開講

科目（環境共生農学コース）で4人修了させるなど、英語による授業、

研究指導を実施した。 

大学院修士課程10月入学の学生に対しては、学生が履修する全授

業科目を英語で開講した。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：今年度は、留学生が受講するための英語で

開講する科目は7科目(非常勤講師担当の科目も含め

て、最終的には7分野)開講した。平成24年度からの国

際教養プログラム実施に伴い、英語で授業をする科目

の位置づけを明確化する作業を、将来計画委員会と連

絡をとりつつ行った。 

今年度は、英語で開講する科目を最終的に7科目開講

することができ、来年度以降8科目開講の目標実現に着

実に近づいた。今後は、英語で講義することのできる

専任教員の確保が重要課題となろう。 

理学部：英語で行なう授業科目について、教務委員会

において総合的に検討した結果、開講を見合わせるこ

ととしたので、Bである。 

理学部は残念ながら留学生が少ない。留学生は日本

語が堪能であり、英語の授業の必要性が強く感じられ

ない。現状では、現在の開講状態で良いと思われる。

工学部：理工学研究科における英語による授業の開講

科目は、平成23年度は、5専攻＋共通科目で19科目（平

成22年度：4専攻＋共通科目 16科目）と英語による授

業開講の専攻数及び開講科目数ともに充実させた。（平

成23年度シラバスに記載） 

英語教育の共通科目化については、現在、「国際コ

ミュニケーション特論（前期）」と「国際コミュニケ

ーション演習（後期）」があるが、開講科目の受講者

数を調査したところ、前期の受講生は1クラス開講で1

28名と多く、後期の受講生は2クラス開講で合計15名と

少ない。後期開講の授業は一般的に受講生が少ない傾

向がみられることが一つの原因と考えられるが、この

対応策を検討する必要がある。また、日本人だけの授

業では英語での講義を受講生が望まないといった課題

についての検討も必要である。 

◇現状でもある程度の達成が見込まれるが、教員が英

語でまともに授業できるか？、英語で授業すると日本

人学生がついてこれない等、根本的な問題もあり、抜

本的な検討が必要である。グローバル教育への検討の

中で、課題を整理検討し、実施案を作成したい。従来

から行っている学生国際会議と講義の連結も、再度、
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強化する必要がある。 

農学部：インドネシア ボゴール農科大学とのダブル

ディグリー教育プログラムを両大学院間で覚書を締結

し、同プログラムにおいて履修学生を受け入れた。 

交流協定校からの留学生の受け入れについて、いま

までの交換留学生という形ではなく、両大学院におい

て正式に学籍を持ち、学位取得を可能とする教育プロ

グラムの策定により、留学生にとって魅力のある大学

教育プログラムの体制整備ができたことは特筆に値す

る。 

＜留学生支援の充実＞ 

【36：R132036】36．留学生の学習支援、

生活支援、経済支援を充実する。 

施策として以下の取組を実施する。留学

生用学生寮の整備、在学留学生の総合的支

援、帰国及び在日留学生修了者の組織化 

【36-1：R132036-1】３キャンパスの留学生用学生寮の整備計画を策定する。

学生寮での留学生と日本人学生の比率を見直し、支援を充実する。 

計画施策：留学生用学生寮の整備【36-1：R132036-1】３キャ

ンパスの留学生用学生寮の整備計画にもとづいて、整備可能な

ものから実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 水戸地区国際交流会館の改修計画に沿って、平成21年度に引き続

き居室の改修を行う。具体的には、経年劣化したA棟101室～109室、

A棟201室～209室、B棟101室～105室、C棟101室～103室、C棟201室～

203室の改修を行い、居室内の備品の更新も行う。又、阿見地区国際

交流会館も平成22年度内に竣工予定で、20室が新設される。水戸地

区国際交流会館の改修は3期に分けて実施している。第1期は10月25

日から11月24日の間に10部屋が終了し、第2期は12月6日から12月28

日の間に10部屋が終了した。第3期は平成23年1月13日から2月12日の

間に9部屋の改修工事が終了した。また、水戸地区国際交流会館の増

築については、第二次補正予算で5棟24戸の増築が認められている。

今後、日立地区国際交流会館の増築計画策定と水戸地区学生寮での

日本人学生と外国人留学生の混住について、検討を開始する。 

施設課、学生生活課、留学交流課とで整備計画策定準備の打合せ

を行い、年末頃までに整備計画に係る資料（案）を作成し、施設課

に提出した。国の留学生30万人計画に則り、茨城大学における留学

生増加に対応するため、留学生用学生寮整備及び学生寮での日本人

学生との混住計画策定を行う。 

 

 

 

 

Ａ 

◇・水戸地区の国際交流会館の充実を図るため、住戸

数4戸3棟、6戸2棟の計24戸の新築工事の設計が完了し、

契約済みであるが、本予算を震災復旧に当てるため、

契約保留していたが、予算が確保された。平成24年4

月工事を開始し9月完成としている。 

・寄附金と大学資金により、工学部の職員宿舎の有効

活用を図るため、留学生及び日本人学生の女子寮とし

ての改修計画を完了した。設計業務の一般競争入札公

告を行った。平成24年7月設計を完了し9月の着工、平

成25年2月完成の予定として作業を進めている。 

留学生センター：平成23年3月11日に東日本大地震とい

う想定外のことが起こったが、現在の進行状況から目
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標の達成は可能と思われる。 

【36-2：R132036-2】第２期中に実施する留学生総合支援施策を策定する。各

学部に配分されている「留学生経費」の使途について再検討を行い、効果的な

留学生支援を行う。 

計画施策：在学留学生の総合的支援【36-2：R132036-2】各学

部に配分されている「留学生経費」の使途について再検討を行

うとともに、効果的な留学生支援を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 留学生総合支援施策として、国際交流会館の拡充計画が立てられ

た。また、その一つとして、「留学生経費」の使途について各学部

に対し確認を行い検討を行った。留学生の総合支援の一環であるチ

ューター制度において、新たにチューター長を設置し、チューター

間の連携を図るとともに、チューターのメーリングリストを作るこ

とにより、情報交換を促進している最中である。情報交換の円滑化

が進んだ。 

在学留学生の学習・生活支援内容の向上のため、チューター制度

改善の一環としてチューター長及びチューターのメーリングリスト

を新たに設置した。チューターがより緊密に組織化されることで、

新たな国際交流イベントが企画・運営され、留学生との自主的交流

が促進された。年度計画を上回って達成できそうである。 

「留学生総合支援施策」の「留学生経費」の再検討とは、「留学

生経費」の配分方法の見直しのことで、平成22年度留学交流委員会

で提案し、各学部に問い合わせたが、1学部以外は反対であった。平

成23年度はその仕切り直しで、今回は各学部長が出席する国際交流

委員会で新たに提案する予定で、各学部へ配分する前に控除額を増

やし、それを特に奨学金がないと来れないような国、主に（特に中

国・韓国を除く）アジアなどの交流協定校からの留学生用の奨学金

にする、という内容にする予定となっている。 

しかし、平成23年度に「留学生経費」の配分の見直しが出来なけ

れば、大学が新たに何か特別な予算措置を講じない限り、留学生総

合支援施策の内、予算を必要とするものに関して留学生センターが

主体的に行うことは今後不可能になるので、予算を伴わないものに

限定して行うことになると思われる。(H230915加筆)  

なお、「留学生対象の表彰制度」、「博士課程留学生の特別支援」

や「修士課程留学生の経済支援の拡大」などは考えていない。（昨

年度から始めた学生表彰の枠に正規の留学生も含めて考えれば良い

ことで、特に留学生だけをターゲットにするような表彰制度は意味

がないと考える。） 
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Ｂ 

◇１）留学交流室に12:00～13:30(月～金)常駐するチ

ューター制度を整え、後学期から実施した。 

２）12月14日開催の留学交流委員会で、留学生経費の

使途の見直しに関する委員長提案の枠組みが承認され

た。細部に関しては節減検討諮問会議の答申を受けて

作成する予定である。 

３）平成24年3月16日の第8回留学交流委員会で、12月1

4日提案の（案1）の修正案である（案2）が提案された。

なお、平成24年3月16日の第8回留学交流委員会で提

案された（案2）の検討を含めて、細部に関しては節減

検討諮問会議の答申を受けて作成することになってい

る。 

【36-3：R132036-3】大学は、留学生卒業者及び修了者の組織化の方針を決定

し、組織化の準備作業を行う。 

計画施策：帰国及び在日留学生修了者の組織化【36-3：R132 

036-3】留学生卒業者及び修了者の組織化に向けて、留学生同

窓生名簿の作成に着手する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

 卒業者及び修了者の「同窓会設立準備委員会」の立ち上げに向け

て、3月にまず工学部と農学部に意見の聴取を行った。また、将来的

な同窓生名簿作成のため、卒業生・修了者に対する卒業後の連絡先

収集のシステム作りに努めた。 

 

 

Ａ 

◇留学生同窓生名簿作成に向けて各学部に卒業生の連

絡先提示を依頼し情報を収集するとともに、他大学の

同窓会組織の現状に関する調査及び他学部との卒業生

データベース作成の具体的議論を通してフォーマット

が決定され、卒業留学生のデータ入力を行うことで、

卒業留学生のデータベースの基本形が完成した。それ

により、卒業留学生の組織化の枠組み構築が前進した。

＜留学生派遣事業の推進＞ 

【37：R132037】37．本学から派遣する長

期及び短期留学生を支援するとともに、受

入プログラムを充実して、留学生の双方向

性を確保する。 

施策として以下の取組を実施する。派遣

留学生の経済的支援、受入プログラムの充

実 

【37-1：R132037-1】交換プログラムによる派遣留学生に対して、経済的支援

策を見直し、充実した支援を検討する。 

計画施策：派遣留学生の経済的支援【37-1：R132037-1】交換

プログラムによる派遣留学生に対して、経済的支援策を見直

し、充実した支援を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

 海外協定校との留学生交換プログラムに関し、海外からの留学生

に対する奨学金の優遇を、海外の協定大学へ留学する日本人学生に

も適用させるシステムの原案作成に着手した。 

 

 

Ａ 

◇平成23年度茨城大学教育研究助成金（教育指導等助

成費）事業に海外留学支援費として派遣学生のための

奨学金を申請したが認められなかった。しかし、派遣

留学生の経済的支援に関する留学生経費の使途の見直

しと平行して、12月14日の留学交流委員会で委員長提

案の枠組みが承認された。なお、平成24年3月16日の第
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8回留学交流委員会で提案された（案2）の検討を含め

て、細部に関しては節減検討諮問会議の答申を受けて

作成することになっている。 

留学生経費の使途の見直しに基づき、社会連携事業

会予算も含めた協定校派遣用予算と私費留学生用予算

それぞれ400万円の枠組みを創出した。削減検討諮問会

議答申と来年度予算の確定により支援額が決まる。 

【37-2：R132037-2】交換留学の連携協定に従い、留学生を派遣している学部

は交換留学生用の受入プログラムを設計し、準備する。受入プログラム開講の

年次計画を策定する。 

計画施策：受入プログラムの充実【37-2：R132037-2】交換留

学生の受入プログラムの改善に向けて、各学部に受入プログラ

ムの内容の周知を図り、各学部との連携を目指す。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇留学生センターと留学生を派遣している学部を中心とした「茨城

大学短期留学プログラム準備委員会」を立ち上げ、短期プログラム

開設に向けて準備を行う。短期留学プログラムの導入に関しては、

まず実施可能な学部から導入する方針は既に留学交流委員会の場で

説明済みである。「茨城大学短期留学プログラム準備委員会」のメ

ンバーの内、留学生センターの教員を中心に、各学部に提案する為

の原案を作成し、まず人文学部に説明した。 

人文学部：英語で開講する科目も含めた国際教養プログラムの最新

案を10月に将来計画委員会に報告した。平成22年度第9回教授会（12

月1日）の将来計画委員会報告で、将来計画委員会では国際教養プロ

グラムを、従来提案されていた案よりもっと英語に重点を置いた実

用的なプログラムへのシフトする方向での意見が大勢を占めている

ことが示された。その後、将来計画委員長より、WGに英語にシフト

した案の作成の依頼があり、現在その方向で細部を含めて検討中で

ある。このように当初より英語にシフトした枠組みの中で、英語で

開講する科目（平成23年度は前期・後期とも4科目開講予定）を継続

的に開講することにより、留学生センターとも協力しつつ、留学生

受け入れプログラムの一つである「短期留学プログラム」（通称「短

プロ」）などの導入の可能性を探っている。 

理学部：なし 

工学部：今年度は、中国の復旦大学に機械工学科の学生が留学した。

受入プログラムで、問題点は住環境の確保である。即ち国際寮の

定員が少なく、別途民間アパートなどに住まざるを得なく経済的負

担が大きい。従って学生寮のより一層の整備が必要不可欠である。

上記寮整備が進むと同時に日本生活の基礎などを記述した冊子（日

本語、韓国語、中国語）を利用し、学年初めに講習会を開催した。

出来る範囲で行ったが、留学生等の消息をつかむ事が困難な事が

分かった。大学のメールアドレスでない他のメールアドレス等も登

録してもらう必要がある。 

留学生用の宿舎は3キャンパスの中で日立キャンパスが極端に悪

い状況で、全学の留学生の半数近くを受け入れている。加えて交換
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留学生プログラムを設計し実施するには困難が多いが、わずかなな

がら実績もあり、最低限のレベルには達していると判断する。 

農学部：大学院修士課程に「地域サステイナビリティ実践農学教育

プログラム」を継続的に実施し、大学院学生の連携協定校への短期

の渡航と教育・研究交流を実施した。また、海外の大学からの大学

院学生の短期の渡航を促し、教育・研究交流の実施を検討した。 

 大学院修士課程に「地域サステイナビリティ実践農学教育プログ

ラム」を継続し、連携協定校への短期の渡航と教育・研究交流を実

施したことは評価できる。インドネシア・ボゴール農科大学とのダ

ブルディグリー・プログラムを介した留学生交流案の策定はほぼ完

了した。あとは、学則改訂の審議である。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

◇他大学で行っている「短期留学プログラム」に関す

る調査を行い、それをもとに「茨城大学短期留学プロ

グラム」の具体的な実施体制の検討を行った。 

平成24年度から学年進行による国際教養プログラム

の確定、ダブルディグリー・プログラムの協定締結及

び受入れ学生の選考を実施、地域サステイナビリティ

農学教育プログラムの継続実施、及び短期留学プログ

ラムに関する調査の実施と実施体制の検討を行い、着

実に推移している。 

人文学部：11月30日開催の第8回教授会において、国際

教養プログラムの履修案が承認された。これにより、

「英語で開講する科目」を、本学部の学生と同時に、

交流協定校からの留学生も履修できる機能も併せ持つ

国際教養プログラムを平成24年度から学年進行で実施

に向けてプログラムを確定した。 

交換留学生も履修できる国際教養プログラムが平成

24年度から学年進行で開講されることにより、交換留

学生受入のためのプログラムは順調に進展するものと

思われる。 

理学部：留学生を受け入れる学部独自のプログラムは

ないが、全学で展開されている種々の交換プログラム

で留学生を受け入れる検討をしている。平成22年度は

実績があったが、受け入れる体制は維持されている。

Inje University（韓国）から1名の交換留学生（3

年次生）を受け入れた（平成23年3月に福島原発事故に

より帰国）。チューターを付け、教育効果が上がるよ

うな体制をとった。交換留学生の受け入れは順調であ

ったと理解した。 

工学部：HPにより、MIT、宇都宮大、京大、群馬大、埼

玉大、新潟大、東大、東工大の受け入れ要項、ならび

に受け入れの条件を調査した。多くの大学が、カリキ

ュラム上受講可能な科目を英語で開講する科目に制

限、あるいは大学院であれば研究指導を中心とするな

どの条件を設定している。また、日本語での開講科目

の受講にあたっては、一定の日本語の能力を要求して
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いる。最終的なまとめをしている段階であるが、茨城

大学の交換留学生受け入れにあたっては、これに準じ

て、茨城大学の受け入れの基準、要項を作成すること

が妥当と考えられる。 

他大学の受け入れ要項ならびに受け入れ条件の調査

結果から、要求される語学力と受講可能な科目の整理

を行った。これをもとに、交換留学生を学部生、大学

院生毎に受け入れるための要項（案）を策定した。こ

れは、まだ工学部国際交流委員会のレベルでの案であ

るが、教務委員会などの他委員会にも照会し、年度内

に1次案としてまとめる。 

◇交換留学生の受け入れの条件を明確化したことで、

交換留学生の受入プログラムの改善が促進されると考

える。これを規則化して、協定校に提示するとともに、

受け入れた交換留学生の履修可能な科目の詳細化など

を行うことで、交換留学生の受入プログラムの改善が

なされるものと考える。 

準備は整いつつあるが、協定校との交渉には至って

いない。現在、海外拠点候補大学を選んで、分担して

交渉を進め始めようとしている段階である。次年度以

降の成果を期待して、本年度はBと判断する。 

農学部：インドネシア ボゴール農科大学大学院と農

学研究科とが共同でダブルディグリー教育プログラム

を策定し、両大学院において覚書を締結した。また、

ダブルディグリー教育プログラム履修の学生の選考を

実施した。また、インドネシア ガジャ・マダ大学お

よびウダヤナ大学とのダブルディグリー教育プログラ

ム策定に向けて協議した。また、大学院修士課程にお

いて「地域サステイナビリティ農学教育プログラム」

を継続的に実施し、連携協定校との短期の渡航と教

育・研究交流を実施した。 

学生の短期派遣を伴う「地域サステイナビリティ農

学教育プログラム」の継続により、本学の学生がアジ

アでの農業に関心をもち、海外への派遣に意欲を示す

ことが認められ、学生の国際的視野を著しく広げるこ

とができたことは特筆に値する。 

留学生センター：他大学で行っている「短期留学プロ

グラム」に関する調査を行い、それをもとに「茨城大

学短期留学プログラム」の具体的な実施体制の検討を

行った。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(3)  その他の目標 

 ③ 附属学校に関する目標 

 

中期

目標 

15．附属学校園の設置目的に則り、教育及び教育実習事業を展開する。 

 

中期計画 年度計画 

＜教育実習の改善＞ 

【38：R133038】38．教育実習の実施体制

及び方法を改善し、教育の質を確保する。

施策として以下の取組を実施する。教育

実習体制の改革、教育実習の見直し 

【38-1：R133038-0】第１期に改善された教育実習体制の下、教育実習を行う。

教員免許に関する制度の改変状況に対応して、教育実習体制を検討する。 

計画施策：教育実習体制の改革、教育実習の見直し【38-1：

R133038-0】教育実習を行いつつ、国における教員養成制度と

法律の改訂の動向をみながら、新しい実習体制の検討を行う。

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

(1) 附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校で、

現在の教員養成カリキュラムにしたがって、（附属幼稚園での一部

の実習を除き）5月～10月に教育実習を行った。実施時期などの詳細

については、別紙資料「平成22年度附属校園実習関係日程」参照。

(2) 教員免許に関する法律の改変を見越して、学部内のイノベーシ

ョン基本デザインWGで今後の教員養成カリキュラムにおける教育実

習のあり方に関わる事項を検討した。（検討結果は別紙資料。） 

(3) 現段階では教員免許に関する法律の改変の見通しが得られてい

ない。見通しが得られるのを待って、新しい実習体制の検討を開始

する。 

◇学部側の実習生担当教員と幼稚園との連携を強化し、履修簿提出

遅れなど実習中に発生する諸問題に速やかに対応できるようにし

た。幼稚園教員の協力により学部担当教員が実習状況報告書を纏め

て教育実習委員会に報告した(8月)。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

(1)附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支

援学校で現在の教員養成カリキュラムに従って、5月～

平成24年2月に教育実習を行った。なお、附属小学校は、

今時の震災で校舎の一部が被災したため、教育実習は

例年とは異なり、9月、10月に実施した。実施時期など

については、別紙資料「平成23年度附属校園実習関係

日程」参照。 

(2)新しい教員養成制度における教育実習のあり方を

具体的に構想するためのWGが設置され、検討が開始さ

れた。 

(3)教員養成課程の改革、教員免許に関する法律の見通

しが立った時点で、新しい実習体制の検討を開始すべ

く、鋭意準備中である。 

◇今時の震災により、附属小学校の教育実習日程が9

月、10月に変更された以外は、教育実習は全て計画通

り実施された。 

 新しい教員養成制度における教育実習のあり方の検
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討が始まり、教育実習体制の改革、教育実習の見直し

の新しい段階に入った。 

＜学部との共同研究事業の展開＞ 

【39：R133039】39．学部と附属学校との

共同研究事業を展開し、教育方法の改善に

生かす。 

施策として以下の取組を実施する。学部

と附属学校園の共同研究事業の促進、学校

評価の実施 

【39-1：R133039-1】共同研究事業の促進のための研究協力委員会を設置する。

第２期における共同研究事業計画を策定する。 

計画施策：学部と附属学校園の共同研究事業の促進【39-1：

R133039-1】第２期における共同研究事業計画にしたがって、

取組を実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

(1) 「茨城大学教育学部教育研究連携推進委員会」の設置について

は、附属学校委員会の審議を経て、9月の学部教授会で審議採択され

た。これによって、教育研究における協力関係が制度的に保証され

た。本委員会の設置を見越して、学部の経費を使い、学部・附属教

員による共同研究計画を募集したところ、12件の応募があり、その

うち7件が採択され、助成金が提供された。委員会の立ち上げ後、学

部と附属の全教員を対象に共同研究の（実施中を含めた）計画書を

提出してもらったところ、平成23年2月末現在で76件もの計画が実施

中であることが判った。 

(2) 学部と附属教員の交流会は90％以上の教員が参加し、相互理解

を促進した。教科研究会については、昨年度までに立ち上げられた

ものが、順調に活動を続けている。 

「茨城大学教育学部教育研究連携推進委員会」が設置されて、特

に学部と附属学校との間の共同研究が活性化されつつある。共同研

究の計画や実施内容については、実施者が委員会に書面で報告する

ことになっているため、学部と附属の研究・実践活動を通じた諸関

係が確実に把握できるようになった。それに基づいて、一層系統的

な協同関係が発展しつつある。 

当初、今年度は「茨城大学教育学部教育研究連携推進委員会」を

立ち上げることを目標にしていたが、年度半ばで設置できたため、

その後、予想以上に組織的な連携が進んだ。当初見込みをかなり上

回って達成可能と評価できる。 

「実践センター・学部附属連携研究費補助金｣に申請した。その結

果、学部・幼稚園連携研究が1件、学部・4附属学校園連携研究が1

件が採択された。また、人文学部教員との連携研究も行った(結果は

平成22年度附属幼稚園研究紀要にて公表予定)。 

 

 

 

Ａ 

(1) 学部と附属学校の連携研究費補助金等による共同

研究の募集をした。合計12件の応募があり、6件を採択

した（6月）。組織的な取組の研究・教育を促進した。

(2) 学部教員・附属学校教員交流会を実施した（7月）。

(3) 平成23年度における学部・附属学校の連携研究の

届け出は72件であった。教育方法の改善に生かす取組

が着実に進行している。 

(4) 国語、美術、技術、理科、体育、英語の教科は大

学と附属中で「授業づくり研究会」を実施した。 

(5) 各附属学校園の公開授業研究会に学部教員が共同

研究者として参加した。  
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◇各附属学校園の公開授業研究会への参加者数は増加

傾向を示しており、大学と附属学校における共同研究

の成果がみられる。 

【39-2：R133039-2】附属学校園は、平成21年度に実施した学校評価の方法の

改善に取組み、学校評価報告書を作成する。 

計画施策：学校評価の実施【39-2：R133039-2】附属学校園は

学校評価に取組み、評価報告書を作成する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

 評価が適正かつ厳正に行われると共に、年度ごとの評価作業にお

いて各学校に過重な負担を与えないという視点から、附属中学校か

ら提出された平成21年度の報告書を土台としたフォーマットによっ

て評価報告書を作成した。同時に、学校評議員を中心とする学校関

係者による評価についても、実効ある方法を検討している。 

 

 

 

Ａ 

◇附属学校委員会は前年度に作成した四附属学校園に

共通した学校評価の様式と学校評価の在り方を検討し

た。附属学校評議員細則を学校評価との関連で改正し、

学校評議員の協力を得て学校関係者評価の充実化を図

った。各附属学校園は評価報告書を設置者（学長）に

提出した。 

学校評価に取組み、評価報告書を作成することで、

附属学校園の設置目的に則った活動を行う体制が整備

されている。 

＜地域と連携する事業の推進＞ 

【40：R133040】40．地域の小中高の学校

の教育を、モデル教育事業などを通して支

援する。 

施策として以下の取組を実施する。モデ

ル教育事業の実施 

【40-1：R133040-0】第２期中に行うモデル教育事業を計画し、年次計画を作

成する。平成22年度分のモデル事業を行う。 

計画施策：モデル教育事業の実施【40-1：R133040-0】第２期

中に行うモデル教育事業計画にしたがって、モデル教育事業を

行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 近年、環境に関わる持続的な発展についての教育（ESD）が、ます

ます重要性を帯びてきている。茨城大学では、地球変動適応科学研

究機関（ICAS）が中心となり、東大など11機関と協力して持続的発

展を目指すサステイナビリティ教育（ESD）を進めている。附属学校

においても、教育課程の中で行われている関連の授業を見直し、そ

れらを有機的に結びつけると共に、ICASとも協力して、地域におけ

るESDモデルを開発する方向で、計画が進みつつある。小学校と中学

校では、現在の教育課程の中にESDをどのように組み込めるかについ

て、検討を始めた。 

 5月に開催した全国幼児教育研究協会の総会において、協会加盟幼

稚園の教員向けに公開保育を実施。11月に実施される関東地区国立

大学附属幼稚園の教員を対象にした公開保育に向けて準備中。 
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Ａ 

(1) 附属学校園の在り方について、附属学校の教員と

学部教員が一堂に会して理解を深めるとともに、これ

までの附属学校の実践研究や学部との連携研究の成果

等を広く地域社会に公開する目的で教育学部第1回附

属学校フォーラム「地域のモデル校としての附属学校

～大学・学部の連携をふまえて～」を平成24年2月18

日に開催した。136名の参加者があった。 

(2)特別支援学校は、7月22日公開授業研究会（特別支

援学校の教科指導（国語）における授業づくり、284

名参加）、8月に公開講座（心理検査法研修講座、教材・

教具開発講座、自立活動講座、延べ123名参加）、平成

24年1月27日に水戸教育事務所と連携し、管内特別支援

学級担任研修会を開催した。（33名参加） 

(3) 各附属学校は、公開授業研究会を開催（幼稚園：1

1月11日（180名参加）、平成24年2月7日（102名参加）、

小学校：2月3日（258名参加）、中学校：10月18日（1

17名参加）、11月8日（200名参加）、特別支援学校：7

月22日（284名参加）、12月8日（80名参加））し、地

域のモデル校としての幼・小・中・特別支援教育の研

究成果を公開した。 

(4) 附属中学校では、大学教員と連携を図りながら、

国語、体育、美術、理科、技術、英語の教科で「授業

づくり研究会」を定期的に開催し、地域におけるモデ

ル的な学校となるような研究開発を行った。（延べ71

日、延べ160名参加） 

◇各附属学校は、地域におけるモデル的な学校となる

ように学部教員と附属学校教員との研究協力体制を推

進して公開授業研究会を開催し、研究成果を公開した。

参加者数は昨年より増加を示した。附属中学校・特別

支援学校は「授業づくり研究会」、「特別支援学級担

任研修会」を開催し教材開発、授業づくりに努めた。

これらの取組に関する成果を地域に普及・還元するた

めの第1回附属学校フォーラムを開催し、地域の教育力

の向上に寄与した。 

 

進捗状況の評語 

進捗状況【全学工程表で想定する６年間の達成目標や進行プロセスに対して】

かなり上回って達成できる Ｓ 

上回って達成できそうである Ａ 

達成は可能であると考えられる Ｂ 

このままでは達成が危ぶまれる Ｆ 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項 

 重点的に取り組んだ事項や特記すべき事項を記載してください。 

 ※記載分量については、１枚程度としてください。 

【教育活性化の取組】 

１．教育活性化の取組 

① 教育の質の向上に関する目標を達成するために、適切な指標を使って学生を指導する必要があること

から、「合理的なGPA制度」が教育改革推進会議において検討された。先進例についての講演など「茨

城大学におけるGPA制度」についての「大学教育シンポジウム」が開催され、GPA制度の全学的な理解

が図られ、新GPA制度が決定された。平成25年度より新CAP制と合わせて実施することとなった。 

 

② 就業力育成支援事業「根力育成プログラム」を実施するため、大学教育センターにキャリア教育部と

キャリア教育部長（副センター長）を新設して実施体制を確立し、5カ年計画2年目の事業を遂行した。

1年生向けフレッシュマン・ゼミナール（4単位必修、平成23年度試行）、2年生向けステップアップ科

目群（2単位、平成24年度より試行）の就業力育成支援カリキュラムと電子ポートフォリオを構築し、

既存のインターンシップを拡充・再編成した。 

 

③ 地域の教育機関等との連携による教育の質の高度化を目指して、茨城県立歴史館と連携協定を結び、

「歴史館にある実物資料に触れて行う授業（人文専門科目）」を歴史館学芸員の協力を得て実施し、

受講学生に感銘を与え、高い評価を得た。人文系分野における教育の質の高度化と共同研究の展開を

目的に、近隣の私立常磐大学と連携協定を結び、両大学の共同による新たな人文系専門科目の平成25

年度開講準備と2回の共同研究会を開催し、両大学の連携を強めた。 

 

④ 中期目標として「学部の各ポリシーを達成するように学士課程教育を改革し、国際化を図って、質の

整った目的の人材を育成する」ことを設定している。人文学部では、教育改革の検討を精力的に進め、

平成24年度からスタートする学士課程の新カリキュラムを策定し、2学科のコース再編を行った。新カ

リキュラムでは、教育の国際化と課題探求・問題解決能力の育成を図るため、学部共通のコアカリキ

ュラム（①国際教養プログラム、②根力育成プログラム、③地域課題の総合的探求プログラム、④日

本語教育プログラム）を構築した。理学部では、より広く自然科学の基礎を学ぶコース（学際理学コ

ース）の教育に全教員が携わる運営体制をまとめ、教育体制の整備を図った。農学部では、教育GP（初

年次からの食のリスク管理教育プログラム）を実施し、教育課程の充実を図ると共に、福島第一原子

力発電所事故にともなう食品の放射能汚染に関する教育を食のリスク管理教育を実施するため、FD研

修会（テーマ「我が国における放射能汚染食品のリスク」）を開催した。 

 

 ⑤ 教育学部では、来るべき新しい教員養成制度の狙いを先取りして、教育実習関係を中心に、教育学部

附属教育実践総合センターを改組し機能を強化した。その一環として教育実習のコーディネートをよ

り強力に行う教員を配置した。その教員を中心にして学部長直属の教育実習検討特別WGを設置し、新

しい実習の具体的在り方の検討を開始し、中間まとめを行った。さらに、教育実践総合センターに平

成24年度に模擬授業室を設置する準備を行った。 

   教育学部・教育学研究科では、学部・研究科のポリシーにあった国際化を進めるべく、諸外国の教

員養成教育のあり方についての学習会及び学生、院生の留学体験を活用することと、研究科での海外

における授業を検討する学内シンポジウムを、院生も参加して実施した。 

 

⑥ 社会の要請に応える大学院改革を実施するために、従来の狭領域の人材育成に留まらず、広い分野の

基礎を有し、応用力と柔軟性と総合力を備えた人材の育成を目指した「大学院理工学研究科博士後期

課程改組」の取組を推進した。理工学研究科博士前期課程では、修了生の進路先の実状を考慮して学
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士課程と博士前期課程の接続を強化した教育の充実を図っている。 

 工学系では、現7専攻に対応する教員組織を4部門に統合し、大学院に所属する研究院を立ち上げる

部局化を平成24年度に計画している。具体的には、機械系部門、物質・環境系部門、電気系部門、情

報系部門の4部門を立上げ、教員を大学院に所属させる予定である。なお、理学系も教員の大学院所属

を予定している。 

 

⑦ 大学院修士課程、大学院博士前期課程及び大学院博士後期課程の教育研究の充実を図るため、大学院

生を多数指導する教員を“Professor of the year”として表彰し、支援を行った。 

 

２．学生への学習支援の充実 

① 学生が「なるべき自分」と「そのために修得すべき能力」を明確に自覚し、今後取り組むべき「教育

課程内外の課題」と「具体的計画」を自ら決定するためのツールとして、電子ポートフォリオシステ

ムを開発・構築し、このツールを活用した学生指導についての教員向けガイダンスを実施し、平成24

年度からの運用開始の準備を整えた。 

  なお、教育学部では、同様の機能を持つ履修記録カルテ「学びのあしあと－教職課程履修の記録（カ

ルテ）」を一昨年度作成し、入学生オリエンテーションで配布・解説し、教員に対しても使用法の解

説をして、カルテにある学生の指導を開始している。カリキュラムの意義と自分の学習成果を、学生

自らが確認していくこの取り組みは、全学での施策実施の参考となるものである。 

 

② 英語力向上に向けた学士課程及び大学院博士前期課程学生の要求に応えるため、e-learningを活用し

たCALLシステム教室を開放し、自主学習環境を日立キャンパスで整備充実した。昨年度から開講した

大学院博士前期課程の授業「実用英語演習A」及び「実用英語演習B」等の学習効果を高めるために、 

TOEICテストの受験とテスト結果に基づいたカウンセリングを定期的に実施し、TOEICスコア600点以上

あるいはスコアアップ100点を目指して学生支援を行った。 

 

③ 学生に達成感を感じてもらうとともに、学習意欲や教育効果の向上を図って、理学部では、第1回優

秀学生表彰を平成22年度1年間の学業成績に基づいて行い、学士学生72名及び大学院博士前期課程学生

10名を表彰した。 

 

 ④ 農学部では、教学支援の取組として「学生担任制」を強化し、学生担任教員と「クラス委員学生」と

の会合や、1年生学生各人と担当教員との面談を実施し、学生の学業・生活状況の把握と助言を行った。

 

⑤ 学生からの学習相談への支援を充実した。図書館では、新たに「卒論・レポートのための資料の探し

方講習会」を延べ30回開催し、また、学習サポート専用のカウンターを設置し延べ1,858件の相談に対

応し、学生の学習活動を支援した。大学教育センターでは、理系基礎教育（数学と物理）で実施して

きた教員による学習相談室に新たにTAを雇用し、理系基礎と総合英語においても学習相談を実施した。

理学部では、引き続き、大学院生TAを活用した種々の学習相談室（数学、物理学、化学、情報プログ

ラム、基礎宇宙惑星圏物理演習）を開設し、学習相談Webページ「Wiki」を活用し、学生の基礎学力向

上を図っている。 

 

⑥ 東日本大震災により授業料等の納付が困難となった学生に対し、経済的支援を実施した。平成23年度

補正予算（第3号）による入学料及び授業料の免除(大学独自予算1,500万円追加)のほか、大学独自の

奨学金の付与（生活費補助）を実施し、特別に支援を必要とする学生に対し奨学金(340万円追加)を給

付した。 

 

⑦ 大学院修士課程、大学院博士前期課程及び大学院博士後期課程の入学料及び授業料の免除枠の拡大



241 

 

と、TA及びRAの総数の拡大を行い、学生の勉学生活環境の向上を図った。 

 

 

 

【国際的水準の研究を推進する取組等】 

２．国際的水準の研究を推進する取組等 

① 重点研究と推進研究プロジェクトの推進：研究企画推進会議では、新たに2件の「重点研究」（合計8

件）と1件の「推進研究プロジェクト」（合計20件）を認定し、支援を行った。重点研究「サステイナ

ビリティ学関連の研究」では、ベトナム国家大学（ハノイ科学大学）との間でベトナムの海岸侵食に

関する共同研究（科研費基盤A）を、また、東大、JICA等とツバルの影響対策プロジェクトを実施した。

平成23年7月より「地域サステナ」および東日本大震災に端を発したエネルギー問題が契機となって、

「いばらき自然エネルギーネットワーク」を開始し、自治体、企業などとの茨城県内ネットワーク形

成を図っている。 

 

② 学野毎に研究成果を確認し研究推進を図る：理学野地球環境科学領域の野口高明教授は、はやぶさ探

査機が持ち帰った宇宙微粒子についての鉱物・岩石学の解析的研究を行い、その成果としてScienceに

論文6報を発表した。人文学部の共同研究ユニットである「愛と傷つきやすさの研究会」と常磐大学「国

際被害者学研究所」とが合同で英語発表形式の国際的共同研究会を2回開催し、研究テーマ「2011.3.1

1. 被災に関する研究報告」及び、「政治的抑圧」について研究発表を実施した。工学部では、世界

的な研究成果をあげている個々の教員の研究推進を図ると共に、学科・専攻を横断した組織的な研究

を展開し、より一層の産学連携を強化するために、平成24年1月に4つの工学部附属教育研究センター

「ライフサポート科学教育研究センター」「塑性加工科学教育研究センター」「グリーンデバイス教

育研究センター」「高度化防災セキュリティ技術教育研究センター」を設立した。 

 

③ 外部資金の獲得：研究企画推進会議の下に「競争的資金獲得専門委員会」を設置し、外部資金獲得戦

略を策定した。この一つとして、科学研究費補助金の獲得促進のため、(1) 科学研究費補助金申請助

言制度の創設、(2) 研究計画調書作成を重視した実践的な説明会、(3) 助言制度を活用できなかった

者の計画調書のブラッシュアップなどの採択件数の充実策を実施した。結果として、科学研究費補助

金の申請件数が平成22年度実績を上回り、科学研究費補助金の採択件数（212件（平成22年度：185件））

と獲得額（5.7億円（平成22年度：4.6億円））においても増加の成果があった。 

 

 

 

【社会との連携事業の推進】 

３．社会連携事業の推進 

茨城大学は、高い社会貢献機能を有する大学として、地域と連携した教育と研究を推進し、その成果

を積極的に社会に発信し還元して、地域の教育・文化の向上、環境保全、産業振興、地域社会の発展に

寄与することを目指している。本学の社会連携事業を推進する地域連携推進本部は、茨城大学地域連携

第2期プラン「地域とともに発展する大学」の3つの主たる活動のうち、(1) 学生地域参画プロジェクト

6件の推進と、(2) 茨城県北ジオパークについて日本ジオパーク認定を申請し、9月に日本ジオパークに

認定を受ける活動を展開した。 

 

① 人文学部では、常陸大宮市及び大洗町との地域連携協定に基づき、地域活性と学生の実践教育を連動

させた取組を実施した。常陸大宮市企画課と人文学部の共同の集中講義と実習の授業（教養科目：総

合科目）の開講、市民大学講座「世界遺産の現在と未来」（秋季3回）、「中国古典のことば」（春季

3回）の開催、農を介した都市農村交流事業「塩田そばの学校」（開催3回）、「塩田お米づくり体験
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オーナー」（開催2回）のサポート（参加学生延べ60名）、フィールド研究発表会「アクションミーテ

ィング2012」（研究発表：3学生グループ、ポスター発表：5学生グループ）の開催、地域連携事業内

容を知らせる壁新聞「ひたちOh！宮」の作成、大洗町明神町の空き家調査（都市計画論ゼミナール学

生）等を実施した。 

茨城県経営者協会と茨城大学文理・人文学部同窓会の協力を得て、授業科目「地域連携論（Ⅰ、Ⅱ）

－働く意義・学ぶ意味」の開講（受講者：Ⅰ74名、Ⅱ101名）、公開シンポジウム「働く意義・学ぶ意

味」の開催（受講者185名）、県内主要企業の人事担当者による公開模擬面接等を実施した。同窓会の

支援の下に、「学生懸賞論文」事業を立ち上げ、26編の応募から優秀賞2編を表彰した。本学教員が中

心となり、地域史シンポジウム「古代常陸の原像―那賀郡の成立と台渡里官衛遺跡群―」（県内外か

ら参加者194名）を開催した。 

 

② 教育学部では、震災復興のための学生ボランティア活動を推進した。教育現場の復旧作業に素早く対

応できる大学が少ない中、附属学校および近隣の公立学校に学生ボランティア(56名)を募集・派遣し

てサポートを行った（全国の附属学校施設の中でも被害の大きかった附属小学校に延べ124日、水戸市

教育委員会との連携による派遣延べ40日、他茨城県内の学校に延べ26日、計延べ190日）。 

 

③ 理学部では、教員の専門性を活かした地域連携活動を多面的に実施した。高大連携活動では、スーパ

ーサイエンスハイスクール(SSH)事業やサイエンスパートーナーシッププログラム(SPP)事業での高等

学校支援（一部の成果（BZ化学振動反応に関する研究）が欧文一流学術雑誌に掲載）、「未来の科学

者育成事業」（茨城県教育庁；各種科学オリンピック参加事業）への支援、「高校生の科学研究発表

会＠茨城大学」の開催（茨城県内外の17校から約220名を超える高校生と高校教員が参加し、52演題の

発表）が実施された。茨城県教育庁と連携して、小中学校教諭の理科研修への支援、社会教育施設「ミ

ュージアムパーク茨城自然博物館」への支援を実施した。この中で、高校生が発見した約1,650万年前

の古代ゾウ頭蓋化石の共同調査を行い、社会教育活動に貢献した。 

   福島第一原子力発電所事故を受けて、放射線計測や放射線影響学を専門とする教員を中心に、放射

線の健康影響に関する説明講演を消費者団体、市町村職員、生産者団体、一般市民等を対象に行って

おり、その回数は延べで200回を超えた。また、日本地球惑星科学連合・放射化学会連携緊急放射性物

質サンプリングの拠点として、東北・関東で大気中の放射能濃度を測定し、そのデータを取りまとめ

公表する中心的な役割を果たした。 

 

④ 農学部では、「食育の活性化を通した農産物地産地消の推進」の取組、小学校での「食育モデル授業」

を地元自治体と共催し実施した。また、茨城県と地域3自治体と連携し、シンポジウム「地域と連携し

たバイオ燃料生産の展望」を開催した。 

 

⑤ 図書館では、企画展「東日本大震災における茨城県内の被災写真パネル展」（茨城大学と茨城新聞社

の合同企画：10月）、写真展「被災した茨城の文化財・歴史資料のレスキュー活動」と特別展示「襖

の中のワンダーランド－救出された歴史資料から－」（12月：来場者660人）を開催した。 

 

⑥ フロンティア応用原子科学研究センターでは、平成23年3月に発生した東日本大震災の影響で損傷を

受けたビームラインおよび中性子回折装置の復旧活動を行い、平成24年1月にビームが再開された。セ

ンターでは装置の調整を進め、産業界への利用支援活動を2月から開始した。 

 

⑦ 宇宙科学教育研究センターでは、NHK水戸放送局と共催し、「星」と「宇宙」をテーマに被災地にお

ける地域交流活動の活性化を図った交流イベント “ハルカとミヂカ”（8月）を開催した。100名以上

の学生ボランティアの参加を得て、音楽コンサート、科学工作教室、観望会等が開かれ、2,000人を超

える地域の市民・子供たち参加者が集った。3月には、JST事業「科学と芸術のつどい」として、被災
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地である北茨城市において、「六角堂再建記念・観星会－自然と文化を語るつどい」を開催し、地域

の市民・子供たち500人を超える参加者を得て、深い感動を共有する機会をつくった。 

 

⑧ 工学部では、学生地域参画プロジェクトに採択された「女性応援プロジェクト～がんばれ県北地区の

女性たち～」に関して3つのイベント企画を開催した。具体的には、県北地域の子育て中の主婦に対し

てリフレッシュ講座3回（11月16、21、28日）、女性コミュニティ活性化を目的としたパネル討論会を

含むビューティサロン1回（12月18日）、就職活動中の女子学生を対象とした就活メイク講座1回（11

月26日）を開催し、延べ300名を超える参加者と、茨城新聞や地元テレビ局（JWAY）、ラジオ局（FMひ

たち）からの取材を迎えて、地域の女性コミュニティ形成に大きく貢献した。なお、このプロジェク

トは当該年度において学生地域参画プロジェクト優秀賞を得ている。 

 

⑨ 茨城大学の同窓会との絆が、東日本大震災に見舞われた中で強まった。同窓会連合会会報の発行及び

大学役員と同窓会との懇談会開催などにより、大学施設の被害状況について同窓会と認識の共有が深ま

り、同窓会から本学に多くの支援が寄せられた。日立キャンパス震災復興支援募金による寄付及び岡倉

天心記念六角堂等復興基金への寄付等があった。 

 

 

 

【国際交流の推進】 

 ４．国際交流の推進 

① 国際交流協定校との交流充実を目的とした以下の重点国際交流事業においては、当初計画を上回る事

業の進展と成果があった。 

(1) ベトナム国家大学との「ベトナムにおける自然災害と気候変動の影響に関する共同研究と教育プロ

グラムの開発」事業においては、現地調査から海岸堤防崩壊の履歴が明らかとなり、海岸堤防崩壊の

メカニズムの解明と適応策の提言のための測定機器の設置実験がなされた。共同研究に参加する大学

院生、研究員が関連するシンポジウム、ワークショップにおいて研究発表が行われ、相互の大学で研

修する事業等を通した交流拡大があった。 

 

(2) ボゴール農科大学（インドネシア）との「ダブルディグリー・プログラム関連事業の一環としての

共同開講授業の展開と高度化」事業では、ダブルディグリー・プログラムに関する協定を締結し、ボ

ゴール農科大学大学院生の受入が始まった。また、ウダヤナ大学（インドネシア）ともダブルディグ

リー・プログラムに関する協定の締結を行った。 

 

(3) プーケット・ラチャパット大学理工学部（タイ）との「サステイナビリティ学教育の国際実践教育

演習」事業では、現地での演習授業に、両大学の教員、大学院生が参加し、学生にとっては貴重な経

験となった。 

 

② 留学生センターを中心に、オーストラリアのシドニー工大（UTS）とインドネシアのインドネシア教

育大学（UPI）との学生交流協定締結を推進し実現させ、平成24年4月から授業料相互不徴収で学生の

相互派遣・受入れを行うこととした。また、平成22年度に締結されたタイのトゥラキットバンディッ

ト大学（DPU）との学生交流協定に基づき、4月から合計3名の留学生を受け入れた。さらに、韓国・仁

済大学校で、8月7日～27日までの3週間にわたって韓国語短期研修を実施し、計28名の学生が参加した。

 

③ 人文学部では、2つの国際交流事業「カナダ国マギル大学への英語研修講座」と「ベトナム学生交流

の旅」を選定し、支援したことから、16名の学生がマギル大学において4週間の英語プログラムを受講

した。交流協定校の学生に対する受入プログラムを充実するため「英語で開講する科目」を7科目開講
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した。また、「英語で開講する科目」を、本学部の学生と同時に、交流協定校からの留学生も履修で

きる機能も併せ持つ国際教養プログラムを平成24年度から学年進行で実施する準備を行った。 

 

④ 理学部は、カセサート大学（タイ）理学部と国際学術交流学部間協定を締結し、共同研究を推進する

と共に、本学大学院生が研究目的の短期留学をしたほか、タイ・カセサート大学理学部の博士後期課

程大学院生1名を短期間受け入れるなど、交流を発展させた。 

 

⑤ 産学官連携イノベーション創生機構は、地域企業の海外展開支援を目的とした国際産学連携プロジェ

クトを立ち上げた。海外との学学ネットワークを活用した企業情報の提供や、地域支援機関との連携

による留学生インターンシップの推進を行う計画で、平成23年12月に第1回のセミナーを実施した。セ

ミナーではシンガポールおよびインドネシアから講師による、両国の産学連携事業についての講演と、

地域の企業訪問による海外進出動向調査を実施した。 

 

 

 

【附属学校における教育及び教育実習事業の推進】 

 ① 教育実習体制の改革と教育実習の見直し 

新しい教員養成制度における教育実習のあり方を具体的に構想するためのワーキング・グループを

設置し、検討を開始した。 

附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校で現在の教員養成カリキュラムに従って

教育実習を行った。なお、附属小学校では、震災により校舎の一部が損壊したため、教育実習は例年

の期間（5月～）とは異なり、9月～10月に実施することとなった。 

附属学校委員会は、各附属学校に共通する学校評価の様式と学校評価の在り方を検討し、附属学校

評議員細則を改正し、学校評議員の協力を得て学校関係者評価を充実させ、学校評価報告書を作成し

た。 

 

② 教育学部と附属学校の共同研究事業の促進 

  教育学部と附属学校との共同研究事業を促進するために、 

(1) 学部長裁量経費を活用して「学部と附属学校との共同研究計画」を募集し、合計12件の応募に対

し6件を採択し、組織的な取り組みの研究・教育を促進した。 

(2) 学部と附属学校の教科別・領域別交流会を開催し、教育方法の改善に活かす取り組みを着実に進

めた。 

(3) 学部と附属学校の連携共同研究は72件あり、多くの分野での共同研究が定着しつつある。 

(4) 学部と附属中学校で、6教科において教科分野単位の「授業づくり研究会」を実施した。 

(5) 各附属学校園の公開授業研究会に学部教員が共同研究者として参加し、共同研究の成果を示した。

 

 ③ モデル教育事業の実施 

   附属学校の在り方について、附属学校の教員と学部教員が一堂に会して理解を深めるとともに、こ

れまでの附属学校の実践研究や学部との連携研究の成果を広く地域社会に公開する目的で、茨城大学

教育学部主催による第一回附属学校フォーラム「地域のモデル校としての附属学校－大学・学部の連

携をふまえて－」を開催し、136名の参加者があった。 

(1) 附属中学校は、教科毎に「授業づくり研究会」を定期的に開催し、地域におけるモデル的な学校

となるよう研究開発を行った。附属特別支援学校は、公開授業研究会（特別支援学校の教科指導（国

語）における授業づくり）、公開講座（心理検査法研修、教材・教具開発、自立活動）、水戸教育

事務所と連携した管内特別支援学級担任研修会を開催した。 

(2) 各附属学校は、公開授業研究会を開催し、地域のモデル校として各学校教育の研究成果を公開し
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た。参加者数は昨年より増加した。 

 

 

 

３．改善を要する点 

 取組みが遅れていたり、支障が発生して計画の変更をせざるを得ない事項等について、具体的に記載し

てください。 

 

＜平成22年度に改善を要するとした年度計画の改善状況＞  ◇ = 改善した △ = 一部改善 ◆ = 未改善 

・H22教養教育におけるGPA制度の構築（関連年度計画：2-2） → 不充分 

   GPA WGと全学シンポジウムでの議論や他大学視察の結果から、GPA導入に向けては、目的を明確にし

て全学合意を得ることが重要で、茨城大学方式のものから始めることが大切であるという共通認識と

なった。このことは、教育改革推進会議に報告し、制度としての導入は理解を得ている。 

・H22現行のCAP制度の運用を確認し、学部での実質的運用制度を決定する（関連年度計画：4-3） 

 → 不充分

   全学的な「実質化に関する運用方針」を示すべく、教育改革推進会議で共通理解を図っている。 

 

◇ 平成23年度に、7月の第2回教育改革推進会議でGPAを卒業要件としない形の制度とすることを確認し

た。11月の第4回教育改革推進会議でCAP制も含めて各学部で取り組みを進めることとした。平成24年1月

の第5回教育改革推進会議で、各学部から提出された新GPA制度、CAP制をLiveCampusに反映させる各種設

定について検討し、各学部からGPA算出に必要な基準（対象科目）について本年度末までに提出すること

とした。2月の第7回全学教務委員会で新GPA制度及びCAP制を平成25年度から導入することを、本学とし

て正式決定した。3月末までに各学部よりLiveCampusに組み込む各種設定案が提出された。 

 

 

・H22各研究科のカリキュラムの国際化の基本方針を策定する（関連年度計画：6-1） → 不充分 

   ４研究科とも、課題の抽出や整理にとどまって、国際化の基本方針を策定するまでに至らなかった。

国際化とは、国際水準の教育を行うことで、その教育内容は、各研究科の実情に応じて定めればよ

ろしい。 

・H23各研究科の基本方針に則り、国際通用基準を満たすカリキュラム策定の取組を実施する 

（関連年度計画：6-1）

 

△ 平成23年度に、各研究科では、下記のような取組みを行った。 

人文科学研究科では、「国際的に通用する大学院教育の質の保証」が問題で、具体的には「留学生へ

の日本語教育の向上・徹底」、「学位論文の水準の向上と教員の共通認識形成」を課題とすることとし

た。 

  教育学研究科では、「国際的通用性」という意味で国際化を進めるため、「諸外国の教員養成教育の

あり方」、「学部生、大学院生の留学体験を活かす」というテーマでFDを開催した。 

  理工学研究科では、学部から大学院までの英語教育の再編について検討して、半年毎のALC教材を用い

た英語力確認を実施することとし、10月からALC教材を用いたTOEICプレテストとカウンセリングを実施

した。 

  農学研究科では、インドネシア ボゴール農科大学とウダヤナ大学とダブルディグリー教育プログラ

ムの協定と覚書を締結し、学生を選考した。 

 ※ 各研究科ともに、国際化の基本方針は策定されていない。 
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・H22博士後期課程の研究指導方針の策定（関連年度計画：8-2） → 不充分 

   さらに、現行の研究指導方針の中で、専門性と実践力の育成の観点から改善すべき課題を抽出する。 

・H23専門性と実践力の育成の観点から改善された指導方針にしたがって、研究指導を実施し、点検する

（関連年度計画：8-2）

 

◇ 平成23年度に、理学系では、専門性と実践力の育成を目指した指導方針に基づき、入学当初に策定す

る具体的方針に従って院生の研究指導を実施中である。 

  工学系では、大学院生情報収集WEBプログラム運用し、研究の進捗状況の確認、複数教員による指導の

確認、証拠書類の収集等を進めた。 

 

 

・H22習熟度別教育の任期付教員の安定的雇用（関連年度計画：13-1） → 不充分 

   大学教育センターでは、任期付き教員の安定的雇用を確保するために、テニュアトラック制度の導

入案を大学執行部に打診した。学長から、新（教養）学部の提案があり、設置検討委員会で新組織の

設置について検討中であり、任期付き教員の扱いもその中でいずれ検討される見込みである。 

・H23習熟度別教育実施体制の安定化策の具体化を図るため、新たな制度も含めて検討する 

（関連年度計画：13-1） → 不充分

 

◆ 平成23年度に、外国語基礎教育専門部会では、他大学の実施体制の調査を進めることとし、教育改善

経費等の支援を受け、島根大学（9月20日）、山形大学（11月25日）、香川大学（2月3日）、静岡大学（2

月16日）を訪問調査した。いずれの大学においてもレベル別編成は行っているものの、担当教員の人数

や受講生数などの要因により完全な習熟度別編成にはなっていないことが判明した。そこで外国語基礎

教育専門部会としては平成24年度後学期に任意開講による「フランス語Ｉ」を新たに立て、前期「フラ

ンス語Ⅰ」の未修得者のための再履修クラスを設定し、試験的に習熟度別の編成を行うこととした。他

の未修外国語については平成25年度から部分的に習熟度別のクラス編成を試みる。留学生向け日本語に

ついては留学生センターの提案に基づき、平成25年度から二段階の習熟度別編成を導入することとした。

 ※ 習熟度別教育実施体制の安定化策の具体化は、進んでいない。 

 

 

・H22学部間共同で専門教育を実施する検討WGを立ち上げる（関連年度計画：14-1） → 不充分 

   教育改革推進会議において、プロジェクト「学部・研究科共同教育体制の構築」について検討した。

大学として、学部間でのニーズ調査をしていない。しかし、教育改革推進会議で基本的な理解は共有

されている。現行の枠を拡充する方向で議論している。 

・H23学部間共同で専門教育授業を担当して、単位を共同で認定できる制度を検討する 

（関連年度計画：14-1）

 

◇ 平成23年度に、教育改革推進会議で、今後、専門科目（必修・選択必修）について、学部間共同体制

の構築の基本枠組（コアコンセプト）をまとめることが確認された。 

  第3回全学教務委員会で、平成24年度の非常勤講師の時間数削減の審議の中で、教職に関する科目を共

通開設すること及び複数学部で同じ科目についても一本化することが了承された。科目精選を積極的に

図るため、平成24年度教職科目の開講を学部間連携により開講することが決定された。一部の科目では

あるが学部間共同で授業科目を担当することとなった。 

 

 

・H22コンソーシアム等に関する規則を整備（関連年度計画：14-2） → 不充分 

   常磐大学・常磐短期大学との間では、これまでの協議と共同授業の実績を踏まえて、23年度中には
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連携協定が締結され、平成24年度から実施される運びとなる。茨城県歴史館との間でも、同様に、こ

れまでの協議と連携事業の実績を踏まえて、連携協定が締結され、平成23年度から連携事業が本格的

に実施されることとなった。 

大学として、他大学や地方自治体等と協議を重ね、コンソーシアム等の規則を整備する必要がある

のではないか。 

・H23人文学部が関わるコンソーシアムについて連携協定を締結する。農学部で検討中のコンソーシアム

について、実現の可能性を検討する（関連年度計画：14-2） 

 

△ 平成23年度に、人文学部と常磐大学と常磐短期大学との連携協定は、9月27日に締結された。平成24年

度に開講される単位互換授業の確定、遠隔授業システムの実地試験などを行った。 

  農学部では、東京医科大学茨城医療センター、県立医療大学との共同事業として「心身の健康を維持・

改善する農医連携研究の推進」（代表：豊田淳）を本学の平成25年度以降概算要求事業として申請して

いる。その他に、独立行政法人農業環境技術研究所との連携協定を平成24年2月14日に締結した。 

 ※ 大学として、コンソーシアム等の規則は、整備されていない。 

 

 

・H22教育学部改組案を作成し、平成24年度概算要求案をまとめる（関連年度計画：15-1） → 不充分

   12月に大筋公表と見られた新たな教員養成政策・制度は公表されなかった。そのような中で、どの

ような新たな教員養成政策・制度となった場合でも、必要な改善策から実施する方向で、教育実施・

運営体制の問題点・改善点を抽出するにとどめた。 

・H23新しい教員養成制度の検討状況に留意しつつ、対応可能な教育実施・運営体制の改善策を準備する

（関連年度計画：15-1） → 不充分

 

◆ 平成23年度に、中央教育審議会・教員の資質能力向上特別部会は7月にようやく「基本制度ワーキング

グループ」を設置し、実質的な検討に入った。この「基本制度ワーキンググループ」は、平成24年3月16日

の会合でようやく報告案の原案を提示した。ポイントは以下である。①段階的免許制度を伴う４＋α型教

員養成「修士レベル化」、②＋αの担い手は教職大学院を中心としつつも多様に設定、③養成、研修を一

体化した生涯にわたる資質向上、④理論と実践の往還の重視、⑤大学と教育委員会の密接な連携、⑥地域

ごとの実情に合わせた運用。ただし、移行・準備期間を十分におき、法改正を伴う制度化は相当先と思わ

れる。 

中央教育審議会・教員の資質能力向上特別部会「基本制度ワーキンググループ」の議論を追うにとどま

った。新しい教員養成制度の方向性の確認はできた。 

 ※ 政府方針の遅れから改組案の検討は進んでいないと思われる。 

 

 

・H22農学部改革案を確定し、平成24年度からの改革実施のための年次計画案を立てる 

（関連年度計画：15-2） → 不充分

   平成25年度改革案実施に向けて、以下の主要な4改革項目を策定した。 

1.一括り入学制度（1学科制）と2年次後期でのコース選択。2.授業科目の体系化と階層性を明確に

して、学生にとって学習到達目標が立てやすいカリキュラム構造の構築。3.1年次に、食料生産と環境

保全をめぐる科学の現場を体験する必修科目の設置。4.専門教育体系を6分野に分類して体系化。現在、

項目1の具体的方法の確定に向けて調査・検討を進めている。 

・H23農学部改革案について、文部科学省関連の報告、カリキュラム内容、教員適正配置などを点検・評

価し、実施に向けた体制を整備する（関連年度計画：15-2） → 不充分 

 

◆ 平成23年度に、10月末までに19回の将来構想委員会を開催し、委員会原案として、1学科制と6コース
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制（1部コースでは、2コース内で検討）の方向性を示した。平成24年になって、学部教育ミッションの

再定義に備え、1学科制の推進ではなく、即時性を図るため、現行カリキュラムの見直しを行うこととな

った。具体的には、ミッションの独自検討とそれに対応したカリキュラム体系の再構築、ミッション達

成に向けた教育方法の具体的な改善案の作成を行った。 

 

 

・H22４大学院連携先進創生情報学教育研究プログラムを発展的に変更して、連携する大学院間での共同

専攻に関する組織新設の概算要求案を検討する。概算要求作業と並行して、同プログラムを４大学

院で継続する。（関連年度計画：16-2） → 不充分 

   宇都宮大学と本学の2大学院での継続を維持し、共同専攻設置に向けた準備を進める。 

・H23大学間連携のIT教育プログラムを継続する（関連年度計画：16-2） 

 

△ 平成23年度に、平成24年度の大学院連携ITプログラムは、群馬大学と埼玉大学からの参加がなくなる

ため、宇都宮大学と本学で、カリキュラムを構成すべく検討し、参加協力のなくなる科目の代替科目を

各大学で準備し、24年度の改訂カリキュラムを構築した。 

  大学院共同専攻の設置計画は、理工学研究科（工学系）で近隣の大学と継続的に協議を進めている。 

 

 

・H22学生センターを中心とする支援の具体的取組について、年次計画を策定する 

（関連年度計画：20-1） → 不充分

   中期計画20.「学生の視点に立った相談支援体制に改善する。」の計画施策は「学生センターの体制

改善と支援制度の充実」なので、共通教育棟の再整備計画というよりも、学生委員会等の機能を改善

し、学生支援取組の全てが一括で見えるようにすることで、細分化されている担当事務組織の連携が

強化されるように組織を充実すること。3地区で公平に支援を行える体制とすること。第2期中に新た

に取組む支援制度をリスト化し、計画的に制度化することとなっている。 

・H23学生のニーズを把握し、有効な支援の連携的取組についての方針を策定する 

（関連年度計画：20-1） → 不充分

 

△ 平成23年度に、大学教育センターでは、3年次学生を対象に学生のニーズを把握するため「新しい茨城

大学をめざして」と題したアンケートを12月から平成24年1月にかけて実施し、調査結果をまとめて、大

学教育センターHPに掲載した。 

 ※ 学生のニーズ調査にとどまっている。 

 

 

・H22学野毎に、第１期中の研究成果の量を確認し、第２期中の研究成果発信目標を定める。各学野は、

年次毎の成果を確認する体制を構築する（関連年度計画：25-2） → 不充分 

   教育学部、理学部、農学部以外は、第２期中の研究成果発信目標を明確にする。 

・H23各学野は、第２期中の研究成果発信目標に則り、年次毎に成果を点検し確認する。成果発信を奨励

する（関連年度計画：25-2） → 不充分 

 

△ 平成23年度に、人文学部では、紀要を前期号・後期号と発行し、年報は、年度計画の内容を中心に編

集して発行し、学部のHPにも掲載した。工学部では、茨城大学重点研究課題を中心に附属教育研究セン

ター（ライフサポート科学教育研究センター、塑性加工科学教育研究センター、グリーンデバイス教育

研究センター、高度化防災セキュリティ技術教育研究センターの4センター）を立ち上げた。これらセン

ターの立ち上げは、研究成果の発信、若手教員、大学院生などの若手研究者の教育・育成、地域連携・

産学連携に寄与するものである。 
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・H22大学は、生涯学習に関する方針を策定する（関連年度計画：32-2） → 不充分 

   中期計画の計画施策にある「ニーズに対応した社会人教育の展開」には、二つの事業形態が含まれ

ている。第1は、本学が有する知識や技術を社会貢献の一環として社会人に開放する「公開講座」のよ

うな事業を指していると思われ、本センターはその充実に努力しているところである。第2は、大学の

教育課程を社会人に積極的に開放し、単位の修得を可能とするような新しい「社会人教育の開拓」が

考えられる。後者については、本学全体の主要な課題であり、本センターも含めた会議の開催と方針

作りを検討している。 

・H23学習ニーズ調査をもとに、平成24年度から開設する講座やコースを再整理する 

（関連年度計画：32-2）

△ 平成23年度に、学習ニーズ調査を実施予定であったが、前期は東日本大震災の影響で中止となり、後

期分だけ実施した。 

 

中期計画32.「地域のニーズに対応した社会人教育を行って、大学の教育力を地元に還元する。」の計

画施策の1つは「ニーズに対応した社会人教育の展開」で、通称グリーンペーパーによると「ニーズの把

握とそれに対応した社会人教育を行う。現行の一般的な生涯学習ではない。新しい取組を展開する。例

えば、外部資金や外部組織との関係を持って工学部や農学部などで行っている社会人教育を充実したり、

新たな社会人教育を開拓する。」こととされている。 

 ※ 大学として、生涯学習に関する方針は策定されたか？また、その方針に基づき、センターの目的と

役割は見直されたか？学習ニーズ調査に基づいて、平成24年度に開設する講座やコースを再整理した

か？ 

 

 

・H22交換留学生の希望に合わせた英語で授業する科目を設計する。次年度開講科目を準備する 

（関連年度計画：35-2） → 不充分

   この年度計画では、「交換留学を進めるために、英語で学習できる環境を構築する」とされており、

人文学部、農学部で取組んでいる。他の学部・研究科でも科目の設定に努めることとされている。 

・H23交換留学生の希望に合わせた英語で授業する科目の設計に則り、科目を開講する 

（関連年度計画：35-2）

 

△ 平成23年度に、人文学部では、留学生が受講するための英語で開講する科目（7科目）を開講した。理

工学研究科では、5専攻＋共通科目で19科目を開講している（平成22年度 4専攻＋共通科目で16科目を

開講）。農学部では、すでに英語開講コースとして設置してある大学院農学研究科修士課程10月入学コ

ース「環境共生農学コース」をダブルディグリー教育プログラムの受入学生用に適用した。これによっ

て、平成23年9月にダブルディグリー教育プログラムの覚書を締結したボゴール農科大学から、10月入学

試験を経て2名の学生を受け入れた。 

 ※ 教育学部、理学部では、交換留学生が在籍していないため、必要性が強く感じられない。 

 

 

・H22学生寮での留学生と日本人学生の比率を見直し、支援を充実する（関連年度計画：36-1） 

 → 不充分

   22年度中には、混住は実施しているが、大震災で人数の見直しをかけられなかった。 

・H23３キャンパスの留学生用学生寮の整備計画にもとづいて、整備可能なものから実施する。 

（関連年度計画：36-1）
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△ 平成23年度に、工学部では、寄附金と大学資金により、留学生及び日本人学生の女子寮として、職員

宿舎の改修計画を策定し、平成25年2月完成予定で契約を締結した。 

 ※ 混住計画の策定までには至っていない。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 ① 組織運営の改善に関する目標 

 

中

期

目

標 

16．法人運営体制及び事務管理体制を効率的に運営する。 

17．業務の専門性に合った人材確保・育成を行い、業務運営を改善する。 

18．教育研究組織の運営にあたって、教員資源を有効に活用できるように改善する。 

 

中期計画 年度計画 

＜法人運営体制の改善＞ 

【41：R210041】41．法人組織及

び法人運営体制を見直し、運営の

改善と効率化を図る。 

施策として以下の取組を実施

する。役員会・副学長学長補佐会

議・副学長学部長会議の関係の見

直し、経営協議会・教育研究評議

会の会議運営の改善、理事とその

統括組織との関係の見直し、第３

期中期計画検討委員会を組織 

【41-1：R210041-1】役員会において、副学長学長補佐会議と副学長学部長会議の役割と

関係を整理し、会議の効率化と会議時間の短縮を図るための課題を整理する。 

計画施策：役員会・副学長学長補佐会議・副学長学部長会議の関係の見

直し【41-1：R210041-1】（22年度に達成済みのため、23年度以降の年

度計画なし） 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ｓ 

大学運営上の諸課題について、副学長・学長補佐会議で整理し、副学長・学

部長会議で学部長に情報を提供し情報の共有化を図り、共通認識を持つことで

学部等を含めた大学執行部の意思統一を図っている。主要会議の運営方法の改

善については、次のとおり実施し、時間の短縮・効率化を図った。 

①会議時間は最大2時間とする。②ペーパーレス会議とする。③会議構成員への

資料の事前送付を行う。④説明概要を作成し少量で明瞭な資料とする。⑤説明

者は説明概要に沿って簡潔な説明を行い、議論の時間を多く確保する。⑥主要

会議の検討結果等について大学構成員に速やかに情報を伝達するため議事概要

の公開を原則として2週間以内に行う。 

 会議の効率化と会議時間の短縮が図られるとともに、大学構成員に対する速

やかな情報伝達が行われた。 

 「副学長学長補佐会議と副学長学部長会議の役割と関係の整理」に関しては、

既に学長に確認し、現行のままでよいとの判断をいただいている。 

  

【41-2：R210041-2】役員会は、経営協議会及び教育研究評議会の効率化と会議時間の短

縮を図るための課題を整理する。会議資料の提示方法を検討する。 

計画施策：経営協議会・教育研究評議会の会議運営の改善【41-2：R210

041-2】（22年度に達成済みのため、23年度以降の年度計画なし） 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

経営協議会及び教育研究協議会の運営方法の改善、効率化、議事概要の公表

方法については、次のとおり実施した。 

①ペーパーレス会議とする。②議題提出に係る期限を設定するとともに会議構

成員への資料の事前送付を行う。③説明概要を作成するとともに少量で明瞭な

資料とする。④説明者は説明概要に沿って簡潔な説明を行い、議論に時間を多

く確保する。⑤大学構成員に速やかに情報を伝達するため、議事概要の公開を

原則として2週間以内に行う。 

 会議の効率化と会議時間の短縮が図られるとともに、大学構成員に対する速

上段は、平成22年度 

下段は、平成23年度 

平成24年9月12日(水)現在 
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やかな情報伝達が行われた。 

  

【41-3：R210041-3】各理事と各理事が統括する組織との業務関係を効率化するため、組

織と運営を点検する 

計画施策：理事とその統括組織との関係の見直し【41-3：R210041-3】

（22年度に達成済みのため、23年度以降の年度計画なし） 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

5月12日開催の第3回役員会において「国立大学法人茨城大学の理事、副学長、

学長補佐及び学長特別補佐の職務等に関する内規」が承認され、制定された。

これにより、理事等の職務、担当、業務分担等が明確になり、理事等が統括す

る組織が整理された。 

担当内規を制定することにより、効率化を図った。 

  

【41-4：R210041-4】平成22年度の計画はない。 

計画施策：第３期中期計画検討委員会を組織【41-4：R210041-4】平成

23年度の計画はない。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

  

＜事務管理体制の改善＞ 

【42：R210042】42．事務管理体

制の見直しを行い、効率的に運営

できる体制に改善する。 

施策として以下の取組を実施

する。事務局内の事務管理体制の

改善 

【42-1：R210042-0】学内の教育研究組織等の改編に合わせて事務管理体制を見直し、当

面の改革を行う。 

計画施策：事務局内の事務管理体制の改善【42-1：R210042-0】前年度

の検討を受けて、第２次改革を行う。共通事務処置方式を運用する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ｓ 

4月の教育振興局、学術振興局の設置に合わせて、学務部、学術企画部に継続

雇用職員を配置し、事務体制を強化した。 

また、事務系職員の定型的業務、季節的業務を軽減し、専門的能力を発揮で

きるようにするとともに、継続雇用制度を有効に活用することを目的に、事務

支援室を設置した。職員が減少し、アウトソーシングや事務軽減にも限界があ

る中、長年蓄積された専門知識・業務経験に基づいたシニアスタッフが活躍し

ている。事務支援体制を整備した。 

決裁ラインの簡素化（権限の委任）については平成23年3月に規則改正を行っ

た。 

 

 

 

 

Ａ 

◇現在、事務支援室において郵便物に係る業務やハローダイヤ

ル受付対応等の業務を行っているところであるが、平成23年度

は更に学内の共通的な業務を当室にインナーソーシングした

(新聞記事のスクラップのデータベース管理やキャンパス見学

の対応業務など)。 

共通事務処理方式の一環として、各部局が保有している事務

処理上必要な共通のデータをガルーンの文書庫に掲載すること

により、必要に応じてだれもが閲覧し使用できることとした。
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東日本大震災に伴い大震災・放射能汚染復興支援会議が設置

され、その支援担当として大震災・放射能汚染復旧支援担当の

継続雇用職員（事務支援室：派遣型）を配置した。これにより、

学内連絡・調整体制及び学外の窓口体制が整い、復興支援の円

滑化が図られた。 

常駐型である事務支援室の業務は、事務組織改革・業務改善

WG等の業務改善提案書の報告に基づき、平成24年度以降も引き

続き、シニアスタッフの有効活用、処遇の見直し等について検

討を図り、業務改善に努めることとした。 

＜職員登用及び職員の職能化に

よる組織改革＞ 

【43：R210043】43．教員及び職

員の業務の専門性に合った登用

を行い、効率的効果的な運営に生

かす。 

施策として以下の取組を実施

する。教職員人事システムの見直

し、任期制の見直し、教職員定数

管理の見直し 

【43-1：R210043-1】継続雇用や特任教員などの人事システムを導入し、人材を活用する。

事務系の専門職制度の導入を検討する。教員人事制度を見直し、採用や昇格、定員管理に

ついて全学的に統一した方針を検討する。 

計画施策：教職員人事システムの見直し【43-1：R210043-1】教員人事

について、共通の管理運営制度を引き続き検討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ａ 

国立大学法人等職員採用試験のほかに多様な方法で有能な人材を確保するた

め、非常勤職員のうち事務補佐員を対象とした常勤職員への登用試験を実施し、

大学の業務運営上有用な諸資格を有する人材を確保した。 

就職指導や高等学校を対象とする入試広報などの特殊業務を担わせる教員と

して学校長経験者を特命教授として雇用し、きめ細かい就職指導や積極的な大

学入試広報を実施することにより、就職力の向上、大学志願者の確保を実現し、

また特定の分野の専門家を同じく特命教授とし、地域に係わる業務を担わせる

など、特命教授制度を設立、充実させた。 

大学院教育を充実するため、教育研究指導の面で活躍された定年退職する大

学教員を特任教授として、引き続き任期を付して雇用することにより、本学で

の研究指導を希望する学生に対し、研究の継続性を保障することができた。 

事務系の専門職制度の導入に当たっては、キャリアプラン等について、検討

するためのユニットを設置し、内部からの登用、外部からの登用等に関し、導

入可能な分野、導入後の職位及び昇格等の基準等について詳細な検討を行って

いる。 

「継続雇用や特任教員などの人事システムを導入」する点については満足で

きるが、「人材を活用する。」となると活用のための検証期間が必要となる。

ただ、「教員人事制度を見直し、採用や昇格、定員管理について全学的に統一

した方針を検討する。」に関しては、例えば、部局管理のポイント制導入や外

部資金特任教員制度の導入などについて、学長と何度も相談したが、なかなか

妙案が見つからなかった。当面、特任教員制度を全学展開することで対応する

ことにした。よって、「検討する」ことに関しては達成可能である。 
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Ａ 

◇平成21年度に導入した特任教員制度を改編し、大学院研究科

の教育研究等の活性化を図り、併せて学部の教育研究等の充実

を図るための制度とし、全学展開させた。 

 業務の専門性を生かした多様な人材を確保し、また、産業界

との連携を発展・拡充させ、併せて、本学の教育研究活動の振

興、発展を図るため、外部資金（受託研究等収入、受託事業等

収入、共同研究等収入及び寄附金収入等）を財源とする常勤の

教育研究振興教員及び学術振興研究員制度を創設した。 

 特命教授制度を拡充し、特定の業務（入試・産学連携）のみ

が対象であったものを、外部人材を積極的に教員に登用するこ

ととし、教育以外の特殊業務についても教員を配置できる制度

とした。 

 事務系職員に対する専門職制度については、情報処理関係の

専門職（IT専門職）を配置した。また、専門職制度を規則化し

公開するとともに、今後専門職への転換が図られる職種の拡充

に向け、さらに検討を進めている。 

 非常勤職員から常勤職員への登用制度において、TOEIC等の高

得点者が登用され、専門的業務の人材の確保につながった。 

平成23年度中に特任教員制度等複数の制度を導入し全学的な

展開ができたため、平成23年度の目標は達成できたと考えてい

る。また、事務系職員に関しても有意な人材を登用することが

できた。 

【43-2：R210043-2】教員のプロジェクト任期制を点検し、課題を抽出する。教員のプロ

ジェクト任期制に加え、新たな教員任期制度の導入を検討する。 

計画施策：任期制の見直し【43-2：R210043-2】教員のプロジェクト任

期制に加え、新たな任期制度の導入について引き続き検討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

大学院教育を充実するため、教育研究指導の面で活躍された定年退職する大

学教員を特任教授として、引き続き任期を付して雇用することとし、本学での

研究指導を希望する学生に対し、研究の継続性を持たせることに寄与した。教

育研究等の活性化の方策の一つとして、教員を外部資金により任期を付して雇

用し、必要とされる期間、特定の業務へ専念させる制度を案としてまとめた。

「教員のプロジェクト任期制を点検し、課題を抽出する。」に関しては、こ

れまでの実績に基づき課題を抽出し、「教員のプロジェクト任期制に加え、新

たな教員任期制度の導入について検討」し、例えば、外部資金特任教員制度の

導入などについて、学長と何度も相談したが、当面、特任教員制度の全学展開

によって対応することとした。従って、課題抽出と導入検討に関しては、達成

可能である。 

 

 

Ａ 

◇平成21年度に導入した特任教員制度を改編し、大学院研究科

の教育研究等の活性化を図り、併せて学部の教育研究等の充実

を図るための制度とし、全学展開させた。 

 業務の専門性を生かした多様な人材を確保し、また、産業界

との連携を発展・拡充させ、併せて、本学の教育研究活動の振

興、発展を図るため、外部資金（受託研究等収入、受託事業等

収入、共同研究等収入及び寄附金収入等）を財源とする常勤の
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教育研究振興教員及び学術振興研究員制度を創設した。 

 特命教授制度を拡充し、特定の業務（入試・産学連携）のみ

が対象であったものを、外部人材を積極的に教員に登用するこ

ととし、教育以外の特殊業務についても教員を配置できる制度

とした。特任教員制度の導入、特命教授制度の拡充を図ること

ができた。 

【43-3：R210043-3】第１期から継続してきた定員削減が平成23年度に終了することを見

通して、平成23年度以降の教職員の定数管理方針を検討する。 

計画施策：教職員定数管理の見直し【43-3：R210043-3】今後の教職員

の定数管理方針について、引き続き検討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

第1期から継続してきた定員削減を実施してきたところであるが、教育・研究

の質の低下の懸念が生じないよう、特に大学院教育を充実するため、定年退職

する大学教員を特任教授として活用を図るなど、定員削減により生じた学部間

の教員数の不均衡の改善の一方策として、特任教授を一定数雇用する等により

改善を図るべく検討を行った。 

【教員】不補充年次計画により平成22年度末までに60人分確保、学長運用教員

使用数は15人 

【職員】定数削減年次計画により平成22年度までに15人分確保、新規ポスト等

使用数は5人 

 平成24年度以降の「教職員の定数管理方針の検討」については、例えば、教

員の場合、各部局に人件費を配分しポイント制度によって運用するなどについ

て、学長と何度も相談したが、他大学の実態や10年後の状況等を想定し、導入

困難と判断された。因みに、事務職員については、自己都合退職や休職など、

年度途中の欠員等に関しては、ポイント制を導入し、人件費の効率化を図って

いる。当面、特任教員の全学展開の実施状況を見ながら、平成24年度以降の予

算査定状況（平成24年1月ごろ）を踏まえて、対応することとする。従って、「定

数管理方針の検討」については、達成可能である。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇第1期から継続の教員の定員削減（不補充年次計画による60人

確保。学長運用教員として15人使用）による教育・研究の質の

低下の懸念の解消、学部間の教員数の不均衡の改善等を図るた

め以下のような施策を実施した。 

 平成21年度に導入した特任教員制度を改編し、大学院研究科

の教育研究等の活性化を図り、併せて学部の教育研究等の充実

を図るための制度とし、全学展開させた。 

 業務の専門性を生かした多様な人材を確保し、また、産業界

との連携を発展・拡充させ、併せて、本学の教育研究活動の振

興、発展を図るため、外部資金（受託研究等収入、受託事業等

収入、共同研究等収入及び寄附金収入等）を財源とする常勤の

教育研究振興教員及び学術振興研究員制度を創設した。 

 特命教授制度を拡充し、特定の業務（入試・産学連携）のみ

が対象であったものを、外部人材を積極的に教員に登用するこ

ととし、教育以外の特殊業務についても教員を配置できる制度

とした。 

 事務職員の定員削減（定数削減による15人確保。新規ポスト
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等使用数は5人）による業務停滞等の解消の一環として、事務幹

部職員への学内職員からの登用試験を平成23年度も実施した。

 非常勤職員から常勤職員への登用制度において、TOEIC等の高

得点者が登用され、専門的業務の人材の確保につながった。 

引き続き、大学法人に必要な教職員定数のあり方について検

討を行っていくことが必要。 

教職員の適正な定数について特任教員制度の改編をはじめと

して見直すとともに充実に資する制度となった。 

【44：R210044】44．採用の工夫

や多様な研修を行って、職員の職

能化を図る。 

施策として以下の取組を実施

する。職員研修方針の改善、専門

職の充実 

【44-1：R210044-1】大学は、第２期の職員研修方針を決定し、研修計画を策定する。平

成22年度の職員研修を実施する。 

計画施策：職員研修方針の改善【44-1：R210044-1】第２期の職員研修

方針にしたがって研修プログラムを実施する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

茨城大学独自の研修として新採用職員研修、中堅職員研修等を実施し、また、

他機関の実施する係長級研修、若手勉強会等へ職員を派遣した。 

従来実施してきた職員研修について内容の見直しを考慮するとともに、新規

研修を企画・実施した。第2期の職員研修方針を策定すべく検討を重ね、原案ま

では作成したが、6年間を見通した方針に相応しい内容に充実するため、決定す

るまでには至らなかったが、引き続き検討を進め、平成23年度の早期に決定す

ることとした。 

 

 

Ａ 

・平成23年度研修計画を作成しHPに公開した。 

・平成23年度職員研修を計画に基づき実施した。 

・職員研修方針を作成・決定(H23.4.1)し、HPに公開した。 

・引き続き研修プログラムの改善を行っていく予定。 

職員研修方針に基づく研修プログラムの実施・充実をはかっ

ていく。 

【44-2：R210044-2】大学は、専門性の高い職員の雇用形態を見直し、新たな専門職人事

制度を策定して専門職職員を配置する。専門職職員のキャリアパスとその研修計画を策定

する。 

計画施策：専門職の充実【44-2：R210044-2】順次、専門職職員を充実

するとともに、研修計画を実行する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

事務系職員に対する専門職の導入に当たっては、人事制度、キャリアプラン

等について検討するユニットを設置し、内部職員からの登用、外部からの登用

等に関し、導入可能な分野及び職位、昇格の基準などの人事制度について詳細

な検討を行い、この検討内容を成文化した。また、専門職の対象部門に従事す

る職員を対象にした研修会を実施するとともに、専門職の配置要望が強かった

部門について、課長補佐・専門員に相当する職位へ職員を配置した。引き続き、

専門職対象部門の拡大、専門職配置職により適した研修の実施等について検討

等を進めていく。 

 

Ａ 

◇平成22年度において事務系の専門職制度の導入あたって、人

事制度、キャリアプラン等を検討するためのユニットを設置し、

内部・外部登用等に関し、導入可能な職位、給与基準等の人事

制度について詳細な検討を行い答申をし、この答申を基に情報
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処理部門に対し、情報基盤主任専門職（IT主任専門職）、同専

門職（IT専門職）を配置した。 

 今後は、その他専門職制度への転換が図られる職種の拡充に

向け検討を進めるとともに、配置された専門職に対し必要な知

識、資格取得等に適した研修の実施等について検討を進める。

事務系職員に対する専門職制度については、情報処理関係の

専門職（IT専門職）を配置した。また、専門職制度を規則化し

公開するとともに、今後専門職への転換が図られる職種の拡充

に向け、さらに検討を進めている。 

今年度は事務系職員において専門職を配置することができ

た。今後は専門職化の拡充に向けて検討し事務部門の充実を図

りたい。 

【45：R210045-1】45．男女共同

参画事業を推進し、女性教職員を

積極的に活用する施策を導入す

る。 

施策として以下の取組を実施

する。女性教員の採用促進施策の

導入、女性教職員支援策の導入 

【45-1：R210045-1】大学は、女性教員の採用促進の方針を定め、学内の意見をもとに、

採用促進計画を策定する。計画推進のため、全国大学等の採用促進策を調査研究する。 

計画施策：女性教員の採用促進施策の導入【45-1：R210045-1】女性教

員採用促進計画を定め、採用促進策を実施に移す。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

本学の教職員を対象に実施した男女共同参画の調査結果、国立大学協会が実

施した全国大学の男女共同参画関係施策の調査結果をもとに、本学の基本方針

の整備、女性教員を採用した学部にインセンティブとして「女性研究者採用促

進経費」の措置（平成22年度実績：2人×100万円）、産前・産後休暇等取得の

場合の代替の措置、若手教職員を対象にした啓発セミナーの開催、男女共同参

画施策に積極的に取り組んでいる大学の担当者を招いての実施施策説明会の実

施などの採用促進策を計画的に実施した。 

各学部等の意見等の聴取などを通じ、より現実的な採用促進計画を策定すべ

く、男女共同参画委員会を中心に鋭意検討を進めている。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇次世代育成支援対策推進法に基づく第二期の行動計画（平成2

3年10月決定）において、ワークライフバランスに対する理解促

進、男女共同参画推進に係る取り組みを実施することを定めた。

 採用促進策について、男女共同参画委員会において、平成21

年度本学教職員を対象に実施した男女共同参画に関するアンケ

ート調査、例年国立大学協会が実施している全国大学の男女共

同参画推進に関する取組状況調査の結果をもとに、女性教員採

用促進計画を作成するための実施可能な案を検討した。 

 ・男女共同参画推進基本方針（素案）の整備 

 ・教員公募文書へのポジティブアクションの記載（工学部実

施済） 

 ・本学ホームページへの掲載（暫定的に学内向けHPに掲載）

  （男女共同参画推進室においては、茨城県及び水戸市の男

女共同参画、子育て支援等の情報を提供するとともに、ホ

ームページでの情報提供を予定している。） 

 女性教員を採用した学部にインセンティブとして「女性研究

者採用促進経費」を継続して措置（平成23年度実績： 1名×100

万円）した。 

 産前・産後休暇等取得の代替措置（平成23年度実績：5名）を
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実施した。 

 以上の促進策により、これまで女性教員がいなかった農学部

において女性教員 2名を採用（H21・22年度各 1名）するなどの

効果は出始めている。 

また、平成24年度から人事課に、男女共同参画を推進するた

め、課長補佐相当職員を配置することとした。 

◇次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画（平成23年10月

決定）、各学部等の意見等の聴取などを通じ、より現実的な採

用促進計画を策定すべく、男女共同参画委員会を中心に鋭意検

討を進めている。 

【45-2：R210045-2】大学は、女性教職員の就業を支援する制度を検討する。制度導入の

ため、全国大学等の就業支援策を調査研究する。学内意見を徴す。 

計画施策：女性教職員支援策の導入【45-2：R210045-2】女性教職員の

就業を支援する制度を整備し導入する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

本学の教職員を対象に実施した男女共同参画の調査結果、国立大学協会が実

施した全国大学の男女共同参画関係施策の調査結果を踏まえ、女性教員を採用

した学部にインセンティブとして女性研究者採用促進経費を措置し、産休取得

時、育児休業取得時の代替の措置、子育て時の勤務軽減制度適用者に対するパ

ート職員の配置、子育て等に関する情報交換の部屋としての男女共同参画室の

設置などの就業支援策の拡充を行った。本学の女性教職員の就業を支援する制

度の一層の充実に関し、男女共同参画委員会で議論を深めている。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇女性教員を採用した学部にインセンティブとして「女性研究

者採用促進経費」を継続して措置（平成23年度実績：1名×100

万円）、産前・産後休暇等取得の代替措置（平成23年度実績： 

5名）、女性教員・学生の増加に対応してアメニティの改修（工

学部女子用トイレの増設）の支援策を実施した。 

 本学の教職員を対象に実施したアンケート調査、例年国立大

学協会が実施している全国大学の取組状況調査の結果を踏ま

え、男女共同参画委員会において、女性教職員の就業を支援す

る制度、求められている就業支援策を検討した。 

 ・男女共同参画推進基本方針（素案）の整備 

 ・教員の育児休業期間における支援策 

 ・子育て支援のための地域との連携による相談体制の要請 

 ・時間外労働の削減のための定時退勤日の取り組み推進 

 ・本学ホームページへの掲載（暫定的に学内向けHPに掲載）

 （男女共同参画推進室においては、茨城県及び水戸市の男女

共同参画、子育て支援等の情報を提供するとともに、ホー

ムページでの情報提供を予定している。） 

 新たな次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画（平成23

年10月）を策定した。 

平成24年度から人事課に、男女共同参画を推進するため、課

長補佐相当職員を配置することとした。 

＜教育研究運営組織の改善＞ 

【46：R210046】46．学部学野制

【46-1：R210046-1】平成23年度まで継続する学長運用教員制度のその後について、平成

27年度までの教員定数管理方針を検討する。また、平成24年度以降の学部改組及び研究科
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を有効に活用した新たな教員運

用方式を導入して、教育研究組織

の運営を改善する。 

施策として以下の取組を実施

する。学部改組及び研究科改組と

関連する教員定数管理の見直し、

学部研究科を越えた教育研究で

の教員の有効活用、教員年齢バラ

ンスの見直し 

改組の検討状況に対応して、学部・研究科及び大学全体の定数管理体制を検討する。 

計画施策：学部改組及び研究科改組と関連する教員定数管理の見直し

【46-1：R210046-1】今後の教職員の定数管理方針について、引き続き

検討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇第1期から継続してきた定員削減を実施してきたところであるが、教育・研究

の質の低下の懸念が生じないよう、特に大学院教育を充実するため、定年退職

する大学教員を特任教授として活用を図るなど、定員削減により生じた学部間

の教員数の不均衡の改善の一方策として、特任教授を一定数雇用する等により

改善を図るべく検討を行った。 

【教員】不補充年次計画により平成22年度末までに60人分確保、学長運用教員

使用数は15人 

【職員】定数削減年次計画により平成22年度までに15人分確保、新規ポスト等

使用数は5人 

 「平成23年度まで継続する学長運用教員制度のその後について、平成27年度

までの教員定数管理方針を検討する。」については、例えば、ポイント制の導

入などについて、学長と何度も相談したが、当面は、特任教員の全学展開など

で、対応することとなった。「平成24年度以降の学部改組及び研究科改組の検

討状況に対応して、学部・研究科及び大学全体の定数管理体制を検討する。」

については、全体の計画が1年以上ずれ込むことに加え、新学部の検討を開始さ

れたため、それぞれの改組検討の中で検討することとする。従って、達成は可

能である。 

◇理学部では、全学の方針が策定された後、学部の対応を検討する。 

◇工学部では、企画立案委員会と領域長・専攻長会議において、大学院及び学

部の改組と教員配置（担当分担）について検討(教育プログラムの実施に最低限

必要な教員数、一人の教員が複数の教育プログラムで授業を行うなど、教育実

施の効率化を検討)をしてきた。研究と教育のバランスを考えて、教員人事を進

めることで合意が得られた。特色のある研究分野を作り大学院の魅力を高める

ために、退職教員の後任人事ではなく、総合原子力工学分野の教授もしくは准

教授を採用することにして、公募を開始した。 

◇農学部では、将来構想委員会での改革案の練り直し作業と教員懇談会での議

論を繰り返し行った。平成23年2月の懇談会では、1学科制、4コースという組織

で、その詳細を決めることが了承された。1年遅らせて、平成25年度改組のスケ

ジュールで進めている。当初の工程表のスケジュール通りには行かなかったが、

改革内容については、十分に整備を図るつもりである。 

 

 

 

Ａ 

◇第1期から継続の教員の定員削減（不補充年次計画による60人

確保。学長運用教員として15人使用）による教育・研究の質の

低下の懸念の解消、学部間の教員数の不均衡の改善等を図るた

め以下のような施策を実施した。 

 平成21年度に導入した特任教員制度を改編し、大学院研究科

の教育研究等の活性化を図り、併せて学部の教育研究等の充実

を図るための制度とし、全学展開させた。 

 業務の専門性を生かした多様な人材を確保し、また、産業界

との連携を発展・拡充させ、併せて、本学の教育研究活動の振

興、発展を図るため、外部資金（受託研究等収入、受託事業等
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収入、共同研究等収入及び寄附金収入等）を財源とする常勤の

教育研究振興教員及び学術振興研究員制度を創設した。 

引き続き、大学法人に必要な教職員定数のあり方について検

討を行っていくことが必要。今後は学部・研究科の改組なども

予定されているので併せて検討を進める。 

◇理学部では、全学の方針が策定されなかったため、学部独自

の活動は行っていない。 

未実施であるが、学部の責任とは言い難いので評価は行わな

い。全学の方針が決定され次第、学部で検討、実施体制を構築

する。 

◇工学部では、教員の教育負担を数値化し、共通教育や研究推

進も踏まえて、第二期中期計画期間中の新規教員採用計画表を

作成した。学部、学科単位の年齢構成を明らかにし、複数の学

科（カリキュラム）の担当も義務化して企画立案委員会で学科

などの希望を取り入れながら日立事業所全体から見て好ましい

教員公募内容を決定するようにした。平成23年度の4名の教員募

集から適用している。 

学部内のコンセンサスがとれ、新しい教員補充方式がスター

トした。順調に改善が進んでいるので、評価はA以上と判定でき

る。 

◇農学部では、将来構想委員会が、授業科目の階層的な体系化

の案を提出した。そこでは、(1)新たな初年次教育体制での教員

担当の枠組み、(2)2年次授業科目の選定と担当教員、(3)コース

担当教員などの新しい体制案を提示した。 

・中期計画委員会では、平成25年度改組をめざして、審議、調

整手続きを進めた。 

・企画調整会議が、次年度以降の教員資源の有効活用案につい

ての原案を作成し、委員会内での審議を重ねた。 

学部改組案は教授会で否決され、学部改組は大きく遅延する

こととなった。 

【46-2：R210046-2】学士課程又は修士課程の専門教育において、学部又は研究科を越え

て教員が授業を提供し、単位を付与することのできる教育制度（学部にあっては自由履修

ではない単位／大学院にあっては共通科目ではない単位）を検討する。 

計画施策：学部研究科を越えた教育研究での教員の有効活用【46-2：

R210046-2】学士課程又は修士課程の専門教育において、学部又は研究

科を越えて教員が授業を提供し、単位を付与することのできる教育制度

を検討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

◇教育改革推進会議では、平成24年度概算要求の特別経費(プロジェクト分：高

度な専門職業人の養成や専門教育機能の充実)に「学部・研究科共同教育体制の

構築－学位プログラム導入の基盤整備－」を要求すべく、素案の検討を進めた。

◇理学部では、全学の方針が策定された後、学部の対応を検討する。 

◇理工学研究科工学系では、全専攻の専門科目と工学系の研究科共通科目で、

前期と後期の講義の実施状況と各講義の履修者数を調査した。その結果、開講

時期で平均履修申告者数が2.5倍の差があることから、受講者数だけからは大学



261 

 

院科目の見直しは難しいことが明らかとなった。前期に履修が集中する理由と

しては、学生の就職活動が本格化するM1の10月までに必要な単位を修得してお

きたいためで、M1の前期に履修が集中すると考えられる。特に縛りがある研究

科共通科目は前期に履修が集中する傾向に有り、このような事情を踏まえた見

直しが必要である。 

 現状調査が終わり、大きな課題が明らかになったので、改善策を考える段階

である。問題が生じる要因のひとつは1年の後期から就職活動が始まることであ

り、そちらが改善されないとむつかしい。 

◇農学研究科では、大学院授業科目の中では、すでに研究科共通科目（地域サ

ステイナビリティ農学概論等）を実施した。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇理学部では、全学の方針が策定されなかったため、学部独自

の活動は行っていない。 

未実施であるが、学部の責任とは言い難いので評価は行わな

い。 

◇理工学研究科工学系では、専攻間で講義を提供し合う可能性

について、その具体的方策を理工学研究科（工学系）の博士前

期課程教務委員会にて審議した。 

専攻間ではすでに講義を提供し合う体制が整っている。実際、

履修要項の規定に従い、他専攻の科目を履修する事は現在も行

われている。しかし、履修者の少ない科目は、一般にゼミ形式

で専門性も高く、他専攻の学生が受講しても決して教育効果が

あるとはいえないものが多い。したがって、受講者数の少ない

科目に限定し、専攻間で講義を提供し合うことは、教育上の観

点から不適切と思われる。 

授業の受講生数が調査され、開講科目の整理統合など、具体

的な作業が始まる段階に漕ぎ着けている。 

◇工学部では、平成24年度からの新規採用教員については、各

学科のロードを勘案した指標を作成し、それに基づいて教員採

用中期計画を確定した。また、募集要項に他学科科目の担当も

あることを明記し、学科間での開講科目の整理統合への道を付

けた。 

教員の教育負担量を数値化し、従来の退職者の後任を採用す

る方式から、工学部全体で必要な分野の教員を採用し複数学科

の授業担当を義務化する方式に切り替えて、第二期中期目標期

間中の教員採用中期計画を作成し、それに沿った人事を進めて

いる。この方式に基づき既に複数の教員を採用している。 

◇農学部では、学士課程の専門教育での、他学部との審議をま

だ行っていない。全学委員会による調整が必要である。 

◇教育改革推進会議では、第1回教育改革推進会議（6月9日開催）

において、組織力を発揮する上で「学部間の連携と統合」がカ

ギとなることが確認された。今後、平成24年3月を目途に学部間

共同教育体制に関わる制度整備を行う方向で検討を進めること

とした。引き続き、学士課程と修士課程の専門教育において、

学部・研究科を超えて担当している科目、学部間で共同で担当

している専門科目について、人文学部と教育学部は実施してい

るが、他の学部も実施できるかどうか検討中（調整中）である。
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持続社会システム特論（大学院共通科目）と持続社会システ

ム論（サステイナビリティ学教育プログラム）を、平成25年度

を目途に統合し安定した実施運営体制の確保を目指すこととし

た。また、大学院教育課程の現況調査を各研究科単位で実施し、

大学院教務委員会で調査結果を検討し、今後の教育課程の改革

方針の材料とした。 

【46-3：R210046-3】大学は、学部毎の教員年齢バランスを適正化する方針を定める。バ

ランスの適正化のための方策を検討する。各学部は、第２期中の教員年齢バランスの予測

をする。 

計画施策：教員年齢バランスの見直し【46-3：R210046-3】大学は教員

年齢バランスの適正化のための方策を引き続き検討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇学部毎の年齢バランスの適正化については、教員の退職と採用時においての

み調整が可能であることから、中期的な教員配置計画に基づき、計画的・定期

的に教員採用を行っていく必要がある。また、採用時の調整のみならず、あわ

せて昇格に係る審査等において、基準などの見直しや評価制度の改善を行い、

積極的に在職教員を登用していくことが不可欠である。当面は、大学全体にお

ける年齢バランスの目標を定め、大学院の教育研究指導に支障が無いことに配

慮しながら長期的に年齢構成の適正化を図ることとする。 

◇工学部では、企画立案委員会において、教員の年齢構成のデータを確認し、

バランスの取れた教員採用計画を検討した。以前に比べて30歳以下の教員が激

減し、高齢化している。教育研究の活性化には、若手教員やポスドクを増やす

ことが必要であり、その点を踏まえた教員採用を行うことを領域長、専攻長と

も意見交換し実現に向けて努力することにした。 

◇農学部では、1名の定員（最後の1名）を平成22年度末に学長運用定員として

拠出する予定である。今年度は、現教員の停年年次のリストを踏まえながら、

その後の教員定員管理の進め方を審議し、計画案を作成した。教員年齢バラン

スの適正化は、その計画を実施する過程で十分に審議する。 

 平成22年度末、1名の学長運用定員拠出にともなう、その後の教員定員運用案

を作成した。定員削減という厳しい状況の中でも、学部運営をなんとか維持で

きそうな教員運用案を作成した。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇年齢バランスの適正化を図っていくには、計画的に教員採用

を行っていく必要がある。採用時の職位による調整のみならず、

昇格に係る審査等において、基準などの見直しや評価制度の改

善を行い、在職教員を昇進させていくことも必要になるため、

これに資するため平成21年度に導入した特任教員制度を改編

し、全学に展開できる制度とし、大学院研究科の教育研究等の

活性化を図り、併せて学部の教育研究等の充実に支障をきたさ

ないようにした。 

これにより、各学部にて特任教員の活用が図られるようにな

った。この制度を活用しながら、引き続き、年齢バランスの適

性化を図っていく。 

教員に関する各制度を展開したので、今後も年齢バランスの

適正化を図っていく。 

◇理学部では、平成24年度の採用人事において、退職教授4名に
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対し、教授1名、准教授3名（内1名は女性）の人事を行い、教員

の若返りを大幅に図った。 

年齢的に大幅に若返ったのみならず、女性教員の採用も行っ

た。 

◇工学部では、事業所全体および各学科単位の年齢分布と平均

年齢を調べた。これを基に、若手および女性教員の採用増を考

慮しながら、人事を進めることにした。選考委員会メンバーは

企画立案委員会から2人、主たる該当学科などから2人で構成し、

工学野全体から見た好ましい採用人事が進められるようにし

た。その結果、平成23年度の教員募集では、助教や准教授の若

手教員採用が主体となった。 

工学部全体、さらに学科の教員年齢構成を強く認識して、教

員採用計画を作成するようになった。 

教員年齢バランスが高齢化の状況であり、若手教員を増やす

べく採用計画が立てられるようになった。今年度募集は、助教1、

准教授2、教授1の4名であった。結果は残念ながら助教と教授で

採用予定者の辞退および適任と判定できる応募者がいないとい

うことで、助教もしくは准教授および准教授にして再募集する

ことになった。 

◇農学部では、企画調整会議において、学部学野制を有効に活

用した新たな教員運用のあり方を審議した。 

教員運用のあり方については十分な審議を重ねているが、結

論に至っていない。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 ② 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

中期

目標 

19．効率的な事務遂行を目指して、事務組織の機能を改善する。 

 

中期計画 年度計画 

＜事務機能の改革＞ 

【47：R220047】47．大学運営に

柔軟に適応した効率的な事務機

能の実現を図る。 

施策として以下の取組を実施

する。事務業務実施組織の機能別

体系化 

【47-1：R220047-0】部や課を越えて同様な作業を行っている業務について、業務態勢の

体系化を検討する。広報体制、評価体制、安全と衛生、インナーソーシングなどの実現可

能な業務や緊急に改善すべき業務から、機能別体系化を進める。 

計画施策：事務業務実施組織の機能別体系化【47-1：R220047-0】実現

可能な業務や緊急に改善すべき業務から、機能別体系化を進める。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

①4月から事務支援室（常駐型継続雇用職員）が水戸地区における郵便集配等を

担当するなど、業務を一元化した。事務局4部の旅費計算業務を契約課に集約し

た。広報室、評価室に対応し全学横断的な事務処理を行うため、広報グループ、

評価・大学改革グループを設置した。 

②9月17日事務局長の下に「茨城大学事務組織改革等推進チーム」が設置され、

検討を開始し、平成23年度事務組織改革等の方向性を決定した。 

 体系化することに加え、機能化して実施した。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇平成23年7月に茨城大学事務組織改革等推進チームの下にワ

ーキンググループを置き、事務組織の再編や事務の効率化・合

理化について検討しているところ。効果が高く、実現性の高い

改善案については局長の指示の下、速やかに実施を図ることと

したい。 

 10月14日に、事務組織改革・業務改革WGからの中間報告を受

け、理事（総務･財務担当）が評価を行い「実現度」及び「効果

度」が高い事項(31件)について、各担当部局に業務改善提案書

の報告を依頼した。（11月1日開催部課長事務長会議） 

 業務改善提案書の各提案事項について、理事（総務・財務担

当）の最終評価を踏まえ、各担当部署において実施に向けてさ

らに検討し、実施できるものから実施した。 

平成23年度実施済みの事項 11件：決裁手続きの合理化等 

平成24年度以降に実施予定 18件：職員宿舎の管理運用のア

ウトソーシング等 

なお、平成24年度についても新たに事務組織改革等推進チー

ムの下に検討グループを設けて業務改革を進めていくこととし

ている。 

＜事務業務の効率化・合理化＞ 

【48：R220048】48．業務の簡素

化とＩＴ化を推進する。 

施策として以下の取組を実施

する。IT基盤センターの組織と機

能の見直し、主要な会議のIT化、

【48-1：R220048-1】IT基盤センターの効率的・効果的運営を目的として、組織と機能を

見直すため、点検評価を実施し、次年度のセンター改革案の策定に生かす。 

計画施策：ＩＴ基盤センターの組織と機能の見直し【48-1：R220048-1】

点検評価等を基に、センター改革案を策定し、センター改編の準備を行

う。 

進捗 判断理由（計画の実施状況等） 
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事務処理の改善 状況 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

点検評価に備えて、前年度から業務記録（メールに残された記録が主）も作

成し、自己点検評価書を作成した。自己点検評価書や業務記録から、業務遂行

実態の一端も明らかとなった。平成23年3月8日に外部評価点検を行った。その

際の評価資料として自己点検評価書を作成している。自己点検評価書の中にお

いて、改善すべき点を点検している。 

外部評価委員は3名招請し、1（早急の改善が必要）～5（特に優れている点が

ある）の5段階評価を採用した11評価項目からなる外部評価表による点検を受け

た。3月31日までに、全委員から外部評価表の回答があった。優れている点とし

て、管理する部門が離れている3キャンパスにも関わらず、決して多いとはいえ

ない現陣容で効率良く運営していると評価された。しかし、組織体制等の3項目

において、評価2（不適切あるいは不十分である）が幾つかあった。人員配置に

ついて、3キャンパスに分かれていることもあり最小限の常勤技術員を配置する

ことは必須である。大学情報資産のマネジメントを行う重要な機能を担う部門

であるから、センター長を教育研究に関わる重要な会議の構成員とすることが

望まれる。小さい組織にも関わらず二重構造があるので、早急な改善が望まれ

るという意見などであった。 

この自己点検評価書に基づいた外部評価点検においては、組織体制等につい

て、今後の改革案策定に生かされるべき有用な改善点が指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇IT基盤センター運営委員会で以下の問題を検討した。 

・目的・任務の範囲を再検討する必要がある。一般に情報セン

ターは大学全体の情報戦略に積極的に関与する立場になってき

ているようである。しかし人員的に手一杯を越えている。 

・多くの組織からの"出向"のようにして組織されているため、

命令系統が錯綜しているようにも見えるが、週間スケジュール

の短いサイクルで一部の教員・技術職員が3キャンパス間を移動

しながら業務するという手段でコミュニケーションを円滑化す

ることによって団結が図られている。また、業務記録・情報共

有・ノウハウ蓄積のためにウェブメモという情報共有システム

を運用している。これらをさらに改善するための方策は継続的

に検討・改訂中である。 

・図書館との連携によって自由学習室の運営が効果的に行われ

ているが、さらなる連携はできないか検討した。平成24年度と

平成25年度に図書館本館が増改築されることにあわせて、新図

書館コンセプトの一部である情報アクセス・処理の手段として

100台程度のPCを置かせていただく連携を計画した。 

 中間評価のヒアリング時に本中期計画の趣旨を勘違いしてい

るとの指摘を評価室からいただき、通称「グリーンペーパー」

に記載されている中期計画の意義を参照した。中期計画の意義

は、以下のように書いてある： 

 IT基盤センターの組織と機能の見直し：IT基盤センターの業

務は大学運営を情報インフラの活用で支援する組織となってい

る。しかし、現在の布陣は学内共同教育研究施設としての形態

のままであり、業務の整理が不十分である。第2期中に業務範囲

を再定義し、業務を整理する。  

 業務の定義は、IT基盤センターへの改組時に定められていて、
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以下のとおりである 

業務： 

IT化企画調整部門： 

全学のデータフローの整理と業務効率化の企画・立案／基盤

サーバのデータ管理／オフィシャルソフトウェアの策定と全学

ライセンス管理／学部事務の共通化／Webデータベース技術に

よる学術情報発信システムの企画立案と運用／水戸地区・阿見

地区のネットワーク・遠隔システム運用支援／事務情報及びセ

キュリティ対策に関する総括事務／事務情報化に関する予算管

理／事務用電算機サーバの維持管理／事務情報機器の維持管理

／ガルーンシステムの維持管理／事務局内ネットワークの維持

管理 

ITシステム運用部門:  

ネットワーク管理／基盤サーバのシステム管理、ユーザ管理、

セキュリティ管理、VCS運用管理、E-learning システムの運用、

全学サーバの監視・指導／新規導入サーバ等の策定／ICカード、

認証番号発行・運用／共通基盤データベース、大学運用データ

ベース、学術情報データベースの設計と運用 

教育IT化推進部門：  

教育IT化の企画立案／E-learningシステムの運用／IT教育の

啓発・遠隔教育／生涯教育・セキュリティ教育ほか／教育IT化

に関する基盤サーバの管理・運用／水戸地区・阿見地区のネッ

トワーク・遠隔システム運用支援 

 外部評価においては、ミッション・業務の範囲は妥当と評価

されている。業務範囲に、附属学校などのサーバのセキュリテ

ィを含めるべきであるという意見をいただいたが、同時に、人

的リソースが不足している状況では難しいだろうと指摘されて

いた。 

 結論として、外部評価で指摘されているように「ミッション・

業務は正しい」が、中期計画で既に指摘されているように「現

在の布陣は、学内共同教育研究施設としての形態のままであり、

ミッション・業務を遂行するためには不十分である」といえる。

 歴史的には、情報系センターは利用技術を含めた計算資源の

提供（専門用語では「計算機のおもり」という）をミッション

として始まった。現在では、大学運営を情報インフラの計画・

活用で支援する組織となっている。本学IT基盤センターは、既

に科学技術計算資源の提供をやめている。ミッションの変化に

あわせて、改組を重ねて、現在は2名の専任教員を擁する組織と

なっており、効率化のための数々の方策も導入しているが、過

負荷な状況は年々進行している。 

 布陣の改革は、人事である。布陣の改革方針を人事権者に判

断いただけるような情報分析を行うことをR220048-1の計画と

する。 

 分散キャンパスではないとはいえ、見かけ上は同等程度の人

数の布陣で、たとえばISMS認証、ISO27001認証を取得するなど、

高負荷の仕事をこなしている宇都宮大学の先進的な組織体制を
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平成24年3月に見学してきた。大変ためになるご教示をいただい

た。今後の方針として、以下が得られた：「現状から目標へ至

るまでのステップを設計する。各ステップを上がるための改善

サイクルも設計する。学生・教職員・執行部の教育もする。」

宇都宮大学総合メディア基盤センターは、5年をかけてだんだん

と組織を作り上げてきた。その成果をもって、更に平成23年度

に改組され、センター長、副センター長、専任教員、技術職員

×3、技術補佐員×2、事務補佐員に加えて、事務室（事務室長、

係長×2、係員×3）をもつ部局扱いの組織となっている。加え

て、学長のもとにいる理事4名のうちの2名がそれぞれ、

CIO(Chief Information Officer)、CSO(Chief Security Officer)

となって、執行部にいるという体制になっている。茨城大学の

実情から出発して、茨城大学としての類似モデルへ向かって、

リソースベースの業務設計を進めていきたい。 

布陣は人事であるので、常時過負荷なIT基盤センターとして

は増員を要請したいが、それはセンターの考えで進められるこ

とではないので、この計画の実施は難しかった。しかし、近隣

の宇都宮大学の総合メディア基盤センターでの好例を副学長か

ら紹介いただいて、運営体制を見学させていただいた。ご教示

によって、方針が見えた。宇都宮大のレベルへ至るまでは10年

くらいかかる。 

【48-2：R220048-2】会議資料が膨大な量になるなど会議資料の整理が必要な会議を選び、

IT化を図る。そのための設備を整備する。 

計画施策：主要な会議のＩＴ化【48-2：R220048-2】IT化が可能な会議

をさらに選び、IT化を図る。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

(1) 大学の主要会議について、ペーパーレス会議とすることを決定し実施した。

会議システムは、グループウェア（サイボウズガルーン）を利用することとし、

事務局第一会議室にノートパソコン46台を設置した。 

平成21年度末に事務局第1会議室に整備されたペーパーレス会議システムを

活用して、役員会、学部長会議、教育研究評議会、経営協議会、総合計画委員

会、教育・業務評価会議、学術・教員評価会議等で会議を開催するようになっ

た。このことにより、会議資料の印刷が大幅に削減された。同時に、印刷や配

布作業に係る担当者の作業時間も大幅に縮減された。(教育研究評議会、経営協

議会、総合計画委員会では、配布資料の種類も多く、50部近く必要で、毎回3～

4時間かけて印刷し、直前に資料の差し替え等が出れば、さらに印刷し、差し替

えるなどの作業に膨大な時間を費やしていた。)  

工学部、農学部の委員がTV会議システムで参加できるように、工・農学部の

応接室に事務局第1会議室に整備されたペーパーレス会議システム用のノート

パソコン各2台を設置した。 

工・農学部教職員の会議にかかる移動時間と旅費等の軽減を図るため、10月

末に学長裁量経費の配分を受け、事務局第2会議室にTV会議システムを設置し

た。 

(2) 主要会議の検討結果等について大学構成員等に速やかに情報を伝達するた

め、グループウェア（サイボウズガルーン）及びホームページにおける議事要
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録の公開を原則として2週間以内に行うことなどを決定し実施した。 

(3) 事務用共有ファイルサーバとソフトウエア管理システムの導入 

◇11月1日より、各個人が業務で利用しているPC内データの共有や、保管を行う

ための事務用共有ファイルサーバを整備・導入した。対象は、事務系職員で、

部・課・係単位の所属別フォルダや個人フォルダが利用可能なものである。同

時に、Windows OS、Office、Adobe社製品、一太郎などのセキュリティアップデ

ートの集中管理を行い、自動的にセキュリティパッチを充てる作業を実施する

ソフトウエア管理システムも導入した。 

このことにより、業務データの安全管理と共有が促進でき、業務用PCのセキ

ュリティを格段に向上させることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・平成21年度末に事務局第1会議室に整備されたペーパーレス

会議システムを活用して、平成23年度は、新たに、VCS管理運用

委員会、大学院委員会、危機管理室会議、情報セキュリティ委

員会、研究企画推進会議、部課長事務長会議等で会議を開催す

るようになった。 

・事務局第2会議室に、iPadを24台設置し、iPadの一括管理用の

ラックも用意し、事務局第1会議室の予備室として、ペーパーレ

ス会議システムを活用出来る環境を整えた。 

・その他に、事務局内に無線LANアクセスポイントを増設し、入

試仕分け室周辺でも、ネットワークを利用出来る環境を整えた。

ペーパーレス会議システム導入に伴う経費節減実績について

検証し、7月25日の副学長・学長補佐会議にて報告を行った。印

刷経費・用紙等で約400万円、作業時間で約120時間節減できた。

経営協議会の運営について、これまで事前に資料を紙媒体で

学外委員に送付していたところであるが、今年度から、専用の

ページを立ち上げWEB上から参照できるようにシステムを構築

して運用しIT化を推進した。 

なお、経営協議会学外委員は、すでに会議当日においても資

料をPC上で閲覧していただいている。 

経営協議会では、緊急の審議事項がでた場合、メール審議を

実施している。 

経営協議会学外委員には、大量の資料を事前に送付していた

が、WEB上から参照できるようにしたことで、複写用紙の節約に

も役立つとともに会議担当者及び各委員の負担も軽減すること

ができた。 

ペーパーレス会議も定着してきたので、着実に経費の節減に

貢献できていることが確認された。 

【48-3：R220048-3】各部署における書類の決裁方法を見直し、簡素化を図るために、新

たな決裁方式を検討する。 

計画施策：事務処理の改善【48-3：R220048-3】新たな決裁方式を決定

し、全ての部署で適用する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

事務組織の再編及び業務改善等については、平成 21 年度に事務組織改革等検

討委員会において検討し「茨城大学の事務組織等の改革について（報告）」に

纏め、平成 21 年度に一定の成果を挙げることができた。 

平成22年度以降に検討し実施する事項の1つの取組として、事務組織改革等推

進チームの下に文書管理法関係ユニットを置き、公文書等の管理に関する法律

（平成21年法律第66号）の施行に伴う「国立大学法人茨城大学法人文書管理規

則」制定の検討と併せて、決裁ラインを簡素化するため、総務課への合議の省

略、事務局部長への回議の一部省略及び専決事項・専決者の抜本的見直し等を

図り「国立大学法人茨城大学文書処理規則」を改正した。（平成23年4月1日施

行）他大学及び本学の関係資料の収集、整理を行った。 

 

 

 

 

Ａ 

◇決裁権者の委任などこれまで既に改善を図ってきたところ。

しかしそのとおりに業務遂行されていない現状があるため、再

度学内に周知徹底する必要がある。 

 平成23年12月6日に、文書処理規則の専決規定の別表の見直し

について、各部局に見直しの依頼をした。今後、各部局との調

整を得て、規則を改正する予定。 

 電子決裁方式について、導入済みの大学を調査した。 

平成23年4月1日に文書管理規則（文書処理規則別表第4）の一

部改正を行った。 

 なお、本件（文書管理）については更なる改善が可能である

と考える。ついては、引き続き各部署において業務効率化に繋

がる改善案（改正案）を検討していくこととする。 

 また、電子決裁方式の導入については、ガルーンや新たな文

書管理システムの導入と合わせて検討する必要がある。 

文書管理規則は改正できた。電子決裁の導入に向けて更新後

のガルーンの機能を含めて公文書管理の検討を進める。 

 

 

進捗状況の評語 

進捗状況【全学工程表で想定する６年間の達成目標や進行プロセスに対して】

かなり上回って達成できる Ｓ 

上回って達成できそうである Ａ 

達成は可能であると考えられる Ｂ 

このままでは達成が危ぶまれる Ｆ 
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 （１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項 

１．特記事項 

 重点的に取り組んだ事項や特記すべき事項を記載してください。 

 ※記載分量については、１枚程度としてください。 

 

・法人の経営戦略に基づく経費及び人員枠等、資源配分の措置状況（関連年度計画：43-3、46-1、50） 

 教職員人件費の削減にあたっては、学長運用教員(60人)の継続により、目標を上回る削減率を達成した。

平成23年度は、対平成17年度人件費三目の△5％減目標に対し、△11.5％減(人勧を除くと△8.1％減)であ

る。【教員】不補充年次計画により平成23年度末までに60人分確保、学長運用教員使用数は15人 

【職員】定数削減年次計画により平成23年度までに15人分確保、新規ポスト等使用数は5人 

 

・事務支援室による振興局支援、大震災・放射能汚染復旧支援（関連年度計画：42-1） 

 東日本大震災に伴い大震災・放射能汚染復興支援会議が設置され、その支援担当として、学術振興局に

大震災・放射能汚染復旧支援担当の継続雇用職員(事務支援室：派遣型)1名を配置した。これにより、学内

連絡・調整体制及び学外の窓口体制が整い、復興支援の円滑化が図られた。 

 

・業務監査の充実（関連年度計画：59） 

・内部統制循環整備プロセス概念図及び監査方針及び監査計画に基づき、予定された各監査を実施すると

ともに、指摘事項及び改善事項については具体的な改善報告を求め継続的なモニタリングを実行した。 

① 監査機能の見直しについて 

定期監査における監査員の増員を図る（従前延べ25名から45名へ増員）とともに、監査員事前説明会

において新規に「監査員心得」を作成し、「監査員の心得、守秘義務等の注意事項及び監査技法等」に

ついてのレクチャーを実施した。 

② 監査機能の充実について 

定期監査においては、新たに被監査部局事務責任者に対し、監査責任者からのヒアリングを実施し、

当該責任者の把握するリスク及び課題等について聴取の後、実地監査を行った。 

 また、監査終了後の継続的なモニタリングにより発見した事項（預り金等）について、速やかなフォ

ローアップ監査を実施した。 

③ 改善に生かす仕組みの活用について 

  現金出納（預り金）監査におけるフォローアップ監査の実施－附属小学校2回 

  定期監査におけるフォローアップ監査－図書館関係1回 

 

 

 

２．「共通の観点」に係る取組状況  ※平成22～24事業年度の状況について総括的に記載 

（業務運営の改善及び効率化の観点） 

○ 戦略的・効果的な資源配分、業務運営の効率化を図っているか。 

 

・ペーパーレス会議の拡充・拡大（関連年度計画：48-2） 

 平成21年度に事務局第1会議室に整備されたペーパーレス会議システムを活用して、平成23年度は、新た

にVCS管理運用委員会、大学院委員会、危機管理室会議、情報セキュリティ委員会、研究企画推進会議、部

課長事務長会議等で会議を開催するようになった。平成22年度の印刷経費・用紙等で約400万円、作業時間

で約120時間節約できた。事務局第2会議室に、iPadを24台設置し、iPadの一括管理ラックも用意し、事務

局第1会議室の予備室として、ペーパーレス会議システムを活用できる環境を整えた。 
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・震災復興等のため第１～３次までの補正予算を措置（関連年度計画：27-4） 

第1次補正予算 東日本大震災復旧費として国から措置された施設整備補助金    11億5,300万円

運営費交付金     1億6,900万円

第2次補正予算 国からの災害復旧費対象外である建物・設備復旧経費として 

工事・設計費  1億1,200万円

60万円未満設備費及び役務費  9,100万円

第3次補正予算 東日本大震災復旧費として国から追加措置された施設整備補助金  5億2,500万円 

運営費交付金 3億2,300万円 

(うち被災学生授業料・入学料免除分 9,600万円)

 

 東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故後の復興等にあたって、即効性のある研究成果が

期待できる研究課題を対象に、従来、特定課題研究助成費として一般に助成していたものを、「茨城大学

特定課題研究助成費(震災復興復旧等調査・研究)」に振り替えて1,092万円の助成を実施した。助成にあた

っては、復興支援運営委員会の下に設置した「放射性物質対策チーム」と「地震・津波被害対策チーム」

において、その配分を受けた32プロジェクトがそれぞれ活動した。その成果は、平成24年3月28日に一般公

開で開催された調査・研究報告会で発表された。 

 この他に、学長裁量経費から「復興支援調査研究助成費」として、「放射性物質対策チーム」と「地震・

津波被害対策チーム」の16プロジェクトに、約1,100万円を配分し、調査活動を実施した。 

 

 

 

○ 外部有識者の積極的活用や監査機能の充実が図られているか。 

 

・外部有識者の活用状況（関連年度計画：58、17-1） 

 外部有識者の活用により運営の活性化が図られている。 

経営協議会の外部委員には、茨城県副知事を始めとして、県内に所在する独立行政法人、NPO法人、企業、

教育界、マスコミ等の代表等に参画いただき、毎回、審議事項とは別に討議の時間を設け、大学が設定し

たテーマについて民官学の経営者等の視点からの幅広いご助言をいただき、大学運営の改善に役立ててい

る。 

・平成23年度第3回経営協議会 討議事項 東日本大震災に関する本学の対応について 

・平成23年度第6回経営協議会 討議事項 茨城大学における震災復興支援について 

・平成23年度第8回経営協議会 討議事項 平成24年度政府予算と茨城大学の運営費交付金について 

・平成23年度第12回経営協議会 討議事項 最近の茨城大学における諸問題について 

具体的な活用事例は、下記公表状況に掲載しているとおりであるが、 

「原子力技術の開発や原子力に対する正しい考え方を積極的に発信していただきたい(第3回)」、 

「放射性物質の検査や住民説明会での専門家の協力は、地方自治体の説明とあわせて協力が必要である(第

6回)」との意見については、 

「大震災・放射能汚染復興支援会議」を設置し、その下の「復興支援運営委員会」の中に、「放射性物

質対策チーム」と「地震・津波被害対策チーム」を組織した。放射性物質対策チームをはじめ、学内の専

門分野の教員により、放射性物質に関する講演・相談活動に積極的に取り組み、さらに地方公共団体や学

校、農業団体からの要請により、教員を講師として派遣した（約200件）。 

復興プロジェクト経費として特定課題研究助成費(震災復興復旧等調査・研究)及び学長裁量経費を措置

し、放射性物質対策チーム16プロジェクト、地震・津波被害対策チーム16プロジェクトがそれぞれ活動し

た。その成果については、平成24年3月28日に一般公開で開催された調査・研究報告会で発表された。また、

茨城県と復興支援に関する意見交換会を開催し、地震・津波被害対策チームでは、県内の学校教員に対す
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る防災講習会の開催などを検討している (平成24年度 4月から7月まで実施中) 。 

 

大学院委員会の将来構想専門委員会のもとに博士後期課程WGを設置し、博士課程改組案の検討を行うと

共に、外部有識者からなるアドバイザリーボード委員会を設け、外部有識者からの改組案に対する意見聴

取や助言を受け、社会ニーズを踏まえた改組案の策定を目指している。 

 アドバイザリーボード委員会は地方公共団体（県および東海村）2名、大学関係者2名、公的研究機関2名、

地元企業3名の合計9名で構成され、平成23年度は、8月10日と3月30日に委員会を開催している。 

 

・経営協議会の審議状況・運営への活用状況及び関連する情報の公表状況（関連年度計画：58） 

 経営協議会の審議状況・運営への活用状況及び関連する情報の公表では、 

審議状況については、茨城大学ホームページ→総合案内→情報公開→諸会議議事要録→経営協議会 に、

運営への活用状況については、茨城大学ホームページ→総合案内→情報公開→経営協議会(学外委員)か

らの意見を法人運営の改善に活用した取組等 に掲載し公表している。 

 

・業務監査の充実（関連年度計画：59） 

特記事項に記載のほか、以下の取り組み等を実施した。 

・効果的な監査の実施結果 

定期監査において「国立大学法人茨城大学教職員旅費規程」、「同役員旅費規程」についての指摘を

行い、同規程の改正を図った。 

 

・法改正及び省令改正への対応 

公文書管理法の制定及び学校教育法施行規則改正への対応として、「国立大学法人茨城大学法人文書

管理規則」及び「教育情報の公表状況」を業務監査の監査項目として掲げ監査を実施した。 

 

 

 

３．改善を要する点 

 取組みが遅れていたり、支障が発生して計画の変更をせざるを得ない事項等について、具体的に記載し

てください。 

 

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。（文科省の指摘） 

  平成22年度の実績のうち、 

  『大学院博士課程について、学生収容定員の充足率が90％を満たさなかったことから、今後、速やか

に定員の充足に向け、入学定員の適正化に努めることや、入学者の学力水準に留意しつつ充足に努める

ことが求められる。（なお、平成23年度は90％を満たしている。）』との指摘については、 

 ① 博士後期課程への入学試験について、外国にいる外国人志願者が無理なく受験できる方法を新たに

設定し、外国人留学生増を図った。 

② 理工学研究科の世界的な研究を明確にするために、従来の研究スコープを継承発展させ、工学部に

４つの附属教育研究センターを発足させた。 

③ 平成22年3月、5月の諸会議で検討し、大学院生への経済援助の拡大を平成23年度から実施すること

を決定。[入学料と授業料の減免、TA予算の増額] 

   平成22年10月入学者4名。この時点で、91.2％と改善した。 

④ 平成22年12月の教育研究評議会で、大学院教育の充実と大学院入学定員の確保について議論され、

学生の獲得に向けた取組みの促進策として、一定数以上の院生(修士・博士)の指導教員になっている

教員を「Professors of The Year」として表彰し、教育研究費を贈呈する制度が創設され、修士担当 

59名、博士担当16名を表彰した。 
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⑤ これらの対応の結果、平成 23 年 5月 1日付けの大学院博士課程の定員充足率は、97.4％となった。

平成 24 年 5月 1日現在では、110.5％である。 

 

＜平成22年度に改善を要するとした年度計画の改善状況＞ ◇ = 改善した ◆= 未改善 

・各理事が担当する事項以外の事項の遅延 

○H22職員研修方針（関連年度計画：44-1） → 検討中 

 第2期の職員研修方針を策定すべく検討を重ね、原案までは作成したが、6年間を見通した方針に相応

しい内容に充実するため、決定するまでには至らなかったが、引き続き検討を進め、平成23年度の早期

に決定することとした。 

 

◇ 平成23年度に、平成23年4月1日付け事務局長裁定「国立大学法人茨城大学事務職員研修ポリシー（職

員研修方針）」を定めた。労務課HPに公開した。http://roumu.admb.ibaraki.ac.jp/kensyu/index.htm 

 

 

○H22女性教員採用促進計画（関連年度計画：45-1） → 不充分 

  各学部等の意見を聞きながらより現実的な「採用促進計画」を策定すべく、検討を進めている。 

○H22女性教職員就業支援制度の検討（関連年度計画：45-2） → 不充分 

  計画そのものが、「検討する、調査する」なので、いずれも検討、調査し、年度末に開催した男女共

同参画推進委員会で議論した。 

 

◇ 平成23年度に、女性教員の採用促進方針に関しては、「次世代育成支援対策推進法第12条の規定に基

づく国立大学法人茨城大学行動計画」（平成23年10月24日付け学長決定）を策定し、ワークライフバラ

ンスに対する理解促進、男女共同参画推進に係る取り組み等を実施することを定めた。この行動計画は、

大学HPに公開している。引き続き、各学部等の意見等の聴取などを通じ、より現実的な採用促進計画を

策定すべく、男女共同参画委員会を中心に鋭意検討を進めている。 

  就業支援策としては、女性教員を採用した学部にインセンティブとして「女性研究者採用促進経費（100

万円：学部と当該者で半分）」を平成22年度に続いて措置（平成23年度実績1名）した。産前・産後休暇

等取得の代替措置（平成23年度実績1名）、アメニティの改修（工学部女子用トイレの増設）等の支援策

を実施した。また、男女共同参画を推進するため、平成24年度から人事課に、課長補佐相当職員を配置

することとした。 

 

 

○H22学部・研究科を超えた教育制度の検討（関連年度計画：46-2） → 不充分 

  各学部単位での検討は進められたが、大学としての検討が進んでいなかったため、年度末に平成24年

度概算要求（案）として、「学部・研究科共同教育体制の構築－学位プログラム導入の基盤整備－」を

取りまとめた。 

 

◇ 平成23年度に、教育改革推進会議では、第1回教育改革推進会議（6月9日開催）において、組織力を発

揮する上で「学部間の連携と統合」がカギとなることが確認された。 

 教育改革推進会議で、今後、専門科目（必修・選択必修）について、学部間共同体制の構築の基本枠

組（コアコンセプト）をまとめることが確認された。 

  第3回全学教務委員会で、平成24年度の非常勤講師の時間数削減の審議の中で、教職に関する科目を共

通開設すること及び複数学部で同じ科目についても一本化することが了承された。科目精選を積極的に

図るため、平成24年度教職科目の開講を学部間連携により開講することが決定された。一部の科目では

あるが学部間共同で授業科目を担当することとなった。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(2)  財務内容の改善に関する目標 

 ① 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

中期

目標 

20．外部資金等の自己収入を増やす。 

 

中期計画 年度計画 

＜外部資金による自己収入の増加

＞ 

【49：R310049】49．外部研究資金

の獲得に組織的に取り組み、自己

収入を増やす。 

施策として以下の取組を実施す

る。外部資金獲得増 

 

 

単位：千円 

 H22 H23 

共同研究 178件 200件 

110,771 122,100 

イノベで増 

受託研究 56件 66件 

452,133 433,474 

農で大幅に減、工増 

寄附金 128件 129件 

73,983 114,759 

事務局・教育・工で大幅に減、iFRCが増 

合計金額 636,887 670,333 

 

共同 H16 78件 121,952千円 

共同 H21 178件 133,280千円 

 

受託 H16 42件 154,049千円 

受託 H21 58件 517,875千円 

 

寄附 H16 170件 138,760千円 

寄附 H21 146件  91,024千円 

【49-1：R310049-0】科学研究費補助金、共同研究、受託研究、その他外部資金の獲得

増を図るための取組を強化し、科学研究費補助金については申請件数の増を図る。 

計画施策：外部資金獲得増【49-1：R310049-0】科学研究費、共同研究、

受託研究、その他外部資金の獲得増を図る。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇外部資金獲得を促進するために研究企画推進会議の下、平成22年4月に競争

的資金獲得専門委員会を設置し、外部資金獲得戦略の策定に取り組む体制を整

備した。 

平成22年度においては、我が国の競争的資金予算の約4割を占める科学研究

費補助金の獲得促進に関わる方策について検討がなされ、①科学研究費補助金

申請助言制度の創設、②研究計画調書作成を重視した実践的な説明会の実施、

③科研費ホームページの充実が提言された。 

この提言を受けて、①助言制度を創設し、申請予定者の8名が、9月24日から

10月12日の間に「研究計画調書」の記載方法等に関するアドバイスを14名の助

言者から受けたこと。②9月29日に開催した科研費学内説明会では、これまで

豊富な採択実績を有する3名の教員が、自らが作成した採択計画調書に基づき、

作成のポイントや留意事項について具体的な説明を行ったこと。さらに、③そ

の他、科研費申請専用ホームページを設置して一元的に科研費情報を提供する

とともに、科研費申請助言制度を活用しなかった者の計画調書のブラッシュア

ップのために、申請のあった全ての計画調書を対象に、審査のポイント等を勘

案した踏み込んだ内容チェックを行った。 

平成22年度科研費の採択実績は、185件、4億6,043万円(間接経費30％含む)

であり、平成21年度の152件、4億4,960万円を上回った。ただし、平成23年度

申請件数は415件（新規・継続）で、平成22年度の439件を下回った。 

科研費については、獲得増のための取組を強化した。ただし、申請数が減少

したのは第2期計画の2年目以降の課題となった。 

◇リーマンショックの影響もあり、全国的に共同研究、受託研究、その他外部

資金の獲得金額が減少している中でも、産学官連携イノベーション創成機構の

共同研究推進部門のコーディネーター等が県内外の企業を訪問し、大学シーズ

のPRと企業ニーズの調査をしている。平成22年度実績は245件で、平成21年度

実績の192件を大幅に上回った。平成22年度の技術相談件数は186件で、平成21

年度の実績は182件であった。 

今年度の特徴として、海外との共同研究が3件あり、英文の契約書ひな型を

イノベーション創成機構で作成した。 

大学が研究成果や人材を地域に役立てる「地域貢献度」について、平成22

年11月に日本経済新聞社産業地域研究所が全国754の大学を対象に調査し公表

した。茨城大学は8位にランクされた。昨年は14位であった。 
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Ａ 

◇・5月26日開催の研究企画推進会議において、本学の政策配

分経費である学術研究推進経費の配分について審議し、同経費

の一部を外部資金獲得に向けた取組に措置することを決定し

た。具体的には、若手教員の科研費申請や大型の科研費申請で

一定の評価を得た者への研究費の支援や競争的資金の説明会

等参加者への旅費の支援として計530万円を措置することとし

た。 

・さらに、研究企画推進会議の下に設置する競争的資金獲得専

門委員会（6月29日開催）では、平成23年度における競争的資

金の獲得策について審議、検討を行った。特に昨年度に申請件

数が減少した科研費については、①科研費申請助言制度の活用

を促進、②研究計画調書の作成をより重視した実践的な科研費

説明会の実施、③計画調書のブラッシュアップなどの採択件数

の充実策を実施した。 

 具体的には、①科研費申請助言制度は、科研費申請を予定し

ている者が、学内の豊富な採択実績を有する者から「研究計画

調書」の記載方法等についてアドバイスを行うものであり、実

際に延15名の申請者に対して、延23名の助言者が対応した。 

 また、②9月21日に開催した科研費学内説明会では、これま

で豊富な採択実績を有する3名の教員が、自らが作成した採択

計画調書に基づき、作成のポイントや留意事項について具体的

な説明を行い、③科研費申請助言制度を活用しなかった者の計

画調書のブラッシュアップのために、申請のあった全ての計画

調書を対象に、審査のポイント等を勘案した踏み込んだ内容チ

ェックを行った。 

・平成23年度科研費の採択実績は、212件、5億7,122万円であ

り、平成22年度の185件、4億6,043万円を上回った。また、平

成24年度申請件数は436件（新規・継続）で、平成23年度の41

5件を上回った。 

・平成23年度の共同研究、受託研究、奨学寄附金の獲得額は、

合計670,333千円で、平成22年度の636,887千円を上回った。 

科研費の申請件数も前年度を上回った。 

◇計画に沿って活動を推進した。 

 共同研究実施件数は平成24年3月末現在で過去最多の200件

となった(前年比＋22件)。 

 震災対応プロジェクトを実施し、震災復興関連の共同研究が

17件創成されたことも共同研究実施件数増加に寄与している。

 

  



276 

 

Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(2)  財務内容の改善に関する目標 

 ② 経費の抑制に関する目標 

 

中期

目標 

21．「総人件費改革」の趣旨を踏まえ、第２期期間中に人件費の削減を行う。 

22．管理的経費の節減・合理化に努め、経費を効率的に執行する。 

23．財政運営の基本計画を作成し、運営経費を適正かつ効率的に配分し執行する。 

 

中期計画 年度計画 

＜人件費改革＞ 

【50：R320050】50．「総人件費改革」の

趣旨を踏まえ、平成23年度までの人件費削

減を行う。 

施策として以下の取組を実施する。「総

人件費改革」の趣旨を踏まえた人件費削減

【50-1：R320050-0】第１期からの人件費削減方針を堅持し、計画に従って人

件費を削減する。 

計画施策：「総人件費改革」の趣旨を踏まえた人件費削減

【50-1：R320050-0】第１期からの人件費削減方針を堅持し、

継続して削減する。平成23年度をもって、「総人件費改革」の

趣旨を踏まえた人件費削減は終了する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ｓ 

平成22年度は、対平成17年度人件費3目の△5％減目標に対し、

△13.4％減（人勧を除くと△10.2％減）である。 

【教員】不補充年次計画により平成22年度末までに60人分確保、学

長運用教員使用数は15人 

【職員】定数削減年次計画により平成22年度までに15人分確保、新

規ポスト等使用数は5人 

 計画以上に人件費の削減は実施されている。 

 

 

 

 

Ｓ 

◇平成23年度は、対平成17年度人件費3目の△5％減目

標に対し、△11.5％減（人勧を除くと△8.1％減）であ

る。 

【教員】不補充年次計画により平成23年度末までに60

人分確保、学長運用教員使用数は15人 

【職員】定数削減年次計画により平成23年度までに15

人分確保、新規ポスト等使用数は5人 

 計画以上に人件費の削減は実施されている。 

 

第1期からの人件費削減方針を堅持し、継続して削減

する。平成23年度をもって、「総人件費改革」の趣旨

を踏まえた人件費削減は終了する。 

総人件費改革の趣旨を踏襲した人件費削減方針に沿

った人件費の削減が、計画以上に進んでいる。 

＜経費節減＞ 

【51：R320051】51．管理的経費の節減・

合理化に努め、経費を効率的に執行しなが

ら、低炭素活動を実践する。 

施策として以下の取組を実施する。管理

経費の節減・合理化、省エネルギー対策の

強化、低炭素活動の実践 

【51-1：R320051-1】第１期からの経費節減推進本部を継続し、第２期におけ

る管理経費の節減・合理化について多様な取組を計画し、取り組む。 

計画施策：管理経費の節減・合理化【51-1：R320051-1】第２

期における管理経費の節減・合理化についての多様な取組方針

にしたがって、管理経費の節減・合理化に努める。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

1）複数年契約等について 

 前年度から引き続き、複数年契約により経費節減が図れるもの、

事務の合理化が図れるもの等の契約内容の検討を行い、複数年契約

又は仕様見直しを実施した。 

2）事務用品の一括調達契約の実施について 

 水戸地区においては、3ヶ月毎に事務用品の一括調達を実施し、第

1期（4月～6月）254千円、第2期（7月～9月）210千円、第3期（10

月～12月）106千円、第4期（1月～3月）294千円の節減を図った。 

3）前年度まで随意契約を実施していた契約について、契約内容を検

討し、競争契約に移行できるものは移行した。 

4）経費節減推進本部では、平成22年度経費節減推進計画に基づき、

経費節減対策の実行に努め、次のような取り組みを行った。 

①4月6日の入学式において、「新入生の皆様へ」と題して、地球温

暖化防止及び経費節減への協力要請チラシを新入生へ配布した。 

②光熱水量（料）について毎月の実績額及び前年度との比較表を学

内グループウェアに掲載し、節減対策に対する啓蒙を実施している。

③省エネ対策費として1,000万円の予算措置を行った。 

④今年度は例年になく高温の日が続いたため、健康面を配慮し7月1

日～9月15日までの冷房運転期間を9月30日まで延長し、それに伴い

巡視による冷房運転状況の点検も9月30日まで実施した。点検項目 

(1)不在時の冷房運転停止 (2)冷房の温度設定（28℃目途） 12月1

日から3月31日の冬季暖房期間においても、適正な室温になっている

か週1回の巡視を行い、暖房運転状況の点検を実施している。 

⑤8月12日～16日（土・日を含む）の間、一斉休業を実施し、光熱水

量（料）の節減を図った。 

⑥大型改修事業において、省エネルギー設備への改修を行っている。 

⑦茨城県内4機関共同調達連絡協議会において、共同調達3品目（ト

イレットペーパー・PPC用紙・蛍光管）についての共同調達を平成23

年度より実施するため、平成23年2月25日に協定書及び覚書を締結し

た。（年間約80万円の経費節減が見込まれる）【県内４機関：茨城

大学、筑波大学、筑波技術大学、高エネルギー加速器研究機構】 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇① 経済産業省から7月1日から9月22日の間で昨夏

の使用最大電力の15％以上削減する使用制限が発動さ

れたことを受け、「東日本大震災の影響による夏期の

節電対策」を実施した。また、9月23日以降についても、

新たに節電対策を決定し実施した。その結果、電気料

のみならずガス料、水道料について節減が図られた。

平成24年3月末における光熱水料は、前年度比、電気料

3％減、ガス料21％減、水道料24％減となり、光熱水料

全体では11％減となった。(節減額約3,800万円) 

② 照明に係る電気量（料）の削減を目的として、講

義室における高効率照明器具への更新、廊下・便所に

おけるLED照明への更新及び自動点滅装置の設置等を

行った。 

③ 温室効果ガス及び光熱水料の削減を進めるため

に、施設・設備の改修、交換等の財源を毎年確保する
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こと及び節減を行った学部等に対しインセンティブを

付与することを目的とした「温室効果ガス削減に向け

た新たな取組について（24.1.25学長裁定）」を決定し

た。 

④ 平成23年2月に本学、筑波大学、筑波技術大学、高

エネルギー加速器研究機構間で締結した「物品等の共

同調達に関する協定書」及び「物品等の共同調達に関

する覚書」に基づき、トイレットペーパー、PPC用紙及

び蛍光管の3品目について共同調達を行い、経費の削減

を図った。(削減額89万円) 

⑤ 12月1日から平成24年3月31日の冬期暖房期間に、9

月に設置した茨城大学グリーン化推進委員により暖房

運転状況の巡視・点検を行い、(ｱ)不在時の暖房運転停

止、(ｲ)設定温度19℃の遵守指導を行った。 

⑥ 事務組織改革等推進に係るWGの指示に基づき、経

費削減を目的として、(ｱ)電子複写機のメーカー統一契

約の実施（平成24年度は平成23年度より491万円の削減

が見込まれる）、(ｲ)印刷物等発送業務に係る学内通知

の発出を行った。 

⑦ 前年度から引き続き、複数年契約により経費節減

が図れるもの、事務の合理化が図れるもの等について

契約内容の検討を行い、複数年契約又は仕様見直しを

実施した。 

⑧ 前年度から引き続き、水戸地区において、3ヶ月ご

とに事務用品の一括調達を実施し、経費の節減を図っ

た。 

⑨ 8月12日～16日（土・日を含む）の間、一斉休業を

実施し、光熱水量（料）の節減を図った。 

⑩ 光熱水量（料）について、毎月の実績値（額）及

び前年度との比較表を学内グループウェアに掲載し、

節減に対する啓蒙を実施している。 

光熱水料や一般管理費の削減が図られ、年度計画は

達成できた。 

【51-2：R320051-2】既存の省エネルギー対策を再点検し、効果的省エネルギ

ー対策を検討する。第２期の省エネルギー対策年次計画案を策定する。 

計画施策：省エネルギー対策の強化【51-2：R320051-2】第２

期省エネルギー対策計画案を確定し、取組み可能なものから実

施する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

エネルギー管理員資格既取得者2名に加え、農学部2名、工学部1

名、水戸地区6名がエネルギー管理員の資格を取得した。エネルギー

管理員指導により、省エネルギー対策強化を推進する。エネルギー

使用の分析を行い、効果の大きい省エネルギー対策として、水戸地

区の空調の集中制御化工事を行った。 

年度末までに、効果的省エネルギー対策を検討し、第2期の省エネ
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ルギー対策年次計画案を策定した。省エネ対策の強化及びエネルギ

ー使用の合理化を図るため、エネルギー管理標準を作成した。これ

により、全学でエネルギー使用の合理化に取り組み、省エネルギー

を図る。 

（財）省エネルギーセンターが行っている省エネルギー診断（無

償）が採択され、工学部の診断を平成23年1月に行った。診断結果を

踏まえ、順次、省エネルギー対策に取組む。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・省エネルギー対策計画として、エネルギーのグリ

ーン化計画・省エネルギー対策年次計画を平成23年11

月に茨城大学グリーン化推進委員会に諮り、計画が確

定した。平成24年1月の役員会で計画が了承された。 

・夏期節電対策及び省エネルギー対策として、高効率

照明器具への改修、廊下部分のLED照明・自動点滅の取

付、窓の二重化、個別空調集中管理システム（水戸地

区）導入を行った。 

・水戸地区の各学部に電力量監視装置を設置し、使用

量の設定枠を定め、縮減を図った。 

・冬季の省エネルギー対策として、暖房効率の悪い大

講義室等に対して空気循環設備を設置した。 

・大学全体で照明の照度を確認し、法律で定められた

明るさまで照明器具の間引きを行い、電力量の縮減を

図った。間引きにより基準の明るさが確保できない部

分は、電力消費の少ないLEDスタンドを購入し改善を図

った。 

【51-3：R320051-3】第２期の低炭素活動実践計画を策定し、各キャンパスで

は低炭素活動の取組案を検討する。低炭素活動を経費の効率的運用に反映する

取組とする。 

計画施策：低炭素活動の実践【51-3：R320051-3】低炭素活動

実践計画にしたがって、取組み可能なものから実施する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

◇低炭素活動実践の年度計画をうけ、7月に環境活動推進プロジェク

トチームを設置し、「エネルギーのグリーン化計画」及び「低炭素

活動実践計画」を内容とする「茨城大学グリーン化推進計画」の策

定作業を開始した。平成23年3月末の役員会において「茨城大学グリ

ーン化推進計画」が審議・了承された。ホームページ掲載と共に、

メール、掲示板による周知を行った。 

・「低炭素活動実践計画」では、電気使用量の削減が温室効果ガス

排出量抑制の取組みとして最も重要であるとしている。 

・「エネルギーのグリーン化計画」では、省エネルギー推進として

は、施設の使用と管理にあたり配慮する事項として、空調の温度管

理、照明の消灯、OA機器等電気製品の共用など、施設・設備の改善

では、個別空調集中管理システムの導入、人感センサー、明るさセ

ンサーの導入など、施設の新築・改修に当たっての配慮としては、

省エネルギー対策の徹底、省エネルギー診断に基づく改修など、事

務・事業にあたっての配慮としては、用紙類の使用量の削減などの

施策を掲げている。 

・平成22年度は、省エネ対策として1,000万円の予算措置による空調

の集中管理装置の設置、耐震改修工事、営繕工事の際の省エネ対策

としての遮熱ブラインドの取付等を進めた。ペーパーレス会議を役

員会、経営協議会、教育研究評議会等で導入しており、コピー用紙

の大幅な削減を図っている。 

 上記計画等を基として、現在｢夏季の節電15％削減｣に対応するた

め、空調・照明の35％カット、冷房の28℃徹底に取り組んでおり、7

月11日(月)現在、梅雨が明けたのにも関わらず、昨年と比較して、

水戸キャンパスの契約電力1,590kwに対して992.2kwの使用量となっ

ている。△37.6％節減している状況である。（7/19(火)現在、

1,013.9kw△36.2％） 

◇茨城大学地球変動適応科学研究機関(ICAS)では、城里町や筑西市

などと地域の持続可能な実践や茨城産業会議等との連携講演会(11

月17日)の企画運営、ICASNewsなどを通じた緑のカーテンなどの省エ

ネルギー化の具体例の紹介など、アウトリーチ活動を行ってきた。

今後は、全学的な低炭素行動を立案し、その推進の一翼を担う。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・低炭素活動実践計画として、エネルギーのグリー

ン化計画・省エネルギー対策年次計画を、平成23年11

月に茨城大学グリーン化推進委員会にはかり、計画が

確定した。平成24年1月の役員会で計画が了承された。

・夏期節電対策及び省エネルギー対策として、高効率

照明器具への改修、廊下部分のLED照明・自動点滅の取

付、窓の二重化、個別空調集中管理システム（水戸地

区）導入を行った。 

・冬季の省エネルギー対策として、暖房効率の悪い大

講義室等に対して空気循環設備を設置した。 

・水戸地区の各学部に電力量監視装置を設置し、使用

量の設定枠を定め、縮減を図った。 

・大学全体で照明の照度を確認し、法律で定められた

明るさまで照明器具の間引きを行い、電力量の縮減を
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図った。間引きにより基準の明るさが確保できない部

分は、電力消費の少ないLEDスタンドを購入し改善を図

った。 

◇茨城大学地球変動適応科学研究機関(ICAS)では、「地

域サステナ」と称して城里町商工会、筑西市商工会と

ともに地域における環境保全活動を行っている。この

活動により早稲田大学・ブリジストンW-BRIDGE研究助

成プロジェクトの構成員として3年間活動することが

できた。この一環で平成22年度より環境リサーチラボ

ラトリー棟西側にて「緑のカーテン」を設置していた

が、ゴーヤの活用法の提案など今年度の全学的な節電

活動の先駆けとなった。さらに、「地域サステナ」お

よび東日本大震災に端を発したエネルギー問題が契機

となって、平成23年7月より「いばらき自然エネルギー

ネットワーク」準備会を開始し、自治体、企業などを

含めた研究会などを通じた茨城県内のネットワーク形

成を図った。本ネットワークは、平成24年3月に正式発

足し、設立記念シンポジウムを開催するに至っており、

低炭素社会づくりの実践として貢献している。 

「地域サステナ」、「いばらき自然エネルギーネッ

トワーク」等を通じて、省エネルギー、再生可能エネ

ルギーの利活用に関する茨城県内のネットワーク形成

は大きく進展した。今後は、求心力のある実践を如何

に積み上げるかにかかっている。 

今後は、求心力のある実践を積み上げ、経費節減に

繋げることが課題である。 

＜計画的財政運営＞ 

【52：R320052】52．第２期財政運営の基

本計画を毎年度見直し、第２期中の計画的

財政運営を図る。 

施策として以下の取組を実施する。第２

期財政運営基本計画の遂行と毎年度見直

し 

【52-1：R320052-0】平成21年度中に策定された第２期財政運営基本計画を遂

行するとともに、国の施策や人口統計などを加味した次年度計画の修正を行

う。 

計画施策：第２期財政運営基本計画の遂行と毎年度見直し

【52-1：R320052-0】第２期財政運営基本計画を遂行するとと

もに、毎年度見直し、改善を図って、次年度計画に反映する。

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

財政運営計画の策定においては、運営費交付金の効率化など不確

定要素に前提条件を付け作成している。可能な限り確定された要素

による計画を策定するために、翌年度の予算編成などを考慮した上

で修正を行い、3月の経営協議会に提出した。3月31日開催の役員会

で審議・了承された。 

 

 

Ａ 

◇財政運営基本計画の策定においては、運営費交付金

の効率化など不確定要素に前提条件を付け作成してい

るが、可能な限り確定された要素による計画を策定す

るには、翌年度の国の予算編成などを考慮する必要が

ある。 

 12月下旬に国の予算編成が明らかとなったため、平

成24年1月に財政運営計画（シミュレーション）を策定
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し、見直しを図った。 

 なお、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関す

る法律公布による影響については年度内に方向性が示

されなかったため、示され次第見直し及び改善を行う。

◇平成23年12月21日付けで、運営費交付金の会計基準

に関し、業務達成基準取扱要項を策定し、翌年度への

債務繰越により、年度を越えた業務の計画的執行を図

ることとした。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(2)  財務内容の改善に関する目標 

 ③ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中期

目標 

24．財務状況を的確に把握し、資産を適正に保つ。 

25．資産の効率的・効果的な運用を図る。 

 

中期計画 年度計画 

＜財務状況の管理と改善＞ 

【53：R330053】53．財務諸表と収入支出

予算と決算を分析し、学内資源配分の改善

を図る。 

施策として以下の取組を実施する。決算

ヒアリングと財務分析の活用、政策配分経

費事業の評価による見直し、政策的予算配

分編成方針の策定 

【53-1：R330053-1】前事業年度の財務諸表を分析し、予算と決算の乖離が著

しい場合などに随時決算ヒアリング・調査を行い、改善を図るとともに、計画

的な財務状況を維持し、分析結果を翌事業年度の予算編成に反映させる。 

計画施策：決算ヒアリングと財務分析の活用【53-1：R330053-1】

前事業年度の財務諸表を分析し、予算と決算の乖離が著しい場

合などに随時決算ヒアリング・調査を行い、改善を図るととも

に、計画的な財務状況を維持し、分析結果を翌事業年度の予算

編成に反映させる。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

平成21年決算ヒアリングを見直し、予算決算の乖離が著しい場合

は、別紙【予算決算の乖離等確認項目】により、各部局に対してそ

れぞれの質問事項を求め、それに対する回答をする体制に変更した。

各部局からの回答に対して、予算決算から生じた差額の要因に改善

が必要とされるものがあるかの検証作業を実施した。その結果、決

算ヒアリングをするまでもなく該当する予算管理責任者宛に改善を

通知し、平成22年度の予算執行及び平成23年度の予算編成に反映さ

せた。 

 

 

Ａ 

◇前事業年度の財務諸表を分析し、予算決算の乖離が

著しい部局に対して12月に調査を行った。 

 また、予算決算から生じた差額の要因に対し改善が

必要とされる部局について検証作業を実施した。 

 最終的に、改善が必要とされる部局に対し、当該予

算管理責任者宛に改善通知書等を平成24年3月に送付

し、翌年度の予算編成及び予算執行に反映させるよう

指導した。 

【53-2：R330053-2】前年度の政策配分経費事業を評価し、当該年度及び次年

度の事業計画に生かす。 

計画施策：政策配分経費事業の評価による見直し【53-2：R330

053-2】前年度の政策配分経費による事業を点検評価し、次年

度の事業計画に生かす。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

◇学長秘書室で管理している学長裁量経費は、各部署からの要求に

基づき副学長・学長補佐会議で審議し、配分の有無、金額等を決定

している。3月末現在の配分済額は26,677,540円である。年度終了時

点で学長に評価していただいた上で、副学長・学長補佐会議に報告

し、次年度の事業計画に活かす。 

◇教育改革推進会議（6月10日）で平成22年度教育改善経費の公募要

領をさだめ、学内公募を実施した。教育改革推進会議（7月15日）の

審査結果に基づき、24件の申請に対して17件、総額17,610千円分を

採択した。平成22年度は申請件数24件で前年度の倍の申請があった。

(平成21年度申請11件) 

なお、次年度以降の審査にあたってはヒアリング等の実施、事業

内容及び事業規模等教育改善経費の在り方について検討を加えてい

くこととした。 

◇8月24日に財務部から、平成21年度政策配分経費等の点検評価報告

書の「学長による評価結果と改善指示」欄の記載について、評価室

長へ依頼があり、11月29日から行われた「平成22年度評価・財務合

同ヒアリング」において、評価室長から報告書の疑問点等について

の質疑応答を経たうえで評価コメントを記載し、事業実施者へフィ

ードバックした。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇学長秘書室で管理している学長裁量経費は、各部署

からの要求に基づき副学長・学長補佐会議で審議し、

配分の有無、金額等を決定している。3月末現在の配分

済額は19,891,570円である。年度終了時点で学長に評

価していただいた上で、副学長・学長補佐会議に報告

し、次年度の事業計画に活かす。残り約3,000万円は、

第3～5次の補正予算へ繰り入れた。 

◇・研究企画推進会議は、平成22年度の政策配分経費

を措置した茨城大学重点研究及び推進研究プロジェク

トについて、次年度の事業計画に生かすことを目的と

して、研究代表者に対して平成22年度学術推進経費活

用報告書と併せて、6月6日付けで自己点検報告書の提

出を求め、4ランク（A・B・C・評価不能）で評価した。

・7月29日開催の研究企画推進会議では、推進研究プロ

ジェクトへの研究費支援を決定するにあたって、自己

点検報告書の評価結果を反映させた。 

年度計画どおり、平成22年度の政策配分経費による

事業を評価し、平成23年度の配分に生かした。 

◇総務課における学長裁量経費の要求は、大震災関

係・博士後期課程の改組関係・NHKとのイベント関係・

情報ひろばへの展示関係の4件で、各事業毎に点検評価

を実施した。 

総務課における学長裁量経費の要求は、大学にとっ

て必要な事業を厳選し、終了後は、各事業毎に点検評

価を実施し検証している。各事業とも、順調に終了し

当初目的は達成できる見込みである。 

◇・第1回（6月9日開催）において、平成23年度教育改
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善経費（教育改善経費）の申請について審議し、一般

枠申請16件、設備枠申請11件に対して、一般枠12件、

設備枠10件を採択した。 

・第1回及び第2回（7月7日開催）において教育改革推

進経費の配分方法（評価基準等）の見直しを検討し、

その後、第4回（11月18日開催）の本会議で、今後は経

費区分を見直し教育改革推進経費に改め、平成24年度

教育改革推進経費から実施する旨決定した。 

【53-3：R330053-3】政策的な予算配分方針を策定し、戦略的な予算編成を行

う。 

計画施策：政策的予算配分編成方針の策定【53-3：R330053-3】

政策的な予算配分方針を策定し、戦略的な予算編成を行う。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

11月から12月にかけて部局長及び部局執行部等を対象に評価・財

務合同ヒアリングを実施し、ヒアリング結果や財務分析結果、収入

予算の状況等を踏まえ、効果的、効率的な資源配分を行うべく、平

成23年度の予算編成方針を策定し、戦略的な予算編成を行った。 

 

Ａ 

◇11月から12月にかけて部局長及び部局執行部等を対

象に評価・財務合同ヒアリングを実施し、ヒアリング

結果や財務分析の結果、収入予算の状況等を踏まえ、

効果的、効率的な資源配分を行うべく、平成24年度の

予算編成方針を策定し、戦略的な予算編成を行った。

＜計画的予算執行＞ 

【54：R330054】54．予備費等の計上によ

り適切に予算を運用し、目的積立金を積極

的に活用する。 

施策として以下の取組を実施する。正確

な年度人件費計上、中間決算の実施、目的

積立金活用方針策定 

【54-1：R330054-1】予算編成時点で正確な年度人件費を計上し、適正な財務

運営を行う。 

計画施策：正確な年度人件費計上【54-1：R330054-1】予算編

成時点で正確な年度人件費を計上し、適正な財務運営を行う。

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

Ａ 
人事課で積算した年度人件費について確認を行い、正確な年度人

件費を支出予算へ計上した。 

 

 

Ａ 

◇人事課で積算した年度人件費について確認を行い、

正確な年度人件費を支出予算へ計上した。 

◇本年度についても、国家公務員の給与制度に依拠し

た額をもとに、予算編成時点における常勤教職員の異

動予定状況を調査したうえで、それらの情報を下に、

役員、常勤教職員、非常勤教職員等別に適切に年度人

件費を計算、計上している。 

各々の集団毎に適切に予算計上がされている。 

【54-2：R330054-2】中間決算を執行し、財務執行状況を的確に把握する。ま

た、執行状況を分析し、補正等を行う。 

計画施策：中間決算の実施【54-2：R330054-2】中間決算を執

行し、財務執行状況を的確に把握する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

平成22年度期首の経過勘定の整理、9月期までの各財源の債務整理

作業等が完了し、集計作業の結果、中間決算期作業が完了している。

決算内容について12月に監査法人による精査も完了している。また、

集計結果である9月期の合計残高試算表を会計検査院に提出済みで

ある。 

 

Ａ 

◇平成23年度期首の経過勘定科目の整理、9月期までの

各財源の債務整理作業を経て、集計作業の結果、中間

決算作業が完了している。 

【54-3：R330054-3】財政運営基本計画に合わせて、第２期中の目的積立金に

よる事業計画を作成し、目的積立金活用の年次方針を策定する。 

計画施策：目的積立金活用方針策定【54-3：R330054-3】目的

積立金の活用年次方針にしたがって、目的積立金を活用する。

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

平成22年度の執行状況を把握するとともに、第2期中の目的積立金

による事業計画を作成し、第2期中期目標期間中における目的積立金

活用方針を平成23年3月開催の経営協議会に提出した。 

 

Ａ 

◇平成23年度の執行状況を把握するとともに、第2期中

期目標期間中における目的積立金活用方針を継続実施

した。 

＜保有資産の運用改善＞ 

【55：R330055】55．保有資産の運用を効

率的に行う。 

施策として以下の取組を実施する。土地

と建物の利用頻度調査及び利用価値の評

価、資金の適切な運用とその有効活用 

【55-1：R330055-1】土地と建物の利用頻度調査及び利用価値の評価を行い、

効率的・効果的な運用を進める。各施設等の管理責任者は、毎年、利用頻度調

査を実施する。 

計画施策：土地と建物の利用頻度調査及び利用価値の評価

【55-1：R330055-1】土地と建物の利用頻度調査及び利用価値

の評価を行い、効率的・効果的な運用を進める。各施設等の管

理責任者は、毎年、利用頻度調査を実施する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

◇「国立大学法人茨城大学における固定資産の減損に係る会計処理

取扱要項」に基づき、土地の使用状況を把握し、年度内に評価を完

了した。 

◇施設の有効活用を行うため、調査要領により12月に建物有効利用

調査を実施した。問題のある部屋等について、各施設等の管理責任

者は改善計画を作成し、施設計画運営専門委員会に提出し、有効活

用の改善を進めている。 

 

 

 

Ａ 

◇１．「国立大学法人茨城大学における固定資産の減

損に係る会計処理取扱要項」に基づき、土地の使用状

況を把握し、評価を行った。 

２．中期計画の「Ⅷ重要な財産を譲渡し、又は担保に

供する計画 １重要な財産を譲渡する計画」に記載し

た、(1)教育学部野外学習施設の土地、(2)水戸第一校

舎（用悪水路）の土地、(3)水戸地区体育施設の土地の

一部、以上3件の譲渡を行った。 

◇施設計画運営専門委員会において、施設の有効活用

に関する要領により、平成24年1月に調査及び評価を完
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了した。利用状況に問題のある部屋等について、各施

設等の管理責任者は3月中に改善計画を作成し、施設計

画運営専門委員会に提出し、同計画にしたがって適宜

改善を行うこととした。 

【55-2：R330055-2】年間資金の流れを予測し、資金の適切な運用と有効活用

を図る。そのために、月例報告を行う。 

計画施策：資金の適切な運用とその有効活用【55-2：R330055-2】

年間資金の流れを予測し、資金の適切な運用と有効活用を図

る。そのために、月例報告を行う。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

「平成22年度資金運用計画」に基づき、以下のとおり資金運用を実

施した。 

〇一般財源 

H22. 3～H22. 6 定期預金（3ヶ月）1,280,000,000円 運用益（預

金利息）225,837円 

H22. 7～H22. 9 定期預金（2ヶ月）  400,000,000円 運用益（預

金利息） 33,972円 

H22.10～H22.12 定期預金（2ヶ月）  800,000,000円 運用益（預

金利息） 40,107円 

H22.10～H22.11 定期預金（1ヶ月）  800,000,000円 運用益（預

金利息） 21,040円 

H23. 1～H23. 2 定期預金（1ヶ月）1,280,000,000円 運用益（預

金利息）35,769円 

H23. 1～H23. 3 定期預金（2ヶ月）1,120,000,000円 運用益（預

金利息）54,312円 

〇寄附金財源 

H22. 3～H23. 3 定期預金（1年） 100,000,000円 運用益（預金利

息）100,109円 

H22. 4～H23. 4 定期預金（1年） 200,000,000円 運用益（預金利

息）160,000円 

役員会において、「資金管理計画表」により、資金運用の実施状

況及び計画について月例報告を行った。 

平成22年10月及び平成23年1月に開催された経営協議会において、

「資金管理計画表」により、資金運用の実施状況及び計画について

報告を行った。 

 

 

 

Ａ 

◇一般財源の資金運用を以下のとおり実施した。 

①平成23年3月に開催された役員会において承認され

た「平成23年度資金運用計画」に基づき、資金運用を

実施する予定であったが、平成23年3月11日に発生した

東日本大震災に伴う復旧費支出増の見込及び運営費交

付金の配分方針の変更により凍結された。 

②平成23年9月、凍結されていた一般財源について資金

管理計画の見直しを行った結果、10月から余裕金が見

込まれるため、運用を開始した。 

③平成23年12月、第4・四半期の資金運用について見直
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しを行い、定期預金の利率増、さらに運用商品を定期

預金から高利回りの金銭信託に変更し、運用益の増を

図った。 

 H23.10～H23.12 定期預金(2ヶ月) 900,000,000円 

運用益(預金利息) 45,115円 

 H23.10～H23.11 定期預金(1ヶ月) 700,000,000円 

運用益(預金利息) 17,835円 

 H22.12～H24. 3 定期預金(3ヶ月) 400,000,000円 

運用益(預金利息) 28,320円 

 H24. 1～H24. 2 定期預金(1ヶ月) 700,000,000円 

運用益(預金利息) 37,972円 

 H24. 1～H24. 3 定期預金(2ヶ月) 700,000,000円 

運用益(預金利息) 70,191円 

 H24. 1～H24. 4 金銭信託(3ヶ月) 200,000,000円 

運用益(信託受益)150,000円(見込み) 

 H24. 1～H24. 4 金銭信託(3ヶ月) 200,000,000円 

運用益(信託受益)158,000円(見込み) 

      計 507,433円 

◇寄附金財源の資金運用を以下のとおり実施した。 

①平成23年4月に開催された役員会において承認され

た「平成23年度資金運用計画」に基づき、資金運用を

実施した。 

 H23. 4～H24. 3 定期預金(1ヶ月を自動継続) 

300,000,000円 運用益(預金利息) 76,364円 

・毎月開催される役員会において、「資金管理計画表」

により、資金運用の実施状況及び計画について月例報

告を行っている。 

・平成23年10月、平成24年1月及び3月に開催された経

営協議会において、「資金管理計画表」により、資金

運用の実施状況及び計画について報告を行った。 
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（２） 財務内容の改善に関する特記事項 

１．特記事項 

 重点的に取り組んだ事項や特記すべき事項を記載してください。 

 ※記載分量については、１枚程度としてください。 

 

・教職員人件費の削減にあたって学長運用教員の継続により、目標を上回る削減率を達成（関連年度計画：

43-3、46-1、50） 

 教職員人件費の削減にあたっては、学長運用教員(60人)の継続により、目標を上回る削減率を達成した。

平成23年度は、対平成17年度人件費三目の△5％減目標に対し、△11.5％減(人勧を除くと△8.1％減)であ

る。【教員】不補充年次計画により平成23年度末までに60人分確保、学長運用教員使用数は15人 

【職員】定数削減年次計画により平成23年度までに15人分確保、新規ポスト等使用数は5人 

 

・震災復興等のため第１～３次までの補正予算を措置（関連年度計画：27-4） 

 東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故後の復興等にあたって、即効性のある研究成果が

期待できる研究課題を対象に、従来、特定課題研究助成費として一般に助成していたものを、「茨城大学

特定課題研究助成費(震災復興復旧等調査・研究) に振り向けて助成した。復興支援運営委員会の下に設置

した「放射性物質対策チーム」と「地震・津波被害対策チーム」が、その配分を受けて32プロジェクトが

それぞれ活動した。その成果は、平成24年3月28日に一般公開で開催された調査・研究報告会で発表された。

 

・経費の節減、自己収入の増加、資金の運用に向けた取組状況（関連年度計画：51-1） 

 経費の節減については、第1期からの経費節減推進本部での活動を継続し、経費節減対策の実行に努め、

次のような取り組みを行った。 

① 経済産業省から7月1日から9月22日の間で昨夏の使用最大電力の15％以上削減する使用制限が発動

されたことを受け、「東日本大震災の影響による夏期の節電対策」を実施した。また、9月23日以降に

ついても、新たに節電対策を決定し実施した。その結果、電気料のみならずガス料、水道料について

節減が図られた。平成24年3月末における光熱水料は、前年度比、電気料3％減、ガス料21％減、水道

料24％減となり、光熱水料全体では11％減となった。節減額は、約3,800万円となった。 

② キャンパスマスタープランに沿って施設整備を進める中で、水戸地区の各学部に電力量監視装置を

設置し、使用量の設定枠を定め、縮減を図った。 

③ 照明に係る電気量（料）の削減を目的として、講義室における高効率照明器具への更新、廊下・便

所におけるLED照明への更新及び自動点滅装置の設置等を行った。 

④ 温室効果ガス及び光熱水料の削減を進めるために、施設・設備の改修、交換等の財源を毎年確保す

ること及び節減を行った学部等に対しインセンティブを付与することを目的とした「温室効果ガス削

減に向けた新たな取組について（24.1.25学長裁定）」を決定した。 

⑤ 平成23年2月に本学、筑波大学、筑波技術大学、高エネルギー加速器研究機構間で締結した「物品等

の共同調達に関する協定書」及び「物品等の共同調達に関する覚書」に基づき、トイレットペーパー、

PPC用紙及び蛍光管の3品目について共同調達を行い、年間約89万円の経費節減が図れた。 

 

 平成23年12月21日付けで、運営費交付金の会計基準に関し、業務達成基準取扱要項を策定し、翌年度へ

の債務繰越により、年度を越えた業務の計画的執行を図ることとした。 

 

 

 

２．「共通の観点」に係る取組状況  ※平成22～24事業年度の状況について総括的に記載 

（財務内容の改善の観点） 
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○ 財務内容の改善・充実が図られているか。 

 

・経費の節減、自己収入の増加、資金の運用に向けた取組状況（関連年度計画：49、55-1、51-3、55-2）

自己収入の増加については、研究企画推進会議(5月26日開催)において、本学の政策配分経費である学術

研究推進経費の配分について審議し、同経費の一部を外部資金獲得に向けた取組に措置することを決定し

た。具体的には、若手教員の科研費申請や大型の科研費申請で一定の評価を得た者への研究費の支援や競

争的資金の説明会等参加者への旅費の支援として計530万円を措置することとした。 

 さらに、研究企画推進会議の下に設置する競争的資金獲得専門委員会(6月29日開催)では、平成23年度に

おける競争的資金の獲得策について審議、検討を行った。特に昨年度に申請件数が減少した科研費につい

ては、① 科研費申請助言制度の活用を促進、② 研究計画調書の作成をより重視した実践的な科研費説明

会の実施、③ 計画調書のブラッシュアップなどの採択件数の充実策を実施した。 

その結果、平成23年度科研費の採択実績は、212件、5億7,122万円であり、平成22年度の185件、4億6,043

万円を上回った。また、平成24年度申請件数は436件（新規・継続）で、平成23年度の415件を上回った。

平成23年度の共同研究、受託研究、奨学寄附金等の外部資金も、獲得額は合計6億7,033万円で、平成22年

度の6億3,689万円を上回った。 

 

 重要財産の譲渡として、教育学部附属野外学習施設（753.81㎡）、水戸第一校舎（用悪水路）（523㎡）、

水戸地区体育施設（69.72㎡）の土地を水戸市等に譲渡した。 

 

 「地域サステナ」と称して城里町商工会、筑西市商工会とともに地域における環境保全活動を行ってい

る。この活動により早稲田大学・ブリジストンW-BRIDGE研究助成プロジェクトの構成員として3年間活動す

ることができた。この一環で平成22年度より環境リサーチラボラトリー棟西側にて「緑のカーテン」を設

置していたが、ゴーヤの活用法の提案など今年度の全学的な節電活動の先駆けとなった。 

さらに、「地域サステナ」および東日本大震災に端を発したエネルギー問題が契機となって、平成23年7

月より「いばらき自然エネルギーネットワーク」準備会を開始し、自治体、企業などを含めた研究会など

を通じた茨城県内のネットワーク形成を図った。本ネットワークは、平成24年3月に正式発足し、設立記念

シンポジウムを開催するに至っており、低炭素社会づくりの実践として貢献している。 

 

 資金の運用については、平成23年12月、第4・四半期の資金運用について見直しを行い、定期預金の利率

増、さらに運用商品を定期預金から高利回りの金銭信託に変更し、運用益の増を図った。507,433円の預金

利息と信託受益を得た。(H22年度 411,037円) 

 

・財務情報に基づく財務分析結果の活用状況（関連年度計画：53-1） 

財務諸表及び財務報告書を公表することで、財務諸表等だけでは解りづらい財務データを本学の教育研究活動状況

と関連づけ、学生当教育経費の推移を示すなど本学の利害関係者に対して理解度向上に努めることができた。 

また、平成22事業年度財務報告書においては、第2期中期目標・中期計画期間の初年度の決算であることから、財

務状況の分析に当たって、第1期6年間の経年変化とも比較するとともに、財務指標及びレーダーチャートでも、全国

立大学及び類似大学の第1期6年間の平均との比較を行い、財務状況の理解促進に努めた。なお、レーダーチャートが

学術研究推進の奮起材料にも活用された。 

 

 

 

３．改善を要する点 

 取組みが遅れていたり、支障が発生して計画の変更をせざるを得ない事項等について、具体的に記載し

てください。 
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○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。（文科省の指摘） 

  平成22年度の実績のうち、 

  『「科学研究費補助金、共同研究、受託研究、その他外部資金の獲得増を図るための取組を強化し、

科学研究費補助金については申請件数の増を図る。」（年度計画【49】、実績報告書 18 頁）について、

申請助言制度を創設等しているものの、平成 21 年度と比べて申請件数が減少していることから、年度計

画を十分には実施していないものと認められる。』との指摘については、 

 ① 平成22年5月の研究企画推進会議で、学術研究推進経費の一部を外部資金獲得に向けた取組みに措置

することとして、若手教員の科研費申請や大型の科研費申請で一定の評価を得た者への研究費支援や

競争的資金の説明会への参加旅費の支援として530万円を措置した。 

② 6月開催の競争的資金獲得専門委員会では、科研費申請助言制度の活用促進、研究計画調書作成を重

視した科研費説明会の実施、計画調書のブラッシュアップなどの充実策を決定、実施した。 

   その結果、平成 24年度申請件数は 436 件(新規・継続)で、平成 23 年度の 415 件を上回った。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(3)  自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 ① 評価の充実に関する目標 

 

中期

目標 

26．教職員の業務評価を実施し、外部意見を聴取して、運営の改善に生かす。 

27．監査機能を充実し、運営の改善に生かす。 

 

中期計画 年度計画 

＜教職員評価の改善と充実＞ 

【56：R410056】56．教員業務評価を隔年、

事務系職員評価を毎年実施し、運営の改善

に生かす。 

施策として以下の取組を実施する。教員

業務評価の改善、職員勤務評価の改善、評

価データベースの拡充 

【56-1：R410056-1】平成21年度業務を対象に教員業務評価を実施し、方針に

従って処遇へ反映する。評価結果を改善に生かす。次回の教員業務評価の実施

年度を計画する。 

計画施策：教員業務評価の改善【56-1：R410056-1】平成23年

度業務を対象に実施する教員業務評価に向けて、評価方法の見

直しと改善を図る。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

平成22年4月に設置された学術・教員評価会議構成員に、平成21

年度の教員業務評価の実施について再依頼をした。各学野は、平成

22年12月までに評価者評価を実施し、学長に評価結果概要を報告し

た。教員評価部門会議は、学長の評価結果公表原案を審議し、学長

に報告した。学長は、2月の学部長会議、教育研究評議会で学長の評

価結果公表原案を報告し、茨城大学ホームページで公表された。 

本学の教員業務評価の評価結果の処遇への反映は、「間接反映を

基本とする」こととして実施しており、学長の評価実施結果の概要

にも記載があるように、「評価結果の処遇への間接反映は、すべて

の学野で、勤勉手当の成績優秀者及び昇給の推薦などの選考時に、

総合的な判断を行う際に参照すべき資料として活用され、人事考課

の適切性向上に寄与することができた」としている。 

次回の教員業務評価の実施年度(平成22～23年度の実績で平成24

年度実施)、実施手順等について、原案を提示し、意見を求め、具体

的な対応については、次年度の本会議において議論することとした。

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・9月28日(水)開催の合同評価会議(教育・業務評価

会議及び学術・教員評価会議)において、各学部からの

修正意見を反映させた「平成23年度教員業務評価の実

施について(案)」と新たな「業務自己点検評価書」を

提案し、審議した。 

・10月11日開催の副学長・補佐会議、10月13日開催の

副学長・学部長会議、10月20日開催の教育研究評議会、

10月26日開催の役員会で提案し、審議・了承した。 

・役員会での了承を受け、10月31日付け学長名で各学

野長へ実施について依頼した。 

・各学部では、平成22、23年度の授業アンケートや教

員の業績の蓄積を行い、平成24年4月以降に業務自己点

検評価書の作成に着手できるように準備を進めた。 

・評価室では、各学部からの要請に対応して、授業ア

ンケートのWEB化や研究者情報管理システムのデータ
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抽出等の補助を行った。 

・平成21年度に実施した教員業務評価(平成20、21年度

分)では、特に実施要領的なものを示さず、平成19年度

に実施した教員業務評価に準じて実施いただいたこと

もあり、手順や実施時期などで混乱した学野もあった

ため、平成23年度教員業務評価の実施にあたっては、

各学野共通に実施できるよう、評価手順の概要や様式

等を記載した実施要領的なものとして、学長からの実

施依頼文書(案)を作成したため、平成24年4月から実施

する教員業務評価は、スムーズに進行すると思われる。

【56-2：R410056-2】毎年度の職員勤務評価を適切に実施する。評価方法を見

直し、改善を図る。 

計画施策：職員勤務評価の改善【56-2：R410056-2】毎年度の

職員勤務評価を適切に実施する。評価方法を見直し、改善を図

る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

「職員勤務評価規程」に則り評価を実施した。また、評価の方法

等の見直しを検討するため収集した他大学等の資料及び国家公務員

の評価制度を参考として、評価制度構築の実績を有する社会保険労

務士と共同して改善の概要を検討、作成した。 

 

 

Ａ 

◇・「職員勤務評価規程」に則り前期の評価を実施し

た。 

・「職員勤務評価規程」に則り後期の評価を実施した。

・評価制度改善の概要を基に新制度の案を作成した。

適切に実施し、引き続き評価方法の改善に努めてい

くことが必要。 

【56-3：R410056-3】評価室は教員業務評価、総務部は職員勤務評価の基礎デ

ータを毎年確実に収集し、評価データベースを構築して保存する。 

計画施策：評価データベースの拡充【56-3：R410056-3】教員

業務評価及び職員勤務評価の評価のための基礎データを毎年

確実に確保し、評価データベースとして構築して保存する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

◇第1期目から運用している「教育改善情報提供システム」において、

各教員ごとに、教養教育、学士課程教育、大学院課程教育の成績分

布データを蓄積している。 

◇研究者情報管理システムでは、各教員ごとの論文、著書、学会発

表、社会貢献などの情報を管理している。これらの情報は、大学HP

において「研究者情報総覧」というタイトルで公表している。順調

に基礎データは蓄積されている。 

◇実施した職員勤務評価をデータ化し保存した。 

 

Ａ 

◇・前期の職員勤務評価をデータ化し保存した。 

・後期の職員勤務評価をデータ化し保存した。 

◇・第1期目から運用している「教育改善情報提供シス

テム」において、各教員ごとに、教養教育、学士課程
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教育、大学院課程教育の成績分布データを蓄積してい

る。 

・研究者情報管理システムでは、各教員ごとの論文、

著書、学会発表、社会貢献などの情報を管理している。

これらの情報は、大学HPにおいて「研究者情報総覧」

というタイトルで公表している。 

・平成24年4月から開始される教員業務評価用の授業ア

ンケートのWEB化や研究者情報管理システムの入力サ

ポートを行った。 

＜第三者外部評価の実施＞ 

【57：R410057】57．大学の教養教育、大

学院教育、研究について第三者外部評価を

実施する。 

施策として以下の取組を実施する。教育

研究のセクター毎に第三者外部評価を実

施、各種評価スケジュールの策定 

【57-1：R410057-0】教育研究のセクター毎に積極的に第三者外部評価を第２

期中に受けることを計画し、評価単位毎に評価スケジュールを策定する。 

計画施策：教育研究のセクター毎に第三者外部評価を実施、各

種評価スケジュールの策定【57-1：R410057-0】評価単位毎の

評価スケジュールにしたがって、外部評価の資料作成を開始す

る。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇評価室(企画課)としては、9月24日に教育・業務評価会議員による

外部評価に関する意見交換会を開催し、セクターの考え方、直近の

年報目次、外部評価目次の資料を提示し、評価スケジュール策定の

参考資料としていただくよう配慮した。 

人文学部：研究の外部評価に関して、点検評価委員会及び学部運営

会議で検討を重ねてきた。その結果、平成25年度に外部評価を実施

することが決定した。その際、24年度前倒し実施も視野に入れて準

備を進めることが確認された。 

教育学部：点検・評価委員会において、全国の教育学部における外

部評価状況を検討し、次の三つのスタイルに分類した。Ａ学部全般

の評価を単年度で実施するタイプ（静岡大学、滋賀大学等）、Ｂ特

定項目を設定し複数年で実施するタイプ（三重大学）、Ｃ特定項目

を単年度で実施するタイプ（京都大学）のそれぞれの長所短所を議

論した。その結果、Ａのタイプで実施するという結論に達し、学部

企画運営会議へ提案した。実施年度については、平成25年度を目標

とし、外部評価委員会の構成等の詳細は次年度に検討することとし

た。ただし、その後全学の認証評価実施年度が平成26年度となった

ため、再検討を行っている。 

理学部：平成24年度に第三者外部評価を受ける予定である。その前

に、運営体制の問題が顕在化している学際理学コースの自己点検評

価を行うべく体制を整えた。具体的には学部長の諮問として、WGを

立ちあげ、点検を始めたところである。 

工学部：工学部FD研修会を開催し、JABEE会長およびJABEE基準委員

会副委員長を講師に工学部にお招きし、JABEE受審に向けての対応等

について工学部教職員に講演していただいた。さらに電気電子工学

科では予定どおりJABEE審査を受けた。機械工学科および都市システ

ム工学科は平成23年度に継続審査を予定している。他学科もJABEE

審査に向けてカリキュラムの整備を計画している。教育改善委員会

にてJABEE審査に関して意見交換をしている。 
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農学部：第二期における第三者外部委員による評価をもっとも効果

的な時期で実施するため、全学的評価スケジュールの検討結果を踏

まえて点検評価委員会が実施することの検討に入った。そのために

必要な資料（年報、教員業務評価書、カリキュラム点検評価書等）

の作成を継続して行った。 

大学教育センター：外部評価のためのエビデンス蓄積の手段として、

センター年報を利用することを決め、そのための年報構成のモデル

を準備した。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇人文学部：平成25年度に計画されている研究に関す

る外部評価を受けるために、学位授与機構で行ってい

る研究の外部評価の方法を参考にしながら、過去5年間

の研究業績の資料の収集方法を検討した。 

学位授与機構で行っている研究の外部評価の資料の

内容は、過去5年間の個人業績、科研費の状況、特筆す

べき業績等（受賞等）であった。平成24年度に取り組

まなければならい課題が明確になった。順調に進展し

ている。 

◇教育学部：外部評価を受ける分野・項目を作成する

ためのシステムを構築し、その具体的作成作業に入る

準備ができた。平成24年度の前期には外部評価を受け

る分野・項目策定作業に入ることが可能である。 

 法人評価や認証評価の受審日程との関係を考慮し、

外部評価のスケジュールを策定した。 

◇理学部：平成25年度に第三者外部評価を受ける予定

である。平成24年度以降、学際理学コース運営全般を

統括する組織として、学際理学コース運営会議を設置

することを決定した。 

◇工学部：JABEE受審について、機械工学科は新JABEE

基準に従う教育点検改善サイクルを実施し、都市シス

テム工学科はポートフォリオの運用などの改善を行

い、自己点検書等資料を作成し、平成23年12月に継続

審査を実施した。電気電子工学科は前回の審査で指摘

された点を改善するために、タスクフォースを新たに

組織し学習達成度評価方法の策定と運用を開始し、中

間審査受審申請の準備を行った。これらの受審は全て

認定され、審査結果は既に公表されている。それ以外

の学科では、自己点検書の作成、証拠書類の準備と保

管、カリキュラムの見直しなどを行い順調に新規受審

の準備が進んだ。 

 また、研究については、平成24年度に実施予定の外

部評価に備えるべく、4つの工学部附属教育研究センタ

ー（ライフサポート科学教育研究センター、塑性加工

科学教育研究センター、グリーンデバイス教育研究セ

ンター、高度化防災セキュリティ技術教育研究センタ

ー）を設立した。 

大学院の特別実験・演習等のアンケートの問題点に
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ついて教育改善委員会において検討し、従来のアンケ

ート中で対象となる項目のみを実施、あるいは専攻独

自のアンケートを実施するなど、各専攻で決めた方法

により確実に実施することとし、後期より実施した。

3学科カリキュラムがJABEE認証を受けており、残り

の学科も第二期中期目標期間中に審査を受ける準備を

している。大学院アンケートの実施など、着々と進め

られている。 

◇農学部：平成25年度に第三者外部委員による評価を

受けるために必要な資料作成の準備を行っている。年

報Vol.6を刊行した。また、これまでは隔年毎に2年間

のデータをまとめ年報として報告したきたが、今後は

年度毎に年報を発行することが関係委員会で了承さ

れ、Vol.7(次年度に実施予定の教員業務評価に併せて

刊行)の刊行に向けて資料を収集した。また、カリキュ

ラム点検評価書の作成はこれまでと同様、年度毎に作

成した。 

セクター毎の外部評価を平成25年度に受審するた

め、基本資料として年報が不可欠であることから点検

評価委員会は担当職員の全面的な協力を得て、年報作

成にあたってきた。しかしながら、平成23年度中に発

刊する予定であったⅡ期目初年度の年報Vol.7（平成2

2年度）の刊行が震災による資料収集が遅れたこともあ

り、年度内発行はできなかった。よって速やかな発行

が必要である。 

◇大学教育センター：合同評価会議を中心に外部評価

の受審時期を検討した。 

【58：R410058】58．経営協議会の学外委

員や茨城大学同窓会連合会等の社会の各

方面から意見等を聴取し、大学運営の改善

に資する。 

施策として以下の取組を実施する。ステ

ークホルダーによる評価を実施 

【58-1：R410058-0】大学及び各学野は、教職員の業務評価について、ステー

クホルダーによる外部評価を計画する。意見を継続的に聴取し、フィードバッ

クして改善に活用する取組を検討する。 

計画施策：ステークホルダーによる評価を実施【58-1：R410 

058-0】教職員の業務評価について、ステークホルダーによる

外部評価方法を確定し、外部評価を受ける準備をする。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

今年度、平成21年度の教員業務評価の評価者評価結果が学長に報

告された。その実績を基にして、経営協議会学外委員の中から4～5

人に外部評価委員となっていただき、外部評価を実施したい。評価

していただく内容は、評価の基本方針、評価手順、4分野、業務点検

評価書、教育改善点検評価書等。外部評価の実施時期は、平成25年9

月頃までには実施予定。 

 

Ａ 

◇・平成24年度に、平成23年度(平成22、23年度分)の

教員業務評価が実施される。その実績を基にして、経

営協議会学外委員の中から4～5人の方に外部評価委員

となっていただき、外部評価を実施したい。 

 評価していただく内容は、評価の基本方針、評価手
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順、4分野、業務点検評価書、教育改善点検評価書等。

・外部評価の実施時期は、平成25年9月頃までには実施

予定。 

◇・外部評価方法については慎重に実施項目等を検討

することが必要。事務職員については、新勤務評価制

度の原案を作成したが、学外者に対しては、別途、事

務職員全体に対する評価項目等の設定について意見を

聴取する必要がある。 

・平成24年3月の経営協議会に外部委員からの意見聴取

を行う予定であったが、変更し、平成24年度に意見聴

取を行うこととした。 

・大学運営の改善に資するための外部評価方法につい

ては、大学教育に関する改善と連動して行う必要性も

検討しながら進めることとする。 

・全学的な見地や部局単位での見地から評価を受けた

方が良いのか等も併せて勘案しながら進めていく予

定。 

評価項目等の作成にあたり複眼的な視点から評価項

目を設けることとし、平成24年度に定例の経営協議会

において外部委員からの意見聴取を進めることを予定

している。 

＜監査機能の充実と改善への反映＞ 

【59：R410059】59．監査機能を充実し、

運営の改善に資する取組を行い、監査を活

用する。 

施策として以下の取組を実施する。監査

機能の充実、監査結果による改善 

【59-1：R410059-0】監査体制を見直し、監査機能を充実させて、監査結果を

改善に生かす仕組みを導入する。 

計画施策：監査機能の充実、監査結果による改善【59-1：R410

059-0】監査体制を見直し、監査機能を充実させ、監査結果を

改善に生かす仕組みを活用して、効果的な監査を実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

国立大学法人茨城大学内部監査実施要項の一部改正 

・中期目標・中期計画における「監査機能の充実及び法令遵守」を

受け、監事と連携した効率的かつ効果的な監査実施及び監査機能の

充実を図るため、本学における業務全般を監査対象として、監査区

分を「業務監査」及び「会計監査」と明確に規定した。 

◇従来実施してきた監事及び会計監査人との連携による監査の実

施・改善事項等の指導・報告等を監査計画に則り適宜補佐・実施す

るとともに、「国立大学法人茨城大学内部監査実施要項」の一部改

正に伴う業務監査として「H22.12.16部課長事務長会議報告の未処理

業務の改善策の履行状況等の検証等」を実施し、業務全般における

監査機能の充実を図った。 

 また、平成23年度からの監査室体制について、従前の2名体制（監

査主幹・監査係長）を3名体制（監査室長、監査主幹、監査係長）と

する体制強化を図るとともに、大学の動向、教育・研究面及び業務・

財務面等の情報収集・共有面での強化を図った。 

科学研究費補助金等内部監査 

・科学研究費補助金等内部監査の実施については、今年度は、監査

要領を見直すとともに不正防止計画推進本部員と協力し、交付163
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件に対し約20％31件（通常10％）を抽出しての通常監査とさらに通

常監査31件から約32％10件（通常10％）を抽出しての特別監査を行

うなど例年の2倍の件数を監査対象とするなどの対応を行った。 

また、監査結果については部課長事務長会議で報告するとともに、

工学部、農学部、財務部、図書館に学長名で是正改善措置事項とし

て通知し、平成23年3月末までに各部局から改善事項としての報告を

求めている。 

監事定期監査 

・監事定期監査については、監事と協力し監事監査に必要な調書等

の取り纏め等を監査室で行い監事に提出した。これらの資料を基に

監事が6件のヒアリング項目を設定して各部局からのヒアリングを

行い3件の意見書を学長に提出した。これらの項目については、学長

から各部局長に検討取り組み事項として通知し、平成23年3月までに

改善事項としての報告を求める等の対応を図った。 

例月現金出納検査 

・例月現金出納検査については、毎月預り金等の書面検査を実施し

訂正などの指導を行い、10月に現地実地検査を実施した。実地検査

報告については学長に報告するとともに改善措置を部局に通知し、

11月末までに3部局からその改善報告を提出していただき改善報告

書のとおり実施されている。 

監事臨時監査 

・監事臨時監査については、「大学入学試験問題の出題ミス等防止

対策について」関係部署からヒアリングを実施した。学部全体をみ

ると多種多様な入試が行われている現状であり現在その取り纏めを

行っている。 

定期監査 

・茨城大学内部監査実施要項に基づき内部監査実施計画を策定、11

月8日から29日の間に事務局、各学部及び図書館を対象とした定期監

査を実施した。また、併せて、茨城大学不正防止計画推進本部と連

携し、不正防止計画推進本部が策定した行動計画による実施事項に

ついて、具体的実施事項が適正に実施されているか確認し、監査結

果を学長に報告した。 

なお、監査結果については、学長から被監査部局等の長に通知す

るとともに、是正改善の措置を講ずる必要がある被監査部局等の長

に対して、改善状況等の報告を2月末までに提出を求めている。 

◇会計監査に関連した各種研修・セミナーに参加し、業務能力の向

上に努めた。 

・国立大学法人等監事研修会（4.22)  

・大学のための内部統制構築セミナー(7.2)  

・公会計監査機関意見交換会議(8.20)  

・科学研究費補助金等に係る内部監査セミナー(11.19) 

・国立大学法人セミナー(12.8) 

 

Ａ 

◇・別紙1（内部統制循環整備プロセス概念図）及び別

紙2（監査方針及び監査計画）に基づき、予定された各

監査を実施するとともに、指摘事項及び改善事項につ

いては具体的な改善報告を求め継続的なモニタリング
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を実行している。 

① 監査機能の見直しについて 

 計画の内容に記載のとおり、定期監査における監査

員の増員を図るとともに、監査員事前説明会において

新規に「監査員心得」を作成し、「監査員の心得、守

秘義務等の注意事項及び監査技法等」についてのレク

チャーを実施した。 

② 監査機能の充実について 

 定期監査においては、新たに被監査部局事務責任者

に対し、監査責任者からのインタビュー（ヒアリング）

を実施し、当該責任者の把握するリスク及び課題等に

ついて聴取の後、実地監査を行った。 

 また、監査終了後の継続的なモニタリング（別紙1）

により発見した事項（預り金等）について、速やかな

フォローアップ監査を実施した。 

③ 改善に生かす仕組みの活用について 

 現金出納（預り金）監査におけるフォローアップ監

査の実施－附属小学校2回 

 定期監査におけるフォローアップ監査－図書館関係

1回 

④ その他(研修会・セミナー等への参加） 

 外部監査法人主催（内部監査基礎講座－内部監査担

当者のための実務基礎知識）参加 

 他大学等への研修出張（山口大学及び熊本大学 監査

室等への事務研修及び実態調査） 

◇上記実施記録の他、以下の取り組み等を実施し年度

計画の実現を図った。 

・監査体制見直し及び監査機能を充実策 

 定期監査における監査員を増強（従前延べ25名から4

5名へ増員）し、監査体制を充実するとともに、新規監

査項目等への対応を図った。 

・効果的な監査の実施結果 

 定期監査において「国立大学法人茨城大学教職員旅

費規程」、「同役員旅費規程」についての指摘を行い、

同規程の改正を図った。 

・法改正及び省令改正への対応 

 公文書管理法の制定及び学校教育法施行規則改正へ

の対応として、「国立大学法人茨城大学法人文書管理

規則」及び「教育情報の公表状況」を業務監査の監査

項目として掲げ監査を実施した。 

◇監査室体制の強化（2名から3名体制へ）及び監査員

の増強等の施策により、新規監査項目及び監査事項の

増幅が実現され、法施行等への対応も可能になるなど

幅広かつ深度のある監査が実現できた。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(3)  自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 ② 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

 

中期

目標 

28．広報及び情報収集体制を再整備し、積極的に広報事業を展開する。 

 

中期計画 年度計画 

＜広報及び情報収集体制の構築＞ 

【60：R420060】60．全学の広報及び情報

収集体制を再構築し、効果的な情報発信を

行う。 

施策として以下の取組を実施する。広報

及び情報収集体制の確立、広報及び情報収

集担当組織の整備 

【60-1：R420060-0】広報及び情報収集体制を再構築し、担当組織を再整備す

る。 

計画施策：広報及び情報収集体制の確立、広報及び情報収集担

当組織の整備【60-1：R420060-0】積極的に広報事業を展開す

る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ｓ 

平成22年3月の教育研究評議会において、「茨城大学の広報体制に

ついて」という議題で、「国立大学法人茨城大学広報ポリシー」の

制定が提案され、審議・了承された。広報ポリシーは、「茨城大学

広報の基本方針」、「茨城大学広報の重点施策」、「茨城大学広報

倫理ガイドライン」から構成され、茨城大学の行う広報活動が、内

容と方法の両面において、市民や社会から受け入れられるものとな

るように、学内外に周知された。同時に、「茨城大学広報に関する

懇談会」を設置し、学外の関係者から茨城大学での広報に関わる意

見を聴取し、大学広報についての点検・評価を行うとともに、大学

の諸活動について提言を受けることととした。 

上記の施策を円滑に運営するために、平成22年4月管理運営部門に

広報室を、事務組織に広報グループをそれぞれ設置し、広報及び情

報収集体制を再整備した。学長特別補佐が室長を兼務している。 

 

 

 

 

 

Ｓ 

◇広報室（平成22年度設置）では、平成23年度定例記

者会見を4回実施し、報道機関は各々10社前後出席し、

新聞やテレビに取り上げられた。 

 全教職員からイベントや各賞の受賞などの情報を収

集し、毎月20日前後に県政記者クラブへ学内の情報を

発信している。 

 学校教育法施行規則の一部改正により、教育情報等

の公表が義務づけられたことに伴い、WGでの作業を経

て、義務づけられた事項は全て平成23年4月1日にHPで

公表した。 

教育情報等の公表も積極的に実施するとともに、WG

において見直しも行い、義務とされない事項について

も全て公表することとした。年度計画は上回って達成

できる予定である。 

積極的、効果的な広報活動を行ったと評価する。 

＜広報事業の推進＞ 

【61：R420061】61．広報事業を充実して

推進する。 

【61-1：R420061-0】新しい広報体制のもとで、効果的広報の取組について、

総合的に計画する。 

計画施策：学内外への各広報事業の推進と効果的広報の実施



301 

 

施策として以下の取組を実施する。学内

外への各広報事業の推進と効果的広報の

実施 

【61-1：R420061-0】効果的広報についての総合的計画にした

がって、広報に取組む。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

(1) 全学的な広報を担う広報室に係る平成22年度事業計画は第1回

広報室会議で承認され、①広報に係る年間スケジュール、②本学会

場における学長定例記者会見の実施、③公式ウェブサイトリニュー

アル公開等が決定した。 

(2) 広報室及び広報グループは、次のとおり事業計画に沿って広報

活動を積極的に実施した。 

①4月：入学式保護者向けTV中継 

②6月：公式ウェブサイトリニューアル公開、第1回学長定例記者発

表(本学事務局・学長出席) 

③6月～7月：工学部、農学部及び全学オープンキャンパスの情報発

信、取材等 

④9月：第2回学長定例記者発表(本学事務局・学長主催) 

⑤11月：臨時記者発表（県庁記者クラブ)、第3回定例記者発表(農学

部)、茨苑祭企画・ラジオ中継 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇大学HPの韓国語及び中国語サイトの追加、大学広報

誌第2号を発行、NHK水戸放送局との共同イベントの開

催等行った。 

 広報室における主な広報活動として、 

① 7月23日のオープンキャンパスにおいて「広報室企

画」を開催し、広報誌の展示や、スタンプラリー、卒

業生の紹介など673人が来場した。 

② 8月27日、高萩市にある宇宙科学教育研究センター

を会場に開催したNHK水戸放送局との共同イベント「ハ

ルカとミヂカ」では、最先端 (ハルカ)と身近(ミヂカ)

な機材で触れる宇宙をテーマに、震災復興も含め地方

公共団体や地域の方々も協力し、約2,000人が来場し

た。夏休みの自由研究にも役立つイベントとして、マ

イ望遠鏡づくり、パラボラアンテナペーパークラフト、

光を虹色に分けようなどの体験や、出張JAXA展、星空

コンサートなどが行われた。同時に、学生実施委員会

による義援金募集も実施し、県内で震災の被害が大き

い北茨城市、高萩市、日立市へ寄付した。 

③ 11月13日の茨城大学「茨苑祭」では、茨城放送と

共同し、「すごいぞ茨大!トークキャンパス」と題し、

県内に茨城大学の情報や学園祭の様子などを放送し

た。 

④ 平成24年1月から3月まで、旧文部科学省建物にあ

る「情報ひろば」に宇宙科学教育研究センターの機械

や活動のパネルを展示し、東京都内においても情報発

信した。入場者は述べ約2,100名にのぼり、多くの方々

に当該センターの研究について興味をもっていただけ

た。 
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⑤ 茨城新聞や産経新聞、日刊工業新聞に茨城大学の

情報を掲載しPRにつとめた。 

⑥ 大学広報誌「iUP」の配布拡大を実施し、公立図書

館をはじめ、金融機関の各支店にも配布した。 

平成22年度に設置された広報室においては、年度当

初に広報室会議を開催し年間事業を策定するととも

に、計画に沿った広報活動を実施している。 
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（３） 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項 

１．特記事項 

 重点的に取り組んだ事項や特記すべき事項を記載してください。 

 ※記載分量については、１枚程度としてください。 

 

・中期計画・年度計画の進捗状況管理、自己点検・評価の着実な取組及びその結果の法人運営への活用状

況（関連年度計画：28-1、5-2） 

中期計画【28】「研究系センターの評価を行って組織改革を行い、体制を整備する」では、平成22年度

に、IT基盤センター、産学官連携イノベーション創成機構、機器分析センター、遺伝子実験施設、地域総

合研究所、広域水圏環境科学教育研究センターが外部評価を実施した。平成23年度は、地域連携推進本部、

フロンティア応用原子科学研究センター、宇宙科学教育研究センターが外部評価を実施した。 

 

工学部では、機械工学科と都市システム工学科がJABEEの継続審査を受審し、最終審査結果を待っている。

電気電子工学科は平成24年度の中間審査にむけて、生体分子機能工学科および知能システム工学科は平成

25年度、マテリアル工学科は平成26年度、メディア通信工学科および情報工学科は平成27年度の新規受審

査にむけて、カリキュラムの変更、受審体制の整備、証拠書類の保管などを行っている。 

 

・情報発信に向けた取組（関連年度計画：60） 

 広報室（平成 22 年度設置）では、平成 23 年度定例記者会見を 4 回実施し、報道機関は各々10 社前後出

席し、新聞やテレビに取り上げられた。 

 全教職員からイベントや各賞の受賞などの情報を収集し、毎月20日前後に県政記者クラブへ学内の情報

を発信している。 

 

 

 

２．「共通の観点」に係る取組状況 ※平成22～24事業年度の状況について総括的に記載 

（自己点検・評価及び情報提供の観点） 

○ 中期計画・年度計画の進捗管理、自己点検・評価の着実な取組及びその結果の法人運営への活用が図

られているか。 

 

・中期計画・年度計画の進捗状況管理、自己点検・評価の着実な取組及びその結果の法人運営への活用状

況（関連年度計画：28-1） 

 

 第2期中期目標・中期計画については、学長が委員長を務める「総合計画委員会」が策定し、同時に6年

間の工程表を提示した。 

各学部、研究科、センター、事務部等は、この工程表に基づき、中期計画・年度計画の進捗状況の管理

を行っている。教育、業務運営の改善等の年度計画については、「教育・業務評価会議」の各議員が中心

となり、研究の年度計画については、「学術・教員評価会議」の各議員が中心となり、進捗管理を行って

いる。また、工程表には、担当理事、責任課長、責任事務長等を割り当て、関係委員会等を通じて、計画

の進行管理を行わせている。 

 

年度計画の実施状況は、第1期目から構築したWebサイトの「茨城大学・中期計画進行管理システム

https://isms2.admb.ibaraki.ac.jp/msds/index.php」を活用し、各学部等の担当者が、計画の内容、実施

記録、根拠資料、活動内容のまとめ、担当者評価、責任者評価を記載している。 
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進捗状況の確認と自己点検・評価の着実な取組は、上記Webサイトの書き込みを通じ、中間評価として9

月末現在の取組状況を10月末までに、特色ある取組と共に報告することにしている。この報告に基づき、

11月～12月にかけて、学長以下各理事が出席する「評価・財務合同ヒアリング」において、担当部局等と

意見交換を行い、取組みの改善等に活かしている。暫定評価として1月末現在の取組状況を2月中旬までに

特色ある取組と共に報告、確定評価として3月末現在の取組状況を4月中旬までに特色ある取組と共に報告

し、評価室において「業務の実績に関する自己点検評価書」として取りまとめ、教育・業務評価会議、学

術・教員評価会議、総合計画委員会において審議することとしている。 

 

点検評価結果の法人運営への活用状況では、「平成22年度の業務の実績に関する自己点検評価書」の改

善を要する点として抽出した課題に取り組んだ。 

また、外部評価を受けた研究系センターでは、改善策の検討を行い、実施できることから改善に取り組

んだ。 

・ 第2期の職員研修方針については、平成22年度には原案まで作成し、平成23年4月1日付けで決定(事

務局長裁定)し、総務部労務課HPで「茨城大学事務職員研修ポリシー」として公開した。 

・ 図書館改修計画については、平成22年度中に図書館で策定した「新図書館コンセプト」に基づき、

平成23年度から、茨城大学施設計画運営専門委員会において図書館増築及び改修計画を策定し、平成

24年度概算要求に盛り込んだ。12月に平成24年度国立大学法人等施設整備実施予定事業として、平成

24～25年度の2カ年かけて整備されることとなった。 

・ IT基盤センターでは、情報倫理テキストの内容が古いとの指摘に対して、平成23年度に情報セキュ

リティポリシーの講習用テキストにもなるため、情報倫理テキストを改訂した。 

・ 産学官連携イノベーション創成機構では、活動の周知徹底をという指摘に対して、平成23年度にHP

の充実と定期的なメンテナンスを実施した。 

・ 地球変動適応科学研究機関では、研究基盤の一層の強化が指摘され、平成22年度に兼務教員・協力

教員の再登録を行った。従来の54名から90名を超える規模となった。第4研究部門「新しい安全・安心

社会のあり方」を新設した。 

 

 

 

○ 情報公開の促進が図られているか。 

 

・平成23年4月からの「教育研究活動等の状況」公開に向けた取組（関連年度計画：60） 

 平成23年4月1日に、義務化されている事項はすべて大学HPにて公表している。また、年度当初の公表情

報を再度精査し、10月に更新した。 

「情報公開の義務化WG」は10月に開催し、義務化されている事項についてはすべて公表していること及

び、公表が望ましい事項で公表していない事項は4つの事項(① 法令上必要な専任教員数、② 就職者数・

就職分野、③ 教材購入費、④ 障害者支援)であることを報告した。 

なお、年度内に② 就職者数・就職分野、④ 障害者支援については公表し、残りの① 法令上必要な専任

教員数、③ 教材購入費については、平成24年度中に公表することとした。 

 

 

 

３．改善を要する点 

 取組みが遅れていたり、支障が発生して計画の変更をせざるを得ない事項等について、具体的に記載し

てください。 

 

＜平成22年度に改善を要するとした年度計画の改善状況＞ ◇ = 改善した ◆= 未改善 
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○H22職員勤務評価の改善を図る（関連年度計画：56-2） → 不充分 

評価の方法等の見直しを検討するため収集した他大学等の資料及び国家公務員の評価制度を参考とし

て、評価制度構築の実績を有する社会保険労務士と共同して改善の概要を検討、作成した。 

 

◇ 平成23年度は、評価制度改善の概要を基に新制度の案を作成した。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(4)  その他業務運営に関する重要目標 

 ① 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

中

期

目

標 

29．キャンパスマスタープランと設備マスタープランに基づき、施設設備を整備し、効率的に活用す

る。 

30．省エネルギー化や地球温暖化対策等の環境保全に寄与する活動に取組む。 

 

中期計画 年度計画 

＜施設の整備と活用＞ 

【62：R510062】62．キャンパスマスター

プランに基づき、各キャンパスの特色を生

かして計画的に整備し、有効に活用する。

施策として以下の取組を実施する。施設

マネジメントと施設点検評価、施設・環境

の計画的整備、図書館整備、施設の共用化

推進、学生用施設の整備 

【62-1：R510062-1】未改修建物の点検・評価を計画的に行い、改修及び維持

保全に生かす。 

計画施策：施設マネジメントと施設点検評価【62-1：R510062-1】

引き続き、未改修建物の点検・評価を計画的に行う。評価結果

を施設マネジメント（改修計画）に生かす。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇施設計画運営専門委員会において、未改修建物の点検・評価方法

を決定した。年次計画に従って、未改修建物の点検・評価を計画的

に行い、改修及び維持保全に反映している。改修リスト点検及び改

修計画の検討を行い、工事発注スケジュールを作成し実施している。

実施件数：施設整備費（8件）、施設整備費（営繕事業）（4件）、

教育環境整備費（12件）、施設等維持管理経費（21件） 

◇理学部では、G棟改修ワーキング・グループを開催し、G棟改修計

画案を検討した。 

◇工学部学生委員会で学寮を含む学生用施設の点検を毎年継続して

行っている。企画立案委員会・学部長室会議において、茨城大学キ

ャンパスマスタープランを点検し、学部長室を中心にして学生用施

設の修繕・整備計画を含めた工学部マスタープランを作成し、それ

に基づき学生用施設の修繕・整備計画をまとめる見通しが立った。

プラン2015の内容はほぼ終わったので改訂する必要がある。日立キ

ャンパスの劣悪状況が水戸本部によく伝わっていなくて、修繕/整備

が遅れている感が強い。全構成員の意向を踏まえて改訂版を作り本

部によくお願いする必要がある。 

 

 

 

 

Ａ 

◇（文京2）図書館、本部管理棟、理学部G棟の建物性

能評価を実施し、改修計画に反映させた。 

◇理学部では、昨年度に引き続き、G棟の改修計画につ

いて検討した結果、概算要求が認められた。来年度の

改修に向けて準備を行っている。 

◇工学部では、学部長室会議において、キャンパスマ

スタープラン検討チームが結成され、新しいキャンパ

スマスタープラン(案)を作成することになった。キャ

ンパスマスタープランにそって、未改修であるN6棟、N

2棟の改修、N4棟の記念館への改築を検討した結果、N

6棟については年度内に、トイレの改修とエレベータ設

置が決定した。N2棟については年度内に、トイレの改
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修工事が行われた。N4棟については同窓会の多賀工業

会である募金と工学部予算で記念館への改築が決定し

た。 

学部長先生の強いリーダーシップの下に、企画立案

委員会、学部長室会議でキャンパス整備プランを速や

かに検討し、実施した結果、未改修建物の整備が順調

に進んだ。 

震災復旧工事の進む中、キャンパス内の建物のみで

なく卒業生ほかの支援を得て国際女子寮（職員宿舎の

改修）や小平記念ホール（N4棟改修）が実現見込みと

なり、生協とE1棟の外壁美化、北門の閉鎖整備など、

キャンパスの環境整備が大きく前進しつつある。 

【62-2：R510062-2】キャンパスマスタープランを踏まえ、環境の整備計画を

策定する。 

計画施策：施設・環境の計画的整備【62-2：R510062-2】施設・

環境の整備計画にしたがって、整備可能なものから実施する。

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

日立、水戸キャンパスにおける教職員及び学生の安全確保、美し

く静謐な環境の創出、自由な広場や憩いの場の創出、無秩序な駐輪

の防止等を図るために、屋外環境整備を行った。 

・工学部E1棟改修工事に伴い、ワーキングを設置し、屋外環境整備

計画を行い、整備した。 

・水戸キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画を策定した。安全確保

対策を早急に実施するための改善経費が予算化され、平成23年3月11

日入札執行、7月4日完成予定であったが3月11日発生の東北地方太平

洋沖地震により、本工事予算の確定を停止条件とし、本工事予算が

確保できない場合は無効とする契約を取り交わした。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・水戸地区の留学生寮の充実を図るため、住戸数4

戸3棟、6戸2棟の計24戸の新築工事の契約済みである。

本予算を震災復旧に当てるため契約保留していたが、

予算が確保された。平成24年4月より工事を開始し9月

完成としている。 

・寄附金と大学資金により、工学部の職員宿舎を留学

生及び日本人学生の女子寮としての改修計画が、役員

会で了承された。設計業務の一般競争入札公告を行っ

た。平成24年7月設計を完了し9月の着工、平成25年2

月完成の予定として作業を進めている。 

・水戸キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画により、

安全確保するための整備工事契約済みである。本予算

を震災復旧に当てるため契約保留していたが予算措置

された。平成24年4月より工事を開始し9月完成として

いる。 

・日立地区学生食堂の外壁改修工事を行っており、平

成24年4月末を完了としている。 

・水戸地区テニスコート3面の改修工事を行っており、
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平成24年3月末に完了した。 

・平成24年度施設整備要望事業として概算要求を行っ

ていた下記事業が認められた。24年度早期発注に向け、

平成24年3月に設計プロポーザルに係わる手続きの公

示を行った。4月に設計契約を行う予定としている。 

 （文京）図書館改修 

 （文京）本部棟改修 

  文京（附中）校舎改修 

 （文京）総合研究棟（理学系） 

【62-3：R510062-3】キャンパスマスタープランを踏まえ、図書館改修計画と

設備環境整備計画を策定する。 

計画施策：図書館整備【62-3：R510062-3】図書館改修計画と

設備環境整備計画にしたがって、整備可能なものから図書館環

境を整備する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇図書館では、水戸キャンパスの大学教育センター副センター長、

人文学部、教育学部、理学部の教員で構成した図書館本館増改築WG

において、新図書館コンセプトを検討し、作成した。学生のアンケ

ートを実施したり、館長と学生のフリートークを実施し、図書館の

学習環境に関する学生の意見を聴取した。また、WG構成員と図書館

職員は、具体的な施設をイメージするために、新しい大学図書館の

見学を実施した。これらを踏まえて、WGで新図書館コンセプトを策

定し、図書館運営委員会で報告、了承された。また、学内の執行部

会議である「副学長・学長補佐会議」、「副学長・学部長会議」へ

報告するに至った。 

◇茨城大学では、改修計画方針を受けて、施設課（施設計画運営専

門委員会）にて、平成23年3月末までに、図書館改修計画を策定する

予定であったが、3月11日に発生した東日本大震災の影響で、応急耐

震診断、施設被害状況調査などに忙殺され、図書館改修計画は平成

23年度前半で策定し、平成24年度概算要求に盛り込むこととした。

 

 

 

 

 

Ａ 

◇図書館の増築及び改修工事についての平成24年度施

設整備概算要求は、6月27日 第6回役員会において承認

された。事業評価はS評価となっている。 

10月に文部科学省から「平成24年度国立大学法人等

施設整備概算要求・要望事業」として財務省へ提出さ

れた。12月に平成24年度国立大学法人等施設整備実施

予定事業として、平成24年度、平成25年度の2カ年かけ

て整備されることになった。1月に増改築に関する具体

的な計画を策定することを目的とし、館長、工学部分

館長、農学部分館長を含む全学体制で「図書館本館増

改築WG」（任期3月末）を設置した。平成24年2月に「図

書館本館増改築WG」を3回開催した。 

◇24年度早期発注に向け、平成24年3月に設計プロポー

ザルに係わる手続きの公示を行った。 

◇図書館では増改築WGを設置し、レイアウトや工事期
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間中のサービス等、増改築に関する具体的な計画を策

定した。 

平成25年度には建物の整備が完了し、平成26年度以

降は新しい図書館でのサービス展開が可能となる。 

昨年度策定した新図書館のコンセプトをもとに、新

たに分館長に加わっていただき、全学体制の増改築WG

を立ち上げ、具体的な新図書館の構想を固めることが

できた。また増改築中の利用についても具体案を示し

た。 

【62-4：R510062-4】キャンパスマスタープランを踏まえ、施設共用化の具体

的指針を定めて、全学的に施設の共用化を進める。 

計画施策：施設の共用化推進【62-4：R510062-4】施設共用化

の具体的指針にもとづいて、継続的に施設の共用化を進める。

共用化の成果を点検し、施設を効率的に活用する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

施設計画運営専門委員会は、共用化等に関する指針を定め、施設

の有効活用に関する調査(12月末)の結果、利用実態に問題があるス

ペースについて、学生用スペースとして活用するなど、有効利用が

図られる利用方法を審議し、施設の共用化を進めることとした。 

 

 

 

 

Ａ 

◇施設計画運営専門委員会により平成24年1月に有効

利用調査を行った。利用実態に問題があるスペースに

ついて、各部局の改善案により施設の有効利用が進ん

でいる。 

施設の有効活用を推進するために、「茨城大学施設

の有効活用に関する要項」を定め、全学施設の利用実

態に係る問題点を把握するため、施設計画運営専門委

員会による調査を毎年実施している。 

 その調査結果により検討対象スペースと評価された

場合には、各部局長は改善計画案により改善を行って

いる。取組は3年経過し、各部局の有効利用に対する意

識が高まり、有効利用が進んでいる。 

【62-5：R510062-5】キャンパスマスタープランを踏まえ、学生用施設整備の

具体的方針を定めて、年次整備計画案を作成する。 

計画施策：学生用施設の整備【62-5：R510062-5】学生用施設

整備の年次整備計画案を確定し、整備可能なものから実施す

る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

◇第7回中央学生委員会（12月22日開催）において、学生用施設整備

WG・座長からの答申が審議了承され、中央学生委員会委員長より施

設計画運営専門委員会委員長に学生用施設に係る整備計画及び年次

計画の策定を依頼があり、学生用施設に係る整備計画及び年次計画

（案）を作成した。 

◇工学部では、学生寮の視察から、施設の老朽化にともなう設備の

改修が必要ないくつかの点が具体的に指摘された。また、これらを
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参考に、全学の学生用施設整備WGでは、(1)老朽化が著しい「吼洋寮」

の改修、(2)危険、不適格建物である「弓道場」および「武道場」の

改修整備、(3)老朽化・狭隘化が著しい福利厚生施設（生協）の改修

整備について、WG答申に工学部の要求が盛り込まれた。 

◇農学部では、学生自習スペースに関する調査から、拡充整備を行

う具体的な計画を立てた。また、鍬耕祭（学園祭）に用いる舞台が

老朽化しており、更新・修理の要望が学生側から出された。本件は、

年度末に新規購入と修理を行うことで対応した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇中央学生委員会で取りまとめた「学生用施設整備に

関する基本的考え方と方針について（答申）」に基づ

き、施設計画運営専門委員会において、学生用施設に

係る整備計画の作成及び年次計画が策定された。年次

計画にしたがって整備可能なものから実施されてい

る。 

震災の影響で予算化できなかった面もあるが、整備

計画に基づき所要の整備を進めている。 

◇・水戸地区の留学生寮の充実を図るため、住戸数4

戸3棟、6戸2棟の計24戸の新築工事の契約済みである

が、本予算を震災復旧に当てるため、契約保留してい

たが、予算が確保された。平成24年4月より工事を開始

し平成24年9月完成としている。 

・工学部の職員宿舎の有効活用を図るため、寄付金と

大学資金により、工学部の職員宿舎を留学生及び日本

人学生の女子寮としての改修計画が、役員会で了承さ

れた。設計業務の一般競争入札公告を行った。平成24

年7月設計を完了し9月の着工、平成25年2月完成の予定

として作業を進めている。 

・水戸キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画により、

安全確保するための整備工事契約済みであるが、本予

算を震災復旧に当てるため、平成23年度末まで契約保

留している。予算措置されしだい工事を開始する。 

・日立地区学生食堂の外壁改修工事を行っており、平

成24年4月末を完了としている。 

・水戸地区テニスコート3面の改修工事がH24年3月末に

完了した。 

◇工学部では、学生寮および課外活動共用施設を視察

し、学生寮の各所修繕および床の補修、課外活動共用

施設の補修についての要望を提出した。また、老朽化

した学生寮の機器の整備も実施した。生協食堂機器の

更新および周辺の整備を実施した。 

学生用施設整備年次計画にもとづき、順次整備を続

けている。 

 安全パトロールにより課外活動施設の各部室の整理

整頓が進んだが、課外活動支援のためには冷暖房化、

武道館、弓道場、テニスコートの整備など課題が多く

残されている。留学生をはじめ国際交流の場として喫
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煙室を廃止して改修を行う。また、キャンパス周辺に

飲食店やお店が少ないので、福利厚生施設の整備充実

が重要課題である。 

◇農学部では、震災の影響を受けた研究室の安全確保

と復旧を優先的に行った。また、キャンパスの放射性

物質汚染の調査と測定結果の公表・説明を行い、キャ

ンパスの安全・安心の保持に努めた。そのため、上記

の年度計画の遂行は遅れている。 

震災後の研究室の復旧はほぼ完了した。実験研究棟

の補修は遅れたが、平成24年の夏前には完了予定であ

る。就職支援室を整備し、学生の利用を図った。 

 実験研究棟の補修の遅れは、余震が続く状況を考え

れば、仕方ないことと思われる。就職支援の強化に向

けて、就職支援室を整備した点は評価できる。 

◇・平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、夏

季や冬季における電気料節電計画があるため、経費節

減等の効果を考慮して、平成23年4月から共通教育棟1

号館西棟に学生自習室（臨時）を仮設して対応を行っ

た。 

・共通教育棟1号館1階に設置してある「学生情報室」

の学生用ノートパソコンが、老朽化のため平成24年2

月までに「IT基盤センター電子計算機及びネットワー

クシステムの更新」に伴って、パソコンがIT基盤セン

ター管理の下に新たに整備され、学生用設備として有

効に利用されることとなった。 

・共通教育棟1号館及び2号館講義室の老朽化した教材

機器（旧型テレビ）を、平成24年4月から実施される授

業に支障なく利用できるよう、計画的に液晶テレビに

更新したこと。 

＜設備の整備と活用＞ 

【63：R510063】63．設備マスタープラン

に基づき、教育および研究設備を計画的に

整備し、活用する。 

施策として以下の取組を実施する。設備

の計画的整備、設備の共用化 

【63-1：R510063-1】設備マスタープランを見直し、設備の維持・管理も含め

て教育及び研究設備の整備指針を策定する。設備の維持管理費を計画的に計上

することを計画する。 

計画施策：設備の計画的整備【63-1：R510063-1】設備マスタ

ープランにしたがって、計画的に整備し、設備を効率的に活用

する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

◇研究企画推進会議の下、本学の研究設備マスタープランの策定及

び研究設備経費の配分に関する業務を担う「研究設備マスタープラ

ン専門委員会」を平成22年4月に設置した。研究設備マスタープラン

専門委員会では、設備マスタープランの見直しの検討を行い、設備

の維持・管理も含めて教育及び研究設備の整備指針を改訂した。さ

らに、研究企画推進会議では、設備の維持管理費を計画的に計上す

るために、間接経費の見直しの検討を行い、平成23年度において

1,600万円を研究設備の維持管理に要する経費に配分する方針を決

定した。 
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◇平成24年度概算要求特別経費の調整方針について確認し、教育に

関わる設備マスタープランを点検し、教育設備学内要求分3件につい

て審査し、要求順位を設定した。 

◇五浦美術文化研究所では、本年度第一次補正予算で350万円の配分

を受け、五浦美術文化研究所の建物（長屋門・天心邸・六角堂）の

保存状態現況調査・耐震診断、樹木等の状態を調査し、次年度以降

の建物維持保全計画を検討した。また文化財保護の観点から防火対

策として大型消火器5台を設置した。 

平成23年3月11日の東日本大震災により六角堂の流失と旧天心邸

が被災したため、その復旧に向けた取り組みを検討・実施しなけれ

ばならなくなった。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・6月14日開催の研究設備マスタープラン専門委員会

において、平成24年度概算要求の添付資料として提出

する「茨城大学における教育研究設備整備に関する基

本計画」について審議し、設備整備年次計画表を含め

て決定された。 

・7月7月開催の研究企画推進会議において、平成23年

度間接経費の学内配分方針について審議し、研究設備

の維持・更新のために2,500万円を措置することを決定

した（ゲルマニウム半導体検出器（約2,000万円）を整

備。）。 

・また、文部科学省へ7月に提出した平成24年度概算要

求（基盤的設備等整備）では、設備マスタープランに

基づき特別設備として、①世界最先端の宇宙電波強度

モニタリングシステム（宇宙科学教育研究センター）、

②X線分析システム（機器分析センター）の2設備を計

上した。 

・11月30日開催の研究設備マスタープラン専門委員会

では、年度計画に基づき設備マスタープランの見直し

の検討を開始するとともに、見直しに必要な基礎デー

タを収集するための学内調査の実施について審議し

た。 

・12月12日付けで各部局等に対して「教育研究設備の

更新予定年次計画作成用調査」及び「設備稼働状況調

査」の実施について依頼した。また、各部局等が保有

する特別設備で修繕や改良等が必要なものを把握する

ために「設備修繕・改良等実態調査」を併せて実施し

た。 

・平成24年1月18日開催の研究設備マスタープラン専門

委員会では、引き続き、設備マスタープランの見直し

検討を行うとともに、「設備修繕・改良等実態調査」

において3部局（工学部、農学部及び機器分析センター）

から報告のあった修繕等が必要な18設備のうち、5設備

の修繕等に要する約500万円を措置することとした。 

・1月26日開催の研究企画推進会議において、研究設備

マスタープラン専門委員会で審議した5施設の修繕に
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ついて決定するとともに、間接経費の追加配分につい

て審議し、教育研究設備の維持・管理経費として約1,

300万円の措置を決定し、「設備修繕・改良等実態調査」

で報告のあった18設備で措置されていない13設備のう

ち、11設備の修繕等に充てることとした。 

◇・第5回教育改革推進会議（平成24年1月27日開催）

において、平成25年度概算要求特別経費の調整方針に

ついて確認し、教育に関わる設備マスタープランを点

検し、教育設備学内要求分として要求順位を付さない

で、概算要求検討会へ回答することとなった。 

・平成23年度に「IT基盤センター電子計算機及びネッ

トワークシステムの更新」の予算(学内措置)がついた

ため、今年度学内の共同利用パソコン室（MM1室、MM2

室等）の教育研究用設備が、平成24年3月までに新たに

更新した。また、この更新に併せて、共通教育棟1号館

1階に設置してある「学生情報室」の買い取りの学生用

パソコンと共通教育棟2号館1階14番教室のPCのレンタ

ル化も、老朽化等の為全てこの更新(学内措置)に合わ

せて入れ替えることとなり、効率的に利用することが

可能となった。 

・年度計画に掲げた内容とさらに「IT基盤センター電

子計算機及びネットワークシステムの更新」に伴い共

同利用パソコン室の教育研究用設備と「学生情報室」

等のPC更新ができた。 

・共通教育棟1～2号館の講義室に設置してある教育設

備（旧型テレビ）が老朽化の為、計画的に液晶テレビ

に更新した。 

◇広域水圏環境科学教育研究センターでは、随時、遠

隔講義システムを全学の会議や大学院の講義などを活

用している。8月までに大震災により生じた施設のヒビ

割れ、水漏れ等をすべて修復した。10月に調査船2隻を

修理した。学生の意欲を引き出すフィールド実践教育

の機会を拡充するため、湖沼、海岸、森林、農業、水

産、防災など地域の教育資源を活用した本学・他大学

による実習目的でのセンターの施設利用の募集を10月

に開始した。 

 遠隔講義システムを大学院の講義や全学の会議など

を利用し、学生及び教員の利便性が大幅に向上した。

震災等による施設の不備を修理し、教育研究環境の安

全性を向上させた。本学・他大学による実習目的での

センターの施設利用については募集を開始したばかり

であり、今後の効果に期待したい。 

【63-2：R510063-2】大学は、設備共用化の方針を策定する。既存の共用設備

の活用を推進する取組を行う。新規に共用設備とする取組を奨励し、予算上の

支援を行う。 

計画施策：設備の共用化【63-2：R510063-2】研究設備の共用
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化を推進する取組を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇大学は、平成22年4月に研究企画推進会議の下に研究設備マスター

プラン専門委員会を設置し、本学の教育研究設備の整備に関する基

本方針を定めた設備マスタープランの見直しの検討を行い、設備共

用化に関わる基本方針を改訂した。 

具体的には、(1)他の教育研究機関との連携・共同利用について、

「他の教育研究機関との連携・共同利用を推進することによって設

備の効率的な整備と利用、維持費負担の軽減を図る。」と改訂した

こと。(2)新たに「Ⅲ維持管理」として、「全学共同利用施設に設置

されている教育研究設備については、受益者負担を原則とし、管理

体制、利用形態等を考慮し全学経費での負担の方策を検討する。」

を加えたことが挙げられる。 

また、研究企画推進会議では、共同利用性の高い研究設備について、

その利用の一層の促進を図るために、同会議における学内公募、審

査を経て、10研究設備の維持管理及び保守に要する経費約430万円を

支援し、設備共用化の取組を奨励した。 

こうした取組の成果として、平成22年度にフロンティア応用原子

科学研究センターへ導入した「時分割生体分子反応解析システム」

については、機器分析センターの保有として全学での共同利用を進

めることとした。 

◇機器分析センターは、学内共同利用、学外者による利用ともに順

調に進んでいる。平成21年度に導入された多くの機器は順調に稼動

し、学内共同利用に供されている。またNMR、MALDI TOF-MSにおいて

は学外からの利用もあった。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・文部科学省へ7月に提出した平成24年度概算要求

（基盤的設備等整備）には、「茨城大学における教育

研究設備整備に関する基本計画（設備マスタープラ

ン）」に基づき特別設備として、①世界最先端の宇宙

電波強度モニタリングシステム（宇宙科学教育研究セ

ンター）、②X線分析システム（機器分析センター）の

2設備を計上した。 

・平成24年度概算要求事項（研究関係分）の選定手続

きとしては、研究企画推進会議の評価・改善を経て、

概算要求検討会で決定されたが、基盤的設備等整備分

の研究企画推進会議の評価では、研究整備の共用化を

促進する観点から「学内外における共同利用が図られ

る研究設備である」ことが4つの着目点の一つとして掲

げられた。 

・さらに、工学部と機器分析センターでは、全学的な

研究設備の共用化の推進の視点から、日立キャンパス

内に同センター分室を設置すべく検討を進め、6月23

日、平成24年1月23日開催及びその後のメール開催の機

器分析センター運営会議において審議、検討を行い、4

月実施に向けた制度整備等を行った。 
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・また、研究設備の維持・更新または修繕等について

は必要な経費を措置したところである。7月に2,500万

円、平成24年1月に1,800万円を措置した。 

・文部科学省への基盤的設備等整備の概算要求につい

ては残念ながら予算措置されなかったが、全学的な研

究設備の共用化の推進にむけた日立キャンパス内にお

ける機器分析センター分室の設置や研究設備の維持・

更新または修繕等に必要な経費の措置を行っており、

このため、今後、全学工程表に則り、中期目標を達成

することは可能と考える。 

◇・第5回教育改革推進会議（平成24年1月27日開催）

において、平成25年度概算要求特別経費の調整方針に

ついて確認し、教育に関わる設備マスタープランを点

検し、教育設備学内要求分として要求順位を付さない

で、概算要求検討会へ回答することとなった。 

・平成23年度に「IT基盤センター電子計算機及びネッ

トワークシステムの更新」の予算(学内措置)がついた

ため、今年度学内の共同利用パソコン室（MM1室、MM2

室等）の教育研究設備が、平成24年3月までに新たに更

新した。また、この更新に併せて、共通教育棟1号館1

階に設置してある「学生情報室」の買い取りの学生用

パソコンと共通教育棟2号館1階14番教室のPCのレンタ

ル化も、老朽化の為、全てこの更新(学内措置)に合わ

せて入れ替えることとなり、効率的に利用することが

可能となった。 

・年度計画に掲げた内容とさらに「IT基盤センター電

子計算機及びネットワークシステムの更新」に伴い共

同利用パソコン室の教育研究用設備と「学生情報室」

等のPC更新ができたこと。 

・教育設備マスタープランを点検・策定するとともに、

平成25年度概算要求特別経費の要求について教育改革

推進会議で選定したこと。 

◇機器分析センターでは、平成22年度特別経費（基盤

的設備等整備分）で「極微小領域・極微細構造分析シ

ステム一式」の導入が認められ、既存の透過型電子顕

微鏡の更新および走査型電子顕微鏡の検出器の更新を

実施した。本年度から共同利用機器として、本格的に

運用を始める。 

上記機器の運用を開始した。これらの老朽化・陳腐

化していた機器の更新により、教育研究活動をさらに

確実に支援できるものと考えている。なお走査型電子

顕微鏡については学外者の利用と依頼分析を受け付け

ているが、今年度の実績はなかった。 

新規設備機器の導入・更新、運用は震災により影響

を受けたものの、現段階では順調に進んでおり、23年

度後半の利用者は、前半と比較して増加した。利用料
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収入を比較すると、前半は約70万円、後半は120万円と

なった。 

＜環境方針の推進＞ 

【64：R510064】64．「茨城大学環境方針」

を推進するよう、環境に配慮した活動を進

める。 

施策として以下の取組を実施する。環境

方針の周知と推進、エネルギーのグリーン

化、低炭素活動の実践 

 

【64-1：R510064-1】環境方針の周知と推進を図る年次計画を策定し、第１回

環境方針周知キャンペーンを実施する。前年度の環境報告書に基づき、取組の

効果を確認する。 

計画施策：環境方針の周知と推進【64-1：R510064-1】環境方

針の周知と推進を図る年次計画にしたがって、環境方針周知キ

ャンペーンと推進取組を実施する。環境報告書にもとづき、取

組の効果を確認する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

◇環境活動推進プロジェクトチームを設置(7月21日)し、低炭素活動

実践計画の策定作業を開始した。「茨城大学グリーン化推進計画」

の決定をうけ、学長名の文書及び「茨城大学グリーン化推進計画」

をホームページに掲載するとともに、掲示板、全学メールにより環

境方針の周知を行った。 

◇化学物質管理システムの運用、廃液処理委託業務ともに順調に進

んでいる。平成23年3月末時点で、化学物質管理システムについては

149グループ、1,038名が利用している。廃液処理委託業務について

は20Ｌポリタンク144本を委託した。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇入学時期にあわせ、茨城大学の取り組みとして学長

名の文書及び「茨城大学グリーン化推進計画」をホー

ムページに掲載するとともに、掲示板、全学メールに

より環境方針の周知を行った。 

◇機器分析センターでは、22年度末に化学物質管理シ

ステムの更新を行う予定であったが、東日本大震災の

影響で納入が遅れ、5月にシステムを更新した。また、

昨年度末に茨城大学化学物質管理システム運用要項が

定められ、技術職員1名がシステム運用管理者になって

いる。従来と比べ、システム運用管理者の役割が明確

になり、システム運用に積極的に関与することができ

るようになった。平成24年3月末時点でのシステム登録

グループ数は156グループ、登録者数は1,063人である。

今年度も廃液処理委託を実施している。平成24年3月末

時点で20Lポリタンク173本を業者委託した。 

平成23年10月に非常勤職員1名（24年3月まで）を採

用し、体制は整備されたが、今後に向けた職員の確保

が課題である。 

【64-2：R510064-2】低炭素活動の一つとして第２期中のエネルギーのグリー

ン化計画を策定し、取組案を決定する。取組のための予算措置を検討する。 

計画施策：エネルギーのグリーン化【64-2：R510064-2】エネ

ルギーのグリーン化計画にしたがって、取り組み可能なものか

ら実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

◇7月に環境活動推進プロジェクトチームを設置し、低炭素活動実践

計画の策定作業を開始した。平成23年3月の役員会において審議され

「茨城大学グリーン化推進計画」として了承された。 

◇ICASでは、茨城産業会議等との連携講演会(11月17日)の企画運営、

ICAS本部のある環境リサーチラボ棟に緑のカーテンを設置するな

ど、グリーン化に関わる幾つかの実践を行っている。今後は、グリ

ーン化行動計画に基づく体系的な実践活動を充実させる必要があ

る。バイオ燃料プロジェクト(IBOS)との連携なども含めてエネルギ

ーグリーン化の推進の一翼を担う。このバイオ燃料プロジェクトは、

茨城大学重点研究プロジェクトの6つの1つに認定されており、平成

23年度から5年間毎年120万円の予算が措置されることになった。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・低炭素活動及び省エネルギーの推進を図るため、1

0月に茨城大学グリーン化推進委員会を立ち上げた。省

エネルギー対策計画として、エネルギーのグリーン化

計画・省エネルギー対策年次計画を平成23年11月に茨

城大学グリーン化推進委員会にはかり、計画が確定し

た。平成24年1月の役員会で計画が了承された。 

・夏期節電対策及び省エネルギー対策として、高効率

照明器具への改修、廊下部分のLED照明・自動点滅の取

付、窓の二重化、個別空調集中管理システム（水戸地

区）導入を行った。 

・水戸地区の各学部に電力量監視装置を設置し、使用

量の設定枠を定め、縮減を図った。 

・冬季の省エネルギー対策として、暖房効率の悪い大

講義室等に対して空気循環設備を設置した。 

・大学全体で照明の照度を確認し、法律で定められた

明るさまで照明器具の間引きを行い、電力量の縮減を

図った。間引きにより基準の明るさが確保できない部

分は、電力消費の少ないLEDスタンドを購入し改善を図

った。 

◇ICASでは、平成23年7月より「いばらき自然エネルギ

ーネットワーク」準備会を開始し、自治体、企業など

を含めた研究会などを通じた茨城県内のネットワーク

形成を図っている。4回のセミナーや見学会(7月準備会

会合、9月の第1回研究会、10月の東京ガスEi-WALK見学

会等)を経て、本ネットワークは平成24年3月16日に「い

ばらき自然エネルギーネットワーク」として正式発足

し、同日開催した記念シンポジウムは164名が参加する

に至った。 

「いばらき自然エネルギーネットワーク」発足に向

けた一連の作業を通じてICASで必要な省エネルギー、

再生可能エネルギーの利活用に関する知見が大幅に蓄

積された。 

「いばらき自然エネルギーネットワーク」が形成さ

れ、グリーン化の基盤づくりが進展した。今後はその

基盤を利用した実践の積み重ねが必要である。 
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【64-3：R510064-3】大学は第２期中の低炭素活動の実践計画を策定し、各組

織は取組案を検討する。大学は、各組織の取組の支援を検討する。 

計画施策：低炭素活動の実践【64-3：R510064-3】低炭素活動

実践計画にしたがって、取り組み可能なものから実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

◇環境活動推進プロジェクトチームにより、「茨城大学グリーン化

推進計画」を策定した。「茨城大学グリーン化推進計画」により環

境教育、省エネルギー、資源の有効利用等組織全体で、低炭素活動

を実践する体制を整えた。 

◇ICASでは、茨城産業会議等との連携講演会(11月17日)の企画運営、

バイオ燃料プロジェクト(IBOS)との連携や、ICASNewsなどを通じて､

緑のカーテンなど省エネルギーの具体例を紹介してきた。今後は、

全学的な低炭素行動を立案し、その推進の一翼を担う。 

◇理学部では、夏・冬季の経費節減対策点検アンケートを行い、結

果をまとめて報告した。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・低炭素活動実践計画として、エネルギーのグリー

ン化計画・省エネルギー対策年次計画を平成23年11月

に茨城大学グリーン化推進委員会にはかり、計画が確

定した。平成24年1月の役員会で計画が了承された。 

・夏期節電対策及び省エネルギー対策として、高効率

照明器具への改修、廊下部分のLED照明・自動点滅の取

付、窓の二重化、個別空調集中管理システム（水戸地

区）導入を行った。 

・水戸地区の各学部に電力量監視装置を設置し、使用

量の設定枠を定め、縮減を図った。 

・冬季の省エネルギー対策として、暖房効率の悪い大

講義室等に対して空気循環設備を設置した。 

・大学全体で照明の照度を確認し、法律で定められた

明るさまで照明器具の間引きを行い、電力量の縮減を

図った。間引きにより基準の明るさが確保できない部

分は、電力消費の少ないLEDスタンドを購入し改善を図

った。 

◇理学部では、15％の節減目標をほぼ達成した。 

◇ICASでは、今年度の節電要請に従い、昼間の照明1/

3にするなどの省エネルギー活動を実践した。また平成

22年度より環境リサーチラボラトリー棟西側にて「緑

のカーテン」を設置していたが、ゴーヤの活用法の提

案など今年度の全学的な節電活動の先駆けとなった。

また、平成24年3月の「いばらき自然エネルギーネット

ワーク」発足に向けた調査、調整を行った。 

「いばらき自然エネルギーネットワーク」発足に向

けた一連の作業を通じてICASで必要な省エネルギー、

再生可能エネルギーの利活用に関する知見が大幅に蓄

積された。 

「いばらき自然エネルギーネットワーク」が形成さ
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れ、グリーン化の基盤づくりが進展した。今後はその

基盤を利用した実践の積み重ねが必要である。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(4)  その他業務運営に関する重要目標 

 ② 安全管理に関する目標 

 

中期

目標 

31．危機管理と情報セキュリティの確保に努めて、安全安心なキャンパス環境を維持する。 

 

中期計画 年度計画 

＜適切な危機管理＞ 

【65：R520065】65．危機管理体制を改善

しつつ、適切に危機管理を行う。 

施策として以下の取組を実施する。危機

管理マニュアルの見直しと管理体制の改

善、事業場安全管理体制の改善 

【65-1：R520065-1】危機管理マニュアルの見直しと管理体制の点検改善を行

う。 

計画施策：危機管理マニュアルの見直しと管理体制の改善

【65-1：R520065-1】不断に危機管理マニュアルの見直しと管

理体制の改善を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

(1) 5月26日開催の役員会において、危機管理室の組織及び業務の見

直し並びに危機対策本部の組織の見直しを行うため、国立大学法人

茨城大学危機管理規則の一部改正が承認され制定された。 

(2) 平成23年2月23日開催の役員会において、「茨城大学リスクマネ

ジメントシステム」及び「地震、風水害(台風)、火災、不審者対策

危機管理個別マニュアル・ガイドライン」の一部改正が承認された。

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

◇危機管理に係るマニュアルとして以下について策定

した。 

・原子力防災対策危機管理個別マニュアル（4.21） 

・    〃             （入試対応、

 入学式・卒業式対応、課外活動対応）（9.15） 

・授業中の「教員と学生」に対する地震対応ガイドラ

 イン（4.21） 

・地震発生時における入館者に対する図書館の対応 

・地震対応マニュアル（学生用パンフ）（7月） 

(※再び起こり得る大地震に備えて、授業中の教職員

の対応マニュアルと学生生活上の学生の対応マニュ

アルを作成して、それぞれ全教職員（非常勤講師含

む）及び学生全員に配布した) 

・原子力関係事故対応マニュアル〈幼稚園〉 

・防災マニュアル（原子力災害発生対応）〈小学校〉

・防災マニュアル〈中学校〉 

・原子力災害対応マニュアル〈中学校〉 

・原子力防災計画〈特別支援学校〉 

・原子力災害対応マニュアル〈特別支援学校〉 

・災害時地域住民受入対策危機管理個別マニュアル・

 ガイドライン（H24.3.14） 

東日本大震災での課題を検討し、マニュアルの見直

しを実施した。 

◇この他、12月21日開催の役員会において、第3次補正

予算として措置が認められた「防災用品整備」につい
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ては、品不足等の関係で平成23年度業務達成基準適用

が認められ、調達は平成24年度に繰越すこととした。

今回の大震災に対処した本学の状況を記録するとと

もに、今後の震災に対する備えの参考とするため「東

日本大震災にかかる茨城大学の対応等について（報

告）」を取りまとめ、平成24年1月16日(月)副学長・補

佐会議において報告するとともに、学内のグループウ

エアにて公表している。 

各マニュアルの見直しを実施した。今後は内容の見

直しと管理体制の改善に取り組む。 

【65-2：R520065-2】第１期中の事業場安全管理体制を見直し、改善策を策定

する。 

計画施策：事業場安全管理体制の改善【65-2：R520065-2】新

規の事業場安全管理体制を構築し、運営する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇各事業場の安全衛生委員会の意見を尊重しながら、全学の安全管

理体制に関する改善策として、指示系統の確立及び情報共有を図る

ための組織概要案を作成した。 

◇工学部では、日立事業所安全衛生委員会において、安全衛生推進

の年間計画を立て、毎月委員会を開催して点検評価改善しながら計

画を実行してきた。各建物内の安全パトロール、化学物質の取扱い

法改善および安全教育の実施等を行った。安全パトロールによる改

善指示、安全教育訓練、健康診断、化学物質の管理、作業環境改善

などがルーチン化してきた。新たに、受動喫煙問題や安全体感教育

プログラム等をとりあげ、実施計画を検討している。個人任せから

事業所全体での管理体制に移行し、安全面の改善が図られている。

◇農学部では、安全衛生推進計画にある5つの実施項目を全て計画通

りに実施した。今年度は学生リスクアセスメントのシート形式を見

直し、分かり易くしたことで多くの意見を収集することができた。

学生の視点からの危険箇所を把握することが出来、改善を行った。

また、今年度新たに健康教育を実施し、心身のケアの充実をはかっ

た。人的災害（左小指創傷）が1件起きたため、保安監査委員会を開

き、災害状況を把握し、原因の分析、対策をおこなった。安全衛生

巡視では、昨年度までに安全衛生コンサルタントから改善必要との

指摘があった、1.耐震対策、2.廊下の通路幅確保、3．廃薬品処理の

課題を解決した。安全衛生マネジメントシステムを2年間にわたり実

施してきた。積み残し課題の多くを改善し、次年度からは外部評価

を受ける準備が整ったと考える。一方、昨年度より作業環境測定の

項目に「ホルムアルデヒド」が加わり、第2管理区分の研究室が認め

られた。対象研究室には改善指導を徹底する必要がある。また、学

生への安全衛生教育に関して、独自の教育DVDを作製し教育を行っ

た。 

 

Ａ 

◇・各事業場安全衛生委員会の機能を維持しつつ全学

の統一的実施事項の連絡・確認及び安全衛生活動上の

情報共有を企図して「安全衛生連絡会議」を設置し、
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運営を開始した。 

三事業場ごとの安全衛生委員会を全学で運営すべく

「安全衛生連絡会議（24.3.28 学長裁定）」を設けた。

今後は各地区が蓄積する安全衛生に関する情報を共有

し適切な情報の共通理解、必要に応じた作業連携等に

努める。 

◇工学部では、＊建物毎に順次、安全点検を行い、改

善を進めている（1巡し、2巡目の点検作業を行ってい

る）。 

＊4月20日、5月25日、10月24日に全構内一斉避難訓練

を行った。10月24日は消防訓練も実施した。 

＊災害対策室を設け、防災備品や備蓄などを検討し必

要品のリストを作成した（可能な物品から購入）。ま

た、N4棟に防災用品を保管する用意を始めた（工学部

災害復旧募金を実施し、手持ちのプロジェクト経費を

合わせて建物改修の計画を作成した）。 

＊キャンパスマスタープランの原案を作成し、災害復

旧工事の進捗をみながら改訂している。 

安全衛生委員会が熱心に活動し、定期的な安全パト

ロール、学部長から改善指示、改善結果の検査という

ルーチンワークが定着してきた。地震に対する避難対

策も進んだ。評価はA以上と判定してよい。 

◇農学部では、安全衛生推進計画の中で、学生への安

全衛生教育（全体へのマニュアル教育、リスクアセス

メント、化学物質管理講習会）を昨年度に引き続き、

独自に実施した。安全衛生巡視では、昨年度までに安

全衛生コンサルタントから改善が必要との指摘があっ

た高圧ガスボンベスタンドの転倒防止措置を行った。

さらに、東日本大震災の被害状況（本棚などの転倒状

況、屋外の放射線量）を把握し、本棚や薬品庫の転倒

防止対策を強化し実施した。放射線量に関しては、教

職員および学生に対する説明会を開催し、阿見事業場

の放射線量の現状を報告するとともに、今後の対応に

ついて周知した。 

安全衛生推進計画にある5つの実施項目を全て計画

通りに実施した。学生リスクアセスメントシートを用

い、学生の視点から危険箇所を把握し、改善を行なっ

た（駐車場整備「研究棟から駐車場までの環境整備」

の必要性に関する情報）。また、東日本大震災後の被

害状況の把握により、本棚や薬品庫の耐震対策の重要

性が明らかとなり、耐震対策を強化することができた。

安全衛生マネジメントシステムを3年間にわたり実

施した。本年度は外部評価を受ける予定であった。し

かし、東日本大震災により甚大な被害を受けたため、

本年度は外部評価を受けることを見送った。今後、施

設の復旧を待ち、改めて検討したいと考える。東日本
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大震災を通して耐震対策の重要性を認識し、改善を行

なうことができた。 

順調に進んでいると判断される。 

＜情報セキュリティの維持＞ 

【66：R520066】66．情報セキュリティを

点検し、管理体制を見直す。 

施策として以下の取組を実施する。情報

セキュリティ体制の計画的点検、情報セキ

ュリティレベルの向上 

 

【66-1：R520066-0】情報セキュリティ体制を点検し、改善を図って、情報セ

キュリティレベルを向上させた体制とする。 

計画施策：情報セキュリティ体制の計画的点検、情報セキュリ

ティレベルの向上【66-1：R520066-0】情報セキュリティポリ

シーを改訂し、情報セキュリティレベルをより向上させた体制

とする。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

文部科学省が提示した雛形を参考に、茨城大学情報セキュリティ

ポリシーの改訂を行った。平成23年3月上旬の副学長・学長補佐会議、

教育研究評議会において改定案を承認。3月末の情報セキュリティ委

員会で改訂確定の予定であったが、現在各部局からの意見を徴収す

ることになったため、改訂終了は年度明けの予定となった。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・平成22年度に改訂された情報セキュリティポリシ

ーは、平成23年度始めに教育研究評議会で決定された。

 以下は、前倒しでの実施および実施準備内容である。

・平成24年度から運用する予定の電子計算機・ネット

ワークシステムでは、分散キャンパスであることを利

用して、互いに遠隔でデータをバックアップする設計

とした。 

・各建物に無線LANネットワークを整備し、私設の暗号

を利用しないもしくは古い暗号しか利用できない様な

無線LANアクセスポイントを減らした。 

・無線LANネットワーク整備に伴い、無線LANに来訪者

用のネットワークを設定することにより、学外への公

開が制限されているデータを学外者が閲覧できない環

境にて構築する。 

・外部監査法人からの指摘で、震災時に大学のウェブ

サイトが4日間見えなかったことが問題視されている

が、外部にあった携帯電話向けDJCは継続して機能して

おり、加えて外部機関viopsに依頼して緊急サイトを3

日以内に立ち上げ、それが参照されるようにDNS登録を

変更するなど、与えられた条件下での最善の手は尽く

された。根本的な対策は、大学本体のウェブサイトを

データセンターで運用することである。途切れない連

続的な運用のためには、これ以外に有効な方法は無い。

来年度内に実施できるように詳細を詰めている。 

 いくつかの国立大学が連合してバックアップ用のウ

ェブサーバを互いに置くという方法も一部の大学から

提案されているが、管理が複雑化して通常時の運用コ

ストを増加させるだけでなく、緊急時にウェブサーバ

の指定を切り替えても、そのDNS情報の伝播に遅れが生

じて、結果的に外部から見て何日間も止まったと誤解
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されることになる。 

・学生のメールサービスを外部委託することも来年度

から導入予定である。教職員のメールを外部委託する

ことは、法律の解釈・判断を要するので、当面、業務

には用いない外部メールを導入することを考える。た

だし、教職員用のメールシステムは、学生用のメール

システムと同一の外部業者に委託する方針である。 

・改訂された情報セキュリティポリシーに照らして情

報セキュリティを点検するための自己点検シートの作

成を準備中である。ひな形はできた。詳細を詰めて、

来年度にリリースすることとしたい。 

・5月にメールサーバに対する深刻な攻撃があった。1

0時間程度で危険を排除した。根本的対策には3ヶ月を

要した。前提としていたことが崩れると、どんなに正

しく対策していても、足をすくわれることを痛感した。

新システム導入時には、セキュリティパッチの適用状

況を確認した。 

・学内研究室や附属学校に設置されたサーバのセキュ

リティ対策の状態を把握する方法はまだ検討できてい

なかった。そのコストが膨大であるためである。そう

しているうちに、11月に一般の研究室のサーバで2件の

インシデントが相次いで発生した。中間評価のヒアリ

ング時にいただいた「コストをなるべくかけずに、サ

ーバ管理者の意識と技能の向上を図るべし」というア

イデアに従って、「サーバ登録者へセキュリティ情報

を頻繁にメールで通知する」方法を導入し、来年度か

ら実施する予定である。 

・学外からmx及び共用Webサーバへのssh接続を止めた。

学外からのssh接続を集約する専用サーバを導入した。

・弱いパスワードを登録できないような仕掛けは、平

成19年3月31日に導入済である。しかし、それ以前に登

録したパスワードは弱い可能性がある。まず、キャン

パスサーバについて、該当ユーザにパスワードの更新

を強制した。mxについても新年度早々に同様の措置を

する。 

改訂された情報セキュリティポリシーに照らし、ま

た、近年および将来の危険を考慮して、効率的にセキ

ュリティを確保できるための数々のシステムの導入を

進めた。 

＜安全と衛生の確保＞ 

【67：R520067】67．キャンパスの安全と

衛生を改善する。 

施策として以下の取組を実施する。感染

症対策の推進、健康管理の推進、学内交通

安全及び防犯の向上 

【67-1：R520067-1】各種感染症に迅速に対応できる体制を維持し、感染症対

策を推進する。新型インフルエンザ対策を平成22年度も継続して行う。 

計画施策：感染症対策の推進【67-1：R520067-1】各種感染症

に迅速に対応できる体制を維持し、対策を推進する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

 新型インフルエンザ発症事案に対し「新型インフルエンザ対策行

動計画」及び「同行動計画に基づく休講・休業基準」に基づき対応

した。今後も発症情報及び関係機関の対応情報等を収集・勘案しな

がら適切に対応を実施する。 

 

Ａ 

◇・本年度は目立った感染症の流行は確認されなかっ

た。 

・迅速な対応が可能となるよう情報収集に努めた。 

毎月に安全衛生委員会が開催され情報収集・共有に

引き続き努める。 

【67-2：R520067-2】第２期の健康管理計画を策定し、学生・教職員の健康管

理と維持の取組を行う。 

計画施策：健康管理の推進【67-2：R520067-2】第２期健康管

理計画にもとづいて、学生・教職員の健康管理と維持の取組を

行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇保健管理センターの作成する健康管理計画にしたがい教職員等の

健康管理を行っている。必要な教職員等の健康診断を実施している。

学生については定期健康診断、特殊健康診断を予定通り実施できた。

相談業務ではカウンセリング受診者数は1,389名であった。教職員･

学生の一次救急や疾病の対処数は4,549名であった。 

◇機器分析センターでは、9月末までに作業環境測定は、3事業所、

266単位作業場で実施した。粉じん、ニッケル化合物の測定をあらた

に実施した。局所排気装置点検は、3事業所、133台実施した。不具

合を発見した場合にはメンテナンスも行っている。10月から3月末ま

でに作業環境測定は、3事業所、262単位作業場で実施した。学内す

べての事業場において、作業環境測定と局所排気装置定期自主検査

を完全に自前で行った。国立大学法人の中で、完全に自社測定を行

っている大学は極めて少ない(茨城大学を含めて4大学)。平成22年度

茨城大学工学部技術部研修会(9月3日)にて「本学における鉱物性粉

塵の作業環境測定について」(関根守・武田誠・塙浩之・崔瑄娥)で

発表。第28回大学等環境安全協議会総会・研修会実務者プログラム

(11月25日)にて「大学等における作業環境管理(化学物質等)の現状

と課題について」で発表。大学等環境安全協議会会誌「環境と安全」

(2011年，第2巻，第1号)に「茨城大学における作業環境管理の現状

と課題」(関根守)で掲載予定。平成23年1月20日に山形大学工学部技

術職員がセンターを訪問した。作業環境測定の自主測定の取り組み

状況について説明した。労働安全衛生の維持・向上に貢献するとと

もに、外部委託していた場合と比べて、経費の大幅な節減に貢献し

ている。 
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Ａ 

◇保健管理センター：１．健康診断を実施する。 

①学生定期健康診断の受診率を高める。 

 学生(定期)健康診断の受診率は86.4%（平22 84.

2％）であった。本年度は身体測定、看護師業務を外部

委託とした。 

②実験、実習をおこなう学生の安全管理および健康管

理体制を整備する。 

 学生特殊健康診断を11月に、再検査は平成24年2月に

施行した。 

２．相談体制を充実する。 

①メンタル対策 

 カウンセリング受診者数は1,165名であった。人文学

部及び工学部で学生各1名の自殺が報告され、保健管理

センター精神科医、カウンセラーが友人ら「遺された

人」の心のケアを行った。 

②健康教育 

 大学教育推進プログラム（教育GP）「初年次からの

食のリスク管理教育プログラム」に保健管理センター

管理栄養士が研究協力者として参加した。 

３．教職員・学生の一次救急や疾病に対処し、そのた

めの設備を整備する。 

①職員・学生の応急処置を行う。 

 教職員・学生の一次救急や疾病の対処数は4,853名で

あった。 

②感染症対策を講じるとともに、予防のための啓蒙を

おこなう。 

 本年度は感染症の大流行は見られなかったが、麻疹、

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等の予防のための啓蒙を引き続き行った。 

学生･教職員の健康管理と維持に取組み、本年度の計

画を順調に達成できたと考えている。 

◇・教職員の定期健康診断、特殊健康診断を実施した。

・受診率向上のため過去記録をもとに個別通知を実施

した。 

本年度は健康診断の受診率向上のための学内広報活

動を充実した。 

◇機器分析センター：作業環境測定 

・作業環境測定は、前期は3事業所、251単位作業場で

実施した。後期は3事業所、259単位作業場で実施した。

・高速液体クロマトグラフ用オートサンプラー、粉じ

ん計を購入した。 

・平成23年度茨城大学工学部技術部研修会（平成23年9

月9日）にて「技術職員による労働安全衛生の現状と課

題」（塙浩之・武田誠・関根守）で発表した。 

局所排気装置点検保守 

・局所排気装置点検保守は、3事業所、129台について

実施した。 
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空間放射線量測定 

・学長からの依頼に基づき、11月から空間放射線量の

測定を開始した。定められた測定方法により、平日定

時に1回測定し、測定結果を茨城大学のホームページ上

で公表している。http://www.ibaraki.ac.jp/general

info/jishinjouhou/genpatsu/index.html 

順調に推移しているが、R510064-1同様、職員の確保

が課題である。特に、作業環境測定には資格を必要と

するので、常勤職員の確保が肝要である。 

【67-3：R520067-3】水戸・日立・阿見・附属学校園の各キャンパスの交通安

全を点検し、環境整備計画を策定する。防犯計画を策定し、取組を開始する。

計画施策：学内交通安全及び防犯の向上【67-3：R520067-3】

各キャンパスの交通安全を点検し、必要に応じて環境整備計画

の見直しを行う。整備可能なものから実施する。防犯計画にし

たがって、取組を継続する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

◇第一期に行った交通環境整備が平成22年4月から開始した。これに

伴う①キャンパス内での交通リスクの回避、②キャンパス内での交

通事故に対する責任を明確にし、大学ホームページに掲載した。 

第一期に行った交通環境整備(主にハード面)を補完する交通標識

の整備計画を策定した。西第二通用門(西側駐車場出構口)に歩行者

等に車両出構を知らせる警告灯を設置し、さらなる安全の確保を行

った。視認性のよくない出口であるが、警告灯の設置により歩行者

等への注意喚起の効果を上げることができた。 

第一期に行った交通環境整備について学内の意見聴取を行い(平

成22年9月末)、今後の交通環境整備に反映させる。○自転車、自動

二輪車に対し構内安全確保のため立哨指導を実施した(平成22年4

月)。○駐車違反車両(自動車及び自動二輪車)について構内巡視を実

施している。○放置自転車の回収を行った(平成22年11月)。○駐車

場・駐輪場配置計画に基づき、自転車登録制を策定し、平成23年6

月から運用開始予定である。 

水戸キャンパスにおける教職員及び学生の安全確保、美しく静謐

な環境の創出、自由な広場や憩いの場の創出、無秩序な駐輪の防止

等を図るために、水戸キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画を策定

した。安全確保対策を早急に実施するための改善経費1億円が予算化

され、計画により工事発注を行った。ただし、東日本大震災に伴い、

予算措置が未確定となったため、工事延期となっている。 

平成22年4月から、学生寮及び国際交流会館の巡視を警備会社へ委

託し行っている。また、平成22年10月から渡里駐車場の運用開始に

併せ巡視を行っている。 

◇防犯に係る計画は、茨城大学リスクマネジメントシステム中に「予

防のプロセス－予防対策の実施(リスクマネジメントシステム)」及

び「災害リスク－不審者の侵入事件及び盗難、強盗、暴漢等事件(危

機管理基本マニュアル)」並びに「不審者対策危機管理ガイドライン

－不審者の侵入に備えて(危機管理個別マニュアル) 」があり、その
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一部見直し、改定により各種防犯施策を実施している。実施内容は

次の通り。 

(1)講習・訓練の実施 ①新入生のための防犯オリエンテーション ②

防犯教室、避難訓練等(附属学校園) 

(2)冊子・パンフレットの配布、チラシの掲示 ①大学作成の冊子・

パンフレット(読んで良かった安全な学生生活、情報倫理、C－mail

等) ②警察等作成の冊子・パンフレット(地域安全ニュース、薬物の

ない学生生活のために、犯罪被害にあわれた方をみんなで支援しま

しょう) 

(3)ホームページによる注意喚起(悪質商法に係る注意情報、警察か

らの注意情報等) 

(4)巡視・警備の強化 ①警備員による巡視 ②出入口、門扉の施錠確

認 

(5)防犯施設の強化 ①外灯の設置 ②防犯カメラの設置 

(6)防犯用品の整備 ①防犯ブザーの貸与 ②さすまたの常備(附属学

校園) 

(7)緊急時の情報連絡・通報体制の整備 ①学生対応窓口の周知(われ

らの学園) ②茨城大学災害緊急時の連絡体制(茨城大学リスクマネ

ジメントシステム)の周知・徹底 

(8)茨城大学リスクマネジメントシステムの点検・見直し 

(9)茨大周辺地区犯罪抑止緊急対策会議への参加 

(10)学生寮周辺における警邏箱の設置と警官による見回り強化 

(11)防犯情報メール(茨城県警察本部)登録の紹介 

(12)市町村別犯罪マップ、地域安全マップ(茨城県警察本部)の紹介

◇学生に対する防犯対策として、防犯情報の提供による注意喚起や

新入生のための防犯オリエンテーションを実施している。引き続き、

防犯計画による防犯対策に取り組むこととする。 

◇工学部では、E1棟改修工事及び外構工事にあわせて、自転車・歩

行者用通用門の設置と自転車用駐輪場整備を行い、キャンパス内の

交通安全状況の改善を図った。また、交通状況の把握のためバイク

の入構台数および駐輪場所の動向調査を行い、今後の駐輪場等整備

計画策定に向けた資料収集を行った。 

◇農学部では、安全衛生委員会が中心となって学生リスクアセスメ

ントの一つとして、学内及び周辺の交通安全に関する危険個所を把

握し、対応（大学前の横断歩道にセンサーライトの設置など）して

おります。駐車違反等の問題に関しても、学生委員会と共同で対応

（週に1度、通学時間帯に学生委員長と学務係長が学生駐車場の巡回

指導を行うなど）しました。特に、夜間に関しては、リスクマネジ

メントシステムを活用した連絡体制を周知徹底し、防犯の向上を図

りました。 
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Ａ 

◇○自転車・自動二輪車及び自動車に対し、構内安全

確保のため立哨指導を実施した。（4月～5月） 

○駐車違反車両（自動車及び自動二輪車）について、

構内巡視を実施している。 

○放置自転車を調査し、回収を行った。（H24.2月） 

○秩序ある駐輪場への駐輪及び放置自転車の削減のた

め、「茨城大学自転車登録システム」を開発し、自転

車登録制を実施した。https://bicycle.ibaraki.ac.j

p/regist/index.html（5月） 

○当日申請の臨時入構について、渡里駐車場への駐車

誘導の周知徹底を図った。（5月、12月） 

○平成22年度に策定された水戸キャンパス駐車場・駐

輪場の配置計画について、予算措置され、工事を開始

することになった。（工事は、平成24年度へ繰越して

行われる。） 

◇工学部では、学期開始時期に臨時でガードマンを雇

い、新2年生及び在校生に対するキャンパス内の交通安

全指導を行った。また、建物の震災復旧工事期間中に

おける日立キャンパス利用者の安全確保のため、暫定

の駐輪場の設定や駐輪禁止区域の明示を行った。 

駐輪場及び駐車場の今後の整備を含めたキャンパス

内の交通安全環境の整備について、キャンパスマスタ

ープランに盛り込んでいただくよう学部長室会議にお

いて要望した。企画立案委員会及び学部長室会議にお

いてキャンパスマスタープランの原案が出され検討を

行った。また、工学部正門周辺における事故防止対策

としての看板の設置を行い、駐輪場の整備についても

車止めの追加工事など実現可能なものから実施した。

さらに、警備上の理由から北側の通用門の閉鎖を決定

した。 

部局の年度計画にしたがって、キャンパス内の交通

安全環境を改善するため駐輪場の拡充とともに、駐輪

場における自転車の車止めの設置など整備可能なもの

から実施した。また、キャンパス内の交通安全を含め

たキャンパスマスタープランの原案について、学部長

室会議、企画立案委員会、領域長会議等で検討が行わ

れ、年度計画に沿って実施されている。 

震災復旧工事が長く続いているため遅れているが、

駐輪場整備、グランドへの避難経路の整備を進める予

定である。 

◇農学部では、学生リスクアセスメントを通して駐車

場整備（研究棟から駐車場までの環境整備）の必要性

に関する情報があり対応した。また、阿見キャンパス

の巡視やマネジメントシステムを活用することで、環

境整備や防犯に関して対応をしている。 

学生リスクアセスメントを実施することにより、学
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内の交通安全や防犯に関する危険箇所を把握し対応を

行った。また、安全衛生マニュアルを用いた学生教育

を実施し、災害時等の対処方法や非常時における緊急

連絡網を周知し、安全衛生の向上を図った。 

昨年度に引き続き、学生の意見を反映できるリスク

アセスメントにより、学内の危険箇所に関する情報を

得、環境整備を行なうことができた。阿見キャンパス

の安全衛生の向上のために、学生の意見収集が非常に

重要である。今後も学生の意見をより多く吸い上げら

れるよう、リスクアセスメントシステムの改善と学生

への周知を行ないたい。 

順調に進んでいると判断される。 

◇防犯計画については、平成20年3月策定の「茨城大学

リスクマネジメントシステム」を当該計画とみなして

必要な取組を行うこととしている。 

東日本大震災からの課題について、マニュアルの見

直しを行った。 

◇新入生オリエンテーション時に、大学作成の冊子や

パンフレット（読んで良かった安全な学生生活、情報

倫理、われらの学園、C-mail等）、警察署等作成の冊

子やパンフレット（ひばりくん防犯メール、薬物のな

い学生生活のために等）を配布した。 

また、犯罪被害を防ぐための注意文の掲示、女子学

生への防犯ブザーの貸与を行っている。 

防犯計画にしたがって、防犯情報の提供による注意

喚起などを継続して行い、防犯対策に取り組んでいる。

再び起こり得る大地震に備えて、授業中の教職員の

対応マニュアルと学生生活上の学生の対応マニュアル

を作成して、それぞれ全教職員（非常勤講師含む）及

び学内の学生全員に配布した。 

また、平成20年度に1,000個用意した防犯ブザーを新

入生への配布に備えて500個新たに調達した。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(4)  その他業務運営に関する重要目標 

 ③ 法令遵守に関する目標 

 

中期

目標 

32．関係法令を遵守し、国民及び地域から信頼される大学となる。 

 

中期計画 年度計画 

＜法令遵守体制＞ 

【68：R530068】68．法令遵守に係る周知

や研修等を通じて、学生・教職員のコンプ

ライアンス意識の向上を図る。 

施策として以下の取組を実施する。法令

遵守体制の確立、コンプライアンス研修等

の実施 

【68-1：R530068-1】法令遵守を組織的に監視監督する体制を検討する。 

計画施策：法令遵守体制の確立【68-1：R530068-1】法令遵守

体制を確立し、組織的な取組を開始する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

 9月15日開催の副学長・学長補佐会議において、理事（総務・財務

担当）を座長とするコンプライアンス推進体制検討WGの設置が認め

られ、学長特別補佐（危機管理担当）、総務部長及び総務課長がメ

ンバーに入った。コンプライアンス推進体制検討WGで「茨城大学コ

ンプライアンス推進方針」の制定について、10月6日、平成23年2月9

日、3月3日、メール会議で、12月3日、3月11日の5回開催し、検討を

行った。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇「国立大学法人茨城大学におけるコンプライアンス

推進体制方針」を9月28日の役員会にて策定した。 

今後はこの体制を基に、コンプライアンス推進本部

にて、「茨城大学コンプライアンス・ガイドライン」、

及び「茨城大学行動規範」を策定する。 

コンプライアンス推進本部の事務担当部署は、監査

室にて担当する。 

◇H23. 9.28役員会承認 

1.国立大学法人茨城大学におけるコンプライアンス推

進体制方針 

2.国立大学法人茨城大学におけるコンプライアンス推

進体制図 

H23.11. 8：第1回国立大学法人茨城大学コンプライア

ンス推進本部会議を開催  

H23.11. 8：上記会議において構成員及び事務局幹部職

員等を対象に、外部講師による 「コンプライアンス推

進研修」を実施 

H24. 1.20：第2回国立大学法人茨城大学コンプライア

ンス推進本部会議を開催 「コンプライアンス・ガイド

ライン（案）及び茨城大学行動規範（案）」について

審議 

H24. 2中：上記（2案）についてのメールによる意見交

換を実施 

H24. 3:「コンプライアンス・ガイドライン（案）及び

茨城大学行動規範（案）」について、副学長・補佐会

議、副学長・学部長会議、教育研究評議会において審
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議を重ねた結果、平成24年度において、文言及び表現

等を一部修正の上、再提案することとなった。 

「国立大学法人茨城大学におけるコンプライアンス

推進体制方針」を制定し、同体制方針に規定される「コ

ンプライアンス推進本部」を設置し、翌年度の年度計

画であった「茨城大学コンプライアンス・ガイドライ

ン（案）」及び「茨城大学行動規範（案）」について

前倒しで学内主要会議に提案し、了承後の周知方法等

についても方向性を示したが、最終的に文言・表現等

についての全学合意を得ることが時間的に難しかった

ため、一部修正案について翌年度改めて提案すること

となった。 

【68-2：R530068-2】法令遵守を徹底するため、コンプライアンス研修等を計

画する。 

計画施策：コンプライアンス研修等の実施【68-2：R530068-2】

コンプライアンス研修計画にしたがって、コンプライアンス研

修等を実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

◇コンプライアンス研修（導入編）を部課長・事務長を対象に実施

した。コンプライアンス推進体制の検討内容を踏まえ、必要となる

研修項目の検討を行った。 

◇不正防止計画推進本部では、コンプライアンス研修の一環として、

公的研究費の使用に関わる法令遵守を徹底するため、5月24日開催の

新任教職員研修会、8月27日開催の不正防止研修及び9月29日開催の

科学研究費補助金学内説明会において、公的研究費の使用ルール等

の説明を行い、不正防止の意識の向上を図った。 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・本年10月にコンプライアンス推進体制が決定され、

11月に会議が発足した。今後、審議内容を勘案しなが

ら研修計画の具体案を検討する。 

・11月の推進本部会議において本部員を対象としてコ

ンプライアンス研修を実施した。 

◇・不正防止計画推進本部では、コンプライアンスの

一環として公的研究費の不正防止に関わる周知徹底や

学内監査の実施を内容とする「行動計画」を策定した。

・この行動計画にしたがって、5月25日開催の新任教職

員研修会、9月21日開催の科学研究費補助金学内説明会

において、不正防止に関わる本学の体制や他大学の不

正事例について説明して注意喚起を図った。 

◇学内研修担当部局である総務部労務課と連携を図

り、H23.11.08：第1回国立大学法人茨城大学コンプラ

イアンス推進本部会議において構成員及び事務局幹部

職員等を対象に、外部講師による「コンプライアンス

推進研修」を実施した。 

「コンプライアンス推進」に係る意識付けを図るこ

とができた。 
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【69：R530069】69．監事及び内部監査部

門の連携を図るとともに、会計監査人の意

見を踏まえて不正防止を徹底する。 

施策として以下の取組を実施する。公的

経費の不正使用防止 

【69-1：R530069-0】監事、内部監査および会計監査人監査を適正に実施し、

公的経費の不正使用防止を徹底する。 

計画施策：公的経費の不正使用防止【69-1：R530069-0】監事、

内部監査および会計監査人監査を適正に実施し、公的経費の不

正使用防止を徹底する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇監査室においては、監事の実施する定期監査、臨時監査に係る監

査調書の取り纏めのほか、被監査部局等との連絡調整等を行うとと

もに実地監査（ヒアリング）に立ち会うなど監事監査の支援を行っ

た。また、監査室の行う例月現金出納検査（書面検査及び実地監査）、

科学研究費補助金監査、定期監査を監査計画に基づき実施し、学長

に監査結果を報告し、改善事項等を部課長事務長会議で報告すると

ともに関係部局に通知し改善報告を求めた。 

なお、監事及び本学会計監査人との連携を図り、相互の情報を共

有することで効率的な監査が実施できる体制と監査マニュアルを見

直し重点事項を設定するなど監査効率の向上を図った。併せて、茨

城大学不正防止計画推進本部と連携し、不正防止計画推進本部が策

定した行動計画による実施事項について、具体的実施事項が適正に

実施されているか確認し、監査結果を学長に報告した。なお、監査

結果については、学長から被監査部局等の長に通知するとともに、

是正改善の措置を講ずる必要がある被監査部局等の長に対して、改

善状況等の報告をもとめ、改善等の促進を図った。 

監査室が窓口となっている公益通報窓口への通報件数は「平成22

年度：0件」であった。 

科学研究費補助金等内部監査 

・科学研究費補助金等内部監査の実施については、今年度は、監査

要領を見直すとともに不正防止計画推進本部員と協力し、交付163

件に対し約20％31件（通常10％）を抽出しての通常監査とさらに通

常監査31件から約32％10件（通常10％）を抽出しての特別監査を行

うなど例年の2倍の件数を監査対象とするなどの対応を行った。 

また、監査結果については部課長事務長会議で報告するとともに、

工学部、農学部、財務部、図書館に学長名で是正改善措置事項とし

て通知し、平成23年3月末までに各部局から改善事項としての報告を

求めている。 

監事定期監査 

・監事定期監査については、監事と協力し監事監査に必要な調書等

の取り纏め等を監査室で行い監事に提出した。これらの資料を基に

監事が6件のヒアリング項目を設定して各部局からのヒアリングを

行い3件の意見書を学長に提出した。これらの項目については、学長

から各部局長に検討取り組み事項として通知し、平成23年3月までに

改善事項としての報告を求める等の対応を図った。 

例月現金出納検査 

・例月現金出納検査については、毎月預り金等の書面検査を実施し

訂正などの指導を行い、10月に現地実地検査を実施した。実地検査

報告については学長に報告するとともに改善措置を部局に通知し、
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11月末までに3部局からその改善報告を提出していただき改善報告

書のとおり実施されている。 

監事臨時監査 

・監事臨時監査については、「大学入学試験問題の出題ミス等防止

対策について」関係部署からヒアリングを実施した。学部全体をみ

ると多種多様な入試が行われている現状であり現在その取り纏めを

行っている。 

定期監査 

・茨城大学内部監査実施要項に基づき内部監査実施計画を策定、11

月8日から29日の間に事務局、各学部及び図書館を対象とした定期監

査を実施した。また、併せて、茨城大学不正防止計画推進本部と連

携し、不正防止計画推進本部が策定した行動計画による実施事項に

ついて、具体的実施事項が適正に実施されているか確認し、監査結

果を学長に報告した。 

なお、監査結果については、学長から被監査部局等の長に通知す

るとともに、是正改善の措置を講ずる必要がある被監査部局等の長

に対して、改善状況等の報告を2月末までに提出を求めている。 

◇不正防止計画推進本部では、監事、監査室と連携を図りつつ、5

月に策定した平成22年度不正防止計画推進本部行動計画（実施業務）

に基づき、公的経費の使用ルール等の周知徹底及び予算執行の適正

の確認等に着実に取り組んできた。具体的な取組としては、5月24

日開催の新任教職員研修会、8月27日開催の不正防止研修、9月29日

開催の科学研究費補助金学内説明会において、公的経費の不正使用

防止について周知、徹底を図るととに、監査室が遂行する学内監査

の特別監査を連携実施することを通じて予算執行の適正の確認等に

着実に取り組んできた。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇・不正防止計画推進本部では、本年度の実施業務と

して①公的経費の使用ルール等の周知徹底、②予算執

行の適正の確認などの実施スケジュールを定めた平成

23年度不正防止計画推進本部行動計画を4月に策定し

た。 

具体的には、公的経費の使用ルール等の周知徹底に

関わる取組としては、5月開催の新任教職員研修会、9

月開催の科学研究費補助金学内説明会において、不正

防止に関わる本学の体制や他大学の不正事例について

説明して注意喚起を図った。 

また、予算執行の適正の確認等については、監査室

が遂行する15日間の特別監査（7月19日～27日、10月3

1日～11月9日）を連携して実施した。 

・また、一部の大学等において業者への預け金等の不

適切な経理が判明し、文部科学省から「研究機関にお

ける公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底に

ついて」の通知があった。この通知を受けて、全ての

教職員及び取引実績が上位の業者を対象に「公的研究

費の不適切な経理に関する調査」を実施することとし

た。 
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具体的には、教職員1,023人及び取引業者77社に対し

て、取引業者への預け金、本学教職員からの預け金及

び旅費・謝金等の架空請求によるプール金等の有無に

ついて確認し、不適切な経理がない旨の回答を得て、

文部科学省へ報告した。 

◇監査室：平成23年度監事監査実施内容等 

１．監事定期監査（5月） 

・監事定期監査については、監事と協力し監事監査に

必要な調書等の取り纏め等を監査室で行い監事に提出

した。これらの資料を基に監事が10件のヒアリング項

目を設定して各部局からのヒアリングを行い4件の意

見書を学長に提出した。これらの項目については、学

長から各部局長に検討取り組み事項として通知し、平

成24年3月までに改善事項としての報告を求める等の

対応を図った。 

２．監事臨時監査（12月） 

平成23年度会計監査法人監査 

１．年間往査予定日数 約100日程度 

平成23年度監査室監査 

１．定期監査（10月） 

２．科学研究費補助金内部監査（7月） 

・科学研究費補助金等内部監査の実施については、監

査要領を見直すとともに不正防止計画推進本部員と協

力し、交付件数197件に対し約15％（通常10％）29件を

抽出しての通常監査及び通常監査29件から約30％（通

常10％）8件を抽出しての特別監査を行うなど、規定以

上の件数を監査対象とするなどの対応を行った。 

 さらに、本学内部監査実施要項第11条及び第12条を

適用し、実地監査会場において、事前通知課題以外の

研究課題について各々数件ずつ無作為で指定し、書面

監査を実施した。 

また、監査結果については部課長事務長会議で報告

するとともに、改善の必要性があった部局等について

は学長名で是正改善措置事項として通知し、平成24年3

月末までに各部局から改善事項としての報告を求めて

いたが、一部は次年度となった。 

３．公的研究費の不正使用の防止等に関する監査（7

月、10月） 

４．文部科学省共済組合茨城大学支部定期監査（4月）

５．その他の監査 ① 預り金書面監査及び実地監査等

（随時） 

・例月現金出納検査については、毎月預り金等の書面

検査を実施し訂正などの指導を行い、10月に現地実地

検査を実施した。実地検査報告については学長に報告

するとともに改善措置を部局に通知し、11月末までに3

部局からその改善報告を提出していただき改善報告書
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のとおり実施されている。 

・年度計画及び計画の内容に沿った諸監査が適正に実

施されるとともに、監事、監査室及び会計監査人との

連携を密に図り、公的経費の不正使用防止の徹底を図

った。 

・当初年間往査予定日数約100日程度とされていた会計

監査法人による往査日数については、協議・相談等の

結果約120日の往査を実現し、より濃密な監査の実現を

図った。 

・文科省による「公的研究費の管理・監査体制方針の

ガイドライン体制整備等の現地調査（H23.11実施）」

へ監査室として対応し、特に指摘事項はなかった。 
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（４） その他業務運営に関する特記事項 

１．特記事項 

 重点的に取り組んだ事項や特記すべき事項を記載してください。 

 ※記載分量については、１枚程度としてください。 

 

・給与改定特例措置（関連年度計画：なし） 

 本学は大震災の被災大学であり、教職員に多くの被災者を擁しており、復興に向けて多大な支援を受け

たところであることから、復興財源に充てるための給与改定特例法が平成24年2月に成立したことを受け

て、総務省から昨年6月及び10月の閣議決定の趣旨に沿って必要な措置を講ずるようにとの要請を踏まえ

て、平成24年3月からの人事院勧告に依拠した給与改定の実施、平成24年4月からの2年間の給与減額特例措

置を行った。 

 

・空間放射線量の測定と公表等（関連年度計画：27-4） 

 福島第一原子力発電所事故以来、空間放射線量測定結果について、茨城県内モニタリングポスト等のデ

ータを本学HPにグラフ化して掲載してきたが、平成23年11月以降は、大学内で定められた測定方法により

平日定時に1回測定し、測定結果を本学HPにグラフ化して掲載している。 

 また、放射線量の情報不足による附属学校園の保護者等の心配の高まりに伴って、放射線測定機器の不

足が生じ、品薄の中、線量計を急遽購入し、各キャンパス、各附属学校園に配置した。 

 

・「エネルギーのグリーン化計画・省エネルギー対策年次計画」の策定 

（関連年度計画：51-1～3、64-1～3）

低炭素活動及び省エネルギーの推進を図るため、平成23年10月に茨城大学グリーン化推進委員会を立ち

上げた。省エネルギー対策計画として、「エネルギーのグリーン化計画・省エネルギー対策年次計画」を

11月の茨城大学グリーン化推進委員会にはかり、計画が確定し、平成24年1月の役員会で計画が了承された。

 夏期節電対策及び省エネルギー対策として、高効率照明器具への改修、廊下部分のLED照明・自動点滅の

取付、窓の二重化、個別空調集中管理システム（水戸地区）導入を行った。 

 水戸地区の各学部に電力量監視装置を設置し、使用量の設定枠を定め、縮減を図った。 

 冬季の省エネルギー対策として、暖房効率の悪い大講義室等に対して空気循環設備を設置した。 

 大学全体で照明の照度を確認し、法律で定められた明るさまで照明器具の間引きを行い、電力量の縮減

を図った。また、間引きにより基準の明るさが確保できない部分は、電力消費の少ないLEDスタンドを購入

し改善を図った。 

更に、温室効果ガス及び光熱水料の削減を進めるために、施設・設備の改修、交換等の財源を毎年確保

すること及び節減を行った学部等に対しインセンティブを付与することを目的とした「温室効果ガス削減

に向けた新たな取組について（24.1.25学長裁定）」を決定した。 

 

・いばらき自然エネルギーネットワークの発足（関連年度計画：64-2） 

 平成21年度より「地域サステナ」と称して城里町商工会、筑西市商工会とともに地域における環境保全

活動を行っている。この活動により早稲田大学・ブリジストンW-BRIDGE研究助成プロジェクトの構成員と

して3年間活動し、この一環で平成22年度より環境リサーチラボラトリー棟西側にて「緑のカーテン」を設

置していたが、ゴーヤの活用法の提案など今年度の全学的な節電活動の先駆けとなった。 

さらに、「地域サステナ」および東日本大震災に端を発したエネルギー問題が契機となって、平成23年7

月より「いばらき自然エネルギーネットワーク」準備会を開始し、自治体、企業などを含めた研究会など

を通じた茨城県内のネットワーク形成を図った。本ネットワークは、平成24年3月に正式発足し、設立記念

シンポジウムを開催するに至っており、低炭素社会づくりの実践として貢献している。 
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・水戸キャンパス駐車場、水戸地区留学生寮等の整備（関連年度計画：67-3） 

 大震災の影響で工事の着工を凍結していた「水戸キャンパス駐車場・駐輪場整備工事」と「水戸地区留

学生寮新築工事」は、年度内に予算が措置され、平成24年4月から整備が開始されることとなった。 

 工学部では、同窓会(多賀工業会)の募金と大学予算を原資にして、工学部の職員宿舎を留学生及び日本

人学生の女子寮とする改修計画を立てた。その計画が役員会で了承され、設計業務の一般競争入札公告を

行った。平成24年7月設計を完了し9月の着工、平成25年2月完成の予定として作業を進めている。 

 

 

 

２．「共通の観点」に係る取組状況  ※平成22～24事業年度の状況について総括的に記載 

（その他の業務運営の観点） 

○ 法令遵守（コンプライアンス）及び危機管理体制が確保されているか。 

 

・法令遵守（コンプライアンス）に関する体制及び規程等の整備・運用状況（関連年度計画：68-1） 

 9月28日の役員会にて「国立大学法人茨城大学におけるコンプライアンス推進体制方針」を制定し、同体

制方針に規定される「コンプライアンス推進本部」を設置し、翌年度の年度計画であった「茨城大学コン

プライアンス・ガイドライン（案）」及び「茨城大学行動規範（案）」について前倒しで学内主要会議に

提案した。了承後の周知方法等については方向性を提案、最終的に文言・表現等についての全学合意を得

ることが時間的に難しかったため、一部修正案について翌年度改めて提案することとなった。 

 11月のコンプライアンス推進本部会議において本部員及び事務局幹部職員を対象として外部講師を招へ

いしてコンプライアンス研修を実施した。 

 

・災害、事件・事故等の危機管理に関する体制及び規程等の整備・運用状況（関連年度計画：65-1） 

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災での課題を検討し、危機管理に係るマニュアルとして以下のと

おり策定した。 

 ・原子力防災対策危機管理個別マニュアル（4.21） 

・    〃             （入試対応、入学式・卒業式対応、課外活動対応）（9.15） 

・授業中の「教員と学生」に対する地震対応ガイドライン（4.21） 

・地震発生時における入館者に対する図書館の対応 

・地震対応マニュアル（学生用パンフ）（7月） 

(※再び起こり得る大地震に備えて、授業中の教職員の対応マニュアルと学生生活上の学生の対応マニ

ュアルを作成して、それぞれ全教職員（非常勤講師含む）及び学生全員に配布した) 

・原子力関係事故対応マニュアル〈幼稚園〉 

・防災マニュアル（原子力災害発生対応）〈小学校〉 

・防災マニュアル〈中学校〉 

・原子力災害対応マニュアル〈中学校〉 

・原子力防災計画〈特別支援学校〉 

・原子力災害対応マニュアル〈特別支援学校〉 

・災害時地域住民受入対策危機管理個別マニュアル・ガイドライン（H24.3.14） 

 

 この他、12月21日開催の役員会において、第3次補正予算として措置が認められた「防災用品整備」につ

いては、品不足等の関係で平成23年度業務達成基準適用が認められ、調達は平成24年度に繰越すこととし

た。 

 

 今回の大震災に対処した本学の状況を記録するとともに、今後の震災に対する備えの参考とするため「東

日本大震災にかかる茨城大学の対応等について（報告）」を取りまとめ、平成24年1月16日(月)副学長・補
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佐会議において報告するとともに、学内のグループウエアにて公表している。 

 

 大震災・放射能汚染復旧支援のため、7月7日開催の研究企画推進会議において、平成23年度間接経費の

学内配分方針について審議し、研究設備の維持・更新のために2,500万円を措置することを決定した（うち

約2,000万円で、ゲルマニウム半導体検出器を整備）。 

 

 

 

３．改善を要する点 

 取組みが遅れていたり、支障が発生して計画の変更をせざるを得ない事項等について、具体的に記載し

てください。 

 

＜平成22年度に改善を要するとした年度計画の改善状況＞ ◇ = 改善した ◆= 未改善 

○H22図書館改修計画等の策定 （関連年度計画：62-3） → 不充分 

  3月11日に発生した東日本大震災の影響で、応急耐震診断、施設被害状況調査などに忙殺され、図書館

改修計画は平成23年度前半で策定し、平成24年度概算要求に盛り込むこととした。 

 

◇ 平成23年度に、図書館の増築及び改修工事についての平成24年度施設整備概算要求は、6月27日第6回

役員会において承認され、10月に文科省から「平成24年度国立大学法人等施設整備概算要求・要望事項」

として財務省へ提出された。12月に「平成24年度国立大学法人等施設整備実施予定事業」として、平成

24、25年度の2カ年かけて整備されることになった。 
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様 式 ２ 

平成 24 年 6 月 13 日（水）現在 

平成２３年度計画 特色ある取組みについて 

全学部、センター取りまとめ版 
１．第２期中期計画の８つの重点目標に関する取組みについて【該当する目標に記述を】 
1) 教育 

・学士課程教育、大学院課程教育ともに国際的水準の教育課程を構築して高い質の教育を行い、大学の目的

に沿った人材を育成する。 
1-1 国際的水準の教育課程の構築 

人文学部： 

 

教育学部： 

 

理学部： 

2. 平成 17 年度の改組で設けられた学際理学コースは、自主参加の教員によって運営されて来たが、参加教

員の退職等に伴い、継続的な運営体制の構築が困難な状況になりつつある。このため学際理学コース検討

WG（座長：川田 副学部長）を設置し、答申が纏められた。 

答申の骨子は以下の通り、コースの位置付け、運営体制の原則等を主な内容としている。 

① 5 基幹コースとは志向の異なる学生を積極的に受け入れ教育することに対応するコースとして、学際

理学コースを位置づける。自然科学の基礎をより幅広く学び、重要かつ複数の基本的学問分野に立脚す

る新しい学問領域に挑戦できる基礎的能力を育てる。 

② 理学部全教員が学際理学の教育に携わる。③主学習分野が一致する教員は、原則として卒業研究を受

け入れる。 

④ 輪番制で学際コース運営担当教員となり、コースに付随する校務を分担する。この答申に基づき、学

際理学コース運営検討 WG（座長：北 学際理学コース長）を設置し、24 年度からのカリキュラムと卒業

研究指導体制および学際理学コース運営会議規則をまとめ、25 年度以降の体制について検討を行った。

 

工学部： 

・ 学士課程教育では世界教育水準の JABEE 審査を全学科で受ける準備を進めている。昨年 12 月に機械工学

科と都市システム工学科の 2 学科が認定継続審査を受審した。また、第 2 期中期計画中に全学科が JABEE

受審することを確認した。大学院課程教育では大学院の改組計画を進め、教員組織として、より高度な研

究教育を目指した大学院工学研究院を平成 24 年 4 月に暫定的に設置・試行し、次年度の部局化を図る準備

を整える。 

 

農学部： 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 
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産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

 

遺伝子実験施設： 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 平成 23 年度の大学院サステイナビリティ学教育プログラムは全研究科から 26 名の学生が新たに履修し、

国際・国内実践教育演習や 5大学共同科目「サステイナビリティ学最前線」などの特色ある教育を行った。

また、学士課程教養教育では H18 年度より「サステイナビリティ学入門」を継続している。 

1-2 高い質の教育の実施 

人文学部： 

１．学習・教育目標の達成基準の策定（R111b03-0） 

教育改革推進委員会を中心として、両学科及び将来計画委員会と連携し、11 月の 2回の教授会で平成 24

年 4 月にスタートする新カリキュラム用のコース毎のカリキュラムマップ、コース毎の学年進行達成基準

表を最終的に確定した。同時に新カリキュラムの科目一覧表、修得単位表も確定し、新カリキュラムスタ

ートの準備をほぼ整えることができた。科目とディプロマポリシーの関係性を示したカリキュラムチェッ

クリストについては、3月中にとりまとめ作業を行い、HP 上での公開は 4月末になる見込みである。 

 

２．一貫カリキュラムとカリキュラムツリーの改善やコアカリキュラムの設定（R111b05-1） 

１）各コースのカリキュラムマップ、学年毎の達成基準を明確に定めた。また、学科毎のカリキュラム以外

に 4 つの学部共通プログラムを持つ特色あるカリキュラム(①国際教養プログラム、②根力育成プログラ

ム、③地域課題の総合的探求プログラムプログラム、④日本語教育プログラム)を構築することができた。

プログラムについては、カリキュラムチェックリストの作成とあわせて学科・コースごとで行った。平成

24 年スタートの新カリキュラムについての準備を整えることができた。最終的に新カリキュラムを説明し

た『履修要項』のとりまとめも行った。 

２）学部として設ける「国際教養プログラム」について、人コミ学科教員が中心となってプログラム内容を

検討・確定し、今後の運営を中心的に行う。また「地域課題の総合的探求プログラム」については、社会

科学科の教員が中心になって企画・運営を行う。「根力育成プログラム」については、大学・学部として行

う「就業力育成プログラム」に、人コミ学科教員が中心的立場で関わるとともに、同プログラムの一部を

現行の「主題別ゼミナール」と「情報関連科目」で連携しながら試行的に行っている。 

３）カリキュラムチェックリストによって各科目をチェックし、体系的カリキュラムを構築するとともに、

科目の精選を図った。 

 

教育学部： 

この重点目標の実現のための計画施策の一つに■教育プログラムの多様化（R111g06-2）がある。 

教育学研究科では文部科学省の平成 20 年度大学院教育改革支援プログラム事業（大学院 GP）に応募し

採択された「地域教育資源開発による高度教育専門職養成」を、平成 20 年度の試行をふまえて、平成 21

年度、22 年度に正規のカリキュラムとして実施したが、GP の期間が終わった本 23 年度においても、それ
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を継続して行っている。多様な授業形式（講義・演習・実地研修・講演）を取り入れ、学外での教育も継

承し、地域理解を踏まえた教育実践力を育成する充実した教育内容を展開して、大学院教育を活性化し、

高い質の教育を実施している。 

 

理学部： 

 

工学部： 

 

農学部： 

・ 昨年度実施の教育 GP（初年次からの食のリスク管理教育プログラム）を点検評価し、本年度も同プログ

ラムを引き続き実施し、教育課程の充実を図った。 

また、本年度は福島第一原子力発電所事故にともなう食品の放射能汚染に関する教育も食のリスク管理

教育として適切に行う必要があることから、FD 研修会（テーマ「我が国における放射能汚染食品のリスク」

11 月 25 日農学部第一会議室にて開催、25 名参加）を実施した。 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

① 大学院理工学研究科博士前期課程 1年次学生を対象とした「実学的産業特論」を実施。 

講師として地域の企業経営者、支援機関関係者、経産省関係者等幅広い分野の協力を得ている。 

また、地域の企業見学も加えた講座となっており、座学では得られない講座になるよう工夫している。 

今年度は、外部点検評価において受講学生の増加の指摘を受けて講座の広報、カリキュラムの改善を図

った。その結果、受講学生は平成 22 年度 22 名に対して今年度は 45 名に増加した。 

② 「サマーカレッジものづくり中核人材育成事業」を地域企業のニーズに応えて講座内容に改善を加えて

社会人対象に実施した。本事業は、茨城県からの委託による茨城県北臨海地域活性化推進事業として実施

した。講座は 6講座で、本年度受講者は 60 名であった。 

  なお、特別講座として三次元造形技術研修会を開講し学外から 8 名、学内から教職員と学生 7 名の合計

15 名の参加があった。 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・ 理工学研究科の教育に参加し、ICAS と連携して横断型大学院教育を行っている。H 24 年度から水圏セン

ターの教員を中心として ICAS の国内演習を担当する予定で、現在、来年度の演習計画・内容について鋭意

検討中。 

・ 学生の意欲を引き出すフィールド実践教育の機会を拡充するため、湖沼、海岸、森林、農業、水産、防

災など地域の教育資源を活用した本学・他大学による実習目的でのセンターの施設利用の募集を開始した。

 

遺伝子実験施設： 
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・ 専任教員は学部、大学院教育も担当し、また、セミナー、シンポジウムや技術指導を通じて教育に貢献

している。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 大学院サステイナビリティ学教育プログラムは全研究科横断型教育として、国際・国内実践教育演習や

5 大学共同科目「サステイナビリティ学最前線」など、英語やフィールドを組み合わせた高い質の教育を

行った。 

 

宇宙科学教育研究センター： 

・ H23 年度から、全学部学生を対象に、学士課程教養教育において、実験実習授業「宇宙観測実習」を開

始した。 

 

総務部： 

・ 大学院教育の活性化を図るため、多くの院生指導をしている教員を「Professor of the Year」として賞

を贈呈するとともに教育研究費の支援を行った。6月 30 日(木)水戸キャンパス及び日立キャンパスにて表

彰式を実施した。 

修士課程：「Master’s  Professor of the Year」6 名以上の修士学生を主任指導、教育研究費 30 万円、

受賞者 59 名 

博士課程：「Doctor’s  Professor of the Year」3 名以上の博士学生を主任指導、教育研究費 50 万円、

受賞者 16 名 

1-3 目的に沿った人材育成 

人文学部： 

 

教育学部： 

この重点目標の実現のための計画施策の一つに■学習管理制度を導入し各年次において修得状況を把

握し改善する（R111b04-1）がある。 

教育学部では、一昨年度作成した履修記録カルテ「学びのあしあと－教職課程履修の記録（カルテ）」を、

入学生オリエンテーションで配布・解説するとともに、教員に対しても使用法の解説をし、学生の指導を

開始している。カリキュラムの意義と自分の学習成果を、学生自らが確認していくこの取り組みは、まさ

にカリキュラムの目的に沿った人材育成を保証するもので、他学部に先行して全学の施策実施の参考とな

るものと思われる。 

 

(1) 教育実習の充実化についての取り組み（対応する計画施策：教育実習体制の改革、教育実習の見直し

（R133038-0）） 

第二期の中期目標・中期計画システムにおいても、附属学校は評価の対象であり、特に教育実習は共通

の観点に取り上げられている。教育学部では平成 22 年度においてもイノベーション基本デザイン WG にお

いて、予想される新しい教員養成制度を見据えながら、附属学校および教育実習の在り方を検討した。23

年度においては、さらに進んで、教育実習に係る以下のより具体的な取り組みを行った。 

① 教育学部附属教育実践総合センターを改組し機能を強化した。その一環として教育実習のコーディネ
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ートをより強力に行う教員を配置することを決定した。 

② その教員を中心にして学部長直属の教育実習検討特別 WG を設置し、新しい実習の具体的在り方の検討

を開始し、中間まとめを行った。 

③ 教育学研究科学校臨床心理専攻の一種指定化に伴い附属教育実践総合センターを A 棟 2 階に移動する

が、ここに H24 年度に模擬授業室を設置する準備を行った。これらにより、教育実習の運営体制はより

強化され、教育的効果も格段に高いものとなることが期待できる。それにより、来るべき新しい教員養

成制度に対応して、その狙いを先取りした教員養成を行うことができ、教員養成という目的に沿った人

材育成を高いレベルで確実にする施策である。 

 

理学部： 

 

工学部： 

 

農学部： 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

 

遺伝子実験施設： 

 

地域総合研究所： 

・ 人文学部の「地域課題の総合的探求プログラム」への協力、人文学部と大教センターとの平成 25 年度概

算要求の共同提案など、地域において学生を教育する上での企画を積極的に立ち上げている。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 大学院サステイナビリティ学教育プログラムでは「心技知にわたる実践的教育」を標榜し、座学、演習

を組み合わせたカリキュラムを構築した。これらは教育研究論文としても発表されている。 

2) 教育 

・学生の学習・生活及び経済的支援を充実し、教育の成果を上げる。 
2 教育成果へ寄与する学生支援 

1) 学生獲得 

人文学部： 

 

教育学部： 
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理学部： 

 

工学部： 

 

農学部： 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 

 

入学センター： 

・ 震災及び原発事故による心理的影響（風評被害）により、平成 24 年度入試において本学への出願（特に

茨城県外から）が減少することが想定されたため、学長裁量経費を獲得し県内外で開催される進学相談会

等に積極的に参加し、志願者減を最小限に食い止めるべく活動を行った。 

従来、進学相談会等へは、入学センター兼務教員及び入学課職員で参加していたが、新たな試みとして、

学務部内若手職員へも応援を依頼し、学生生活や授業料免除、奨学金制度等に関する説明を担当していた

だき、質問者からは好評を得た。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

 

遺伝子実験施設： 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 大学院サステイナビリティ学教育プログラムは平成 21 年度 49 名、平成 22 年度 54 名に対して平成 23

年度は 26 名の履修者であった。これは東日本大震災による日程、経済状況などの一時的影響が大きいが、

来年度以降にガイダンス等を充実する必要がある。 

2) 在学支援 

人文学部： 

３．各学年次における学習支援のための学生の学習進捗管理システムの構築と運営（R113019-2） 

昨年度策定した「修得度の思わしくない学生」を抽出するための各学年の基準について、これを適用し

た上でどのように管理を行うかを検討した。他方で、ポートフォリオシステムの構築作業が進展し年度末

までにほぼ完成し、学生担任制と関連して特に主ゼミ担当者が新年度からこの新システムを活用して学習

進捗管理と履修指導を行う体制が構築され、年度末に新年度主ゼミ担当者向けのポートフォリオシステム

のガイダンスを行った。 

 

教育学部： 
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(3) 緊急連絡網の整備 

教育学部・研究科では、独自の中期計画も設定して、学生のニーズをふまえた学生支援、指導体制の整

備を行うことを目指している。しかし、今年 3 月の震災時には、学生支援として最も重要な、安全に関わ

る情報の伝達および安否確認を速やかに行うことができなかった。その反省から、非常時に有効に機能す

る緊急連絡網の整備を 5 月より始め、試行を経て、9 月の台風飛来時には実際に活用した。携帯電話のメ

ール機能を使ったもので、1月末日の登録率は学生、院生が約 73％、教職員が約 90％となっている。 

 

理学部： 

1． 学生に達成感を感じてもらうとともに、学習意欲や教育効果の向上を図るため、昨年度より準備を始め

た、新制度に基づく第 1 回目の優秀学生表彰（平成 22 年度 1～3 年次）を行い、記念品（理学部後援会の

支援）を贈呈した。22 年度 1 年間の学業成績に基づいて行い、1～3 年でそれぞれ 21、12、22 名、計 55

名の学生の表彰を行った。平成 24 年 3月には、通算成績等に基づいて、4年生 17 名、修士 2年生 10 名に

対して第 2回目の表彰が行われた。 

 

昨年度に引き続き、学習相談室を開設して学生の学習支援を行っている。特に、「数学相談室」では、高

校で微分積分を未履修の学生に対して、毎回レポートを課して相談室の利用を促したところ、前期は延べ

100 人以上の数学コース以外の学生の利用があり、理学部生全体の数学の基礎学力の向上につながって行

くことが期待できる。「プログラム相談室」についても前期 62 名、後期 92 名もの学生がコースに偏らず利

用し、理学部の情報の基礎教育の向上に貢献した。また、各相談室の相談員も後輩のために責任を持って

対応している様子がうかがえる。学習相談室 Web ページについても、少しずつ取り組んでおり、「プログラ

ム相談室」の Wiki は、学生・相談員・担当教員間で情報を共有できるスペースとして、有効に利用されて

いて、編集作業を簡単に行えるようにするような改良も試みられている。 

 

工学部： 

・ ALCのｅ-learningを活用した CALLシステムなど学生の自主学習環境を整備し、学生の自習のためにCALL

教室を開放した。また、英語力向上のために、ALC の TOEIC テストの受験とテスト結果に基づくカウンセ

リングを定期的に実施した。さらに、各学科において JABEE を基本とする学習管理制度を制定しており、

大学生の就業力育成支援事業「根力育成プログラム」の年次進行に従って、全学データベースシステムと

学習ポートフォリオを連携できる仕組みを確立し、試行を開始した。さらに、5月のガイダンスにおいて、

3年生を対象にコーディネーターによるインターンシップガイダンスを実施し、アンケート調査を行った。

インターンシップに参加したい学生が 82％に達し、インターンシップに対する意識の高揚が感じられた。

また、工学部では、学業成績の優秀な学生に対して独自の成績優秀学生の表彰制度を設けて全学生の範と

している。 

 

農学部： 

① 教学支援の取組として「学生担任制」を強化し、学生担任教員と「クラス委員学生」との会合や、1 年

生学生それぞれと担当教員との面談を実施し、学生の学業・生活状況の把握と助言を行った。 

② 保証人への成績通知を行った。 

③ 経済支援では、奨学金に関する周知を徹底し、博士課程学生で、学振 DC や授業料免除等の支援を受けて
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いない学生に対して TA もしくは RA を任用した。 

 

図書館： 

・ 年度当初から学部・大学教育センター教員と図書館職員が並行して継続的に図書の選定を実施した。ま

た、図書館本館では、全分野を網羅した新刊案内を使って、5 学部の学生用の基本的図書を計画的に選書

した。年間をとおして、授業に係る新刊図書を図書館に配架し、学生の学習に役立てることができた。 

 

・ 「図書館本館セミナールームにおけるインターネットを活用した教育支援事業」を計画し、学内の「平

成 23 年度教育改善経費」を申請し、採択された。新設した本館セミナールームに LAN 対応のノートパソコ

ン 20 台を用意し、10 月～11 月、図書館主催の「卒論・レポートのための資料の探し方講習会」を計 20

回実施した。さらに 12 月には工学部分館、平成 24 年 1 月には農学部分館でも各館 5 回ずつ「卒論・レポ

ートのための資料の探し方講習会」を実施した。全館でのべ 127 名の参加があり、「演習があり実用性が高

まった」、「検索ツールを紹介してもらえたのがよかった」等の意見があった。 

 

・ 9 月 29 日～30 日、図書館職員が大学院共通科目「学術情報リテラシー」の集中授業において、図書館を

活用した文献・情報の探し方や電子ジャーナルの使い方、著作権などの講義および演習を行い、大学院生

の研究に必要な学術情報の入手方法などについて習得させた。受講生は 30 名であり、受講後のアンケート

で「検索システムの大半は知らなかったものであり、お話を聞いてとても役立つと思いました。これから

積極的に活用したいです」等の意見があった。 

 

・ 学習サポート充実のため、専用カウンターの設置、夜間サービスの試行、オンライン学習サポートサー

ビスを開始した。平成 24年 3 月末までの相談件数は、本館 1,293 件、工学部分館 422 件、農学部分館 143

件であった。 

 

大学教育センター： 

・ 大学教育センターでは教育改善経費の支援を受け、理系基礎教育で実施してきた教員による学習相談室

に新たに TA を雇用し、理系基礎（数学と物理）と総合英語においても学習相談を実施した。前期には開設

の準備を進め、後期から開始した。水曜日の 12：00～14：00 の間、共通教育棟 2 号館 14 番教室で開室し

た。毎回、英語 2名、数学 1名、物理 1名の TA が相談者の対応を行った。 

 

ＩＴ基盤センター： 

・ 夕方以降の PC の利用時間を延長して学生の学習の便宜を図っている。方法は、(1)図書館会館時間のあ

いだ図書館内あるいは図書館隣接の部屋に設置されている PC を学生が使えるように図書館に協力いただ

いていること、(2)IT 基盤センター職員・事務補佐員の勤務時間シフト、(3)教員と技術専門員が週間スケ

ジュールで他キャンパスへ出向いていることによる。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 
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遺伝子実験施設： 

 

地域総合研究所： 

・ 大洗町での学生ボランティアを支援し、地域社会と連携した教育に努めている。また 5 月には副知事と

著名 OB を、平成 24 年 2 月には各界 OB を招いたシンポを人文学部と共催し、学生の進路の検討に役立てた。

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 遠隔講義システムと RENANDI を活用し、キャンパスの異なる学生の大学院共通科目、横断型プログラム

履修の利便性向上を図った。 

 

宇宙科学教育研究センター： 

・ 「宇宙観測実習」において、学生の実験実習と実習成果をプレゼンする過程を支援する大学院生 TA を

充実させた。 

 

学務部： 

・ 大学教育センターでは教育改善経費の支援を受け、理系基礎教育で実施してきた教員による学習相談室

に新たに TA を雇用し、理系基礎（数学と物理）と総合英語においても学習相談を実施する。前期に開設の

準備を進め、後期から開始する。 

3) 教育成果への寄与 

人文学部： 

１．授業参観や授業ピアレビューの導入などによる授業改善と FD（R111b05-3） 

昨年度までは授業公開を希望する教員によるボランテイア的な要素があったが、今年度は 7 月の教育会

議において、授業参観の実施要項、および参加教員が提出する報告書の書式などが審議・承認され、学部

として制度化して行う体制が整った。今年度は来年度の本格実施に向けて、後学期に試行を開始する。各

コースから 1 本、学部全体で 10 本の授業を出し、11 月 15 日から平成 24 年 1 月中旬まで参観期間を設定

して、随時授業公開を行った。 

２．卒業研究単位の実質化（R111b04-2） 

卒業研究指導自体を単位化することによる「実質化」という改革案は学部として見送ることになったが、

それぞれの学科で卒論執筆要項等を整備して卒論で最低限クリアすべき要件を明確にし、そのような基準

に基づいて卒論審査を行うことなどが両学科で確認され、実践されてきており、複数教員による口頭試問

や卒業研究発表会の実施、中間報告会の実施等、様々な方法で卒業研究のレベルアップと水準維持を組織

的に図る努力がなされるようになった。 

 
４．コンソーシアム等の大学間連携組織の整備（R112b14-2） 

（１）茨城県立歴史館との連携事業 

 茨城県立歴史館とは、昨年度末（平成 23 年 3 月 31 日）に正式な連携協定を結ぶことができた。折悪しく

東日本大震災が発生したため、表だったセレモニーは一切行わず、事務的に協定書を取り交わす形に留まっ

た。 
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 正式協定締結を受けて、今年度は「茨城県立歴史館学芸員による授業」、「茨城大学教員による茨城県立歴

史館公開講座への出講」について、より踏み込んだ運営を行った。 

① 茨城県立歴史館学芸員による授業 

 当該授業の一番の特色は、「茨城県立歴史館において実物資料に触れながら行う授業」にある。この形式の

授業は、従来は「茨城県立歴史館側の都合」、「学生の移動手段の確保」等の制約から、前 15回の内ごく限ら

れた回数しか開講できず、他は水戸キャンパスに茨城県立歴史館の学芸員が出向いて通常の講義を行うやり

方が主流であった。 

 今年度は、「茨城大学側で送迎バスを手配し」かつ「始業を 12:45、終業を 14:15 とそれぞれ 15 分ずつ繰

り上げて頂いた」結果、第 1回（ガイダンス）と第 15 回（まとめとアンケート）以外の全ての授業を茨城県

立歴史館で開講することができた（資料 1）。 

 「収蔵庫内を見学する」、「実物資料を手にとって観察する」等、茨城県立歴史館での開講ならではの形態

をとるため、収容人員を 20 名に限定しての履修募集であったが、23 名の履修希望者があり、茨城県立歴史

館側のご努力で全員を受け入れて頂く事ができた。理想的な展開であった。 

 履修者アンケート（資料 2）は現在集計中であるが、「大学のキャンパスでは受講し得ない、博物館開講な

らではの授業」、「開講時間帯の繰り上げとバスの手配により、次の時間の授業を支障なく履修できた」等、

評判は上々であった。 

② 茨城大学教員による茨城県立歴史館公開講座への出講 

 上記 1)へのいわば「答礼」として、かねてより茨城大学の教員が茨城県立歴史館主催の公開講座の講師を

無償で行っている。今年度後期からさらに、当該講座を茨城大学生涯学習センターとの共催講座と位置付け、

パンフレットにも掲載した（資料 3）。茨城県立歴史館のホームページにおける告知と合わせ、一層の広報効

果が上げられたと思う。 

 また、従来は専ら人文学部人文コミュニケーション学科歴史・文化遺産コースの教員が担当してきたが、

今年度はこれに加えて同異文化コミュニケーションコースならびに人文学部社会科学科国際社会コースの教

員にも出講して戴くことができた。 

ａ：5月 21 日（土）14:00～16:00 

 「日本と韓国・朝鮮の交流史」 

 糟谷政和（人文学部人文コミュニケーション学科異文化コミュニケーションコース） 

ｂ：10 月 2日（日）14:00～16:00 

 「プロイセン・バイエルン・ザクセンとハプスブルク 国民国家の時代における市民と王権」 

 中田潤（人文学部社会科学科国際社会コース） 

ｃ：11 月 26 日（土）14:00～16:00 

 「日本に渡来したインドの文化」 

 山田桂子（人文学部人文コミュニケーション学科歴史・文化遺産コース） 

 正式協定締結を受けて、人文学部内他コースとの連携、さらに生涯学習センターとの連携もスムーズに進

めることができるようになった。引き続き連携対象の拡大に努めていきたい。 

 昨年度は、震災によって中止となったが、今年度末には例年通り茨城県立歴史館・茨城大学双方のメンバ

ーによる総括と次年度の計画を話し合う会議を開催する予定である。緊密な情報交換の上に、今後より一層

の充実を目指して努力を重ねていきたい。 

（２）常磐大学及び常磐短期大学との連携事業 
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 常磐大学及び常磐短期大学とは、9月 28 日に正式協定を締結することができた。締結式は水戸プラザホテ

ルにて、池田本学学長・森常磐大学学長始め関係者の出席の下、NHK 水戸放送局・茨城放送・新聞各社等多

数のマスコミ関係者を集めて盛大に執り行われた（資料 5）。 

 正式協定締結を受けて、具体的な連携事業に関する取組も加速した。従来の定期会議に加え、具体的な作

業内容によって教員間・事務間それぞれでの独自の調整が精力的に進められた。主な内容は以下の通りであ

る。 

 ① 来年度開講される単位互換授業の確定（資料 6） 

 ② 遠隔授業システムの実地試験 

 ③ 単位互換に纏わる種々の事務調整 

 ④ 地域連携・研究協力分野での連携に向けた情報交換の開始 

関連して、以下の三点に言及しておきたい 

1) 「第 15 回常磐フォーラム」への参加 

 10 月 11 日に開催された「第 15 回常磐フォーラム」に、本学から山本事務局長他関係者が参加した。同フ

ォーラムは「学生の自主的な社会貢献活動の報告会」と「行政・企業関係者との懇親会」を兼ねた催しであ

り、橋本県知事他多数の参加者があった。地域貢献や就職支援といった分野では、まだ具体的な連携活動を

展開するには至っていないが、将来に繋がる動きと感じられた。 

2) ときわ祭「プレゼン・バトル」への参加 

 10 月 29 日にときわ祭の一環として行われた「プレゼン・バトル」に、茨城大学のコンソーシアム関係教

員並びに学生が参加した。プレゼン・バトルは常磐大学文堂弘之准教授により開始され、今年が 10 年目とな

る。本学とのコンソーシアム構想のきっかけとなった催しであるが、今年度からは常磐大学を上げての催し

となり、本学からも複数の教員が参加して、両学の連携の一層の推進を象徴する動きとなった。 

3) 駐日ドイツ大使講演会への常磐大学学長の参加 

 10 月 31 日に、日独交流 150 周年事業として本学講堂で開催された駐日ドイツ大使フォルカーシュタンツ

ェル氏の講演会「復古か革命か 水戸学と幕末期の政治思想」に、常磐大学・森学長始めとする常磐大学関

係者がご参加下さった。同講演会はドイツ史が専門の中田准教授の司会、日本近現代史が専門の佐々木学部

長の概要紹介によって行われた。中田准教授は上記・今年度の茨城県立歴史館公開講座出講者、佐々木学部

長は同・来年度の出講予定者であり、奇しくもコンソーシアム関係者のそろい踏み状態となった。 

（３）組織の相互連携・他組織との連携に向けて 

 昨年度末の「茨城県立歴史館－本学」に続き、今年度「常磐大学－本学」の正式協定が締結された。当面

はこの二本のラインの安定・拡充を目指すことになるが、将来的には「茨城県立歴史館－本学－常磐大学」

という三者協定に発展させて行くことも模索すべきであろう。さらに、茨城キリスト教大学等、近隣の他組

織との連携の可能性についても否定すべきではないと思われる。 

 

教育学部： 

(2)震災復興のための学生ボランティア活動の推進 

今回の震災では、教育現場の復旧作業に素早く対応できる大学が少ない中、教育学部附属教育実践総合

センターでは、附属学校および近隣の公立学校に学生ボランティア(56 名)を募集・派遣してサポートを行

った（全国の附属学校施設の中でも被害の大きかった附属小学校に延べ 124 日、水戸市教育委員会との連

携による派遣延べ 40 日、他茨城県内の学校に延べ 26 日、計延べ 190 日）。 
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教育学部の学生ということで、教育現場の事情、子どもへの対応を心得た学生ボランティア活動は派遣

先でも評価され、まさに時宜を得た地域連携活動となった。またさらに 10 月 6日には学部長も出席して「東

日本大震災ボランティア活動報告会」を開催し、活動証明書を手渡したが、学生の報告を通して、この活

動が学生にとっても多くのことを学んだ教育的効果の高いものであったことが判明した。 

 

理学部： 

 

工学部： 

 

農学部： 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・ 遠隔講義システムを活用し、広域水圏センター（潮来）で研究する学生の利便性が向上している。 

 

遺伝子実験施設： 

・ 当施設が主催する実験講座の TA 採用等により経済支援も進めている。 

 
地域総合研究所： 

・ 教養科目の総合科目に 4本の授業を立てており（うち 2本は工・非常勤の標記）、東海村と原子力事故防

災、地域社会とまちづくりなどに関する研究の成果を教育に還元している。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 大学院サステイナビリティ学教育プログラムの学生の変容を教育研究論文にまとめ、座学や演習を組み

合わせたカリキュラムは学生の変容に好影響を与えられたことを明らかにした。 

3) 研究 

・国際的水準の研究を遂行し高度な教育と人材育成に生かすとともに、社会へ成果を発信し還元する。 
3-1 国際的水準の研究の遂行 

人文学部： 

研究推進のための研究グループ等の構築（R122027-3） 

２．常磐大学国際被害者学研究所との英語による共同研究 

茨城大学人文学部の共同研究ユニットである「愛と傷つきやすさの研究会」と常磐大学「国際被害者学

研究所」との第 3回共同研究会が、7月 31 日(土)に、理学部インタビュー・スタジオおいて開催された。

今回の研究テーマは「2011.3.11. 被災に関する研究報告」であった。二つの大学によるこのような共同

研究会の開催は大変珍しい形態であり、新しい試みであるといえる。またこの合同研究会は 8 月１日の毎
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日新聞紙上において紹介されている。 

今回、本学から人文学野の田村誠准教授が「気候変動及び自然災害に対する脆弱性」、村上哲工学部准教

授が「自然災害調査」、また常磐大学から松村直道教授が「津波被害と避難所生活の支援」、前小屋千絵常

磐大学専任研究員の「被災者の抱えるトラウマと心理的影響：石巻における民間団体の活動に参加して」

という題目でそれぞれ研究成果を発表した。この会の特徴は発表、質疑応答がすべて英語で行われるとい

う点にある。当初、英語のみによる研究会の開催に対して一抹の不安がないわけではなかったが、幸いに

も、時宜を得たテーマであったために参加者は 100 名近くに達し、まずまずの賑わいであった。 

第 4 回共同研究会は場所を常磐大学に移して、「政治的抑圧」というテーマの下に、平成 24 年 2 月 5日

（日）に開催された。本学からは人文学部コミュニケーション学科の小泉淳二教授が「ドイツ系ルーマニ

ア人作家の状況―リヒャルト・ヴァーグナーの場合」、渡邉邦夫教授が「被害者ソクラテス―ソクラテス裁

判におけるソクラテスの問題」の発表を行った。また常磐大学からは長谷川美貴准教授が「ホームレスの

強制撤去とレジスタンス―と今日の事例から」、津田葵教授による「日本社会における外国籍の人々の状況」

の発表があった。 

今後水戸から全国に向けて斬新なメッセージを発信できるように努力を継続してゆきたい。 

 

教育学部： 

 

理学部： 

2.国際的水準の研究 

物理学領域の片桐秀明准教授は、"Fermi Large Area Telescope Observations of the Cygnus Loop 

Supernova Remnant" Katagiri, H., Tibaldo,  L., Ballet, J., et al. 2011, （Astrophysical Journal） 

arXiv:1108.1833 および"Fermi Large Area Telescope Observations of the Supernova Remnant G8.7-0.1" 

The Fermi-LAT Collaboration 2011, （Astrophysical Journal） arXiv:1109.3017 を発表した。 

生物科学領域の田内広教授は Regulation of homologous recombination by RNF20-dependent H2B 

ubiquitination. Nakamura, K., Kato, A., Kobayashi, J., Yanagihara, H., Sakamoto, S., Oliveira, 

D.V.N.P., Shimada, M., Tauchi, H., Suzuki, H., Tashiro, S., Zou L., Komatsu, K.の論文を分子生物

学のトップジャーナル Molecular Cell に発表した（41:515-528, 2011）。この論文は、同号の巻頭論文で

あり、さらに世界的に評価の高い業績をピックアップする「Faculty of 1000 (F1000)」において、2011

年上半期の生物・医学系論文のトップ２％（must read）にランクされた。同教授は、NBS1 recruits RAD18 

via a RAD6-like motif and regulates Pol <eta>-dependent translesion DNA synthesis. Yanagihara, H., 

Kobayashi, J., Tateishi, S., Kato, A., Matsuura, S., Tauchi, H., Yamada, K., Takezawa, J., Sugasawa, 

K., Masutani, C., Hanaoka, F., Weemaes, C. M., Mori, T., Zou, L., Komatsu, K.:の論文も同じく

Molecular Cell に発表している（43:788-797, 2011）。 

地球環境科学領域の野口高明教授は「はやぶさ」が持ち帰った宇宙微粒子の解析で Science に論文 6 報

を掲載している（Noguchi, T., Nakamura, T., Kimura, M., Zolensky, M. E., Tanaka, M., Hashimoto, T., 

Konno, M., Nakato, A. Ogami, T., Fujimura, A., Abe, M., Yada, T., Mukai, T., Ueno, M., Okada, T., 

Shirai, K., Ishibashi, Y., Okazaki, R. (2011) Incipient space weathering observed on the surface 

of Itokawa dust particles. Science 333:1121-1125.他 5 報）。 
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3.特記される事項 

・ 化学領域の山口央准教授が若手研究(A) 課題名：「ナノチャンネル内での特異的物質輸送に基づくキラ

ル分離チップの創製」を代表者として受領した。また、同准教授は平成 22 年 4月に｢平成 22 年度科学技術

分野の文部科学大臣表彰若手科学賞｣、平成 23 年 10 月に「茨城大学学長学術表彰（奨励賞）｣を受賞した。

・国際宇宙ステーションからの成層圏オゾン観測 

茨城大学推進研究プロジェクト「宇宙科学教育研究センターを核とした分野横断的宇宙惑星科学教育研

究の展開」の一環として、国際宇宙ステーション搭載SMILESセンサによる成層圏オゾンおよびオゾンを減

少させる塩素化合物測定データの解析を行い、北極域でのオゾン減少と塩素化合物の関係などについて研

究を行っている。 

・統合国際深海掘削計画 

茨城大学はIODP（統合国際深海掘削計画）に参加するため、国内窓口組織であるJ-DESC（日本地球掘削

科学コンソーシアム）に機関加盟している。平成21年度に理学部2名・教育学部1名の教員が、それぞれ3

つのIODP掘削航海（南太平洋・ベーリング海・ニュージャージー沖海域）に参加し、今年度も引き続きそ

れぞれの掘削試料を用いた国際共同研究を行っている。また今年度末に理学部から1名の教員がカリブ海で

行われるIODP掘削航海に参加した。 

・小惑星物質試料のキュレーション共同研究 

小惑星物質試料のキュレーションについての共同研究として、宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研

究所で、はやぶさ探査機のサンプル容器からの小惑星の塵の回収作業に従事し、理学部教員が小惑星物質

の発見に寄与することができた。また、初期分析においては、鉱物・岩石班班員として理学部教員が研究

を行った。その結果はScience誌に特集号として掲載された。 

・宇宙惑星科学教育研究の展開 

  茨城大学推進研究プロジェクト「宇宙科学教育研究センターを核とした分野横断的宇宙惑星科学教育研

究の展開」の一環として、銀河中心の巨大な分子雲ループ構造の解析を、計算機を用いた研究で行ってい

る。また、そのループとの磁気的な関連のある太陽浮上磁場構造についても、JAXAの「SOLAR-Bプロジェク

ト」の共同研究員として、太陽観測衛星のデータ解析を通じ、その構造を明らかにする研究を行っている。

  宇宙科学教育研究センターの米倉覚則准教授らとともにアンテナ立ち上げを推進した。平成23年3月の震

災によって2台の電波望遠鏡は少なからずダメージを負い、本格運用を再開するには至っていないが、1台

については調査運用を開始した。10月にはVLBI調査運用を実施し、平成22年8月の観測結果と合わせる事に

より、形成途上の大質量星の周囲に存在する物質の運動を直接捉つつある。また、平成24年1月25～26日に、

ミニワークショップ「マイクロ波帯観測が開く宇宙科学・地球科学の未来」を実施した（参加者50名、学

外招待講演者5名）。 

・国際協力による大型電波望遠鏡設置への協力 

国際協力で建設が進められ、平成23年9月より初期科学運用を開始した大型電波望遠鏡アルマで設けられ

ている科学諮問委員会（ALMA Science Advisory Committee）の副議長として、理学部教員が計画の推進に

貢献した。アルマ科学諮問委員会は日本からの委員3名、北米 5名、欧州5名、チリ1名の委員で構成されて

いる。 

・地質科学国際研究計画の推進と新規計画提案 

  UNESCO のもとで行われている地質科学国際研究計画（IGCP: International Geoscience Program）の

No.507｢白亜紀におけるアジアの古気候：2006～2011｣の国際集会に、理学部教員が主要メンバーとして参
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加するとともに、モンゴルゴビ砂漠の白亜紀前期の湖成層を対象とする国際共同調査を行った（平成 21～

23 年度）。また、新規プロジェクトの提案「白亜紀のアジア-西太平洋における生命圏と気候のダイナミク

ス：2012～2016」を代表者として IGCP 本部に提出した。 

 

工学部： 

 

農学部： 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・ 本学の重点研究の中で、サステイナビリティ学研究および霞ヶ浦環境保全研究に参加し、研究を推進し

た。 

 

遺伝子実験施設： 

 

地域総合研究所： 

・ 10 月の第 4回研究例会で所員の招きによりフィリピンのデ・ラサール大学准教授の研究報告を行うなど、

外国人研究者による研究成果の学内・地域へ発信も開始している。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 環境省 S-8、科研費基盤 A などを通じてアジア太平洋地域、とりわけベトナムのデルタにおける気候変

動影響に関する共同研究、東大、JICA 等とツバルの影響対策プロジェクト等を実施した。これらの成果は、

UN-CECAR 国際シンポ(11/15～17)、ベトナム・デルタ WS(12/19)などでも報告している。 

 

宇宙科学教育研究センター： 

・ 東日本大震災で被災しダメージを受けた宇宙電波望遠鏡を復旧させるために、ダメージ箇所の調査等を

精力的に実施し、修復計画を纏めた。第 3次補正予算が措置され、平成 23 年度内に第一期復旧作業が実施

された。残りの箇所は平成 24 年度中に修復される見込みである。 

 
学術企画部： 

○ 国際的水準の研究活動への展開を目指すため、学術研究に関する全学的な課題を一元的に審議・企画す

る研究企画推進会議を平成 22 年 4 月に設置し、平成 23 年度においては、１）大学として特色ある重点研

究の育成と推進、２）研究分野の開拓を目指した推進研究プロジェクトの育成、３）戦略的な研究費配分、

４）外部資金獲得策の企画、実施、５）研究環境の整備に取り組んだ。 
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１）大学として特色ある重点研究の育成と推進 

 ○ 優れた研究実績を有する研究者グループが実施し、学術的及び社会的に卓越した研究成果の創造を目

指す研究プロジェクトを茨城大学の重点研究と認定した上で、育成に努めた。 

・平成 23 年 3 月の学内公募に 2件の申請があり、研究企画推進会議の書面審査、ヒアリング及び合議

審査を経て 5月に 2件の研究プロジェクトを認定した。 

・既に認定している 4 プログラムと合わせた 6 プログラムの重点研究に対しては、大学の組織的な支

援・育成策の一環として、外部資金への申請準備や研究成果公開などの活動を援助するために、平成

23 年度学術研究推進経費として 720 万円配分支援した。 

・主な成果等は、本学を代表する研究プログラムとして、学内外に研究成果を広く発信することとし

ており、成果の公開のため学術論文の出版、雑誌・新聞等への記事掲載及び公開シンポジウムなどを

実施した。さらに競争的資金（外部資金）への申請が行われ、総額約 2 億 6,000 万円の外部資金の獲

得があった。 

    ・引き続き平成 24 年 3 月に、平成 24 年度重点研究の公募を実施した。  

 

２）研究分野の開拓を目指した推進研究プロジェクトの育成 

 ○ 育成すべき研究分野の開拓を目指し、将来的には重点研究への進展も踏まえつつ実施される研究プロ

ジェクトを推進研究プロジェクトとして認定した上で、育成に努めた。平成 23年度の具体的な取組は次

のとおりである。 

・平成 23 年 3 月の学内公募に 1 件の申請があり、研究企画推進会議の書面審査、合議審査を経て、5

月に 1 研究プロジェクトを認定し、既に認定している 19 プロジェクトと合わせて 20 プロジェクトと

なった。 

・認定した推進研究プロジェクトに対しては、各プロジェクトから提出のあった推進研究プロジェク

ト報告書（自己評価書）を点検したうえで、18 推進研究プロジェクトに対して平成 23 年度学術研究推

進経費として 627 万円を配分支援した。 

    ・また、新たな研究分野、研究グループの育成を目指して、平成 24 年度推進研究プロジェクト（新規）

の公募を実施するとともに、平成 24 年 3 月末終了プロジェクトを対象に、平成 24 年度推進研究プロジ

ェクト（継続）の公募を併せて実施した。  

   ・主な成果等は、学内外に研究成果を広く発信することとしており、成果の公開のため学術論文の出版、

雑誌・新聞等への記事掲載及び公開シンポジウムなどを実施した。さらに、競争的資金（外部資金）へ

の申請もなされた。 

 

３）戦略的な研究費配分 

   〇 学内研究予算を効果的かつ戦略的に配分すべく検討を行い、学術研究の推進に関わる諸施策を戦略

的に体系化したうえで、本学の政策的に配分する研究費である学術研究推進経費（3,000 万円）を配

分することを決定した。 

・具体的には、平成 23 年度学術研究推進経費配分方針に従って、「茨城大学における研究推進方針」の下、

第 2期中期目標等を着実に実施するために次の 4つの政策テーマを設定し、研究遂行経費から研究設備維

持・更新経費までを戦略的に配分した。 
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① 発展段階に応じて、多様な学術研究を組織的に支援・育成。 

② 大型の競争的資金の獲得促進とその戦略策定。 

③ 次代を担う若手研究者育成と女性研究者への支援。 

④ 研究環境の整備と先進的取組等の普及啓発ならびに研究支援者の配置、研究設備の維持管理・保

守及び学術講演会への支援。 

・特に平成 23 年度は、大震災からの復旧・復興を踏まえて、政策テーマの「発展段階に応じて、多様な

学術研究を組織的に支援・育成」のうち「個人研究（基礎研究）への支援」については、本年度は「特

定課題研究助成費（震災復旧等調査・研究）」として実施した。 

具体的には、学内公募を行い、申請のあった 36 研究課題を対象に研究企画推進会議において書面審査

し、21 研究課題を選定して計 854 万円を支援配分した。さらに、調査・研究活動に評価、発展を要する

震災復興調査・研究課題に対して計 300 万円を追加配分した。本支援については、研究期間終了後、研

究成果の報告・発信のため、中間及び年度末に研究成果報告会を実施した。 

 

４）外部資金の獲得策の企画、実施 

〇 平成 22 年 4 月に研究企画推進会議の下に設置した「競争的資金獲得専門委員会」において、本学の研

究活動の一層の高度化、活性化を図るために更なる外部資金の獲得が不可欠であるという認識のもと、

外部資金獲得戦略の策定に向けた検討を進めた。 

・平成 23 年度の検討結果として、次のとおり発案があり、可能なものから順次実施することを決定した。

① 文科省や学振等の主立った競争的資金の公募以外の国、自治体及び財団等からの各種公募情報も

積極的に収集して教員に提供するとともに、公募説明会にも出来る限り出席する。 

② 公募情報を調査・分析して該当する教員を選考して申請を促し、採択を目指す。 

③ 特に国の大型の競争的資金については、茨城大学重点研究及び推進研究プロジェクトからの申請

を促す。 

④ 科学研究費補助金については、公募説明会、申請助言制度及び申請書閲覧制度を実施する。 

⑤ 競争的資金を獲得するための申請書の作成等のノウハウを若手研究者に伝授するなど、若手研究

者を育成・支援する。 

⑥ 「研究企画推進会議」に各種競争的資金への応募・獲得・実施状況及び現況分析等について報告

するとともに、「研究企画推進会議」からの助言等を獲得戦略に反映し、獲得を推進・活性化させ

る。 

〇 なお、外部資金の獲得策の成果として、22 年度受入金額の実績から総計で 56,515 千円獲得増加の成

果があった。主な外部資金の受入実績は、昨年度から共同研究が 11,511 千円増、受託研究は 22,103 千

円減、科研費が、114,282 千円増、その他補助金が、39,617 千円の増加であった。 

 

５）研究環境の整備 

 〇 平成 22 年 4 月に研究企画推進会議の下に設置した「研究設備マスタープラン専門委員会」において、

国際的水準の研究活動を展開していくためには、その基盤となる研究設備の戦略的な整備が不可欠であ

るとの認識のもと、本学の教育研究設備整備に関する基本計画である「設備マスタープラン」の見直し

を図った。 

・研究設備マスタープラン専門委員会において、平成 24 年度概算要求の添付資料として提出する「茨城
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大学における教育研究設備整備に関する基本計画」について審議し、設備整備年次計画表を含めて決

定した。 

・平成 24 年度概算要求（基盤的設備等整備）には、「茨城大学における教育研究設整備に関する基本計

画（設備マスタープラン）に基づき、特別整備として、2設備を計上した。 

・平成 23 年度間接経費の学内配分方針により、研究設備の維持・更新のために 2,500 万円を措置するこ

とを決定した。 

  ・研究設備マスタープラン専門委員会において、平成 25 年度概算要求（基盤的設備等整備）に向けて、

「茨城大学における教育研究設備整備に関する基本計画（設備マスタープラン）」の本文について、よ

り実効性のある教育研究遂行のための設備整備を図るため、本年度も見直しを検討した。また、概算

要求の添付資料として提出する「茨城大学における教育研究設備整備に関する基本計画」について審

議し、設備整備年次計画表を含めて検討している。 

 

〇 研究企画推進会議では、間接経費を活用して第 2期中期目標・計画で定める研究環境の整備などの施

策を実施すべく、配分方法の見直しの検討をし、研究支援者の配置及び研究設備の維持更新のために、

間接経費の一部を充てる方針を決定し、計 2,000 万円の支援措置を行った。 

3-2 高度な教育と人材育成への活用 

人文学部： 

研究推進のための研究グループ等の構築（R122027-3） 

１．共同研究ユニットの組織化 

人文学部共同研究ユニットとは、学部等（研究科を含む）の組織的な教育改善や研究活動を発展させる

ため、科研費や大学教育改革 GP 等への応募を条件として、学部長が認めて支援する研究組織で、3名以上

（本学部教員が過半数、うち 1 名は代表者）のメンバーから構成され、本学部等を活動拠点として共同研

究を推進する研究組織である。本年度は、共同研究ユニットの結果を分析して、改善を加えることにした。

具体的には研究推進分野の管轄を将来計画委員会から学術委員会に移し、学術委員会のもとで 5 月の教授

会において共同研究ユニットの応募を行い、6 月教授会において選定結果を公表した。共同研究ユニット

のメンバーには全学の推進研究への応募や外部資金獲得の活動を行うよう呼びかけた。 

分析の結果、研究推進分野のユニットは学術委員会管轄とし、全学の研究推進事業につなげていくこと

とした。学部で 100 万円の予算を措置し、学術委員会が 5 月教授会において公募開始をアナウンスし、6

月に選定結果発表と追加募集をアナウンスした。最終的には今年度 2件（「愛と傷つきやすさの共同研究」、

「地域課題の総合的探求プログラム推進のための共同研究」）の応募があり、両者を採択した。なお、前者

は全学の推進研究プロジェクトにも採択された。 

 

教育学部： 

 

理学部： 

 

工学部： 

 

農学部： 
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図書館： 

 

大学教育センター： 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

 

遺伝子実験施設： 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 前出の気候変動研究や震災調査などに学生と協働することで現場での人材育成を図った。また、学内で

は平成 24年 3 月に「学生サステナ・フォーラム」を開催し、研究成果を多分野間で議論する場を設定した。

3-3 社会へ成果発信・還元 

人文学部： 

３．史料救済ネットワーク活動「茨城史料ネット」 

人文学部の高橋修教授、田中裕准教授を中心に、平成 23 年 3 月の震災と津波で遺失した文化財に関する

貴重な史料を救済するネットワークを立ち上げた。今後の活動に大いに期待できる。この取組みは、読売

新聞茨城版で大きく紹介された。 

教育学部： 

 

理学部： 

1.研究成果の発信 

平成23年4月から9月までの査読付き学術誌論文発表件数は68件であり、震災被害で中断した研究が多い

中で例年を上回るペースの成果となっている。なかには、専門分野のトップジャーナルへの公表も多数含

まれている。数学・情報数理領域では数学の査読付きジャーナルMathematical Journal of Ibaraki 

Universityを発行し、国内外の研究者に成果発表の場を提供している。 

年度内の国際学会での招待講演は 10 件（物理学領域 3件、化学領域 7件）あり、国際的にも高いレベル

の研究を行っていることを示している。研究成果の社会への情報発信として、学会の全国大会開催（大会

長、準備委員長として、予定を含む）が 4 件、さらに国際会議の開催が 2 件ある。規模の大きなものとし

ては、平成 23 年 9 月 9日から 11 日の 3日間にわたって、日本地質学会第 118 年学術大会・日本鉱物科学

会 2011 年年会合同学術大会（水戸大会）を茨城大学と共催で、茨城大学水戸キャンパスにて開催し、のべ

1,200 人の参加者があった。同時に、平成 23 年 9 月 10 日 と 11 日 の 2日間、茨城県武道館を使って、地

質情報展 2011 みと －未来に活かそう 大地の鳴動（めいどう）－が開催され、こちらものべ 1,000 人

の来場者があった。また、平成 24 年 3月 4日に公開シンポジウム「がん放射線治療の基礎と臨床をつなぐ」

を開催し、9つの教育研究・医療機関の関係者および一般から 31 名の参加があった。 

 

工学部： 
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・ 研究企画支援のために茨城大学重点研究を中心に工学部附属教育研究センターを設立した。学外への情

報発信として平成 24 年 1月 25 日にセンター発足シンポジウムを開催した結果、70 名を越える学外からの

参加があった。今後は同センターをコアに研究組織の連携を強化し、人材養成、研究、社会貢献の推進を

図る。またその活動の一環として、センター研究報告会などの研究成果発信機会を設けると共に組織的な

第三者評価方法について検討する。間接経費により研究推進支援要員の雇用を行い、研究支援体制を充実

する。学部長裁量経費を使用して 37 歳以下の工学野所属の若手教員を対象に若手教員研究奨励賞を設け、

1件 50 万円、5件/年の研究補助を行う。また、博士課程学生の研究進捗管理体制として、昨年度作成した

大学院生情報収集 WEB プログラムを学内サーバーに移植し、23 年度後期からの運用を開始した。研究報告・

計画相談会実施については昨年度に博士後期課程委員会で決定し、10 月に詳細スケジュールを決定した。

また、報告書フォーマットについて同委員会で決定し、23 年度末からこれを開始した。 

 

農学部： 

① 9 つの大学認定プロジェクト研究を本年度も着実に進めた。特に、バイオ燃料社会プロジェクトと熱シ

ョックの農業利用の研究では研究成果を社会に還元できるまでに至りつつある。 

② 認定プロジェクト以外では、「開放水路用低落差規格化上掛け水車発電システム」の研究、「新農薬によ

る各種害虫の生態と防除に関する研究」、「バイオテクノロジーなどの革新技術が農業・食料に対して及ぼ

す影響について農業・食料社会学的観点から研究」など大型研究費の支援を受けた研究が順調に進行した。

 

図書館： 

・ 研究成果発信のための「ROSE リポジトリいばらき」のコンテンツ充実のため、「平成 23 年度学術機関リ

ポジトリ構築連携支援事業」）（国立情報学研究所）に応募し、採択された。本学紀要の電子化を進めてい

る。（平成 24年 3 月末現在 2,295 件収録） 

 

大学教育センター： 

 

生涯学習教育研究センター： 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

 

遺伝子実験施設： 

・ 学内共同利用の教育研究施設として、生命科学研究の推進に必要なハード面としての設備（機器、実験

室）に加え、ソフト面でのノウハウ等の提供により研究成果に貢献している。 

 
地域総合研究所： 

・ 従来からの東海村調査、震災調査などのアンケート調査結果を随時発信している。また本研究所の情報

発信機能を強化し、活動の認識を高めるために、年度末にホームページを完全リニューアルする。 
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地球変動適応科学研究機関： 

・ 平成 23 年 3 月末より結成した東日本大震災調査団では ICAS が事務局を務め、報告書(初版 5/31、改訂

版 8/31)の発行や研究報告会を開き、さらに茨城大学・茨城県・茨城産業会議 3 者連携講演会（12 月）な

ど、社会への研究成果の発信を行った。 

 

フロンティア応用原子科学研究センター： 

・ 昨年度に開始した茨城大学重点研究「量子ビームを用いた材料・生体の構造と機能の研究」を今年度も継続

して行っている。フロンティア応用原子科学研究センター専任教員ほか、理工学研究科、工学部、理学部、農

学部、教育学部の兼務教員が参加するチームによる実施体制を整え、研究会を開催し（9月2日及び平成24年

3月 16日）、成果報告を行った。外部資金の獲得を目指す。 

量子ビームを用いる研究展開の機会を図ることを目的に、H24 年度の KEK 加速器科学総合支援事業の大学

等連携支援事業に応募し採択された。事業では、平成24年 8月 8日量子セミナーを日立Cで開催する計画で

ある。本セミナーは教員、研究者向けである。また、8月 6、7日には大学院の集中講義「量子ビーム解析」

を開講することが決定された。講師はフロンティア応用原子科学研究センターの教員他が受け持つ。 

研究のグローバル化の一環として、University of California Berkeley の研究者と研究協力を実施しつ

つ成果を重点研究報告会で発表する（平成24年 3月 16日）とともに、MoU の交換を打診した。 

 

五浦美術文化研究所： 

・ 『五浦論叢』（五浦美術文化研究所紀要＝現在校正中）の年一回の刊行及び同別冊（美術編、歴史編、文

学編）の年一冊以上の刊行により、その成果を社会に発信・還元している。 

4) 地域貢献・国際交流 

・地域に貢献する大学として、地域から評価される有数の大学となる。 

4-1 地域に貢献する大学 

人文学部： 

１．自治体や企業との連携事業の推進（R131031-2） 

１．常陸大宮市との連携事業 

＜市民協働課との連携事業＞ 

（１）市民大学講座の開催 

恒例となった市民大学講座は、以下の日程で実施中である。 

秋講座 「世界遺産の現在と未来」（3回シリーズ） 

 第 1 回 11 月 1 日（火）＜自然遺産にみる自然保護の思想と制度 ＞（人文学部准教授・原口弥生教員）

 第 2回 11 月 9 日（水）＜世界遺産の選定プロセスと登録後の課題＞（人文学部講師・小原規宏教員） 

 第 3 回 11 月 16 日（木）＜平泉と中世の仏教思想・美術＞（人文学部教授・伊藤聡教員） 

春講座 「中国古典のことば」（3回シリーズ） 

 第 1 回 2 月 1 日（水）＜人能く道を弘む『論語』と中国思想のことば＞（人文学部教授・井澤耕一教員）

 第 2回 2 月 8 日（水）＜男は 8の倍数 女は 7の倍数 中国医学文献から＞（人文学部教授・真柳誠教員）

 第 3回 2 月 16 日（木）＜欲窮千里目 更上一層楼 漢詩と文学作品から＞（人文学部教授・西野由希子

教員） 

（２）常陸大宮市における地域活性化事業への参加 
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① 農村集落活性化活動、及び都市農村交流活動のサポート 

 本年度も、常陸大宮市塩田地区における豊島区との農を介した都市農村交流事業に人文学部学生が参加し、

サポートを行った。具体的には、年 3 回開催される「塩田そばの学校」及び年 2 回開催される「塩田お米づ

くり体験オーナー」に参加し、都市住民が行う農作業のサポートを行った（5月 15 日、8月 7日、9月 25 日）。

また、昨年度に引き続き、都市住民のそばの畑や田、そして集落内の耕作放棄地を学生が地元住民と協働で

管理しながら地元住民との交流を充実させ、地域活性化やまちづくり、そして農に関する研究を進めている。

月に 2回程度の頻度で、現地を訪れ、毎回 10 名程度の学生が農作業を行っている。さらに、8月 27 日には、

塩田地区待合集落における祭りの実施をサポートした。さらに、今年度からは、活動を記録し、PR するため

のホームページを開設した（http://hitamaru.hum.ibaraki.ac.jp/）。 

 また、10 月 30 日（日）には、すでに作業に参加している学生たちが、主に 1、2年生の参加希望者を対象

に、現地にて活動内容をレクチャーした。このように活動の幅を広げ、充実させるために、今年度からは、

大学にて、月に 1回の、常陸大宮市との連携活動を検討する、学生ミーティングを開催している。 

② 「サスガ★カミスガ」、「アルベトレッペ食堂」への参加 

 「水郡線沿線の活性化」と「茨城の魅力を発信していく」ことを目的に結成された「アルベトレッペ」と

いうグループが主催する、以下の 2 つのイベントに、常陸大宮市の地域活性化に取り組むグループや水戸市

内の高等学校、専門学校とともに参加した。 

 「サスガ★カミスガ」（上菅谷駅前を歩行者天国にしてイベントを 10 月 2 日開催）については、常陸大宮

市の地域活性化に取り組む「舟生フォーラム」と「塩田そばの会」と協働で出店し、農産物など、茨城県北

の産品を販売した（H23.10.03 付朝日新聞朝刊、H23.10.04 付茨城新聞朝刊に掲載）。 

 また「アルベトレッペ食堂」（水戸市南町において、茨城で収穫された食材を、茨城のデザイナーのデザイ

ンに基づいて、茨城の料理人が調理をするイベント、11 月 6 日開催）については、人文学部の学生も生産者

（農産物の提供は、塩田地区の農家や岩崎直売所と連携して提供）として、文化デザイナー学院（デザイン

担当）、大成女子高校（料理担当）と協働でイベントに参加し、常陸大宮市の農産物を PR した。イベント開

催に至るまでの間、月に 1回程度、両校との打ち合わせを行ってきたほか（両校の文化祭にも参加）、7月 27

日には、常陸大宮市にて、両校にこれまでの活動の紹介を行った。 

③ 常陸大宮市関係者の茨苑祭への参加 

 本年度も本学の学園祭茨苑祭に常陸大宮市市民が参加した。具体的には、11 月 12 日には、舟生フォーラ

ムが、13 日には岩崎農産物直売所が学園祭の参加し、協働で常陸大宮市の農産物を PR した。同時に、同ブ

ースにおいてパネルの展示も行い、常陸大宮市と人文学部の連携事業の意味や、常陸大宮市をフィールドと

した研究を紹介した。 

④ 「WAC カフェ」オープンのサポート 

 常陸大宮市山方地区において、廃校を利用して都市農村交流事業を行うことで、地域の活性化に取り組む

グループ「盛金 WAC」と 9月 3日、4日と連携活動を行った。具体的には、新たな交流の場の創出のために廃

校内にカフェをオープンさせる予定だが、そのデザインコンセプトなどについて、意見交換を行った。 

⑤ 伝統文化保全活動への参加 

 本年度も、常陸大宮市歴史民俗資料館と協働で、楮を育てて和紙を漉くという活動を行った。この活動は、

地元の方々と、常陸大宮市の伝統文化である和紙の製作を保全していこうという活動である。 

（３）「常陸大宮市まちづくりネットワーク会議」の開催 

 本年度も昨年度に引き続き、まちづくりに取り組む市民グループを集めて、今後のまちづくりについて話
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し合う「ネットワーク会議」を 6月 12 日に開催した。人文学部の学生も参加し、ワークショップ形式の会議

に参加し、まちづくりについて発言した。平成 24 年 3 月 3日には、市民や市民グループ、そして学生が協働

して、まちづくりについて話し合う「ネットワーク大会」を開催した。この大会には、市民（市職員含む）

62 人、学生 21 人の計 83 人が参加し、市民と学生の混合グループを複数つくり、ワークショップ形式で、常

陸大宮市のキャッチフレーズを作り上げた。 

＜企画課との連携事業＞ 

（１）壁新聞「ひたち Oh！宮」の制作と掲示は 4号を掲示（市役所ロビー、人文 B棟 1階） 

 平成 23 年 4 月までに 4号の壁新聞を作成し、市役所 1階ロビー及び人文学部 B棟 1階に掲示した。常陸大

宮市と人文学部との多様な連携事業を市民や学生に広く周知するという大きな役割を担った。 

（２）集中講義の開講 

 本年度も常陸大宮市企画課と人文学部（小原規宏講師、西野由希子教授）との連携で、集中講義（教養総

合科目）を開講した（平成 24 年 1月 25 日、28 日、29 日）。本年度は、「つながり」による地域社会・地域経

済の活性化の可能性を講義名として、1 月 25 日には水戸キャンパスで講義を、28 日、29 日には常陸大宮市

民と協働で実習を行った。具体的には、1月 28 日午前に地域経済の活性化を切り口に、地域営農に取り組む

岩崎直売所でインタビューを行い、午後には地域社会の活性を切り口に、廃校を利用して地域活性化に取り

組む盛金 WAC を訪問してインタビューを行った。1月 29 日には、大学と大学生が取り組む地域連携を切り口

に、茨城大学生が取り組む「那須楮」と伝統文化である和紙を保全していこうという活動を見学し、那須楮

と西ノ内和紙の歴史を学び、さらに集中講義受講生に加えて、市民や活動する学生と、伝統をキーワードに

ワークショップを行った。本講義には 18 名の学生が参加した。 

（３）「アクションミーティング 2012」の開催 

 本年度も昨年度に引き続き、常陸大宮市をフィールドに研究を行った学生の研究発表会であるアクション

ミーティングを平成 24 年 3 月 3 日に開催した。3 つの学生グループが研究発表を行い、5 つの学生グループ

がポスター発表を行った。アクションミーティングには常陸大宮市長、齋藤典生地域連携委員会委員長をは

じめ、60 名を超える市民が参加し、学生との意見交換などを行った。 

 「アクションミーティング 2012」のプログラム概要は、以下の通りである。 

研究発表：常陸大宮の新たな創作料理ができました！！！－1 枚の畑と水戸市自由広場を結んだ広域ネット

ワーク－（津田彩織、人文学部社会科学科 4年） 

研究発表：やるしかないっしょ！つながるっしょ！ひたち Oh☆宮－交流活動に取り組む市民グループと学生

の協働についての分析－（POS、人文学部社会科学科小原ゼミ 3年） 

研究発表：地域活性化の活動を発信しよう、知ってもらおう！！（小林美咲姫、大学院人文科学研究科 1 年・

立花将太、人文学部社会科学科 4年） 

ポスター発表：「和紙プロジェクト」（和紙プロジェクトチーム、茨城大学人文学部学生たちによる活動） 

ポスター発表：「常陸大宮高校ではこんな授業もしています！「国際理解Ⅰ」科目」（小林美咲姫・千葉萌、

大学院人文科学研究科 1年） 

ポスター発表：「常陸大宮の新たな創作料理ができました！！！－1枚の畑と水戸市自由広場を結んだ広域ネ

ットワーク－」（津田彩織、人文学部社会科学科 4年） 

ポスター発表：「やるしかないっしょ！つながるっしょ！ひたち Oh☆宮－交流活動に取り組む市民グループ

と学生の協働についての分析－」（POS、人文学部社会科学科小原ゼミ 3年） 

ポスター発表：地域活性化の活動を発信しよう、知ってもらおう！！（小林美咲姫、大学院人文科学研究科
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1 年・立花将太、人文学部社会科学科 4年） 

展示：「アルベトレッペ食堂」展示（文化デザイナー学院広告プロモーションデザイン学科 3年生） 

展示：「＜そば粉を使ったマドレーヌ＞ご試食ください！「アルベトレッペ食堂」参加によって生まれた三校

合同の活動から」（大成女子高校家政科クラス） 

展示：「常陸大宮アクションミーティング 2012」「常陸大宮市まちづくりネットワーク大会」ポスター（鈴木

彩加、人文学部人文コミュニケーション学科 3年） 

展示：「2011 年度常陸大宮市市民大学講座」 

展示：「常陸大宮キャンパス（茨城大学・集中講義）」 

２．大洗町との連携事業 

（１）公開講座の開設 

 大洗町との連携事業としては初めての試みであるが、町民を対象にした公開講座を開催した。その内容は

以下のとおりである。 

 第 1 回 10 月 30 日 インドのくらしと文化（人文学部山田桂子教員） 

 第 2回 11 月 5 日 ベトナムのくらしと文化（人文学部伊藤哲司教員) 

 第 3 回 11 月 12 日 中国のくらしと文化（人文学部真柳 誠教員) 

 第 4 回 11 月 13 日 韓国のくらしと文化（人文学部糟谷政和教員) 

（２）大洗町明神町の空き家調査 

 大洗町まちづくり推進課からの依頼で､明神町の空き家調査並びに定住・転居以降の動向などを調査した。

明神町には 549 軒の建築物があり、都市計画論ゼミナール学生がすべてについてヒアリングと点検を行い､

約 5％に当たる 25 軒が空き家(不明 4含む)であることが判明した。 

 調査の内容と結果については報告書を作成し､大洗町まちづくり推進課へ納入した。また、調査に関わった

学生 7名を含めてまちづくり推進課の担当者 3名と懇談会を実施した。 

 予想より空き家率が低かったが、今後この空き家をどのように利用するか、またこの地区を再整備するに

はどのような方法があるかが今後の課題になっている。 

３．講義「地域連携論Ⅰ」「地域連携論Ⅱ」の開講 

 地域連携論「働く意義・学ぶ意味」の講義（ⅠおよびⅡ）は、年度計画通り、今年度も茨城県経営者協会

や茨城大学文理・人文学部同窓会のご協力を得て順調に進行し、終了した。 

 本講義は、企業のトップマネジメントの方をはじめ、労働組合や市長といった、様々な立場で、社会で活

躍されている方々から直接、現在の社会を見る視点や、ご自身の経験、そして、大学生への期待や要望など

をお話しいただくものである。そして、こうしたお話を通して、学生たちが、より具体的に社会やそこで生

きる将来の自分をイメージし、現在の学生生活へとフィードバックさせることを目的としている。こうした

講義の趣旨を受講生が理解し、強い刺激を講義から受けたことは、毎回提出した感想文およびレポートから

明らかである。 

 受講者は、Ⅰが 74 名（人文コミュニケーション学科 27 名、社会科学科 46 名、教育学部 1名）、Ⅱが、101

名（人文コミュニケーション学科 14 名、社会科学科 87 名）であった（ⅠⅡの重複履修を含む）。昨年に比べ、

人文コミュニケーション学科の履修者が増えており、学部共通科目として開講している本講義の着実な発展

が見てとれる。 

 11 月 9 日に開催された公開シンポジウムでは、㈱常陽銀行の代表取締役会長である鬼澤邦夫氏に、「働く

意義・学ぶ意味」をテーマにご講演いただいた。ご自身の経験から、いかに自ら考え、それを他人に伝える
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ことが大事か、また、主体的に生きることがいかに必要か、といったお話を中心に、様々な観点から、お話

をいただいた。講演後の多くの質問にも丁寧に答えていただき、シンポジウムに参加した学生にとって大変

大きな刺激となった。 

 講演後には、県内主要企業（カスミ、ケーズホールディングス、常陽銀行）の人事担当者による公開模擬

面接を行った。これから就職活動を行う学生にとっては、面接の緊張感を味わうと同時に、自分の考えを伝

えることの難しさや、伝えるための工夫について知る良い機会となった。面接後の質疑応答では、就職活動

を控えた学生が抱える率直な疑問や不安について、やさしくも、現実を見据えたご回答をいただいた。 

 また、本年度もシンポジウムの冒頭に、人文学部 4年生（金融論ゼミナール）による就職活動の体験談と、

後輩へのアドバイスについての話があった。シンポジウム参加者にとっては、最も身近な先輩からの話とい

うこともあり、1年後、2年後の自分の姿として、より具体的に就職活動についての実情について学ぶことが

できた。 

 全体を通して、一方では社会とは、企業とは、働くとは、といった人間の社会的営みのより根源的なテー

マについて、他方では、働くときのマナーや意識、就職活動での注意といったより実践的・具体的なテーマ

について学ぶ機会となり、受講生の今後の生活について有意義な講義となった。 

４．地域史シンポジウムの開催 

 第 7 回目を迎えた地域史シンポジウムは、関係する教員を中心にその準備が順調に進められ、12 月 10 日

（土）の午後から翌 11 日（日）の午前にかけて「古代常陸の原像－那賀郡の成立と台渡里官衙遺跡群－」を

テーマに学外から 8 人の研究者を招いて開催された。入場者数は 194 名に及び、盛会であった。シンポジウ

ムの模様は、12 月 11 日付茨城新聞で紹介された。また年度末には、開催の趣旨、シンポジウムの概要と成

果、シンポジウムの運営状況と参加者等をまとめた『第 7 回 茨城大学人文学部地域史シンポジウム実施報

告書』が作成されている。 

５．茨城大学文理・人文学部同窓会との連携 

 昨年度から今年度にかけて、人文学部と共催・連携する形で、茨城大学文理・人文学部同窓会が「学生懸

賞論文」募集事業に取り組んだ。 

（１）事業経過と成果  

 茨城大学文理・人文学部同窓会は、人文学部の教育・研究の充実、卒業生を通じた地域連携や地域貢献事

業に取り組んできたが、その一環として、第 1回目の「学生懸賞論文」事業を実施した。締切の平成 23年 2

月 21 日までに広範なテーマの 26 編の力作が寄せられた。その後、第 1次選考で 10 編にしぼり込み、さらに

第 2次選考会を 4月 27 日に開催した。審査委員として佐々木寛司茨城大学人文学部長、小田部卓茨城新聞社

長、中庭陽子茨城県教育委員会副参事、野口芳男文理・人文学部同窓会長にお願いし、地域連携・地域貢献

の観点からの評価も加えていただいた。その結果、下記添付資料のように優秀賞 2編、佳作 2編が選ばれた(今

回最優秀賞については該当作なし)。学内に選考結果を公表した。その後 7月 2日に開催された本同窓会理事

会において表彰式を行い、出席した優秀賞の 2 名が茨城新聞の取材を受け、その模様は翌 7 月 3 日付同紙に

掲載された。 

 以上の選考過程と新聞記事化を通じて、当「学生懸賞論文」募集事業は学部内とともに学外でも認知され

ることになった。 

（２）当該事業の今後の課題 

 「学生懸賞論文」募集事業が、この間の募集・選考・公表過程を通じて本学部学生の地域連携・地域貢献

活動の啓発に十分寄与しうることが明らかになったことを受け、7 月 2 日開催の同窓会理事会において、当
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該事業を隔年で実施することが決まった。それを受けて、同年 10 月 7 日と平成 24 年 2 月 2 日の同窓会役員

会で検討を進め、第 2 回「学生懸賞論文」募集要項が確定した。なお第 2 回「学生懸賞論文」募集事業日程

は、平成 24年 4 月に募集掲示し、同年 10 月応募締切、その後の選考審査を経て 12 月に選考結果発表・表彰

の予定である。 

【添付資料】 

「学生懸賞論文」選考結果発表 

 茨城大学文理・人文同窓会は、人文学部の教育・研究の充実、卒業生を通じた地域連携や地域貢献に微力

ながらつとめてきています。その一環として、「学生懸賞論文」を募集しました。締切の平成 23 年 2 月 21

日までにきわめて広範なテーマを扱った 26 編の力作が寄せられました。ご協力に感謝いたします。その後、

第 1 次選考で 10 編にしぼり込み、さらに第 2 次選考会を 4 月 27 日に開催しました。審査委員として佐々木

寛司茨城大学人文学部長、小田部卓茨城新聞社長、中庭陽子茨城県教育委員会副参事、野口芳男文理・人文

学部同窓会長にお願いいたしました。その結果、下記のように優秀賞 2編、佳作 2編が選ばれました(今回最

優秀賞は惜しくも該当作がありませんでした)。 

 今回の「学生懸賞論文」応募及び選考にあたり、多大なご協力を頂きましたことを、心より感謝いたしま

す。今後とも、同窓会活動に対して何卒、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。（なお選考結果につ

きましては、7月 2日開催予定の本同窓会理事会における講評、マスコミ等への発表を予定しています。） 

            記 

賞金 

【優秀賞】 

・岡村美帆 08L2043G 5 万円 

「地方国立大学でのキャリア教育とその発展」 

・久保田真由 07L2070S 5 万円 

「芸術文化による地域活性化の可能性」 

 

【佳作】 

・夏堀未来 07L2172S 2 万円 

「2008 年恐慌と資本主義経済－新自由主義の欺瞞」  

・金子素直 07L2054H 2 万円 

「9.11 テロ以後のアメリカ社会の統制化とマス・メディア」 

                             2011 年 5 月 18 日  

                               茨城大学文理・人文学部同窓会 

６．地域連携委員会のホームページ 

 本委員会では、前年度のおもな活動内容をホームページ上で報告することにしている。本年度は、平成 22

年度の活動について各担当委員が報告文の執筆と画像の選択を行い、それを広報担当委員が HTML 化して 5

月 26 日にホームページを更新した。 

 

教育学部： 

(2)震災復興のための学生ボランティア活動の推進 

今回の震災では、教育現場の復旧作業に素早く対応できる大学が少ない中、教育学部附属教育実践総合
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センターでは、附属学校および近隣の公立学校に学生ボランティア(56 名)を募集・派遣してサポートを行

った（全国の附属学校施設の中でも被害の大きかった附属小学校に延べ 124 日、水戸市教育委員会との連

携による派遣延べ 40 日、他茨城県内の学校に延べ 26 日、計延べ 190 日）。 

教育学部の学生ということで、教育現場の事情、子どもへの対応を心得た学生ボランティア活動は派遣

先でも評価され、まさに時宜を得た地域連携活動となった。またさらに 10 月 6日には学部長も出席して「東

日本大震災ボランティア活動報告会」を開催し、活動証明書を手渡したが、学生の報告を通して、この活

動が学生にとっても多くのことを学んだ教育的効果の高いものであったことが判明した。 

 

理学部： 

理学部では、各教員の専門性を活かした地域連携活動が多面的に行われている。平成 23 年度行われた主要

な活動を以下にまとめた。 

1.広い意味での高大連携活動 

近年の高等学校教育においては、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業やサイエンスパートーナー

シッププログラム(SPP)事業などを通じて，先進的な理科教育に対する需要が高まっている。理学部では、

個別の要請に応える形で、県内外の高等学校に対する要望に応えてきている。このうち、水戸第二高等学

校に対して行った課題研究指導（BZ 化学振動反応に関する研究）では、その成果が欧文一流学術雑誌に掲

載され、NHK の全国ニュースをはじめ、多くの報道で取り上げられた。このような高等学校単位の取り組

みと並行して、通常の高等学校教育の枠を超えた力を示す生徒（各種科学オリンピック国内代表レベルを

含む）を指導する場として、茨城県教育庁では「未来の科学者育成事業」などを展開しており、これにも

複数の領域で継続的な協力が行われている。これらを背景に、課外活動や教員の自主研修にも理学部教員

の協力に対する要望が広がりを見せており、生き物観察や天文観測といった、身近な題材を用いた指導を

提供してきている。平成 24 年 1 月 21 日に「高校生の科学研究発表会＠茨城大学」を開催し、茨城県内外

の 17 校から約 220 名を超える高校生と高校教員が参加し、52 演題の発表が行われた。 

 

2.地域義務教育に対する貢献や社会教育施設に対する貢献 

教育面からの地域連携先という点では、1.で述べた高等学校が主であったが、今年度から取り組みが強

化されたものとして、義務教育や社会教育活動に対する活動が挙げられる。義務教育に関しては、生徒に

対する働きかけと教員に対する働きかけに対する両面から、県から要請を受け本格的な連携活動を始めて

いる。大学教員が義務教育に対してどのような寄与ができるかという点については、前例が少ないことも

あり試行錯誤が必要なことは否めないものの、地域の教育力のアップに寄与できるようであれば、今後も

継続すべき課題であろう。また、社会教育活動については、ミュージアムパーク茨城自然博物館から、昨

年に比べより多くの理学部教員が研究助言者としての連携依頼を受けている。地域博物館経営の厳しさが

増す中で、地元大学教員として積極的な支援を行っている。さらに、12 月 15 日には，常陸大宮市の崖で

高校生が発見した約 1,650 万年前の古代ゾウ頭蓋化石の共同調査を行い、非常に貴重な研究試料の発掘の

様子は，TV・新聞等のマスコミで大きく紹介された。 

 

3.地元自治体や各種団体に対する貢献 

その他、地元自治体や各種団体との連携活動が存在する（ジオパーク関連については別記）。この中で特

筆すべきは、東日本大震災や福島第一原発事故に関連した活動である。茨城大学主催の「サイエンステク
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ノロジーフェスタ 2011」では、地質学と放射線生物学を専門とする教員がそれぞれ、一般市民向けの講演

を実施した他、自治体の依頼を受ける形で、放射線に関する講演や健康に対する影響の相談を活発に展開

してきている。これらの被害や不安は一朝一夕に消えてしまうものとは考えられず、今後も継続的な取り

組みが必要になると考えられる。福島第一原発事故を受けて、放射線計測や放射線影響学を専門とする教

員を中心に、放射線の健康影響に関する説明講演を消費者団体、市町村職員、生産者団体、一般市民等を

対象に行っており、その回数は延べで 200 回を超えている。また、日本地球惑星科学連合・放射化学会連

携緊急放射性物質サンプリングの拠点として、東北・関東で大気中の放射能濃度を測定しそのデータを取

りまとめ公表する中心的な役割を果たし、この取組は各局のテレビ・新聞で全国的に取り上げられた。 

 

4.ジオパーク関連 

茨城県北ジオパーク推進協議会（会長：池田幸雄茨城大学学長）「茨城県北ジオパーク」の日本ジオパー

クネットワーク（JGN）への加盟に向けて、準備を進めてきた。その中心的な活動を理学部教員が担ってい

た。その結果、平成 23 年 9 月に認定を受けることができた。また、理学部教員と学生が案内役となって、

「水戸・千波湖ジオツアー：震災から学ぶ大地の生い立ち」をジオパーク事業の一環として平成 23 年 6

月 26 日に実施した。一般市民 70 名あまりの参加を得ることができ、防災のためにはジオの知識が必要で

あることをアピールできた。今後は、ジオパークの実績を上げるために、地道な活動を展開して行くこと

が必要である。 

 

工学部： 

・ 従来の研究シーズ主導から地域ニーズ・デマンド主導に切り替え、産学官連携イノベーション創成機構

と連携した組織的かつ具体的な産学連携・地域貢献活動を展開する。例えば、茨城産業会議と連携した研

究室訪問交流会を 10 月 19 日に実施した。今年度は、東日本大震災復興、放射能除染等、社会が注目する

テーマで特別講演および見学コースを設定したため、学外からの参加者が昨年度から倍増した。また、日

立市はじめ地域自治体との連携を促進するため、工学部の窓口・担当者を一本化し、外から見えやすくし

た。第 2 の例として、工学部内専門家集団と地域産業界との組織的連携が成果を挙げている。塑性加工を

科学するフォーラム、ひたち IT フォーラムなどが例である。今後この取組みは、工学部附属教育研究セン

ターと融合し、ひたちものづくりサロンなどの産学連携プラットホームとも連携して、一層の発展が図ら

れる。 

 

農学部： 

「町・大学・市民の協働による食育の活性化を通した農産物地産地消の推進の取組み」 

農学部の研究推進委員会地域連携推進部門では、本年度も阿見町農業振興課と学校給食センターが主導

する小学校での「食育モデル授業」に講師を派遣し、小学校での食育授業を質的に高度化することに協力

した。また、茨城県農林水産部、阿見町、日立市、かすみがうら市と連携して、地域連携シンポジウム「地

域と連携したバイオ燃料生産の展望」（平成 24 年 3月 13 日、茨城大学阿見キャンパス）を開催した。 

 

図書館： 

・ 本館改修により新たに整備された展示室の利用を、学内の企画だけでなく、下記のように県内機関が関

わる展示にも拡大した。 
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 10 月 東日本大震災における茨城県内の被災写真パネル展（約 1,000 人） 

（茨城大学と茨城新聞社の合同企画） 

 11 月 見て、ふれて、楽しい考古学：茨城県教育財団調査遺跡ミニ紹介展 2011 

 

・ 10 月 15 日、公開講座「大学図書館へようこそ」を開催し、図書館利用案内、館内ツアー、古文書紹介、

学外者にもできる論文検索演習等を行った。当日の参加者は 8 名であり、受講後のアンケートで「大学を

身近に感じることができた。」、「本に囲まれた環境を楽しんだ。」等の意見があった。 

 

・ 12 月、茨城県図書館協会の大学図書館部会（部会長：茨城大学図書館長）の研修として、講演会 「東

日本大震災で被災した茨城の文化財・歴史資料のレスキュー活動」を開催した。同時に関連展示として、

写真展「被災した茨城の文化財・歴史資料のレスキュー活動」と特別展示「襖の中のワンダーランド－救

出された歴史資料から－」を開催した。講演会には、本学学生を中心に 100 人あまりが参加し、写真展と

特別展示の来場者はのべ 660 人に上った。 

 

・ 平成 24 年 2 月、図書館企画展「茨城大学図書館所蔵史料にみる 茨城の自然災害史」を開催予定である。

開催期間中、外部講師をお招きし、ギャラリートーク「鯰絵の世界：地震を洒落のめせ」と記念講演会「茨

城の歴史災害：2011.3.11 の教訓」を開催する。 

 

大学教育センター： 

 

生涯学習教育研究センター： 

1) 公開講座・公開授業の開催 

2) 学外の機関・団体との連携 

①水戸市渡里地区子供会連合会 50 周年記念事業への協力 

②水戸市保健センターとの共催事業「認知症予防活動推進員研修」（全 10 回） 

③水戸市高齢福祉課との共催事業「コミュニティソーシャルワーカー養成研修」（全 8回） 

④水戸市生涯学習課弘道館カレッジ「まちづくり」の企画運営（2年間事業） 

⑤関東甲信越静公民館・社会教育委員連絡協議会全体研修の企画・運営 

⑥茨城県「地域福祉計画・活動計画」策定関係者研修事業の企画・運営など 

⑦県立「心の医療センター」との共催講演会の実施 

⑧市町村及び市民団体・NPO 団体からの相談・依頼（ニーズ）は次の件数である。 

  茨城県内市町村：水戸市・常陸太田市・守谷市・牛久市・龍ヶ崎市・那珂市・ひたちなか市・坂東市・

    下妻市・取手市・高萩市・八千代町・東海村・稲敷市・鹿嶋市・神栖市・鉾田市・北茨城市・ 

古河市・日立市など（各市町村とも複数回）であり、事業に結びついている。 

その他茨城県県外市町村：宇都宮市・岩船町・壬生町・大田原市・那須塩原市・東京都中央区・ 

渋谷区など市民団体・機関は多数 

3) 生涯学習・社会教育を支援するスタッフの養成と紹介 

4) 授業科目受講希望調査（市民対象）の実施 
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産学官連携イノベーション創成機構： 

① 地域ニーズの把握、茨城大学のシーズ活用のため、企業訪問・技術相談・イベント開催＆参加。 

② 共同研究・受託研究獲得推進。 

③ 地域企業と連携した競争的外部資金獲得支援。今年度は東日本大震災対応プロジェクトを立ち上げて震

災に伴う地域企業・自治体等のニーズに応える活動を推進。共同研究実施件数は平成 24 年 3月末現在、199

件で過去最多（これまでは 179 件が最多）の件数になっている。このうち震災対応共同研究は 14 件である。

また、競争的外部資金についても震災対応の事業採択に貢献している。 

④ 日立地域企業と工学部、フロンティア応用原子科学研究センターの特性を活かした地域活性化を目的と

する産学官連携拠点を推進。 

⑤ 「サマーカレッジものづくり中核人材育成事業」を地域企業のニーズに応えて講座内容に改善を加えて

社会人対象に実施した。 

⑥ 産学官連携による地域活性化を目的とした「出会いと連携の場」としてひたちものづくりサロン（HMS)

を開設している。このサロンは平成16年にスタートして7年目を迎え、従来はどちらかというとシーズ主導

の運営となりがちだったが、今後は明確に「ニーズ・デマンド主導の運営」を目指し、平成23年10月より

新たな出会いを求めて装いを新たに再出発した。HMSの会長には産側の代表である日立商工会議所友部副会

頭に就任していただいた。 

⑦ 地域企業の海外展開支援を目的とした国際産学連携プロジェクトを立ち上げた。海外との学学ネットワ

ークを活用した企業情報の提供や、地域支援機関との連携による留学生インターンシップの推進を行う計

画。 

⑧ 大学の研究成果や技術を広域で有効に活用するため首都圏北部に拠点を置く茨城大学、群馬大学、宇都

宮大学、埼玉大学が連携して「4大学連合（４u）」を形成、文部科学省の支援を得て活動を推進している。

今年度は 5 年事業の 4 年目。連携活動の成果として他大学から茨城大学のシーズに対する問い合わせが増

加しており、共同研究実施のケースが出てきた。 

 

地域連携推進本部： 

［茨城県北ジオパーク推進事業］ 

茨城県北の地域振興を目指して、平成 22 年 2 月 24 日に「茨城県北ジオパーク推進協議会」を立ち上げ

た。協議会は、発足後、連携 7市町村、グリーンふるさと振興機構との連絡を密にして活動を展開してい

る。今年 4月には日本ジオパーク認定の申請を行い、8月には同認定の審査を受け 9月 5日に日本ジオパ

ークに認定された。これを受け、今後、連携市町村、グリーンふるさと振興機構等と連携を強め活動を進

めていく。 

JST からの補助金により 7月にはインタープリターブラッシュアップ講習会を実施した。また、10 月～

11 月に第 2回目のインタープリター養成講座を予定しており、市報、ホームページなどを利用しそれに向

けた広報活動を活発に行った。 

［学生地域参画プロジェクトの展開］ 

第 1期においても、学生による地域参画プロジェクトの成果は、斬新であった。外部からの評価も高か

った。本年度も引き続き、活動を展開している。 

本年度は 9件の申請のうち、8月中旬に実施のプレゼンテーションや審査会での選考の結果 6件のプロ



371 

 

ジェクトを採択（うち 5件 H22 度新規採択）した。なお、昨年度から引き続き、各プロジェクトに顧問教

員を置き、プロジェクト実施のアドバイス等を行い、内容面、実施面においてより充実を図っており、ま

た、学生プロジェクト参加者やイベントに参加する地域住民の方に傷害保険に加入してもらうなど、安全

面についても考慮した。 

［茨城産業会議との連携事業］ 

茨城産業会議との産学連携事業として、大学の有するシーズの提供や、情報交換を通じ産業経済界の活

性化に資する目的で日立・水戸・阿見キャンパスで研究室訪問交流会を行っている。 

今年度で 9回目となる工学部研究室訪問交流会は、10月 19 日（水）14 時～18 時（17 時から懇親交流会）

日立キャンパス（講演会会場 E5 棟 8 階イノベーションスペース）において、特別講演と 8グループに分か

れての 8研究室の見学を行った。参加者は、第 1部講演会及び研究室見学会では 116 名（企業等学外参加

者 88 名、学内参加者 28 名）、第 2部懇親交流会では 72 名（企業等学外参加者 50 名、学内参加者 22 名）

と大盛況であった。 

また、技術相談を事前に希望をとり、専門の先生に相談の時間を別途割いていただき対応してもらい、

大学のシーズを直に提供するにした。今回は特に相談の希望は無かった。 

今年度は、年度内に阿見キャンパスで同様の研究室交流会を開催する予定である。 

［鹿島アントラーズとの連携事業］ 

  今年度は震災の影響で、鹿島アントラーズ側も復興等の業務が多い中、本年 9月にインターンシップ（2

名）を受け入れてもらい、工学部、農学部のグランドの貸与も行っている。また、相互のサテライトエリ

アとして大学生協売店内にアントラーズグッズの販売エリアを確保、授業への講師派遣、スタジアム内の

電光掲示板への茨城大学 PR も行っている。 

さらに、応援ツアー・鹿島スタジアム見学会などさまざまな事業展開が計画されている。 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・ 潮来市、鹿嶋市および周辺地域の小中高等学校の環境学習（授業・実習）に積極的に協力している。 

・ 茨城県水産試験場内水面支場や茨城県霞ケ浦環境科学センター、茨城県自然博物館、水戸市立博物館な

ど県内の研究組織と連携して共同研究を行っている。 

・ 産官学（㈱ユードム、守谷市役所・古河商工会議所、茨城大学大子合宿研修所）の協力・連携のもと CO2

観測ステーションを茨城県内に 5 点設置して連続濃度計測を行ってきたが、H23 年度は新たに 3 地点に計

測地点を展開している。 

 

遺伝子実験施設： 

・ 大学祭等における見学対応や高校生・一般市民向け実験講座などを通じ、地域の方々への情報発信と啓

発活動を進めている。 

 
地域総合研究所： 

・ 本研究所の一義的な活動として、従来からの様々な組織的・個人的な研究・調査活動に加え、震災を受

けて、放射性物質の汚染除染、原発避難者への法的支援などについても研究例会で取り上げている。 

 



372 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 東日本大震災調査団の事務局を担当した。「地域サステナ」と銘打って城里町商工会、筑西市商工会とと

もに地域における環境保全活動を行った（早稲田大学・ブリジストン W-BRIDGE から 3年間研究助成プロジ

ェクトの構成員として活動）。また、「いばらき自然エネルギーネットワーク」を開始し、県内の自然エネ

ルギーに関心を持つ自治体、企業との連携を図った。この他茨城大学・茨城県・茨城産業会議 3 者連携講

演会の企画運営にも協力した。 

 

フロンティア応用原子科学研究センター： 

(1) 茨城大学は茨城県との「茨城県中性子ビーム実験装置の活用に係る協力協定」をもとに、茨城県が J-PARC

に設置している 2 台の中性子回折装置（iBIX、iMATERIA）の維持管理・利用者支援、中性子線を利用した委託

研究、そして中性子回折装置の高度化開発を県の委託として実施している。平成23年 3月に発生した東日本大

震災の影響で損傷を受けたビームラインおよび中性子回折装置の復旧活動を行い、平成24年 1月にビームが再

開された。装置の調整を進めるとともに、産業界への利用支援活動（ユーザーの受け入れ）を平成24年 2月か

ら開始した。装置の利用促進を図るために中性子を活用した先導的研究にも取り組んでいる。 

本年度はこれまでJ-PARCで中性子散乱実験はできない状況であったが、アメリカのSNSに中性子ビームタイ

ムを確保し、電池材料などの回折測定を実施した。 

茨城県は、2 台の装置の地域における産業利用を目指しており、これを受けて茨城大学は産業界利用促進を

行っている。このための研究会代表者となるなど地域の企業に中性子研究の普及活動を行っている。産業界へ

の茨城大のアピールは非常に大きなものになっている。 

(2) 「科学に裏付けられた物づくり技術の確立」を目指して、塑性加工に係る地域企業、公設試験研究機関、常

陽銀行と茨城大学の研究者を結集した研究交流（産学官＋金）の活動を実施している。 

(3) 近隣研究機関が持ち回りで開催する量子ビーム科学セミナーに正式に参加を表明し、承認された。今後近隣

機関との研究交流が活発化することが期待できる。平成24年 4月の第1回セミナーはセンター教員が話題提供

を行うこととした。 

 

宇宙科学教育研究センター： 

・ NHK 水戸放送局と茨城大学との共催により、地域交流事業「ハルカとミヂカ」を 8月 30 日に、宇宙電波

館、さくら宇宙公園（高萩市）で実施し、2,000 人を上回った市民の参加を得た。この催しには、震災か

らの復興を願って、茨城大学学生サークル 5 団体の出演、イベント当日の学生ボランティアなど 110 人も

の学生が参加し、若い力が震災の被害が大きかった茨城県北部の人々に元気を与えることとなった。 

JST 依託事業（科学と芸術のつどい）として六角堂再建記念・観星会が、北茨城市市民ふれあいセンタ

ーと北茨城市立精華小学校で開催され、500 名を超える参加があった。宇宙をテーマとする講演と音楽コ

ンサート及び映画鑑賞と手作り望遠鏡教室等が行われ、市民は科学を楽しむことができた。 

 
五浦美術文化研究所： 

・ 茨城県天心記念五浦美術館への所蔵品の長期貸出、震災復興に関連した展示会等への所蔵品の貸出、茨

城県北ジオパークが日本ジオパークとして認定されことにより、さらに地域と連携を強化してジオポイン

ト等の整備を推進している。（六角堂の復興） 
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4-2 地域から評価される大学 

人文学部： 

７．本学部における地域連携活動の外部評価 

 外部評価については、昨年度 1 月 26 日開催の地域連携委員会において「平成 23 年度を準備期間として、

平成 24 年度もしくは 25 年度に外部評価を受けること」を決定した。これに基づき、本年度は外部評価に関

わる準備活動として情報収集にとりくむことにした。 

 昨年度末の予定が東日本大震災の影響で延期され、8月 30 日に外部評価を実施した茨城大学地域連携推進

本部（本部長天野一男教授）から 10 月 20 日に大畠点検・評価委員会委員長とともにヒアリングを行った。

外部評価委員の選出方法、予算の規模、評価方法の枠組み等について貴重な情報が得られた。 

 

■地域連携事業の外部評価と見直し（R131030-2） 

10 月 20 日に茨城大学地域連携推進本部の天野委員長と磯野課長補佐に外部評価の実施状況についてヒア

リングを行った。その結果、以下の点に関して有益な情報を得ることができた。 

 ①外部評価の日程等の枠組み 

 ②評価の実施形態 

 ③外部評価委員の選定 

 ④外部評価の項目 

 ⑤外部評価に要する経費 

 ⑥外部評価の資料の作成等 

 今後、平成 25 年度に予定されている外部評価実施のために、地域連携委員会と点検評価委員会とが連携し

て、資料の収集と自己評価に向けての報告書の作成に取組むことになった。 

 

教育学部： 

(2)震災復興のための学生ボランティア活動の推進 

今回の震災では、教育現場の復旧作業に素早く対応できる大学が少ない中、教育学部附属教育実践総合

センターでは、附属学校および近隣の公立学校に学生ボランティア(56 名)を募集・派遣してサポートを行

った（全国の附属学校施設の中でも被害の大きかった附属小学校に延べ 124 日、水戸市教育委員会との連

携による派遣延べ 40 日、他茨城県内の学校に延べ 26 日、計延べ 190 日）。 

教育学部の学生ということで、教育現場の事情、子どもへの対応を心得た学生ボランティア活動は派遣

先でも評価され、まさに時宜を得た地域連携活動となった。またさらに 10 月 6日には学部長も出席して「東

日本大震災ボランティア活動報告会」を開催し、活動証明書を手渡したが、学生の報告を通して、この活

動が学生にとっても多くのことを学んだ教育的効果の高いものであったことが判明した。 

 

理学部： 

 

工学部： 

 

農学部： 
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図書館： 

 

大学教育センター： 

 

生涯学習教育研究センター： 

1) 研修セミナー「非常時における男と女の立ち位置」を開催した。 

  国際女性教育振興会と連携し、東日本大震災発生時の避難状況の中で、男性と女性への対応のあり方に

ついて検討した。 

2) 茨城県社会教育研究プロジェクト「無縁社会に立ち向かう」の企画・指導を行った。 

3) 公開講演会「東日本大震災と市民」を開催した。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

 

遺伝子実験施設： 

 

地域総合研究所： 

・ 茨城新聞や NHK 水戸支局などの地元メディアによって、随時紹介されている。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 東日本大震災調査団の報告会には 4 月に 200 名、6 月に 170 名の参加があり、大きな反響を得た。さら

に、「いばらき自然エネルギーネットワーク」は 9 月、10 月に毎日新聞、茨城新聞、12 月に NHK などで報

道され、平成 24 年 3 月に正式発足するなど、地域での自然エネルギーへの関心を高めるのに役だった。 

5) 地域貢献・国際交流 

・積極的に国際交流を行い、留学生の受入と派遣および研究交流を推進する。 
5-1 積極的な国際交流 

人文学部： 

１．連携協定校との交流充実（R132034-1） 

国際交流委員会は、4 月に協定校との交流事業を公募し、応募のあった「カナダ国マギル大学への英語研

修講座」と「ベトナム学生交流の旅」の 2 件を選定の上、学部予算委員会に対し予算請求し、予算を確保し

た。また 4 月にマギル大学生涯学習部と正式に交流協定を交わし、6 月にはマギル大学の前副学長が茨城大

学を訪問し、学長と懇談した。昨年度は茨城大学から 23 名(人文 15 名、他学部 8 名)の学生がマギル大学に

おいて 4週間の英語プログラムを受講した。今年度も平成 24 年 2月 18 日から 3月 20 日まで派遣することが

確定しており、16 名が 2月 18 日に成田を出発し、成果を上げて 3月 20 日に無事に帰国した。 

２． 英語で開講する科目の拡充（R132035-2） 

今年度は、英語で開講する科目は 6 科目開講にとどまったが、前年度なみの開講本数を維持できている。

また、国際教養プログラム実施に伴う英語で授業をする科目の位置づけの明確化が完了した。 

３． 受入プログラムの充実（R132037-2） 
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現在人文学部で行われている「英語で開講する科目」を、本学部の学生と同時に、交流協定校からの留学

生も履修できる機能も併せ持つ国際教養プログラムを平成 24 年度から学年進行で実施に向けてプログラム

を準備してきた。今年度は国際化対応プログラムの全体像を確定した。さらに、「英語で開講する科目」を含

めて、プログラム用に開講する科目の名称及び内容の最終的な検討を完了した。 

４．ペンシルヴァニア州立大学との共同プログラム 

 昨年 10 月にペンシルヴァニア州立大学（PSU）から提案のあった共同プロジェックト(共同授業の開講)の

件は、人文学部と留学生センターとで共同で進めてきたが、先方から Japan Foundation の基金の獲得がう

まくゆかなかったとの報告があった。今後も応募を継続してゆくことを提案した。また昨年度 4 名の学生が

茨城大学に留学してきたが、今年度予定されていた学生は全員、原発問題のために来日を取り止めた。なお

茨城大学からは、8月に人文学部の学生 3名がペンシルヴァニア州立大学に 1年間の予定で留学した。 

 

教育学部： 

 

理学部： 

 

工学部： 

・ 茨城大学の特色ある取組みとして、学生国際会議の継続発展を図る。具体的には、大学院共通科目であ

る国際コミュニケーション特論と学生国際会議での発表を連携させて、学生のグローバル化教育を狙いと

した取組みを継続する。更に、大学間協定校の参加を促し、国際交流イベントとしての発展を図る。また、

本学生国際会議と併催の形でワークショップの企画・実施を行うことで、研究交流を発展させる機会とす

る。留学生の受け入れについては、交換留学生を受け入れるための条件、制度が未整備であることを踏ま

え、まずは、工学部、理工学研究科における交換留学生受け入れの条件、履修の制度化を図る。さらに、

国際交流の継続、発展を狙いとして、卒業・修了留学生の同窓会名簿を整備し、同窓会の海外拠点を作る

準備をする。これは、後述するグローバル双方向プロジェクト（仮称）と絡めて、今後の博士後期課程学

生確保をも目的としている。 

 

農学部： 

・ インドネシア・ボゴール農科大学（IPB）とのダブルディグリー教育プログラム（DDEP）に関する協定並

びに覚書を平成 23 年 9 月に学長以下関係教職員が IPB を訪問し締結した。本年度は IPB から推薦のあった

2名の学生に対する入学試験を実施し、両名とも DDEP 第一期生として本学に受け入れた。 

来春には本学から DDEP 学生の推薦、IPB での入学試験を経て、両大学で本格的な DDEP の実施を進める。

また、IPB 以外にこれまで交流実績のあるインドネシア大学との間でも同様に DDEP を実施するため関係教

員間において協議を進めた。このように、農学部では積極的に国際交流を行い、留学生の受入と派遣およ

び研究交流を推進した。 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 
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ＩＴ基盤センター： 

・ eduroam に参加することにより、各組織におけるネットワーク環境をスムーズに利用可能な環境を整え

た。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

 

遺伝子実験施設： 

 

地域総合研究所： 

・ 6 月に韓国の忠北大学校・社会科学研究所の間で「学術交流に関する覚書」を締結し、研究上の相互交

流を開始している。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 茨城大学重点国際交流事業に認定されたベトナム国家大学（ハノイ科学大学）、プーケット・ラチャパッ

ト大学と研究、教育交流を行った。本年度より、ハノイ科学大学との間で海岸侵食に関する共同研究（科

研費基盤 A）を開始し、9 月および平成 24 年 2 月にベトナムでの現地調査を行った。また、タイ国プーケ

ット・ラチャパット大学と合同で国際実践教育演習および現地調査を実施した。 

 

学術企画部： 

〇 本学は、国際交流協定校との交流充実を目的として、大学が重点的に支援する 3 つの重点国際交流事業

を選定した。（「インドネシア 3 協定大学（ガジャマダ大学、ボゴール農科大学、ウダヤナ大学）を中心と

した①アジアのサステイナビリティの教育研究の展開と②大学院博士課程のダブルディグリー・プログラ

ムの構築に向けた取組」）国際交流委員会では、選定した重点国際交流事業の当該年度の事業計画を把握し、

当該重点国際交流事業を支援するために、事業計画書を作成させ、計画書に基づき国際交流事業推進経費

から約 515 万円を配分支援した。なお、事業の成果は、次のとおりであった。 

(1) ベトナム国家大学との「ベトナムにおける自然災害と気候変動の影響に関する共同研究と教育プ

ログラムの開発」事業 

（１）ベトナム北部ハイハウ海岸において、①沿岸域に居住する農業従事者や漁業従事者に対して

聞き取り調査を実施し、海岸堤防の崩壊の履歴を明らかにした。②海岸堤防については、崩壊のメ

カニズムの解明と適応策の提案のために、測定機器の設置を試み、準備的測定から本格的な実施の

可能性を確認した。また、研究交流に参加した HUS の講師が本学理工学研究科博士後期課程に入学

した。 

（２）国連大学と茨城大学で開催した UN-CECAR のシンポジウムを通じて、適応策実践のための大学

院レベルの教育プログラムへの参加による茨城大学における人材育成の可能性を確認した。また、

茨城大学で開催した、”ベトナムにおけるデルタに関するワークショップ”においても複数の大学院

生が研究発表やパネルディスカッションに参加した。ベトナムでの現地調査に延べ 4人の茨城大学

学生が参加し、一方 HUS の研究員が茨城大学で研修に参加した。 
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(2) ボゴール農科大学（インドネシア）との「ダブルディグリー・プログラム関連事業の一環として

の共同開講授業の展開と高度化」事業 

インドネシア 3大学とのダブルディグリー・プログラムの実施は計画した以上に進んでおり、第 2

期中期目標の中の「豊かな人間性と幅広い教養をもち、国際感覚を身につけた職業人を育成する教

育」の実現が、本事業のさらなる推進で大いに期待される。また、共同開講授業を始めとして様々

な交流プログラムを開発していくことで、座学以外の多様な教育機会を提供し、学生の多面的な興

味と意欲を引き出す教育方法を検討し、現場に触れて現場で考える仕組みの制度化（カリキュラム

化，単位化）を図り、全学での推進体制を整備していく予定である。 

(3) プーケット ラチァパット大学理工学部（タイ）との「サステイナビリティ学教育の国際実践教育

演習」事業 

        本演習は、「心技知にわたる実践的教育」を標榜し、2009 年度より開始した大学院サステイナビリ

ティ学教育プログラムの演習科目の中でも重要な位置を占める。現地での演習は、①学内学生間の研

究科横断、②タイ人と日本人、③教員と学生、など様々な交流を促し、学生にとって貴重な経験とな

っている。こうした学生に与える効果は、教育研究論文にもまとめられ、国内外に発信するに至った。

 
○ 国際交流協定校との交流事業の一層の充実を図るために、大学間交流協定校及び部局間交流協定校を対

象として、海外大学との連携事業を調査、点検した。（調査対象：大学間交流協定 18 大学、部局間交流協

定 19 大学） 

5-2 留学生の受入と派遣・研究交流の推進 

人文学部： 

 

教育学部： 

 

理学部： 

1.国際学術交流学部間協定締結に基づくタイ王国カセサート大学理学部との国際交流 

カセサート大学は、タイ王国にある 14 学部、大学院および研究所を擁する総合大学で、タイで最も権威

のある大学の一つである。平成 21 年 8月に、森聖治准教授がカセサート大学を訪れて以来、カセサート大

学理学部化学科の Supa Hannogbua 准教授（現在化学科長）と、ヘム酵素の触媒反応機構の計算化学的研究

を共同で開始し、平成 23 年 2 月に Research fellow（教員待遇）である Paul Gleeson 博士や大学院生が

茨城大学理学部を訪れて研究を行った。ヘム酵素反応機構の解明に関する共同研究を持続的に発展させる

ことを確認し、平成 23 年に Supa Hannogbua 准教授から学術交流学部間協定の提案があった。 

  平成 23 年 4 月から協定書の文案の作成に取りかかり双方の合意に至った。理学部学術委員会と企画運営

会議の議を経て、5 月開催の理学部教授会で本協定の締結が承認された。英文の協定書を作成し、茨城大

学理学部長（平成 23 年 5月 18 日付け）とカセサート大学理学部長（6月 11 日付け）間で署名を取り交わ

し、協定が成立した。協定成立後、平成 23 年 8 月～9月に、茨城大学大学院理工学研究科の博士前期課程

の大学院生 1 名がタイ・カセサート大学理学部で研究目的の短期留学をしたほか、タイ・カセサート大学

理学部の博士後期課程大学院生 1名を 9～12 月に受け入れるなど、交流が発展している。 

 

工学部： 
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農学部： 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 

 

留学生センター： 

1. オーストラリアのシドニー工大（UTS）とインドネシアのインドネシア教育大学（UPI）との学生交流協

定がまとまり、9 月開催の留学交流委員会で承認された。10 月開催の国際交流委員会での承認を経て、12

月に学生交流協定が締結された。平成 24 年 4 月から授業料相互不徴収で学生の相互派遣・受入れを行う予

定である。 

2. 平成 22 年度に締結されたタイのトゥラキットバンディット大学（DPU）との学生交流協定に基づき、4

月から合計 3名の留学生を受け入れた。 

3. 韓国・仁済大学校で、今回初めて、8 月 7 日～27 日までの 3 週間にわたって韓国語短期研修を実施し、

計 28 名の学生が参加した。また、平成 24 年度の研修実施に向けて仁済大学校と意見交換を行うとともに、

日本学生支援機構の「平成 24 年度留学生交流支援制度（ショートビジット）プログラム」に申請した。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

・ 地域企業の海外展開支援を目的とした国際産学連携プロジェクトを立ち上げた。海外との学学ネットワ

ークを活用した企業情報の提供や、地域支援機関との連携による留学生インターンシップの推進を行う計

画で平成 23 年 12 月に第 1 回のセミナーを実施した。セミナーではシンガポールおよびインドネシアから

講師を招聘し、両国の産学連携事業について講演いただくとともに、地域の企業訪問による海外進出動向

調査を実施した。 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

 

遺伝子実験施設： 

・ 専任教員および学部教員による教育及び共同研究等により、留学生や外国人研究者による施設利用を積

極的に進めている。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ UN-CECAR と連携し、11月に共同教育プログラムについて議論した。インドネシアのボゴール農科大学と

のダブルディグリー・プログラム等に関して、ICAS メンバーが WS や講義に参加するなどの協力を図った。

 

フロンティア応用原子科学研究センター： 

・ 今年度から4年間にわたり、日本学術振興会の「論博事業」によりインドネシア原子力研究所研究員を受け

入れた。アジア地域から研究員を受け入れる文科省の原子力交流制度（H24 年度）にテーマを3件応募した。 

6) 運営 

・社会の要請を的確に運営に反映し、高等教育を円滑に推進する。 
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6-1 社会の要請の運営への反映 

人文学部： 

 

教育学部： 

 

理学部： 

 

工学部： 

・ 大学院博士前期課程教育に対する企業および修了生アンケートを実施する。既に、教育改善委員会で実

施計画およびアンケート内容を検討し、各専攻での実施案の了承を得てアンケートを送付した。社会と学

生からの英語力向上に応えるため、ALC の TOEIC スコアアップの対策として、TOEIC スコア 600 点以上ある

いはスコアアップ 100 点を目指した「実用英語演習 A」、「実用英語演習 B」を昨年度から開講している。7

月の工学部後援会にて、保護者に震災対策や保護者説明会の内容を含む工学部近況報告を行った。同時に

当日出席できなかった保護者全員に工学部近況報告資料を送付した。社会人や企業の方のために、社会公

開セミナー、工学部研究室訪問交流会を開催し、好評を得ている。 

 

農学部： 

① 教育 GP を本格的に実施し、食育教育の充実を図った。 

② 一般市民公開で「霞ヶ浦シンポジウム」を開催し、茨城県の環境問題に関する社会連携活動を推進した。

③ 茨城県立医療大学の教員等と連携して「園芸セラピー」の活動を引き続き実施した。 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 

 

生涯学習教育研究センター： 

・ H24～H25 年度に実施予定の社会教育主事講習（文科省委託事業）の講義内容に関して、市民（茨城県生

涯学習・社会教育研究会、茨城県生涯学習課）等の参加による実行委員会を設置。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

・ 科学技術イノベーションや大学発ベンチャーを育成することにより、本学から産業界への技術移転や新

規起業を目指した革新的研究活動を促進するとともに、学生を巻き込んだ実践的教育効果を増大させるこ

とを目的として、学内公募による「イノベーション創成プロジェクト」をスタートさせた。審査の結果、

インキュベートプロジェクト 3 件、ベンチャープロジェクト 9 件が採択され、当機構の管理する研究スペ

ースとコーディネーターの支援を受けて、平成 23 年 4 月より研究開発を進めている。平成 24 年 3 月には

外部審査委員 2名を交えてプロジェクトの実施結果について報告審査会を行った。 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・ 平成 22 年度に実施した外部評価の報告書を発行し、指摘事項に基づく改善を始めている。 
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遺伝子実験施設： 

 

地域総合研究所： 

・ 既存の学術指向的な研究例会とは別に、来年度より、政策指向的な研究会およびその成果を発表する機

会の設定を検討している（仮称地域政策研究会）。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 今年度実施の震災調査は社会の要請を強く反映したものである。また ICAS の外部評価は平成 19 年度、

平成 21 年度に実施し、概ね高い評価を得た。次回の外部評価は平成 25 年度を予定している。 

 

フロンティア応用原子科学研究センター： 

・ 第３者による外部評価の提言を受けて、センターの運営に反映させる取り組みに努める。H24.3.31で任期を

終えるセンター兼務教員の再任と新任に向けた希望調査を行った。 

6-2 高等教育の円滑な推進 

人文学部： 

 

教育学部： 

 

理学部： 

 

工学部： 

 

農学部： 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

 

遺伝子実験施設： 

・ GM 食品などの遺伝子組換えに関する正しい情報を広く社会に提供するため、実験講座などではカルタヘ

ナ法や GM 食品に関する講義を取り入れている。また、ホームページでも情報提供に努めたいと考えている。

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 平成 21 年度に開始した大学院サステイナビリティ学教育プログラムなどによって、平成 22 年度より大
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学院教育部横断型教育プログラム運営委が設置され、全学的な協力体制が整備された。今後、農学部のイ

ンドネシアとの共同教育プログラム等とも連携し、大学の国際化に貢献していく。 

7) 運営 

・健全な財政を維持し、資産を有効に活用する。 

7-1 健全な財政の維持 

人文学部： 

・学部予算を各学科・各委員会からの要望とヒアリングに基づき教授会に提議し、審議を経て適切に配分し

た。 

 

教育学部： 

 

理学部： 

 

工学部： 

・ 教員数削減、非常勤時間数削減の続くなかで、研究推進と各カリキュラムの確実な遂行を行えるように

教員採用の中期計画を作成し、本年度から実施している。少ない財源を効率よく利用して教育・研究・社

会貢献の成果をあげるために工学部附属教育研究センターおよび機器分析センター日立分室を設置した。

また、卒業生および学生保護者のご支援・ご協力を得て震災で使えなくなった旧小平記念図書館（N4 棟）

を、記念館・地域企業交流の場・最新研究展示場・防災拠点などの多目的に利用できる建物に改修すべく

募金活動を開始した結果、2,500 万円余りの資金が得られている。これらの他には、現在キャンパスマス

タープラン、研究設備マスタープランを作成した。 

 

農学部： 

① 体育館の使用は本学の体育の授業以外に、東京医大霞ヶ浦看護学校の身体活動の授業や阿見町の体育協

会、国際交流協会等との共催によるスポーツイベントに利用するなど、高い利用率で運用した。 

② 阿見町指定文化財として指定された遺跡の案内版の設置を阿見町と協力して整備した。 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・ 施設利用募集により、センター施設の有効活用も目指している。 

 

遺伝子実験施設： 

・ 利用者からは受益者負担として登録料、消耗品代、有料実験台使用料などの利用料金を徴収し、管理運

営に充てると共に、光熱水費や事務費などの経費節減に努めている。 
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地域総合研究所： 

・ 運営費交付金の使途のうち建物維持費の無駄をなくし効率的な運営を図る。また今後とも政策的な研究

資金として科研費の継続的な獲得を図るとともに、その他の研究資金の獲得に努める。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・ 特別経費（プロジェクト分）の概算要求に加えて、環境省地球環境研究総合推進費 S-8、科研費(基盤 A、

若手 B等) などの外部資金を獲得した。なお、早稲田大学・ブリジストン W-BRIDGE 研究助成プロジェクト

の構成員として活動した。 

 

宇宙科学教育研究センター： 

・ 自然科学研究機構の研究プロジェクトの公募に応募し、宇宙電波望遠鏡観測装置開発費などの外部資金

を獲得した。 

 
財務部： 

・ 学内予算編成に関し、補正予算を第五次まで組み、適正な予算編成に取り組んだ。 

・ 茨城県内文部科学省 4 機関（本学、筑波大学、筑波技術大学、高エネルギー加速器研究機構）による共

同調達事務実施のため、平成 23 年 2 月に協定を締結し、平成 23 年度当初から実施している。 

7-2 資産の有効活用 

人文学部： 

・電気使用量削減の各種対策の実施を担当し、学部施設の有効利用情況も調査・評価して報告した。 

 

教育学部： 

 

理学部： 

 

工学部： 

 

農学部： 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 

 

ＩＴ基盤センター： 

・ H24～27 年度を契約期間とする計算機ネットワークシステムにおいて、共通教育棟 14 番教室と教養教育

係隣の PC を含めて一体的なシステムとして運営する。 

・ 上記システムには、プリンタの使用量を制限するためのシステムを導入した。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 
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広域水圏環境科学教育研究センター： 

 

遺伝子実験施設： 

 

地域総合研究所： 

・ 生涯学習教育研究センターとの連携を進め、同センターが地域研の研修室等を効率的に利用できるよう

ガルーン予約を可能にし、また来年度よりコピー機を共用化できるようにするなどしている。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

 

8) 運営 

・安全・安心な施設を整備し、健全な環境を維持する。 
8-1 安全・安心な施設整備 

人文学部： 

・科研費間接経費の使途に地震対策として書籍転落防止装置を教授会に提議し、了承を受けて研究室・図書

室等に配布した。 

 

教育学部： 

 

理学部： 

 

工学部： 

・ 建物毎に順次、安全衛生委員会による安全点検パトロールを実施し、改善を進めるともに、全構内一斉

避難訓練を定期的に行っている。今年度は既に 3 回実施している。災害対策室を設置し諸課題を検討して

いる。さらに、新キャンパスマスタープランの原案を作成し、災害復旧工事の進捗状況を見ながら、建物・

外構の改修計画の完成度を高めている。駐輪場整備においては、震災後に駐輪スタンドを 218 台設置し、

更に今年度末までに 274 台設置し、歩行者への安全の確保に努めている。また、4 月の教授会において、

E1 棟喫煙室以外は、構内のあらゆる場所での喫煙を禁止し、来年度はこの喫煙室も廃止し、他キャンパス

に先駆けて、構内全面禁煙とすることとした。 

 

農学部： 

・ 安全衛生委員会が中心となって、労働環境の点検と改善をさらに推進した。また、大震災後、研究室の

安全確保作業や復旧作業を組織的に進めた。 

原発事故対応では、キャンパス内の放射線測定を実施し、測定結果に関する学生教職員への説明会を開

催した。 

 

図書館： 

・ 6 月、キャンパスマスタープランと新図書館コンセプトに基づいた「図書館改修・増築」計画を策定し、
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役員会において全学の合意を得、平成 24 年度概算要求として文部科学省へ提出されることが承認された。

なお、9月、文部科学省の「平成 24 年度国立大学法人等施設整備概算要求・要望事業」の事業名「図書館

改修」として採択された。 

  12 月、平成 24 年度国立大学法人等施設整備実施予定事業として、平成 24 年度、25 年度の 2カ年かけて、

整備されることになった。 

  平成 24 年 1 月、増改築に関する具体的な計画を策定することを目的とし、館長、工学部分館長、農学部

分館長を含む「図書館本館増改築 WG」（任期 3月末）を設置した。3月末までに 3回開催予定。 

 

・ 本館の館内一部を改修し、新しい学習形態を支援する学習環境を新設した。グループで学習できる「ラ

ーニングエリア」、図書館資料を利用しながら授業等ができる「セミナールーム」、「古文書整理室」を新設

した。また、工学部分館では、多目的スペースを新設し、グループ学習室やリテラシー教育に対応してい

る。 

農学部分館では防犯カメラを新機種に更新し、カメラを 4 台から 6 台に増やしセキュリティを強化し、

利用者の安全・安心な施設整備を行った。 

 

大学教育センター： 

 

保健管理センター： 

・ 東日本大震災のため学生定期健康診断の日程は遅れたが、例年通り施行することができた。 

 
ＩＴ基盤センター： 
・ H23 年度末までにセキュリティポリシーを改訂した(教育研究評議会での正式承認は H23 年 4 月 21 日)。

・ 老朽化した学内ネットワーク配線を更新した(H22 年度概算要求補正予算による, 震災で工期が延びた)。

・ 上記システムには、3キャンパス分散を利用した記憶システムの相互バックアップシステムを導入した。

学内他組織のデータも受け入れられる。 

・ 無線 LAN において来訪者専用のネットワークを設定することにより、学外秘のデータの閲覧を閲覧でき

ない環境を構築した。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・ 大震災により生じた施設のヒビ割れ、水漏れ等をすべて修復した。盗難及び器物損壊等の被害にあった

調査船 2隻を修理し、実習・調査の安全性を向上させた。 

 

遺伝子実験施設： 

・ 共同利用施設で多数の教員・学生が利用し、また、ｱｲｿﾄｰﾌﾟ実験、遺伝子組換え実験を実施する施設のた

め、安全衛生委員会他各種委員会と連携し、法律の遵守と安全な実験の確保に努めている。 

 
地域総合研究所： 
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・ 研究所の性格として障害を持つ方の出入りが多いので、そのような方の研究活動に支障が出ないように

努めている。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

 

宇宙科学教育研究センター： 

・ 大震災で、キャビネット等の転倒・落下が起きたことを反省し、安全・安心な職場となるよう、事務収

納設備の再配置と転倒防止策を施した。 

 

五浦美術文化研究所： 

・ 平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災で被災した六角堂をはじめとする施設の復元・復興の取り組みを推

進している。 

 
財務部： 

・ 水戸キャンパスにおける放置自転車の縮減、並びに環境整備（美化）を図るため、自転車登録制度を策

定し、自転車登録システムを開発した。また、当該システムについては、平成 23 年 5 月より運用を開始し

た。 

8-2 健全な環境維持 

人文学部： 

 

教育学部： 

 

理学部： 

 

工学部： 

 

農学部： 

 

図書館： 

 

大学教育センター： 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

 

遺伝子実験施設： 

 

地球変動適応科学研究機関： 
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財務部： 

・ 東日本大震災に伴う災害復旧について、国から予算措置されなかった 60 万円未満の物品の修繕・購入経

費、処分等の役務経費、また、施設の外壁塗装及び設計に係る経費の財源を捻出するために、学内補正予

算を編成し、早急な復旧に努めている。 

 

 



387 

 

２．特色ある取組みについて(中期計画、年度計画以外の取組みでも、ご記入ください) 

人文学部 
１．教育活性化の取組 

① 「就業力 GP 」の取組について 

人文学部と大教センターを中心に就業力 GP「根力育成プログラム」を推進してきたが、そのカリキュ

ラムの内容がほぼ確定した。フレッシュマン・ゼミナール 4単位等、計 6単位が全学必修で、大学全体

で取り組むことになる大きなプログラムである。 

② 平成 24 年度実施予定のコース再編、カリキュラム再編 

③ 常磐大学、常磐短期大学、茨城県立歴史館とのコンソーシアム 

２ 研究 

① 常磐大学被害者学研究所との共同研究 平成 23 年 8 月 1日毎日新聞朝刊で紹介 

 

② 史料救済ネットワーク「茨城史料ネット」 

人文学部の高橋修教授、田中裕准教授を中心に、平成 23 年 3 月の震災と津波で遺失した文化財に関する

貴重な史料を救済するネットワークを立ち上げた。今後の活動に大いに期待できる。この取組みは以下の

ようにマスコミ等で大きく紹介された。 

・2011.6.30 東京読売新聞 朝刊 33p 写有 749 文字,[被災民家に眠る歴史資料 下張り文書 発掘作業 常陸

太田＝茨城] 

・2011.6.30 毎日新聞 地方版 25p 780 文字,[東日本大震災：被災民家の歴史資料を救え！ 茨城大拠点に

「ネットワーク」／茨城] 

・2011.7.2 茨城新聞 朝刊 A 版 18p 633 文字,[被災の歴史資料救え 茨城大、ふすまから古文書回収 常陸

太田] 

・2011.7.3 茨城新聞 朝刊 A 版 16p 705 文字,[震災被害から文化財守れ「史料ネット」設立へ茨城大でシ

ンポ] 

・2011.8.2 茨城新聞 朝刊 A版 20p 649 文字,[記者手帳 震災教訓に広くつながりを] 

・2011.8.20 東京読売新聞 朝刊 30p 写有 1155 文字,[【教育ルネサンス】震災後の学校 身近な史料 埋も

れさせぬ＝茨城] 

・2011.8.20 日本経済新聞 朝刊 36p 絵写表有 1968 文字,[文化資産保全へ、市民や大学連携―岩手・茨城・

千葉…震災機に各地で(文化)] 

・2011.9.1 NHK ニュース 558 文字,[大震災 茨城 大学教授らが「土蔵」調査 被災の史料を発掘・保存へ【東

日本大震災】] 

・2011.9.3 茨城新聞 朝刊 A版 18p 772 文字,[被災土蔵の史料救え 北茨城・平潟] 

・2011.9.13 茨城新聞 朝刊 A版 24p 657 文字,[記者手帳「ジオツアーに震災の教訓」] 

・2011.10.1 朝日新聞 朝刊 28p 絵写表有 801 文字,[旧家の古文書救え 取り壊し進み捨てられる恐れ 震

災機に教授ら 120 人活動／茨城県]  

・2011.10.9 東京読売新聞 朝刊 31p 写有 1090 文字,[民間考古資料館、被災で閉館 筑西・新治汲古館＝

茨城] 

・2011.10.11 NHK ニュース 456 文字,[茨城・筑西 大震災で閉館 資料館から収蔵品運び出し 隣の市で保管

へ【東日本大震災】] 
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・2011.10.18 朝日新聞 朝刊 29p 絵写表有 873 文字,[考古資料館、震災で閉館 個人運営、修復費用が壁 筑

西「新治汲古館」] 

・2011.11.20 NHK ニュース 

・2011.11.21 常陽新聞 1p 写有,[震災被害の歴史資料を救出 研究者、大学院生、大学生がレスキュー活動]

・2011.12.13  朝日新聞 朝刊 30p 386 文字,[貴重な史料をがれきから救出 あす茨城大で講演、写真展も開

催/茨城県] 

・2011.12.15  東京新聞 朝刊 地方版(茨城版) 22p 537 文字,[「天保の大飢饉」資料も 被災文化財の保全

組織 民家などから数千点集める] 

・2011.12.15 茨城新聞 朝刊Ａ版 20p 491 文字,[「多くの史料を後世に」茨城大教授、文化財救済で講演 水

戸] 

・2011.12.17  毎日新聞 地方版 25p 277 文字,[散歩道：東日本大震災 被災史料と救出の様子展示―水戸/

茨城] 

・2012.1.7 朝日新聞 朝刊 28p 絵写表有 600 文字,[年貢の減免文書、旧家の襖の下張りから 北茨城/茨城

県] 

・2012.4.1  東京読売新聞 朝刊 写有,[【常陸人】「茨城史料ネット」発起人の茨城大教授高橋修さん 被災

史料の保護に尽力=茨 

３ 社会との連携事業の推進 

① 常陸大宮市との地域連携協定に基づく一連の活動 

② 茨城県経営者協会との連携による授業「地域連携論講座」の開講 

③ 茨城大学文理・人文同窓会との連携による学生懸賞論文事業の展開 

４ 国際交流 

① 受入プログラムの充実と英語による開講科目 

② マギル大学生涯学習部との交流協定とマギル大学英語プログラムへの学生派遣 

③ ペンシルヴァニア州立大学への学生派遣と受入 

教育学部 
 

理学部 
 

工学部 
研究企画推進体制： 

工学部では組織的研究推進体制を充実し、研究企画推進機構？の研究推進体制を踏襲する。具体的には、

重点研究、推進研究、基盤研究のピラミッド構成に基づいて組織的な研究支援を行う。工学部では、地域

と密着した研究を推進するため、上記の機構とは独立に産学官連携イノベーション創生機構と連携して地

域企業との継続的な共同研究や、地域企業と連携した研究成果の事業化を推進している。その結果、工学

部関連の共同研究件数は 140 件程度（全学の件数 178 件の約 78％を占める）であり、学部間で群を抜いて

いる。組織的研究推進体制の充実により、共同研究件数，共同研究費の両方の更なる増加のための方策を

検討する。 

 



389 

 

研究推進内容： 

新任者への研究立ち上げ支援金や若手教員への研究奨励金を新設、科研費申請者への研究費補助を行っ

た。特に 2 件以上を申請した教員には更なる補助を行った。また、学長表彰を受けた教員への副賞（研究

費）贈呈など、研究活性化策を実施する。平成 23 年度の科研費申請件数（新規）は 103 件であり、昨年度

の 100 件を上回っている。昨年度件数を上回った学部は 5 学部の中で工学部のみであり、全学の総申請件

数 243 件のうち 42.4％を占めている。工学部の全学への貢献度は極めて大きい。 

 

博士課程定員確保： 

博士後期課程の学生定員確保対策の一環として、RA、TA 制度を活用して、博士後期課程学生の経済支援

を行う。また、社会人大学院学生のための自習室などの学内学習環境を用意する。政策配分経費申請の獲

得と併せて、留学生による博士後期課程学生獲得のため、茨城大学同窓会中国支部の立上げや、ダブルデ

ィグリー等の優遇措置を含めた、グローバル双方向交流プロジェクトの検討を開始した。 

教育： 

１．大学院改組関連 

理工学研究科では、現在文部科学省との改組に向けての事前打ち合わせを行っている。その具体的内容は、

平成 25 年度を目標に後期課程と前期課程の両方の改組である。 

（1）後期課程の改組 後期課程では、研究重視体制を目指し、次のような社会・地域の要請に応えるために、

教育組織及び教育編成の見直しを行う。(a) 大学院博士課程での人材育成に対する社会的要請への対応、

(b) 国の科学技術政策に対する研究者養成機関としての対応、(c) 原子力関係の研究者・技術者の人材養

成部門の強化、(d) サステイナビリティ学の専門家、研究者の育成強化。工学部としては、後期課程に設

置予定の量子線科学専攻、先進環境・エネルギー専攻、情報・複雑系システム科学専攻に改組予定である。

（2）前期課程の改組 前期課程では 6年一貫教育を更に充実させるために、以下のような組織的な見直しを

検討する。理工学研究科工学系の中に応用粒子線材料工学コースとエネルギー・プラズマ科学コースの設

置を検討している。これにより更に効果的な教育体制とする。前期課程では、学部からの 6年一貫体制に

よる教育の質を保証した上で、さらに、向上心のある学生のために、また、魅力ある大学院とするために

副専攻的な性格を持つ教育プログラムを用意する。現在検討中の教育プログラムとして、原子力工学プロ

グラム、量子ビーム科学プログラム、サステイナビリティ学プログラム、先進創生情報学プログラム(プロ

グラム名は全て仮称)を計画している。これらのうち、たとえば先進創生情報学プログラムは既に以下のよ

うな実績をもつプログラムを改編して設立する予定である。 

（3）北関東 4大学（茨城大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学）が編成する 4大学連携協議会が発案して、

平成 20 年度に発足した先進創生情報学教育研究プログラムの運営は、主幹校である茨城大学においては平

成 20 年度 4名、21 年度 6名、22 年度 7名、23 年度 5名のコース生を受け入れるなど、茨城大学を中心に

順調に推移してきている。しかしながら平成 24 年度以降群馬大学が撤退を表明しており、埼玉大学も消極

的な姿勢に転じている。そこで茨城大学では、このプログラムを平成 24 年度に向けて発展的に解消し、茨

城大学独自のプログラム、または茨城大学を主軸とする大学院間連携教育プログラムとして、「茨城大学大

学院先進創生情報学プログラム」に改編した。その特色は、群馬大学と埼玉大学の担当科目を撤廃し、重

要科目を削減しない形で本学と宇都宮大学の 2大学で実施可能なプログラムに改良したことである。また、

IT 関連の共同専攻設立計画の一環として、宇都宮大学との事前会合や県内の他大学との事前会合を開始し

た。 



390 

 

２．大学院部局化 

工学部では平成 25 年度に予定されている大学院理工学研究科の改組に先駆け、平成 24 年度に以下のよう

な大学院部局化を計画している。 

・ 現在、工学部に所属している全教員を大学院修士課程（現在の前期課程）（大学院工学研究院）に所属

する教員とする。具体的には、現在の 7専攻を、機械系部門、電気系部門、環境系部門、情報系部門の

4部門に整理統合し、部局化する。このため、全構成員に対し、学内審査により修士課程担当の資格を

審査する予定である。 

・ 部局化により大学院教育をより充実させ、大学院教育を重視した 6年一貫教育による大学院修了生の

質の保証を社会にアピールすると共に、大学院への進学率増加により、茨城大学の研究力の底上げを図

る予定である。 

３．教員採用人事計画の改革 

・ 工学部では、従来方式であった学科・領域単位での教員採用制度を事実上撤廃し、学部全体としての教

員採用制度への転換を図っている。その一環として、各領域間の教員数バランスの適正化を行うために学

科所属学生数と担当科目数を基本として算出されるロード指数を設けて、これの大小による教員補充優先

度と、学部として許容される採用可能枠による教員採用計画制度を今年度から開始している。これにより、

今後採用される教員には複数学科の科目を担当することを採用時の条件として、工学部教育体制の効率化

を推進している。これは全学に先駆けて工学部が開始した画期的かつ先見的な制度である。 

４．広報宣伝体制の拡充 

・工学部では、入学生の質の確保、日立キャンパスの学習生活環境改善ならびに地域連携活動の一環とし

て、県北地域社会への情報発信強化活動を開始した。具体的には、 

（1）学生広報委員会、教職員女子会、同窓生女子会の立ち上げ 

工学部では、女子受験生の確保や、日立キャンパスの宣伝広報を目的として、工学部の学生、とりわけ

女子学生を募った工学部学生広報委員会（以下学生女子会と略記）、江口准教授を委員長とした女性教職員

からなる教職員女子会、ならびに工学部卒業生の同窓会である多賀工業会女性会員からなる同窓生女子会

を設立した。特に学生女子会は、工学部の全 8学科から 2名以上の女子学生が自由意志で参加し、10 月 28

日にキックオフミーティングを行った。また平成 24 年 1 月に学生女子会が中心となって工学部広報用リー

フレット製作を開始した。今後は高校への広報宣伝活動や、工学部内の学習生活環境改善活動に取組む。

（2）地域のローカルメディアとの連携 

JWAY、FM ひたち等、日立市内の地元ローカル局との連携を通じて日立キャンパスの教育研究活動や地域

貢献活動を広く学外に情報発信する対策を開始している。とりわけ日立市ローカルテレビ局である JWAY

と工学部との間で日立キャンパス広報番組として「Go!go!工学ガール！」（シリーズ番組）の企画を共同

で立ち上げている。この番組は既に昨年 12 月下旬と今年 1月中旬に初回分（学生女子会の立ち上げの模

様）と第 2回分（学生地域参画プロジェクトの紹介）が放映されており、第 3回分には工学部附属研究セ

ンターキックオフの模様を放映した。更に第 4回分には知能システム工学科の若手教員による、ロボット

応用研究の模様を放映した。この動画映像は当面学内限定であるが Web 上で閲覧できる。

http://www.eng.ibaraki.ac.jp/inside/gogo/index.html 次年度までには学外公開する予定である。工学

部宣伝広報用のビデオコンテンツとして利用していく。このような大学キャンパスプロモーション番組の

実施は、全学に先駆けて工学部が開始したものである。 

(3) その他 
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  今年度大震災以降に新装された日立駅自由通路に工学部広報広告を展示した。 

農学部 
・ 大震災後、直ちに農業災害調査を実施した（4/5～）。4/19 には茨城大学東日本大震災調査団報告会（水

戸キャンパス）で農業被害調査を報告し、6/1 には茨城大学東日本大震災調査団報告会（第 2 回、水戸キ

ャンパス）で、調査結果のまとめを報告した。なお、茨城大学東日本大震災調査報告書に「農業と農業基

盤の被害」についての報告を載せた。 

・ 教育の国際化推進において、本学の授業科目である「グループ課題演習」と「熱帯農業フィールド実習」

をインドネシア・ボゴール農科大（IPB）と共同実施し、ボゴール農科大でも本授業科目の単位化が図られ、

共同授業を実施するに至った。また、ボゴール農科大とウダヤナ大学との打合せを重ねて、ダブルディグ

リー教育プログラム(DDEP)に関する協定並びに覚書きを締結した。IPB からは、推薦のあった 2 名の学生

に対する入学試験を実施し、両名とも DDEP 第一期生として本学に受けいれることとなった。ウダヤナ大学

とは H24 年度から DDEP を開始する予定である。また、ガジャマダ大学とは、H24 年度中に DDEP に関する

協定並びに覚書きを締結する予定である。 

図書館 

 

大学教育センター 
「就業力育成支援プログラム」の実施と推進 

平成 22 年度に文科省の就業力育成支援事業 GP に採択され、当該補助金と大学資金を合わせ、茨城大学学

生の就業力育成のために５年計画で諸事業を進行中であったが、平成 23 年度限りで文部科学省の GP 事業は

廃止となった。ただ本学としては従来の GP 事業と同様今後も継続して進めることとしている。 

予算内訳（概算）は以下の通り。 

文科省 GP 補助金     37,000,000 円 

大学資金（教育改善経費）3,160,000 円（大教センター申請・人文学部申請合計） 

主な作業内容は以下の通り。 

(1)実施体制の確立 

大教センター内にキャリア教育部を新設した。副センター長ポストを 1つ増設してキャリア教育部長とし、

本事業に纏わる具体的な作業の統括者とした。事業予算により PBL の専門家を 1 名、任期付き教員として任

用した。副学長をトップとして全学実施委員会と下記(2)から(6)に対応する 5 つの専門部会を設置した。事

務は基本的に学務部が管轄し、事業予算により本事業専属の事務補佐員 1名を雇用した。 

(2)就業力育成支援カリキュラムの構築 

1 年生向けフレッシュマンゼミナール 

（教養科目として４単位を必修とし、H23 より試行を開始した。H24 年度より本格的に運用する。） 

2 年生向け「就業力育成・ステップアップ系」科目を教養総合科目として整備した。 

（H24 年度より試行し、H25 年度より本格実施する） 

2 年～4年生向け根力強化プログラム・根力実践プログラムについては学年進行で整備する。 

(3)電子ポートフォリオの構築 

H22 年に基幹部分が完成し、H23 年にほぼカスタマイズを終えた。H24 年より運用する。 

(4)インターンシップの拡充・再編成 

工学部及び農学部ではインターンシップコーディネーターを中心に実習先の開拓を進めた。人文学部では
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委員会方式により引き続き実習を行った。 

(5)スチューデントアシスタントの新設 

 概念を整理し、ティーチング・アシスタントと同様の授業補助をする学部学生（スチューデント・アシス

タント）とは異なった初心者を指導するリーダー的学生を育てる方式（賃金は支給せず、学習成果を単位と

して認定する）を計画している。まず前者について規則整備を行い、区分を明確化した（「国立大学法人茨城

大学ティーチング・アシスタント等の契約等に関する規程」、改正 平成 24 年 2 月 22 日規程第 1号） 

(6)ホームページの新設 

業者発注により H22 年度末に専用ホームページを立ち上げ、H23 年度にはさらに整備し、内容を充実させ

た。 

(7)PBL 授業の設定 

2 年生以上向けカリキュラムにおいては PBL 授業を重視する、との基本方針に基づき、H23 年 9 月より、PBL

授業の専門家を任期付き専任教員として任用した。H23 年度は主に、PBL 授業の調査・研究に当たった。具体

的な内容については H24 年に各学部及び大教センター間で協議し、H25 年から実施する。 

生涯学習教育研究センター 

・本年度の特色ある取り組みは次の 2つの事業に着手、発展させたことである。 

 第 1は、東日本大震災関連事業への各種の対応である。平成 24年 3 月 4日には、茨城県生涯学習課と共催

して、「東日本大震災と市民」をテーマとした公開講演会を実施した。この事業は、県南生涯学習センター（土

浦市）での開催であるとともに、本学調査団報告に基いた講演内容であり、本学社会貢献活動に大きく寄与

したと考えられる。また、鹿嶋市まちづくりセンター事業への後援としてコミュニティ防災マニュアルの策

定ワークショップの実施や、北茨城市大津地区での「震災後の大津のまちづくり」講演、県社会福祉協議会

主催の「震災対応と地域福祉」シンポジウムの後援など多くの関連事業を展開した。特に、生涯学習教育研

究センター年報においても、本センター実施の震災関連事業「無縁社会に立ち向かう」に関する研究成果を

提示している。 

 第 2は、平成 24 年 2 月に県立友部病院「心の医療センター」との連携による「自殺とうつ」に関する連続

講演会を水戸キャンパスで実施したことである。生涯学習関連機関との連携ではなく、病院との連携は初め

ての試みであるだけでなく、今後の継続が約束される展開となった。さらに、公開講座への新しいニーズの

掘り起こしとして位置づけられるものである。 

第 3 は、茨城県の生涯学習政策の抜本的見直し（5 つの県立生涯学習センターを 1 カ所に編制する）に伴

い、テーマ別コンソーシアムの結成及び運営の中核的担い手として位置付けられたことである。これに伴い、

茨城県における本センターの役割は飛躍的に高まることが予想される。地域貢献事業の制度化の第 1 段階と

考えられる。本センターの主要事業である社会教育主事講習（文科省委託）についても、大きな変更を検討

中である。 

留学生センター 

1. 留学生へのサポート体制を充実させるため、従来のチューターに加えて、10月から月曜日～金曜日の 12

時～13 時 30 分まで、留学交流室に常駐のチューターを設置した。留学生・チューターからも好評を得、

留学生への支援及びチューター間の交流等に中心的な存在となることが期待される。 

2. 11 月 18 日（金）に、「学生の海外派遣における危機管理体制の現状と課題」というテーマで、茨城大学

留学生センター・宇都宮大学留学生センター共催のシンポジウムを開催した。平成 24 年 1 月 12 日の国際

交流委員会で JCSOS（海外留学生安全対策協議会）の緊急事故支援システムに加入することが決定し、本
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学における「学生の海外派遣における危機管理体制」の構築が推進された。 

3. 本年度より、本学の協定校への派遣留学が決定している学生を対象に、留学中の危機管理に関するガイ

ダンスを実施することを決定し、7 月 7 日（木）に「留学前ガイダンス」として実施した。また、このガ

イダンスに合わせて、危機管理に関わる資料作成を行い、ガイダンス時に配布した。このガイダンスは、

来年度以降も定期的に行ない、資料内容についても、帰国した学生を対象に危機管理に関わるアンケート

を実施し、その結果を踏まえて、随時見直しを図っていく予定である。 

4. 従前から、留学生からのメール相談システム及び留学生向けメーリングリストの拡充・整備に努めてき

たが、平成 23 年 3 月の震災後の留学生の安否確認ならびに留学生に対する情報伝達において、これらが極

めて有効に機能した。 

5. 卒業留学生のネットワーク構築を図るための留学生同窓会立ち上げの基となる卒業生データベースの作

成に関し、工学部と連携しながら進めることにより、データベース・フォーマットが完成するとともに、

現時点で把握している卒業留学生情報のデータ入力を行うことによって、卒業留学生の組織化に向けた取

り組みが前進した。 

6. 平成 24 年度から日立地区（工学部）に、水戸地区同様、留学生と日本人学生との交流の場である「留学

交流室」の新設が決まり、その整備・充実のために、平成 23 年度の留学生関連の予算から支援した。 

7. 事業名「阿見キャンパス・日立キャンパスにおける日本語学習支援授業の充実」が 23 年度教育改善経費

に採択され、阿見・日立キャンパスの VCS 日本語補講を 2 コマ増やすことができた。また、両キャンパス

において留学生センター教員による留学生相談および日本人学生の留学相談の時間を設けることができ

た。これにより、阿見・日立キャンパスの日本語学習支援および留学希望者への支援は大きく改善された。

8. スマートフォン・ユーザーが増加している昨今の状況を踏まえ、留学生センターホームページをスマー

トフォン対応にした。 

9. 留学生センターホームページのトップページの大幅な修正を行なった。修正点は以下のとおりである。

・ トップページ上段をスライドショーにした。このスライドショーの画像は、留学生センターのトピック

スの記事（行事やお知らせ）とリンクされたものになっている。 

・ 留学生にとって「わかりやすい日本語で茨城大学をアピールできる表現」の観点から、トップページの

大項目の日本語を大幅修正した。 

・ 将来的に活用するフォトアルバム（茨城大学のイメージをアピール）・動画ページ（留学生に茨城大学を

紹介してもらう etc.）・ブログ（海外留学の現地リポートなどで活用）を設けた。 

10. 留学生センター公式 facebook を設立した。留学生たちが茨城大学を選んだ最も大きい理由が「友人・

家族の紹介」ということを踏まえ、ソーシャルネットワークサービスの facebook を使った情報発信が、茨

城大学への留学をアピールできるものと考える。また、東日本大震災の際、facebook を利用した情報が極

めて有効であることが分かったことから、留学生たちへの情報発信・情報共有のために活用していく。 

保健管理センター 

・ 東日本大震災では、大学の災害対策本部の救護班として、震災当日より 1 日も休診することなく救護業

務に従事した。 

・ 大学教育推進プログラム(教育 GP)「初年度からの食のリスク管理教育プログラム」に保健管理センター

医師、管理栄養士が研究協力者として参加した。 

学生就職支援センター 

・ オープンキャンパスで入学希望高校生と保護者のためのキャリア教育実践セミナーを開催した。 
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  ｢親子で〈〈就活〉〉ナビゲーション｣特別パンフレットを作製し配布した。 

  参加者へのアンケートも行い、本企画の成果について検証した。 

・ 9月 26 日、27 日の 2日間で学生の社会人基礎力育成のために、｢学生のための自己啓発セミナー(先取り

OJT）｣を開催した。参加者へのアンケートも行い、本企画の検証を行った。 

・ 平成 24 年 1 月 7 日 8 日の 2 日間に 9 月に実施した｢学生のための自己啓発セミナー(先取り OJT）｣のフ

ォローアップセミナーを開催し、企業で必要とされる資質能力についての認識、今後の求職行動への動機

づけと論理的思考力、協働力、プレゼンテーション力の向上を図った。 

・ 学生の就職相談は、今まで学生就職支援センターに来て予約をしていたが、学生の利便性の向上と、相

談内容を事前に把握するために、本学就職支援システム(キャリアナビ)を使ったインターネット予約を実

施した。相談履歴は、下記の学生就職相談カルテ（電子化）に記録され、本学就職支援システムで相談予

約状況確認時に相談担当者が閲覧できるようにした。 

・ 本学就職支援システム(キャリアナビ)で、学生就職相談カルテの作成・保存・電子化を行い、データの

一元化を図った。これにより、就職相談情報の共有化と、相談経過の把握、適切な進路指導や就職アドバ

イスが行えるようになった。 

・ 学生就職相談は、水戸・日立・阿見の三キャンパスで個々に行っている。日立・阿見キャンパスは相談

実施日数が水戸キャンパスより少ないため、工学部・農学部学生の相談格差を解消するために学内 LAN を

使用し、テレビ電話（skype）で水戸と日立・阿見キャンパスの学生就職相談を行なっている。 

・ 学生就職支援センターが行う各就職ガイダンスの効果測定を行っている。それに基づいてガイダンス内

容の再検討を進めている。 

・ 卒業・修了生の就職先企業約 1,000 社に企業アンケートを行い、学生評価と大学教育に関する意見等の

調査を進めている。 

ＩＴ基盤センター 

・ 水戸・日立・阿見キャンパス内のほとんどの場所で学生・教職員が無線 LAN に接続できるシステムを導

入した(H22 年度概算要求補正予算による、H23 年度末までに整備)。 

・ 参加機関への出張時に無線 LAN に接続できる互恵フェデレーション eduroam へ参加した。 

産学官連携イノベーション創成機構 
１）ひたちものづくりサロン 再スタート 

産学官連携による地域活性化を目的とした「出会いと連携の場」としてひたちものづくりサロン（HMS)

を開設している。このサロンは平成 16 年にスタートして 7年目を迎え、従来はどちらかというとシーズ主

導の運営となりがちだったが、今後は明確に「ニーズ・デマンド主導の運営」を目指し、平成 23 年 10 月

より新たな出会いを求めて装いを新たに再出発した。 

２）震災対応プロジェクト 

茨城大学の産学官連携活動を担う組織として、企業訪問、技術相談、共同研究をコーディネートし、地

域企業との連携協力を進めてきている。その中で平成 23 年 3 月 11 日の震災後に大学が担うべき科学技術

分野の貢献について検討を重ねてきた。その結果、震災によって新たに発生するニーズ、産業を展望し、

学内の、例えばフロンティア応用原子科学研究センター等の機関と連携して、本学の人材、研究シーズを

整理して、ニーズ・シーズマッチング、共同研究、競争的外部資金獲得を推進し、震災後の新産業を中長

期的に育成することを目指すこととし「東日本大震災対応プロジェクト」として活動を推進した。 

３）「イノベーション創成プロジェクト」の推進 
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  本学の技術シーズの移転を目的とした研究開発、又は企業の技術ニーズに基づく研究開発であって、学

生のベンチャーマインド発揚に資する研究を対象とする「ベンチャープロジェクト」と、本学の技術シー

ズをもとに革新的技術に発展させ、事業化（技術移転を含む）するための研究であって、本学の教員等が

研究を行うものを対象とする「インキュベートプロジェクト」から成る「イノベーション創成プロジェク

ト」をスタートさせた。学内公募 22 件の中から、外部有識者を加えた審査により 12 件を採択した。 

４）「産学官連携特別推進プロジェクト」の推進 

  産学官連携に関して、緊急かつ重要な地域ニーズに迅速かつ組織的に対処する必要性のある、例えば、

東日本大震災、概算要求、大型産学官連携、国際産学連携などの案件に対して、産学官連携イノベーショ

ン創成機構がイニシアチブをとって「産学官連携特別推進プロジェクト」を実施する。実施中のプロジェ

クトは、上記の東日本大震災対応プロジェクトのほかに、塑性加工の科学的展開プロジェクト、いばらき

パーソナルモビリティプロジェクト、国際産学連携プロジェクトの 4つである。 

５）文部科学省の４u事業 

  大学の研究成果や技術を広域で有効に活用するため首都圏北部に拠点を置く茨城大学、群馬大学、宇都

宮大学、埼玉大学が連携して「4大学連合（４u）」を形成、文部科学省の支援を得て活動を推進している。

今年度は 5 年事業の 4 年目。連携活動の成果として他大学及び他大学の紹介による企業から茨城大学のシ

ーズに対するニーズが増加している。共同研究に繋がるケースが出てきた。 

機器分析センター 

作業環境測定 

平成 16 年の法人化以後作業環境測定の実施が義務付けられ、当初測定は業者に委託していた。しかしこ

れを自前で実施することになり、平成 18年度からセンターの業務に作業環境測定が加わった。資格の修得、

測定法の修得、測定機器の整備等経て、平成 19 年度からは第一種作業環境測定士資格を取得した技術職員

2 名が労務課および工学部技術部と協力して測定を開始した。初めは限られた測定しかできなかったが、

現在ではデザイン、サンプリング、分析、評価のすべての作業環境測定を行っている。また測定対象物質

も着実に増加している。測定は半期ごとに実施し、その結果は学長に報告書として提出し、労働安全衛生

の維持・向上に役立てられている。従来のように測定を外部委託していた場合と比べて、経費の大幅な節

減に貢献している。大学が自主測定に取り組んでいる事例は全国的に少なく、その取り組み状況の発表を

依頼されることもある。 

（１）実施時期 

・前期のサンプリングは平成 23 年 5月 16 日～6月 23 日、分析は平成 23 年 5月 16 日～8月 3日。 

・後期のサンプリングは平成 23 年 10 月 19 日～11 月 28 日、分析は平成 23 年 10 月 19 日～3月 9日。 

（２）測定実績 

   前期 

事業場 測定対象物質 単位作業場数 

水戸地区 

  

有機溶剤 48 

特定化学物質 73 

粉じん 1 

阿見地区 

  

有機溶剤 31 

特定化学物質 66 

粉じん 0 
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日立地区 

  

有機溶剤 17 

特定化学物質 13 

粉じん 2 

合 計   251 

 

後期 

事業場 測定対象物質 単位作業場数 

水戸地区 

  

有機溶剤 51 

特定化学物質 67 

粉じん 2 

阿見地区 

  

有機溶剤 31 

特定化学物質 66 

粉じん 0 

日立地区 

  

有機溶剤 25 

特定化学物質 15 

粉じん 2 

合 計   259 

 

（３）発表状況 

  平成 23 年度茨城大学工学部技術部研修会（平成 23 年 9 月 9 日）にて「技術職員による労働安全衛生

の現状と課題」（塙浩之・武田誠・関根守）で発表した。 

局所排気装置の自主点検・メンテナンス 

平成 18 年度からセンター職員が労務課および工学部技術部と協力し、学内の局所排気装置の自主検査を

実施している。また、不具合を発見した場合にはその場でメンテナンス作業（ファン軸受グリスアップ、V

ベルト交換・張り調整、湿式スクラバー清掃、乾式スクラバープレフィルター清掃・活性炭交換等）を行

う等のサービスを提供している。検査は年 1 回実施し、その結果は学長に報告書として提出し、労働安全

衛生の維持・向上に役立てられている。 

（１）実施時期 

・平成 23年 9 月 26 日～10 月 21 日。 

（２）実施実績 

・3事業所、合計 129 台。 

（３）特記事項 

・平成 24 年 2 月 23 日に北見工業大学の技術職員 3名が来学し、センター職員が局所排気装置の点検方法

について指導した。 

化学物質管理 

  5 月に化学物質管理システムを更新した。また、昨年度末に茨城大学化学物質管理システム運用要項が

定められ、技術職員 1 名がシステム運用管理者になっている。従来と比べ、システム運用管理者の役割が

明確になり、システム運用に積極的に関与することができるようになった。平成 24 年 3 月末時点でのシス

テム登録グループ数は 156 グループ、登録者数は 1,063 人である。 
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  今年度も廃液処理委託を実施している。平成 24 年 3 月末時点で 20L ポリタンク 173 本を業者委託した。

空間放射線量の測定 

  学長からの依頼に基づき、11 月から空間放射線量の測定を開始した。定められた測定方法により、平日

定時に 1回測定し、測定結果をホームページ上で公表している。 

広域水圏環境科学教育研究センター 

（１）重点研究における積極的な研究・教育活動 

広域水圏センター教員は、サステイナビリティ学関連研究（日立地区教員）及び霞ヶ浦環境保全研究（潮

来地区教員）の主要メンバーとして参画し、積極的に研究を行っている。 

サステイナビリティ学関連研究では、産官学（㈱ユードム、守谷市役所・古河商工会議所、茨城大学大

子合宿研修所）の協力・連携のもと CO2 観測ステーションを茨城県内に 5 点設置して連続濃度計測を行っ

てきた。H23 年度は新たに 3 地点の計測地点を拡充している。また、南太平洋島嶼国、ベトナム国等アジ

ア・太平洋地域の途上国における研究調査を実施し、気候変動の影響を受けやすい低平な国土における環

境と防災面での研究に取り組んでいる。 

霞ヶ浦環境保全研究では、茨城県水産試験場内水面支場や茨城県霞ケ浦環境科学センター、茨城県自然

博物館、水戸市立博物館など県内の研究組織と連携し霞ヶ浦の生物群集に関する共同研究を展開している。

さらに、本部のある潮来市および周辺地域の小中高等学校の環境学習（授業・実習）に積極的に協力し、

地域のニーズに対応する研究、地域連携活動を行っている。 

（２）フィールド実践教育の拠点への展開 

学生の意欲を引き出すフィールド実践教育の機会を拡充するため、河川・湖沼、海岸、森林、農業、水

産業、防災など地域の教育資源を活用した教育活動の案内を作成し、学内各部局に配付した。それをはじ

め、本学・他大学による実習目的での広域水圏センターの施設利用の募集を開始した。 

（３）積極的なアウトリーチ活動 

一般社団法人土木学会、日本地球惑星連合等、関連する学会運営に積極的に参加し、9/15～16 水戸キャ

ンパスにおいて「第 19 回地球環境シンポジウム」を企画し開催した(実行委員長、実行幹事長として参画)。

また、5/22～27 に幕張メッセにおいて日本地球惑星連合 2011 年大会が開催され、環境リモートセッショ

ンのセッション開催に共同コンビーナとして関わった。 

遺伝子実験施設 

本施設は、学内共同利用施設としての教育・研究に対する貢献に加え、学外への社会貢献が期待される。

学外貢献については、理科教育あるいはバイオテクノロジーの啓発活動、また、受験生獲得の一環として様々

な学外向け実験講座などを実施している。今年度の特色ある取り組みとして下記を挙げる。 

1)学内向けトレーニングコース 

昨年までの様々な教育研究支援に加えて、本年度は初心者向けのトレーニングコースを開催した。工学

部から 10 名、農学部より 13 名の参加であり、特に、日立キャンパス(工学部)からは木村教授、北野准教

授が引率し、マイクロバスに分乗しての参加であった。 

2)高校対応 

(ア) 高校生のためのバイオテクノロジー実験講座： 

8 月１、2日 32 名 （遺伝子実験施設） 
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県内 16 校に加え、山梨県、福島県からは本学受験希望者が参加、毎年複数名の本講座参加者が

本学を受験、入学している。なお、今年度は申込多数のため、（イ）1日コースを追加開催し、それ

に参加難しい方には 3)一般向け講座を紹介した。 

(イ) 高校生のためのバイオテクノロジー実験講座 （1日コース）：今年度初めて実施 

10 月１日 30 名 （遺伝子実験施設） 

県内 11 校、県外 1校であり、県立那珂高校は教員の仲介で 11 名の参加であった。 

(ウ) 高校へのバイオレンタルサービス 

DNA 体験実験用のピペッターや電気泳動槽そして DNA サンプル、テキスト電子ファイルなどハード、

ソフト面で実験に必要な一式を貸し出している。  

今年は、鹿行地区の生物教員研修及び土浦一高での授業用に貸し出した。 

3)一般市民対応 

(ア) 親子バイオ入門講座：7月 9日 小学生親子 10 組 20 名 科学技術館（東京北の丸） 

(イ) 一般市民向けバイオテクノロジー実験講座：10 月 29、30 日 23 名 遺伝子実験施設 

(ウ) 一般市民向けバイオテクノロジー実験講座：11 月 19、20 日 17 名 都立科学技術高校（東京錦糸町）

地域総合研究所 

・ 韓国・忠北大学校・社会科学研究所の間で「学術交流に関する覚書」、フィリピン人研究者による研究報

告などに見られるように、「地域研」という言葉からイメージされる従来の「地域」の研究を超えて、グロ

ーバルな観点から「地域」を捉えなおす研究を始めている。 

・ 所長が人文学部将来計画委員会副委員長を兼務していたことから、人文学部での平成 24 年度から開設す

る「地域課題の総合的探求プログラム」の企画・運営を、地域研が実質的に担うこととなった。またそれ

に基づいて、平成 25 年度概算要求「超専門力を持つ職業人の育成を目指した地域連携 PBL プログラムのた

めのフィールドワーク･センター構想」を、地域研が人文学部・大教センターとともに共同提案することと

なった。このように平成 23 年度の地域研は、学生を地域に出して教育する際のセンター的な役割を担い始

めている。 

地球変動適応科学研究機関 

（１）サステイナビリティ学・地球変動適応科学研究の成果発信 

A) 成果の発信を活発に行っている。ICAS メンバーが執筆参加したサステイナビリティ学シリーズ和文・英

文各 5 巻が、東京大学出版会（和文）と国連大学出版（英文）から出版された。 

B) 国内外でシンポジウムを主催し、成果・情報の発信を行った。 

東日本大震災調査の報告会（4月、6月）   茨城大学・県・茨城産業会議連携講演会（12 月） 

SSC サステナシンポジウム（6月、北大）    ベトナム・デルタ WS（12 月、茨大） 

土木学会地球環境シンポジウム（9月、茨大） 学生サステナ・フォーラム（平成 24 年 3 月） 

ベトナム海岸侵食共同研究 WS（9 月、ﾊﾉｲ）   サステナ・フォーラム（平成 24 年 3 月） 

大震災ポスター展（10 月、大学図書館）    ICAS 研究報告会（平成 24年 3 月） 

UN-CECAR 国際シンポ（11 月、東京・茨大）    自然エネルギーシンポジウム（平成 24年 3 月） 

（２）第 2期の研究推進 

１）分野の拡大と研究推進 

A) 東日本大震災調査を継続し、茨城県等との連携を強めた。 

B) 平成 22 年度より、①第１部門：適応策のための工学技術、②第２部門：気候変動対応型農業、③第３部
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門：都市計画と適応政策、④第４部門：新しい安全･安心社会のあり方の４研究部門体制とし、研究分野を

拡大 

C) ベトナム国家大学（ハノイ科学大学）との間でベトナムの海岸侵食に関する共同研究を実施 

D) 東大、JICA 等とツバルの影響対策プロジェクトを実施 

E) 平成 23 年 7 月より「いばらき自然エネルギーネットワーク」を開始し、自治体、企業などとの茨城県内

ネットワーク形成を図っている。本ネットワークは平成 24 年 3月 16 日に発足記念シンポジウムを開催し、

164 名の参加があった。 

２）サステイナビリティ学ネットワークの強化 

A) 平成 22 年度にサステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム（SSC）が設立され、IR3S 以来の参加

大学として SSC に参加した。 

B) 環境省環境人材育成事業(平成 20～22 年度)の後継となる EcoLeaD に入会し、会合等に参加。 

C) 国際的な研究・教育ネットワークを強化し、ベトナム国家大学（ハノイ科学大学）や国連大学との大学

院レベルでの単位互換を検討中。そのため、UN-CECAR の参加大学となった。 

３）組織体制の強化 

A) 第２期に入って、兼務教員・協力教員が従来の 54 名から 90 名を超える規模になった。全員参加の活動

をいかに組織するかが課題となる。 

（３）横断型教育プログラムの推進 
A) 平成 22 年度にはサステイナビリティ学教育プログラムの第 1回修了生が卒業し、所属研究科及びサステ

イナビリティ・サイエンス・コンソーシアム(SSC)が発行する 2種類の修了認定証が 31 名および 30 名に授

与された。平成 23 年度には SSC 共同教育プログラム修了者の全体の約 6割を占める 35 名の修了者を輩出

した。 

B) 平成 23 年度には、26 名の新たな履修登録があった。サステナ教育、国際連携教育の推進によって大学

院教育の体系化、国際化に貢献する。 

（４）外部資金の積極的な獲得 

・ 厳しい大学財政事情の下で、積極的に外部資金の獲得に努力している。 

・ 平成 23 年度には、特別経費(H22～25 年度)、環境省地球環境研究総合推進費 S-8(H22～26 年度)、科学

研究費補助金(基盤 A、若手 B等) などが採択・継続された。 

・ この他に各メンバーの科研費、受託研究などがあるが、一層の財務基盤の強化を目指したい。 

・ 資金援助はないが、早稲田大学・ブリジストン W-BRIDGE 研究助成プロジェクトの構成員として活動し

た。 

フロンティア応用原子科学研究センター 

新しいタイプの「産学官金連携」活動 

(1) センター産学官連携部門では、単に大学の知を企業に供給するだけではなく、銀行が介在する事で成果のビ

ジネス化までを実現する事を狙いとした「産学官＋金」の連携活動を模索している。これを効果的に進めるた

めに、 

(2) 茨城大学の研究者みずからが地域の個別の企業(工場)を訪問し、現場の声(ニーズ)を吸い上げる活動を継続

して行っている。 

さらに、(3) 官から「公設試験研究機関」の参加を得て、分析業務、各種コンサルティングなどを担当いただ

き、研究(大学)－製品開発(産業)の間の「死の谷」を埋める。 

県中性子BL装置を活用した地域連携 

茨城県は、J-PARCに設置している2台の中性子回折装置（iBIX、iMATERIA）の地域における産業利用を目指して

おり、茨城大学は県との「協力協定」をもとに、維持管理・利用者支援、装置の高度化開発、そして中性子を活
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用した先導的研究に取り組んでいる。東日本大震災による被害の復旧活動を行い、平成24年1月24日より、

iMATERIA、iBIXともにビーム受け入れを再開し震災後の調整を実施した。J-PARCの再開にともない、産学官の

連携による地域における先端科学の産業応用への支援のため、ユーザ受け入れを平成24年2月5日から開始した。

茨城県ビームライン iMATERIA の随時利用が開始されたのを受け、県内企業による申請に協力する活動を実

施し、応募した。実験は平成24年 5 月の予定である。 

大学連携型核安全セキュリテイ・グローバルプロフェッショナルコースの「実習」地域連携 

文科省の補助金を受け、東京大学が実施する原子力人材育成事業の大学連携型核安全セキュリティコースにお

いて、国内の連携する各大学・高専が機関横断型の人材育成ネットワークを構築して実験実習を行っている。そ

の事業の一つである日本原子力研究開発機構（JAEA）の施設を利用する核物質セキュリティ実習を、東京大学・

茨城大学・JAEA合同で実施し、人材育成に取り組んでいる。第1回目を9月2日～4日に、東京大学・茨城大学・

JAEA合同で実施した。第2回目を平成24年 3月5日～7日にJAEA・茨城大学合同で実施した。 

国際原子力人材育成連合ネットへの参加による「原子力道場TVセミナー」連携 

 文科省の補助金を受け、国際原子力人材育成連合ネットが主催する原子力道場において、茨城大学は全国拠点

大学の一つとして参加し、TVシステムを利用するセミナーを開講している。今年度は工学関連教員と協力して合

計5回開講した。 

来年度は「核変換について」をテーマに幹事校として講義を平成24年 9月 25、26 日に配信する計画であり、

主に大学生、高専生を対象とする人材育成に協力する。また、全国大会を12月に東海で東工大と主催する計画で

ある。 

「機関横断的連携による原子力安全性・核セキュリティ・危機管理教育の実施」連携 

文科省の補助金を受けた、平成23年度機関横断的な人材育成事業（東工大、主事業者）において、茨城大学は

連携し、福島県における放射線計測フィールドワークによる人材育成と連携授業開発に取り組んでいる。平成24

年 2月 27日から3月2日の4日間実施した放射線計測では、全国15名の学生の一人として本学学生が参加して、

福島県内の放射線計測を実施した。 

震災復興支援に関わる取り組み 

 文科省の協力要請をうけて、一時帰宅者の放射線スクリーニング作業に積極的に参加してきた。茨城大学の復

興支援事業に申請した課題：「日立地区住民への判り易い放射線教育と日立地区での放射線空間線量率の測定」及

び「落ち穂を媒介とする放射能移行調査」の採択を受けて、放射線作業従事者を対象とするパンフレットの製作、

日立市教育委員会への協力申し入れ、学内の放射線測定と除染技術開発を目指して調査を実施している。「日立地

区住民への判り易い放射線教育と日立地区での放射線空間線量率の測定」グループが主催して、工学部協賛、生涯

学習教育研究センターの協力のもと、一般公開講演会「放射線の人体に対する影響」を日立キャンパスで実施した(原

子力工学概論の一般公開授業を兼ねる)。上記復興支援事業を発展させることを目的に、環境省のH24年度の環境研

究総合推進費に応募した。震災復興支援の調査・研究成果報告会で上記2件の活動について発表した(H24.3/28）。

宇宙科学教育研究センター 

・ 高校生対象の宇宙観測体験教室が開催され、県内の高校生 14 名が参加した。最先端の宇宙電波望遠鏡を

操作し、天体を観測し、茨城大学生の支援の下で解析し、観測成果を発表した。1 泊 2 日の日程で、大口

径のパラボラアンテナに登るなど望遠鏡施設に触れ、宿泊所では交流会に参加し、天文学への興味と関心

を高めた。 

危機管理室 

・ 東日本大震災における課題から、原子力災害に対応するため、原子力防災対策危機管理個別マニュアル

を策定し、原子力防災委員会を立ち上げ対応している。 
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  同様に、東日本大震災における課題から、災害時の地域住民受入対策危機管理個別マニュアル・ガイド

ラインを策定した。 

監査室 

①  定期監査実施時における事務責任者に対するインタビュー（ヒアリング)実施 

②  公文書管理法施行に伴う、定期監査実施時における事前調査・指導の実施 

③  学教法施行規則改正に伴う、「教育情報の公表に関する監査」実施 

総務部 

・ 大学が募集した学生ボランティアを県内で被害が最も大きい北茨城市及び高萩市に派遣し、塀等の後片

付け・支援物資の整理・聞き取り調査・学習机製作のボランティアを実施した。なお、現地へは職員が随

行し、大学のマイクロバスで送迎を行った。 

北茨城市：4月 4日（月）～8日（金）毎日、学生 21 名、教職員 3名 

高萩市：5月 24 日（火）学生 13 名、職員 2名 

・ 震災復興をテーマに茨城大学と NHK 水戸放送局との共同企画“ハルカとミヂカ”を 8月 27 日（土）に開

催した。参加者は当初予定を上回る約 2,000 名が訪れ会場は賑わいを見せた。 

また、同イベント内において学生実行委員会が募金活動を行い、集めた災害義援金は学生の手で北茨城

市、高萩市、日立市にそれぞれ届けられた。 

・ 平成 24 年 1 月から 3月まで、文部科学省旧庁舎「情報ひろば」において茨城大学の展示を行った。展示

内容は、宇宙科学教育研究センターの研究成果とパラボラアンテナのしくみについて実際の模型を使用し

たわかりやすい内容となった。 

学務部 

「就業力育成支援プログラム」の実施と推進 

平成 22 年度に文科省の就業力育成支援事業 GP に採択され、当該補助金と大学資金を受けて、茨城大学学

生の就業力育成のために 5年計画で諸事業を進行中。予算内訳（概算）は以下の通り。 

文科省 GP 補助金      37,000,000 円 

大学資金（教育改善経費） 3,000,000 円（大教センター申請・人文学部申請合計） 

主な作業内容は以下の通り。 

(1)実施体制の確立 

大教センター内にキャリア教育部を新設。副センター長ポストを 1 つ新設してキャリア教育部長とし、本

事業に纏わる具体的な作業の統括者とする。事業予算により PBL の専門家を 1名、任期付き教員として任用。

副学長をトップとして全学実施委員会と下記(2)から(6)に対応する 5 つの専門部会を設置。事務は基本的に

学務部が管轄。事業予算により本事業専属の事務補佐員 1名を雇用。 

(2)就業力育成支援カリキュラムの構築 

1 年生向けフレッシュマンゼミナール（4単位必修、H23 より試行、H24 年度より本格運用予定） 

2 年生向けステップアップ科目群（2単位、H24 より試行、H25 年度より本格運用） 

2 年～4年生向け根力強化プログラム・根力実践プログラム（構想中） 

(3)電子ポートフォリオの構築 

H22 年に基幹部分完成、H23 年に上部構造構築中、H24 より本格運用予定 

(4)インターンシップの拡充・再編成 

既存のインターンシップを拡充、再編成して H25 より新体制で運用開始予定 
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(5)スチューデントアシスタントの新設 

概念整理の上、H24 より試行、H25 より本格運用予定 

(6)ホームページの新設 

業者発注により H22 年度末に専用ホームページを立ち上げ。随時拡充中。 

(7)PBL 授業の設定 

2 年生以降向けカリキュラムにおいては PBL 授業を重視する、との基本方針に基づき、H23 年 9 月より、PBL

授業の専門家を任期付き専任教員として任用。具体的な授業内容を構築中。手始めに H24 よりステップアッ

プ科目群で正式運用開始。 

学術企画部 

〇 研究企画推進会議では、学術研究推進経費の戦略配分に努めているが、平成 23 年度は大震災からの復

旧・復興を踏まえて、政策テーマの「発展段階に応じて、多様な学術研究を組織的に支援・育成」のうち

「個人研究（基礎研究）への支援」については、本年度は「特定課題研究助成費（震災復旧等調査・研究）」

として実施することとした。 

具体的には、学内公募を行い、申請のあった 36 研究課題を対象に研究企画推進会議において書面審査し、

21 研究課題を選定して計 854 万円を支援配分した。さらに、調査・研究活動に評価、発展を要する震災復

興調査・研究課題に対して計 300 万円を追加配分した。本支援については、次の調査・研究の成果が得ら

れ、研究成果の報告・発信のため、中間及び年度末に研究成果報告会を実施した。 

① 被災地域の復興又は被災者の支援に関して調査・研究 

② 原子力施設の事故の解決又はその影響への対処に関して調査・研究 

③ 新しい日本及び有効な科学技術の展開、或いは提言に関して調査・研究 
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